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第一部 【企業情報】

(注) １　本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有するものとする。

「当社」、「当行」、「提出会社」または

「BNPパリバ」

ビー・エヌ・ピー・パリバ

「BNP」 （パリバと合併以前の）バンク・ナショナル・ド

・パリ

「当社グループ」または「BNPパリバ・グループ」BNPパリバ（または場合によりBNP）およびその連

結子会社

「当社株式」 BNPパリバの１株の額面金額２ユーロの普通株式

「フランス」 フランス共和国

２　別段の記載がある場合を除き、「ユーロ」はユーロ圏の法定通貨を指すものとする。本書において便宜上記載されて

いる日本円への換算は、１ユーロ＝129.51円（平成25年４月24日現在の東京外国為替市場の対顧客電信直物売買相

場の仲値）により計算されている。

３　本書の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。

 

第１ 【本国における法制等の概要】

１ 【会社制度等の概要】

(1) 【提出会社の属する国・州等における会社制度】

当社は株式会社（Société Anonyme）の形態をとる法人である。当社に適用がある主要な法的枠組は、フラ

ンス商事会社法（Code de Commerce）（以下「商法」という。）である。

以下は、当社を含む株式会社に適用される商法の主要規定の概略である。

定款（Articles of association）は株式会社の準拠する根本規則を定めた文書である。定款には特に株式会

社の商号、存続期間、登録事務所の所在地、目的、株式資本の額および株式の譲渡性についての一切の制限を定め

ることを要する。
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株式資本

2009年４月１日以降（2009年１月22日付指令番号2009-80に従い）株式会社の最低株式資本は37,000ユーロ

で、１株当たりの額面金額について法律上の制約はない。株式には、普通株式と優先株式のような異なる種類を

設けることができる。優先株式とは、議決権の有無にかかわらず、優先的配当または清算に関する権利等、普通株

式に対する優先的な権利を持つすべての株式をいう。

従来の意味における無記名式株式の制度、すなわち会社がその無記名式株式の株券を発行し、かかる株券の所

有者は株券を引渡すことにより第三者に当該株式を譲渡することができ、またかかる株券を発行会社に呈示す

ることにより株券に表章された権利を会社に対して行使することができるという制度は、フランスではもはや

存在しない。記名式であれ無記名式であれ株式の所有は、もはや株券によってではなく、会社の株主名簿への登

録（記名式株式（titres en nominatif pur）の場合）によってまたは承認仲介機関の実質株主の個々の口座

への記帳（無記名式株式（titres au porteur）もしくは管理登録株式（titres en nominatif administré）

の場合）によって表章される。所有権またはその譲渡は、会社（記名式株式の場合）または承認仲介機関（管理

登録株式および無記名式株式の場合）が発行する証明書により証明される。もっとも、もっぱらフランス国外で

流通することが予定されている株式は、一定の場合には、ユーロクリア・フランスが発行する株券により表章さ

れる。

株式を譲渡するためには、株主は場合に応じて会社または承認仲介機関に譲渡指図（ordre de mouvement）

を出せばよく、株式譲渡証書を作成する必要はない。既存株主間の株式の譲渡に制限を加えることはできない。

また承認（通常は取締役会の承認）を要する旨の定款上の規定がなければ、株式は自由に第三者に譲渡するこ

とができる。

上場会社は、株主による事前の授権を条件として、あらゆる手段でかつあらゆる目的のために、自己株式を取

得することができる。フランス商法は次のような株式の会社間の相互保有を禁止している。すなわち、もしある

会社が他の会社を10パーセント以上直接所有している場合、当該他の会社は前者の会社の株式を所有すること

ができない。さらに、会社が直接的にもしくはその子会社またはその支配する会社を通じて間接的に自己株式を

支配している場合、それらの株式については当該会社の株主総会において議決権行使は認められない。

株主の責任は所有株式の額面金額を限度とする。
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資本出資形態

株式は金銭または現物出資により発行される。株式会社の当初資本のため発行される株式が金銭により払込

まれる場合、最低払込額は発行株式の額面金額の50パーセントで、残りの50パーセントは取締役会の払込要求に

より最長５年以内に払込まなければならない。株式が額面金額を超えた価格で発行されるときは、かかるプレミ

アムは発行時に全額払込まれることを要する。

株式が現物出資（有形または無形資産）を対価として発行される場合は、全関連会社もしくは全株主が全員

一致で選任するか、またはこれができない場合には商事裁判所が選任する独立鑑定人（commissaire aux

apports）が、（フランス法に別段の規定がない限り）現物出資の額について意見を出さねばならず、かつ当該

現物出資を対価として発行された株式の全額が発行時に払込まれることを要する。株主は独立鑑定人の意見に

は拘束されない。

社債の発行は、資本金が全額払込まれ、かつ株主により最低２事業年度についての会社の会計が承認されるま

では特定の手続きに従わなければ許されない。

 

増資および減資

会社の資本金は、金銭もしくは現物出資により、または留保利益の資本組入れにより、特別株主総会の決議を

もって増加することができる。特別株主総会はまた、一定の期間と金額の範囲内で取締役会に対し資本金を増加

することを授権できる。増資は新株式の発行または発行済株式の額面金額の引上げにより行われる。株主はその

資本出資を増加させる義務を負うものではない。発行株式の額面金額の当初25パーセントの払込およびその後

の残額75パーセントの払込を増資に適用することができる。株式が額面金額を超えた価格で発行されるときは、

かかるプレミアムは発行時に全額払込まれることを要する。

減資のためには、株式を消却するかまたは額面金額を引下げることを決議する特別株主総会を開催すること

を要する。

増資または減資はフランス商事裁判所書記官に届出ることを要し、またフランス法定公報で公告しなければ

ならない。

 

経営

会社法は会社の株主に２種類の経営制度について選択権を認めている。すなわち、取締役会と最高経営責任者

の制度、または業務執行体と監事会の制度である。

(a) 取締役会および最高経営責任者

取締役会（conseil d'administration）は３名以上18名以内の取締役からなる。また吸収または新設合併

の場合、取締役の数を暫定的に最高24名まで増加することができる。取締役はフランス人もしくは外国人また

は法人でもよいが、法人の場合はその常任代表者として自然人を指定しなければならない。

2009年１月１日以降、各取締役は定款に定めがある場合に限り、当社の株式を一定数保有しなければならな

い。
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取締役は最長任期６年で株主総会において選任されるが、（定款または適用ある法律に定められた年齢制

限の範囲内で）何度でも再任されることができる。取締役は株主により事前の通知、理由または補償なしに解

任され得る。

取締役会は当社の活動の方向性を決定し、それが実行されることを確認する。取締役会は、株主総会に明示

的に与えられた権限に従い、また会社の目的の範囲内で当社の適切な運営に関するいっさいの問題を取り扱

い、当社に関する事項を協議によって決定する。取締役会はその任務の遂行に必要なすべての文書および情報

を与えられる。

取締役会の決議は出席取締役または委任状により代理された取締役の多数決により決せられる。可否同数

の場合は定款に別段の定めがない限り会議の議長（Président de séance）が決定権を有する。

取締役会会長は取締役会の構成員から同構成員によって選任される。取締役会会長は取締役会の業務を整

理および監督し、株主総会にこれを報告する。取締役会会長は当社の企業組織が正常に機能していることを確

認し、特に取締役がそれぞれの任務を遂行できることを確認する。

取締役会は、当社の経営管理を組織化する方法を決定する。当社の経営管理は、取締役会会長が、または取締

役会に選任された最高経営責任者の肩書を有する者が、自らの責任で担当するものとする。

最高経営責任者は、すべての状況において会社を代表して行為する幅広い権限を与えられる。最高経営責任

者は、会社の目的の範囲内で、また法が明示的に株主総会または取締役会に与えた権限に従ってその権限を行

使する。

最高経営責任者は、第三者との関係で会社を代表する。当社は、第三者が当該行為が会社の目的の範囲外で

あることを知っていたこと、または定款の公表だけではかかる証明をするのに十分でないと思われる場合は

知っていたはずであることを証明できないかぎり、会社の目的の範囲外の最高経営責任者の行為によっても

拘束される。

取締役会は最高経営責任者の権限を制限することができるが、この制限は第三者に対しては効力をもたな

い。

取締役会は、最高経営責任者の提案により、最高業務責任者の肩書で最高経営責任者を補佐する責任を負う

者を５名まで選任することができる。

取締役会は、最高経営責任者の同意を得て、最高業務責任者に与えられる権限の範囲および期間を決定す

る。ただし、第三者との関係においては、権限の期間は最高経営責任者と同一である。
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(b) 業務執行体および監事会

本制度の下で会社は監事会（conseil de surveillance）の監督下にある業務執行体（directoire）によ

り経営される。

監事会は３名以上18名以内の監事から構成され、監事にはフランス人もしくは外国人または法人がなるこ

とができ、最長任期６年で株主により選任されるが、何度でも再任されることができる（ただし、定款または

その他の適用される法律に定められる年齢制限に従うものとする。）。監事は通常株主総会で理由を示される

ことなく解任され得る。法人が監事になっている場合は、その法人は自然人をその常任代表者として定めなけ

ればならない。各監事は定款に定めがある場合に限り、当社の株式を一定数保有しなければならない。監事会

に関係する規定の大部分は、取締役会に適用されるものと同様であるが、監事会は業務執行体を単に監督する

のに対して取締役会は経営機能を有する点が異なる。

業務執行体は５名以内（上場会社の場合は７名以内）の構成員からなり、その構成員は自然人であること

を要し、監事会により選任されるが、株主以外の者から選任することができる。資本金が150,000ユーロ未満の

会社の業務執行体は１名の構成員を有するだけでよい。この場合当該構成員は単独最高経営責任者（

directeur général unique）と呼ばれる。業務執行体の構成員の任期は定款に定めがなければ４年で、定め

があるときは最低２年かつ最長６年である。業務執行体の権限は広汎で、会社の目的ならびに監事会および株

主総会に法律上留保された決定による制約を受けるのみである。業務執行体の権限に加えられた制限は会社

内部では拘束力を有するが、第三者に対してその制限をもって対抗することはできない。業務執行体によりな

される経営上の決定に関する規則は定款に定められる。業務執行体は合議制の経営機関である。業務執行体の

構成員１名は監事会により会社を代表すべきことを定められる。このように選定された者は業務執行体会長

の肩書を有する。

業務執行体は、少なくとも四半期毎に営業報告書を監事会に提出する。業務執行体の構成員は監事を兼ねる

ことができない。業務執行体の構成員は、通常株主総会および定款で定められている場合において監事会によ

り解任される。業務執行体の構成員が正当な理由なく解任された場合には、損害賠償の請求を行う権利が認め

られている。
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株式に付与された権利

(a) 株主総会

株主は株主総会を通じて会社に対する支配権を行使する。（2010年12月９日付指令番号2010-1511に従い）

2011年１月１日から、上場企業の株主は、配偶者またはその他の個人もしくは法人に対して委任状を与えるこ

とができる。総会には通常および特別の２種類がある。

少なくとも毎年１回通常株主総会が財務書類を承認するために事業年度末から６ヶ月以内（銀行について

は５ヶ月以内）に開かれなければならない。そのほか定款変更を除き、必要とされる場合は、通常株主総会を

開くことができる。通常株主総会の第１回招集の場合の定足数は資本金の５分の１を有する株主が出席また

は代理出席することにより満たされる。第２回招集については定足数の要件はない。承認のためには過半数の

賛成投票を要する。

特別株主総会のみが定款を変更する権限を有する。留保利益、準備金または株式発行プレミアムの資本組入

れは、通常株主総会に適用される定足数および多数決要件に従い特別株主総会で承認され得る。特別株主総会

の他の決議については、定足数は第１回招集で資本金の４分の１または第２回招集で５分の１を有する株主

が出席または代理出席することにより満たされる。承認のためには３分の２の多数の賛成投票を要する。定款

により数種の株式が定められている場合は、全株主に適法に通知された特別株主総会の承認がなければ数種

の株式の権利内容に変更を加えることができない。さらに関係する種類の株式の株主の特別総会により当該

決議が承認されなければならない。

(b) 議決権

原則として、議決権行使に関する契約は法的に強制できない。一般に株式の議決権の数は、保有する株式資

本の割合に比例するが、これは定款の特定の規定により変更することができる。１株は少なくとも１個の議決

権を有する。株主１名当たりの議決権の数を制限することは可能であるが、かかる制限は同一の種類の全株式

に適用されなければならない。さらに定款に定めることにより、同一の株主が最低２年間全額払込済の記名式

株式を所有する場合に限り、かかる株式に２倍の議決権を与えることができる。

株主または協調行動をとる株主の集団が株式保有について、規制市場におけるすべての上場会社の株式資

本または議決権（議決権の数が株式の数と異なる場合）の１/20（５パーセント）、１/10（10パーセント）、

３/20（15パーセント）、１/５（20パーセント）、１/４（25パーセント）、３/10（30パーセント）、１/３

（33.33パーセント）、１/２（50パーセント）、２/３（66.66パーセント）、18/20（90パーセント）または

19/20（95パーセント）の水準を上回りまたは下回る変更を行う場合には、会社および金融市場機関にその旨

を通知しなければならない。かかる通知を怠った場合、当該水準を超える株式については議決権を規制を受け

た日から２年間行使することができない。定款の規定により、0.5パーセントから５パーセントの間の株式保

有についても通知義務を課すことができる。
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(c) 配当および準備金

配当および利益処分は株主により承認されなければならない。定款に記載がなければ配当金の支払につい

て制限はないことになるが、配当は利益を上回ることはできない。さらに、各年、純利益の最低５パーセントは

法定準備金が発行済株式資本の10パーセントに達するまで同準備金に組入れることを要する。定款により第

１順位配当を設けることができる。法定監査人が意見を述べた最終または中間貸借対照表により利益が減価

償却、準備金および必要な場合は繰越損失による調整後の中間配当の額以上であることが示される場合には、

会社は中間配当を支払うこともできる。取締役会（または業務執行体）が、中間配当の支払、その金額および

支払日について決定する。

(d) 法定監査人

会社の財務書類は、非常に広い調査権限を有する１名または複数名の法定監査人により監査される。かかる

法定監査人は通常株主総会において株主より選任され、任期は６年とする。同一の監査人を再任することに関

して制限のある上場会社を除き、法定監査人は何度でも再任されることができる。法定監査人は当該会社と共

通の利益を有してはならない。

(e) 清算

会社の清算の場合は、全負債および清算費用支払後の残余金は株主の間でそれぞれの持分に応じて分配さ

れる。

 

(2) 【提出会社の定款等に規定する制度】

以下の記載は、当社の定款および適用あるフランス法の一定の条項に関する要約された情報である。かかる当

社の要約された情報に関する記載は完全なものでなく、そのすべてにつき当社の定款を参照することが必要で

ある。定款は2013年１月９日に最終更新された。

 

株式（第４条）

ビー・エヌ・ピー・パリバの株式資本の額は2,484,523,922ユーロとし、１株当たり額面金額２ユーロの全額

払込済株式1,242,261,961株からなる。

 

（第５条および第６条）

全額払込済株式は、現行のフランスの法律および規制に従って、株主の選択により、記名式または無記名式の

いずれかにより保有される。

当社株式は、適用ある現行のフランスの法律および規則により定められている条件に基づいて株主口座に登

録され、口座振替によって譲渡される。

当社は、フランス商法第L228-２条の規定に基づき、株式の保有に関する情報開示を要求することができる。
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フランス商法第L233-７条第１項に示される株式保有数の法定基準とは関係なく、単独または共同で、直接的

または間接的にビー・エヌ・ピー・パリバの株式資本または議決権の0.5パーセント以上またはその整数倍

（ただし、５パーセント未満）を保有することとなった当社株主は、フランス商法第L233-７条に規定された期

限内に、配達証明付書留郵便にてビー・エヌ・ピー・パリバに通知しなければならない。

５パーセントを超える場合、上記段落に定められた開示義務は、株式資本または議決権が１パーセント増加す

る毎に適用される。

上記２段落に定められた開示は、上記の株式保有数の基準以下に株式保有が減少した場合にも適用される。

法律または当社の定款に従った株式保有数の報告を怠った場合、フランス商法第L233-14条に規定される条件

に従い、当社の株式資本または議決権の２パーセント以上を保有する１または複数の当社株主からの請求によ

り、議決権が剥奪されるものとする。

各当社株式保有者は、当該保有株式の表章する株式資本の割合に応じて、当社の資産および残余財産の一部分

の所有権を有する。

特定の権利を行使するため複数の株式を保有する必要がある場合、特に、その条件にかかわらず、株式が交換

され、併合されもしくは割り当てられ、または、増資もしくは減資がなされた後または合併その他の取引があっ

た後に、権利を行使しようとする株主は、株式が要求される数に満たない場合、必要な株式の所有割合に至るま

で、株式を併合しまたは必要ならば株式もしくは議決権の売買を行う義務を負う。

 

経営

(a) 取締役会（第７条）

当社は下記の者により構成された取締役会によって統制される。

(ⅰ) 通常株主総会で選任された取締役

９名以上、18名以下の取締役が選任される。従業員によって選任された取締役は、取締役の最低および最

高人数には含まれない。

かかる取締役の任期は３年とする。

後任となる取締役が選任された場合、適用ある現行のフランスの法律および規則に従って、新たな取締役

の任期は前任の取締役の残りの任期に制限される。

取締役の任期は、前事業年度の財務書類の審議のために招集され、当該取締役の任期が満了する年に開催

される通常株主総会終了時に満了する。

取締役は、フランス法の規定、特に年齢についての規定を条件として、再選される資格を有する。

各取締役は、従業員によって選任された取締役も含めて、当社株式を10株以上保有しなければならない。

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

  9/792



(ⅱ) ビー・エヌ・ピー・パリバの従業員により選任された取締役

当該取締役の条件および関連する選任方法は、フランス商法第L225-27条から第L225-34条の条文および

当社の定款の条項に規定されている。

かかる取締役は２名であり、そのうち１名は管理職員を代表し、１名は非管理職員を代表するものとす

る。

かかる取締役は、ビー・エヌ・ピー・パリバの従業員により選任されるものとする。

かかる取締役の任期は３年とする。

選挙に関しては、業務執行陣により準備されるものとする。業務執行陣は、第２回目の選挙が退任する取

締役の任期満了日の遅くとも15日前までに行えるように、選挙の日程表および条件を当社内の全国労働組

合代表者と協議のうえ、作成するものとする。

各候補者に関しては、各選挙人団の第２回目の選挙後、多数決方式により選出する。

第１回目の選挙の期間中に提出された各志願書に関しては、候補者の氏名および代理人の氏名（もしあ

れば）の両方を明らかにしなければならない。

志願書は、第２回目の選挙の期間中、変更できない。

候補者は、かかる候補者が立候補する選挙人団の一員でなければならない。

当社内の労働組合の代表者により提出された志願書以外の志願書は、候補者が立候補する選挙人団の一

員である選挙人のうち100名の氏名および署名が記された書類と共に提出されなければならない。

(b) 会長、最高経営責任者（CEO）および最高業務責任者（COO）（第13条、第14条および第15条）

会長は取締役会の業務を整理および管理し、株主総会にこれを報告する。また、会長は、ビー・エヌ・ピー・

パリバの経営機関の円滑な運営を監督し、特に取締役がそれぞれの任務を遂行できる立場にあることを確認

する。

取締役会会長の報酬は、取締役会により自由に決定される。

取締役会は、当社の業務執行役員の編成方法を決定する。当社の業務執行役員は、取締役会会長が、または取

締役会に選任された最高経営責任者の肩書を有する他の者が、自らの責任で担当するものとする。

株主および第三者は、現行の規定に従い、かかる選択について報告される。

取締役会は、かかる選択が一定の有効期間を有することを決定する権利を有する。

業務執行役員を取締役会会長が担当するものと取締役会が決定した際には、最高経営責任者に関する当社

の定款の規定は、会長兼最高経営責任者の肩書を有することとなる取締役会会長にも適用されるものとする。

取締役会会長は、取締役会会長が65歳に達する年度の財務書類を承認する株主総会の終結時に自動的に辞任

したものとみなされる。
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取締役会が会長と最高経営責任者の職務を分離することを決定したときは、会長は、会長が68歳に達する年

度の財務書類を承認する株主総会の終結時に自動的に辞任したものとみなされる。ただし、取締役会は、取締

役会会長が69歳に達する年度の財務書類を承認する株主総会の終結時までその任期を延長することを決定す

ることができる。最高経営責任者は、最高経営責任者が63歳に達する年度の財務書類を承認する株主総会の終

結時に自動的に辞任したものとみなされる。ただし、取締役会は、最高経営責任者が64歳に達する年度の財務

書類を承認する株主総会の終結時までその任期を延長することを決定することができる。

最高経営責任者は、あらゆる場合ビー・エヌ・ピー・パリバの名で行為する、最も広範な権限を与えられる

ものとする。最高経営責任者は、かかる権限を当社の目的の範囲内において、また、フランス法により株主総会

および取締役会に明確に付与された権限に従い、行使するものとする。

最高経営責任者は、第三者との取引においてビー・エヌ・ピー・パリバを代表するものとする。ビー・エヌ

・ピー・パリバは、第三者が、最高経営責任者の行動が当社の目的の範囲を外れたものであることを承知して

いたか、または状況により知り得たことをビー・エヌ・ピー・パリバが証明できない限り、最高経営責任者の

行動が当社の目的の範囲外であっても、かかる行動によって拘束される。当社の定款が公表されていることの

みでは、かかる証明とはならない。

最高経営責任者は、内部統制の組織および手段ならびにフランス法で義務付けられた内部統制報告書のす

べての情報に対する責任を負う。

取締役会は、最高経営責任者の権限を制限することができるが、この制限は第三者の請求に対しては効力を

有しない。

最高経営責任者は、その権限の一部を、適切であると判断する人数の者に、復代理人選択権の有無にかかわ

らず、一時的または永久に、委任することができる。

最高経営責任者の報酬は、取締役会により自由に決定される。

最高経営責任者は、取締役会によりいつでも解任される。正当な理由なく解任された場合には、最高経営責

任者が取締役会会長を兼任する場合を除いては、当該最高経営責任者に対し損害賠償が行われる可能性があ

る。

最高経営責任者が取締役である場合、最高経営責任者としての任期は取締役としての任期を超えてはなら

ない。

最高経営責任者の提案により、取締役会は、フランス法による制限の範囲内で、最高経営責任者を補佐する

者として１または複数名の最高業務責任者を選任することができる。

最高経営責任者の同意の下、取締役会は最高業務責任者に付与された権限の範囲および存続期間を決定す

る。しかし、第三者が関与する場合は、最高業務責任者が最高経営責任者と同様の権限を有するものとする。

最高経営責任者が職務を放棄するかまたはこれを遂行できない場合は、取締役会により別段の定めがない

限り、最高業務責任者は、新たに最高経営責任者が選任されるまで、それぞれの職務および地位を維持するも

のとする。
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最高業務責任者の報酬は、最高経営責任者の提案により、取締役会により自由に決定される。

最高業務責任者は、最高経営責任者の提案により、取締役会によりいつでも解任される。正当な理由なく最

高業務責任者が解任された場合には、当該最高業務責任者に対し損害賠償が行われる可能性がある。

最高業務責任者が取締役である場合、最高業務責任者としての任期は取締役としての任期を超えてはなら

ない。

最高業務責任者の任期は、最高業務責任者が65歳に達する年度の財務書類を承認する株主総会の終結時よ

り前に終了する。

(c) 無議決権取締役（第17条）

会長の提案により、取締役会は１または２名の無議決権取締役（censeurs）を選任することができる。

会議通知は無議決権取締役に対し行われるものとし、無議決権取締役は顧問の立場で取締役会に参加する。

かかる無議決権取締役の任期は６年間とし、さらなる期間につき、再任されることができる。また、類似の条

件下で、無議決権取締役はいつでも解任され得る。

無議決権取締役は当社株主の中から選任されるものとし、その報酬は取締役会が決定する。

 

株主総会（第18条）

株主総会は、すべての当社株主により構成される。

株主総会は、フランス商法に規定された条件に従って招集され、開催される。

かかる株主総会は、本社または会議通知において指定された他のあらゆる場所において開催される。

株主総会の議長は、取締役会会長が務めるものとし、取締役会会長が欠席の場合は、その目的のために株主総

会において選任された取締役が務めるものとする。

身分確認が行われた後、当社株主はすべて、本人投票、投票様式の返送または代理人の選任により株主総会に

参加することができる。

株式の所有は、期日内に、現行の法令に従い、ビー・エヌ・ピー・パリバ株主名簿へ株主名を記帳し、または権

限ある承認仲介機関の無記名式株主名簿へ記帳することによって表章される。無記名式株式の場合、権限ある承

認仲介機関は、かかる関係株主の参加を証明するものとする。

郵送票の返送期日は取締役会により決定され、フランス法定公報（Bulletin des Annonces Légales

Obligatories－BALO）に公表される会議通知に記載されるものとする。

すべての株主総会において、実質的な権利のある当社株式に付与された議決権は、実質的な保有者によって行

使されるものとする。
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取締役会が株主総会招集時に決定した場合には、株主総会のすべてをビデオ会議またはインターネットを含

むその他電気通信および遠隔通信手段により公共放送することが認可される。場合に応じて、この決定はフラン

ス法定公報に発表される会議通知により報告される。

また、いかなる当社株主も、取締役会が株主総会の会議通知の発行時に決定した場合には、その時に適用ある

法律の条件に従って、ビデオ会議またはインターネットを含むその他電気通信および遠隔通信手段を利用して

投票に参加することができる。電子投票フォームを利用する場合には、株主による署名は、安全な電子署名また

は信頼し得る認証プロセスを通じて行うことができる。かかる認証プロセスは、認証が付される書類との関連性

を保護するものであり、具体的には利用者識別名およびパスワードで構成される。場合に応じて、この決定はフ

ランス法定公報に公表される会議通知により報告される。

 

年次財務書類（第21条）

当期純利益は、当該年度の収益から費用、減価償却費、償却費および減損を控除したものである。

分配可能収益は、繰越損失控除後の当該年度の利益、法律に従い準備金とされる金額の合計および繰越利益に

より構成される。

株主総会は、任意準備金、普通準備金もしくは特別準備金に割り当てるため、または繰越しのためにすべての

分配可能収益を留保することができる。

また、株主総会は、任意に準備金を取り崩して分配することを決定することができる。

ただし、減資の場合を除いて、自己資本が、資本金にフランス商法または当社の定款によって分配が認められ

ていない準備金額を加えた額と同額かまたはこれを下回る場合、当社株主への利益分配は行われないものとす

る。

フランス商法第L232-18条の規定に従って、株主総会は、株主に対し、配当または中間配当の全部もしくは一部

を、当社の新規株式により分配されるための選択権を提案することができる。

 

清算（第22条）

仮にビー・エヌ・ピー・パリバが解散する場合、当社株主は、清算手続を決定し、取締役会の提案により清算

人を選任し、かつ清算が完了するまで、フランスの株式会社の株主総会に付与されるすべての職務を全般的に引

き受ける。
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２ 【外国為替管理制度】

(1) 株式の所有

現行の法律の下で、フランス通貨金融法典（Code Monétaire et Financier）第L151-１条に従い、フランス

および外国との間の外国為替取引は原則として自由である。しかしながら、フランスの政府機関は、フランス通

貨金融法典第L151-２条に従い、特に国益の防衛を確保するため、また、経済大臣の報告を受けて制定された命令

により、通知および事前の許可を与え、またはフランスにおける対内投資の設立および清算を管理する。

1996年２月14日付フランス法（2004年12月９日付法令2004-1343により修正され、フランス通貨金融法典第

L151-３条において成文化された。）に従い、欧州連合（以下「EU」という。）の非居住者が、フランス企業の支

配的持分を取得する際に事前の許可を得る必要はなくなった。ただし、2005年12月30日付指令番号2005-1739

（2005年12月31日付官報）およびその修正（2006年１月４日付官報）に規定された慎重性を要する一部の業界

および戦略分野については、この限りではない（下記参照。）。

当社に対する対内投資が2005年12月30日付指令番号2005-1739の範囲内に該当しないため、事前の許可を得る

必要はなくなった。しかしながら、フランス通貨金融法典第R151-１条および第R152-５条において、フランスの

非居住者またはフランス国外で法人格を取得した法人組織は、とりわけ、フランスの非居住者である自然人、ま

たはフランス国外で法人格を取得した法人組織が保有するフランス企業の株式資本または議決権の割合が

33.33パーセントを超える投資に関し、フランス当局に対し、届出（declaration administrative）を行わなけ

ればならないことが規定されている。また、フランス企業の株式資本または議決権を33.33パーセントを超えて

保有している外国企業が、EU域外の居住者および／またはEU域外で法人格を取得した法人組織である場合、支配

的持分を移転する際には追加の届出が必要となる。かかる届出義務に関する８つの例外項目は、フランス通貨金

融法典第R152-５条に規定されている。

フランス通貨金融法典第L151-２条以降に規定される承認制度の実行ならびに慎重性を要する業界および戦

略分野への対内投資を申請するために、「投資」という用語は、2005年12月30日付の指令によれば、３つの種類

の投資のことを指す。

(a) EU域内の法人またはEU域外の法人によるフランスに登記上の本店を有する企業における支配的持分の買収

(b) EU域内の法人またはEU域外の法人によるフランスに登記上の本店を有する企業に係る「事業活動の拠店」

の直接買収または間接買収

(c) EU域外の法人がフランスに登記上の本店を有する企業の株式資本もしくは議決権の直接保有または間接保

有を33.33パーセント超に増加させること

本指令に基づき、フランスと「管理支援協定」を締結している欧州経済地域の加盟国に居住する投資家によ

る投資は、下記のとおりEU域内の法人による投資と同一の制度に服することに留意すべきである。
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したがって、2005年12月30日付指令番号2005-1739（2005年12月31日付官報）およびその修正（2006年１月４

日付官報）に従い、下記については経済大臣による事前の許可が必要である。

(ⅰ) フランス通貨金融法典第R153-２条に定める一覧表に記載の11ヶ所の特定地域におけるEU域外の法人

（すなわちEU域外の居住者であるフランスの自然人を含むEU域外の居住者である自然人およびEU域外に

設立された法人）による（上記(a)、(b)および(c)の意味における）投資

(ⅱ) EU域内の法人（すなわちEU域内の居住者であるフランスの自然人を含むEU域内の居住者である自然人

およびEU域内の国に設立された法人）による投資

(a) 第R153-４条：フランス通貨金融法典第R153-２条第８号から第11号に定める一覧表に記載の４ヶ所の

特定地域における、フランス通貨金融法典第R153-３条第１号および第２号（上記(a)および(b)）の意

味における投資

(b) 第R153-５条：フランス通貨金融法典第R153-５条に定める一覧表に記載の７ヶ所の特定地域におけ

る、フランス通貨金融法典第R153-３条第２号（上記(b)）の意味における投資

かかる指令は、かかる制度の範囲に該当するか否かについて経済大臣からコンフォート・レターを要求する

外国投資家の能力を規定している。同大臣はかかる要求に２ヶ月以内に応じなければならないが、同大臣の対応

がないことは、投資家による必要な承認要請書の提出を免除するものではないと解釈されている（フランス通

貨金融法典第R153-７条）。

 

(2) 外国為替管理

現行のフランスの為替管理規則の下では、当社が非居住者に対して送金できる現金支払額に関する制限はな

い。

2009年７月15日付フランス指令番号2009-866により修正された現行の規則（フランス通貨金融法典第L152-

１条を含む。）に従い、自然人によるフランスから他のEU域内の国へまたは他のEU域内の国からフランスへの金

銭の支払または有価証券の譲渡（フランス通貨金融法典第L518-１条（2010年４月27日付フランス指令番号

2010-420による修正を含む。）に記載の公認金融機関または決済機関、組織もしくはサービスが取り扱ったもの

を除く。）については、当該指令に定める条件に基づきフランス当局に対して届出を行わなければならない。た

だし、送金される金額が10,000ユーロより低い場合を除く。

2005年10月26日付欧州規則CE第1889/2005号は、自然人によるEU域内の国から外国に対する送金または外国か

らEU域内の国に対する送金に関し、10,000ユーロ以上の金銭の支払または有価証券の譲渡がなされる場合にも、

届出が必要であることを定めている。
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３ 【課税上の取扱い】

(A) 個人（税務上のフランス非居住者）

(1) 配当に対する課税

2012年１月１日現在、非居住者に支払われる配当は、通常、30パーセント（従前は25パーセント）のフランス

源泉徴収税に服する。

一定の非居住者は、適用される租税条約（もしあれば）に基づき、源泉徴収税率の減額措置を受けることがで

きる。

1995年３月３日付の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とフランス政府との間の

租税条約（以下「日仏租税条約」という。）および2007年１月11日付の日仏租税条約の改正（以下「改正条

約」という。）に従い、当社が実質的な株主に支払う配当は、一般に、10パーセントの軽減された税率によるフラ

ンス源泉徴収税に服する。

一定の条件および制限の下で、当該フランスの源泉徴収税は外国の所得税とみなされ、実質株主は、その日本

の所得税納税額からこれを控除することができる。

2012年12月に終了する事業年度から、フランスの事業体により支払われた配当は、株主の居住地または種類に

かかわらず、３パーセントの追加課税に服する。かかる追加課税は、租税条約の規定によって軽減または削減す

ることができず、配当を行ったフランスの事業体に対して課されなければならない。

 

(2) 譲渡所得税

フランスの税法上、非居住者である実質株主は、一般に当社株式の処分によって生じた譲渡所得についてフラ

ンスの租税を課せられない。ただし、売主（およびその家族）が、フランスの配当支払会社の持分の25パーセン

ト以上を保有していた場合はこの限りではない。

2010年３月１日以降、売主、個人または法人が非協力国・地域（NCST）（注１）に居住する場合、売主の当社

における株式保有の持分を問わず、50パーセントの源泉所得税を課される。

 

(注１)　2012年におけるフランスの非協力国・地域の一覧：ボツワナ、ブルネイ、グアテマラ共和国、マーシャル諸島共和国、

モントセラト島、ナウル共和国、ニウエおよびフィリピン共和国。この一覧は、１年毎に更新されるが、2013年の指令

はまだ公布されていないことに留意されたい。
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(3) 富裕税

非居住者による株式を含む金融商品への投資は、フランスの純富裕税を免除される。

 

(4) 贈与税および相続税

フランスは贈与税および／または相続税に関する多数の条約を締結しているが、日本との間にはかかる条約

は存在しない。

 

贈与税

贈与は、基本的に相続の場合と同様の、目的物の公正市場価値に基づく税制に服する（下記参照）。

 

相続税

フランス国内で課税対象となる資産を有する者がこれを遺して死亡した場合には、同人の資産の公正市場価

値に基づいて相続税（droits de succession）が課せられる。相続税は、遺言もしくは無遺言相続による資産承

継または死因贈与（causa mortis）など、死亡に起因するすべての資産承継に課せられる。相続税は、死亡者の

受益者のうち相続を承認した者によって支払われる。

フランス法の下では、フランスまたは外国国籍を有する死亡者がフランスに居住していた場合、フランスの内

外を問わず同人が所有していたすべての動産および不動産は課税対象となる。一方、死亡者がフランス国外に居

住していた場合は、フランス国内に所在する資産（フランス企業の株式もこれに該当する。）のみが課税対象と

なる。

しかしながら、死亡者の課税時の居住場所にかかわらず、死亡者の受益者が（過去10年間において）フランス

国内に６年間居住し、かつ相続の時点においてもフランス国内に居住する場合には、フランスの内外を問わずす

べての動産および不動産が課税対象となる。この場合、フランスの法律は二重課税回避のための片務的な対策を

講じていない。税額の計算は、フランス居住者の場合と同様の方法でなされる。

 

(5) 株式譲渡に係る税

2012年８月１日以降において、

(ⅰ) フランスの株式会社に関する株式譲渡は原則として登録されるため、株式の譲渡価格または公正価値が

譲渡価格より高い場合は当事者により定められた見積価格につき、0.1パーセントの登録税に服する。

(ⅱ) フランスの有限会社（SARL）に関する株式譲渡は原則として登録されるため、株式の譲渡価格または公

正価値が23.00ユーロの割戻し控除後の譲渡価格より高い場合は当事者により定められた見積価格（た

だし、会社の譲渡株式の割合により按分される。）につき、３パーセントの登録税に服する。
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フランスの不動産関連の会社には、５パーセントの登録税が適用される。

フランスの上場会社に関しては、株式譲渡が契約証書という正式な形で行われなかった場合、フランスでは課

税されない。(ⅰ)契約の調印場所にかかわらず、譲渡される株式がフランスの会社により発行されたものである

場合、または(ⅱ)譲渡される株式がフランス以外の会社により発行されたものである場合には、株式譲渡の契約

証書がフランスで調印された場合にのみ、フランスで課税される。

 

(6) 日本における課税

「第８ ２ (4) 本邦における配当等に関する課税上の取扱い」を参照。

 

(B) 法人

(1) 配当に対する課税

2012年１月１日以降、フランスの非居住者である法人に支払われる配当は、通常、30パーセント（従前は25

パーセント）のフランス源泉徴収税に服する。

非居住者の一部は、適用される租税条約（もしあれば）に基づき、源泉徴収税率の減額措置を受けることがで

きる。

日仏租税条約に従い、日本の居住者で、法人である実質株主に対して当社から支払われる配当は、一般に、10

パーセントの軽減された税率によるフランス源泉徴収税に服する。

日仏租税条約は、日本の居住者である当該支払を受ける法人が実質株主であり、配当金額が決定した日の前

６ヶ月間にフランスの配当支払会社の株式を直接的および間接的に10パーセント以上所有していた場合、例外

的に源泉徴収税を配当総額の５パーセントに軽減することを規定している。

一定の条件および制限の下で、当該フランスの源泉徴収税は外国の所得税とみなされ、実質株主は、その日本

の納税額からこれを控除することができる。

2012年12月に終了する事業年度から、フランスの事業体により支払われた配当は、株主の居住地または種類に

かかわらず、３パーセントの追加課税に服する。かかる追加課税は、租税条約の規定によって軽減または削減す

ることができず、配当を行ったフランスの事業体に対して課されなければならない。

 

(2) 譲渡所得税

上記「(A) (2) 譲渡所得税」を参照。

当社株式がフランスに所在する恒久的施設の事業資産の一部である場合、かかる株式の譲渡から取得する収

益は、フランス国内法に基づきフランスの租税を課せられる。
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(3) 株式譲渡に係る税

上記「(A) (5) 株式譲渡に係る税」を参照。

 

(4) 日本における課税

上記「(A) (6) 日本における課税」を参照。

 

(C) 投資信託に関する注意

日仏租税条約第29条は、配当に適用される条約の条項（上記参照）の適用範囲を、日本の投資信託の投資者ま

たは受益者に対しても拡大している。日仏租税条約の規定は、（改正条約第20条に従い）一定の条件下で年金基

金にも適用される。

 

４ 【法律意見】

グループ法律顧問であるジョルジュ・ディラニにより、下記の趣旨の法律意見書が提出されている。

(ⅰ)当社は、フランス法に基づき株式会社（Société Anonyme）として適法に設立されかつ有効に存続している

会社であり、本書記載の業務を行い、かつその財産を保有し管理するのに十分な権利と権限を有する。

(ⅱ)当社による当社のための関東財務局長に対する本書の提出は、当社により適法適切に授権されており、フラン

スの法律に照らして適法である。

(ⅲ)本書に含まれるフランスの法律に関するすべての記載は、すべての重要な点において真実かつ正確である。
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第２ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) BNPパリバ・グループ

（単位：百万ユーロ）

 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年

営業収益 39,072 42,384 43,880 40,191 27,376

 

（単位：百万ユーロ）

 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年

営業総利益 12,522 16,268 17,363 16,851 8,976

 

（単位：百万ユーロ）

 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年

純利益（当社グループ） 6,553 6,050 7,843 5,832 3,021

 

（単位：％）

 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年

株主資本利益率(注１) 8.9 8.8 12.3 10.8 6.6

 

（単位：十億ユーロ）

 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年

時価総額
（12月31日現在）

53.4 36.7 57.1 66.2 27.6

出典：ブルームバーグ

(注１)　株主資本利益率は、純利益（当社グループ）（BNPパリバにより発行された優先株式と同順位であり、会計上、配当とし

て扱われる永久最劣後債の利息に関する調整が行われる。）を、関連期間の１月１日および12月31日の平均株主資本

（配当後の数値であり、かつBNPパリバにより発行された優先株式と同順位である永久最劣後債を除く。）で除して算

出される。
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（単位：ユーロ）

 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年

１株当たり純利益
(注１)(注５)

5.16 4.82 6.33 5.20 2.99

１株当たり純資産
(注２)(注５)

60.80 58.25 55.48 50.93 47.31

１株当たり配当金純額
(注５)

1.50 1.20 2.10 1.50 0.97

配当率(％)
(注３)

29.7 25.1 33.4 32.3 33.0

株価      

　最高値(注４)(注５) 44.83 59.93 60.38 58.58 73.29

　最低値(注４)(注５) 24.54 22.72 40.81 20.08 27.70

　年度末(注５) 42.61 30.35 47.61 55.90 29.40

CAC 40インデックス
（12月31日現在）

3,641.073,159.813,804.783,936.333,217.97

(注１)　期中発行済平均株式数に基づく。

(注２)　配当前。年度末における発行済株式数に基づく純帳簿価額。

(注３)　１株当たり純利益に対する割合で表示され、定時株主総会において提案された配当金。

(注４)　取引中に記録された数値を示している。

(注５)　上記のデータは、2009年９月30日から10月13日までの優先的新株引受権の行使による新株発行を反映し、調整されてい

る（調整係数＝0.971895）。
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(2) BNPパリバ

 

 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年

年度末資本金   
   

　資本金（ユーロ） 2,484,523,9222,415,491,9722,397,320,3122,370,563,5281,824,192,214

　発行済株式数 1,242,261,9611,207,745,9861,198,660,1561,185,281,764912,096,107

　発行済転換社債の数 なし なし なし なし なし

年度業績（百万ユーロ）   
 

  

　収益合計（付加価値税を
除く。）

30,015 31,033 28,426 33,104 48,642

      
　税金、減価償却費および
減損控除前利益

6,349 7,366 7,193 7,581 3,400

　法人税費用 (1,273) 300 (118) (540) 1,201

　税金、減価償却費および
減損控除後利益

5,812 3,466 3,465 4,009 715

　総配当支払額 1,863 1,449 2,518 1,778 912

１株当たり利益   
 

  

　税引後利益（減価償却費
および引当金控除前）

4.09 6.35 5.90 5.94 5.04

      
　税金、減価償却費および
減損控除後利益

4.68 2.87 2.89 3.38 0.78

　１株当たり配当金 1.50 1.20 2.10 1.50 1.00

人件費   
 

  

　年度末被雇用者数 48,896 49,784 49,671 46,801 47,443

給与合計（百万ユー
ロ）

3,915 3,829 3,977 3,812 3,112

      
　社会保障および従業員給
付金合計（百万ユー
ロ）

1,488 1,212 1,141 1,750 1,053
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２ 【沿革】

BNPパリバの沿革は以下のとおりである。

1966年：BNPの誕生

BNPを設立するためのBNCIおよびCNEPの統合は、フランスの銀行部門にとって第二次世界大戦終結以来、最大の

再構築事業であった。

1968年：コンパニー・フィナンシエール・ド・パリ・エ・デ・ペイ－バの誕生

1982年：フランスの全銀行の国営化に伴うBNPおよびコンパニー・フィナンシエール・ド・パリ・エ・デ・ペ

イ－バの国営化

1980年代において、銀行部門の規制緩和および債権者による金融市場における直接的資金調達の傾向が強まり、

フランスおよび世界的な銀行業務に変革がもたらされた。

1987年：コンパニー・フィナンシエール・ド・パリバの民営化

コンパニー・フィナンシエール・ド・パリバには、3.8百万人の個人株主が存在しており、これは世界中で最も

多い株主数であった。コンパニー・フィナンシエール・ド・パリバはコンパニー・バンケールの資本金の48％を

保有していた。

1993年：BNPの民営化

BNPの民間部門への復帰は、新たな始まりを象徴した。1990年代には、新たな金融商品およびサービスを提供し、

金融市場活動が発展した。同時に、フランスおよび世界における存在を拡大し、ユーロの導入から生じるすべての

利益を受けるための態勢を整えた。また民営化によって収益を大幅に伸ばし、1998年度にはフランス銀行業界で最

高のROEを達成した。

1998年：パリバの誕生

1998年５月12日に、コンパニー・フィナンシエール・ド・パリバ、バンク・パリバおよびコンパニー・バンケー

ルの統合が承認された。

1999年：当社グループの重要な年

前例のない二重公開買付けと、６ヶ月もの間行われた株式市場での競争により、BNPはパリバと対等に統合を行

うことを可能にした。両グループにとって、この統合は、それぞれの民営化以来、最も重要な事業であった。この統

合は、輝かしい将来的展望を持った新グループを生み出した。両社の力を統合したことにより、BNPおよびパリバは

飛躍を遂げ、新たな好機が訪れた。現在の経済のグローバル化時代において、統合により欧州銀行部門において、主

力銀行が誕生した。

2000年：BNPパリバの誕生

2000年５月23日、BNPとパリバは統合した。

強力なバンキングおよび金融サービスの財産を武器に、新グループは、株主、顧客および従業員の価値を高め、未

来の銀行を構築し、世界有数の国際銀行となることを目標にしている。

2006年：イタリアのBNLの買収

BNPパリバはイタリアで６番目に大きい銀行であるBNLを買収した。この買収の結果、BNPパリバは欧州における

第２の国内市場を取得することとなった。イタリアおよびフランスの両国において、現在、当社グループの全事業

は、全国的な金融ネットワークを活用することによりその活動を発展させることができる。
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2009年：フォルティス・グループとの統合

BNPパリバは、フォルティス銀行およびBGL（バンク・ジェネラル・ドゥ・ルクセンブルク）の支配権を取得し、

それによって４つの国内市場を持ったヨーロッパにおけるリテール・バンキング事業における最大手を構築し

た。

 

３ 【事業の内容】

BNPパリバは、ヨーロッパにおいて有数の銀行および金融サービスの提供者であり、ヨーロッパの４ヶ国（ベル

ギー、フランス、イタリアおよびルクセンブルク）の国内リテール・バンキング市場を有している。

78ヶ国に進出し、約190,000人（うちヨーロッパに145,000人超）の従業員を擁している。

BNPパリバは、以下の３つの事業において重要な地位を占めている。

・以下を含むリテール・バンキング事業

・国内市場部門グループ

－フランス国内のリテール・バンキング（FRB）

－BNLバンカ・コメルシアーレ（BNL bc）（イタリア国内のリテール・バンキング）

－ベルギー国内のリテール・バンキング（BRB）

－ルクセンブルク国内のリテール・バンキング（LRB）を含むその他の国内市場部門

・海外リテール・バンキング事業体グループ

－欧州・地中海沿岸諸国部門

－バンクウェスト

・パーソナル・ファイナンス事業体

・インベストメント・ソリューションズ事業

・コーポレート・バンキング事業および投資銀行事業（CIB）

BNPパリバは、BNPパリバ・グループの親会社である。

2012年12月31日現在、当社グループの連結資産は（2011年12月31日現在の1,965.3十億ユーロと比較して）

1,907.3十億ユーロ、顧客貸出金および債権（連結）は（2011年12月31日現在の665.8十億ユーロと比較して）

630.5十億ユーロ、対顧客未払項目（連結）は（2011年12月31日現在の546.3十億ユーロと比較して）539.5十億

ユーロ、また株式資本（当社グループの持分）は（2011年12月31日現在の75.4十億ユーロと比較して）85.9十億

ユーロであった。2012年12月31日現在の税引前当期純利益は、（2011年12月31日現在の9.7十億ユーロと比較し

て）10.4十億ユーロであった。2012年12月31日現在の純利益（当社グループ）は、（2011年12月31日現在の6.1十

億ユーロと比較して）6.6十億ユーロであった。

当社グループが発行した長期優先債の格付は、現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービスが「A2」で見通

しは安定的、スタンダード・アンド・プアーズ・クレジット・マーケット・サービシズが「A+」で見通しは否定

的、また、フィッチ・レーティングスが「A+」で見通しは安定的であった。

特段の記載がない限り、すべての財務情報および営業統計は、2012年12月31日現在のものである。
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リテール・バンキング事業

2012年度において、BNPパリバは、41ヶ国に7,150支店、22百万の個人顧客、プロ顧客および小規模事業の顧客、

216,000の法人顧客および機関顧客ならびにパーソナル・ファイナンスにおいて12百万超の活動中の顧客を有

し、その営業収益の半分以上がリテール・バンキング事業によるものであった。リテール・バンキング事業では

135,000人を雇用しており、これは当社グループの雇用者数の71％に相当する。

リテール・バンキング事業は、国内市場部門、海外リテール・バンキング（IRB）事業およびパーソナル・

ファイナンス（PF）からなる。

 

国内市場部門

国内市場部門は、フランス（フランス国内のリテール・バンキング）、イタリア（BNLバンカ・コメルシアー

レ）、ベルギー（BNPパリバ・フォルティス・ブランドで事業を行っているベルギー国内のリテール・バンキン

グ）およびルクセンブルク（BGL BNPパリバ・ブランドで事業を行っているルクセンブルク国内のリテール・

バンキング）からなるBNPパリバのリテール・バンキング・ネットワーク、ならびに３つの専門業務、すなわち

アルバル（マルチブランドの包括的サービスの車両リース）、BNPパリバ・リーシング・ソリューション（設備

融資から車両管理サービスまでのリースおよびレンタル・ソリューション）ならびにBNPパリバ・パーソナル

・インベスターズ（オンライン貯蓄および専門仲介業）からなる。さらに、富裕層向け資産管理業務部門は、国

内市場におけるプライベート・バンキング・モデルを展開している。キャッシュ・マネジメントおよびファク

タリング部門は、コーポレート・バンキング事業および投資銀行事業のコーポレート・バンキング・ユニット

と協働して、「欧州内外の企業にとって唯一の銀行」というコンセプトの下で法人顧客に提供されるサービス

の最終段階を担っている。

国内市場部門は、合計4,150の支店、15百万超のリテール顧客、268,500人のプライベート・バンキング顧客お

よび176,000の法人顧客を有している。国内市場部門では、４つの国内ネットワークにおける66,000人を含む、合

計76,000人を雇用している。３つの専門業務を通じて、国内市場部門は、合計26ヶ国において事業を行っている。

国内市場部門は、預金およびオフバランスシート貯蓄の大規模な基盤を提供し、リテール顧客および法人顧客

の両方をサポートし、国内経済の資金の供給源となり、先進的なリテール・バンキング事業を構築することによ

り、当社グループにとって戦略的役割を果たしている。５つの横断的部門（事業開発部門、IT部門、業務部門、人

事部門およびコミュニケーションズ部門）は、それぞれの専門知識を事業部門に提供している。

国内市場部門に関して、BNPパリバは、ベルギー、イタリアおよびフランスにおけるキャッシュ・マネジメント

において第１位（ユーロマネー誌による。）、フランス（プロフェッショナル・ウェルス・マネジメント誌およ

びバンカー誌による。）ならびにルクセンブルク（ユーロマネー誌による。）における主導的なプライベート・

バンク、ならびに欧州におけるプロ向けエクイップメントの資金融資において第１位（2011年リースヨーロッ

パのランキングによる。）である。
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インベストメント・ソリューションズ事業

インベストメント・ソリューションズ事業は、顧客の貯蓄および資産の収集、運用、開発、保護および管理に関

するBNPパリバの活動を統合することで、一般投資家、法人投資家および機関投資家のあらゆる要望に応えるた

めに設計された、広範な付加価値の高い商品およびサービスを世界中に提供する。

インベストメント・ソリューションズ事業は、極めて相補的な専門知識を有する以下の５つの事業部門によ

り構成されている。

・保険事業：BNPパリバ・カーディフ（7,540名の従業員、38ヶ国、170十億ユーロの運用資産）

・証券管理事業：BNPパリバ・セキュリティーズ・サービシズ（7,830名の従業員、32ヶ国、1,010十億ユーロ

の運用資産、5,524十億ユーロの保管資産）

・プライベート・バンキング：BNPパリバ・ウェルス・マネジメント（6,070名の従業員、28ヶ国、265十億

ユーロの運用資産）

・資産運用事業：BNPパリバ・インベストメント・パートナーズ（3,340名の従業員、40ヶ国、405十億ユーロ

の運用資産）

・不動産事業：BNPパリバ・リアル・エステート（3,120名の従業員、36ヶ国、13十億ユーロの運用資産）

インベストメント・ソリューションズ事業は、合計で70ヶ国に所在し、約25,650人（注１）の従業員を雇用し

ている。

すべてのインベストメント・ソリューションズ事業は、BNPパリバ・グループの主要な国内市場であるフラン

ス、イタリア、ベルギーおよびルクセンブルク、ならびにスイス、英国およびドイツを含むヨーロッパにおいて事

業を展開し、主導的な地位を有している。インベストメント・ソリューションズ事業は、また、アジア太平洋、ラ

テンアメリカおよび中東といった高成長地域において海外展開を強化するために積極的に活動しており、かか

る地域で新たな事業、買収、合弁事業および業務提携を通じて事業を拡大している。

 

(注１)　BNPパリバ・ウェルス・マネジメントの従業員を含む。
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コーポレート・バンキング事業および投資銀行事業

BNPパリバのコーポレート・バンキング事業および投資銀行事業（CIB）は45ヶ国近くにおいて19,000人超の

従業員を雇用している。BNPパリバのコーポレート・バンキング事業および投資銀行事業はコーポレート・バン

キング業務、アドバイザリー業務およびキャピタル・マーケット業務を顧客に提供している。2012年度中、BNPパ

リバのコーポレート・バンキング事業および投資銀行事業は、BNPパリバ・グループの営業収益に対し25％およ

び税引前当期利益に対し29％の貢献を果たした。

BNPパリバのコーポレート・バンキング事業および投資銀行事業の15,000人の顧客は、事業会社、金融機関お

よび投資ファンドにより構成され、当該事業の戦略およびビジネス・モデルの中核をなす。職員の主要な目的

は、顧客との長期的関係を構築および維持し、顧客の拡大戦略または投資戦略を支援して、その資金調達、アドバ

イザリーおよびリスク管理に関する需要に応えるためのグローバルなソリューションを提供することにある。

欧州において強固な基盤を有し、アジアおよび北米での事業の拡大を企図するBNPパリバのコーポレート・バン

キング事業および投資銀行事業は、世界中の事業会社および金融機関にとって最高の欧州所在のビジネス・

パートナーである。

将来の規制の変更および新たな資本要件に備えて、2011年度末に、BNPパリバのコーポレート・バンキング事

業および投資銀行事業は、ドルの資金需要および資産基盤を削減する事業適応計画を完了した。同時に、顧客に

対しその成長におけるサポートを継続できるように、ビジネス・モデルの変換に着手した。変換イニシアティブ

の１つとして、BNPパリバは、差別化された投資提供を行うことにより、融資に関する借手の期待および利回りに

関する投資家の期待の間の溝を埋めるために、強固な組成および販売の能力を結び付けて、「オリジネート・

トゥ・ディストリビュート（Originate to Distribute）」モデルを開発した。

2012年度末において、BNPパリバのコーポレート・バンキング事業および投資銀行事業は、多様な商品範囲お

よび地理的範囲のおかげで、首尾よく事業適応計画を完了し、市場における主導的事業者の１つであった。この

成功が認められて、BNPパリバは、IFR（インターナショナル・ファイナンシング・レビュー誌）により2012年12

月に名誉ある「バンク・オブ・ザ・イヤー」賞を受賞した。

 

４ 【関係会社の状況】

(1) 親会社

該当事項なし。

 

(2) 子会社その他の関係会社

連結財務書類の注8.bを参照。
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５ 【従業員の状況】

18,737人の従業員（フランスにおける1,900人超を含む。）が採用され、2012年度に15,000人超の新規従業員を

採用する取組みが十分に達成された。

 

労働人口の動向

2012年度末現在、当社グループの常勤従業員は、合計188,551人および財務ベース（注１）では173,808人とな

り、2011年の水準である198,423人の常勤従業員を下回ったが、これは、4,760人の人員を削減したパーソナル・

ファイナンス・ロシアのロシア貯蓄銀行（Sberbank）への事業譲渡およびクレピエールの売却という２つの大規

模な取引に起因するものである。2010年度末現在、当社グループの常勤従業員は、合計196,279人であった。

2012年度中の当社グループの労働人口は、78ヶ国に及び、163の国籍により構成されており、地域別内訳は2011年

度に比べ、相対的に変動が少なかった。４つの国内市場（フランス、ベルギー、イタリアおよびルクセンブルク）で

働く従業員の割合は、53％へとわずかに増加した。

 

(注１)　常勤従業員の数は、雇用主の連結方法を加味している。

 

地域別内訳
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過去10年間における労働人口の動向

 

 2002年 2007年 2012年  

フランス 52,586 62,844 58,544

４つの
国内市場
99,296 欧州

145,249

イタリア 2,319 19,901 18,583

ベルギー 464 829 18,184

ルクセンブルク 966 1,422 3,984

欧州（国内市場を除く。） 14,761 41,558 45,954  

北米 9,925 15,046 14,913  

その他の
国々
43,302

アジア太平洋 3,639 9,409 14,128  

アフリカ 5,052 6,692 8,597  

ラテンアメリカ 1,022 3,287 3,589  

中東 700 1,700 2,074  

合計 87,685 162,687 188,551   

 

総労働人口の事業部門別内訳
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多様性

当社グループ内

当社グループに属することについて、BNPパリバの従業員を満足させる方法の１つが、多様性を促進する取組み

を示すことである。BNPパリバの多様性に係る方針は、当社グループ内および地域的な多様性のイニシアティブを

通じ、個々人を評価しあらゆる相違を尊重するという主要な１つの原則に基づいている。かかる目的の達成のた

め、当社グループは、各国の法律および文化を尊重しつつ、リスクを防ぎ、差別に対抗しなければならない。2007年

度に全従業員に周知された当社グループの取組みの一環として、差別は主要な30個の業務リスクのうちの１つで

あると定義された。

 

当社グループの年齢および性別の内訳(注１)

 

 

(注１)　当社グループの人員数の95％を考慮した人員数。

 

当社グループの従業員の平均年齢は、40.1歳であり、平均勤続年数は、11.8年である。

当社グループの年齢構成は全体的にバランスを維持している。低年齢層グループは、当社グループの大半の事業

部門において優位的であるが、西欧における当社グループのリテール・バンキング事業は主に高齢労働者によっ

て構成されている。この多様性から、問題に応じて各地域において定義される具体的な方針が必要となる。

従業員の給与については、連結財務書類の注７を参照。
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第３ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(A) 2012年度業績

(1) 連結業績

 

（単位：百万ユーロ） 2012年 2011年 2012年／2011年

営業収益 39,072 42,384 -7.8％

営業費用および減価償却費 -26,550 -26,116 +1.7％

営業総利益 12,522 16,268 -23.0％

リスク費用 -3,941 -6,797 -42.0％

営業利益 8,581 9,471 -9.4％

関連会社投資損益 489 80 n.s.

その他の営業外項目 1,302 100 n.s.

営業外項目 1,791 180 n.s.

税引前当期純利益 10,372 9,651 +7.5％

法人所得税 -3,059 -2,757 +11.0％

少数株主帰属当期純利益 -760 -844 -10.0％

株主帰属当期純利益 6,553 6,050 +8.3％

コスト／インカム率 68.0％ 61.6％ +6.4pt

 

事業適応計画の達成および厳しい経済環境における好業績

当年度、当社グループは発表済みのスケジュールよりも前倒しで新規制への適応計画を達成した。コーポレー

ト・バンキング事業および投資銀行事業の米ドル資金需要は、2012年４月までに65十億米ドル減少し、当社グ

ループは、2012年９月末までにバーゼル３全面適用によるエクイティ・ティア１比率（注１）を100ベーシス・

ポイント増加させるという目標を上回った。2012年12月31日現在の当該比率は9.9％であり、当社グループの高

い支払能力を示している。2011年12月31日以降、リスク加重資産は62十億ユーロ削減された。

厳しい経済環境において、BNPパリバは当年度好業績を達成した。ユーロ圏の景気の後退（GDPは0.4％減）お

よびほぼ年間を通じた資本市場の危機の継続を背景として、収益は合計39,072百万ユーロとなり、2011年と比較

して7.8％減少した。これは、４つの重要な特別要因による合計1,513百万ユーロの減少を含む。すなわち、ソブリ

ン債券の売却による損失（232百万ユーロ減）、ローンの売却による損失（91百万ユーロ減）、BNPパリバのクレ

ジット調整額（1,617百万ユーロ減）および早期償還によるフォルティスPPAの部分的および一時的な償却

（427百万ユーロ増）によるものであった。リテール・バンキング事業（注２）は0.4％増加、インベストメント

・ソリューションズ事業は4.8％増加、コーポレート・バンキング事業および投資銀行事業は1.8％減少したこ

とにより、事業部門の収益は0.8％増加し、事業部門の良好な回復力を示した。
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営業費用は抑制されたものの合計26,550百万ユーロとなり、1.7％増加した。うちリテール・バンキング事業

（注２）では0.1％減少、インベストメント・ソリューションズ事業では1.4％増加、コーポレート・バンキング

事業および投資銀行事業では2.4％増加した（連結範囲変更および為替レート変動の影響を除くと1.1％減

少。）。

したがって、当期中、営業総利益は23.0％減少し12,522百万ユーロとなった。その一方で、事業部門における当

期中営業総利益は0.8％増加した。

当社グループのリスク費用は、3,941百万ユーロまたは融資残高の58ベーシス・ポイント相当となり、ギリ

シャ支援計画のために3,241百万ユーロを投じた2011年と比べ、42.0％減少した。ギリシャ国債に係る引当金の

影響を除くと、リスク費用は9.2％の緩やかな増加をみせた。

営業外損益は1,791百万ユーロであった。これは、当社グループのクレピエールにおける28.7％持分の売却に

よる1,790百万ユーロのキャピタル・ゲインおよび345百万ユーロの減損（うち298百万ユーロはイタリア銀行

の資本要件の引き上げ（エクイティ・ティア１比率は７％から８％に増加）が予期されたことによるBNLバン

カ・コメルシアーレののれんの減損）という、合計1,445百万ユーロの２つの特別要因によるものであった。

税引前当期純利益は前年と比べ7.5％増加して総額10,372百万ユーロとなり、特別要因による僅少な影響は、

マイナス68百万ユーロであった。事業部門における税引前当期純利益は11,574百万ユーロであり、2011年と比較

して0.8％増加した。

困難な状況が継続する中、多様な事業展開によりBNPパリバの当期純利益は6,553百万ユーロとなり、6,050百

万ユーロであった2011年に比べ増加した。当期の株主資本利益率は8.9％であり、8.8％であった昨年と比べ横ば

い状態であった。

１株当たり当期純利益は、2011年度は4.82ユーロ、当年度は5.16ユーロとなった。１株当たり純帳簿価額（注

３）は、前年から4.5％増加して60.8ユーロ、その年平均複利成長率は2008年12月31日以降6.5％であり、周期を

通した１株当たり純資産価値の増加が可能なBNPパリバの能力を示した。

取締役会は、株主総会において、株主に対し、29.7％の配当性向に等しい１株当たり1.50ユーロの配当（現金

で支払う。）を提案する予定である。かかる収益の配分により、当社グループが収益の３分の２を超える額を、事

業開発イニシアティブおよび顧客支援の取組みに再投資することが可能となる。

 

(注１)　2019年１月１日から効力を持つCRD４の規定のうち一時的規定を除くすべてを勘案し、かつBNPパリバにより予測さ

れているエクイティ・ティア１比率。

(注２)　国内市場プライベート・バンキングの100％を含み、PEL/CELの影響を含まない。

(注３)　再評価はされない。
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資本金の配分

各事業部門に配分された資本金による収益は、各部門の損益勘定に計上されている。各事業部門に配分された

資本金は、バーゼル規制2.5としても知られるCRD３に基づく欧州ソルベンシー比率の要件の遵守を要する金額

に相当し、リスク加重資産の９％を基準としている。リスク加重資産は以下の合計により算出されている。

・個々の事例に応じて標準化された方法または内部格付に基づく方法（IRBアプローチ）を用いて計算され

た、信用リスクおよび取引先リスクに対するリスク加重資産

・市場リスクおよび業務リスクに対する法定の資本要件に12.5を乗じたもの。業務リスクに対する資本要件

は、個々の事例に応じて基本的指標による方法、標準化された方法または高度な測定方法（AMA）を用いて

計算される。

各事業部門は、ティア１資本から健全に控除された株式資本（具体的には、信用機関および金融機関に対する

投資の純資産価値の100％）を割り当てられる。

保険事業に配分された資本は、保険業規制に従って計算されているソルベンシー要件と同等である。

 

(2) 主要事業別業績

●　リテール・バンキング事業

 

（単位：百万ユーロ） 2012年 2011年 2012年／2011年

営業収益 24,911 24,806 +0.4％

営業費用および減価償却費 -15,088 -15,098 -0.1％

営業総利益 9,823 9,708 +1.2％

リスク費用 -3,505 -3,568 -1.8％

営業利益 6,318 6,140 +2.9％

関連会社 192 165 +16.4％

その他営業外項目 98 98 +0.0％

税引前当期純利益 6,608 6,403 +3.2％

インベストメント・
ソリューションズ事業に
配分される利益

 

-209

 

-206

 

+1.5％

リテール・
バンキング事業の
税引前当期純利益

 

6,399

 

6,197

 

+3.3％

コスト／インカム率 60.6％ 60.9％ -0.3pt

配分資本金（十億ユーロ） 33.7 32.9 +2.4％

営業収益から税引前当期純利益の項目にフランス（PEL/CELの影響を除く。）、イタリア、ベルギーおよびルクセンブルクの各

国内市場におけるプライベート・バンキングの100％を含む。
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●　国内市場部門

 

（単位：百万ユーロ） 2012年 2011年 2012年／2011年

営業収益 15,730 15,795 -0.4％

営業費用および減価償却費 -9,981 -10,160 -1.8％

営業総利益 5,749 5,635 +2.0％

リスク費用 -1,573 -1,405 +12.0％

営業利益 4,176 4,230 -1.3％

関連会社 40 20 +100.0％

その他営業外項目 -1 12 n.s.

税引前当期純利益 4,215 4,262 -1.1％

インベストメント・
ソリューションズ事業に
配分される利益

 

-209

 

-206

 

+1.5％

国内市場部門の
税引前当期純利益

4,006 4,056 -1.2％

コスト／インカム率 63.5％ 64.3％ -0.8pt

配分資本金（十億ユーロ） 21.2 21.0 +1.1％

営業収益から税引前当期純利益の項目にフランス（PEL/CELの影響を除く。）、イタリア、ベルギーおよびルクセンブルクの各

国内市場におけるプライベート・バンキングの100％を含む。

 

2012年度全体で、国内市場部門における好調な営業およびマーケティング活動は、すべてのネットワークで預

金残高の増加につながった。国内市場部門の預金残高は275十億ユーロとなり、2011年度と比較して4.7％増加し

た。１年を通じて融資需要が鈍化傾向にあったにもかかわらず、貸出残高は1.2％増加した。

営業収益（注１）は１年を通じて金利および活動量の低下が続いたのにもかかわらず、15,730百万ユーロで

あり、2011年度と比較してほぼ横ばい（-0.1％(注２)）であった。営業費用（注１）は2011年度と比較して

1.5％（注２）減少した。かかる減少は全事業ユニットにおける優れたコスト抑制効果を反映しており、また４

つの国内市場のそれぞれのコスト／インカム率（注２）の改善の手助けとなった。

営業総利益は2011年度と比較して2.5％（注２）増加して、5,749百万ユーロとなった。

全体的にリスク費用が抑制されたことから、プライベート・バンキング業務の純利益の３分の１を、国内市場

部門からインベストメント・ソリューションズ事業へ配分した後の税引前利益（注３）は、4,006百万ユーロに

上り、2011年度と比較して1.0％（注２）の減少であった。業務効率の向上により、国内市場部門は高い業績水準

をもたらした。

 

(注１)　フランス（PEL/CELの影響を除く。）、イタリア、ベルギーおよびルクセンブルクの各国内市場におけるプライベート

・バンキングの100％を含む。

(注２)　連結範囲変更および為替レート変動による影響を除く。

(注３)　PEL/CELの影響を除く。
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フランス国内のリテール・バンキング事業

 

（単位：百万ユーロ） 2012年 2011年 2012年／2011年

営業収益 6,939 7,037 -1.4％

うち受取利息純額 4,128 4,166 -0.9％

うち手数料 2,811 2,871 -2.1％

営業費用および減価償却費 -4,496 -4,573 -1.7％

営業総利益 2,443 2,464 -0.9％

リスク費用 -315 -315 +0.0％

営業利益 2,128 2,149 -1.0％

営業外項目 4 3 +33.3％

税引前当期純利益 2,132 2,152 -0.9％

インベストメント・
ソリューションズ事業に
配分される利益

 

-122

 

-124

 

-1.6％

フランス国内のリテール・
バンキング事業の
税引前当期純利益

 

2,010

 

2,028

 

-0.9％

コスト／インカム率 64.8％ 65.0％ -0.2pt

配分資本金（十億ユーロ） 7.7 7.6 +1.4％

営業収益から税引前当期純利益の項目にフランス国内のプライベート・バンキングの100％を含む。

 

2012年度全体では、フランス国内のリテール・バンキングの積極的な顧客サポートは、特に普通預金の高い伸

び（9.6％増）とあいまって、預金残高（2011年度と比較して4.7％増）における良好な営業およびマーケティ

ング活動へとつながった。年度末において融資需要は減退したが、貸出金残高は2011年度と比較して平均1.5％

増加した。小規模企業および中規模企業の継続的なサポートならびに小規模事業センターの成功は、特にかかる

顧客セグメントの貸出金残高の増加（2.7％増(注１)）に反映されている。また、営業およびマーケティング活

動の成長は、当年度中の保障保険契約数の10.5％の増加およびモバイル・サービス利用者が42％増加し月

630,000人超となったことに表されている。

営業収益（注２）は6,939百万ユーロ（2011年度と比較して1.4％減）となった。長引く金利の低下および融

資需要が停滞する環境の中、純利息収益は0.9％減少した。手数料収入は金融市場の低迷により2.1％減少した。

業務効率の向上に向けた努力の継続によって、営業費用（注２）は2011年度と比較して1.7％減少し、コス

ト／インカム率（注２）は0.2ポイント回復し64.8％となった。

営業総利益（注１）は前年度と比較して0.9％減少し2,443百万ユーロとなった。

リスク費用（注２）は315百万ユーロと融資残高の21ベーシス・ポイント相当となり、低い値を維持した。
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フランス国内のプライベート・バンキングによる純利益の３分の１をインベストメント・ソリューションズ

事業に配分した後、フランス国内のリテール・バンキング事業の税引前当期純利益（注３）は2011年度と比較

して0.9％減少し、2,010百万ユーロとなり、低迷する経済の中で好調な成績となった。

 

(注１)　出所：バンク・ドゥ・フランス（独立した小規模企業および中規模企業）の変動年次ベース。

(注２)　PEL/CELの影響を除き、フランス国内のプライベート・バンキングの100％を含む。

(注３)　PEL/CELの影響を除く。

 

BNLバンカ・コメルシアーレ（BNL bc）

 

（単位：百万ユーロ） 2012年 2011年 2012年／2011年

営業収益 3,273 3,202 +2.2％

営業費用および減価償却費 -1,804 -1,829 -1.4％

営業総利益 1,469 1,373 +7.0％

リスク費用 -961 -795 +20.9％

営業利益 508 578 -12.1％

営業外項目 1 0 n.s.

税引前当期純利益 509 578 -11.9％

インベストメント・
ソリューションズ事業に
配分される利益

 

-18

 

-14

 

+28.6％

BNLバンカ・コメルシアーレの
税引前当期純利益

491 564 -12.9％

コスト／インカム率 55.1％ 57.1％ -2.0pt

配分資本金（十億ユーロ） 6.4 6.4 +0.7％

営業収益から税引前当期純利益の項目にイタリア国内プライベート・バンキングの100％を含む。

 

2012年度全体では、不利な経済環境の中、BNLバンカ・コメルシアーレの業務活動において、法人および地方公

共団体に対する融資により、預金残高は4.3％の増加となった。１年を通じて市場が低迷状態にあったものの、貸

出残高は平均して0.7％成長した。

営業収益（注１）は2011年度と比較して2.2％増加し、3,273百万ユーロとなった。純利息収入も増加し（特に

小規模事業および小規模企業への融資）、マージンもその値を保った。手数料収入はは、新たな貸出金の創出の

減少および新たな規制の影響により、減少した。

特にIT部門および不動産部門における費用削減対策により、営業費用（注１）は2011年度と比較して1.4％減

少して1,804百万ユーロとなり、BNLバンカ・コメルシアーレのコスト／インカム率（注１）はさらに２ポイン

ト改善され55.1％となった。営業総利益（注１）は、1,469百万ユーロとなり、前年度と比較して7.0％の増加と

なった。
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リスク費用（注１）は、経済環境が影響し、融資残高の116ベーシス・ポイント相当となり、前年度と比較して

18ベーシス・ポイントの増加であった。イタリア国内プライベート・バンキングによる純利益の３分の１をイ

ンベストメント・ソリューションズ事業に配分した後、BNLバンカ・コメルシアーレの税引前当期純利益は、

2011年度と比較して12.9％減少し、491百万ユーロとなった。BNLバンカ・コメルシアーレは厳しいリスク環境の

中、好業績を残した。

 

(注１)　イタリア国内プライベート・バンキングの100％を含む。

 

ベルギー国内のリテール・バンキング（BRB）

 

（単位：百万ユーロ） 2012年 2011年 2012年／2011年

営業収益 3,328 3,238 +2.8％

営業費用および減価償却費 -2,412 -2,402 +0.4％

営業総利益 916 836 +9.6％

リスク費用 -157 -137 +14.6％

営業利益 759 699 +8.6％

営業外項目 18 12 +50.0％

税引前当期純利益 777 711 +9.3％

インベストメント・
ソリューションズ事業に
配分される利益

 

-66

 

-64

 

+3.1％

ベルギー国内の
リテール・バンキングの
税引前当期純利益

 

711

 

647

 

+9.9％

コスト／インカム率 72.5％ 74.2％ -1.7pt

配分資本金（十億ユーロ） 3.7 3.5 +5.8％

営業収益から税引前当期純利益の項目にベルギー国内プライベート・バンキングの100％を含む。

 

2012年度全体では、ベルギー国内のプライベート・バンキングは良好な営業およびマーケティング活動を維

持した。特に、当座預金勘定および普通預金の伸びに起因して、預金は前年度と比較して3.5％増加した。個人顧

客への貸付（5.5％増）および中小企業向けローンが持ちこたえたことにより、貸付は3.4％（注１）増加した。

iPhone、iPadおよびアンドロイドに対するイージー・バンキング（Easy Banking）の立ち上げおよびコーポ

レート・バンキング事業および投資銀行事業とのクロスセリングの順調な成長にも、営業およびマーケティン

グ活動が反映されている。

営業収益（注２）は、取引量の増加は年度末に減退したものの、純利息収益は、2011年度と比較して2.1％（注

１）増加し、3,328百万ユーロとなった。一方で、手数料は横ばいであった。

営業費用（注２）は0.3％（注１）減少し、2,412百万ユーロとなり、ベルギー国内のプライベート・バンキン

グはコスト／インカム率を1.7ポイント（注１）下げ、72.5％に改善することができた。営業総利益（注２）は

2011年度と比較して9.0％（注１）増加し、916百万ユーロとなった。
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リスク費用（注２）は、顧客向け融資残高の18ベーシス・ポイント相当であり、これは適度な値で維持され

た。したがって、ベルギー国内プライベート・バンキングによる純利益の３分の１をインベストメント・ソ

リューションズ事業に配分した後、ベルギー国内のリテール・バンキングの税引前当期純利益は、711百万ユー

ロとなり、2011年度と比較して8.4％（注１）の増加となった。

 

(注１)　連結範囲変更による影響を除く。

(注２)　ベルギー国内プライベート・バンキングの100％を含む。

 

ルクセンブルク国内リテール・バンキング

2012年度全体で、法人および個人顧客部門における取引量の増加ならびに住宅ローンの成長によって、融資残

高は2011年度と比較して2.4％増加した。法人顧客からの好調な資金流入により、預金残高も順調な成長

（10.5％増）を見せた。生命保険商品の需要の増大に伴い、オフバランスシート貯蓄額は大幅に増加した。ルク

センブルク国内リテール・バンキングの営業収益は、営業費用の優れたコントロールによってコスト／インカ

ム率が著しく改善され、取引量と共に増加した。

 

パーソナル・インベスターズ

2012年度全体で、運用資産額は、取引量の増加と良好な運用パフォーマンスにより、2011年度と比較して

10.7％増加した。預金残高は当年度中大幅に成長し、9.1十億ユーロ（13.3％増）となった。しかしながら、不透

明な環境を受け顧客の姿勢が慎重になったことから、仲介業務が低迷したため、営業収益は減少した。

 

アルバル

2012年度全体で、リース・フリートが前年度と比較して1.6％伸び、リース車両は689,000台へと増加した。連

結範囲変更および為替レート変動による影響を除く（特に2011年12月における英国の燃料カード事業売却の影

響を除く。）と、マージンが持ちこたえたことにより、アルバルの営業収益は前年度と比較してわずかに増加し

た。

 

リーシング・ソリューション

2012年度全体で、リース資産残高は、前年度と比較して9.5％減少したが、これは非中核ポートフォリオに関す

る事業適応計画に沿ったものである。ただし、取引の収益性を重視して選択する方針のおかげで、営業収益に及

ぼした影響は限定的であった。
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欧州・地中海沿岸諸国

 

（単位：百万ユーロ） 2012年 2011年 2012年／2011年

営業収益 1,796 1,639 +9.6％

営業費用および減価償却費 -1,319 -1,277 +3.3％

営業総利益 477 362 +31.8％

リスク費用 -290 -268 +8.2％

営業利益 187 94 +98.9％

関連会社 65 50 +30.0％

その他の営業外項目 2 20 -90.0％

税引前当期純利益 254 164 +54.9％

コスト／インカム率 73.4％ 77.9％ -4.5pt

配分資本金（十億ユーロ） 3.5 3.3 +5.9％

 

2012年度全体で、欧州・地中海沿岸諸国は、強固な営業およびマーケティング活動を行った。大半の国（特に

トルコ（34.3％増（注１)）で預金残高は増加し、2011年度と比較して12.8％増加した。融資額は、トルコでは好

調な業績（17.1％増(注１)）であったが、ウクライナでは減少（29.0％減(注１)）が続き、3.5％（注１）の増

加となった。

営業収益は、トルコでの部分的であるが急激な成長（35％増(注１)）により、7.0％（注１）増加し1,796百万

ユーロとなり、残高に関してはウクライナで減少した。ウクライナを除くと、営業収益は14.8％（注１）増加し

た。

当年度中の地中海沿岸諸国（特にモロッコ）における30支店の開設を伴う商業施設の設立の大幅な増加によ

り、営業費用は、2011年度と比較して2.1％（注１）増加した。トルコでは、2011年度に実施されたネットワーク

の改善によって、TEBがリスク費用を大幅に改善し、2012年度には18ポイント減少して64.6％（注１）となった。

リスク費用は290百万ユーロ、または顧客融資残高の117ベーシス・ポイント相当となり、2011年度と比較して

わずかに上昇した。欧州・地中海沿岸諸国の税引前当期純利益は、2011年度と比較して急激に増加し（52.7％増

(注１)）、254百万ユーロとなった。

 

(注１)　連結範囲変更および為替レート変動の影響を除く。
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バンクウェスト

 

（単位：百万ユーロ） 2012年 2011年 2012年／2011年

営業収益 2,403 2,230 +7.8％

営業費用および減価償却費 -1,401 -1,241 +12.9％

営業総利益 1,002 989 +1.3％

リスク費用 -145 -256 -43.4％

営業利益 857 733 +16.9％

関連会社 0 0 n.s.

その他の営業外項目 2 1 +100.0％

税引前当期純利益 859 734 +17.0％

コスト／インカム率 58.3％ 55.7％ +2.6pt

配分資本金（十億ユーロ） 4.1 3.8 +8.8％

 

2012年度全体では、バンクウェストはより良い環境に恵まれ、良好な営業およびマーケティング活動を行っ

た。預金は、当座預金勘定および普通預金の堅調な成長に起因して、2011年度と比較して8.3％（注１）増加し

た。貸付は、法人向貸付（14.7％増(注１)）および中小企業分野における事業投資の成功により、3.5％（注１）

増加した。プライベート・バンキングの拡大、支店ネットワークの近代化およびモバイル・バンキングの拡大に

おいても、営業およびマーケティング活動が反映された。

営業収益は、手数料に係る規制変更の影響を受け、2011年度と比較して0.6％（注１）減少した。かかる影響を

除くと、取引量の増加を金利の低下が相殺し、営業収益は0.8％（注１）の増加となる。

営業費用は、法人および小規模事業の強化ならびにプライベート・バンキングの設立により、2011年度と比較

して4.5％（注１）増加した。

リスク費用は、顧客融資残高の35ベーシス・ポイント相当となり、2011年度と比較して47.8％（注１）の減少

となった。

2011年度と比較して税引前当期純利益は7.1％（注１）増加し859百万ユーロとなり、バンクウェストは商品

提供を拡大しつつ、確かな利益創出能力を発揮した。

 

(注１)　連結範囲変更および為替レート変動の影響を除く。
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パーソナル・ファイナンス

 

（単位：百万ユーロ） 2012年 2011年 2012年／2011年

営業収益 4,982 5,142 -3.1％

営業費用および減価償却費 -2,387 -2,420 -1.4％

営業総利益 2,595 2,722 -4.7％

リスク費用 -1,497 -1,639 -8.7％

営業利益 1,098 1,083 +1.4％

関連会社 87 95 -8.4％

その他の営業外項目 95 65 +46.2％

税引前当期純利益 1,280 1,243 +3.0％

コスト／インカム率 47.9％ 47.1％ +0.8pt

配分資本金（十億ユーロ） 5.0 4.9 +0.6％

 

2012年度全体では、パーソナル・ファイナンスは主に、ドイツのコメルツバンクとの合弁事業の成功、ロシア

におけるロシア貯蓄銀行との協定の履行および新たなパートナーシップ契約の調印（例えばフランスのコラ・

ハイパーマーケッツ、ドイツにおけるソニーとの電子商取引）により、成長を続けた。融資残高は2011年度と比

較して0.5％減少し、89.9十億ユーロとなった。消費者融資残高は、特にドイツおよびベルギーにおける良好な営

業およびマーケティング活動により、0.5％増加した。住宅ローンに関してはバーゼル３に基づく事業適応計画

の実施により残高が継続的に減少(1.8％減)した。これらの影響、特にフランスにおけるマージンに関する新規

制の影響によって、営業収益は2011年度と比較して3.1％減少し4,982百万ユーロとなった。

営業費用は2011年度と比較して1.4％減少し2,387百万ユーロとなった。適用費用（2012年度において95百万

ユーロ）を除くと、3.8％の減少となった。

リスクを制御したことにより、リスク費用は1,497百万ユーロまたは消費者融資残高の167ベーシス・ポイン

ト相当となり、2011年度と比較して142百万ユーロ減少した。

税引前当期純利益は前年度と比較して3.0％増加し、合計1,280百万ユーロとなり、厳しい環境下での当事業部

門の利益創出能力を示した。
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●　インベストメント・ソリューションズ事業

 

（単位：百万ユーロ） 2012年 2011年 2012年／2011年

営業収益 6,204 5,922 +4.8％

営業費用および減価償却費 -4,319 -4,258 +1.4％

営業総利益 1,885 1,664 +13.3％

リスク費用 54 -64 n.s.

営業利益 1,939 1,600 +21.2％

関連会社 136 -134 n.s.

その他の営業外項目 23 58 -60.3％

税引前当期純利益 2,098 1,524 +37.7％

コスト／インカム率 69.6％ 71.9％ -2.3pt

配分資本金（十億ユーロ） 8.1 7.5 +7.8％

 

2012年度全体では、インベストメント・ソリューションズ事業の全事業ユニットで、運用資産（注１）が2011

年12月31日と比較して5.6％増加し889十億ユーロ（2011年12月31日現在842十億ユーロ）となった。かかる増加

は主に当年度下半期における金融市場の好転に伴う良好な業績の影響によるものである。当年度の純資産流出

はマイナス6.1十億ユーロであったが、第３四半期において顧客（ファンド運用会社）の配当契約をインソース

するという決定によって不利益な状況となった。かかる影響を除くと、純資産流入は2012年度においてプラス

5.2十億ユーロであった。

したがって、資産運用事業を除く全事業ユニットにおいて2012年度の資産の流れは黒字であった。富裕層向け

資産管理業務は、特に国内市場およびアジア市場、フランス国外およびアジア（台湾、韓国）の保険事業ならび

にパーソナル・インベスターズ事業からの貢献（主にドイツ）によって良好な資産流入があった。資産運用事

業のマネー・マーケットおよび債券ファンドへの資産流入がその他の資産クラスからの純流出により打ち消さ

れた。

2012年12月31日現在、インベストメント・ソリューションズ事業の運用資産（注１）の内訳は以下のとおり

であった。資産運用事業が405十億ユーロ、富裕層向け資産管理業務が266十億ユーロ、保険事業が170十億ユー

ロ、パーソナル・インベスターズ事業が35十億ユーロおよび不動産サービスが13十億ユーロであった。

インベストメント・ソリューションズ事業からの営業収益は合計6,204百万ユーロとなり、2011年度と比較し

て4.8％増加した。富裕層向け資産管理業務からの営業収益は、富裕層向け資産管理業務の良好な成長にもかか

わらず、資産運用事業の平均残高の低下により4.1％減少した。保険事業からの営業収益は、フランス国外での保

障保険および貯蓄の伸びにより21.2％（連結範囲変更および為替レート変動の影響を除いて13.4％増加）増加

した。証券管理部門からの営業収益は、カストディ資産および管理資産の成長により、2011年度と比較して4.4％

増加した。
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営業費用は合計4,319百万ユーロとなり、2011年度と比較して1.4％増加したが、連結範囲変更および為替レー

ト変動の影響を除くと0.6％の減少であった。事業適応計画の結果、資産運用事業における営業費用は10.1％

（注２）減少したが、特にアジアにおいて、保険事業、富裕層向け資産管理業務および証券管理部門の事業の開

発は続いた。事業ユニットのコスト／インカム率は前年度と比較して1.6ポイント（注２）改善し、69.6％と

なった。

国内におけるプライベート・バンキングによる純利益の３分の１を受領した後、インベストメント・ソ

リューションズ部門の税引前当期純利益は2,098百万ユーロとなり、2011年度と比較して16.3％（注３）増加

し、良好な全体の業績および業務効率の改善が反映された。

 

(注１)　外部顧客のためのアドバイザリー契約資産、配当済資産およびパーソナル・インベスターズを含む。

(注２)　連結範囲変更および為替レート変動の影響を除く。

(注３)　保険事業ユニットにおけるギリシャのソブリン債引当金の影響を除く。

 

富裕層向け資産管理業務部門

 

（単位：百万ユーロ） 2012年 2011年 2012年／2011年

営業収益 2,836 2,957 -4.1％

営業費用および減価償却費 -2,129 -2,220 -4.1％

営業総利益 707 737 -4.1％

リスク費用 52 6 n.s.

営業利益 759 743 +2.2％

関連会社 32 33 -3.0％

その他の営業外項目 16 61 -73.8％

税引前当期純利益 807 837 -3.6％

コスト／インカム率 75.1％ 75.1％ +0.0pt

配分資本金（十億ユーロ） 1.8 1.7 +6.4％
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保険事業

 

（単位：百万ユーロ） 2012年 2011年 2012年／2011年

営業収益 1,970 1,626 +21.2％

営業費用および減価償却費 -1,001 -912 +9.8％

営業総利益 969 714 +35.7％

リスク費用 -6 -71 -91.5％

営業利益 963 643 +49.8％

関連会社 100 -166 n.s.

その他の営業外項目 0 -3 n.s.

税引前当期純利益 1,063 474 n.s.

コスト／インカム率 50.8％ 56.1％ -5.3pt

配分資本金（十億ユーロ） 5.7 5.3 +9.0％

 

証券管理事業

 

（単位：百万ユーロ） 2012年 2011年 2012年／2011年

営業収益 1,398 1,339 +4.4％

営業費用および減価償却費 -1,189 -1,126 +5.6％

営業総利益 209 213 -1.9％

リスク費用 8 1 n.s.

営業利益 217 214 +1.4％

その他の営業外項目 11 -1 n.s.

税引前当期純利益 228 213 +7.0％

コスト／インカム率 85.1％ 84.1％ +1.0pt

配分資本金（十億ユーロ） 0.5 0.5 +0.2％
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●　コーポレート・バンキング事業および投資銀行事業（CIB）

 

（単位：百万ユーロ） 2012年 2011年 2012年／2011年

営業収益 9,715 9,897 -1.8％

営業費用および減価償却費 -6,272 -6,126 +2.4％

営業総利益 3,443 3,771 -8.7％

リスク費用 -493 -75 n.s.

営業利益 2,950 3,696 -20.2％

関連会社 39 38 +2.6％

その他の営業外項目 -3 42 n.s.

税引前当期純利益 2,986 3,776 -20.9％

コスト／インカム率 64.6％ 61.9％ +2.7pt

配分資本金（十億ユーロ） 16.3 16.9 -3.5％

 

2012年度全体で、コーポレート・バンキング事業および投資銀行事業は、当初予定されていたよりも事業適応

計画が早く完了されたことに伴い持ちこたえた。したがって、2011年度半ばと比較するとコーポレート・バンキ

ング事業および投資銀行事業の米ドルの資金需要は、2012年４月までに65十億米ドル削減され、またリスク加重

資産は2012年９月末までに45十億ユーロ削減された。事業適応計画の下、資産売却の純費用は予想されたよりも

大幅に低くおよそ250百万ユーロとなった。

こうした状況を背景に、コーポレート・バンキング事業および投資銀行事業の営業収益は2011年度と比較し

て1.8％減少して9,715百万ユーロとなった。資産売却およびソブリン債からの損益の影響（2012年度に91百万

ユーロ、2011年度に1,024百万ユーロ）を除くと、減少は10.2％であり、およそ1.1十億ユーロ（うち800百万ユー

ロはコーポレート・バンキング事業における減少）であり、予想されていた適合プランの影響の範囲内であっ

た。

コーポレート・バンキング事業および投資銀行事業の営業費用は、6,272百万ユーロとなり2011年度から

2.4％増加した。連結範囲変更および為替レート変動の影響を除くと、キャッシュ・マネジメントにおける選択

的投資および預金の調達にもかかわらず、適合プランにおける労働力の適合（1,400人）が2012年度末に完了さ

れたことに起因し、1.1％の減少であった。したがって、適合プランおよび融資債券の売却の影響を除くと、コス

ト／インカム率は62.3％となり、良好な業務効率であるといえる。

リスク費用は、大幅な戻入れにより特に低い数値であった2011年度から418百万ユーロ増加して493百万ユー

ロとなった。

コーポレート・バンキング事業および投資銀行事業の税引前当期純利益は、2011年度と比較して20.9％減少

し、2,986百万ユーロとなった。
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アドバイザリーおよびキャピタル・マーケット部門

 

（単位：百万ユーロ） 2012年 2011年 2012年／2011年

営業収益 6,182 5,665 +9.1％

うち株式および
アドバイザリー業務

1,628 2,077 -21.6％

うちフィクスト・
インカム業務

4,554 3,588 +26.9％

営業費用および減価償却費 -4,574 -4,377 +4.5％

営業総利益 1,608 1,288 +24.8％

リスク費用 -61 21 n.s.

営業利益 1,547 1,309 +18.2％

関連会社 12 17 -29.4％

その他の営業外項目 -6 13 n.s.

税引前当期純利益 1,553 1,339 +16.0％

コスト／インカム率 74.0％ 77.3％ -3.3pt

配分資本金（十億ユーロ） 7.9 6.7 +17.4％

 

アドバイザリーおよびキャピタル・マーケット業務部門の営業収益は、厳しい環境の中でも快調であった。営

業収益は6,182百万ユーロとなり、ヨーロッパにおいての不利な環境、バーゼル３への適合および年度末におけ

る低迷した顧客営業により、2011年度と比較して5.4％（注１）減少した。2012年度において平均VaRはとても低

い値を維持した。

フィクスト・インカム業務部門の営業収益は、金利、為替業務および信用業務におけるフロー業務の好業績

（特に債券の流通市場における力強い成長）によって、4,554百万ユーロとなり、2011年度と比較して2.2％（注

１）増加した。また、事業ユニットは債券発行における主導的地位（ユーロ債券発行において第１位、国際債券

発行において第８位）を維持した。

株式およびアドバイザリー業務部門の営業収益は、取引量の減少および投資家の需要の低迷に部分的に起因

し、前年度と比較し21.6％減少し1,628百万ユーロとなった。しかしながら、当事業はその地位を維持し、欧州に

おける株式連動型商品のブックランナーとして第３位となった。

 

(注１)　2011年度のソブリン債売却による損失を除く。
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コーポレート・バンキング

 

（単位：百万ユーロ） 2012年 2011年 2012年／2011年

営業収益 3,533 4,232 -16.5％

営業費用および減価償却費 -1,698 -1,749 -2.9％

営業総利益 1,835 2,483 -26.1％

リスク費用 -432 -96 n.s.

営業利益 1,403 2,387 -41.2％

営業外項目 30 50 -40.0％

税引前当期純利益 1,433 2,437 -41.2％

コスト／インカム率 48.1％ 41.3％ +6.8pt

配分資本金（十億ユーロ） 8.4 10.1 -17.3％

 

コーポレート・バンキングは、ビジネス・モデルへの適応の最中、好業績であった。2011年12月31日現在と比

較して18.2％減少し、106十億ユーロとなった融資残高の削減に伴い、営業収益は2011年度と比較して17.3％

（注１）減少して3,553百万ユーロとなった。

ファイナンシング業務において、ビジネス・モデルへの適合は「オリジネート・トゥ・ディストリビュー

ト」の実践と共に続けられた。コーポレート・バンキングは新規貸付の組成においてその確固たる地位を維持

し、欧州におけるシンジケート・ローンのブックランナーでローン数において第１位、取引量において第２位に

位置し、トレード・ファイナンス・プロバイダーの中で世界第２位となった。当事業ユニットの専門性は広く認

識され、当年度にIFR誌のローン・オブ・ザ・イヤー賞を受賞した。

当事業ユニットは預金基盤を2012年度末に、2011年12月31日現在と比較して18.2％拡充させ、55十億ユーロと

なった。かかる拡充は全地域における顧客預金の大幅な増加および、複数の重要なマンデートを獲得し、世界第

５位の地位を確立したキャッシュ・マネジメントの拡大に起因する。

 

(注１)　貸付金の売却による損失（2011年度に152百万ユーロ、2012年度に91百万ユーロ）を除く。
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●　コーポレート・センター

 

（単位：百万ユーロ） 2012年 2011年

営業収益 -1,419 2,204

営業費用および減価償却費 -1,093 -854

うち事業再構築費用 -409 -603

営業総利益 -2,512 1,350

リスク費用 3 -3,093

営業利益 -2,509 -1,743

関連会社投資損益 123 12

営業外項目 1,184 -98

税引前当期純利益 -1,202 -1,829

 

2012年度全体では、コーポレート・センターの営業収益は、2011年度の2,204百万ユーロと比較して、マイナス

1,419百万ユーロとなった。これは自己のクレジット調整（マイナス1,617百万ユーロ、2011年度は1,190百万

ユーロ）、早期償還を原因とするフォルティスの銀行勘定の一部の購入価格勘定の一時的な償却（427百万ユー

ロ、2011年度は168百万ユーロ）、フォルティスおよびカーディフ・ヴィタの自動購入価格勘定の償却（606百万

ユーロ、2011年度は644百万ユーロ）、ソブリン債売却によるマイナス232百万ユーロの損失（2011年度はごくわ

ずかであった。）、2012年度第１四半期における株式連動型転換・劣後複合証券の転換による影響（マイナス68

百万ユーロ）、LTRO費用の影響および中央銀行への黒字預金の影響に起因する。また、2011年度におけるコーポ

レート・センターの営業収益にはBNPパリバによる投資事業からの営業収益（516百万ユーロ、2012年度は48百

万ユーロ）およびアクサへの株式投資に係る減損（マイナス299百万ユーロ）が含まれていた。

営業費用は、訴訟の有利な結果による253百万ユーロの引当金の戻入れにより、2011年度における854百万ユー

ロと比較して、1,093百万ユーロに増加した。かかる影響を除くと、当年度の事業再構築費用の減少（前年度の

603百万ユーロと比較して409百万ユーロ）が、フランスのシステミック税の増加（122百万ユーロ）、法人の社

会的貢献「フォルフェ・ソシアル（Forfait Social）」の増加（33百万ユーロ）および賃金に対する税金の増

加（19百万ユーロ）ならびに建築業に対する25百万ユーロの償却によりほぼ相殺されたことで、1.3％の減少と

なる。

リスク費用は、2011年度のマイナス3,093百万ユーロ（ギリシャのソブリン債の引当金3,161百万ユーロを含

む。）と比較して、純額で３百万ユーロの戻入れを反映している。

その他の項目は合計で1,307百万ユーロ（2011年度はマイナス86百万ユーロ）となり、そのほとんどがクレピ

エールにおける28.7％の持分の売却に伴うキャピタル・ゲイン1,790百万ユーロ、マイナス406百万ユーロ

（2011年度はマイナス152百万ユーロ）ののれんの減損（うち298百万ユーロはバンカ・コメルシアーレのイタ

リア銀行の資本要件の増加（エクイティ・ティア１比率が７％から８％へ増加）による減損）および株式投資

のマイナス47百万ユーロの減価償却に起因する。

税引前当期純損失は、2011年度がマイナス1,829百万ユーロであったのに対し、合計マイナス1,202百万ユーロ

となった。
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(3) 展望

当社グループの事業

2013年度に、当社グループは多数の部門のロード・マップに基づき、2014年度初めに総合的な計画を明確にす

ることを目標に、2014年度から2016年度の事業展開プランを作成する。

かかるプランの第一段階は、当社グループの機能を簡略化し、業務効率を改善させる意欲的な取組みである

「シンプル・アンド・エフィシェント（Simple & Efficient）」（簡素化および効率化）の発足である。

第２段階には地域・事業ユニット毎の詳細な事業展開プランが含まれる。最初に明らかにされたプランはア

ジア太平洋地域を網羅している。

 

シンプル・アンド・エフィシェント

当社グループの機能を簡略化し、業務効率を改善させる意欲的な取組み

2013年度に、当社グループはその機能を簡略化し、業務効率を改善させる目的で３年間にわたる1.5十億ユー

ロの投資プログラムを発足させる。

当社グループは、2013年度から費用の削減を達成するために業務効率の改善を目指しており、かかる削減額は

2015年度には２十億ユーロにのぼると予測されている。かかる削減額のおよそ半分はリテール・バンキング業

務から、３分の１はコーポレート・バンキング事業および投資銀行事業から、および６分の１はインベストメン

ト・ソリューションズ事業から捻出される。この目的の達成は一切の事業の閉鎖もなく行われ、当社グループが

一体となって寄与する。

利益を最大化するためにゼネラル・マネジメントがプログラムを指揮し、特設チームが包括的な監督を行い、

複数の事業ユニットおよび機能の間でプロジェクトを推進が行われる。

かかるプログラムには５つの改革（経過観察、システムの統合、業務の簡略化、顧客サービスおよび費用の最

適化）、また業務効率の向上のための包括的な手法（事業プロセスのデジタル化、委託の増加、内部報告の簡略

化等）が含まれる。既に1,000件を超える構想が当社グループ内で確認されている。

 

アジア太平洋地域：当社グループの事業展開の焦点

コーポレート・バンキング事業および投資銀行事業ならびにインベストメント・ソリューションズ事業にお

いておよそ8,000人（注１）の従業員を持ち、また14の市場でのプレゼンスを誇る当社グループは、長年にわた

り存在感を確立してきたアジア太平洋地域において、最良な位置づけをされる国際銀行の一つである。コーポ

レート・バンキング事業および投資銀行事業ならびにインベストメント・ソリューションズ事業は現在、その

営業収益の約12.5％または２十億ユーロをアジア太平洋地域において得ている。
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急成長を遂げるアジア太平洋地域において、当社グループはトレード・ファイナンス事業（25のトレード・

センター）、キャッシュ・マネジメント事業（アジアにおいて第５位）、フィクスト・インカム事業（FXデリバ

ティブにおいて第１位、金利デリバティブ・ディーラーにおいて第１位）、株式およびアドバイザリー事業（エ

クイティ・デリバティブ・ディーラーにおいて第２位）、プライベート・バンキング事業（2012年度において

運用資産30十億ユーロで第８位）、保険事業（アジア以外の被保険者の中で第７位）においてフランチャイズ

を実現し、また石油およびガス、金属および鉱業製品ならびに航空輸送の部門においてもその存在感を発揮し

た。また、当社グループは多数の国内における主導的な企業と良好なパートナーシップを結んでいる。

その強固な基盤を活用し、当社グループの目標はコーポレート・バンキング事業および投資銀行事業ならび

にインベストメント・ソリューションズ事業のアジアにおける営業収益を2016年度までに３十億ユーロ超まで

成長（または年間成長率12％）させることである。

当社グループは貸付資産を上記と同様の規模で成長させる予定であり、また同じくかかる地域において預金

の増大も予想している。以後３年間で当社グループはかかる地域においてインベストメント・ソリューション

ズ事業ならびにコーポレート・バンキング事業および投資銀行事業で働く約1,300人を雇用する予定である。

当社グループは法人顧客に関して多国籍企業および国内の大規模・中規模企業を対象とする商業組織を増強

する。したがって、当社グループは国内の顧客基盤、アジア太平洋地域における海外顧客へのサービス、および事

業の海外展開を行うアジアの顧客を拡大する。当社グループは、ゆえに、トレード・ファイナンス事業および

キャッシュ・マネジメント事業へ注力し、フィクスト・インカム事業に関しては債券、フロー商品およびヘッジ

商品の展開を早める。同時に、当社グループは、資産運用部門および証券管理部門の発展、プライベート・バンキ

ングの顧客基盤を拡大し、コーポレート・バンキング事業および投資銀行事業とインベストメント・ソリュー

ションズ間のクロスセリングを促進することによって、「オリジネート・トゥ・ディストリビュート」を展開

する投資家にその存在感を強める。最後に、当社グループは、特に中国およびインドネシアへの事業展開を目的

とする保険事業において、新たなパートナーシップを構築する。

既にアジア太平洋地域に設置されている業務執行委員会の委員が、当社グループの事業および発展を監督す

る。

 

(注１)　パートナーシップを除く。 
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コア事業の展望

リテール・バンキング事業

2013年度に、国内市場部門は顧客への強い寄与、イノベーションへの投資および業務の効率化の探求を続け

る。

したがって、リテール・バンキング事業は未来のリテール・バンクを構築する。個人顧客に対し、特に携帯電

話を対象とした革新的なオンライン銀行サービスを拡大し、新たな支払方法の開発を続ける。法人顧客に対して

はコーポレート・バンキング事業および投資銀行事業と提携して「企業にとって唯一の銀行」キャンペーンを

継続し、同時に新たな顧客の確保（2012年度末までに既に2,600の新口座を開設）およびユーロ圏における主導

的地位を活用し、特にキャッシュ・マネジメント事業におけるサービス提供の増強を行う。小規模企業および中

規模事業に関しては、国内市場部門は小規模事業センター（フランスに59件、イタリアに42件）のネットワーク

を資本化し、リーシング・ソリューションおよびアルバルとのシナジー効果の創造に焦点を当てる。プライベー

ト・バンキング事業はそのユーロ圏における主導的地位を活用し、イタリアにおいて事業を発展させ、法人およ

び小規模事業とのシナジー効果の創造を追及する。

国内市場部門は全体として、事業ユニットのネットワークを、アドバイザリー部分を増加、取引関連のサービ

スを縮小させ、より多様な様式でその顧客のニーズに応じて発展させる。

2012年12月にベルギーにおいて野心的な計画（「バンク・フォア・ザ・フューチャー（Bank for the

Future）」）が発表された。かかる計画は新たな顧客の行動（モバイル・バンキング、顧客関係センター、縮小

する支店内テラー事業および顧客との商業ミーティングの増加）を予想し、業務効率を改善するためのもので

ある。

ユーロ圏外のリテール・バンキング事業のネットワークは、地域的な特色にそれぞれ適合しながら当社グ

ループの統合ビジネス・モデルを展開していく。

欧州・地中海沿岸諸国は急成長を遂げる地域（モロッコ等）における支店の開設、オンライン・バンキング

の設立および提供、機関顧客との事業展開およびキャッシュ・マネジメントの成長のように、引き続き選択的な

事業展開を行う。トルコにおいてTEBはインベストメント・ソリューションズ事業とコーポレート・バンキング

事業および投資銀行事業とのクロスセリングの拡大を継続することによって、事業の発達を行う。

バンクウェストにおいて、より良好な経済環境の中、プライベート・バンキングの強化、コーポレート・バン

キング事業および投資銀行事業とのより親密な協力およびキャッシュ・マネジメント事業の改善により商業銀

行業務が拡大される。最後に、バンクウェストは支店のネットワークの向上および効率化を進める。

パーソナル・ファイナンスは、新しい環境に適合するよう引き続き努める。

フランスにおいて、かかる事業ユニットはそのビジネス・モデルの改革を続けると同時にセテレム銀行の事

業（貯蓄および保障保険商品の販売の見積）を続ける。かかる事業の拡大は、難しい局面にある顧客に対するサ

ポートおよびBPCEとの事業提携（2013年１月１日よりジョイント・ベンチャーが発足する）を特定の開発費用

の共有のため活用することによって実現される。
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イタリアにおいて、パーソナル・ファイナンスはフィンドメスティック・バンカ（マーケティング預金勘定

および保険商品の販売）を展開し、商品の革新を進める。

最後に、当事業ユニットは成長基盤の開発を続ける。ロシアではロシア銀行との戦略的提携、自動車部門にお

いては欧州の製造業者および配給業者との提携、新興国での当社グループのリテール・バンキングのネット

ワークに関しては、PFインサイドの展開、そしてインターネットにおける提供の拡大である。

 

インベストメント・ソリューションズ事業

2013年度においてインベストメント・ソリューションズ事業は、特にプライベート・バンキング業務におけ

る個人富裕層と各種機関に着目し、欧州における主導的地位の強化を続ける。

かかる事業ユニットはその商品提供の革新および拡大を続ける。証券管理事業では市場インフラにおける規

制の変更を資本化し、資産運用事業においては付加価値の高い商品の提供を行い、またすべての事業ユニットに

おいてオンライン銀行業務サービスの提供を展開する。

インベストメント・ソリューションズ事業は特にアジア太平洋地域、中南米および湾岸諸国での基盤を強め

ることにより急成長国における国際事業の開発を続ける。最後に、保険事業は当事業ユニットにおいて引き続き

成長の要となる。

 

コーポレート・バンキング事業および投資銀行事業（CIB）

2013年度に、コーポレート・バンキング事業および投資銀行事業は、アジアおよび北アメリカにおける業務を

強化し、ビジネス・モデルの変革を引き続き行う。

アドバイザリーおよびキャピタル・マーケット部門はフロー商品の基盤、市場インフラへのアクセスの開発

および担保管理サービスの強化ならびに債券オリジネーション事業の成長を続けながら、引き続き商品提供の

拡大を行っていく。

コーポレート・バンキングはキャッシュ・マネジメントを拡大することによりさらに顧客預金を増加させ、

また顧客とより親密な関係になるよう地域別のアプローチ方法を開発するなど、その変革を続ける。

「オリジネート・トゥ・ディストリビュート」の展開は、シンジケーション、証券化および債券発行における

確固たる地位を活用し、また革新的な流通チャネル（負債資金）の開発により、強化される。
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流動性およびファイナンシング

当社グループの流動性ポジションは非常に強固なものである。

当社グループの現金貸借対照表（注１）は、2012年12月31日現在で合計974十億ユーロとなった。株式、顧客預

金および中長期資金調達源は、顧客活動の資金需要ならびに有形資産および無形資産と比べて、69十億ユーロ

（52十億米ドルを含む。）の黒字となった。かかる黒字は2011年12月31日現在の数値（31十億ユーロ）と比較し

て２倍以上であり、前四半期（71十億ユーロ）と比較するとほぼ横ばいである。安定的資金調達源（有形資産お

よび無形資産を含む。）は顧客活動の資金需要の110％相当に達している。

当社グループの直ちに利用可能な流動資産引当金は合計221十億ユーロ（2011年12月31日現在は160十億ユー

ロ）となり、短期現金資金源の119％と等しくなった。

当社グループの2013年度中期および長期資金調達プログラムは、合計30十億ユーロとなった。2013年１月末ま

でに、中期スワップを73ベーシス・ポイント上回る平均スプレッド（2012年度のプログラムの平均値と比較し

て109ベーシス・ポイント）と平均4.8年の満期による発行で11十億ユーロの利益（注２）が出た。したがって

当社グループは、好条件でかつ改善を続ける多様な中長期の資金調達を行っている。

 

(注１)　バンキング・プルデンシャル・スコープに基づき、また、デリバティブ、レポ、有価証券貸借および未払金・未収金を

相殺後の純額表示のバランスシート。

(注２)　2012年度のプログラムのもと完了された34十億ユーロに加え、2012年度末に発行されたものも含む。

 

支払能力

当社グループは非常に高い支払能力を有する。

利益のほとんどを余剰金としたことにより、2012年12月31日現在エクイティ・ティア１比率は合計65.1十億

ユーロとなり、2011年12月31日現在と比較して6.2十億ユーロ増加した。

リスク加重資産（注１）は主に事業適応計画により、2011年12月31日現在と比較して62十億ユーロ減少し、

552十億ユーロとなった。

したがって、2012年12月31日現在、2011年度末に効力が発生した資本要求指令３（CRD３）の規制枠組を含む

エクイティ・ティア１比率は11.8％となり、2011年12月31日現在の値から220ベーシス・ポイント増加した。

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 53/792



自己資本に関するEU指令第４条（注２）のすべての規制を経過措置なしで考慮した（2019年１月１日からの

みバーゼル３は完全に施行される。）バーゼル３エクイティ・ティア１比率は、2012年12月31日現在9.9％であ

り、2012年９月30日の値から40ベーシス・ポイント増加した。かかる増加は、リスク加重資産の削減（15ベーシ

ス・ポイントの増加）、当該四半期の純利益の影響（10ベーシス・ポイントの増加）および売却可能債券の上

昇（10ベーシス・ポイントの増加）のよるものである。これは、新たな規制枠組の中での当社グループの高い支

払能力を示し、事業適応計画の開始の際に2012年度末に設定された９％の目標を大きく超えた。

 

(注１)　バーゼル2.5

(注２)　BNPパリバによる自己資本に関するEU指令第４条。自己資本に関するEU指令第４条が未だ欧州議会で議論されている

ことから、その指令は解釈の余地が残っており、修正の可能性がある。

 

(B) 2013年度第１四半期業績

2013年５月２日にBNPパリバ取締役会が開催され、ボードゥアン・プロ会長が議長を務めるなか、当社グルー

プの2013年度第１四半期の業績が検討された。

 

厳しい経済環境の中、株主帰属純利益1.6十億ユーロを達成

欧州の脆弱な経済環境下において、当社グループの2013年度第１四半期の営業収益は10,055百万ユーロに上

り、2012年度第１四半期と比べて1.7％の増収を果たした。第１四半期の営業収益には、次の２つの一時項目が純

額で149百万ユーロ貢献している。すなわち、自己負債の再評価に関わる修正額が215百万ユーロ減の減収要因で

あったのに対し、国際財務報告基準（以下「IFRS」という。）第13号「公正価値測定」の下、「債務価値調整」

（Debit Value Adjustment：DVA）を新規適用したことによる影響が364百万ユーロ増の増収要因となった。事

業部門においては、第１四半期の営業収益の合計額は前年同期比5.9％の減収となった。リテール・バンキング

事業（注１）（前年同期比0.2％増（注２））およびインベストメント・ソリューションズ事業（同3.4％増

（注２））は健闘したが、コーポレート・バンキング事業および投資銀行事業において第１四半期は、事業適応

計画を完了した今、変革の過渡期となった（前年同期比20.2％減（注２））。

営業費用は6,514百万ユーロとなり、前年同期比4.8％の改善により、コスト管理が極めて良好であることを証

明した。第１四半期の営業費用には、「シンプル・アンド・エフィシェント」計画への取組みに関わる、変革の

ための一時費用155百万ユーロが含まれていた。リテール・バンキング事業（注１）の営業費用は1.9％減（注

２）と若干減少し、インベストメント・ソリューションズ事業では1.5％増（注２）の微増であったのに対し、

コーポレート・バンキング事業および投資銀行事業においては15.2％減（注２）と大幅に減少した。

第１四半期の営業総利益は前年同期比16.4％の増益となり、3,541百万ユーロに上った。なお、事業部門合計で

は前年同期比5.3％減少した。
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当社グループのリスク費用は第１四半期に978百万ユーロとなり、融資残高の60ベーシス・ポイントに相当し

た。同リスク費用の額は、前年同期と比べて3.5％の増加にとどまり依然として低い水準であることから、当社グ

ループの確かなリスク管理能力を証明している。

営業外項目は、第１四半期において52百万ユーロの収益となった。同項目は、前年同期において1,844百万ユー

ロに上ったが、そのほとんどは当社グループのクレピエール株式の28.7％持分の売却益、1,790百万ユーロの一

時項目が占めていた。

これにより、当社グループの税引前利益は第１四半期に2,615百万ユーロとなり、前年同期比33.6％減少した。

なお、事業部門合計の税引前利益は、前年同期と比べて8.1％の減少にとどまった。

以上から、BNPパリバは第１四半期に純利益（株主帰属純利益）1,584百万ユーロを計上し、前年同期と比べて

44.8％の減益となった。第１四半期において特別項目が純利益に及ぼした影響は僅少であった（６百万ユーロ

減）。これに対し、2012年度第１四半期における特別項目から純利益への影響は、法人税および少数株主損益の

考慮後で、829百万ユーロ増に上った。

当社グループの自己資本比率は、第１四半期も高水準を維持した。バーゼル2.5基準に基づくエクイティ・

ティア１比率（資本要求指令３：CRD３）は11.7％となり、また、バーゼル３基準全面適用に基づくエクイティ

・ティア１比率（注３）は10.0％を確保した。これによりBNPパリバは、世界で最も自己資本の充実したグロー

バル銀行の一つであることが確認された。

１株当たり純資産額（注４）は、第１四半期末現在61.7ユーロとなり、2008年12月31日からの年平均成長率は

6.5％を達成した。これは、BNPパリバが、景気サイクルを通して１株当たり純資産額を成長させる能力を有して

いることを証明するものである。

さらに、当社グループの機能の仕方を簡素化し業務効率の向上を図る意欲的な計画である「シンプル・アン

ド・エフィシェント」が、速やかに始動された。第１四半期に155百万ユーロに上る変革計画のための費用が計

上され、また数多くのプロジェクトが開始されようとしている。かかるプロジェクトには、BNPパリバ・フォル

ティスおよびBNLで既に発足した早期退職制度や、ソフトウェア・プログラム数の縮小・合理化に加え、コン

ピューター・プログラム開発を大規模化し、さらには業務のペーパーレス化（電子文書および保管による）を

図る計画などが含まれている。

当社グループはまた、BNPパリバの欧州デジタル・バンクを立ち上げる準備を整えている。これは純粋なモバ

イル・バンキングおよびオンライン・バンキング業務であり、当社グループの2014年度-2016年度事業開発計画

の一部を構成している。

 

(注１)　国内ネットワークのプライベート・バンキングの100％を含み、PEL/CELの影響を除く。

(注２)　連結範囲変更および為替レート変動による影響を除く。

(注３)　経過措置なしですべての資本要求指令４（CRD４）規則を考慮した、エクイティ・ティア１比率。なお、CRD4は2019年

１月１日以降に発効するものであり、また、その内容はBNPパリバの予想に基づいている。

(注４)　再評価を含まない。
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リテール・バンキング事業

国内市場部門

第１四半期において、国内市場部門の事業活動の結果、預金残高が前年同期末と比べて6.1％増加し、またすべ

てのネットワークで増加傾向が維持された。融資残高は、需要が引き続き減速したことから、前年同期末比1.6％

減少した。法人顧客セグメントでは、キャッシュ・マネジメント業務の継続的な開発が功を奏し、すべての国で

提供される商品の調整がとれると共に、フランスおよびベルギーで第１位の地位を、またイタリアでは第３位の

地位を獲得した。個人顧客セグメントに関して、国内市場部門は、導入日がせまっているBNPパリバの欧州デジタ

ル・バンクに協力を呼びかけた。同バンクは、純粋なモバイル・バンキングおよびオンライン・バンキングとし

て、ベルギー、ドイツ、フランスおよびイタリアで業務を展開していく。

第１四半期の営業収益（注１）は3,989百万ユーロとなり、前年同期からは微減（0.8％減）であったが、その

背景には長引く低金利環境および融資の伸び悩みがあった。このような状況を受け、国内市場部門は速やかにそ

のコスト体質を調整しているところである。第１四半期において営業費用（注１）は1.4％減少し2,433百万

ユーロとなり、これによりコスト／インカム率は0.3ポイント改善し61.0％（注１）へと低下した。

営業総利益（注１）は第１四半期に1,556百万ユーロに上り、前年同期から横ばいであった。

以上から、イタリアにおけるリスク費用の上昇を考慮し、またプライベート・バンキング事業の純利益の３分

の１を、国内市場部門からインベストメント・ソリューションズ事業へ配分した後、第１四半期の税引前利益

（注２）は、困難な環境にもかかわらず、1,089百万ユーロに上り前年同期と比べて5.2％の減益にとどまった。

 

(注１)　フランス（PEL/CELの影響を除く）、イタリア、ベルギーおよびルクセンブルクの国内プライベート・バンキングの

100％を含む。

(注２)　PEL/CELの影響を除く。

 

フランス国内のリテール・バンキング（FRB）事業

フランス国内のリテール・バンキング（FRB）事業による活発な顧客サポート活動は、熱心な販売およびマー

ケティング活動に表れ、預金残高の増加（2012年度第１四半期末比5.6％増）として実を結んだが、特に普通預

金の高い伸び（8.3％増）がこれを牽引した。融資残高は、第１四半期においても借入需要が減速し、前年同期末

比2.7％減少した。それでも、零細企業（VSE）および中小企業（SME）に対するサポートを継続し、また2012年７

月に発足した「40,000のプロジェクトに５十億ユーロの融資（?５bn and 40,000 projects）」運動が成功を

収めた結果、これら顧客セグメントに対する融資残高が増加した（2.1％増（注１））。フランス国内のリテー

ル・バンキング事業の事業活動および革新的な能力はまた、モバイル・インターネット利用者数の増加にも表

れている。同利用者数は2012年３月31日から33％増加し、月間利用者数は665,000人を超えた。
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第１四半期の営業収益（注２）は1,776百万ユーロとなり、前年同期比2.0％の減収であった。低金利環境が長

引いたことと融資残高の伸び悩みが相まって、純利息収入は1.6％減少した。手数料収入は、需要低迷のあおりを

受けた一部の小売業者や法人顧客の動向に沿ったかたちで、2.6％減少した。

業務効率が引き続き改善したおかげで、営業費用（注２）は前年同期比1.8％減少すると共に、コスト／イン

カム率は60.9％（注２）へと低下した。

営業総利益（注２）はこれにより695百万ユーロとなり、前年同期比2.4％減少した。

リスク費用（注２）は前年同期から横ばいで推移し、融資残高の22ベーシス・ポイント相当で依然として低

い水準にとどまった。

以上から、フランス国内プライベート・バンキング業務の純利益の３分の１をインベストメント・ソリュー

ションズ事業へ配分した後、フランス国内のリテール・バンキング事業の第１四半期の税引前利益（注３）は

582百万ユーロとなり、前年同期比2.2％の減益となった。これは、景気減速という環境にありながらも堅固な業

績を収めたことを意味する。

 

(注１)　出典：フランス銀行（独立系VSE＆SME）。年次スライド方式に基づく。

(注２)　PEL/CELの影響を除き、フランス国内プライベート・バンキングの100％を含む。

(注３)　PEL/CELの影響を除く。

 

BNLバンカ・コメルシアーレ（BNL bc）

BNLバンカ・コメルシアーレ（BNL bc）の事業活動の成果として、第１四半期末の預金残高が前年同期末と比

べて9.6％の伸びを果たした。個人顧客、法人顧客および地方行政機関・公共団体を含め全体的に高い伸びを示

した。融資残高は、借入需要の減速を受けた業界動向に沿ったかたちで、前年同期末と比べて平均で2.5％減少し

た。

第１四半期において、営業収益（注１）は前年同期比0.9％増と若干の伸びを果たし、823百万ユーロに上っ

た。純利息収入は、融資が伸び悩んだ一方でマージンが底堅く推移したことから、前年同期比0.4％の微減にとど

まった。手数料収入は、前年同期比3.3％の増加であった。これには、オフバランスシートの貯蓄商品が健闘した

おかげで、新規融資の減少や新規制の影響を相殺したことが反映されている。

コスト削減への取組みは、ITおよび不動産分野でとりわけ効果が発揮され、営業費用（注１）が前年同期比

1.6％減少して438百万ユーロとなった。これによりBNLバンカ・コメルシアーレのコスト／インカム率（注１）

は1.3ポイント改善し53.2％へと低下した。

第１四半期の営業総利益（注１）は385百万ユーロに上り、前年同期と比べて3.8％の増益を果たした。
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リスク費用（注１）は、前年同期比35.2％増加し、また2012年度第４四半期と比べて4.6％増加した結果、第１

四半期末における融資残高の145ベーシス・ポイント相当となった。

以上から、BNLバンカ・コメルシアーレは業務効率の一段の向上を果たしたものの、イタリア国内プライベー

ト・バンキング業務の純利益の３分の１をインベストメント・ソリューションズ事業へ配分した後、BNLバンカ

・コメルシアーレの税引前利益は84百万ユーロとなり、前年同期比42.9％の減益となった。これにはイタリアの

景気後退のあおりを受け、リスク費用が積み上がったことが大きく影響している。

 

(注１)　イタリア国内プライベート・バンキングの100％を含む。

 

ベルギー国内リテール・バンキング（BRB）

ベルギー国内リテール・バンキング（BRB）は、第１四半期に概して良好な業績を収めた。預金残高は、当座預

金および普通預金の高い伸びが牽引し、前年同期末と比べて4.3％増加した。融資残高は、とりわけ個人顧客への

貸出が伸びた（3.6％増）ことに加え、中小企業への融資が堅調に推移したこともあり、全体で2.1％の増加で

あった。ただし、融資の伸び率は減速傾向にあった。

ベルギー国内リテール・バンキングは、「バンク・フォア・ザ・フューチャー」への取組みを一層推し進め

た。これは、顧客動向の変化を先取りするための意欲的な３か年計画であり、そこではオンライン・バンキング

を拡充すると共に、ネットワークおよび全従業員をこれらの変化に適応させるものである。これにより、コス

ト／インカム率の改善を目指す。

第１四半期において、営業収益（注１）は前年同期と比べて0.4％減少し838百万ユーロとなった。純利息収入

は、低金利環境の長引きで1.0％減少したが、一方、手数料収入は、オフバランスシートの貯蓄商品が伸びたおか

げで1.9％増加した。

業務効率改善への取組みが奏功し、第１四半期の営業費用（注１）は598百万ユーロとなり、前年同期と比べ

て1.0％の減少であった。これによりベルギー国内リテール・バンキングの営業総利益（注１）は前年同期比

1.3％増加した。これを受けて、コスト／インカム率（注１）は、前年同期から0.4ポイント改善し71.4％となっ

た。

第１四半期のリスク費用（注１）は、前年同期と比べて16百万ユーロ減少したが、融資残高の10ベーシス・ポ

イント相当というのは、かなり低い水準といえる。以上から、ベルギー国内プライベート・バンキング業務の純

利益の３分の１をインベストメント・ソリューションズ事業へ配分した後、ベルギー国内リテール・バンキン

グの税引前利益は205百万ユーロに上り、前年同期と比べて7.3％の増益を果たした。

 

(注１)　ベルギー国内プライベート・バンキングの100％を含む。
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ルクセンブルク国内リテール・バンキング：第１四半期末において、融資残高は前年同期末と比べて4.0％増

加したが、これには法人への貸出および住宅ローンの堅調な伸びが寄与した。また、法人顧客セグメントからの

旺盛な資金流入が特に貢献し、預金残高も高い伸びを示した（10.8％増）。第１四半期において、営業収益は取

引高の拡大に伴い増加し、また営業費用の抑制努力も実を結んだことから、コスト／インカム率は大幅に改善し

た。

パーソナル・インベスターズ：第１四半期末において、運用資産残高は、旺盛な純資金流入を受けて、前年同

期末比8.5％の高い伸びを示した。また、新規顧客の順調な増加が預金残高の高い伸びに貢献し（15.9％増）、第

１四半期末における預金残高は10.0十億ユーロへと急増した。ただし、営業収益は、仲介業務が低迷したため前

年同期と比べて減収になったが、それでも前四半期からは復調となった。また、営業費用が激減したことにより、

第１四半期の営業総利益への押し上げ効果があった。

アルバル：連結ベースのリース・フリートは、第１四半期末において前年同期末比2.6％の伸びを示した。営

業収益は、マージンが底堅く推移したおかげで、第１四半期に増収となった。営業費用の確かな管理により、コス

ト／インカム率は前年同期から改善した。

リーシング・ソリューション：第１四半期末において、リース資産残高は前年同期末比で8.1％減少したが、

これはノンコア資産に関する事業適応計画に沿ったものである。ただし、取引の収益性を重視する選択的な方針

のおかげで、リース資産残高減少が当部門の営業収益に対して及ぼした影響は限定的であった。効果的なコスト

管理のおかげで、第１四半期のコスト／インカム率は、前年同期から安定推移した。

全体では、これら４つの事業ユニットによる国内市場部門の税引前利益への貢献は、ルクセンブルク国内プラ

イベート・バンキング業務の純利益の３分の１をインベストメント・ソリューションズ事業へ配分した後、前

年同期と比べて微増（0.9％増）の218百万ユーロとなった。

 

欧州・地中海沿岸諸国

第１四半期において欧州・地中海沿岸諸国部門は、積極的な販売およびマーケティング活動による成果を収

めた。預金残高は前年同期末比14.5％（注１）増を達成したが、トルコ（30.4％増（注１））を始めとするほと

んどの国で伸びた。融資残高は前年同期末比6.0％（注１）増加し、トルコでの健闘（20.4％増（注１））がこ

れを牽引した。販売およびマーケティング活動はまた、モロッコおよびチュニジアでマルチチャンネル・セール

スが開始されたことや、トルコでコーポレート・バンキング事業および投資銀行事業とインベストメント・ソ

リューションズ事業の間でクロスセリングが大幅に伸びたことなどにも表れている。

第１四半期において、営業収益は474百万ユーロに上り、前年同期と比べて15.9％（注１）の増収を果たした

が、特にトルコでの営業収益の大幅増（36.1％増（注１））がこれを牽引した。
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第１四半期の営業費用は327百万ユーロとなり、前年同期と比べて3.7％（注１）増加した。トルコでは、第１

四半期に23の支店開設があったことから、前年同期比15.4％（注１）増加した。欧州・地中海沿岸諸国部門は、

様々なネットワークについて規模の適正化を図るための１年がかりの取組みを第１四半期も継続した。例えば、

モロッコで23支店を開設した一方、ウクライナでは41支店を閉鎖した。

リスク費用は71百万ユーロで、第１四半期末融資残高の115ベーシス・ポイント相当となったが、前年同期と

比べて19百万ユーロの減少であった。以上から、欧州・地中海沿岸諸国部門は96百万ユーロの税引前利益を計上

し、前年同期から利益の急回復（3.3倍（注１））を果たした。

 

(注１)　連結範囲変更および為替レート変動による影響を除く。

 

バンクウェスト

バンクウェストは第１四半期において好業績を収めた。預金残高は、当座預金および普通預金の伸びが牽引

し、前年同期末比4.4％（注１）増加した。融資残高は、法人向け融資が好調（11.8％増（注１））であったこと

に加え、中小企業（SME）に集中した販売およびマーケティング活動が功を奏し、第１四半期末において3.9％

（注１）増加した。このような良好な営業活動はまた、プライベート・バンキング業務の拡大を一層推し進め、

2013年３月31日現在で運用資産残高が5.7十億米ドルへと膨らみ、さらに、モバイル・バンキング・サービスの

拡充により利用者数が140,000人に上ったことにも表れている。

ただし、第１四半期の営業収益は、559百万ユーロで前年同期と比べて3.1％（注１）の減収となった。これに

は、金利低下によるマイナス要因が、融資の伸びによるプラス要因を上回ったことや、証券業務からの貢献が減

少したことが影響した。

第１四半期の営業費用は346百万ユーロで、前年同期と比べて2.4％（注１）増加した。法人および小規模事業

者向け業務に加え、プライベート・バンキング業務の体制強化に要した費用が増加要因となった。

リスク費用は第１四半期においても低水準にとどまり、融資残高の25ベーシス・ポイント相当となった（前

年同期と比べて20百万ユーロの減少）。

以上から、バンクウェストは、第１四半期において税引前利益190百万ユーロを計上し、これは前年同期比

2.1％（注１）の減益であったが、その強力な利益創出能力を証明した。

 

(注１)　連結範囲変更および為替レート変動による影響を除く。
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パーソナル・ファイナンス

第１四半期末におけるパーソナル・ファイナンス部門の融資残高は、前年同期末と比べて2.4％（注１）減少

し、87.5十億ユーロとなった。消費者ローン残高は0.1％減（注１）の微減であったが、住宅ローン残高は、バー

ゼル３基準に向けた事業適応計画に沿ったかたちで5.3％（注１）減少した。パーソナル・ファイナンス部門は

引き続き成長の原動力の開発に力を注ぎ、とりわけドイツではコメルツ銀行との合弁事業で成功を収めた（第

１四半期の期中平均融資残高は前年同期から12.7％増加）。資金流入が引き続き好調で、第１四半期末において

口座数が100,000口を超えると共に期末残高は合計で1.2十億ユーロに上ったが、ドイツがその大きなシェアを

占めていた。

第１四半期において営業収益は、住宅ローン残高の縮小が響いて、前年同期比4.3％減少し1,178百万ユーロと

なった。消費者ローン業務からの営業収益は、以下の要因が組み合わさった結果、安定推移した。すなわち、ベル

ギー、トルコおよび中欧では営業努力が奏功した一方で、フランスで導入された新規制がマージンおよび取引高

へマイナス影響を及ぼした。

第１四半期の営業費用は、事業適応計画の効果を受け、前年同期比15.2％減少し547百万ユーロとなった。これ

により、パーソナル・ファイナンス部門は第１四半期においてその収益性を大幅に向上させ、コスト／インカム

率は6.0ポイント低下した。

第１四半期のリスク費用は2012年度通期の平均水準から安定推移し、377百万ユーロで融資残高の171ベーシ

ス・ポイント相当となった。ただし、一過性の引当金戻入益の影響が大きかった2012年度第１四半期の水準

（327百万ユーロ）との比較では上昇していた。

以上から、パーソナル・ファイナンス部門の税引前利益は第１四半期に272百万ユーロとなり、前年同期比

3.9％の減益であった。

 

(注１)　連結範囲変更および為替レート変動による影響を除く。

 

インベストメント・ソリューションズ事業

インベストメント・ソリューションズ事業は、第１四半期に運用資産残高（注１）を伸ばした。同残高は、906

十億ユーロに上ったが、2012年12月31日現在と比べて1.9％増加し、また2012年３月31日現在との比較では2.9％

増加した。かかる増加は、主として金融市場の上昇に伴う良好な運用効果に起因している。

第１四半期における純資金流入額は3.1十億ユーロに上ったが、とりわけアジアおよび国内市場における富裕

層向け資産運用部門において順調であった。フランス、アジアおよび中南米における保険部門も高水準の資金流

入を受け、またドイツを始めとするパーソナル・インベスターズでも同様であった。資産運用部門では、資金の

純流出が起き、特にマネー・マーケット・ファンドがその影響を受けたが、その一方でエマージング市場業務で

は高い資金流入があった。

2013年３月31日現在におけるインベストメント・ソリューションズ事業の運用資産残高（注１）の内訳は、

資産運用部門が404十億ユーロ、富裕層向け資産運用部門が277十億ユーロ、保険部門が175十億ユーロ、パーソナ

ル・インベスターズが37十億ユーロ、不動産管理部門が13十億ユーロである。
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第１四半期においてインベストメント・ソリューションズ事業の営業収益は合計1,563百万ユーロに上り、前

年同期と比べて2.8％の増収となった。保険部門の営業収益は、とりわけアジアおよび中南米での貯蓄商品およ

び保障保険の高い伸びを享受し、前年同期比13.3％増加した。富裕層向けおよび資産運用部門の営業収益は

0.6％減の微減であったが、これには富裕層向け部門の運用資産残高が順調に伸びた一方で、資産運用部門の期

中平均残高の減少がマイナス要因として作用した。証券管理部門の営業収益は、長引く低金利環境と市場取引の

減少を受けて、5.0％の減収となった。

インベストメント・ソリューションズ事業の第１四半期の営業費用は1,054百万ユーロとなり、前年同期と比

べて0.8％の上昇にとどまったが、その主な要因は以下のようになる。すなわち、保険部門では事業の伸びに伴い

費用が増加した。富裕層向けおよび資産運用部門では、特に資産運用部門に対する事業適応計画の効果により、

2.5％減少した。証券管理部門では、営業費用の若干の減少がみられた。これらを受けて、インベストメント・ソ

リューションズ事業のコスト／インカム率は、第１四半期において1.4ポイント改善し67.4％へと低下した。

当事業部門の営業総利益は、第１四半期に509百万ユーロに上り、前年同期と比べて7.2％増加した。

以上から、国内市場部門のプライベート・バンキングの税引前利益の３分の１を配分された後、インベストメ

ント・ソリューションズ事業の税引前利益は前年同期比12.7％の増益となり、541百万ユーロに上った。この業

績は、インベストメント・ソリューションズにおける事業の好調さを反映している。

 

(注１)　外部顧客のためのアドバイザリー契約資産、分配金、およびパーソナル・インベスターズを含む。

 

コーポレート・バンキング事業および投資銀行事業（CIB）

欧州での景気低迷を受け、コーポレート・バンキング事業および投資銀行事業（CIB）は第１四半期に営業収

益2,461百万ユーロを計上したが、これは前年同期と比べて21.1％の減収であった。

アドバイザリーおよびキャピタル・マーケッツ業務の営業収益は、第１四半期に1,682百万ユーロとなり、

LTRO（長期資金供給オペ）が欧州市場に浮揚効果をもたらした前年同期と比べて25.2％の減収であった。ただ

し、第１四半期の営業収益は、前四半期からは46.3％の増加を果たした。第１四半期中、不安材料がしばしば欧州

市場に緊張をもたらしたことから取引高に波があったが、アジアでは営業収益が伸びた。リスク管理方針の慎重

姿勢を反映し、第１四半期の平均VaR（バリュー・アット・リスク）は32百万ユーロで依然として極めて低い水

準にとどまった。

フィクスト・インカム業務の営業収益は、第１四半期に1,287百万ユーロとなり、前年同期比26.8％の減収で

あったが、前四半期からは55.4％増加した。金利およびクレジット業務が第１四半期において低調となった一方

で、為替業務が好調であった。当事業ユニットは、すべての国際債券発行で第８位を受賞すると共に、ユーロ建て

全社債発行で第１位の地位を保持したことから明らかなように、債券発行におけるグローバル・レベルの強力

な地位を確認した。
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株式およびアドバイザリー業務の営業収益は、第１四半期に395百万ユーロとなり、前年同期比では19.7％の

減収であったが、前四半期からは22.7％増加した。その背景には投資家の取引高が低迷した一方で、特に欧州お

よびアジアで仕組商品の取引が活発化したことがあった。当業務部門はエクイティ・リンク債の発行で好業績

を上げ、取引件数で欧州ブックランナー第１位、取引高で同第２位にそれぞれランクインした。

コーポレート・バンキング業務の営業収益は、第１四半期においても事業適応計画の影響を受け、前年同期と

比べ10.7％減少して779百万ユーロとなった。2012年度第１四半期中に実施された融資債権の売却による一時要

因を排除すると、第１四半期の営業収益は、融資債権の期中平均残高の減少を反映して、17.7％の減収となる。な

お、2013年３月31日現在の融資債権残高は105十億ユーロに上った。

欧州の活気を欠く市場環境で需要は低迷したが、当業務部門は、ローン・オリジネーションで穏やかな復調を

確認した。組成中の取引件数が緩やかに増加すると共に、第１四半期末にはローン残高や営業収益が上昇し始め

た。また、当業務部門は、ローン・オリジネーションにおける確固たる地位を強化し、欧州のシンジケート・ロー

ンにおいて取引高および取引件数ベースの両方でブックランナー第１位を第１四半期に受賞した。

また、コーポレート・バンキング業務は預金基盤を拡大し、第１四半期末において前年同期比14％（注１）増

の57十億ユーロへと伸ばした。これには米ドル建ての預金が高い伸びで貢献した。キャッシュ・マネジメント業

務は事業開発を継続し、重要な新規汎欧州マンデートを複数獲得した。

コーポレート・バンキング事業および投資銀行事業の営業費用は、第１四半期に1,590百万ユーロとなり、前

年同期と比べて16.4％減少した。事業適応計画の効果で固定費が削減された一方で、事業開発に関わる投資（ア

ジア地域、キャッシュ・マネジメントなど）がこれを一部相殺した。コーポレート・バンキング事業および投資

銀行事業の第１四半期のコスト／インカム率は64.6％であった。

コーポレート・バンキング事業および投資銀行事業のリスク費用は、第１四半期に80百万ユーロとなり、前年

同期と比べて若干の増加（2.6％増）であった。コーポレート・バンキング業務において、リスク費用は融資残

高の26ベーシス・ポイント相当となり、特定の融資に関わるリスク費用の影響を受けた前四半期からは低下し

た。

以上から、第１四半期においてコーポレート・バンキング事業および投資銀行事業の税引前利益は806百万

ユーロとなり、前年同期と比べて30.4％の減益であった。それでも税引前利益の株主資本利益率は22.0％を維持

した。その背景には、融資残高の減少と慎重な市場リスクの管理によって、配賦資本の縮減（19.3％減）が可能

になったことがある。

 

(注１)　期中平均残高。
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コーポレート・センター

コーポレート・センターの営業収益は前年同期にマイナス871百万ユーロであったのに対し、第１四半期はマ

イナス63百万ユーロとなった。これには、とりわけ以下の要因が影響していた。自己負債の再評価に関わる修正

額がマイナス215百万ユーロ（前年同期はマイナス843百万ユーロ）、IFRS第13号「公正価値測定」に基づき

「債務価値調整（Debit Value Adjustment: DVA）」を新規適用したことによる増収効果プラス364百万ユーロ

および中央銀行預金に関わる負担である。

営業費用は、前年同期の180百万ユーロから、第１四半期に273百万ユーロへと上昇したが、これには「シンプ

ル・アンド・エフィシェント」計画に関わる変革のための費用、155百万ユーロが上乗せされている。前年同期

の営業費用に含まれていた事業再編費用は、65百万ユーロに過ぎなかった。

第１四半期のリスク費用には、ネットベースで少額の引当金戻入益（４百万ユーロ）が反映されている。前年

同期のリスク費用は、ギリシャ国債に関わる債務交換の影響もありマイナス29百万ユーロであった。

第１四半期において関連会社投資損益はマイナス65百万ユーロとなったが、これは関連会社のうち減損処理

による特別損失を計上したものがあったことに起因している。なお、2012年度第１四半期には、関連会社投資損

益は76百万ユーロの収益であったが、これにはクレピエール株式の28.7％の当社グループ持分売却による40百

万ユーロが大きく影響した。2012年度第１四半期には、かかる持分売却益の多くが、その他営業外項目として反

映されていた（1,750百万ユーロ増）。

以上から、コーポレート・センターの税引前損益は第１四半期に388百万ユーロの損失となり、これに対し前

年同期は672百万ユーロの利益であった。

 

流動性および資金調達

当社グループの流動性の状況は、極めて良好である。

当社グループのキャッシュ・バランスシート（注１）は、2013年３月31日現在、968十億ユーロに上った。株主

資本、顧客預金および中長期資金の合計額は、顧客業務からの資金需要および有形・無形資産の合計額との比較

で、79十億ユーロ（うち、米ドル建ては57十億ドル）の安定した余剰資金を生み出した。かかる超過額は、2012年

12月31日現在の水準からさらに10十億ユーロ積み上がっていた。その結果、安定的な資金は、有形および無形資

産を含む顧客業務での資金ニーズの111％相当に達している。

即時利用可能な流動資産等は、第１四半期末で231十億ユーロに上ったが（2012年12月31日現在は221十億

ユーロ）、これは短期ホールセール資金の137％に相当する。
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当社グループの2013年度の中長期債発行プログラムは、30十億ユーロが予定されている。うち、2013年４月中

旬までに19十億ユーロの資金調達（注２）が既に実施されており、これらの新発債は、償還期間の平均が5.7年、

ミッドスワップレートに76ベーシス・ポイントを加えた平均調達コストで発行が完了した。したがって、当社グ

ループは、2013年度に予定される中長期債発行プログラムの約３分の２を、有利な条件で既に完了していること

になる。

 

(注１)　バンキング・プルデンシャル・スコープに基づき、また、デリバティブ、レポ、有価証券貸借および未払金・未収金を

相殺後の純額表示のバランスシート。

(注２)　2012年度プログラムで調達された34十億ユーロとは別に、2012年末に発行された社債を含む。

 

自己資本比率

当社グループの自己資本比率は、非常に高い水準にある。

2011年末に施行された、欧州における資本要求指令３（CRD３）に基づくエクイティ・ティア１比率は、2013

年３月31日現在、11.7％となった。これは2012年12月31日現在の水準からは10ベーシス・ポイントの低下である

が、主に次の３つの要因があげられる。(ⅰ)配当予定額を考慮後の2013年度第１四半期純利益（20ベーシス・ポ

イントのプラス効果）、(ⅱ)CRD４の施行に先立ち、保険会社へのエクイティ投資に関わる規制変更による影響

（20ベーシス・ポイントのマイナス効果）、(ⅲ)従業員給付に関する会計基準の改訂（注１）（10ベーシス・

ポイントのマイナス効果）。

経過措置なしでCRD４（注２）の規則をすべて適用した場合のバーゼル３基準（バーゼル３全面適用、ただし

施行は2019年１月１日以降）に基づくエクイティ・ティア１比率は、2013年３月31日現在、10.0％となった。こ

れは2012年12月31日の水準からは10ベーシス・ポイントの改善であるが、主に次の２つの要因が作用している。

(ⅰ)配当に関わる仮定を考慮後の2013年度第１四半期純利益（20ベーシス・ポイントのプラス効果）、(ⅱ)従

業員給付に関する会計基準の改訂（注１）（10ベーシス・ポイントのマイナス効果）である。以上から、新規制

が施行されても、当社グループの自己資本比率は非常に高い水準であることを示しているといえる。

 

(注１)　IAS（国際会計基準）第19R号「従業員給付」。

(注２)　CRD４の内容はBNPパリバの予想に基づく。CRD4の指令内容は一部、解釈に依存するところがある。

 

以上の決算内容について、ジャン・ローラン・ボナフェ最高経営責任者は、次のように述べている。

「欧州の脆弱な経済環境の中、BNPパリバ・グループは、第１四半期に1.6十億ユーロの純利益を上げた。これ

にはとりわけ、当社グループの適切なコストおよびリスク管理能力が貢献した。

当社グループの機能の仕方を簡素化し業務効率を向上させるための大掛かりな計画「シンプル・アンド・エ

フィシェント」が速やかに始動した。当社グループの2014年度-2016年度事業開発計画の一つとして、BNPパリバ

欧州デジタル・バンクの導入が近日中に予定されている。

BNPパリバ・グループは、世界各国の顧客へのサービス提供に全力を尽くす。」
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連結損益計算書
（単位：百万ユーロ）

 
2013年度
第１四半期

2012年度
第１四半期

対前年同期比
2012年度
第４四半期

対前期比

営業収益 10,055 9,886 +1.7％ 9,395 +7.0％

営業費用および減価償却費 -6,514 -6,845 -4.8％ -6,801 -4.2％

営業総利益 3,541 3,041 +16.4％ 2,594 +36.5％

リスク費用 -978 -945 +3.5％ -1,199 -18.4％

営業利益 2,563 2,096 +22.3％ 1,395 +83.7％

関連会社投資損益 35 154 -77.3％ 128 -72.7％

その他の営業外項目 17 1,690 -99.0％ -377 n.s.

営業外損益 52 1,844 -97.2％ -249 n.s.

税引前当期純利益 2,615 3,940 -33.6％ 1,146 n.s.

法人所得税 -821 -928 -11.5％ -481 +70.7％

少数株主帰属純利益 -210 -143 +46.9％ -146 +43.8％

株主帰属純利益 1,584 2,869 -44.8％ 519 n.s.

コスト／インカム率 64.8％ 69.2％ -4.4pt 72.4％ -7.6pt
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2013年度第１四半期のコア事業の業績
（単位：百万ユーロ）

 
リテール・
バンキング
事業

インベスト
メント・
ソリュー
ションズ事業

コーポレート・
バンキング
および

投資銀行事業

事業部門
合計

その他
業務

当社
グループ
合計

営業収益 6,094 1,563 2,461 10,118 -63 10,055

対前年同期比 -0.3％ +2.8％ -21.1％ -5.9％ -92.8％ +1.7％

対前四半期比 -1.1％ -2.4％ +24.1％ +3.8％ -81.9％ +7.0％

営業費用および
減価償却費

-3,597 -1,054 -1,590-6,241 -273 -6,514

対前年同期比 -3.3％ +0.8％ -16.4％ -6.4％ +51.7％ -4.8％

対前四半期比 -5.5％ -7.2％ +4.3％ -3.5％ -18.0％ -4.2％

営業総利益 2,497 509 871 3,877 -336 3,541

対前年同期比 +4.2％ +7.2％ -28.6％ -5.3％ -68.0％ +16.4％

対前四半期比 +6.1％ +9.5％ +90.2％ +18.3％ -50.7％ +36.5％

リスク費用 -895 -7 -80 -982 4 -978

対前年同期比 +8.2％ -36.4％ +2.6％ +7.2％ n.s. +3.5％

対前四半期比 -12.7％ n.s. -61.2％ -15.9％ n.s.-18.4％

営業利益 1,602 502 791 2,895 -332 2,563

対前年同期比 +2.0％ +8.2％ -30.7％ -8.8％ -69.3％ +22.3％

対前四半期比 +20.6％ -5.1％ n.s. +37.3％ -53.5％ +83.7％

関連会社投資損益 50 35 15 100 -65 35

その他の営業外項目 4 4 0 8 9 17

税引前当期純利益 1,656 541 806 3,003 -388 2,615

対前年同期比 +1.6％ +12.7％ -30.4％ -8.1％ n.s.-33.6％

対前四半期比 +15.8％ -6.9％ n.s. +32.4％ -65.4％ n.s.
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（単位：百万ユーロ）

 
リテール・
バンキング
事業

インベスト
メント・
ソリュー
ションズ事業

コーポレート・
バンキング
および

投資銀行事業

事業部門
合計

その他
業務

当社
グループ
合計

営業収益 6,094 1,563 2,461 10,118 -63 10,055

2012年度
第１四半期

6,115 1,521 3,121 10,757 -871 9,886

2012年度
第４四半期

6,160 1,601 1,983 9,744 -349 9,395

営業費用および
減価償却費

-3,597 -1,054 -1,590-6,241 -273 -6,514

2012年度
第１四半期

-3,718 -1,046 -1,901-6,665 -180 -6,845

2012年度
第４四半期

-3,807 -1,136 -1,525-6,468 -333 -6,801

営業総利益 2,497 509 871 3,877 -336 3,541

2012年度
第１四半期

2,397 475 1,220 4,092-1,0513,041

2012年度
第４四半期

2,353 465 458 3,276 -682 2,594

リスク費用 -895 -7 -80 -982 4 -978

2012年度
第１四半期

-827 -11 -78 -916 -29 -945

2012年度
第４四半期

-1,025 64 -206 -1,167 -32 -1,199

営業利益 1,602 502 791 2,895 -332 2,563

2012年度
第１四半期

1,570 464 1,142 3,176-1,0802,096

2012年度
第４四半期

1,328 529 252 2,109 -714 1,395

関連会社投資損益 50 35 15 100 -65 35

2012年度
第１四半期

55 9 14 78 76 154

2012年度
第４四半期

42 51 4 97 31 128

その他の営業外項目 4 4 0 8 9 17

2012年度
第１四半期

5 7 2 14 1,676 1,690

2012年度
第４四半期

60 1 1 62 -439 -377

税引前当期純利益 1,656 541 806 3,003 -388 2,615

2012年度
第１四半期

1,630 480 1,158 3,268 672 3,940

2012年度
第４四半期

1,430 581 257 2,268-1,1221,146

法人所得税      -821

少数株主帰属純利益      -210

株主帰属純利益      1,584
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

上記「１ 業績等の概要」を参照。

 

３ 【対処すべき課題】

第３の柱（市場規律）の目的は、通常の財務情報の開示を満たす一連の開示により、最低資本要件（第１の柱）

および監督審査プロセス（第２の柱）を補完することである。第３の柱は、市場参加者が、適用の範囲、資本、様々

な種類のリスクに対するエクスポージャー、リスク評価手続といった重要な事項についての情報、つまり金融機関

のリスク因子に関する自己資本について評価を行えるようにするために策定された。

本項「３ 対処すべき課題」、「４ 事業等のリスク」および「７ C. (A) 金融安定理事会の提言に基づくエク

スポージャー」は、BNPパリバ・グループのリスクに関する情報を示す。また、この点に関し、以下を満たすものと

する。

・BNPパリバ・グループに適用される2007年２月20日付フランス法令第Ⅸ章（注１）に規定された金融機関

および投資会社の資本要件に関する義務（「４ (1) 年次リスク調査」を参照。）

・リスクの性質および程度に関する会計基準の要件。第３の柱の情報は、外部監査の対象とならず、したがっ

て、当社グループの法定監査人の審査のために記載されるものではない。しかしながら、IFRS第７号、IFRS第

４号およびIAS第１号の会計基準によって要求される一部の情報は、本項「３ 対処すべき課題」、「４ 事

業等のリスク」および「７ C. (A) 金融安定理事会の提言に基づくエクスポージャー」に含まれており、

連結財務書類に対する法定監査人の所見の対象となっている。この情報は、「（監査済）」という表示に

よって識別され、連結財務書類の注記の一部とされなければならない。

・国際金融機関（開示強化タスクフォース）が公表する財務情報を改善することを目的としている金融安定

理事会によるイニシアティブの一環として表明された、投資家およびアナリストの需要を満たそうとする

意欲。BNPパリバは2012年現在達成可能なすべての提言を実行してきており、以後数年間のうちに当行との

関連性および業務の進展に応じてその他の提言にも応えていく。

 

(注１)　フランス経済・財政・産業省により2007年２月20日に公布され、2007年10月19日、2008年９月11日、2009年10月29日、

2010年８月25日、2010年12月13日および2011年11月23日付の法令に従い修正された。
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(1) 資本管理および自己資本

適用範囲

2007年２月20日付フランス法令に定義された資本要件に関するプルデンシャル・スコープの適用範囲は、

IFRSの基準の適用を考慮して構成された会計上の連結範囲と同一ではない。

 

プルデンシャル・スコープ

フランス銀行規則（注１）に従い、BNPパリバ・グループは、連結データに基づき計算された自己資本比率を

監視するためのプルデンシャル・スコープを規定している。

このプルデンシャル・スコープは、連結財務書類の注8.bに記載されている。特に以下の事項について留意し

なければならない。

・保険会社は持分法により連結され、2007年２月20日付法令により修正されたフランス法令CRBF規則第90-02

号に従い、ティア１資本から控除される。

・資産の処分およびリスク移転は、リスク移転の結果の性質を考慮して評価される。したがって、証券化取引

が有効であると判断された場合、すなわち重大なリスクの移転を伴う場合、証券化ビークルはプルデンシャ

ル・スコープから除外される。

利用された会計連結方法に従った連結方針および連結範囲については、連結財務書類の注1.bおよび注8.bに

それぞれ記載されている。

 

(注１)　2000年９月６日付CRBF規則2000-03。
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連結貸借対照表からプルデンシャル・バランスシートへの調整

2012年12月31日現在における連結貸借対照表からプルデンシャル・バランスシートへの調整

 

（単位：百万ユーロ） 会計上の範囲 保険事業 その他
プルデンシャル・
スコープ

資産     

現金および中央銀行預け金 103,190 (2) 0 103,188

純損益を通じて公正価値で測定する金融
商品

    

　トレーディング目的有価証券 143,465 10 0 143,475

　貸出金および売戻契約 146,899 2,271 0 149,170

　純損益を通じて公正価値で測定すると
して指定された資産

62,800 (60,925) 0 1,875

　デリバティブ金融商品 410,635 (54) 0 410,581

ヘッジ目的デリバティブ 14,267 (22) 0 14,245

売却可能金融資産 192,506 (79,524) 0 112,982

　うち10％超を保有している金融機関
に対する株式投資

1,001   1,001

金融機関貸出金および債権 40,406 (1,106) 0 39,300

　うち10％超を保有している金融機関
に対する劣後貸出金

497   497

顧客貸出金および債権 630,520 (188) 26 630,358

金利リスク・ヘッジ・ポートフォリオの
再測定による調整

5,836 0 0 5,836

満期保有目的金融資産 10,284 (9,861) 0 423

当期および繰延税金資産 8,661 (114) 0 8,547

未収収益およびその他の資産 99,359 (6,636) 0 92,723

保険契約者剰余金 0 0 0 0

関連会社に対する投資 7,040 4,683 0 11,723

　うち金融機関に対する投資 1,642 0  1,642

　うちのれん 342 185 0 527

投資不動産 927 (182) 0 745

有形固定資産 17,319 (401) 0 16,918

無形固定資産 2,585 (191) 0 2,394

　うち賃借権を除く無形固定資産 2,508 (190) 0 2,318

のれん 10,591 (185) 0 10,406

資産合計 1,907,290(152,427) 26 1,754,889
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（単位：百万ユーロ） 会計上の範囲 保険事業 その他
プルデンシャル・
スコープ

負債     

中央銀行預金 1,532 0 0 1,532

純損益を通じて公正価値で測定する金融
商品

    

　トレーディング目的有価証券 52,432 10 0 52,442

　借入金および買戻契約 203,063 0 0 203,063

純損益を通じて公正価値で測定すると
して指定された資産

43,530 1,784 198 45,512

　　うちティア１資本として適格な
　　負債

241   241

　　うちティア２資本として適格な
　　負債

888   888

　デリバティブ金融商品 404,598 135 0 404,733

ヘッジ目的デリバティブ 17,286 (27) 0 17,259

金融機関預金 111,735 (3,692) 0 108,043

顧客預金 539,513 (2,740) 24 536,797

負債証券 173,198 2,934 (196) 175,936

金利リスク・ヘッジ・ポートフォリオの
再測定による調整

2,067 0 0 2,067

当期および繰延税金負債 3,046 (127) 0 2,919

未払費用およびその他の負債 86,691 (2,560) 0 84,131

保険会社の責任準備金 147,992 (147,992) 0 0

偶発債務等引当金 10,962 (205) 0 10,757

劣後債 15,223 136 0 15,359

　うちティア１資本として適格な
　負債

1,881   1,881

　うちティア２資本として適格な
　負債

12,229   12,229

負債合計 1,812,868(152,344) 26 1,660,550

連結資本合計 94,422 (83) 0 94,339

負債および資本合計 1,907,290(152,427) 26 1,754,889
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当社グループは、金融機関の株式を10％超保有している。以下の表は、2012年12月31日現在、主要な持分を保有

している事業体を示している。

 

金融機関の10％超の株式を保有している事業体

 

（単位：百万ユーロ） 2012年12月31日現在

クレディ・ロッジモン 227

インスティテュート・パー・イル・クレディト・スポルティボ 84

シコバム・ホールディング 49

BNPパリバ・ファイナンス・ピーエルシー 40

BNPパリバ UK トレジャリー・リミテッド 38

非連結金融機関の10％超の株式を保有しているその他の事業体 563

非連結金融機関の10％超の株式 1,001

うちティア１資本（50％）から控除された株式(注１) 501

(注１)　次表「規制資本」。

 

上記の事業体は金融機関に分類されたことにより、それらの株式は2012年12月31日現在のプルデンシャル資

本から控除された。

 

重要な子会社

BNPパリバの重要なサブグループおよび子会社の資本要件は、本項の補記において開示されている。

下記のサブグループは、2012年12月31日において、そのリスク加重資産が当社グループのリスク加重資産合計

の３％を超えるという基準に基づき、重要とみなされている。

・BNPパリバ・フォルティス

・バンカ・ナッツィオナーレ・デル・ラヴォーロ（BNL）

・バンクウェスト

・BNPパリバ・パーソナル・ファイナンス

・BGL BNPパリバ

報告されたリスク加重資産は、各グループの下位の連結範囲に対応する。当該範囲に関連する情報について

は、連結財務書類の注8.bのリテール・バンキング－ベルギー、リテール・バンキング－イタリア（BNLバンカ・

コメルシアーレ）、リテール・バンキング－米国、BNPパリバ・パーソナル・ファイナンスおよびリテール・バ

ンキング－ルクセンブルクの項目に記載されている。連結範囲およびプルデンシャル・スコープの違いは、

「(1) 資本管理および自己資本」に記載されるとおり、これら５つの重要な子会社のために存在する。
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フランス監督当局による個別監視

BNPパーソナル・ファイナンスおよびBNPパリバ・ホーム・ローン SFHの２社は、監視ガイドラインに基づい

て、また当局およびBNPパリバの間の協議に従って、フランス監督当局（金融健全性規制監督機構（Autorité

de Contrôle Prudentiel））により個別に監視されている。

 

規制資本（監査済）(注１）

BNPパリバ・グループは、EUの自己資本指令（投資会社および金融機関の適正資本金に関する指令ならびに金

融コングロマリット指令）をフランス法に置き換えているフランス規則に準拠する必要がある。

当社グループが業務を行う様々な国においては、BNPパリバは該当する監督当局が統制する手続に従い、特定

の規制比率にも準拠している。当該比率は、主に自己資本比率、リスクの集中、流動性および資産／負債のミス

マッチの問題に関係している。

2008年１月１日以降、当社グループの自己資本比率は、自己資本比率の計算手法を導入するため経済金融産業

大臣が2007年２月20日に公表した省令に従って算出されるもの（すなわち、以下の合計に対する割合として表

示される規制資本）である。

・当社グループの関連する事業体または当社グループの事業により、標準的アプローチまたは内部格付アプ

ローチで算出されたリスク加重資産

・市場リスクおよび業務リスクに備えるために必要な規制資本に12.5を乗じたもの。業務リスクに備えるた

めに必要な自己資本は、当社グループの関連する事業体により、基礎的な指標を用いるアプローチか、標準

的または先進的な計測アプローチで算出される。

 

(注１)　本書において、「監査済」と識別されている情報は、IFRS第７号、IFRS第４号およびIAS第１号により要求された情報

に基づく連結財務諸表に対する注記の不可欠な要素であり、法定監査人の連結財務諸表に対する意見によりカバー

されている。
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規制資本の内訳

規制資本は、1990年２月23日付のフランス銀行金融規制委員会（Comité de la Réglementation Bancaire

et Financière）（CRBF）規則第90-02号に従って決定される。これは、ティア１資本、ティア２資本およびティ

ア３資本の３つの要素で構成され、以下のように決定される。

・中核的自己資本（ティア１資本）は、「プルデンシャル・フィルター」として知られる特定項目調整後の

連結資本（未実現または繰延損益を除く。）に相当する。主な調整は、(ⅰ)当期の予定配当金、のれんおよび

その他の無形固定資産の控除、(ⅱ)銀行規制の対象にない連結子会社（主に保険会社）の除外、ならびに

(ⅲ)無期限最劣後債といった特定有価証券の適格性についての上限の設定である。

・補完的自己資本（ティア２資本）は、一部の劣後債や、信用および取引先リスクのプラスの評価差額（帳簿

上で発生した損失の引当金と、内部格付アプローチを用いて測定した信用エクスポージャーに対する期待

損失の差額）で構成される。

・算入額からの控除は満期が５年未満の劣後債に適用され、ティア２資本に含まれる期限付劣後債の上限は、

ティア１資本の50％相当である。ティア２資本合計の上限は、ティア１資本の100％相当である。

・ティア３資本は、満期がより短い劣後債で構成され、市場リスクの特定の部分をカバーするためだけに使用

される。

・以下の項目は、規制資本の計算時に控除される項目である。なお総額のうち、半額はティア１資本から、また

残りの半額はティア２資本からそれぞれ控除される。(ⅰ)持分法で会計処理される金融機関および金融会

社への投資の帳簿価額、(ⅱ)当社グループが10％超を保有する金融機関および金融会社の規制資本、(ⅲ)内

部格付アプローチを用いて測定した信用エクスポージャーに伴う期待損失のうち、引当金や他の評価調整

によりカバーされていない金額
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規制資本

 

（単位：百万ユーロ） 2012年12月31日現在2011年12月31日現在

連結資本(注１) 94,422 85,626

資本として適格な劣後債(注２) 2,122 3,435

規制による控除 (21,333) (18,068)

のれん (10,933) (11,783)

無形固定資産 (2,318) (2,146)

非適格項目の50％の控除分 (1,574) (1,653)

　うち10％超を保有している非連結金融機関に対する
株式投資

(501) (672)

　うち金融機関である関係会社に対する投資 (821) (756)

　うち10％超を保有している金融機関に対する
劣後貸出金

(248) (222)

保険会社にかかる持分法会計によるプラスの差額 (1,633) (629)

売却可能金融資産ならびに再分類された貸出金および資本
に直接認識された債権の公正価値の変動

(980) 2,616

資本に直接認識されたヘッジ・デリバティブの公正価値の
変動

(1,665) (1,099)

自己負債の再評価 17 (950)

配当案(注３) (1,858) (1,430)

非適格少数株主持分 (384) (733)

その他 (5) (261)

コア・ティア１資本 75,211 70,993

資本として適格な劣後債 10,555 13,874

非適格項目の50％の控除分 (1,574) (1,653)

　うち10％超を保有している非連結金融機関に対する
株式投資

(501) (672)

　うち金融機関である関係会社に対する投資 (821) (756)

　うち10％超を保有している金融機関に対する
劣後貸出金

(248) (222)

引当金と見積損失のプラスの差額 205 548

ティア２資本 9,186 12,769

ティア３資本 1,460 2,200

規制資本 85,857 85,962

(注１)　連結財務書類の株主資本変動計算書を参照。

(注２)　連結財務書類の注5.aおよび注5.iを参照。

(注３)　年次株主総会にて提案される予定の配当。
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適格債務の変動

 

 
（単位：百万ユーロ）

2011年
12月31日現在

新発債 償還額
プルデンシャ
ル・ディスカ
ウント

その他
2012年

12月31日現在

ティア１適格債務 3,435 0 (1,409) 0 96 2,122

ティア２適格債務(注
１)

13,874 112 (2,610) (993) 172 10,555

ティア３適格債務 2,200   (740)  1,460

適格債務合計 19,509 112 (4,019) (1,733) 268 14,137

(注１)　2012年12月31日現在のプルデンシャル・ディスカウント前のティア２適格債務は13,117百万ユーロであった。

 

規制による控除の変動

 

（単位：百万ユーロ）
2011年

12月31日現在
変動

2012年
12月31日現在

のれん (11,783) 850 (10,933)

　うちすべておよび比例持分に応じて連結されている
事業体に関するのれん(注１)

(11,192) 786 (10,406)

　関係会社に関するのれん (591) 64 (527)

無形固定資産 (2,146) (172) (2,318)

非適格項目の50％の控除分 (1,653) 79 (1,574)

　うち10％超を保有している非連結金融機関に対する
株式投資

(672) 171 (501)

　うち10％超を保有している金融機関に対する投資 (756) (65) (821)

　うち10％超を保有している金融機関に対する
劣後貸出金

(222) (26) (248)

保険会社に係る持分法会計によるプラスの差額
(注２)

(629) (1,004) (1,633)

プルデンシャル目的で控除された資産合計 (16,211) (247) (16,458)

売却可能金融資産ならびに再分類された貸出金および
資本に直接認識された債権の公正価値の変動(注３) 

2,616 (3,596) (980)

資本に直接認識されたヘッジ・デリバティブの公正価値
の変動(注４) 

(1,099) (566) (1,665)

自己負債の再評価(注５) (950) 967 17

配当案 (1,430) (428) (1,858)

非適格少数株主持分 (733) 349 (384)

その他 (261) 256 (5)

その他の規制による控除合計 (1,857) (3,018) (4,875)

規制による控除合計 (18,068) (3,265) (21,333)

(注１)　のれんの控除額の減少は、主にBNLののれんの減損およびクレピエール・グループの一部売却した後の支配権の喪失に

よるものである（連結財務書類の注5.oを参照。）。

(注２)　保険会社にかかるプラスの持分法会計による差額の増加は、主に資本に直接認識された資産および負債、当期純利益お

よび2011年度の支払配当金の変動の影響によるものである。

(注３)　売却可能金融資産ならびに再分類された貸出金および（資本に直接認識された）債権の公正価値に見られる傾向は、

主に固定利付証券によるものである。

(注４)　ヘッジ関係の一部として契約されるデリバティブの公正価値の変動は資本から除外される。

(注５)　BNPパリバ・グループの発行体リスクに帰属する自己負債の公正価値の変動は全額控除される。
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資本要件およびリスク加重資産

当社グループの資本要件は、投資会社および金融機関の自己資本比率に関するフランス法に置き換えられた、

CRD３として知られるEU指令に従って計算される（改正された2007年２月20日付法令（注１））。専門の項の中

で銀行勘定の証券化エクスポージャーについて記載している。

 

(注１)　「４ (1) 年次リスク調査」の注１を参照。

 

2012年12月31日現在、バーゼル２の第１の柱に分類されるリスク加重資産の総額は、2011年12月31日の614十

億ユーロに対して552十億ユーロであり、リスクの種類、計算アプローチおよび資産の種類によって以下のとお

り分類される。

 

第１の柱リスク加重資産および資本要件

 

 2012年12月31日現在2011年12月31日現在 変動

（単位：百万ユーロ）
リスク
加重資産

資本要件
リスク
加重資産

資本要件
リスク
加重資産

資本要件

信用リスク 411,151 32,892446,67435,734(35,523)(2,842)

信用リスク－IRBアプローチ 172,409 13,793192,85215,428(20,443)(1,635)

中央政府および中央銀行 3,244 260 4,310 345 (1,066) (85)

法人 121,986 9,759 136,88910,951(14,903)(1,192)

金融機関 10,326 826 13,391 1,071 (3,065)(245)

リテール 36,749 2,940 38,127 3,050 (1,378)(110)

　不動産ローン 10,772 862 10,311 825 461 37

　リボルビング・
エクスポージャー

5,851 468 6,530 522 (679) (54)

　その他のエクスポー
ジャー

20,126 1,610 21,286 1,703 (1,160) (93)

その他の債権以外の資産 104 8 134 11 (30) (3)

信用リスク－標準的アプ
ローチ

238,742 19,099253,82220,306(15,080)(1,207)

中央政府および中央銀行 3,742 299 3,458 277 284 22

法人 112,909 9,033 117,083 9,367 (4,174)(334)

金融機関 8,508 681 7,282 582 1,226 99

リテール 80,589 6,447 82,922 6,634 (2,333)(187)

　不動産ローン 26,276 2,102 26,818 2,145 (542) (43)

　リボルビング・
エクスポージャー

3,137 251 4,295 344 (1,158) (93)

　その他のエクスポー
ジャー

51,176 4,094 51,810 4,145 (634) (51)

その他の債権以外の資産 32,994 2,639 43,077 3,446 (10,083)(807)

証券化ポジション 19,076 1,526 24,376 1,950 (5,300)(424)

証券化ポジション－IRBアプ
ローチ

17,153 1,372 22,665 1,813 (5,512)(441)

証券化ポジション－標準的
アプローチ

1,923 154 1,712 137 211 17

取引先リスク 20,533 1,643 23,624 1,890 (3,091)(247)

取引先リスク－IRBアプロー
チ

18,633 1,491 20,863 1,669 (2,230)(178)

中央政府および中央銀行 222 18 180 14 42 4

法人 15,117 1,209 16,344 1,308 (1,227) (99)

金融機関 3,294 264 4,339 347 (1,045) (83)
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取引先リスク－標準的アプ
ローチ

1,900 152 2,761 221 (861) (69)

中央政府および中央銀行 27 2 1 0 26 2

法人 1,610 129 2,426 194 (816) (65)

金融機関 254 20 320 26 (66) (6)

リテール 9 1 14 1 (5) 0

　その他のエクスポー
ジャー

9 1 14 1 (5) 0

株式リスク 24,377 1,950 25,775 2,062 (1,398)(112)

内部モデル 21,496 1,720 23,461 1,877 (1,965)(157)

　上場株式 7,734 619 8,670 694 (395) (32)

　その他のエクイティ・
エクスポージャー

7,321 586 8,576 686 (1,796)(143)

　多様なポートフォリオ
におけるプライベート
・エクイティ・エクス
ポージャー

 

 

6,441

 

 

515

 

 

6,215

 

 

497

 

 

226

 

 

18

加重リスク簡便法 1,733 138 1,248 100 485 38

　上場株式 21 2 14 1 7 1

　その他のエクイティ・
エクスポージャー

468 37 125 10 343 27

　多様なポートフォリオ
におけるプライベート
・エクイティ・エクス
ポージャー

 

 

1,244

 

 

99

 

 

1,109

 

 

89

 

 

135

 

 

10

標準的アプローチ 1,148 92 1,066 85 82 7

市場リスク 25,548 2,044 38,501 3,080 (12,953)(1,036)

内部モデル 22,633 1,811 35,338 2,827 (12,705)(1,016)

　バリュー・アット・
リスク

5,440 435 8,230 659 (2,790)(224)

　ストレスVaR 11,179 894 16,605 1,328 (5,426)(434)

　追加的リスク費用 3,421 274 6,440 515 (3,019)(241)

　包括的リスク指標 2,593 208 4,063 325 (1,470)(117)

標準的アプローチ 2,652 212 2,386 191 266 21

トレーディング勘定の
証券化ポジション

263 21 777 62 (514) (41)

業務リスク 51,154 4,092 54,617 4,369 (3,463)(277)

先進的計測アプローチ
（AMA）

35,586 2,847 38,628 3,090 (3,042)(243)

標準的アプローチ 9,518 761 9,470 758 48 3

基礎的指標アプローチ 6,050 484 6,519 521 (471) (37)

合計 551,839 44,147613,56749,085(61,728)(4,938)

 

2012年の変動に関する説明は、個々の該当するセクションに記載されている。

 

自己資本および資本計画

現行の規則に基づく自己資本

フランス法に置き換えられたEU規則第91-05号に基づき、当社グループの自己資本比率は、常に最低８％を維

持し、そのうち最低４％のティア１比率を含まなくてはならない。米国の自己資本規制に基づき、BNPパリバは金

融持株会社適格を有し、そのため自己資本比率は最低10％を維持し、そのうち最低６％のティア１比率を含まな

くてはならない。

当該比率は、主に連結ベースで集中的に監視および管理されている。単体レベルで銀行規則への準拠を要求さ

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 79/792



れているフランス内外の事業体の場合、当該比率について各事業体も直接監視および管理する。
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ソルベンシー・レシオ

 

（単位：百万ユーロ） 2012年12月31日現在2011年12月31日現在

ティア１資本 75,211 70,993

ティア２資本 9,186 12,769

ティア３資本 1,460 2,200

規制資本 85,857 85,962

信用リスク 411,151 446,674

証券化 19,076 24,376

取引先リスク 20,533 23,624

株式リスク 24,377 25,775

市場リスク 25,548 38,501

業務リスク 51,154 54,617

リスク加重資産(*) 551,839 613,567

ティア１比率 13.6％ 11.6％

資本比率合計 15.6％ 14.0％

(*)　2011年12月31日まで、暫定的な規制法令は、バーゼル2.5リスク加重資産のフロアーを、バーゼル１リスク加重資産の80％

に設定した。2011年12月31日現在、当該フロアーによる影響はない。2012年にこれらの暫定的措置が更新されることはな

かった。

 

BNPパリバ・グループはまた、2005年９月19日付命令によりフランス法に置き換えられた欧州指令に従って、

金融コングロマリットとして、さらなる監督に服する。この規制に基づき、保険事業を行う金融コングロマリッ

トは、連結自己資本に関する追加要件を遵守しなければならない。すなわち、ソルベンシー・マージンとして知

られる保険事業を行う事業体のマージン要件が、銀行の資本要件に追加され、これら２つの合計は、資本の余剰

または不足を決定するために、金融コングロマリットの資本合計と比較される。

2012年12月31日現在、当該コングロマリットの資本剰余金は、（2011年12月31日現在の32.5十億ユーロに対し

て）37.9十億ユーロと見積もられた。
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資本計画

2011年の夏にソブリン債危機が拡大したため、BNPパリバ・グループは、2011年７月20日に欧州委員会が公表

したCRD４指令およびCRR規制に置き換えられたバーゼル３の規制に基づき、2013年１月１日現在のエクイティ

・ティア１比率合計が９％になるように目標を設定した。かかる万全のシナリオは、CRD４／CRR規制が段階的な

措置を取らずに実施されることを想定している。かかる目標比率は、コア・ティア１比率の最低比率である

4.5％、資本保全バッファーの2.5％および当社グループの追加的マージンの２％に基づいている。

2012年12月末現在、プロフォーマCRD４のエクイティ・ティア１比率合計は、CRD３の11.8％に対して9.9％で

あり、2011年９月に設定した目標を上回るものであった。これは、2011年秋に発表した資産圧縮計画の完了と年

央の欧州ソブリン債危機に関する決議後の、事業成長を通した資本の強化および2012年度中の売却可能資産の

市況の改善が相まって達成されたものである。

 

回収および破綻処理計画

2012年８月初頭、BNPパリバは回収および破綻処理計画（RRP）の第二次アップデートをフランス銀行規制当

局（金融健全性規制監督機構）に提出した。かかる計画は当社グループ・レベルで作成されており、当社グルー

プが行き詰った状況に陥った場合の考えられる回収オプションの概要をまとめたものである。また、必要に応じ

て当社グループの決議を金融機関当局が管理するために必要となるすべての情報も含まれている。

アップデートされた回収および破綻処理計画は予想される規制要件よりも金融安定理事会の提言に優先的に

基づいて作成された。2012年７月27日に取締役会の内部統制・リスク・法令遵守委員会が計画の主な概要を承

認した。2012年８月１日には同委員会の委員長が取締役会に計画書を提出した。

新版の回収および破綻処理計画では計数の更新を行い、当社グループの組織および活動における変更を考慮

している。また、2011年度版と比較して決議取締役会の代表当局のコメントを考慮することで、より具体的なも

のとなった。

決議取締役会は、フランス銀行規制当局（金融健全性規制監督機構）の支援を受け、ベルギー、米国およびイ

タリアの当該当局により構成される。2012年度中、決議取締役会は４回開催された。

 

資本管理

目標

BNPパリバの資本管理方針の目標は、今後必要とされる資本を提供する株主への投資収益を最大限にする一方

で、常に支払能力を保証すること、世界的および現地レベルでの監督要件を遵守することならびに債券投資家お

よび顧客の双方の期待に応えることからなる。

これらの目標を達成するため、方針の実施に根本的に関与する当行の主要な指針（予測能力、注意力、反応性

および的確な判断力）を連結会社および現地レベル間と並行しながら同時に行き渡らせた。
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中央レベルでの資本管理

資本計画は、過去数年間にわたり当行の戦略的計画プロセスの原動力となっていたが、近いうちに実施される

バーゼル３規則が当行の重要な戦略的目標の１つとなるため、以後はさらに重要度が増すことになる。

かかる資本に関連する目標は、特に予想される規制要件、資産計上に関して予測される市場での評価ならびに

当社グループにとって目標である極めて高い外部格付および株主資本利益率を総合した、当行の上級管理者に

よる専門的判断により構築されたものである。

連結自己資本目標は、中央レベルで後述のガバナンスを通じて、ボトム・アップ型の情報伝達に基づいて直接

監視されている。これにより、望ましい資本レベルおよびそれを達成するための手段が明確化され、その実現可

能性は常に慎重を期した観点から評価される。

中央レベルでの資本管理は以下の２つの密接に関連している主要なプロセスに依存している。

・報告プロセスおよび四半期毎の資本計画プロセスを通じて、年間を通して事業部門により行われる四半期

毎の実際の資本消費に関する詳細な分析

・当行の戦略的計画プロセスにおいて中核的な役割を果たし、資本計画要素を統合する年１回の予算プロセ

ス

資本計画プロセスの開発、承認および更新は、ガバナンスに関する限り、以下の２つの委員会に基づく。

・リスク加重資産委員会：2007年初頭に設立され、最高事務責任者および最高リスク管理責任者が共同で委

員長を務め、事業部門および業務単位で各最高財務責任者が出席する。四半期毎に開催され、リスク加重資

産および来る四半期毎のソルベンシー・レシオの傾向を検証する。

・資本委員会：2009年６月に設立され、四半期毎に最高経営責任者が委員長を務め、次の事項について対処す

る。

・リスク加重資産および12ヶ月から18ヶ月間の期間におけるソルベンシー・レシオの変化の監視ならびに

予想

・必要とされる調整および最適化（ビジネス・モデル、プロセスおよびIT等に基づく。）の特定ならびに関

連する影響の評価

・短期および中期の資本使途に関するガイドラインの決定ならびに業務執行委員会へのオプションの提案

・当社グループのリスク加重資産および支払能力に影響を及ぼすACPの提言の実施の監視

さらに、資本需要もまた当行のリスク方針に統合された。

・リスク加重資産がリスク方針の設定およびリスク決定プロセスの中に組み込まれる。

・個別の集中方針およびカントリー・リスクに対するリスク加重資産の限度額が設定された。

・市場リスクに関する限り、市場のバリュー・アット・リスクによって表されるリスクの限度枠は資本基準

に直接置き換えられる。
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現地レベルでの資本管理

当社グループは異なる事業体間で利用可能な資本を配分しなければならない。当社グループで一貫して自由

かつ効率的な資本の流通が行われていることを確認するため、当社グループ内での資本の配分プロセスは本社

レベルに集中されており、主に２つの方針（現地の規制要件の遵守ならびに現地業務の需要および成長の見通

しの分析）により進められる。かかる業務は常に資本の分散を最低限に抑えることを目標に行われる。

第１の方針に関しては、最高財務責任者が子会社の資本要件の日次管理および報告責任を負う。資本需要が生

じた場合、子会社の現状および将来的戦略を考慮した上で財務課によりその都度分析が行われる。また、毎年当

社グループでは、収益回収プロセスを監視している。配当の分配に関しては、当社グループの方針により、各事業

体のすべての分配可能収益は、個々の審査による例外はあるものの、利益剰余金を含む全額を支払わなければな

らないと規定している。この方針は、資本を当社グループ・レベルに集中させた状態を維持すると共に、グルー

プ・レベルでの通貨リスク軽減への貢献を可能にしている。

現地の最高経営責任者は、必要に応じて資本に関する子会社の財務実行可能性および競争力を確認する責任

を負う。ただし、子会社により要求されるいかなる資本活動にも本社による評価および承認が必要とされる。

支店については、当社グループは年に１回資本の分配を審査する。ここでもまた、かかる方針は資本水準を適

正レベルに維持しており、当該部門による分析によって税務または規制を根拠として要求されない限り、支店の

自己資本比率が親会社の自己資本比率を上回ることがあってはならないとしている。

第２の方針に関しては、専門チームにより該当する国での当社グループの戦略、事業体の成長の見通しおよび

マクロ経済環境を考慮した各事業体の需要の分析が行われる。

 

第２の柱のプロセス

CRDで置き換えられたバーゼル合意の第２の柱は、BNPパリバの「本国」監督当局である金融健全性規制監督

機構が、一方で当社グループが実施する方針、戦略、手続および取決めが、他方で保有株式が、リスク管理および

リスク補償の目的に照らし適切であるかを決定することを規定している。第２の柱はまた、CRDの要件が遵守さ

れなかった場合、監督当局は当社グループに対して、速やかに必要な措置を講じるか、またはかかる状況の対処

に取り組むように要請できることを規定している。これらの規定を実行するために、通貨金融法典第L13-16条に

より、監督当局は、金融機関に規制最低資本を上回る資本の保有を求めることができる。

第２の柱のアプローチはこのようにして、欧州銀行監督委員会（CEBS）が2006年にガイドラインを公表した

２つの相補的なプロセス（ICAAPおよびSREP（監督審査プロセス））を利用しながら、自己資本比率に関する当

社グループおよび監督当局の間のやりとりを構築している。
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当社グループのICAAP（自己資本に関する内部評価プロセス）は２つの重要な柱（リスク審査および資本計

画）に基づいている。

リスク審査は、バーゼル委員会規制が定義している第１の柱のエクスポージャーおよび当社グループにおい

て使用されている専門用語として定義される第２の柱のエクスポージャーに適用される管理方針ならびに内部

統制規則に関する包括的な審査のことをいう。

資本計画は、その時点で入手可能な直近の財務データの実績および予測に基づく。これらのデータは将来的な

資本要件の予測に用いられ、当社グループは、特にファクタリングにより、オリジネーション機能、事業開発目標

および予想される規制の変更を守るために第１級の信用格付を維持することを目標としている。資本計画は、当

社グループが定めた自己資本比率の目標と将来的に予測される自己資本比率との比較で構成され、続いて悪化

したマクロ経済環境下での安定性のテストを行う。

現行の規制に基づき、第１の柱のエクスポージャーは規制資本によりカバーされ、現行の規制に基づく方法に

より算出される。検討される第２の柱のリスクは、定性的なアプローチ、専門の監視枠組および必要であれば、定

量的評価に基づく。第２の柱のリスク審査により追加的資本が必要とされていないことが明らかになったが、こ

れは主に第１の柱では完全には考慮されていない分散効果によるものである。したがって、当社グループの自己

資本管理は体系的に規制要件に基づいている。

監督当局が実施するSREP（監督審査プロセス）：これは、量および質の両方に関するデータに基づく、CRDに

より定められている基準による当社グループ固有の状況（金融機関の組織全体の戦略および質ならびにその

コーポレート・ガバナンス、事業の種類、規模および複雑性、主な種類のリスク（信用リスク、集中リスク、市場

リスク、業務リスク、流動性リスクおよび金利リスク等）のエクスポージャーの程度、内部統制手続の制度の質、

現在の業務の業績および収益性、資本のレベル、構造および持続可能性）の検証である。現地訪問、「綿密な監視

の下での」面接、業務執行陣による監督当局の総務に対する経営成績の四半期毎の発表ならびに自己資本比率

の定期的な短中期予測により当社グループおよび監督当局の間で１年を通して維持される定期的連絡により、

監督当局は、当社グループの戦略、リスク管理方針、組織およびガバナンスの妥当性に関する意見を形成する。か

かる検証が完了すると、監督当局は、１から５までの段階の格付を行い、第２の柱に基づき最低コア自己資本比

率（ティア１）の遵守を要求する。

当社グループおよび監督当局の間のすべてのやりとりならびに所定の自己資本比率のレベルは、依然として

機密事項である。
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(2) 銀行勘定における証券化

BNPパリバ・グループは、バーゼル2.5が定義しているオリジネーター、スポンサーおよび投資家として、証券

化取引に関与している。

下記の証券化取引については、CRD（資本要件指令）に定義されているものであり、2007年２月20日付法令第

Ⅴ章に記載されている。これらは、エクスポージャーのプールに固有の信用リスクを各トランシェに分割するた

めの取引である。このような証券化取引の主な特徴は以下のようなものである。

・重要なリスクが移転される。

・この取引に伴う支払が、原エクスポージャーのパフォーマンスに応じて行われる。

・この取引において定められる各トランシェの優先劣後関係が、リスク移転期間中における損失の分配額を

決定する。

CRDの要件に従い、特に重要なリスクの移転に関してバーゼルの適格基準を満たす自己勘定の証券化取引の一

環として証券化される資産は、規制資本の計算から除かれる。外部格付に依拠したアプローチを用いた所要資本

の計算に含まれるのは、証券化ビークルにおけるBNPパリバのポジションと、証券化ビークルに後発的に供与し

たコミットメントのみである。

バーゼルの適格基準を満たさない自己勘定の証券化のエクスポージャーは、当初の帰属先であるポートフォ

リオ内に残される。所要資本は、証券化されていないものと仮定して計算され、信用リスクのセクションに含ま

れる。

したがって、下記の証券化取引は、当社グループがオリジネーターであるもののうちバーゼル2.5に基づき有

効とみなされるもの、当社グループがアレンジャーであるもののうちで当社グループがポジションを保有して

いるものおよび他の当事者がオリジネーターであるもののうちで当社グループから出資しているもののみをカ

バーしている。

 

会計方法（監査済）

（連結財務書類の注１「BNPパリバ・グループが適用している重要な会計方針の要約」を参照。）

証券化ポジションの売却から得る手取金は、売却したポジションの元の帰属先のカテゴリーの規則に従い、計

上される。

したがって、貸出金および債権ならびに売却可能資産として分類されたポジションに関し、資産の売却から得

た手取金は、従前計上されていた純額に等しい金額がリスク費用から差し引かれる。残額は、売却可能資産に係

る純利益および公正価値で測定しないその他の金融資産として計上される。

純損益を通じて公正価値で測定するものとして分類されたポジションに関し、資産の売却から得た手取金は、

純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益として計上される。

１）「貸出金および債権」として分類された証券化ポジションは、連結財務書類の注1.c.1に記載の償却原価

法に従い、測定される。利息収入の計上に用いられる実効金利は、予想キャッシュ・フロー・モデルに基

づき測定される。
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異なる会計カテゴリー（連結財務書類の注1.c.6を参照。）から移行した資産に関し、見積回収フローの上方

修正は、見積修正日現在の実効金利に対する調整を通じて計上される。下方修正は、帳簿価額に対する調整によ

り反映される。異なる会計カテゴリーから移行していない資産の見積回収フローについても、すべての修正につ

いて同様に適用される。これらの資産に関し、貸出金および債権に関する連結財務書類の注1.c.5に記載の原則

に従い、減損損失が計上される。

２）会計ベースで、売却可能資産として分類される証券化ポジションは、公正価値で測定される（連結財務書

類の注1.c.3および注1.c.10を参照。）。当該金額の変更は、未収収益を除き、株主資本の特定のサブセク

ションに表示される。かかる有価証券の売却の際、当該証券について従前に株主資本として計上された未

実現利益または損失は、損益計算書に計上される。減損損失についても同様に適用される。公正価値は、連

結財務書類の注1.c.10に記載の原則に従い、決定される。

バーゼル２の意味において将来の証券化について当行がオリジネーターとなる、銀行の貸借対照表に基づく

エクスポージャーについては、証券化が未定の資産は、「貸出金および債権」のカテゴリーおよびプルデンシャ

ルに関する銀行ポートフォリオに計上される。

一方、規制上の意味において将来の証券化について当行がアレンジャーとなるエクスポージャーで、購入およ

び保管されるものの場合、証券化が未定の資産は、「純損益を通じて公正価値で測定する」カテゴリーおよびプ

ルデンシャルに関する銀行ポートフォリオに計上される。

 

証券化リスク管理（監査済）

証券化資産の監視は、原資産の信用リスク、市場リスクおよび流動性リスクならびに準備金未払のヘッジの取

引先の取引先リスクを含む。

 

証券化資産に係る信用リスクの手続

トレーディング勘定外の証券化資産の承認は、特別の証券化信用委員会によってなされる。新たな取引につい

ては、さらなる分析が実行される分野を特定するため、委員会の前に事前審査を行う可能性がある。すべての承

認は、年に一度審査される。エクスポージャーは、該当する証券化信用委員会により設定された制限に照らして、

日々監視される。

原資産のパフォーマンスは、地域別および担保の種類別に緊密に監視され、証券化ポジションの担保の信用の

質が損なわれた場合、その証券化ポジションは監視リストおよび不良債権リストに追加される場合がある。その

後、かかるポジションは、定期的な証券化信用委員会に加えて、年２回以上の検討が必要な資産証券化監視リス

トおよび不良債権の手続に従う。当該手続は、BNPパリバが投資している資産に対して、四半期毎に行われる。起

こり得るシナリオの下で、債務に対して資産が不足している可能性が高い場合、減損が行われる。

BNPパリバによりオリジネートされた再証券化は、まず、特別の取引承認委員会に従う。結果として生じた資産

は、その後、上記の証券化手続の下で監視される。
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報告

ポジションは、資産の種類、優先性および格付の変更毎に、緊密に監視される。引当金控除後の純帳簿価額と公

正価値（レベル２）の差額も監視され、四半期毎に報告される。

 

銀行勘定内の市場リスク

固定利付ABSポジションについては、金利リスクに対応するため、固定／変動金利スワップにより構成される

マクロ・ヘッジが設定された。ヘッジは、ヘッジ会計の規則に従い、計上される。

 

流動性リスク

証券化資産の資金調達は、加重平均された期間に基づき、資産・負債管理部により保証される。

 

取引先リスク

未払いのABSポジションに係るデリバティブは、ヘッジの取引先に対するデリバティブ取引先エクスポー

ジャーとして把握される。ヘッジの取引先に係る取引先リスクは、標準的なデリバティブの取引先の枠組の中で

監視される。

 

BNPパリバの証券化活動（監査済）

オリジネーター、スポンサーおよび投資家としての各立場における当社グループの活動は以下のとおりであ

る。

 

証券化エクスポージャーの（保有または取得された）証券化ポジションの役割別内訳

 

（単位：百万ユーロ） 2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

BNPパリバの役割

BNPパリバがオリジ
ネートした証券化
エクスポージャー

(注１)

保有または取得
された証券化

ポジション（EAD）
(注２)

BNPパリバがオリジ
ネートした証券化
エクスポージャー

(注１)

保有または取得
された証券化

ポジション（EAD）
(注２)

オリジネーター 11,669 2,227 13,332 3,086

スポンサー 384 12,731 251 16,544

投資家 0 17,651 0 25,535

合計 12,053 32,609 13,583 45,165

(注１)　当社グループがオリジネートした証券化エクスポージャーは、当社グループの貸借対照表に計上されている、証券化対

象原エクスポージャーに相当するものである。

(注２)　証券化ポジションは、当社グループがオリジネートまたはアレンジした証券化取引にて保有するトランシェ、他の当事

者がアレンジした証券化取引において当社グループが取得するトランシェおよび他の当事者がオリジネートした証

券化取引に対する融資に相当するものである。

 

2012年度、当社グループが保有または取得した証券化ポジションは、主に、発行体による繰上償還オプション

の行使（マイナス5.5十億ユーロ）、ポートフォリオの償却（マイナス2.5十億ユーロ）またはポジションの終

了（マイナス5.8十億ユーロ）により、マイナス12.6十億ユーロの減少となった。
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（バーゼル2.5に基づくオリジネーターとして行う）自己勘定の証券化

BNPパリバがオリジネートした証券化ポジションについて保有されたエクスポージャーは、効率的な証券化

ビークルにおけるポジション1.5十億ユーロおよび専業のSPVであるロイヤル・パーク・インベストメントの

0.7十億ユーロ含め、2012年12月31日現在には2.2十億ユーロとなった。

日次ベースの流動性管理の一環として、当社グループの最も流動性の低い資産は、リテール・バンキングの顧

客や法人顧客に供与したローン（住宅ローンや消費者ローン）を証券化することにより、迅速に流動性資産に

換えることができる。６件の取引（証券化エクスポージャー合計は3.2十億ユーロ）だけが、重要なリスクの移

転により、バーゼル2.5に基づいて有効であり、上記表に含まれている。これらの取引において保有している証券

化ポジションの額は、2012年12月31日現在で1.5十億ユーロ（2011年12月31日現在から横ばい）となった。

さらに、BNPパリバは、フォルティス・グループの各事業体を買収した際、当該各社が保有していたストラク

チャード・アセット・ポートフォリオの最も高リスクな部分を専業のSPVであるロイヤル・パーク・インベス

トメントへ売却した。このSPVの証券化エクスポージャーの額は、2012年12月31日現在で合計8.3十億ユーロ

（2011年12月31日現在は9.1十億ユーロ）であった。当社グループは、このSPVにおいて、2012年12月31日現在で

0.7十億ユーロ（2011年12月31日現在は1.4十億ユーロ）の証券化ポジション（0.2十億ユーロの株式トラン

シェおよびシニア・トランシェに相当する0.5十億ユーロの金融取引を含む（0.6十億ユーロのスーパー・シニ

ア・トランシェは当期中に償還された。）。）を保有している。

2012年度中、BNPパリバ・パーソナル・ファイナンスにより２件の証券化取引（証券化された顧客資産は合計

1.1十億ユーロであり、このうち0.9十億ユーロが市場で発行された債券）が行われた。かかる２件の取引は、重

要なリスクの移転を伴わないため、規制資本の計算における減少効果を有しない。このため、関連エクスポー

ジャーは、信用リスクのセクションに含まれている（「４ (3) 信用リスク」を参照。）。

2012年12月31日現在では、35件の取引を通じて、合計で60.4十億ユーロのBNPパリバ・グループのエクスポー

ジャーが証券化されている。これらの取引は、BNPパリバ・パーソナル・ファイナンスの18.8十億ユーロ、リーシ

ング・ソリューションの0.2十億ユーロ、BNLの5.9十億ユーロ、BNPパリバ・フォルティスの34.5十億ユーロおよ

びフランス国内のリテール・バンキングの１十億ユーロを含む。これらの取引はバーゼルのルールの下では評

価されないことから、かかるエクスポージャーは顧客向けローンに含まれている。
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顧客に代わりスポンサーとして行った証券化取引

コーポレート・バンキング事業および投資銀行事業のフィクスト・インカム部門は、顧客に代わって証券化

プログラムを行っている。このプログラムでは、流動性枠や、必要に応じた保証が特別目的事業体に供与される。

当社グループが支配していないこれらの事業体は連結していない。顧客に代わり、BNPパリバが証券化のスポン

サーとして保有または取得したコミットメントおよびポジションは、2012年12月31日現在12.7十億ユーロとな

り、このうち384百万ユーロがオリジネートしたエクスポージャーに相当する。これらは下記のとおり分配され

た。

 

短期リファイナンス

2012年12月31日現在、当社グループは顧客に代わり３つの非連結マルチセラー・コンデュイット（スター

バード、Jバードおよびマッチポイント）を運営していた。これら事業体は国内の短期コマーシャル・ペーパー

市場でリファイナンスを行っている。３つのコンデュイットに対し供与している流動性枠は2011年12月31日現

在の9.7十億ユーロと比較して、2012年12月31日現在では7.2十億ユーロとなった。

BNPパリバ・フォルティスも、マルチセラー・コンデュイットであるスカルディスに対し、2012年12月31日現

在で総額3.3十億ユーロ（2011年12月31日現在では4.7十億ユーロ）の流動性枠を供与している。

 

中長期リファイナンス

欧州および北米におけるBNPパリバ・グループのストラクチャリング・プラットフォームは、リスクや流動性

の現状に適応する商品に基づいた、顧客への証券化ソリューションの提供を、依然として活発に行っている。当

社グループのアレンジを通じて証券化される顧客資産を預かる非連結ファンドに対しては、必要に応じて、満期

のミスマッチをカバーする設計がされた「専門的な」流動性枠も供与される。これらの流動性枠（保有してい

るいくつかの残余ポジションを含む。）の総額は、2011年12月31日現在から変化はなく、2012年12月31日現在で

1.9十億ユーロである。

2012年度中も、BNPパリバは、第三者投資家のため、CLO（ローン担保証券）コンデュイットの管理を継続した。

2012年12月31日現在で保有している証券化ポジションの額は、2011年12月31日から変化はなく、24百万ユーロで

ある。
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投資家としての証券化

BNPパリバ・グループの投資家としての証券化業務（規制の定義に準ずる。）は、主にBNPパリバ・フォルティ

スのポートフォリオにおける繰上償還の行使により、2011年12月31日現在の25.5十億ユーロから急減し、2012年

12月31日現在は17.7十億ユーロとなった。かかる業務は、主に、コーポレート・バンキング事業および投資銀行

事業、インベストメント・ソリューションズ事業ならびにバンクウェストが実施している。これは、BNPパリバ・

フォルティスが保有するポジションも含む。

コーポレート・バンキング事業および投資銀行事業のフィクスト・インカム部門は、ABS（資産担保証券）

ポートフォリオの監視および管理責任を負っており、その総額は2012年12月31日現在で合計2.7十億ユーロ

（2011年12月31日現在は2.9十億ユーロ）である。フィクスト・インカム部門は、BNPパリバの顧客である複数の

主要な国際業界団体が管理しているABCP（資産担保コマーシャル・ペーパー）コンデュイットに対し、銀行団

が供与する流動性枠も管理しており、その総額は、2012年12月31日現在で0.3十億ユーロ（2011年12月31日現在

は0.6十億ユーロ）である。

加えてフィクスト・インカム部門は、デフォルト時のエクスポージャーが4.5十億ユーロ（2011年12月31日現

在は5.2十億ユーロ）のネガティブ・ベーシス・トレード（NBT）ポジションも保有している。

コーポレート・バンキング事業および投資銀行事業の資産・ポートフォリオ管理部門（RPM）も、2012年度中

には投資家として証券化プログラムを管理した。資産・ポートフォリオ管理部門が管理しているポートフォリ

オに係るエクスポージャーは、複数のプログラムの満期到来により非常に低くなった（2011年12月31日現在の

0.5十億ユーロと比較して、2012年12月31日現在は0.04十億ユーロ）。

2012年度中、インベストメント・ソリューションズ事業は、主にポートフォリオの償却により、証券化エクス

ポージャーを2011年12月31日現在における1.4十億ユーロから、2012年12月31日現在における１十億ユーロへ減

少させた。

バンクウェストは、そのリファイナンスおよび自己資金の投資に関する方針の中核を成す要素として、上場有

価証券内の証券化ポジションのみに投資している。2012年12月31日現在でのバンクウェストの証券化ポジショ

ンは0.4十億ユーロ（2011年12月31日現在は0.3十億ユーロ）である。

BNPパリバ・フォルティスの仕組ローン（事業部門に配分されておらず、「コーポレート・センター」に含ま

れているもの）のポートフォリオの評価額は、2011年12月31日現在における6.1十億ユーロと比較して、4.7十億

ユーロである。このポートフォリオの二次損失には、ベルギー王国の保証はもう付されていない。

加えて、BNPパリバ・フォルティスのオランダのRMBSに対する投資は、2012年度における繰上償還の行使によ

り、2011年12月31日現在の8.1十億ユーロと比較して、3.9十億ユーロとなった。
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証券化エクスポージャー

BNPパリバがオリジネートした証券化エクスポージャーの証券化の種類別内訳

 

（単位：百万ユーロ）
計算アプローチ

BNPパリバがオリジネートした証券化エクスポージャー

証券化の種類 2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

従来型
IRBアプローチ 8,644 9,978

標準的アプローチ 2,389 2,548

　小計  11,033 12,526

合成型 IRBアプローチ 1,020 1,057

合計  12,053 13,583

 

BNPパリバによる証券化エクスポージャーの証券化の種類別および原資産のカテゴリー別内訳（注１）

 

 2012年12月31日現在

 オリジネーター スポンサー(注３)
合計(注２)

（単位：百万ユーロ） 従来型 合成型 従来型 合成型

住宅ローン 10,467  8,393 96 18,956

商業用不動産   744  744

クレジットカード債権   1,125  1,125

ファイナンス・リース   3,311  3,311

法人向けローン  1,020 4,912 4 5,936

消費者ローン   370  370

商業貸出金および工業貸出金   2,681  2,681

その他資産 182  1,269  1,451

　合計 10,649 1,020 22,805 100 34,574
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 2011年12月31日現在

 オリジネーター スポンサー(注３)
合計(注２)

（単位：百万ユーロ） 従来型 合成型 従来型 合成型

住宅ローン 11,509  12,516 15 24,040

商業用不動産   867  867

クレジットカード債権   630  630

ファイナンス・リース   2,469  2,469

法人向けローン 570 1,057 7,214 12 8,853

消費者ローン   2,449  2,449

商業貸出金および工業貸出金   2,866  2,866

その他資産 196  711  907

　合計 12,275 1,057 29,722 27 43,081

(注１)　この内訳は、証券化における主要な原資産に基づいている。

(注２)　このうちBNPパリバ・フォルティスに係る範囲について4.7十億ユーロはマルチセラー・コンデュイットであるスカル

ディスに対するものである。

(注３)　2012年12月31日現在、顧客のためにする証券化エクスポージャー内で384百万ユーロ（BNPパリバの貸借対照表より）

がオリジネートしたエクスポージャーに相当する（2011年12月31日現在は251百万ユーロ）。

 

BNPパリバの貸借対照表における証券化エクスポージャーは、基本的に住宅ローンにより構成されている。

2012年12月31日現在、６件の証券化取引が、バーゼル2.5に基づき有効であった。

・BNLがオリジネートした合計２十億ユーロのエクスポージャーを有する４件の住宅ローン（ヴェラ・ホー

ム２、ヴェラ３、ヴェラ・ホーム４およびヴェラABS）

・BNPパリバ・パーソナル・ファイナンスの子会社であるUCIがオリジネートした合計0.2十億ユーロのエク

スポージャーを有する１件の住宅ローン

・フランス国内のリテール・バンキングがオリジネートした欧州投資銀行による保証付の合計１十億ユーロ

のエクスポージャーを有する１件の中小企業向けローン

さらに、ロイヤル・パーク・インベストメント（RPI）の特別目的事業体の8.3十億ユーロの証券化エクス

ポージャーは、最終的な原資産として基本的に住宅ローンにより構成されていた。

同日において、バーゼル2.5に基づき有効な消費者ローンに関する証券化エクスポージャーは存在しなかっ

た。さらに、BNPパリバは、早期償還措置に従い、自己の勘定においてリボルビング・エクスポージャーの証券化

を行わなかった。

証券化されたエクスポージャーの３分の２は顧客、特にマルチセラー・コンデュイットを通した顧客のため

のものである。
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証券化を控えている資産

 

（単位：百万ユーロ） 2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

資産の種類

BNPパリバによる
証券化を控えて
いるエクスポー
ジャー

保管中の証券化
を控えているエ
クスポージャー

BNPパリバによる
証券化を控えて
いるエクスポー
ジャー

保管中の証券化
を控えているエ
クスポージャー

住宅ローン - - 1,800 -

消費者ローン 600 - 5,900 -

法人向けローン 800 - - -

　合計 1,400 - 7,700 -
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証券化ポジション

保有または取得された証券化ポジションの原資産の種類別内訳

 

（単位：百万ユーロ） 保有または取得された証券化ポジション（EAD）

BNPパリバの役割
資産の種類

(注１)

2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

バランス

シート

オフバラン

スシート
合計

バランス

シート

オフバラン

スシート
合計

オリジネーター 住宅ローン 1,126 47 1,173 1,828 65 1,893

 法人向けローン 1,052  1,052 1,182 9 1,191

 その他資産 2  2 2 - 2

オリジネーター合計  2,180 47 2,227 3,012 74 3,086

スポンサー 住宅ローン 1,010 354 1,364 985 457 1,442

 消費者ローン 143 462 605 266 3,075 3,341

 
クレジット

カード債権
600 518 1,118 630 - 630

 法人向けローン 2,538 842 3,380 2,924 1,605 4,529

 
商業貸出金およ

び工業貸出金
 3,326 3,326 8 4,036 4,044

 商業用不動産 52 494 546 180 494 674

 
ファイナンス・

リース
813 773 1,586 864 729 1,593

 その他資産 163 643 806 114 177 291

スポンサー合計  5,319 7,41212,731 5,971 10,57316,544

投資家 住宅ローン 6,645 399 7,044 12,005 373 12,378

 消費者ローン 2,752 304 3,056 3,204 707 3,910

 
クレジット

カード債権
4  4 14 - 14

 法人向けローン 4,696  4,696 5,846 - 5,846

 商業用不動産 2,484 43 2,527 3,014 43 3,057

 
ファイナンス・

リース
144  144 53 - 53

 その他資産 180  180 277 - 277

投資家合計  16,905 746 17,651 24,412 1,123 25,535

　合計  24,404 8,20532,609 33,396 11,76945,165

(注１)　ポジションが保有されている証券化の資産プールにおける主要な資産の種類に基づく。原資産が証券化または再証券

化されたポジションである場合、CRD３規制は、関連するプログラムの根本的な原資産の報告を義務付けている。
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証券化ポジション、債務不履行エクスポージャーおよび引当金の原資産の国別内訳

 

 2012年12月31日現在

 

EAD

債務不履行EAD
個別評価
引当金

一括評価
引当金

リスク費用 
（単位：百万ユーロ）

標準的
アプ
ローチ

IRB
アプ
ローチ

合計

国内市場 5,272 75 744 819 460   

フランス 3,079  37 37 0   

ベルギー 705  678 678 385   

イタリア 1,488 75 29 104 75   

その他のヨーロッパ諸国 13,54426 213 239 73   

南北アメリカ 12,830 6 101 108 28   

アジアおよび太平洋 923    0   

その他 40 0 6 6 6   

　合計 32,6091071,0641,172 567 174 129

 

 2011年12月31日現在

 

EAD

債務不履行EAD
個別評価
引当金

一括評価
引当金

リスク費用 
（単位：百万ユーロ）

標準的
アプ
ローチ

IRB
アプ
ローチ

合計

国内市場 5,848 84 751 835 451   

フランス 2,523    0   

ベルギー 1,570  719 719 385   

イタリア 1,755 84 32 116 66   

その他のヨーロッパ諸国 21,199200 392 592 140   

南北アメリカ 16,82515 335 350 80   

アジアおよび太平洋 1,087    0   

その他 206 0 0 0 0   

　合計 45,1652991,4781,777 671 336 102
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銀行勘定の証券化ポジションの質

 

（単位：百万ユーロ） 保有または取得された証券化ポジション（EAD）

トランシェの質 2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

シニア・トランシェ 29,892 41,746

メザニン・トランシェ 2,227 2,910

ファースト・ロス・トランシェ 490 509

　合計 32,609 45,165

 

2012年12月31日現在、当社グループが保有または取得した証券化ポジションの92％（2011年12月31日現在か

ら変化はない。）が、シニア・トランシェであり、当社グループのポートフォリオの高い質を反映していた。対応

する債務不履行エクスポージャー（EAD）およびリスク・ウェイトは、下表に示されている。

 

リスク加重資産

2007年２月20日付フランス法令第222条に規定されるとおり、標準的アプローチに基づき、リスク加重資産は、

債務不履行エクスポージャーに、証券化ポジションの外部格付に基づいたリスク・ウェイトを乗じて計算され

る。まれに、ルックスルー・アプローチが適用される場合がある。B+以下または外部格付がない証券化ポジショ

ンには、1,250％のリスク・ウェイトが適用される。標準的アプローチは、BNLまたはUCIがオリジネーターである

証券化ポジション、ならびにバンクウェストおよびインベストメント・ソリューションズ事業による証券化投

資に使用される。

IRBアプローチに基づき、リスク加重資産は下記の方法のうちの１つによって計算される。

・証券化ポジションが外部格付を有している場合、当社グループは、銀行監督当局の定める外部格付とリスク

・ウェイトの対応表からポジションのリスク・ウェイトを直接決定する、外部格付に依拠した方法を使用

する。

・証券化ポジションが外部格付を有さない場合、またBNPパリバがオリジネーターまたはスポンサーである場

合、当社グループは当局が設定する計算方法を使用する。この方法では、リスク・ウェイトは、原資産ポート

フォリオの内部信用格付および取引構造（主として当社グループにより引き受けられた信用補完の金額）

を考慮して、銀行監督当局により設定された関数式から算出される。

・外部格付がないBNPパリバ・フォルティスおよびBGL BNPパリバのポートフォリオのABCPプログラムにおけ

る流動性枠については、内部格付に基づくアプローチが適用される。かかるアプローチはBNBの承認を受け

ている。

・ごくまれに、リスク・ウェイトを抽出するためにルックスルー・アプローチが適用される場合がある。
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2012年12月31日現在、コーポレート・バンキング事業および投資銀行事業ならびにBNPパリバ・フォルティス

に保有されるポジションにIRBアプローチが使用されている。

格付された証券化ポジションについて、当社グループは、スタンダード・アンド・プアーズ、ムーディーズお

よびフィッチといった格付機関からの外部格付を使用している。これらの格付は、フランスの銀行監督当局の指

示に従い、信用度の水準に対応するようマッピングされている。

 

証券化ポジションおよびリスク加重の計算アプローチ別内訳

 

（単位：百万ユーロ） 2012年12月31日現在2011年12月31日現在 変動

計算アプローチ

保有または
取得された
証券化ポジ
ション
（EAD）

リスク
加重資産

保有または
取得された
証券化ポジ
ション
（EAD）

リスク
加重資産

保有または
取得された
証券化ポジ
ション
（EAD）

リスク
加重資産

IRBアプローチ 30,131 17,153 42,985 22,665(12,853)(5,512)

標準的アプローチ 2,478 1,923 2,180 1,711 298 212

　合計 32,609 19,076 45,165 24,376(12,555)(5,300)

 

当社グループにより保有または取得された証券化ポジションに対応するリスク加重資産は、2012年12月31日

現在で19.1十億ユーロ（BNPパリバのリスク加重資産合計の３％）であった。なお、2011年12月31日現在では

24.3十億ユーロ（当社グループのリスク加重資産合計の４％）であった。

リスク加重資産の減少は、資産の売却、償却および発行体による償還オプションの行使（マイナス9.4十億

ユーロ）が、複数のポジションにおける外部格付の格下げ（プラス4.2十億ユーロ）により相殺されたことによ

る。
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アプローチ、計算手法およびリスク・ウェイト別証券化ポジション

IRBアプローチ

 

（単位：百万ユーロ） 2012年12月31日現在

計算手法

債務不履行エクスポージャー リスク加重資産

証券化
ポジション

再証券化
ポジション
(注１)

証券化
ポジション

再証券化
ポジション
(注１)

７％-10％ 12,804  992  

12％-18％ 778  115  

20％-35％ 1,056 1,380 294 382

40％-75％ 509 1,528 275 651

100％ 367 72 361 76

150％  0  1

225％  235  561

250％ 36  23  

350％  255  947

425％ 55  92  

500％  61  107

650％ 42 42 100 271

750％     

850％  334  2,771

外部格付に依拠したアプローチ 15,647 3,907 2,252 5,767

1,250％ 287 506 2,468 3,643

内部評価アプローチ 719  114  

[０％-７％] 6,192 0 411 0

[７％-100％] 1,975 77 514 21

[100％-350％] 10 247 26 510

[350％-1,250％] 86 478 635 792

当局が設定する計算アプローチ 8,263 802 1,586 1,323

　合計 24,916 5,215 6,420 10,733
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（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日現在

計算手法

債務不履行エクスポージャー リスク加重資産

証券化
ポジション

再証券化
ポジション
(注１)

証券化
ポジション

再証券化
ポジション
(注１)

７％-10％ 18,684  1,371  

12％-18％ 864  79  

20％-35％ 2,857 336 526 60

40％-75％ 733 2,677 301 741

100％ 310 78 36 82

225％  105  249

250％ 262  633  

350％  257  817

425％ 77  133  

650％ 27 122 30 559

750％  197  1,561

850％  250  2,253

外部格付に依拠したアプローチ 23,814 4,022 3,109 6,322

1,250％ 844 369 7,609 1,852

内部評価アプローチ 1,307  31  

[０％-７％] 7,606 0 532 0

[７％-100％] 2,773 1,528 812 363

[100％-350％] 14 153 27 358

[350％-1,250％] 36 519 456 1,193

当局が設定する計算アプローチ 10,429 2,200 1,827 1,914

　合計 36,394 6,591 12,576 10,088

(注１)　CRD３の定義に基づく。

 

外部格付を有する証券化ポジション20十億ユーロのうち、

・EADベースで65％がA+を超える格付である。したがって、2012年12月31日現在のリスク・ウェイトは10％未

満である。なお、2011年12月31日現在では67％であった。

・大部分（EADベースで82％）が2012年12月31日現在でBBB+を超える格付である（2011年12月31日現在では

82％）。
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標準的アプローチ

 

（単位：百万ユーロ） 2012年12月31日現在

計算手法

債務不履行エクスポージャー リスク加重資産

証券化
ポジション

再証券化
ポジション
(注１)

証券化
ポジション

再証券化
ポジション
(注１)

20％ 820  164  

40％  44  17

50％ 770  354  

100％ 554 11 553 11

225％  38  87

350％ 22  73  

外部格付に依拠したアプローチ 2,166 93 1,144 115

1,250％ 170  644  

加重平均アプローチ 47  18  

ルックスルー・アプローチ 2  2  

　合計 2,385 93 1,808 115

 

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日現在

計算手法

債務不履行エクスポージャー リスク加重資産

証券化
ポジション

再証券化
ポジション
(注１)

証券化
ポジション

再証券化
ポジション
(注１)

20％ 1,421  284  

40％  2  1

50％ 215  107  

100％ 116 27 110 27

225％  92  45

350％ 65  212  

外部格付に依拠したアプローチ 1,817 121 713 73

1,250％ 175  900  

加重平均アプローチ 65  24  

ルックスルー・アプローチ 2  2  

　合計 2,059 121 1,639 73

(注１)　CRD３の定義に基づく。
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2012年12月31日現在、証券化ポジションに係る保証は、4.44十億ユーロであった。BNPパリバ・フォルティスが

保有するロイヤル・パーク・インベストメントのシニア債に係るベルギー政府の保証は、4.33十億ユーロで

あった。ロイヤル・パーク・インベストメントのポートフォリオのシニア債が、保証が付された唯一の再証券化

ポジションである。ベルギー政府による保証を受けており、格付はAAである（スタンダード・アンド・プアー

ズ）。
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補記：重要な子会社の資本要件

以下の表は、当社グループの資本要件に寄与するものとして、重要な子会社の資本要件をリスクの種類別に表

したものである。

 

BNPパリバ・フォルティス

 

 2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

（単位：百万ユーロ）
リスク
加重資産

資本要件
リスク
加重資産

資本要件

信用リスク 91,306 7,305 95,541 7,643

信用リスク－IRBアプローチ 46,758 3,741 50,015 4,001

中央政府および中央銀行 1,347 108 1,551 124

法人 31,223 2,498 31,980 2,558

金融機関 2,275 182 3,149 252

リテール 11,809 945 13,201 1,056

　住宅ローン 6,424 514 6,151 492

　リボルビング・エクスポージャー 82 7 74 6

　その他のエクスポージャー 5,303 424 6,976 558

その他の債権以外の資産 104 8 134 11

信用リスク－標準的アプローチ 44,548 3,564 45,526 3,642

中央政府および中央銀行 1,324 106 933 75

法人 19,065 1,525 21,374 1,710

金融機関 2,092 167 1,507 121

リテール 15,381 1,231 14,947 1,196

　住宅ローン 1,921 154 804 64

　リボルビング・エクスポージャー 125 10 200 16

　その他のエクスポージャー 13,335 1,067 13,943 1,115

その他の債権以外の資産 6,686 535 6,765 541

証券化ポジション 4,157 333 8,633 691

証券化ポジション－IRBアプローチ 3,838 307 8,610 689

証券化エクスポージャー－標準的ア
プローチ

319 26 23 2

取引先リスク 3,177 254 4,392 351

取引先リスク－IRBアプローチ 2,753 220 3,440 275

中央政府および中央銀行 23 2 22 2

法人 2,393 191 2,045 163

金融機関 337 27 1,373 110

取引先リスク－標準的アプローチ 424 34 952 76

中央政府および中央銀行 26 2 0 0

法人 239 19 837 67

金融機関 149 12 101 8

リテール 10 1 14 1

　その他のエクスポージャー 10 1 14 1

株式リスク 5,106 409 4,922 394
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内部モデル 2,238 179 2,614 209

　上場エクイティ 0 0 3 0

　その他のエクイティ・エクスポー
ジャー

2,232 179 2,603 208

　多様なポートフォリオにおけるプラ
イベート・エクイティ・エクス
ポージャー

 

6

 

0

 

8

 

1

単純加重方式（その他のエクスポー
ジャー）

1,733 139 1,248 100

　上場エクイティ 21 2 14 1

　その他のエクイティ・エクスポー
ジャー

468 38 125 10

　多様なポートフォリオにおけるプラ
イベート・エクイティ・エクス
ポージャー

 

1,244

 

99

 

1,109

 

89

標準的アプローチ 1,135 91 1,060 85

市場リスク 980 78 523 42

標準的アプローチ 980 78 523 42

業務リスク 10,866 869 12,065 965

先進的計測アプローチ（AMA） 7,040 563 8,969 717

標準的アプローチ 920 74 371 30

基礎的指標アプローチ 2,906 232 2,725 218

合計 115,592 9,248 126,076 10,086
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BNL

 

 2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

（単位：百万ユーロ）
リスク
加重資産

資本要件
リスク
加重資産

資本要件

信用リスク 67,151 5,372 68,034 5,443

信用リスク－IRBアプローチ 154 12 167 13

中央政府および中央銀行 0 0 13 1

法人 154 12 153 12

信用リスク－標準的アプローチ 66,998 5,360 67,867 5,429

中央政府および中央銀行 57 5 54 4

法人 42,540 3,403 45,999 3,680

金融機関 4,424 354 2,573 206

リテール 16,909 1,353 16,499 1,320

　住宅ローン 7,657 613 7,701 616

　リボルビング・エクスポージャー 0 0 314 25

　その他のエクスポージャー 9,252 740 8,484 679

その他の債権以外の資産 3,068 245 2,743 219

証券化ポジション 239 19 224 18

証券化ポジション－標準的アプローチ 239 19 224 18

取引先リスク 845 68 841 67

取引先リスク－標準的アプローチ 845 68 841 67

法人 788 63 726 58

金融機関 57 5 115 9

株式リスク 815 65 709 57

内部モデル 815 65 709 57

　上場エクイティ 2 0 0 0

　その他のエクイティ・エクスポー
ジャー

813 65 709 57

市場リスク 13 1 9 1

標準的アプローチ 13 1 9 1

業務リスク 3,205 256 3,203 256

先進的計測アプローチ（AMA） 2,860 229 2,880 230

標準的アプローチ 275 22 255 20

基礎的指標アプローチ 70 6 68 5

合計 72,268 5,781 73,020 5,842
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バンクウェスト

 

 2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

（単位：百万ユーロ）
リスク
加重資産

資本要件
リスク
加重資産

資本要件

信用リスク 41,925 3,354 40,724 3,258

信用リスク－標準的アプローチ 41,925 3,354 40,724 3,258

中央政府および中央銀行 2 0 3 0

法人 26,280 2,102 24,734 1,979

金融機関 632 51 836 67

リテール 12,559 1,005 12,591 1,007

　住宅ローン 5,269 422 5,664 453

　リボルビング・エクスポージャー 454 36 485 39

　その他のエクスポージャー 6,835 547 6,441 515

その他の債権以外の資産 2,453 196 2,561 205

証券化ポジション 212 17 290 23

証券化ポジション－標準的アプローチ 212 17 290 23

取引先リスク 398 32 427 34

取引先リスク－標準的アプローチ 398 32 427 34

法人 398 32 427 34

株式リスク 47 4 37 3

内部モデル 47 4 37 3

　上場エクイティ 23 2 0 0

　その他のエクイティ・エクスポー
ジャー

24 2 37 3

市場リスク 5 0 19 2

標準的アプローチ 5 0 19 2

業務リスク 3,273 262 3,114 249

標準的アプローチ 3,273 262 3,114 249

合計 45,862 3,669 44,610 3,569
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BNPパリバ・パーソナル・ファイナンス

 

 2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

（単位：百万ユーロ）
リスク
加重資産

資本要件
リスク
加重資産

資本要件

信用リスク 39,435 3,155 40,974 3,278

信用リスク－IRBアプローチ 9,839 787 9,290 743

リテール 9,839 787 9,290 743

　住宅ローン 0 0 0 0

　リボルビング・エクスポージャー 4,738 379 4,887 391

　その他のエクスポージャー 5,102 408 4,403 352

信用リスク－標準的アプローチ 29,595 2,368 31,684 2,535

中央政府および中央銀行 46 4 72 6

法人 283 23 341 27

金融機関 382 31 728 58

リテール 27,704 2,216 29,319 2,345

　住宅ローン 11,493 919 11,919 954

　リボルビング・エクスポージャー 1,350 108 2,023 162

　その他のエクスポージャー 14,861 1,189 15,377 1,230

その他の債権以外の資産 1,180 94 1,224 98

証券化ポジション 57 5 0 0

証券化ポジション－標準的アプローチ 57 5 0 0

取引先リスク 13 1 16 1

取引先リスク－標準的アプローチ 13 1 16 1

金融機関 13 1 16 1

株式リスク 193 15 162 13

内部モデル 193 15 162 13

　その他のエクイティ・エクスポー
ジャー

193 15 162 13

市場リスク 176 14 32 3

標準的アプローチ 176 14 32 3

業務リスク 4,391 351 4,534 363

先進的計測アプローチ（AMA） 1,982 159 1,804 144

標準的アプローチ 505 40 898 72

基礎的指標アプローチ 1,904 152 1,832 147

合計 44,264 3,541 45,718 3,657
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BGL BNPパリバ

 

 2012年12月31日現在

（単位：百万ユーロ）
リスク
加重資産

資本要件

信用リスク 24,066 1,925

信用リスク－IRBアプローチ 5,432 435

中央政府および中央銀行 440 35

法人 3,397 272

金融機関 222 18

リテール 1,300 104

　住宅ローン 596 48

　リボルビング・エクスポージャー 0 0

　その他のエクスポージャー 704 56

その他の債権以外の資産 74 6

信用リスク－標準的アプローチ 18,634 1,491

中央政府および中央銀行 6 1

法人 9,061 725

金融機関 357 29

リテール 7,005 560

　住宅ローン 5 0

　その他のエクスポージャー 7,000 560

その他の債権以外の資産 2,205 176

証券化ポジション 100 8

証券化ポジション－IRBアプローチ 38 3

証券化エクスポージャー－標準的アプローチ 62 5

取引先リスク 99 8

取引先リスク－IRBアプローチ   

金融機関 0 0

取引先リスク－標準的アプローチ 99 8

中央政府および中央銀行 26 2

法人 2 0

金融機関 69 6

リテール 2 0

　その他のエクスポージャー 2 0

株式リスク 507 41

内部モデル 336 27

　上場エクイティ 336 27

単純加重方式（その他のエクスポージャー） 86 7

　上場エクイティ 5 0

　その他のエクイティ・エクスポージャー 82 7

標準的アプローチ 84 7

市場リスク 86 7

標準的アプローチ 86 7
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業務リスク 1,362 109

先進的計測アプローチ（AMA） 1,048 84

標準的アプローチ 146 12

基礎的指標アプローチ 168 13

合計 26,221 2,098
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４ 【事業等のリスク】

(1) 年次リスク調査

当社グループの事業から生じる主なリスク

2012年12月31日現在のリスクの種類別のリスク加重資産

2012年12月31日現在のリスクの種類別のリスク加重資産（注１）

 

 

（注１）括弧内の数値は、2011年12月31日現在の数値である。
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リスクの種類別および事業別のリスク加重資産（注１）

 

 2012年12月31日現在

 

 リテール・バンキング事業

コーポレート・

バンキング事業

および投資銀行事業
インベス

トメント

・ソ

リュー

ションズ

事業

その他の

業務
合計 

 

（単位：百万

ユーロ）

国内市場

部門

パーソナル・

ファイナンス

部門

海外リ

テール・

バンキン

グ部門

アドバイザ

リーおよび

キャピタル・

マーケット部

門

コーポレー

ト・バンキ

ング部門

信用リスク 196,27943,64772,492 8,63175,85511,0843,163411,151
「(3) 信用リスク」を参

照。

証券化 1,113 57 212 12,141 126 1,0474,38019,076
「３ (2) 銀行勘定におけ

る証券化」を参照。

取引先

リスク
3,878 13 468 15,750 54 346 24 20,533

「(4) 取引先リスク」を参

照。

株式リスク 2,306 205 163 469 1,6982,03217,50424,377
「(5) 市場リスク」を参

照。

市場リスク 208 97 298 21,6331,696 461 1,15525,548
「(5) 市場リスク」 を参

照。

業務リスク 13,105 4,8295,814 16,4143,6926,0151,28551,154
「(8) 業務リスク」を参

照。

合計 216,88948,84879,44775,03883,12120,98527,511551,839
「３ (1) 資本管理およ

び自己資本」を参照。

(注１)　リスクの分類については、「(2) リスク管理（監査済）」を参照。

 

当社グループのエクスポージャーの大半は、信用リスク引き起こす。CRD３の導入に伴い、トレーディング勘定

に係る市場リスクは、当社グループのリスク加重資産の５％までに制限されている。

さらに、事業別リスク加重資産の分類は、約63％がリテール・バンキング事業（国内市場部門39％を含む。）、

ならびに29％がコーポレート・バンキング事業および投資銀行事業で構成されており、当社グループの多様な

事業構成を反映している。

 

当年度の主なリスク

当社グループにおける現在の主なリスクは、特に当社グループのリスク特性に関する報告書および関連する

ガイドライン／2012年度中の基準額を通じて評価および監視されており、以下に記載される。さらなる詳細につ

いては、「３ (2) 銀行勘定における証券化」および本項「４ 事業等のリスク」の「(3) 信用リスク」から

「(10) 保険リスク（監査済）」までを参照。

 

流動性リスク

2011年度において、ユーロ圏内のソブリン債危機および一般的な経済状況が、ヨーロッパの銀行の流動性およ

びファイナンシング費用を圧迫している。かかる状況において、当社グループはとりわけドル建ての資金需要の

削減を目的とした調整計画を実施した。

2012年度において、ユーロおよびヨーロッパの銀行システムを守るため、ECBにより講じられた措置により利

益を得たヨーロッパの銀行において、流動性の確保が特に著しく改善した。
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当社グループの流動性ポジションは、９月に事業部門における調整計画を完了した結果、市場から調達した巨

額の中長期ホールセール資金および中央銀行のリファイナンスへの支給可能額が増加したことにより、大幅に

改善した。当年度において、当社グループの中央銀行預金は、調整計画の結果急増した。過剰流動性は、将来の規

制流動性比率に対する多様な種類の資産の取扱いの分類が保留されたため、中央銀行預金に割り当てられた。

当社グループの中長期ホールセール資金の増加は、その他の流通ネットワーク、構造および通貨への依存なら

びに担保付資金調達および無担保資金調達のバランスの維持による資金源のさらなる多様化と組み合わさっ

た。

 

信用集中リスク

信用集中リスクとは、主に以下に記載する監視を通じて評価される。

 

a．大規模単名集中

・2012年度において、認識されているいずれの企業または金融機関への集中も、これらの種類の取引先に対し

規定されるリスク特性の基準を超えていない。BNPパリバはまた、大口エクスポージャーに関する欧州指令

に規定された集中基準をはるかに下回っている。

・「(6) ソブリン・リスク（監査済）」に開示されている主なソブリン・リスクは、資産・負債管理部の流

動性管理および構造的金利リスク管理方針の一環として、資産・負債管理部によるポートフォリオから主

に派生している。資産・負債管理部においては、ユーロ圏証券（マイナス14十億ユーロ）を中心に、15十億

ユーロと大幅に減少した。

b．産業部門集中

・産業リスクは、エクスポージャーの総額およびリスク加重資産の観点から監視されている。2012年度におい

て、いずれの部門も、法人勘定のエクスポージャー合計の11％および信用エクスポージャー合計の５％を超

えていないため、当社グループは依然として多様性を維持している（「(3) 信用リスク」内の表「法人資

産クラス別による、2012年12月31日現在の信用リスクの業種別内訳」を参照。）。最も慎重性を要する部門

については、専門委員会により定期的に見直される。

c．カントリー・リスク集中

・エクスポージャーの観点では、当社グループは主に国内市場および米国に着目している（「(3) 信用リス

ク」内の表「取引先の事業国別による、2012年12月31日現在の信用リスクの地域別内訳」を参照。）。

・当社グループは2012年において、資産の十分な地域的多様性を確保するため、カントリー・エンベロープ・

プロセスに加え、（ⅰ）周辺の欧州諸国および（ⅱ）特定の国における地政学的リスクに対し、特別な注意

を向けた。その結果、刻々と変化する政治的および経済的な状況を注意深く監視し、リスクの悪化を予想す

ることにより、当社グループのエクスポージャーを積極的に管理するため、かかる国々はより頻繁に検査さ

れた。
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市場リスクおよび取引先リスク

市場リスクおよび取引先リスクは、市場パラメーターに対するポートフォリオの感応度を測定することで分

析される。当該感応度分析の結果は、すべての各ポジション・レベルで集められ、市場限度額と比較される。

2012年度において、当社グループは市場リスク・エクスポージャーおよび取引先リスク・エクスポージャー

の両方を含むことを視野に入れ、2011年度末の水準を下回るよう資本市場活動を管理した。

市場リスクVaRは、過去最低水準にとどまった(～40百万ユーロ、「(5) 市場リスク」を参照。)。

市場リスクのストレス・テストのため毎月運用される、８つのグローバル・マクロ・リスク・シナリオに

よって生じる潜在的損失もまた、構造リスクの削減および2011年から実施された防衛戦略により、低い水準に止

まった。

 

業務リスク

当行が管理するデータの量および複雑さゆえ、主にプロセスの執行または取引の過程における誤りに起因す

るプロセスの失敗および外部からの不正行為が、2012年を含め、一般的には、当行における２つの主要な業務上

の損失事由である。

 

保険リスク

BNPパリバ・カーディフは、主に引受リスク、信用リスクおよび市場リスクにさらされている。BNPパリバ・

カーディフは、これらリスクに対するエクスポージャーおよび収益性を、2012年において従来同様規制上の基準

額を上回っていた自己資本と共に、注意深く監視する。

 

風評リスクおよびイメージ・リスク

風評リスクおよびイメージ・リスクは、それらの特性上定量化することは難しいが、当行の主な関心事であ

る。当行は、十分な管理および統制手続によりそれらをできる限り縮小し、当行内において、リスク認識に基づい

た管理原則を積極的に普及することを目指している。

 

ストレス・テスト

BNPパリバは、通常のリスク管理ツールとして、また不利な状況に対する当社グループの脆弱性を査定するた

めに、多様なリスク分野（信用、市場、流動性、カントリーなど）において定期的にストレス・テストを行ってい

る。それらの結果は、当社グループが不利なストレス・シナリオを耐え得るに十分な資本を有し、適用ある規制

上の資本基準を満たしていることを示している。
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リスク要因

当行および銀行業界に関連するリスク

厳しい市況および景気により、金融機関の経営環境（すなわち当行の財政状態、経営成績およびリスク費用）

は、重大な悪影響を受ける可能性がある。

グローバル金融機関である当行の事業は、概して、欧州圏、米国、その他世界各国の金融市場の状況や景気の変

化に極めて敏感である。当行は、市況や景気の深刻な悪化に直面してきており、引き続き直面する可能性がある

が、この悪化の原因は、主に、ソブリン債、資本市場、信用市場もしくは流動性市場に影響を及ぼす危機、地域的な

もしくは世界的な景気後退、商品価格の大幅な変動、為替レートもしくは金利の増減、インフレもしくはデフレ、

債務のリストラクチャリングもしくはデフォルト、企業およびソブリン債の格付の引下げまたは不都合な地政

学的事象（自然災害、テロ行為、軍事衝突など）である。かかる混乱は、その拡大が早く、付帯するリスクを完全

にヘッジできない可能性があるため、金融機関の経営環境に、短期的なまたはそれ以上の期間にわたる影響を及

ぼす可能性があり、当行の財政状態、経営成績およびリスク費用にも重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

近年の各欧州市場では、ユーロ圏の特定国について、既存の債務の借換能力についての懸念およびEU加盟国も

しくは国際機関が、かかる影響を受けたソブリンに対する金融支援を進んで提供する、または提供することがで

きる範囲についての懸念が原因で大きな混乱が生じている。この混乱は、信用市場の緊縮の一因となっており、

ユーロと他の主要通貨の間の為替レートのボラティリティを上昇させ、株式市場の各指数の水準に影響を及ぼ

しているほか、特定のEU加盟国の経済の見通しおよびEU加盟各国のソブリンを借手とする銀行貸出金の質に関

する不確実性を生み出している。

当行は、近年の危機によって多大な影響を受けた特定国の政府が発行したソブリン債のポートフォリオの大

部分を保有しており、かつ将来保有する可能性があり、また、かかる特定国における借手に対する相当額の貸出

金残高を保有し、また将来保有する可能性がある。当行はまた、銀行間金融市場にも参入しており、その結果当行

が取引する金融機関により保有されるソブリン債に関するリスクに間接的にさらされている。さらに一般的に

言えば、ソブリン債危機は、欧州および全世界の金融市場、また次第にその経済に対して、より一般的には当行が

事業を運営する環境に対しても間接的な影響が増大しており、また影響を及ぼし続ける可能性がある。

欧州またはその他の世界の地域で、特にソブリン債危機の悪化（ソブリンのデフォルトなど）に関連して景

気が悪化した場合、当行は、保有しているソブリン債に対して減損費用を計上すること、またはかかるソブリン

債の売却について損失を計上することを要求される可能性があり、その結果として生じた市場の混乱および政

治的混乱が、当行の顧客および取引先金融機関の信用度や、金利、為替レートおよび株式市場の指数といった市

場パラメーター、ならびに当行の流動性および受諾可能な条件での資金調達力に対して重大な悪影響を及ぼす

可能性がある。
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世界的な金融危機に対して取られた法的措置および規制措置が、当行ならびに当行が運営する金融環境および

経済環境に重大な影響を及ぼす可能性がある。

世界的な金融環境において、一部に恒久的なものを含む多くの変更を導入することを目的として、法律および

規制が最近制定され、または提案された。これらの新しい措置は最近の金融危機の再発を防止することを目的と

しているが、かかる新たな措置の影響が当行およびその他の金融機関が事業を運営する環境に大きな変化をも

たらす可能性がある。

提案および採用がなされた、または提案および採用がなされる可能性のある新たな措置には、より厳しい資本

要件および流動性要件、金融取引への課税、指定された水準を超えた従業員給与への制限および一時的または恒

久的課税、商業銀行が行うことができる業務の種類（とりわけ自己勘定売買および（潜在的には）より一般的

な投資銀行業務）への制限、特定の金融商品もしくは業務の種類への制限または禁止、特定の業務に関する内部

統制および透明性要件の強化、業務ルールの運用強化、デリバティブ取引の報告義務を含む特定の金融商品への

規制強化、店頭デリバティブ取引に関わるリスクを強制的に解消または軽減させるための要件、ならびに新たな

規制機関および強化された規制機関の創設が含まれている。

バーゼル３および資本要求指令４のプルデンシャルの枠組といった、既に採用されている、または採用される

過程にあり、また当行に適用されるであろう特定の措置、これらに関して欧州銀行監督機構により発表された要

件ならびに金融安定理事会によって当行がシステム上重要な金融機関と指定されたことにより、当行の規制資

本および流動性の要件が増加し、満期期間の長い信用の供与または特定の資産の保有が特に制限される可能性

がある。当行はこれらの要件への対応として、貸借対照表の縮小および資本基盤の増強を含む事業適応計画を実

施した。将来導入され得るこの種のさらなる要件を確実に遵守することで、当行は追加的措置を取ることとなる

可能性があり、これによりその収益性が圧迫され、財政状態および経営成績に悪影響が及ぶ可能性がある。

フランス銀行法案、またEUレベルでは（採択された場合）リッカネン・レポートの提言などの新たな措置に

より、プルデンシャル比率を遵守し、単独ベースで資金調達を行うよう義務付けられた子会社内で、当行は一部

の業務を行うよう義務付けられる可能性がある。また、連邦準備銀行が提案した海外銀行の規制に関する枠組に

より、当行の米国内での業務につき、単独ベースで特定の資本要件および流動性要件に従うことが義務付けられ

た中間持株会社を設立することが、義務付けられる可能性がある。さらに、フランス銀行法案、単一監督メカニズ

ムに関するEUの枠組案ならびに金融機関の再建および破綻処理に関するEUの枠組案により、銀行の財政難を阻

止および／または解消するため、規制機関（フランス銀行規制当局、金融安定理事会、フランス預金保証ファン

ドおよび（潜在的には）欧州中央銀行を含む。）の権限（構造改革を採用するよう銀行に要求すること、新しい

債券の発行、既存株式または劣後債の消却、劣後債から株式への転換、またより一般的には、銀行の株主および債

権者がいかなる損失をも負担しないことの保証など）が拡大される。これらの措置が講じられた場合、当行の資

本資源および資金調達源の配分ならびに活用の制限、リスク分散能力の制限ならびに資金調達コストの増加を

引き起こす可能性があり、その結果として当行の事業、財政状態および業務の結果に悪影響を及ぼす可能性があ

る。
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新たな規制措置の一部は、審議中で改定の対象となっている提案であるが、いずれにしても各国の国会議員お

よび／または国家規制当局によってその国の規制の枠組に適用される必要がある。そのため、いずれの措置が採

用されるかの正確な予測を立てることはできず、またかかる措置の正確な内容およびそれらが最終的に当行に

どのような影響を及ぼすかを断定することもできない。最終的に採用された規制措置の性質および適用範囲に

応じて、かかる措置は特定の種類の活動を行う（またはそれらに制限を課す）当行の能力、（特に、投資銀行業

務やファイナンシング業務において）優秀な人材を確保および維持する当行の能力ならびにより一般的にはそ

の競争力および収益性に対して（上記の影響に加えて）影響を及ぼし、その結果として当行の事業、財政状態お

よび経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。

 

当行の資金調達力および資金調達コストは、ユーロ圏内のソブリン債危機からの再生、景気の悪化、さらなる格

付の引下げまたはその他の要因により悪影響を受ける可能性がある。

ユーロ圏内のソブリン債危機および全般的なマクロ経済環境は、時として欧州の銀行の資金調達力および資

金調達コストに悪影響を及ぼした。これはいくつかの要因によるものであり、その中には、とりわけソブリン債

へのエクスポージャーに起因した銀行の信用リスクの認識の急増、ソブリンおよび銀行の信用格付の引下げ、な

らびに債券市場の投機が含まれていた。当行を含め欧州の銀行の多くは、様々な点で大規模な債券市場および銀

行間市場の利用機会を制限され、また資金調達コストが全般的に増加した。したがって、欧州中央銀行からの直

接的な借入れへの依存度が大幅に高まった。このような信用市場の市況の悪化が、経済全体に拡大する危機また

は金融業界全体に関する要因、とりわけ当行に関する要因により再発した場合、欧州の金融部門全体の流動性、

とりわけ当行の流動性に対して著しく悪影響を及ぼす可能性がある。

当行の資金調達コストはまた、長期負債に対する信用格付の影響を受ける可能性があり、かかる格付は、2012

年において主要な格付機関のうち２つにより引き下げられた。３つの格付機関のいずれかによる当行の信用格

付のさらなる引下げにより、当行の借入費用が増加する可能性がある。

 

新規引当金の大幅増または過去に計上済の引当金の水準の不足は、当行の経営成績や財政状態に悪影響を及ぼ

す可能性がある。

貸付業務に関連して、当行は、通常、損益計算書の「リスク費用」に計上される貸倒引当金を設定している。当

行の引当金の全般的な水準は、過去の貸倒実績、実施している貸付の量および種類、業界の基準、延滞貸出金、景

気、各種貸出金の回収可能性に関連するその他の要素などの評価結果に基づくものである。当行は、適正な水準

の引当金を設定するよう最大限努力しているが、悪化する経済状況またはその他の理由により、今後、当行の貸

付業務に伴う貸倒引当金を大幅に増額しなければならない可能性がある。貸倒引当金の大幅な増額または非減

損貸出金のポートフォリオ特有の損失リスクに関する当行の見積りの大幅な変更や、関連引当金の額を超える

貸倒れの発生などは、当行の経営成績や財政状態に重要な悪影響を及ぼす可能性がある。
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当行は、トレーディング業務および投資業務において、市場の変動やボラティリティに起因する大幅な損失を被

る可能性がある。

当行は、債券市場、通貨市場、商品市場および株式市場でのトレーディングおよび投資に係るポジションや、非

上場有価証券、不動産およびその他の資産のトレーディングおよび投資に係るポジションを保有している。当該

ポジションは、金融市場やその他の市場のボラティリティ（すなわち、特定の市場において、市場の水準とは無

関係に、特定の期間中に価格が変動する程度）の悪影響を受ける可能性がある。最近の金融危機の最中に生じた

ような極度のボラティリティや市場の混乱が将来において再発せず、結果として当行の資本市場業務において

大幅な損失が生じないという保証はない。さらに、当行の予想と大幅に異なるボラティリティの動向は、当行が

扱っているその他の幅広い商品（スワップ、先渡および先物契約、オプションおよび仕組商品を含む。）に関連

する損失につながる可能性がある。

当行が資産またはネット・ロング・ポジションを保有している市場が低迷すると、当該ポジションの減価に

伴う損失が生じる可能性がある。一方、当行が保有しない資産を売り建てた市場、またはネット・ショート・ポ

ジションを保有している市場が好転すると、上昇する市場にて資産を取得することで当該ネット・ショート・

ポジションを決済しなければならないため、当行は、無限の損失を被る可能性がある。当行は、ある資産について

はロング・ポジションを保有し、別の資産についてはショート・ポジションを保有するというトレーディング

戦略を随時採っているため、２つの資産の相対的な価値の変化に基づく収益を獲得できる見込みである。しかし

ながら、２つの資産の相対的な価値が、当行が予期せぬまたはヘッジされない方向にまたは方法で変化した場

合、当行は、当該ポジションについて損失を被る可能性がある。当該損失が大幅な場合、当行の経営成績や財政状

態に悪影響を及ぼす可能性がある。

 

当行の仲介業務や、その他の手数料業務による営業収益は、市場の低迷が続く限り、減少する可能性がある。

財政状態および景気は、当行が有価証券の引受け、財政面での助言およびその他の投資銀行サービスを提供す

る取引の数および規模に影響する。これらの業務に係る収益を含む、当行のコーポレート・バンキング事業およ

び投資銀行事業による収益は、当行が参加する取引の数および規模に直接的に関連しており、投資銀行事業およ

び顧客にとって不利な市場の変化の結果、著しく減少する可能性がある。加えて、顧客のポートフォリオの管理

手数料として当行が請求している料金は、多くの場合、当該ポートフォリオの評価額または実績に基づくもので

あるため、当該ポートフォリオの減価または解約の増加につながる市場の低迷により、資産運用業務、株式デリ

バティブ業務およびプライベート・バンキング業務により当行が得る営業収益は減少する。市場の変化にかか

わらず、当行の投資信託の実績が市場実績を下回ると、解約が増加し資産流入が減少する可能性があり、その結

果資産運用業務により当行が得る営業収益は減少する。

近年（とりわけ2008年／2009年の期間）の市場の低迷により、当行はこれらすべての影響を受け、関連する事

業部門の収益はこれに応じて減少した。将来において周期的にまたは突然生じる可能性がある市場の低迷時に、

当行に同様の傾向が生じないという保証はない。
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長引く市場の衰退は、市場における流動性を低下させ、資産の売却をより困難にしたり、大幅な損失を生み出し

たりする可能性がある。

当行の事業の中には、長引く市場の変動（特に資産価格の下落）が、当該市場における取引量または市場の流

動性の低下を招く可能性のある事業がある。当行が、悪化しているポジションを適時に手仕舞えない場合、当該

変動により大幅な損失を被る可能性がある。特にこれは、本質的に流動性が低い資産について言える。株式市場

またはその他の公開取引市場で取引されない資産（金融機関同士での特定のデリバティブ契約など）の評価額

は、市場の相場価格ではなく、モデルを用いて当行が算出した価額である場合がある。このような資産の価格下

落の監視は困難であり、当行が予期せぬ損失を生み出す可能性がある。

 

金利の大幅な変動は、当行の営業収益または収益性に悪影響を及ぼす可能性がある。

既定の期間中に当行が獲得する正味受取利息の額は、当該期間における当行の営業収益や収益性全般に重要

な影響を及ぼす。金利は、当行が管理できない多くの要素の影響を受ける。市場金利の変動は、利息収入を生む資

産について得られる金利に、支払利息が生じる負債について支払うべき金利と異なる影響を及ぼす可能性があ

る。イールド・カーブの不利な変化は、貸付業務による当行の正味受取利息を減少させる可能性がある。加えて、

満期のミスマッチや、当行の短期資金調達に関連する金利の上昇が、当行の収益性に悪影響を及ぼす可能性があ

る。

 

他の金融機関および市場参加者の健全性や行為が当行に悪影響を及ぼす可能性がある。

融資、投資およびデリバティブ取引を実施する当行の能力は、他の金融機関または市場参加者の健全性により

悪影響を受ける可能性がある。各金融サービス機関は、トレーディング、清算、取引先、融資その他の関係におい

て相関性を有している。その結果、デフォルトや、１行またはそれ以上の金融サービス機関または金融サービス

業界全体に係る風評または懸念は、市場全体の流動性問題につながり、さらなる損失またはデフォルトを生む可

能性がある。当行は、通常取引の相手である金融業界の多くの取引先（ブローカーやディーラー、商業銀行、投資

銀行、投資信託やヘッジ・ファンド、およびその他の機関投資家を含む。）に対する直接的または間接的なエク

スポージャーを有している。これらの取引の多くは、当行の取引先または顧客グループがデフォルトに陥った場

合に、当行を倒産のリスクにさらすものである。加えて、当行が保有する担保が、当行の貸出金またはデリバティ

ブ・エクスポージャーの全額を回収するのに十分な額で売却または換金できない場合、かかるリスクは悪化す

る可能性がある。

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

118/792



加えて、金融市場参加者の不正行為または不当行為は、相関性があるという金融市場の性質が原因で、金融機

関に重要な悪影響を及ぼす可能性がある。１つの例には、バーナード・マドフが行った不正行為があり、その結

果、当行を含む世界の多くの金融機関が巨額の損失または損失に対するエクスポージャーを発表した。各種訴

訟、バーナード・マドフ投資サービス（BMIS）の破産手続の過程における請求（当行に対する多くのものが係

争中である。）、ならびにBMISもしくはバーナード・マドフが支配していたその他の事業体に対する取引先もし

くは顧客の直接的、間接的な投資またはBMISからの投資収益の受領など、その他の請求形で大幅なエクスポー

ジャーが別途生じる可能性もある。

上記リスクに起因する損失が、当行の経営成績に重要な悪影響を及ぼさない保証はない。

 

当行の評判が低下すると当行の競争力が侵害される可能性がある。

金融サービス業界の熾烈な競争環境を踏まえると、財務力や誠実性に関する評判は、当行が顧客を獲得し維持

する能力を保つ上で不可欠である。当行が当行の商品やサービスを適切な方法で販促およびマーケティングで

きない場合には、当行の評判は毀損する可能性がある。また、当行が顧客基盤や事業規模を拡大する過程で、利益

相反を処理するための当行の包括的な手続および統制が、当該利益相反に適切に対処できないか、できないよう

に見える場合にも、当行の評判は毀損する可能性がある。同時に、当行に被害が及ぶような従業員、市場参加者の

不正行為または不当行為や当行の業績の低下、再表示または修正、さらには当行に不利な法的措置または規制措

置などにより、当行の評判は毀損する可能性がある。当行の評判低下により生じる可能性のある事業機会の喪失

は、当行の経営成績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。

 

当行の情報システムにおける障害またはセキュリティ違反は、事業機会の喪失やその他の損失を生む可能性が

ある。

大半の他行と同様に、BNPパリバも、通信および情報システムに大きく依存してその事業を実施している。当該

システムの欠陥もしくは障害、または当該システムにおけるセキュリティ違反は、当行の顧客関係管理、総勘定

元帳、預金、債権回収、貸出金組成システムの欠陥または障害を引き起こす可能性がある。当行は、このような欠

陥または障害が発生しないことまたは発生した場合に適切に対処できることを保証できない。数多くの企業が

最近、情報技術セキュリティへの侵入攻撃または侵害にあっており、そのうちのいくつかは、コンピューター・

ネットワークへの洗練された高度な計画的攻撃を含んでいた。不正アクセス、無効化もしくは弱体化サービスま

たは妨害情報システムに使用される技術が頻繁に変更され、またこれらは標的に対し使用されるまで認識され

にくいため、当行がこれらの技術を予測し、または効果的かつ効率的な対抗手段を直ちに実行することはできな

い可能性がある。かかる侵入またはその他の原因により、当行の情報システムに欠陥または障害が発生すると、

当行の評判、財政状態および経営成績に悪影響が及ぶ可能性がある。
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予期せぬ外部の事象は、当行の営業を妨げ、大幅な損失や追加費用を生む可能性がある。

予期せぬ事象（政情不安および社会不安、深刻な自然災害、テロリストの攻撃、その他非常事態など）は、当行

が突然の営業中断を迫られる結果につながる可能性があり、当行が保険で補償されない範囲について大幅な損

失を被る可能性がある。当該損失は、不動産、金融資産、トレーディング・ポジション、主要な従業員と関係する

場合がある。当該予期せぬ事象は、追加費用（影響を受ける従業員の再配置費用など）を発生させ、当行の費用

（特に保険料）増加にもつながる可能性がある。

 

当行は、当行が営業している各国および地域における広範囲でかつ変化し続ける規制制度を遵守しなければな

らない。

当行は、法令遵守に伴うコンプライアンス・リスク（金融サービス業界各社が遵守すべき法律、規制、行動規

範、職業的専門家の基準または提言を完全に遵守できないなどといったリスク）にさらされている。当該リスク

は、異なる国々により、複合的かつ時に多様な法的または規制上の要件が採用されることで増大している。法令

不遵守は、当行の評判および私的権利を傷付けるだけでなく、多額の罰金負担、公的な戒告、業務停止命令または

営業許可の取消し（極端な場合）につながる可能性がある。規制に基づく監視体制は強化され続けているため、

このリスクもさらに増大している。このような規制強化は、特にマネー・ロンダリング、テロ活動への資金供与

または経済制裁対象国との取引について行われている。例えば、米国の規制当局およびその他政府当局は、近年

米国財務省外国資産管理局（OFAC）による経済制裁ならびに関連する法的および規制上の要件を強化している

（この点についての詳細は、当行の連結財務書類の注8.i「偶発債務：法的手続および仲裁」を参照。）。

より一般的には、当行は、当行が営業しているあらゆる国における法律または規制の変更（下記のものを含む

が、これらに限定されない。）に伴うリスクにもさらされる。

・中央銀行や規制当局の金融政策、流動性政策、金利政策およびその他の政策の変更

・特に当社グループが営業している国の市場における投資家の決定に重要な影響を及ぼす可能性がある、政

府または規制当局の政策の全般的な変更

・金融業界に適用される規制要件（例えば、自己資本の適切な水準および流動性の枠組に関する規則など）

の全般的な変更

・財務報告および市場濫用規制を含む証券規制の全般的な変更

・税法またはその適用方法の変更

・会計基準の変更

・内部統制に関する規則および手続の変更

・資産の収用、国有化、押収や、外国資本に関する法律の変更

その範囲および影響が極めて予想し難いこれらの変更は、当行に相当の影響を及ぼす可能性があると共に、当

行の事業、財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。
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当行のリスク管理方針、手続および手法を問わず、当行が不特定のまたは予期せぬリスクにさらされ、その結果

大幅な損失を被る可能性は依然としてある。

当行は、当行のリスク管理方針、手続および評価手法の開発に莫大なリソースを割いており、今後もその状態

を継続する見込みである。それでもなお、当行のリスク管理手法や戦略は、あらゆる経済環境および市場環境に

おけるリスク・エクスポージャーまたはあらゆる種類のリスク（特に当行が特定または予想できないリスク）

の軽減において完全な効果を期待できない可能性がある。顧客の信用力を評価したり、資産の評価額を見積もっ

たりする当行の能力は、近年生じた市場の混乱の結果として、当行が使用しているモデルおよび手法が、将来の

動向の予想や、評価、仮定または見積りを効果的に行えないものとなった場合、低下する可能性がある。当行がリ

スク管理に用いている定性的なツールや指標は、観測した過去の市場の動向をベースとするものである。当行

は、この観測値に統計ツールやその他のツールを適用して、リスク・エクスポージャーを定量化している。当行

の信用エクスポージャーに内在する損失または特定の資産の評価額を見積もるために当行が用いているプロセ

スは、困難かつ主観的で複雑な判断（景気の予想や予想される景気が借手の返済能力をどの程度低下させるか、

または資産の評価額にどのような影響を及ぼすかの予想を含む。）が必要となるものであり、市場の混乱時に

は、正確な見積りを行えないものとなる可能性があり、その結果、プロセスの信頼性が低下する可能性がある。当

該ツールや指標は、例えば、当行が統計的モデル内の特定の要素を予想または正確に評価できない場合、または

当該ツールおよび指標では全く予想できない事象が発生した場合などには、将来のリスク・エクスポージャー

を予想できない可能性がある。これは、当行のリスク管理能力を制限する。このため、当行の損失が、過去の指標

が示唆するものより大幅に大きくなる可能性がある。加えて、当行の定量的なモデルは、すべてのリスクを考慮

しているわけではない。特定のリスクを管理するのに定性的なアプローチを増やすほど、アプローチが不十分な

ものとなる可能性があり、その結果、当行は予期せぬ重要な損失を被る可能性がある。

 

当行のヘッジ戦略は、損失を防止できない可能性がある。

当行の事業に付帯する各種リスクに対するエクスポージャーをヘッジするために当行が用いている各種商品

や戦略が有効でないと、当行は損失を被る可能性がある。当行の戦略の多くは、過去の取引の傾向や相関に基づ

くものである。例えば、当行がある資産をロング・ポジションで保有している場合、当該資産に付帯するリスク

は、過去においてその評価額が、当該ロング・ポジションの評価額の変動を相殺する方向に変動した実績のある

ような別の資産をショート・ポジションで保有するという方法でヘッジできる。しかしながら、当該ヘッジの効

果は部分的なもののみとなる可能性があるほか、用いている戦略では将来のすべてのリスクから当行を保護で

きない可能性や、将来のあらゆる経済市場環境におけるリスク・エクスポージャーまたは将来のあらゆる種類

のリスクの軽減において完全な効果を期待できない可能性がある。予期せぬ市場の変化も、当行のヘッジ戦略の

有効性を低下させる可能性がある。加えて、特定の非有効なヘッジに起因する損益の計上の結果、当行の計上す

る利益に追加的なボラティリティを引き起こす可能性がある。
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当行は、買収した企業の統合に苦戦し、買収により期待された利益を実現できない可能性がある。

取得した事業の統合は、長期的かつ複雑なプロセスである。統合を成功させ、シナジー効果を実現するために

は、特に、事業開発やマーケティング関連の取組みの適切な調整、主要経営陣の維持、効果的な人材募集や研修の

ための方針および情報システムやコンピュータ・システムへの適応力などが必要となる。統合作業の段階で何

らかの問題が生じると、統合費用が当初の予想を上回り、費用削減効果または営業収益が当初の予想を下回る可

能性がある。このため、当初見込んでいたシナジー効果の達成程度および実現時期は不確実となる。さらに、当行

の既存の業務を取得した業務と統合することにより、当該業務間の関係に問題が生じ、経営陣の注意が当行の事

業の他の側面に向けられなくなることにより、当行の事業や経営成績に負の影響が及ぶ可能性がある。その上、

場合によっては、企業買収に関連した紛争が、統合プロセスに悪影響を及ぼしたり、好ましくない結果（財務関

連のものを含む。）を生み出したりする可能性がある。

当行は、取得予定の企業の詳細な分析を行うが、この分析は、網羅的または包括的に実施できない場合も多い。

この結果、不良債権または貸倒債権に対する当行のエクスポージャーが増加する可能性があるため、特に、当行

が取得前に包括的なデュー・デリジェンスを行えない場合には、取得によってより高いリスクを被る可能性が

ある。

 

熾烈な競争（特に当行の事業が最も集中しているフランスでの競争）により、当行の営業収益や収益性に悪影

響が及ぶ可能性がある。

当行が、その事業の相当部分を営んでいるフランスやその他の諸国（フランス以外の欧州諸国や米国を含

む。）における、当行のすべての主要な事業分野での競争が激化している。銀行業界内での競争は、最近の金融危

機の影響により加速している金融サービス会社の統合によって激化する可能性がある。当行が、より魅力的で利

益の見込める商品やサービス・ソリューションを提供するという方法で、フランスまたはその他主要な市場に

おける競争環境に対応できない場合、当行は、主要な事業領域での市場のシェアを失ったり、業務の一部または

すべてにおいて損失を被ったりする可能性がある。加えて、当行の主要な市場における景気の低迷が、例えば価

格圧力の増加や、当行および同業他社の取引量の減少などを通じて、競争圧力に拍車をかける可能性がある。加

えて、当行と同じ自己資本規制または規制要件に従う必要がなく、その他の規制上の優遇を受けている可能性が

あり、当行より有利な条件で自社商品やサービスを提供できるような、低コスト構造を持つ新興同業他社が市場

に参入する可能性がある。さらに、最近の金融危機またはより大規模なもしくは組織的に優れた金融機関に対す

るより厳しい要件（とりわけ資本要件および業務制限）の実施に伴い、国有化された金融機関もしくは国から

の保証またはその他同等の優遇を受けている金融機関による世界各国の市場での圧力の増加が、当行のような

大規模な民間金融機関にとって不利な態様で、競争環境を歪める可能性もある。
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(2) リスク管理（監査済）

リスク管理体制

リスク管理の役割

リスク管理は銀行業務の柱である。BNPパリバでは、効率的にリスク管理が行えるように組織全体の業務手法

および手続を定めている。当社グループリスク管理部門（GRM）は、当社グループ全体のリスクの測定およびリ

スク管理全体を統括しており、すべてのプロセスが当社グループリスク管理部門によって監視されている。当社

グループリスク管理部門は当社グループの業務執行陣に直属し、コア事業、事業部門および業務地域の拘束を受

けない。当社グループ法令遵守部門（GC）は、当社グループリスク管理部門の管理下でオペレーショナル・リス

クを監視するほか、自らの常時管理義務の一環として風評リスクを監視する。当社グループリスク管理部門（業

務リスクや風評リスクについては当社グループ法令遵守部門）は通常、内部監査部が周期的に行う事後検査と

は根本的に異なる、事前の監視活動を継続的に行っている。

 

リスク管理の一般的な責任

基幹業務を行う各事業部門が、最前線のリスク管理責任を負っている。当社グループリスク管理部門は、当社

グループの信用リスク、市場リスク、流動性リスクおよび保険リスクに対する二次的な管理を継続的に行ってい

る。この役割の一環として、当社グループリスク管理部門は、事業計画の健全性および持続可能性ならびに事業

計画が業務執行陣により設定されたリスク特性の目標と全面的に合致していることを確認しなければならな

い。当社グループリスク管理部門の業務には、リスク方針に関する勧告の策定、長期的視点に立ったリスク・

ポートフォリオの分析、法人向け貸出金および取引限度の承認、監視方法の有効性および質の確保、ならびにリ

スク測定方法の定義および／または認証などがある。当社グループリスク管理部門はまた、新規事業や新商品が

有するリスクのすべてが適切に評価されるようにする責任を負っている。

当社グループ法令遵守部門は、業務リスクおよび風評リスクについて同じ責任を負う。当社グループ法令遵守

部門は、新たな商品および業務活動ならびに例外的な取引の承認プロセスを監視し、必要な報告を行うという重

要な役割を果たす。

 

リスク管理体制

対処方法

事業の展開、手法、方針および手続の展開、意思決定過程または監視および統制システムの配備のいずれにお

いて助言的役割を行うかにかかわらず、当社グループリスク管理部門は銀行業務について完全に把握していな

ければならず、また市場における制限および取引の複雑性や緊急性について認識していなければならない。
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これらの目的に沿って、当社グループリスク管理部門は、そのチームを可能な限り各事業部門および各国に近

いところに配置する一方で、これらのチームを当社グループリスク管理部門の独占的かつ直接的な権限の下に

置き、機動力と統率力を持たせることによりその独立性を保護している。したがって、当社グループリスク管理

部門は、組織における活動の主要中心部に配置され、コア事業、事業部門の長または業務地域の長のいずれにも

属しないチームによってサポートされている。しかしながら、当社グループリスク管理部門の監視は間接的にも

行われる可能性があり、リスク管理の機能は、実効性という点において従属的な関係が望ましくない場合（例え

ば、リスクが多岐に渡りまたは非常に限定された状況で、この状況がリスクの程度という点で許容範囲にある場

合）には、コア事業および当社グループリスク管理部門の間の連帯関係を通じて行われる可能性がある。

 

最高リスク管理責任者の役割

当社グループの最高リスク管理責任者は、最高経営責任者に属し、BNPパリバの業務執行委員会の一員である。

最高リスク管理責任者は、すべての当社グループリスク管理部門の従業員の管理者権限を有しており、当社グ

ループにより行われたリスク関連の決定を拒否することができ、また権限という点ではコア事業、事業部門およ

び業務地域の長とは関係を有していない。かかる位置付けは、以下の目的に適っている。

・商業的利益への関与を取り除くことにより、リスク統制の目標を確実にすること

・上級管理者が確実にリスクの悪化についての警告を受け、リスクの状態に係る客観的かつ包括的な情報を

迅速に提供されるようにすること

・当行全体にわたる高いリスク管理水準の統一された普及および最善の慣行の実施を可能にすること

・リスク評価方法およびリスク評価手続につき、海外の競合他社によって実施されている最善の慣行を考慮

して、かかる方法および手続を評価し、強化することを担っている専門的なリスク管理者を招聘することに

より、これらの質を保証すること
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リスク委員会
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リスク文化

当社グループの中核的な基本的原則の１つ

BNPパリバ・グループは、健全なリスク文化を有している。

基幹業務を行う各事業部門が最前線のリスク管理責任を負っている。これらは、従業員間にリスク意識を発展

させ、現在のリスク動向および将来生じる可能性のあるリスク動向の両方について十分に認識し、理解すること

を期待されている。

業務執行陣は、以下の２つの主要な企業文化に関する文書にリスク文化を含めることを選択した。

 

・責任憲章

2012年、業務執行陣は、当社グループの基本理念、経営原則および行動規範に端を発した４つの強力なコミッ

トメントに基づき、正式な責任憲章を策定した。この４つの約定のうちの１つは、「綿密なリスク管理を確保す

る一方で、リスクに備えること」である。

経済的融資を行い、計画を支援し、通貨エクスポージャーまたは金利エクスポージャーの管理において顧客を

援助することは、すべてがある程度のリスクを受け入れていることを意味している。BNPパリバの大きな強みの

うちの１つは、まさにこのリスク管理における専門知識である。

当社グループは、厳しいリスク管理は、その顧客だけでなく金融制度全体に対する明確な責任であると考えて

いる。当行が行ったコミットメントに係る決定は、当社グループのすべてのレベルにわたって存在する共有され

た健全なリスク文化に基づき、厳格な協調的プロセスを経た後に下された。これは、貸付業務より生じる信用リ

スク（この場合、借手のポジションおよび融資が行われる予定の計画についての詳細な分析が行われた後にの

み貸付が許可される。）および顧客との取引により生じた市場リスク（かかる市場リスクは、日々評価され、ス

トレス・シナリオに対するテストが行われ、限度額制度によって管理されている。）の両方について当てはまる

ことである。

地理的にも事業活動においても非常に多様化された当社グループとして、BNPパリバはリスクとその結果が目

に見える形になり次第、これらの均衡を図ることができる。当社グループは、１つの事業分野で生じた問題に

よって当行の他の事業活動が危機にさらされることがないように組織および運営されている。

 

・管理原則

当社グループの４つの主要な管理原則のうちの１つは、リスク文化の重要性を強調する「リスクに対する意

識のある企業家精神」である。

リスクに対する意識のある企業家精神とは、以下を意味する。

・全面的に説明責任を負うこと

・当社グループとその顧客の世界的な利益に適うために、他の事業体と互いに依存し協力し合いながら行動

すること

・当行の責任範囲に係るリスクについて常に意識していること

・当行の社員が同じように行動するための権限を与えること

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

126/792



リスク文化の拡大

徹底したリスク管理は、当行の構成における不可欠な要素である。リスク管理およびリスク統制の文化は、常

に当行の最優先事項の１つであった。

当社グループは、過去数年間にわたるその目覚しい成長および現在の危機的風潮を受け、この文化のさらなる

拡大を目指して努力している。2010年５月に、BNPパリバは、そのリスク管理文化を拡大し促進するために、当社

グループのイニシアティブの枠を超えたリスク・アカデミーを立ち上げた。

リスク・アカデミーは、すべての事業部門および職務に関与するもので、当行の業務執行委員会により支援さ

れ、開かれたグループ全体にわたる挑戦的事業である。これは、すべての職員の利益を目的として考案され、漸進

的な参加型の体制として組織されており、その主要な目的は以下のとおりである。

・当社グループにおけるリスク文化の強化および拡大を支援する。

・リスク管理の分野における訓練および専門的能力の開発を促進する。

・当行のリスク管理のコミュニティーを運営する。

リスク・アカデミーはその結果、単一の傘下で以下の商品およびサービスを提供している。

・リスク・アカデミーの基盤となる主題を構成し、健全なリスク管理慣行を推奨する基本原理である中核的

リスク慣行

・当行によって管理される様々なリスクの手引きとなる、オンライン研修によるリスク認識モジュール

・リスク関連業務に携わる従業員向けのリスク訓練の一覧

・リスク管理についての知識を共有する手助けとなる文書のオンライン図書館

・当社グループの主要会場において実施された、BNPパリバのリスク専門家による対話式の発表

最後に、リスク文化は、実績に対する補償とリスクを関連付けることにより当社グループ全体に拡大してい

る。

 

リスク特性

定義および目的

リスク特性の方針は、BNPパリバが目指す中期から長期のリスク特性の明確化を目的としている。これは業務

執行陣によって検討され、取締役会によって認証される。

この方針は、定められた限度の中でリスク負担の指針となるべく当社グループによって広く用いられるすべ

てのリスク管理手段、処理過程の原則および指針を、単一の一貫性のあるシステムに統合したものである。

この方針は、当社グループ・レベルにおけるシステムの大綱を規定しており、より細部にわたる事業体特有の

レベルで、目標となるリスク特性を設定するための基礎として用いられる。
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原則

リスク特性の原則は、当社グループが事業活動において受け入れる態勢のあるリスクの種類を明確にするこ

とを目的としている。これらは時間と共に安定することを意図されている。

これらの原則は以下のとおりである。

・リスク調整されたリターンおよび収益の変動性

・自己資本

・資金調達および流動性

・リスク集中度

・保険業務

・定量化できないリスク

これらの原則は、リスク戦略委員会によって行われた決定から生じる定性的なガイドラインにより完成する。

これらはリスク特性の方針における不可欠な要素として考えられるべきである。

・ポートフォリオの決定

・取引先に関する決定

・新商品または事業活動に係る決定

・横断的な方針

 

統治

当社グループのリスク特性の方針に沿って、業務執行陣はリスク、資本および流動性という３つの重要な側面

に基づく主要なガイドラインについて、当社グループの業務執行委員会に属する以下の委員会を通じて責任を

負っている。

・リスク管理委員会

・資本委員会

・資産・負債管理委員会

・流動性委員会

目標とするリスク特性、すなわちリスク特性の原則およびガイドラインの当行の事業活動およびリスク負担

への変換は、以下の２つの補完的で、かつ相互に関連したプロセスを通じて広められ、展開されている。

・戦略計画および予算過程

・業務執行陣の指導および決定を関連する職員に広く伝えることができるような、リスク負担プロセス（例

えば、戦略的リスク討議会）

 

リスク特性指標の監視

業務執行陣は、当社グループの実際のリスク特性を、目標とするリスク特性と定量的に比較するために、リス

ク特性の方針を一連の指標および限度に変換している（以下「リスク特性指標」という。）。これらの指標は四

半期毎にリスク管理表示において監視される。
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リスク・カテゴリー

BNPパリバが報告するリスク・カテゴリーは、手法の発達や規制要件に従って変更される。

BNPパリバは、以下に記載されるすべてのリスク・カテゴリーを管理している。しかしながら、風評リスクや戦

略リスクは株価変動をもたらす可能性のあるリスクで、株主が直接負担することとなるため、当行の自己資本で

は保護できないことから、当該リスクに備えるために必要な自己資本は特定されていない。

このため風評リスクは、その他のリスクに付随して発生するリスクであり、市場の風評により株価変動がもた

らされることを別にすれば、その影響はその他のリスク・カテゴリーについて生じる見積損失に含まれる。

同様に、当行が発表する戦略的決定に起因する戦略リスク（株価変動を引き起こす可能性がある。）は、最高

レベルのガバナンスに係る問題であり、株主が責任を負う。

BIS規制（自己資本の測定と基準に関する国際的統一化）に基づく規制上の定義の導入については、「３ (2)

銀行勘定における証券化」および本項「４ 事業等のリスク」の「(3) 信用リスク」から「(5) 市場リスク」

までおよび「(8) 業務リスク」に記載されている。

 

信用リスク

信用リスクとは、銀行借主または取引先が取り決められた条件に従った債務を履行することができない可能

性をいう。デフォルト確率や、デフォルト時における貸出金または債権の回収予想額は、信用の質の評価におけ

る主要な評価要素である。

 

取引先リスク

取引先リスクは、市場取引、投資取引および／または支払取引に内在する信用リスクが変換されたものであ

る。これらの取引は、相手方が直面しているデフォルト・リスクに当行がさらされる可能性のあるような二当事

者間契約（すなわち店頭取引（OTC））を含む。このリスクの金額（以下「エクスポージャー」という。）は、関

連市場取引の価値に影響を与える市場パラメーターに連動して、時間と共に変動する場合がある。

 

証券化

証券化は、エクスポージャーまたはエクスポージャーのプールに関連する信用リスクを各トランシェに分別

するための取引またはスキームであり、以下の特徴を有している。

・リスクの重大な移転が生じる。

・この取引またはスキームにおける支払は、エクスポージャーまたはエクスポージャーのプールのパフォー

マンスに応じて行われる。

・各トランシェの優先劣後関係が、かかる取引またはスキームのリスク移転の進行中における損失の分配額

を決定する。

その結果、証券化の実施に供与したコミットメント（デリバティブおよび流動性ラインを含む。）は、証券化

エクスポージャーとして取り扱われなければならない。
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市場リスク

市場リスクは、市場価格または市場パラメーター（直接観測可能なものか否かを問わない。）の不利な動向に

より損失が生じるリスクである。

観測可能な市場パラメーターは、為替レート、有価証券や商品の価格（上場市場での価格であるか、類似資産

を参照することで得られる価格であるかを問わない。）、デリバティブの価格、その他物品の価格、およびこれら

のパラメーターから直接推測できるその他のパラメーター（金利、信用スプレッド、ボラティリティ、インプラ

イド相関、またはその他類似のパラメーターなど）を含むが、これらのみには限定されない。

観測不能な要素は、業務上の仮定（各モデルに含まれるパラメーターなど）に基づく要素か、統計的または経

済的分析に基づく要素で、市場の情報によりその裏付けが取れない要素である。

流動性は、市場リスクの重要な要素である。流動性が制限されるか失われた状況では、商品または物品の取引

または見積価額での取引が不能になる可能性がある。流動性は、例えば、特定の資産の取引量が少ない、特定の資

産に適用される法的制限がある、特定の資産に係る需給バランスが大幅に崩れているなどの理由で、制限された

り失われたりする可能性がある。

銀行業務に関連する市場リスクは、株式保有に伴う損失リスクと、銀行仲介業務から生じる金利リスクおよび

為替リスクを含む。第１の柱に基づくリスク加重資産の計算は、株式リスクと為替リスクについてのみ行う必要

がある。金利リスクは第２の柱に関連するリスクである。

 

業務リスク

業務リスクは、不適切なもしくは機能不全の内部プロセスまたは外部事象（意図的な事象、事故、自然発生事

象のいずれであるかを問わない。）により損失が生じるリスクである。業務リスクは、「原因－事象－影響」の

一連の分析結果に基づき管理される。

業務リスクを生み出す内部プロセスには、従業員および／またはITシステムが関与している可能性がある。外

部事象は、洪水、火災、地震、テロリストの攻撃を含むが、これらのみには限定されない。信用事象または市場事象

（デフォルトまたは価額変動など）は、業務リスクの範囲に含まれない。

業務リスクは、人材リスク、法務リスク、税務リスク、情報システム・リスク、誤処理リスクなどや、公開財務情

報に関連するリスク、また風評リスクおよびコンプライアンス・リスクに起因する財務上の影響を含む。
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コンプライアンス・リスクおよび風評リスク

フランスの規則によれば、コンプライアンス・リスクは、銀行業務やファイナンス業務に適用されるあらゆる

法律、規制、行動規範、良好な実務に関する基準（特に監督機関発行の指針適用に関する特定の執行機関の指示

を含む。）を遵守しなかったために、銀行が、深刻な財務的損失を被ると共に、法的制裁、行政処分または懲戒処

分を受けるリスクをいう。

当該定義によれば、このリスクは、業務リスクのサブカテゴリーに属する。しかしながら、コンプライアンス・

リスクの中には、純粋に財務的損失のみをもたらすのみならず、当該機関の評判を実際に損なわせる可能性のあ

るものが含まれるため、当行は、コンプライアンス・リスクを個別に管理している。

風評リスクは、会社が日々の業務を遂行する上で不可欠な、当該会社の顧客、取引先、仕入先、従業員、株主、監

督当局、およびその他利害関係者による当該会社に対する信頼を損なわせるようなリスクをいう。

風評リスクは、主に当行がさらされているその他のあらゆるリスクに付随して発生する。
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リスク定義に関する追加情報

現存する多くの資料に、銀行業務リスクの分類について記載されており、業界規則において広く一

般に受け入れられている定義が存在しているが、銀行がさらされるすべてのリスクについて包括的に

説明したものは依然として存在しない。それでも、リスクの性質や相関の正確な理解に向けた取組み

は大いに前進している。リスクの相関関係はまだ定量化されていないが、グローバル・ストレス・シ

ナリオにより把握される。以下は、当社グループが最近策定した概念の見直しに関するコメントであ

る。

 

・市場リスクおよび信用リスク／取引先リスク

トレーディング勘定のフィクスト・インカムにおいては、クレジット商品は、金利または外国為替

相場と同様の市場パラメーターである、債券の利回りや信用スプレッドに基づき評価される。このた

め、負債商品の発行体において生じる信用リスクは、発行体リスクとして知られる市場リスクの要素

である。

発行体リスクは取引先リスクとは異なるリスクである。クレジット・デリバティブにおける発行体

リスクは、原資産に係る信用リスクに相当するが、取引先リスクは、デリバティブ契約を結んだ第三者

に係る信用リスクに相当する。取引先リスクは信用リスクである一方、発行体リスクは市場リスクの

要素である。

 

・業務リスク、信用リスクおよび市場リスク

業務リスクは、貸出金のオリジネーションや市場リスクを伴う取引から取引実行やリスク監視に至

る、あらゆる種類の内部プロセスが適切でないか機能不全なことにより生じる。

しかしながら、遵守すべき規則および規制に従った者が下す決定については、例え判断の誤りを含

む決定であっても、業務リスクとはみなされない。

残存リスク（信用リスク削減手法の効果が予想より低いというリスクとして内部統制規則に定義

されているリスク）は、業務上の問題点に由来するものとみなされるため、業務リスクの要素である。
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集中リスク

集中リスクや、それに随伴する分散効果は、対応するリスク・モデルにより考慮される相関パラメーターを用

いて、各リスク（特に信用リスク、市場リスク、業務リスク）内に組み込まれる。

このリスクは、当社の連結グループ・レベルと金融コングロマリット・レベルで評価される。

 

資産・負債管理（ALM）リスク

資産・負債管理リスクは、資産と負債の間での、金利、満期または特性のミスマッチにより損失が生じるリス

クである。銀行業務においては、資産・負債管理リスクは、非トレーディング・ポートフォリオ内で生じる、主に

グローバル金利リスクと関係のあるリスクである。保険業務においては、資産・負債管理リスクは、一般保険

ファンドが保有している株式やその他の資産（特に不動産）の価額変動に起因するミスマッチに伴うリスクも

含む。

 

損益分岐点割れリスク

損益分岐点割れリスクとは、営業収益の減少につながるような経済環境の変化と不十分な費用の弾力性によ

り、営業損失が生じるリスクをいう。

 

戦略リスク

戦略リスクは、当行の戦略的決定が原因で当行の株価が下がるリスクをいう。

 

流動性リスクおよびリファイナンス・リスク

流動性リスクおよびリファイナンス・リスクは、当行が、既定の場所および通貨で、許容可能な価格により債

務を履行できなくなるリスクである。

 

保険引受リスク

保険引受リスクは、保険金請求の不利な動向により財務的損失を被るリスクに対応する。このリスクは、保険

事業の種類（生命保険事業、個人向けリスク保険事業、年金保険事業）によって、統計的であったり、マクロ経済

的であったり、もしくは人間行動的であったりし、または公衆衛生問題もしくは自然災害と関係している。この

リスクは、財務リスクが主たるリスクである生命保険事業においては、リスクの主要因ではない。
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リスクの要約

BNPパリバ・グループが監視しているリスク

 

当社グループの自己資本に
影響を及ぼすリスク

当社グループの
評価（株価）に
影響を

及ぼす可能性の
あるリスク

第１の柱 ICAAP(注５)（第２の柱）
BNPパリバが
特定した追
加リスク

対象
リスク

測定方法およ
び管理方法
(注４)

対象
リスク

測定および管理方法
(注４)

信用リスク  ? バーゼル2.5 ? バーゼル2.5  

取引先リスク  ? バーゼル2.5 ? バーゼル2.5  

証券化  ? バーゼル2.5 ? バーゼル2.5  

市場リスク  ? バーゼル2.5 ? バーゼル2.5  

株式リスク  ? バーゼル2.5 ? バーゼル2.5  

業務リスク  ? バーゼル2.5 ? バーゼル2.5  

集中リスク(注１)    ? 内部モデル  

資産・負債管理リスク(注２)   ? 内部モデル  

損益分岐点割れリスク    ? 内部モデル  

 戦略リスク   ? 手続  

流動性リスクおよびリファイ
ナンス・リスク

   ?
定量的および定性的方
法：ストレス・テスト

 

 風評リスク   ? 手続  

保険リスク(注３)
（保険引受リスクを含む。）

    内部モデル ?

(注１)　BNPパリバにおいては、集中リスクは信用リスク内で管理される。

(注２)　資産・負債管理リスクは、銀行監督当局がグローバル金利リスクと呼ぶリスクの分類に入る。

(注３)　保険リスクは、銀行業務の範囲に含まれない。保険事業は、市場リスク、業務リスクおよび保険引受リスクにさらされて

いる。

(注４)　2007年２月20日付法令（改正版）によりフランス法に設定されたCRD３により、証券化リスクおよび市場リスクに係る

バーゼル2.5の規制が実施されている。CRD３により導入された修正は、該当する項に記載されている。その他のリスク

の種類に係る測定方法については変更されていない。

(注５)　自己資本充実度に関する内部評価プロセス。
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ストレス・テスト

全体構造

動的なリスク監視およびリスク管理を確実に行うために、当社グループは欧州銀行監督機構（EBA）により

2010年に公布された指針に沿って、包括的なストレス・テスト制度を以下のとおり実施した。

 

ストレス・テスト制度

ストレス・テストは、リスク管理システムの不可欠な要素であり、主に当社グループおよびその主要なグルー

プ会社のICAAPを通じて、将来を見通したリスク管理、資本計画および規制要件という３つの主要な分野におい

て利用されている。

・将来を見通したリスク管理：トップダウン・アプローチを利用して実施されたストレス・テストの結果

は、当行のリスク特性を構築するために利用され、四半期毎の当社グループのリスク表示を通じて、取締役

会の内部統制・リスク管理・法令遵守委員会を含む当社グループの業務執行陣に対して定期的に提出され

る。さらに、必要な場合は、当社グループのポートフォリオ内の脆弱性の範囲を識別し、査定するために、リ

スク政策委員会または国家戦略委員会の中で、臨時のストレス・テストが実施される。

・予算および資本計画：ストレス・テストは予算プロセスの一環として毎年実施され、ICAAPに含まれる。こ

れらの計画は、当行の資本および収益に対する影響についての総観的見解を示すために、ボトムアップ・ア

プローチに従い、当社グループ・レベルで統合される前に、事業部門レベルで見直される。

・規制要件または要求：主としてEBA、IMFまたはその他の監督機関（注１）からの臨時の要求

この制度は、（運営の統合および関連性を奨励するための）運営組織と当社グループの財務部、リスク管理部

および資産・負債管理部の間の責任を明確に区分し、全体的な一貫性を確保する確立された統治枠組を有して

いる。

ストレス・テストの手法（感応度分析またはマクロ経済的シナリオに基づく分析）は、リスクの主要カテゴ

リーに合うよう調整され、当社グループリスク管理部門による独立した見直しを受ける。

ストレス・テストは、一つまたは複数のリスクの種類に基づき、また期待された目標に応じてより多くのまた

はより少ない数の変数に基づき、当社グループ・レベル、事業部門レベルまたはポートフォリオ・レベルで行う

ことができる。必要に応じて、定量モデルの結果は、専門家の判断に基づき調整される場合がある。

利用されたシナリオ、ストレス・テストの結果および推奨された是正措置（下位セグメントに対するエクス

ポージャーの軽減、融資方針または流動性政策の修正等）は、当社グループリスク管理部門および／または業務

執行陣によって見直される。
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その導入以降、当社グループのストレス・テスト制度は、ストレス・テストにおける最新の進展を一体化する

ために、当社グループの管理手続における手法または改善された運営上の統合といういずれの点においても、絶

えず発展し続けてきた。以下に示される予算のストレス・テストは、実例として挙げられたものである。

 

（注１）http://www.acp.banque-france.fr/uploads/media/201301-stress-tests-systeme-bancaire-et-organismes-assu

rance-en-france.pdf

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr12341.pdf

 

予算ストレス・テスト：当社グループリスク管理部門、財務部および資産・負債管理部の共同のアプローチ

予算過程におけるストレス・テストの目的は、不利なマクロ経済のシナリオの当社グループおよびその事業

に対する影響を評価することである。ストレス・テストは、中核的な経済シナリオに基づき年間予算過程と平行

して行われる。

不利なシナリオの影響は以下を通じて測定される。

・損益計算書（収益およびリスク費用）

・リスク加重資産

・株式

・流動性および資金調達の需要

ストレス・テストの実施によって予測される最終結果は、当社グループのストレスを受けたソルベンシー比

率および予想される調整措置であり、これらは事業毎にまたは当社グループの中心的レベルで決定される可能

性がある。

ストレス・テストの準備および運営には、資本に専念する財務部の部署と連携する部門／運営会社および事

業部門、資産・負債管理部および当社グループリスク管理部門といった複数のチームが携わっている。
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ストレス・テストのシナリオの定義

関連性と一貫性をより深め、より十分に準備されたシナリオに依拠するために、分析には関連があると考えら

れる少数の国際的なシナリオ（１つの中核的なシナリオおよび１つまたは時として２つの代替シナリオ）が用

いられる。

分析の開始点は、現行年度に加えて２年間先までを見通した将来の経済状況について記載した「国際的な中

核経済シナリオ」である。2012年において、国際的なシナリオは、アメリカ合衆国、フランス、イタリアおよびベ

ルギーを含むいくつかの一貫した地域的シナリオを統合した。それぞれの地域的なシナリオは、すべての地域的

なシナリオに共通する、経済的または財務的変数（注１）に石油価格およびユーロと米ドル間の為替レートを

加えたものにより記録されている。計画は四半期毎に作成される。当社グループの経済調査部が、資産・負債管

理および株式デリバティブの事業部門に関連して中核シナリオを精巧に策定し、これに基づき当社グループリ

スク管理部門がストレス・シナリオを設計する。

ここで重要なのは、これらの経済的および財務的変数が当社グループの（１年間のみにわたる）予算シナリ

オを設計するためにも用いられていることに留意することである。この一連の変数は、２つの主要な当社グルー

プのプロセス、すなわちリスク管理および財務管理の収束を確保するための重要な点となっている。

予算シナリオはゼネラル・マネジメントによって検証される。

このシナリオはその後、すべての当社グループのポートフォリオについて年間にわたって予想損失（市場リ

スクの場合は損益計算書上の影響）を計算するために用いられる。

・信用リスクまたは取引先リスクにさらされたポートフォリオおよび銀行勘定の株式ポートフォリオについ

ては、この計算では債務不履行事由または株価の不利な動向によるリスク費用に対するシナリオの影響を

測定する。

・市場ポートフォリオについては、価値の変動および損益計算書上の影響はシナリオ全体と一致した一度限

りのショックをシミュレーションすることにより計算される。

上記の信用リスクおよび市場リスクに係るストレス・テストの計算およびこれに関連する手法は、当社グ

ループリスク管理部門チームによって当社グループ・レベルで中心的に統合される。これらはまた、その実施に

も携わっており、当社グループおよび領域のレベルで様々な専門家チームを設計する。

 

（注１）経済的および財務的変数は、GDPおよびその要素（消費者支出、投資等）、価格指数、失業率、３ヶ月間の金利および

10年国債の利回りである。
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(3) 信用リスク

信用リスクに対するエクスポージャー（監査済）

以下の表は、信用リスクにさらされるBNPパリバ・グループのすべての金融資産（固定利付証券を含む。）を

示している。信用リスク・エクスポージャーは、当社グループが貸出業務に関連して取得した担保およびその他

の保全策や信用補完の購入を考慮に入れていない。このエクスポージャーは、貸借対照表に計上されている再評

価前の金融資産の帳簿価額に基づくものである。

 

バーゼルに基づく資産クラス別およびアプローチ別の信用リスク(注１)に対するエクスポージャー

 

 
2012年12月31日現在 2011年12月31日現在 変動

 

 

（単位：百万ユーロ）

IRB

アプ

ローチ

標準的

アプ

ローチ

合計

2012年度

エクス

ポー

ジャー平

均

IRB

アプ

ローチ

標準的

アプ

ローチ

合計

2011年度

エクス

ポー

ジャー平

均

合計

エクス

ポー

ジャー平

均

中央政府および中央銀行 177,61218,825196,437186,526155,60521,011176,616185,29819,8211,228

法人 360,242154,986515,228540,804406,617159,762566,379583,601(51,151)(42,797)

金融機関(注２) 61,81426,76588,57998,09280,57527,031107,606117,463(19,027)(19,371)

リテール 195,891166,865362,756367,990199,570173,654373,224373,769(10,469)(5,779)

その他の非債権資産

(注３)
333120,467120,800119,408134117,882118,016103,7352,78415,673

エクスポージャー合計 795,892487,9081,283,8001,312,820842,501499,3401,341,8411,363,866(58,041)(51,046)

(注１)　証券化については、「３ (2) 銀行勘定における証券化」に詳述されている。

(注２)　金融機関の資産クラスは、金融機関や投資会社（他国で認識されているものを含む。）で構成される。このクラスは、中

央政府として取り扱われない地域および地方の機関、公共機関および多国籍開発銀行に対する一部エクスポージャー

を含む。

(注３)　その他の非債権資産は、有形固定資産、未収収益、債権／債務および残存価値を含む。

 

2012年12月31日現在におけるプルデンシャル・バランスシート（「３ (1) 資本管理および自己資本」内の

表「金融機関の10％超の株式を保有している事業体」を参照。）において、信用リスク・エクスポージャーは、

減損控除後の金額である、中央銀行預金（103十億ユーロ）、顧客貸出金（630十億ユーロ）、金融機関貸出金

（39十億ユーロ）、売却可能資産（113十億ユーロ）、満期保有目的金融資産（0.4十億ユーロ）、純損益を通じ

て公正価値で測定する資産（２十億ユーロ）、金利リスク・ヘッジ・ポートフォリオの再測定による調整額

（６十億ユーロ）、有形固定資産および投資不動産（18十億ユーロ）、未収金、前払金その他の資産（93十億

ユーロ）、当期および繰延税金資産（９十億ユーロ）ならびに供与した融資および保証のコミットメント（買

戻契約対象物を除く。）（305十億ユーロ）を含む。
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かかるプルデンシャル・バランスシートは、減損控除後の金額である。減損調整（売却可能として分類された

変動利付資産の３十億ユーロを含む31十億ユーロ増）が行われると、信用リスク以外のリスク・エクスポー

ジャー（証券化リスク、取引先リスクおよび市場リスク）、再評価およびその他項目（マイナス65十億ユーロ）

等が自己資金から差し引かれ、これらの金額により、信用リスク・エクスポージャーが1,284十億ユーロと算出

される。

以下、本項において、信用リスク・エクスポージャーには、その他の非債権資産（債権／債務、有形固定資産お

よび残存価値）は含まれない。

 

2012年度における信用リスク・エクスポージャーの動向

当社グループの信用リスク・エクスポージャーの総額は、2012年度から58十億ユーロ（その他の非債権資産

を除くと61十億ユーロ）減少した。かかる減少は、主として流動性およびソルベンシーに係る新バーゼル３要件

に向けて、2011年９月から2012年９月において、当社グループが取り組んだ適応計画後における、法人および金

融機関に対するエクスポージャーに関連している。

法人に対するエクスポージャーは51十億ユーロ減少したが、これは主として、コーポレート・バンキング事業

および投資銀行事業によるコーポレート・バンキング業務の適応計画（コーポレート・バンキング事業および

投資銀行事業全体で45十億ユーロ）に起因するものである。リテールの顧客に対するエクスポージャーは10十

億ユーロ減少したが、これは主としてパーソナル・ファイナンス（９十億ユーロ）においてである。これと並行

して、中央政府に対するエクスポージャーは、中央銀行預金の増加により20十億ユーロ増加したが、ソブリン債

の減少により相殺された。

 

リスク加重資産の算出に用いるアプローチ

BNPパリバは、バーゼル２に基づき許可された最も先進的なアプローチを選択している。EU指令およびフラン

スにおける施行法に従い、2007年にフランス銀行監督当局（金融健全性規制監督機構）は、当社グループに対

し、2008年１月１日以降の当社グループの資本要件を計算するため、内部モデルを使用することを承認した。こ

れらの手法を用いるかは、条件の進展および展開次第である。当社グループは、フランス監督当局の監視の下、そ

れらの条件を遵守することを確約した。買収以前、フォルティス・グループはベルギーの銀行業務および保険監

督当局であるベルギー国立銀行により、規制資本要件を計算するための最も先進的なアプローチを使用するこ

とを認めれらている。BNPパリバ・フォルティスおよびBGL BNPパリバの下位グループならびにBNPパリバの内部

格付方針およびシステムは、それぞれ、当社グループ全体で採用している一貫した方法に集中する。この目的の

ために行われている検討により、２つのそれぞれの範囲において構築された概念の適合性が示され、重要な相手

方の格付との調和が可能となった。しかしながら、モデルの変更は、まだ完全には完了していない。共通の手法の

承認のため、いくつかの申請が金融健全性規制監督機構に提出されている。2012年12月31日現在、収束しない範

囲についてフランス、ベルギーまたはルクセンブルクの監督当局が承認した手法に基づくアプローチが実行さ

れている。
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信用リスク（その他の債権以外の資産を除く。）では、IRBアプローチを用いたエクスポージャーは、2011年12

月31日現在における69％と比較して、2012年12月31日現在では68％であった。この重要な範囲は特に、コーポ

レート・バンキング事業および投資銀行事業（CIB）、フランス国内のリテール・バンキング（FRB）事業、BNP

パリバ・パーソナル・ファイナンス事業の一部（セテレム）ならびにBNPパリバ・セキュリティーズ・サービ

シズ（BP2S）、サブグループであるBNPパリバ・フォルティスおよびBGL BNPパリバの事業体を含む。BNLによる

IRBアプローチへの移行については、現在、イタリア銀行の承認手続が進められている。ただし、バンクウェスト

等のいくつかの事業体は、IRBアプローチの範囲から一時的に除外されている。新興国の子会社等、その他のより

小規模な事業体は、当社グループの先進的な手法を後期のみにおいて採用する。

 

アプローチ別の信用リスクに対するエクスポージャー（注１）

2012年12月31日現在

 

 

2011年12月31日現在

 

 

(注１)　その他の債権以外の資産および証券化を除く。

 

信用リスク管理方針（監査済）

全般的な与信方針、与信管理および引当金計上手続

当行の貸出業務は、最高経営責任者が議長を務めるリスク委員会が承認するグローバル与信方針に従ってい

る。当該方針は、当社グループの倫理基準の遵守、責任の明確な定義、手続の存在および実施ならびにリスクの徹

底的分析に関連した基本方針を基盤としている。当該方針は、事業や取引先毎に調整した個別の方針に展開され

る。
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意思決定手続－コーポレート

与信枠に関する体制は確立されており、貸付決定はすべて当社グループリスク管理部門の正式なメンバーの

承認を受けなければならない。承認の署名をすることまたは信用委員会の正式会議の議事録で残すこと等の方

式で、書面による承認の証拠が体系的に保管される。与信枠は事業グループ毎のコミットメント総額に対応して

おり、内部信用格付や関係する事業の特質により異なる。銀行向け貸出金、ソブリン向け貸出金および特定の業

界の顧客向け貸出金などの、特定の種類の貸出金については、固有の承認手続を経ると共に、業界の専門家また

は指定専門家が承認する必要もある。リテール・バンキング業務では、意思決定に統計を活用し、手続を簡素化

している。

貸付申請は、当行のグローバル与信方針および個別の方針に従わなければならず、いかなる場合も適用される

法規および規則を遵守しなければならない。特にBNPパリバはすべての契約が締結される前に、借手の公表され

ている開発計画を徹底的に見直して、当行が借手の事業のすべての構造的特徴に精通し、適切な監視が可能であ

ることを確認する。

最高業務責任者のうちの１名または当社グループリスク管理部門の部長が議長を務める当社グループ信用委

員会があらゆる信用・取引先リスクに関して最終意思決定権限を有する。

 

意思決定手続－リテール

リテール・バンキングのエクスポージャーのための意思決定体制は、事業の顧客に対するビジネス・セン

ターのマネジャーの権限を超えるあらゆるコミットメントおよび当社グループのフランス国内のリテール・バ

ンキングの支店長の権限を超える大口リテール・コミットメントに関し、地域リスク担当役員がフランス国内

のリテール・バンキングの支店網の担当役員（またはその代理）と共同で決定を行う際に依拠する与信枠に関

する体制に基づいている。彼らには拒否権が付与されており、次の段階の権限を有する者に上申することが可能

である。

貸出手続における事後統制に関し、当社グループリスク管理部門は、以下について責任を負う。

・リテール・バンキングのレベルでのみ承認された取引および手続の遵守に対する事後統制

・支店網の信用リスクの監視

 

監視手続およびポートフォリオ管理手続

エクスポージャーの監視

包括的なリスク監視システムは、融資コミットメントが貸付承認を遵守していること、信用リスク報告データ

が信頼できること、かつ当行が負担するリスクが効果的に監視されることを確認する責任を負う管理ユニット

を中心として構成されている。信用リスクの増大を早期に警告するため、日次の例外報告が行われ、各種の予測

手段が使用される。通常、与信枠の体制を考慮した様々なレベルの監視が、当社グループリスク管理部門の監督

の下で、当社グループ当社グループ不良債権および監視リスト委員会に至るまで実施される。この委員会は、定

期的に所定の基準値を超えるすべての貸出金を検査し、該当貸出金について、該当事業部門からの提言をもと

に、当社グループリスク管理部門の承認を経て計上または戻入する減損損失の額を決定する。加えてこの委員会

は、四半期毎に、慎重に検討すべき貸出金または不良貸出金の見直しも行う。
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集団的ポートフォリオ管理および監視

個別のエクスポージャーの選別および慎重な評価は、事業部門、国、業界および事業／商品に関し、より総体的

なポートフォリオのレベルに基づく報告システムにより支えられている。

借手、業界および国別のリスク集中を含む集団的ポートフォリオ管理方針は、かかる報告システムに基づいて

おり、当社グループのリスク委員会が、すべての提示された報告および分析を検討する。

１）国別のリスクの集中に関しては、カントリー・リスクの限度枠が、各国について権限の範囲内で適切な水

準に定められている。業種上、最も経済活動が活発な地域で事業を展開することとなる当社グループは、

その政治的および経済的基盤が弱いまたは経済状態が傾いていると認識されている国に、リスクが過度

に集中しないよう努力している。

２）取引先別ポートフォリオに伴うリスクの分散状況は、特に個々のリスク集中に関する当社グループの方

針に従って定期的に監視される。リスク集中率も、各受益者（注１）に係るエクスポージャーの総額が、

当社グループの連結株主資本（純額）の25％を超えていないことを保証している。BNPパリバにおける集

中は、大口エクスポージャーに関する欧州指令に定められている集中限度を大幅に下回っている。

３）業界別のエクスポージャーの内訳も、慎重かつ定期的に監視される。これは、当行のエクスポージャーを

動態的に管理するための将来の見通しに関する分析により補完される。この分析は、自らが把握している

業界の動向に関する意見を述べ、その主要な構成要素が直面するリスクの根本的な要因を特定する、独立

した業界専門家の深い知識に基づくものである。このプロセスは、当社グループのエクスポージャーに対

する比重、業界について理解するのに必要な専門知識、業界の循環やグローバル化の程度、特定のリスク

問題の存在に従って業界単位で調整される。

さらに、当社グループのポートフォリオの脆弱な範囲を特定し、集中度を分析するため、ストレス・テストが

用いられる。

最後に、BNPパリバは、個々のリスクのヘッジ、ポートフォリオの集中の軽減または危機が発生した場合の潜在

的損失に歯止めをかけることを目的として、証券化プログラムまたはクレジット・デリバティブ等の信用リス

ク移転手段を利用する場合がある。

 

(注１)　大口エクスポージャーとは、個別に株主資本の10％を超えているエクスポージャーであり、ACPが定めている開示基

準は300百万ユーロである。
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リスク報告および測定システムの範囲および性質

信用リスク報告機能が用いているあらゆるプロセスおよび情報システムは、レビューを受けるためフランス

銀行監督当局（金融健全性規制監督機構）に提示された。

BNPパリバ・フォルティスおよびBGL BNPパリバに関しては、2010年度末および2012年度秋に行われた両行の

統合作業を経て、両行の下位に含まれる事業体は、現在、信用リスクの算出において、当社グループのシステムに

組み込まれている。

 

格付システム

BNPパリバ・グループは、コーポレート・バンキング事業および投資銀行事業、BNPパリバ・パーソナル・ファ

イナンス業務の一部であるフランス国内のリテール・バンキング業務、BNPパリバ・フォルティス、BGLならびに

BNPパリバ・セキュリティーズ・サービシズ（BP2S）については、各資産クラス（リテール、ソブリン、金融機

関、法人および株式）に伴う信用リスクに対して、先進的内部格付アプローチ（IRBアプローチ）を用いて、確保

すべき規制資本を計算している。その他の事業については、標準的アプローチを用いて、外部の格付をベースに

規制資本を計算している。当社グループは、必要な規制資本の計算にどのアプローチを用いているかを問わず、

同じ方法を用いて各取引先を内部格付している。

当行は、自己資本に関する規制要件に適合する包括的な内部格付システムを有している。当該システムが適切

であり、正しく活用されていることを確認するための定期的な評価および統制手続が当行にて実施されている。

当該システムは、2007年12月にフランス銀行監督当局（金融健全性規制監督機構）によって正式に承認された。

法人向け貸出金では、このシステムは３つのパラメーター（格付により明らかとなる取引先のデフォルト確率、

取引構造により変化する全体的な回収率（または債務不履行による損失）、リスクにさらされているオフバラ

ンスシート・エクスポージャーの割合を見積もるためのクレジット換算係数（CCF））に基づいている。

取引先の格付は12段階ある。10段階は、信用の評価が「優秀」から「非常に懸念される」までの範囲の顧客に

対応しており、２段階は、銀行監督当局の定義によって破綻状態にあると分類された顧客に関連している。

取引先が法人である場合、各エクスポージャーに適用される格付のパラメーターおよび全体的な回収率は、事

業部門のスタッフおよび（意見の相違がある場合、最終決定権を有する）二次的な監視者である当社グループ

リスク管理部門の代表者の技能を結集して、貸付承認手続の一環としてまたは年１回の信用状況調査において、

少なくとも年に１回検討される。高度化した手法が開発され、分析手段および信用スコアリング・システムを含

めて格付手続をサポートしている。これらのツール利用および技法選択の決定は、リスクの性質により異なる。

取引先が個人である場合、貸出パラメーターを決定するため、格付手法が自動的に適用される。
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格付機関の基準による取引先の内部格付指標マッピング

 

 BNPパリバによる内部格付

長期発行者／
無担保社債の
発行者格付

スタンダード・アンド・
プアーズ／フィッチ

投資適格

1+ AAA

1 AA+

1- AA

2+ AA-

2 A+/A

2- A-

3+/3/3- BBB+

4+/4/4- BBB

5+/5/5- BBB-

投資不適格

6+ BB+

6/6- BB

7+/7 BB-

7- B+

8+/8/8- B

9+/9/9- B-

10+ CCC

10 CC

10- C

デフォルト
11 D

12 D

 

当社グループは、当行の内部格付と主要な格付機関により付与された長期発行者格付の対応指標を開発した。

当行は、外部機関により格付を付与された取引先のみならず、さらに広範な顧客を有している。対応指標は、リ

テール・バンキングについては重要ではなく、当行による借手のデフォルト確率の評価と１つ以上の格付機関

による評価の相違を特定するため、内部格付が付与または検討される場合に用いられる。しかしながら、内部格

付は、外部格付の再現を意図したものではなく、まして外部格付の見積りを意図したものでもない。ポートフォ

リオ内において、いずれの方向にも重大な乖離が存在する。BNPパリバにより６または７の格付を付与された取

引先が、格付機関により投資適格があるとみなされる場合もあり得る。
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格付の一貫性および格付システムの安定性を検証するために、各種の定量的手法およびその他の手法が使用

される。個人顧客および零細企業向け貸出金は、同一の性質を持つリスク・グループの統計学的分析に基づいて

格付が行われる。当社グループリスク管理部門は、システム全体の品質について全責任を負う。この責任は、当該

システムを直接的に定義または検証するか、その性能を実証するという方法で果される。性能の実証に責任を負

うチームが、モデルを構築したチームと同一であることは稀である。BNPパリバでは、この目的のために特別な運

営センターが設けられた。

債務不履行による損失は、法人勘定（注１）の取引先の格付決定に用いるプロセスと同様のプロセスに沿っ

て、最高水準の精度を有する各勘定向けの統計モデルか、指標となる値に基づく専門家の判断のいずれかを用い

て決定される。債務不履行による損失は、法令で要求されているとおり、景気後退の局面で取引先がデフォルト

を犯した場合に当行が被る損失と定義されている。

各取引に係る上記損失は、関係取引先に対するエクスポージャーが付帯する優先無担保債権の回収率（リス

ク削減手法（担保およびその他の保全策）に応じて調整される。）を用いて測定される。担保やその他の保全策

に照らして回収可能な額は慎重な方法で毎年見積もられ、割引率を適用して、ストレスのかかった状況で実現可

能な額を求める。

当行は、許される場合（すなわち、換算係数が100％のような高リスクの取引を除外し、かつ十分に詳細な取引

記録が統計的に利用できる場合）、過去のデフォルトに関する内部データかその他の手法（過去のデータが不

十分な場合）のいずれかを用いて、各種クレジット換算係数をモデル化している。換算係数は、借手のデフォル

ト時にリスクにさらされるオフバランスシート・エクスポージャーの測定に用いられる。格付や回収率と異な

り、このパラメーターは、取引の種類に応じて自動的に割り当てられ、信用委員会は決定しない。

上記３つの信用リスクのパラメーターの各々については、毎年バックテストとデフォルト確率のベンチマー

キングを行い、当行の各事業セグメントにおけるシステムの成果をチェックする。バックテストは、各パラメー

ターの見積りと実績の比較で構成される。ベンチマーキングは、内部で見積もった各パラメーターと外部組織の

見積もったパラメーターの比較で構成される。

法人に対するIRBアプローチの範囲については、当行が信用リスク・エクスポージャーを有するすべての取引

先に係る2002年度以降のすべての格付（デフォルト格付である11および12の格付を含む。）がデータベースに

記録された。同様に、期間中の特定の時期におけるデフォルト・エクスポージャーに関する全体的な回収率も登

録された。各リスクのインプット情報に基づき、全体的にかつ各格付手法の範囲内の双方において、バックテス

トが行われる。これらの実行は、全体的なパフォーマンスおよび各格付手法の全体的なパフォーマンスを測定す

ることを意図しており、とりわけモデルの差別化能力（すなわち、それほど良好な格付を付与されていない取引

先が、より良好な格付を付与された取引先よりもデフォルトに陥り易い等）ならびにインプットの予測的およ

び保守的な性質についても検証する。かかる目的のため、各格付について、実際の全体的な回収率（GRR）および

デフォルト確率は、予測された全体的な回収率およびデフォルト確率と比較される。格付および全体的な回収率

の「周期を通じた」性質または「低下」傾向も、それぞれ検証される。
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かかるバックテストの業務により、法人に対するIRAアプローチの実際のデフォルト確率は、周期全体を通じ

て、予測されたデフォルト確率よりも著しく低いことが明らかとなった（2001年度から2011年度の間において、

予測された確率が1.82％であったのに対し、年間デフォルト確率の平均は1.03％であった。）。危機の期間にお

けるデフォルト確率の分析は、年間デフォルト確率が常に予測された確率よりも低いことを示している。

パフォーマンスの測定は、同種の資産クラスの副次的な範囲でも実行される。モデルの予測力が減退すると、

適宜、再調整および再開発が行われる。かかる変更は、規制に従い、承認のため規制当局に提出される。

リテール以外のエクスポージャーについて行うベンチマーキング作業では、内部の格付と外部の格付の間で

のマッピングに基づき、内部の格付が、外部のいくつかの格付機関の格付と比較される。当社グループの顧客企

業の約10％から15％には外部格付があり、ベンチマーキングによる検討では、内部格付への保守的なアプローチ

であることが明らかになっている。

全体的な回収率のバックテストは、主に、債務不履行エクスポージャー額における回収可能な額の分析結果に

基づくものである。エクスポージャー額が既に償却されている場合、各回収額はデフォルト日まで遡って割引か

れ、エクスポージャー額に占める割合として計算される。エクスポージャー額がまだ償却されていない場合、設

定されている引当金の額が、将来の回収額として代用される。この方法で決定された回収率は、その後デフォル

トの発生の１年前における当初の予想回収率と比較される。格付と同様に、回収率も、格付方針や地理的地域毎

に全体ベースで分析される。項目毎の差異や平均ベースが、回収率の二峰性分布を考慮して分析される。これら

のテストの結果は、当社グループの見積りが、景気悪化局面において妥当なものであるか、平均ベースで保守的

な値であるかどうかを表す。回収率のベンチマーキングは、当社グループが参加しているデータ・プーリング・

イニシアティブに基づくものである。

バックテストとベンチマーキング関連のすべての作業の結果は、最高リスク管理責任者および当行の管理機

関に毎年提示される。これらの結果とその後の協議内容は、手法の開発作業やツールの実装作業に優先順位をつ

ける作業に役立てられる。バックテストは、内部でも独立したチームにより認証され、結果は金融健全性規制監

督機構に送付される。

リスク・パラメーターの内部での見積りは、規制上の勧告に沿って当行の日々の管理において用いられる。こ

のため、必要な自己資本の計算の他にも、当該見積りは、例えば、権限の範囲内における限度額の設定、新規貸付

時または既存の貸出金の見直し時における収益性の測定、集団的な減損引当金額の決定および内外への報告を

目的にも用いられる。

 

(注１)　当社グループの法人勘定は、金融機関、法人、特殊金融およびソブリンを含む。
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信用リスクの分散（監査済）

当社グループの信用リスクに対するエクスポージャーの総額は、2012年12月31日現在で1,163十億ユーロ

（2011年12月31日現在は1,224十億ユーロ）である。このポートフォリオ（関連リスクの分散に主眼を置いて行

われた分析の結果が以下に記載されている。）は、表「バーゼルに基づく資産クラス別およびアプローチ別の信

用リスクに対するエクスポージャー」に記載されている信用リスクに対するあらゆるエクスポージャー（その

他の非債権資産を除く。）（注１）で構成されている。「３ (2) 銀行勘定における証券化」において、特に銀行

勘定の証券化エクスポージャーについて記載している。

事業の規模により、また顧客基盤の業界および地域が極めて多様性に富んでいることにより、信用リスクの過

度な集中が生じる取引先は１つもない。業界別および地域別の信用リスクの内訳は、以下の表に表示されてい

る。

 

(注１)　この範囲は、顧客貸出金および債権、金融機関および中央銀行に対する債権、他の金融機関および中央銀行との当社

グループの信用勘定、供与した融資および保証のコミットメント（レポを除く。）、および銀行勘定内の固定利付証

券を含む。

 

地域の分散

カントリー・リスクは、関係国における各債務者に対するエクスポージャーの合計である。カントリー・リス

クは、中央政府やその各下部組織に対するエクスポージャーの合計であるソブリン・リスクと同じではない。カ

ントリー・リスクは、取引先の質を評価する際に検討される、既定の経済および政治環境に対する当行のエクス

ポージャーを反映している。

以下の地域別内訳は、取引先の本社所在地は考慮せず、取引先の主要な事業活動の実施国に基づき作成したも

のである。このため、英国にある子会社または支店に起因するフランスの会社のエクスポージャーは、英国での

エクスポージャーに分類されている。
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取引先の事業国別による、2012年12月31日現在の信用リスクの地域別内訳

 

 2012年12月31日現在

 

（単位：百万ユーロ）

中央政府
および
中央銀行

法人 金融機関 リテール 合計 ％

国内市場 103,721233,69240,498 277,040654,95156％

　フランス 58,376116,24420,248 159,182354,05030％

　ベルギー 28,128 42,978 8,069 60,722139,89712％

　ルクセンブルク 4,429 8,970 940 5,541 19,880 2％

　イタリア 12,788 65,500 11,241 51,595141,12412％

その他欧州 26,931110,83417,648 45,688201,10117％

アフリカ・地中海沿岸諸国 7,931 38,006 5,964 13,054 64,955 6％

アメリカ 37,972 91,907 16,282 26,534172,69515％

アジア太平洋 19,882 40,789 8,187 440 69,298 6％

合計 196,437515,22888,579 362,7561,163,000100％

 

 2011年12月31日現在

 

（単位：百万ユーロ）

中央政府
および
中央銀行

法人 金融機関 リテール 合計 ％

国内市場 87,107248,98847,374 284,412667,88155％

　フランス 38,190118,09326,972 166,135349,39029％

　ベルギー 33,270 51,939 10,979 60,295156,48312％

　ルクセンブルク 2,018 10,420 1,909 5,523 19,870 2％

　イタリア 13,629 68,536 7,514 52,459142,13812％

その他欧州 27,264127,48819,580 48,157222,48918％

アフリカ・地中海沿岸諸国 7,853 41,679 7,331 12,115 68,978 5％

アメリカ 40,080103,48722,969 28,178194,71416％

アジア太平洋 14,312 44,737 10,352 362 69,763 6％

合計 176,616566,379107,606 373,2241,223,825100％

 

各ポートフォリオに伴うエクスポージャーの地域別の内訳はバランスが取れており、世界規模で安定してい

る。当社グループは、合計エクスポージャーが73％（2011年12月31日現在から変化はなかった。）である欧州を

主要市場として維持した。欧州では、フランスのエクスポージャーが強化された。
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業種別内訳

法人資産クラス別による、2012年12月31日現在の信用リスクの業種別内訳

 

 2012年12月31日 2011年12月31日

（単位：百万ユーロ） エクスポージャー ％ エクスポージャー ％

農業、食品産業、たばこ産業 25,3255％ 23,7074％

保険業 8,8102％ 10,3742％

製薬業を除く化学事業 10,3292％ 11,2712％

建設業 27,7715％ 30,9736％

小売業 23,1595％ 22,6284％

電力産業を除くエネルギー産業 28,9206％ 36,3456％

IT電子装置を除くエクイップメント産業 27,5325％ 29,4525％

金融業 37,7167％ 40,8197％

不動産業 47,9829％ 51,2749％

ITおよびエレクトロニクス産業 11,5042％ 11,9302％

鉄鉱業 27,1125％ 29,8495％

卸売業および貿易業 53,80611％ 62,00811％

医療および製薬業 9,1912％ 8,7252％

B to Bサービス業 52,78410％ 57,04510％

通信サービス業 11,9492％ 15,5993％

運輸および物流業 35,4847％ 41,9097％

公益事業（電気、ガス、水道など） 30,7056％ 34,3036％

その他 45,1509％ 48,1699％

合計 515,228100％ 566,379100％
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リスク加重資産

信用リスク加重資産

 

 
リスク加重資産
信用リスク

（単位：百万ユーロ） 2012年12月31日現在2011年12月31日現在 変動

信用リスク－IRBアプローチ 172,409 192,852 (20,443)

中央政府および中央銀行 3,244 4,310 (1,066)

法人 121,986 136,889 (14,903)

金融機関 10,326 13,391 (3,065)

リテール 36,749 38,127 (1,378)

　不動産ローン 10,772 10,311 461

　リボルビング・エクスポージャー 5,851 6,530 (679)

　その他のエクスポージャー 20,126 21,286 (1,160)

その他の債権以外の資産 104 134 (30)

信用リスク－標準的アプローチ 238,742 253,822 (15,080)

中央政府および中央銀行 3,742 3,458 284

法人 112,909 117,083 (4,174)

金融機関 8,508 7,282 1,226

リテール 80,589 82,922 (2,333)

　不動産ローン 26,276 26,818 (542)

　リボルビング・エクスポージャー 3,137 4,295 (1,158)

　その他のエクスポージャー 51,176 51,810 (634)

その他の債権以外の資産 32,994 43,077 (10,083)

信用リスク合計 411,151 446,674 (35,523)

 

リスク加重資産の変動は、以下の効果に分類することができる。

・通貨に対する効果：為替レートの変動を促進

・量に対する効果：債務不履行エクスポージャー（EAD）の変動を促進

・パラメーターに対する効果：リスク・パラメーターの変動を促進

・手法に対する効果：２つの報告日の間で資本要件の算出方法が変更されることに対する影響（先進的モデ

ルへの移行または監督当局の要求による手法の変更）

・範囲に対する効果：連結範囲の変更に対する影響
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信用リスク加重資産の変動の主要な要因別内訳

 

（単位：百万ユーロ）
リスク加重資産
信用リスク

2011年12月31日現在 446,674

通貨に対する効果 (1,479)

量に対する効果 (15,822)

パラメーターに対する効果 (336)

範囲に対する効果 (12,154)

手法に対する効果 (4,183)

その他 (1,549)

変動合計 (35,523)

2012年12月31日現在 411,151

 

リスクが加重された信用エクスポージャーは、新たなCRD４規制に先立ち、当社グループにより採用されたレ

バレッジ削減方針の結果、36十億ユーロ減少した。量に対する16十億ユーロのマイナスの影響の大部分は、コー

ポレート・バンキング事業および投資銀行事業のコーポレート・バンキング業務に由来しており、主として

2012年の最初の９ヶ月間に実行された適応計画（資産売却３十億ユーロおよびオリジネーション時における貸

出金の減少７十億ユーロ）によるものである。クレピエールの処分が、範囲に対する効果の大部分の主な原因で

あり、残存持分は、株式リスク・エクスポージャーとして加重された。手法に対する効果は、とりわけバンク・ド

・ブルターニュとBNPパリバの法律上の合併後において利用されるアプローチの変更（IRBアプローチへの移

行）に起因するものである。

 

信用リスク：内部格付に依拠したアプローチ（IRBアプローチ）

当社グループが開発した内部格付システムは当行全体を対象とする。2007年12月に承認されたIRBアプローチ

は、コーポレート・バンキング事業および投資銀行事業（CIB）ポートフォリオ、フランス国内のリテール・バ

ンキング（FRB）事業ポートフォリオ、BNPパリバ・セキュリティーズ・サービシズ（BP2S）、BNPパリバ・パー

ソナル・ファイナンスの一部ならびにサブグループであるBNPパリバ・フォルティスおよびBGL BNPパリバの事

業体を対象とする。
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法人勘定向けモデル（監査済）

法人勘定（すなわち、金融機関、法人、特殊金融およびソブリン）を対象とするIRBアプローチは、取引先に割

り当てられる格付や取引に割り当てられる全体的な回収率（GRR）を当社グループリスク管理部門が最終決定

するような一貫した格付手続に基づくものである。オフバランスシート取引のクレジット換算係数（CCF）は取

引先や取引の種類に応じて割り当てられる。

法人勘定の各セグメントへ格付を割り当てるための一般的なプロセスは以下のとおりである。

・法人およびストラクチャード・ファイナンシングについては、格付と全体的な回収率を信用委員会に提案

するユニットが、当社グループリスク管理部門が開発した格付モデルやツールを用いて分析する。格付およ

び全体的な回収率は、信用委員会の会議中に当社グループリスク管理部門の代表者が認証または修正する。

当該委員会は、貸付を許可または更新するか否かを決定すると共に、該当する場合、少なくとも年に１回の

頻度で取引先の格付を見直す。

・銀行については、リスク管理機能のアナリストが分析する。取引先の格付および全体的な回収率は、同等の

銀行との比較可能性を確実にするため地域単位で行われるレビュー委員会中に決定される。

・ソブリンについては、格付は経済調査部が提案し、年に数回開催されるカントリー委員会の会議で承認され

る。当該委員会は、業務執行陣、リスク管理部および各事業部門のメンバーで構成される。

・中規模企業については、各事業部門のクレジット・アナリストがスコアを割り当て、当社グループリスク管

理部門が最終決定する。

・これらの各サブポートフォリオについては、主に当行の過去のデータの分析結果に基づき、当社グループリ

スク管理部門チームが認定および認証したモデルを用いてリスク・パラメーターを測定する。当該モデル

は、一貫性を維持するため、ネットワークを通じて利用可能なツールにより可能な限り補完される。しかし

ながら、専門家の判断も依然として不可欠な要素である。各格付および回収率は、当該モデルによる測定結

果と異なる可能性がある意見が正当なものである場合、その影響を受ける。

リスク・パラメーターの測定方法は、一連の共通原則に基づくもので、特に、各取引先の格付と各取引の全体

的な回収率について最低２名（うち最低１名は商業的関与のない人物）による意見の提示を必要とする「２人

での管理」原則による。

デフォルトに関する同じ定義が、各資産クラスについて、当社グループ全体で一貫して用いられる。該当地域

の取引先（中小企業、当該地域の当局）については、この定義が当該地域の特定の規制上の要件を満たすよう

に、特に延滞期間または重大性の基準に関し若干調整される場合がある。

以下の表は、内部格付に依拠したアプローチを用いて測定した、当社グループの全事業部門に係る、法人勘定

（資産クラス：法人、中央政府および中央銀行、金融機関）内で管理される不履行になっていない貸出金および

コミットメントの信用格付別内訳を示している。
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このエクスポージャーは、2012年12月31日現在の信用リスク総額587十億ユーロ（2011年12月31日現在は627

十億ユーロ）を表している。

コミットメントの大部分は、「良い」または「優秀」として格付された借手に対するものであり、当行の顧客

基盤における大きな多国籍企業グループおよび金融機関の比重の高さを反映している。投資不適格と格付され

た借手に対するコミットメントの大部分は、高度な仕組型となっているかまたは高品質の保証により担保され

ており、不履行に陥った場合でも比較的高い回収可能性が見込まれる。これには、国際機関、プロジェクト・ファ

イナンス、ストラクチャード・ファイナンスおよびトランザクション・ファイナンシングによる輸出信用保険

でカバーされた輸出金融が含まれる。

 

IRBアプローチで測定した法人勘定（注１）のエクスポージャーの信用格付別内訳

 

 

(注１)　上記表に記載の法人勘定は、中央政府および中央銀行、法人ならびに金融機関を含む。

 

IRBアプローチで測定した法人勘定のエクスポージャーの内訳は、格付が１のエクスポージャーを除き、概し

て安定推移したが、これは包括的流動性方針によりもたらされた中央銀行預金の急増によるものである。
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クラス別および内部格付別のコーポレート・ポートフォリオ

以下の表は、当社グループの全事業部門の法人向け貸出金およびコミットメント（資産クラス：中央政府お

よび中央銀行、法人ならびに金融機関）の内訳を、先進的なIRBアプローチにより内部格付別に示したものであ

る。当該エクスポージャーは、2011年12月31日現在で信用リスク全体の643十億ユーロ（627十億ユーロの不履行

になっていない貸出金および15十億ユーロの不良貸出金を含む。）を占めていたのに対し、2012年12月31日現在

では信用リスク全体の600十億ユーロ（587十億ユーロの不履行になっていない貸出金および13十億ユーロの不

良貸出金を含む。）を占めており、これらはコーポレート・バンキング事業および投資銀行事業、フランス国内

のリテール・バンキング事業の事業ユニット、ベルギー国内のリテール・バンキング、ルクセンブルク国内のリ

テール・バンキングおよびコーポレート・バンキングならびにインベストメント・ソリューションズ事業中の

BNPパリバ・セキュリティーズ・サービシズ（BP2S）に関連するものである。

また、以下の表は、バーゼルの枠組における以下の主要なリスク・パラメーターの加重平均値も示している。

・債務不履行エクスポージャーにより加重されたデフォルト確率の平均値：平均PD（注１）

・オフバランスシート項目に適用されるクレジット換算係数（CCF）の加重平均値：平均CCF（注２）

・債務不履行エクスポージャーにより加重された債務不履行による損失の平均値：平均LGD（注３）

・平均リスク・ウェイト：リスク加重資産と債務不履行エクスポージャー（EAD）との比率として定義され

る平均RW（注４）

表の「予想損失」の列は１年間の予想損失を示している。

 

(注１)　平均PD＝「デフォルト確率の平均値」－債務不履行エクスポージャーにより加重されたデフォルト確率の平均値。

(注２)　平均CCF＝「クレジット換算係数」－債務不履行エクスポージャーをオフバランスシート・エクスポージャーで除

した割合。

(注３)　平均LGD＝「債務不履行による損失」－債務不履行エクスポージャーにより加重された債務不履行による損失の平

均値。

(注４)　平均RW＝「リスク加重」－リスク加重平均値。
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IRBアプローチによる資産クラス別および内部格付別のコーポレート・エクスポージャー内訳

 
（単位：百万ユーロ）

  2012年12月31日現在

 
内部

格付
平均PD

総エクス

ポー

ジャー

バランス

シート・

エクス

ポー

ジャー

オフ

バランス

シート・

エクス

ポー

ジャー

平均

オフ

バランス

シート

CCF

債務

不履行

エクス

ポー

ジャー

（EAD）

平均

LGD

平均

RW

予想

損失

リスク

加重

資産

　中央政府

　および

　中央銀行

 

 

1

 

 

0.01％

 

 

141,432

 

 

140,884

 

 

548

 

 

75％

 

 

141,285

 

 

1％

 

 

0％

 

 

0

 

 

270

 2 0.02％ 26,275 26,083 192 64％ 26,2061％ 0％ 0 98

 3 0.08％ 2,666 2,595 71 56％ 2,63514％ 11％ 0 296

 4 0.21％ 2,678 1,306 1,372 55％ 2,0617％ 7％ 0 154

 5 0.47％ 1,773 1,698 75 55％ 1,73927％ 48％ 3 842

 6 1.17％ 743 628 115 56％ 69015％ 39％ 1 268

 7 3.48％ 897 742 155 62％ 83811％ 36％ 3 298

 8 6.31％ 720 517 203 58％ 634 9％ 35％ 4 225

 9 12.91％ 240 164 76 53％ 20459％ 282％ 16 576

 10 16.80％ 163 125 38 67％ 15026％ 145％ 7 217

 11 100.00％ 23 23 0  23  2％ 26 0

 12 100.00％ 2 2 0  2  0％ 1 0

　合計  0.11％ 177,612174,767 2,845 60％ 176,4672％ 2％ 61 3,244

　金融機関 1 0.03％ 5,759 4,310 1,449 93％ 5,65625％ 9％ 0 523

 2 0.03％ 30,969 22,861 8,108 72％ 28,70115％ 5％ 1 1,367

 3 0.08％ 8,439 6,982 1,457 75％ 8,06726％ 15％ 2 1,231

 4 0.14％ 5,497 4,033 1,464 49％ 4,74523％ 21％ 2 979

 5 0.39％ 5,729 3,774 1,955 54％ 4,82325％ 31％ 4 1,513

 6 1.05％ 1,982 1,460 522 52％ 1,73040％ 76％ 7 1,315

 7 2.76％ 839 619 220 44％ 71541％ 108％ 8 769

 8 7.20％ 853 591 262 34％ 67936％ 124％ 15 840

 9 11.46％ 339 156 183 28％ 20838％ 171％ 9 354

 10 19.75％ 530 129 401 50％ 33039％ 205％ 26 678

 11 100.00％ 709 626 83 91％ 701  107％ 283 754

 12 100.00％ 169 169 0  169  2％ 71 3

　合計  1.93％ 61,814 45,710 16,10467％ 56,52421％ 18％ 428 10,326

　法人 1 0.03％ 11,651 5,397 6,254 56％ 8,90320％ 6％ 1 518

 2 0.04％ 45,511 9,104 36,40760％ 30,88235％ 13％ 4 3,992

 3 0.08％ 49,519 15,642 33,87758％ 35,14536％ 22％ 10 7,789

 4 0.17％ 56,592 23,682 32,91058％ 42,91032％ 29％ 23 12,432

 5 0.36％ 56,978 31,443 25,53556％ 45,70529％ 39％ 47 17,713

 6 1.01％ 62,108 38,843 23,26556％ 51,75325％ 53％ 129 27,655

 7 2.98％ 42,390 28,184 14,20653％ 35,68125％ 73％ 265 26,202

 8 6.58％ 12,575 8,958 3,617 56％ 10,97824％ 89％ 171 9,820

 9 11.46％ 5,580 4,350 1,230 58％ 5,06626％ 125％ 154 6,321

 10 20.47％ 5,271 4,343 928 56％ 4,80529％ 156％ 270 7,484

 11 100.00％ 8,816 7,799 1,017 64％ 8,499  23％ 3,4171,950

 12 100.00％ 3,251 3,077 174 94％ 3,240  3％ 2,543 110

　合計  5.60％ 360,242180,822179,42057％ 283,56729％ 43％ 7,034121,986

合計  3.32％ 599,668401,299198,36958％ 516,55819％ 26％ 7,523135,556
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（単位：百万ユーロ）

  2011年12月31日現在

 
内部

格付
平均PD

総エクス

ポー

ジャー

バランス

シート・

エクス

ポー

ジャー

オフ

バランス

シート・

エクス

ポー

ジャー

平均

オフ

バランス

シート

CCF

債務

不履行

エクス

ポー

ジャー

（EAD）

平均

LGD

平均

RW

予想

損失

リスク

加重

資産

　中央政府

　および

　中央銀行

 

 

1

 

 

0.01％

 

 

115,188

 

 

109,596

 

 

5,592

 

 

75％

 

 

112,751

 

 

2％

 

 

0％

 

 

0

 

 

279

 2 0.02％ 26,255 25,537 718 69％ 25,9143％ 1％ 0 275

 3 0.09％ 1,034 1,006 28 53％ 1,02419％ 16％ 0 160

 4 0.20％ 4,318 2,720 1,598 55％ 3,6019％ 8％ 1 291

 5 0.40％ 1,744 1,686 58 70％ 1,82536％ 59％ 3 1,068

 6 0.76％ 1,017 744 273 56％ 89914％ 28％ 1 249

 7 2.85％ 1,441 973 468 57％ 1,2415％ 14％ 2 177

 8 6.01％ 668 428 240 63％ 57915％ 56％ 6 325

 9 12.96％ 309 231 78 55％ 27240％ 195％ 14 529

 10 18.22％ 12 7 5 50％ 8 76％ 427％ 1 35

 11 100.00％ 3,619 3,619 0  3,618  25％ 1,946 922

　合計  2.48％ 155,605146,547 9,058 69％ 151,7323％ 3％ 1,9744,310

　金融機関 1 0.03％ 12,546 9,648 2,898 84％ 12,11217％ 6％ 1 706

 2 0.05％ 38,766 28,259 10,50775％ 36,19117％ 6％ 2 2,115

 3 0.12％ 10,033 5,828 4,205 71％ 8,73626％ 15％ 2 1,278

 4 0.16％ 5,202 3,324 1,878 59％ 4,40234％ 26％ 2 1,155

 5 0.36％ 4,600 3,181 1,419 59％ 3,99433％ 39％ 5 1,572

 6 1.13％ 3,727 2,595 1,132 58％ 3,25632％ 64％ 12 2,070

 7 2.58％ 1,870 1,455 415 54％ 1,68926％ 74％ 13 1,253

 8 6.65％ 1,419 999 420 51％ 1,22125％ 92％ 21 1,119

 9 12.23％ 848 399 449 51％ 63243％ 210％ 33 1,328

 10 18.92％ 688 89 599 62％ 46732％ 167％ 28 778

 11 100.00％ 566 483 83 96％ 565  3％ 171 16

 12 100.00％ 310 310 0  312  0％ 289 1

　合計  1.71％ 80,575 56,570 24,00571％ 73,57721％ 18％ 579 13,391

　法人 1 0.03％ 11,083 4,627 6,456 60％ 8,52519％ 6％ 0 531

 2 0.03％ 53,904 13,245 40,65960％ 36,96734％ 13％ 5 4,660

 3 0.08％ 49,455 16,007 33,44859％ 35,05237％ 23％ 10 7,931

 4 0.18％ 63,907 26,893 37,01458％ 47,74432％ 29％ 27 13,871

 5 0.36％ 66,587 33,994 32,59359％ 51,16231％ 42％ 57 21,423

 6 1.11％ 72,534 42,264 30,27061％ 57,97125％ 54％ 165 31,209

 7 2.93％ 50,028 31,077 18,95161％ 41,11825％ 73％ 300 30,042

 8 6.46％ 18,111 13,125 4,986 59％ 15,66822％ 84％ 227 13,219

 9 11.72％ 4,981 3,620 1,361 57％ 4,33226％ 122％ 129 5,276

 10 19.37％ 5,103 3,936 1,167 74％ 4,60828％ 153％ 250 7,034

 11 100.00％ 8,052 6,852 1,200 72％ 7,863  21％ 2,8261,649

 12 100.00％ 2,872 2,717 155 86％ 2,856  2％ 2,489 44

　合計  4.87％ 406,617198,357208,26060％ 313,86629％ 44％ 6,485136,889

合計  3.77％ 642,797401,474241,32361％ 539,17521％ 29％ 9,038154,590

 

当社グループの取引先である中央政府および中央銀行の多くは、信用度が非常に高く、先進国を拠点としてい

る。これは、かかる取引先の内部格付が非常に良いことおよび債務不履行による損失の平均水準が非常に低いこ

とを意味している。

当社グループの法人コミットメントの大多数は、優良または良質な取引先に関するものであるが、これはBNP

パリバの顧客基盤の大部分を、多国籍企業が占めていることを反映している。他のエクスポージャーは主とし

て、それらの債務不履行による損失の平均水準を反映し、仕組取引または高価値の資産によって担保された取引

である。
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リテール・バンキング業務（監査済）

リテール・バンキング業務は、フランスにあるBNPパリバの支店網、特にイタリア、ベルギーおよびルクセンブ

ルクにある多くの子会社ならびにBNPパリバ・パーソナル・ファイナンスが実施する。

リテール業務の標準格付方針（SRPRO）は、当社グループのコア事業やリスク管理部による、信用リスクの一

貫した評価、優先順位付けおよび監視を可能にするような枠組を定めている。この方針は、高水準の精度を示す、

取引の単位量が少ない、標準的なリスク構造の取引に用いられる。各借手には、以下の事項を定めている当該方

針に従いスコアが割り当てられる。

・完全なプロセスや、信用状態の変化への適応力の重要性を強調する、標準的な内部格付に基づく原則

・信用リスク・エクスポージャーが同種のプールの定義に関する原則

・信用リスク・モデルに関する原則（特に、区別が正しく理解可能なモデルの策定およびエクスポージャー

を測定するための下向きのリスク指標のモデル化または観測の必要性）。リスク指標は、最低５年の期間を

カバーする過去のデータ（より徹底する場合、サンプリングにより抽出した代表サンプル）に基づき定量

化しなければならない。あらゆるモデルは、詳しく文書化しなければならない。

フランス国内のリテール・バンキング事業のリテール業務における借手の大部分には、デフォルトの可能性

の判定基準として用いられる行動スコアが割り当てられ、各取引には、全体的な回収率（GRR）および債務不履

行エクスポージャー（EAD）が割り当てられる。これらのパラメーターは、最新の利用可能な情報に基づき毎月

計算される。当該パラメーターは、より詳細な異なるスコアに変換され、リスク・パラメーターの決定に関与し

ていない商業機能に提供される。この手法は、リテール・バンキング事業のすべての顧客について一貫して用い

られる。

BNPパリバ・パーソナル・ファイナンス勘定のうちIRBアプローチが適用可能な部分に係るリスク・パラメー

ターは、顧客の種類および関係の履歴に応じ、統計ベースでリスク管理部が決定する。

リテール業務の顧客を、デフォルト・リスク特性が同様のリスク・グループに分ける作業には、スコアリング

手法が用いられる。この手法は、信用リスクに関するその他のインプット（債務不履行エクスポージャー

（EAD）および債務不履行による損失（LGD））にも適用される。

以下の表は、内部格付に依拠したアプローチを用いて測定した、当社グループの全事業部門に係る、リテール

勘定内で管理される不履行になっていない貸出金およびコミットメントの信用格付別内訳を示している。

このエクスポージャーは、2012年12月31日現在の信用リスク総額188十億ユーロを表しており、2011年12月31

日現在における192十億ユーロからわずかに減少した。
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IRBアプローチで測定したリテール勘定のエクスポージャーの信用格付別内訳

 

 

2012年度のリテール・バンキングの勘定におけるデフォルト確率の動向は、監督当局により要求された規制

上の調整を考慮した異なる手法の実施による影響を受けた。しかしながら、これらの動向は、勘定のリスク加重

資産に影響を及ぼすものではない。

 

クラス別および内部格付別のリテール・ポートフォリオ

以下の表は、当社グループの全事業部門のリテール貸付およびコミットメントの内訳を、先進的なIRBアプ

ローチによる内部格付別に示したものである。当該エクスポージャーは、2012年12月31日現在では196十億ユー

ロ（2011年12月31日現在では200十億ユーロ）に相当し、主としてフランス国内のリテール・バンキング

（FRB）事業、ベルギー国内のリテール・バンキング、ルクセンブルク国内のリテール・バンキングおよびコー

ポレート・バンキングならびに西欧におけるBNPパリバ・パーソナル・ファイナンスの消費者向けローン子会

社に関するものである。
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IRBアプローチによる資産クラス別および内部格付別のリテール・エクスポージャー内訳

（単位：百万ユーロ）

  2012年12月31日現在

 
内部

格付

総エクス

ポー

ジャー

バラ

ンスシー

ト・エク

スポー

ジャー

オフ

バランス

シート・

エクス

ポー

ジャー

平均

オフバラ

ンス

シートCCF

債務

不履行

エクス

ポー

ジャー

（EAD）

平均LGD 平均RW
予想

損失

リスク

加重

資産

　モーゲージ 2 29,56228,699 863 91％ 29,490 11％ 2％ 2 445

 3 17,62017,219 401 96％ 17,606 11％ 4％ 3 661

 4 20,01419,501 513 101％ 20,019 11％ 6％ 7 1,223

 5 14,37213,883 489 100％ 14,375 9％ 15％ 21 2,177

 6 8,160 7,850 310 99％ 8,158 10％ 19％ 16 1,512

 7 4,334 4,239 95 101％ 4,336 9％ 33％ 31 1,434

 8 2,481 2,433 48 107％ 2,484 10％ 42％ 42 1,047

 9 1,671 1,637 34 100％ 1,671 12％ 61％ 27 1,022

 10 1,296 1,279 17 100％ 1,296 10％ 47％ 59 605

 11 955 950 5 99％ 955  68％ 50 646

 12 593 593 0  594  0％ 17 0

　合計  101,05898,2832,775 97％ 100,98411％ 11％ 275 10,772

リボルビング・

エクスポー

ジャー

 

 

2

 

 

506

 

 

81

 

 

425

 

 

86％

 

 

2,046

 

 

52％

 

 

1％

 

 

0

 

 

29

 3 1,208 104 1,104 78％ 962 49％ 3％ 0 26

 4 2,892 128 2,764 71％ 2,086 44％ 4％ 1 82

 5 3,963 83 3,880 57％ 2,286 50％ 10％ 5 225

 6 4,254 1,538 2,716 47％ 2,828 44％ 20％ 15 580

 7 2,109 814 1,295 45％ 1,403 49％ 44％ 21 622

 8 2,665 1,869 796 60％ 2,346 45％ 71％ 74 1,671

 9 801 667 134 107％ 709 51％ 110％ 43 783

 10 1,085 963 122 86％ 1,068 44％ 127％ 140 1,361

 11 1,035 1,006 29 37％ 1,119  42％ 772 472

 12 493 493 0  494  0％ 203 0

　  21,0117,74613,265 72％ 17,347 47％ 34％ 1,274 5,851

　その他

エクスポー

ジャー

 

 

2

 

 

8,576

 

 

7,307

 

 

1,269

 

 

93％

 

 

8,486

 

 

27％

 

 

4％

 

 

2

 

 

351

 3 4,603 3,866 737 89％ 4,524 25％ 7％ 3 336

 4 10,0488,725 1,323 96％ 9,998 32％ 14％ 9 1,410

 5 11,0459,639 1,406 98％ 11,025 28％ 21％ 23 2,314

 6 13,21112,0171,194 106％ 13,290 29％ 31％ 51 4,153

 7 9,057 8,311 746 107％ 9,115 27％ 40％ 90 3,661

 8 6,181 5,837 344 125％ 6,268 26％ 42％ 110 2,661

 9 2,980 2,853 127 99％ 3,019 32％ 61％ 119 1,850

 10 3,233 3,179 54 91％ 3,275 23％ 56％ 261 1,824

 11 2,881 2,847 34 63％ 2,920  54％ 1,611 1,566

 12 2,007 2,002 5 99％ 2,075  0％ 781 0

　合計  73,82266,5837,239 102％ 73,995 28％ 27％ 3,06020,126

合計  195,891172,61123,279 84％ 192,32620％ 19％ 4,60936,749
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（単位：百万ユーロ）

 

2011年12月31日現在

内部
格付

総エクス
ポー

ジャー

バラ
ンスシー
ト・エク
スポー
ジャー

オフ

バランス

シート・エ
クス

ポー

ジャー

平均
オフバラ
ンス
シート
CCF

債務
不履行
エクス
ポー

ジャー
（EAD）

平均LGD 平均RW
予想
損失

リスク
加重
資産

　モーゲージ 2 21,96121,178 783 90％ 21,64312％ 1％ 1 274

 3 13,26312,842 421 96％ 13,25912％ 3％ 1 334

 4 16,94616,431 515 97％ 16,83212％ 5％ 4 835

 5 15,79115,058 733 99％ 15,59211％ 11％ 11 1,782

 6 13,00112,711 290 96％ 13,70410％ 21％ 17 2,876

 7 5,4315,363 68 97％ 5,536 10％ 30％ 18 1,684

 8 1,8371,781 56 98％ 1,779 13％ 50％ 19 882

 9 1,2381,219 19 99％ 1,234 13％ 68％ 20 843

 10 892 881 11 100％ 900 13％ 67％ 44 601

 11 161 159 2 100％ 161  124％ 16 200

 12 1,1021,099 3 100％ 1,096  0％ 258 0

　合計  91,62388,7222,901 95％ 91,73612％ 11％ 409 10,311

　リボルビング・
エ ク ス ポ ー
ジャー

 

 

2

 

 

1,611

 

 

103

 

 

1,508

 

 

47％

 

 

2,249

 

 

54％

 

 

1％

 

 

0

 

 

34

 3 1,338 99 1,238 35％ 828 50％ 3％ 0 23

 4 2,124 150 1,974 40％ 1,382 47％ 5％ 1 71

 5 6,012 116 5,896 41％ 2,695 52％ 11％ 6 294

 6 3,710 549 3,161 36％ 1,995 48％ 20％ 10 396

 7 4,8381,8313,008 42％ 3,159 42％ 39％ 42 1,232

 8 2,6711,5881,083 47％ 2,130 44％ 63％ 56 1,352

 9 1,141 849 292 33％ 974 49％ 103％ 54 1,008

 10 1,480 965 514 22％ 1,086 49％ 141％ 174 1,527

 11 1,003 962 42 8％ 1,166  51％ 673 593

 12 469 469 0  469  0％ 302 0

　合計  26,3977,68118,71640％ 18,13548％ 36％ 1,3186,530

その他

エ ク ス ポ ー
ジャー

 

 

1

 

 

5

 

 

5

 

 

0

 

 

 

 

 

5

 

 

21％

 

 

10％

 

 

0

 

 

1

 2 8,3016,9241,377 91％ 8,370 28％ 3％ 1 291

 3 4,0352,9231,112 91％ 3,455 30％ 7％ 1 232

 4 10,0578,5421,515 90％ 9,893 31％ 13％ 6 1,293

 5 12,91410,6572,257 97％ 12,58328％ 22％ 15 2,823

 6 13,83112,3641,467 87％ 13,88724％ 27％ 34 3,786

 7 14,13412,9961,138 93％ 14,14123％ 35％ 90 4,923

 8 7,6137,136 477 89％ 7,486 21％ 37％ 95 2,743

 9 3,0872,935 152 89％ 3,119 31％ 60％ 116 1,870

 10 2,7962,717 79 98％ 2,757 26％ 63％ 248 1,750

 11 2,7722,737 35 100％ 2,955  53％ 1,5691,574

 12 2,0051,995 10 100％ 2,063  0％ 1,231 0

　合計  81,55071,9319,619 92％ 80,71426％ 26％ 3,40621,286

合計  199,570168,33431,23661％ 190,58621％ 20％ 5,13338,127
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モーゲージ・エクスポージャーの大部分は、フランス国内のリテール・バンキング事業、ベルギー国内のリ

テール・バンキング、ルクセンブルク国内のリテール・バンキングおよびBNPパリバ・パーソナル・ファイナン

スに関するものである。住宅ローンは、厳格かつ明確な手続に従って提供される。債務不履行による平均損失率

の低さは住宅ローンが付与された際に設定される担保を反映している。

リボルビング・エクスポージャーおよびその他エクスポージャーの大部分は、信用度において幅広い範囲の

顧客を有し、また担保の水準の低い消費者向けローン子会社に関連するものである。

IRBアプローチに基づく範囲については、当社グループは、（規則384－4iにより要求される）１年間の見積損

失（EL）と実現リスク費用との比較を公表することは、以下の理由により関連性がないと考える。

・前記の表において示される、バーゼル委員会の原則に従った１年間の見積損失（EL）の算出に用いられる

リスク・パラメーターは、周期を通じた統計的な見積りであること

・その一方で、実現損失は過去の期間を参照しており、したがって、ある特定の時点を示すものであること

 

信用リスク：標準的アプローチ

標準的アプローチで評価するエクスポージャーについては、BNPパリバは、スタンダード・アンド・プアーズ、

ムーディーズおよびフィッチ・レーティングスが割り当てる外部の格付を使用する。当該格付は、フランス銀行

監督当局（金融健全性規制監督機構）の指示に従った規制の枠組が要求する信用の質のレベルと同等にマッピ

ングされる。

直接適用可能な外部の格付が存在しない場合、発行体の優先無担保証券の格付を、可能な場合、外部のデータ

ベースから入手し、場合によってはリスク加重のために用いる。

2012年12月31日現在、標準的アプローチで評価するエクスポージャーは、BNPパリバ・グループの総エクス

ポージャーの32％（2011年12月31日現在では30％）に相当する。2012年12月31日現在で標準的アプローチを用

いている主なグループ会社は、BNL、バンクウェスト、BNPパリバ・パーソナル・ファイナンス（西欧諸国以外の

地域での消費者金融業務およびあらゆる有担保融資業務担当会社）、BNPパリバ・リーシング・ソリューション

（BPLS）、TEB、新興国にある各子会社、プライベート・バンキング業務担当会社ならびにベルギーのバンク・

ドゥ・ラ・ポストである。

 

コーポレート・ポートフォリオ（監査済）

以下の表は、標準的アプローチを用いて測定した、当社グループの全事業部門に係る、法人勘定内で管理され

る不履行になっていない貸出金およびコミットメント（エクスポージャーのクラス：法人、中央政府および中

央銀行、金融機関）の信用格付別内訳を示している。

このエクスポージャーは、2012年12月31日現在の信用リスク総額188十億ユーロ（2011年12月31日現在は197

十億ユーロ）を表している。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

161/792



標準的アプローチでウェイト付けされた法人勘定（注１）のエクスポージャーの内訳

 

 

(注１)　上記表に記載される法人勘定は、中央政府および中央銀行、金融機関ならびに法人を含む。

 

リテール・ポートフォリオ（監査済）

標準的アプローチを用いて測定した、当社グループの全事業部門に係るリテール貸出金およびコミットメン

トのエクスポージャー総額は、2012年12月31日現在、167十億ユーロ（2011年12月31日現在は174十億ユーロ）で

ある。

 

ポートフォリオ合計

以下の表は、標準的アプローチを用いて測定した当社グループの全事業部門の貸出金およびコミットメント

の内訳を、取引先信用格付別に示したものである。当該エクスポージャーは、2012年12月31日現在で信用リスク

全体の367十億ユーロ（2011年12月31日現在では381十億ユーロ）を占めた。
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標準的アプローチを用いたクラス別および外部格付別の信用リスク・エクスポージャー

（単位：百万ユーロ）

 
外部格付
(注１)

2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

総エクス
ポージャー
(注２)

債務不履行
エクスポー
ジャー
（EAD）

リスク加重
資産
（RWA）

総エクス
ポージャー
(注２)

債務不履行
エクスポー
ジャー
（EAD）

リスク加重
資産
（RWA）

　中央政府およ
び中央銀行

AAAからAA-11,227 11,216 13 12,53312,503 58

 A+からA- 746 746 38 2,707 2,675 66

 BBB+からBBB-1,823 1,753 508 933 919 451

 BB+からBB- 2,628 2,626 1,133 2,591 2,587 835

 B+からB- 898 888 888 1,221 1,206 1,206

 外部格付なし 1,503 1,486 1,162 1,026 1,014 842

　合計  18,825 18,715 3,742 21,01120,904 3,458

　金融機関 AAAからAA-13,723 12,960 1,590 16,82115,890 2,292

 A+からA- 240 211 100 6,504 6,037 2,566

 BBB+からBBB-9,424 7,279 4,956 537 463 438

 BB+からBB- 975 801 801 811 621 621

 B+からB- 269 245 176 361 314 315

 CCC+からD 6 5 8 7 6 8

 外部格付なし 2,128 1,996 877 1,990 1,822 1,042

　合計  26,765 23,497 8,508 27,03125,153 7,282

　法人 AAAからAA- 80 79 16 200 184 37

 A+からA- 1,875 1,295 648 3,217 2,669 1,332

 BBB+からBBB-2,498 1,736 1,709 791 632 628

 BB+からBB- 337 213 212 427 321 314

 B+からB- 308 252 378 113 76 114

 CCC+からD 17 14 20 1 1 1

 外部格付なし 149,871113,043109,926155,013118,789114,657

　合計  154,986116,632112,909159,762122,672117,083

　リテール 外部格付なし 166,865142,53480,589173,654147,63582,922

　合計  166,865142,53480,589173,654147,63582,922

合計  367,440301,378205,748381,458316,364210,745

(注１)　出所：スタンダード・アンド・プアーズ社。

(注２)　出所：バランスシート＋オフバランスシート。
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一部のユーロ圏の国々（特にイタリア）の格下げにより、金融機関のエクスポージャーのクラスにおいて上

位２つのカテゴリーから３番目のカテゴリーへの移行がもたらされた。

当社グループ中で標準的アプローチにより資本要件を算出する企業は、一般的に、主に個人もしくは中小企業

に重点を置くビジネス・モデルを有するか、または信用格付システムが未整備の地域（トルコ、ウクライナ、中

東等）に所在する。結果として、標準的アプローチの下では、取引先企業の大部分が外部格付を有していない。

 

債務不履行、引当金およびリスク費用エクスポージャー

延滞貸出金（減損の有無を問わない。）および関連する担保またはその他の保全策

（連結財務書類の注5.h「延滞貸出金(減損の有無を問わない)および関連する担保またはその他の保証」を

参照。）
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地域別債務不履行エクスポージャー内訳

 

 2012年12月31日現在

 
総エクス
ポージャー

債務不履行エクスポージャー
(注１)

個別評価引当金
（単位：百万ユーロ）

標準的
アプローチ

IRB
アプローチ

合計

国内市場部門  654,95118,03611,59229,628 14,450

 

フランス 354,0503,485 7,17510,660 5,496

ベルギー 139,897 128 3,449 3,577 1,410

ルクセンブルク 19,880 26 705 731 300

イタリア 141,12414,397 263 14,660 7,244

その他西欧  201,1013,318 4,768 8,086 4,812

 

英国 42,706 118 1,110 1,228 694

オランダ 30,673 92 45 137 69

その他西欧諸国 98,068 1,524 2,851 4,375 2,462

中東欧 29,654 1,584 762 2,346 1,587

アフリカおよ
び地中海沿岸
諸国

 
 

64,955

 

1,322

 

1,879

 

3,201

 

1,872

 

トルコ 24,570 261 2 263 171

地中海沿岸地方 18,210 530 183 713 480

湾岸諸国および
アフリカ

22,175 531 1,694 2,225 1,221

アメリカ大陸  172,695 663 2,200 2,863 1,162

 
北アメリカ 156,193 482 1,926 2,408 843

ラテンアメリカ 16,502 181 274 455 319

アジア太平洋  69,298 110 495 605 242

 

日本およびオー
ストラリア

22,415 2 257 259 141

新興アジア諸国 46,883 108 238 346 101

合計 1,163,00023,44920,93444,383 22,538

(注１)　担保またはその他の信用補完前の総エクスポージャー（バランスシート＋オフバランスシート）。
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 2011年12月31日現在

 
総エクス
ポージャー

債務不履行エクスポージャー
(注１)

個別評価引当金
（単位：百万ユーロ）

標準的
アプローチ

IRB
アプローチ

合計

国内市場部門  667,88116,19610,48026,676 13,514

 

フランス 349,3903,888 6,38710,275 5,650

ベルギー 156,483 121 3,457 3,578 1,410

ルクセンブルク 19,870 29 490 519 286

イタリア 142,13812,158 146 12,304 6,168

その他西欧  222,4893,322 8,86412,186 7,111

 

英国 40,075 78 1,352 1,430 805

オランダ 35,519 89 129 218 106

その他西欧諸国 114,1501,471 6,727 8,198 4,613

中東欧 32,745 1,684 656 2,340 1,587

アフリカおよ
び地中海沿岸
諸国

 
 

68,978

 

1,388

 

1,437

 

2,825

 

1,474

 

トルコ 21,084 282 2 284 195

地中海沿岸地方 18,830 617 217 834 515

湾岸諸国および
アフリカ

29,064 489 1,218 1,707 764

アメリカ大陸  194,7141,209 1,878 3,087 1,172

 
北アメリカ 172,1371,007 1,526 2,533 789

ラテンアメリカ 22,577 202 352 554 383

アジア太平洋  69,763 93 272 365 141

 

日本およびオー
ストラリア

19,327 2 72 74 40

新興アジア諸国 50,436 91 200 291 101

合計 1,223,82522,20822,93145,139 23,412

(注１)　担保またはその他の信用補完前の総エクスポージャー（バランスシート＋オフバランスシート）。
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バーゼル資産クラス別債務不履行エクスポージャー、引当金およびリスク費用

下記の表中のリスク費用は信用リスクのみに関連しており、市場性金融商品に対する取引先リスクの減損処

理を含まない。（連結財務書類の注2.f「リスク費用」を参照。）銀行勘定の証券化エクスポージャーに関する

要因は、「３ (2) 銀行勘定における証券化」に記載されている。

 

 2012年12月31日現在

 
総エクス
ポージャー

債務不履行
エクスポージャー

(注１) 合計
個別評価
引当金

一括評価
引当金

リスク
費用

（単位：百万ユーロ）
標準的
アプローチ

IRB
アプローチ

中央政府および中央銀行 196,437 27 24 51 63   

法人 515,22811,62112,06823,68911,963   

金融機関 88,579 367 878 1,245 618   

リテール 362,75611,434 7,96419,3989,894   

合計 1,163,00023,44920,93444,38322,5384,336(3,895)

 

 2011年12月31日現在

 
総エクス
ポージャー

債務不履行
エクスポージャー

(注１) 合計
個別評価
引当金

一括評価
引当金

リスク
費用

（単位：百万ユーロ）
標準的
アプローチ

IRB
アプローチ

中央政府および中央銀行 176,616 79 3,619 3,698 1,972   

法人 566,37910,39810,92321,32110,537   

金融機関 107,606 470 876 1,346 708   

リテール 373,22411,261 7,51318,77410,195   

合計 1,223,82522,20822,93145,13923,4124,660(6,767)

(注１)　担保またはその他の信用補完前の総エクスポージャー（バランスシート＋オフバランスシート）。
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バーゼル資産クラス別および計算アプローチ別の減損していない延滞貸出金のエクスポージャー

 

 2012年12月31日現在

 減損していない延滞貸出金の期日(注１)

（単位：百万ユーロ） 90日以下
90日超
180日以下

180日超
１年以下

１年超 合計

　中央政府および中央銀行 31 0 0 2 33

　法人 5,783 59 19 46 5,907

　金融機関 380 0 0 0 380

　リテール 4,779 159 5 6 4,949

　標準的アプローチ合計 10,973 218 24 54 11,269

　中央政府および中央銀行 135 5 0 2 142

　法人 1,538 343 20 20 1,921

　金融機関 59 20 0 0 79

　リテール 3,109 39 1 3 3,152

　IRBアプローチ合計 4,841 407 21 25 5,294

プルデンシャル・スコープ
合計

15,814 625 45 79 16,563

(注１)　FINREPに基づく、担保またはその他の信用補完前の総エクスポージャー（バランスシート）。

 

 2011年12月31日現在

 減損していない延滞貸出金の期日(注１)

（単位：百万ユーロ） 90日以下
90日超
180日以下

180日超
１年以下

１年超 合計

　中央政府および中央銀行 53 14 2 3 72

　法人 5,665 307 20 6 5,998

　金融機関 253 0   253

　リテール 6,400 182 2 4 6,588

　標準的アプローチ合計 12,371 503 24 13 12,911

　中央政府および中央銀行 208 163 3 13 387

　法人 1,552 0 87 17 1,656

　金融機関 133 0   133

　リテール 2,780 36 5 1 2,822

　IRBアプローチ合計 4,673 199 95 31 4,998

プルデンシャル・スコープ
合計

17,044 702 119 44 17,909

(注１)　FINREPに基づく、担保またはその他の信用補完前の総エクスポージャー（バランスシート）。
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信用リスク軽減手法

信用リスクの軽減（CRM）は、バーゼル２の規則に従って考慮される。とりわけ、その効果は景気悪化側面の特

質に基づき評価される。CRMは、２つの主要な種類に分類される。

１つは保証であり、もう１つは担保である。

・保証（保証人）は、債務不履行の場合に第三者が主債務者の代わりとなるコミットメントである。広義で

は、信用保険およびクレジット・デリバティブ（購入したプロテクション）もこの種類に分類される。

・当行に供された担保は、債務者の金融上の義務の適時履行を確保するために使用される。

IRBアプローチに基づく範囲については、保証および担保が適格である場合に限り、銀行勘定取引に適用され

る債務不履行による損失（LGD）のパラメーターを減少させることにより、保証および担保は考慮される。

標準的アプローチに基づく範囲については、保証が適格である場合に限り、より好ましい保証人のリスク・

ウェイトを、通貨と満期日のミスマッチを調整した担保付エクスポージャーの一部に適用することにより、保証

は考慮される。担保は、通貨と満期日のミスマッチを調整後のエクスポージャーの減少として考慮される。

保証人については、主債務者と同等の厳格な信用リスク評価を行う。

信用リスクの軽減効果の評価は、個別の行為について承認され、当社グループ全体で使用されている方法論に

従って行われる。コーポレート・バンキング事業および投資銀行事業において、リスク軽減効果は、保証人と借

入人の間で見込まれる相関性（例えば、保証人および借入人が同じ産業部門に所属しているか否か）を考慮す

る。信用委員会は、各貸出金に起因する軽減効果を、貸出開始時およびその後は年に１回の見直しのときに承認

しなければならない。

担保は、金銭的担保とその他の担保の２つに分けられる。

・金銭的担保は、一定額の現金（金を含む。）、株式（上場または非上場を問わない。）および債券から構成さ

れる。

・その他の担保は、不動産ローン、船舶もしくは航空機に関する担保、株式に関する担保または債務者の資産

に関する契約もしくはその他の権利の譲渡の形態をとる場合がある。

担保が適格となるためには、以下の条件を満たさなければならない。

・担保の価値は、債務者に関するリスクと高い関連性があってはならないこと（特に、債務者の保有する株式

は適格ではない。）

・担保は文書化されていなければならないこと

・景気悪化側面における見返担保の価値を当行が評価可能でなければならないこと

・当行は、関連する資産の潜在的な償却および実現について合理的なコンフォートを持たなければならない

こと
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コーポレート・バンキング事業および投資銀行事業においては、各担保は適切な手法を用いて評価され、軽減

効果は個別の事案毎に評価される。

コーポレート・バンキング事業および投資銀行事業（CIB）の信用リスク管理の最適化の職務の一環として、

資産・ポートフォリオ管理部門が、クレジット・デリバティブおよび主にクレジット・デフォルト・スワップ

（CDS）を用いてヘッジを設定している。

かかるCDSは、変更リスクおよび集中リスクのヘッジならびに主要なエクスポージャーの管理を主たる目的と

した積極的な管理方針の一環として利用される。原資産は、コーポレート・バンキング事業および投資銀行事業

のコーポレート・バンキングにより実施される大手企業に対するローンならびに時としてリテール・バンキン

グにより実施されるローンである。

CDSヘッジは、保証として取り扱われ、IRBアプローチの範囲である。適格であることを条件として、原資産に係

る債務不履行による損失の見積額を減少させる（または全体的な回収率を上昇させる）効果を有し、これによ

りリスク加重資産に関する評価減が軽減される。

リテール・バンキング事業においては、特定の種類の担保の有無により、保証率に応じて、統計ベースでの特

定のLGDのクラスに対するエクスポージャーが割り当てられる場合がある。

保証は、債務者の親会社または金融機関等のその他の事業体により付与される。保証のその他の例としては、

クレジット・デリバティブまたは公的保険会社もしくは民間保険会社からの保証がある。

保証には、保証人が取引先より高く格付けされていない限り、取引のリスク・パラメーターを改善する資格が

ない。また、保証人は、過去の信用分析において、主債務者と同等の要件に服する。

一般的な格付方針に従って、担保および保証についてはその経済価値で評価し、例外的な場合にのみ主たる返

済財源として認める。例えば、コモディティ・ファイナンスの場合は、債務者の返済能力は、その営業活動による

キャッシュ・フローに基づき評価されなければならない。

担保に供された資産の経済価値は、高い客観性をもって評価されなければならない。また、当行はそれを文書

化しなければならない。当該資産の経済価値は、市場価格、専門家が評価した価格または帳簿価額となる場合が

ある。経済価値は、評価日における現在価値であり、デフォルト日の価値ではない。

最後に、当社グループの手続では、コーポレート・バンキング事業および投資銀行事業に係る範囲について、

少なくとも年に１回担保の再評価を行わなくてはならない。
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IRBアプローチ－コーポレート・ポートフォリオ

以下の表は、コーポレート・ポートフォリオについて、当社グループの全事業部門の貸出金およびクレジット

・コミットメントのポートフォリオに関する担保および保証によってもたらされるリスク軽減の内訳を、先進

的なIRBアプローチによりバーゼル資産クラス別に示したものである。

 

 2012年12月31日現在 2011年12月31日現在（注１）

  リスクの軽減  リスクの軽減

 

 

（単位：百万ユーロ）

エクスポー

ジャー合計

保証

および

クレジット・

デリバティブ

担保

保証

および

担保

合計

エクスポー

ジャー合計

保証

および

クレジット・デ

リバティブ

担保

保証

および

担保

合計

中央政府および

中央銀行
177,612 4,695 240 4,935 155,605 5,427 393 5,820

法人 360,242 60,87555,744116,619 406,617 73,90468,470142,374

金融機関 61,814 4,021 899 4,920 80,575 6,161 3,102 9,263

合計 599,668 69,59156,883126,474 642,797 85,49271,965157,457

(注１)　2011年12月31日に公表された第３の柱と比較のうえ、調整されている。

 

標準的アプローチ－コーポレート・ポートフォリオ

以下の表は、コーポレート・ポートフォリオについて、当社グループの全事業部門の貸出金およびクレジット

・コミットメントのポートフォリオに関する担保および保証によってもたらされるリスク軽減の内訳を、標準

的アプローチによりバーゼル資産クラス別に示したものである。

 

 2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

  リスクの軽減  リスクの軽減

 

 

（単位：百万ユーロ）

エクスポー

ジャー合計

保証

および

クレジット・

デリバティブ

担保

保証

および

担保

合計

エクスポー

ジャー合計

保証

および

クレジット・デ

リバティブ

担保

保証

および

担保

合計

中央政府および

中央銀行
18,825 0 7 7 21,011 401 7 409

法人 154,986 821 5,673 6,494159,762 1,653 6,528 8,181

金融機関 26,765 4,933 8 4,942 27,031 4,816 8 4,824

合計 200,575 5,754 5,688 11,442207,804 6,870 6,543 13,413
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(4) 取引先リスク

取引先リスクに対するエクスポージャー（監査済）

下記の表は、デリバティブ契約や、有価証券貸借取引に伴う、バーゼルに基づく資産クラス別の取引先リスク

に対するエクスポージャー（債務不履行エクスポージャーとして測定される。）を、ネッティング契約の影響を

考慮した額で表示したものである。

 

バーゼルに基づく資産クラス（デリバティブおよび有価証券貸借取引）別の、取引先リスクに係る債務不履

行エクスポージャー

 

 
2012年12月31日現在 2011年12月31日現在 変動

 

 

 

（単位：百万ユーロ）

IRB

アプ

ローチ

標準的

アプ

ローチ

合計

2012年度

平均債務

不履行エ

クスポー

ジャー

IRB

アプ

ローチ

標準的

アプ

ローチ

合計

2011年度

平均債務

不履行エ

クスポー

ジャー

合計

平均債務

不履行エ

クスポー

ジャー

中央政府および中央銀行 14,160 34 14,19412,66911,142 2 11,14410,0733,0502,596

法人 49,5311,80851,33949,57445,3242,48447,80846,2883,5313,286

金融機関(注１) 25,078 605 25,68331,32435,8031,16336,96637,750(11,283)(6,426)

リテール - 13 13 16 - 19 19 15 (6)  

債務不履行

エクスポージャー合計
88,7692,46091,22993,58392,2693,66895,93794,126(4,708)(544)

(注１)　金融機関の資産クラスは、金融機関や投資会社（他国で認識されているものを含む。）で構成される。このクラスは、中

央政府として取り扱われない地域および地方の機関、公共機関および多国籍開発銀行に対する一部のエクスポー

ジャーを含む。

 

取引先リスクについて、2012年12月31日現在におけるIRBアプローチによるエクスポージャーのシェアは、

2011年12月31日現在の96％と比較してほぼ変動がなく、97％であった。

BNPパリバは資本市場取引における取引先リスクにさらされている。このリスクは、標準的なクローズ・アウ

ト・ネッティングおよび担保契約の幅広い使用ならびにダイナミック・ヘッジ方針を通して管理されている。

当行のエクスポージャーの価値の変動は、信用価値調整プロセスを通じて、店頭取引金融商品の測定において考

慮される。
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ネッティング契約

ネッティングは、銀行がデリバティブ取引に伴う取引先信用リスクの軽減を図るために用いられる。ネッティ

ングが発生する主要な例は、取引が終了する場合である。取引先が破綻した場合、市場時価ですべての取引が終

了し、すべてのプラスおよびマイナスの市場価値が合算され、取引先に対する債務または債権が単一の金額（純

額）で算出される。その残高（クローズ・アウト・ネッティング）は、現金、有価証券または預金の形式で保証

（担保保証）される場合がある。

当行は、通貨決済に係る取引先信用リスクを軽減する目的で、決済ネッティングの適用も行っている。これは、

同一の日に同一の通貨で行われる、銀行と取引先１社の間のすべての支払および受領のネッティングに該当す

る。このネッティングの結果、当行または取引先のいずれかによって支払われる（各通貨における）単一の金額

が算出される。

これにより影響を受ける取引はフランス国内あるいは海外の枠組の一般原則に従った二当事者間または多数

当事者間の契約に従って処理される。使用される主な二当事者間の契約の形式は、フランス全国銀行連盟

（FBF）または国際的には国際スワップ・デリバティブ協会（ISDA）により発行されたものである。

 

取引先に対するエクスポージャーの測定

取引先リスクに係る債務不履行エクスポージャー（EAD）は、今後信用リスク加重システムに統合されること

となる内部モデルを用いて測定される。このツールは、可能性のあるエクスポージャー額の変動を見積もるモン

テカルロ・シミュレーションに基づくものである。用いられる確率論に基づくプロセスは、ボラティリティや相

関関係を含むパラメーターに対して感応的であり、過去の市場データに応じて補正される。将来の潜在的な取引

先リスク・エクスポージャーは、潜在的な市場の動向に関する数千のシナリオを用いてシミュレーションを行

い、将来の複数の時点（１日から最も長期の取引の場合30年以上の期間）における各取引先のトレーディング

・ポートフォリオを評価するための内部モデル（以下「ValRisk」という。）を用いて測定される。評価の変動

は、取引の満期まで計算される。

エクスポージャーを総計するため、このシステムは、各取引および取引先に関連のある法律上の契約（ネッ

ティング契約およびマージン・コール契約等）を考慮する。

取引先リスク・エクスポージャーは、原取引の価値に影響を与える市場パラメーターの継続的な変化が原因

で、時間と共に大幅な変動が生じることを特徴とする。このため、現在の取引価値を監視するだけでなく、将来に

おいて可能性のある変動をも分析することが重要である。

モデル化されていない取引先リスク・エクスポージャーについては、債務不履行エクスポージャー（EAD）

は、時価評価（正味現在価値にアドオンを加えたもの）に基づく。
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取引先リスクの監督および監視

ValRiskが計算した将来の潜在的なエクスポージャーは、取引先毎のリスク限度枠と、毎日比較対照される。さ

らに、ValRiskは、新規取引のシミュレーションを行い、取引先ポートフォリオに対するその影響を測定すること

ができる。このため、ValRiskはリスク承認プロセスにおいて不可欠なツールである。各委員会（リージョナル信

用委員会、グローバル信用委員会およびゼネラル・マネジメント信用委員会）が、その権限（後者ほど権限が大

きい。）の範囲内でリスク限度枠を定める。

 

店頭取引金融商品に対する信用価値調整

BNPパリバがトレーディング活動（フィクスト・インカム部門ならびにグローバル・エクイティおよび商品

デリバティブ部門）の一環として行う店頭取引金融商品の評価は、信用価値調整を含んでいる。「信用価値調

整」（CVA）は、取引先リスクを考慮するためにトレーディング・ポートフォリオの価値に加えられる修正であ

る。信用価値調整は、契約の潜在的な正の価値、取引先のデフォルト確率、信用の質の遷移および期待回収率に基

づき、取引先に対するエクスポージャーに係る予想公正価値損失を反映している。

 

動態的な取引先リスクの管理

信用価値調整は、既存エクスポージャーの変動および取引先の信用リスクの水準の変数であり、これは特にデ

フォルトの可能性を算出するために使用されたクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）のスプレッドの変

動に関連していることがある。

金融業務ポートフォリオに組み込まれている信用の質の悪化によるリスクを軽減するため、BNPパリバはクレ

ジット・デリバティブ商品といった市場商品の購入に関連するダイナミック・ヘッジ戦略を用いる場合があ

る。

デリバティブ商品に関する取引先リスク・エクスポージャーは、BNPパリバのデリバティブ・ポートフォリオ

におけるすべてのエクスポージャーならびにすべての原資産および統合資産の分類を対象としている。フィク

スト・インカムのエクスポージャーが、これらのエクスポージャーの大部分を占めている。

証券金融取引および繰延決済取引に関するエクスポージャーは、フィクスト・インカム事業（主に債券）、主

に株式（株式貸借取引）である株式およびアドバイザリー事業ならびに債券および株式を扱うBNPパリバ・セ

キュリティーズ・サービシズ（BP2S）に関連するものである。
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計算アプローチ別債務不履行エクスポージャー（EAD）

計算アプローチ別債務不履行エクスポージャー（EAD）

 

 2012年12月31日現在

 内部モデル（EEPE）(注１)
NPV (注２)
＋アドオン

合計
（単位：百万ユーロ）

IRB
アプローチ

標準的
アプローチ

小計
IRB

アプローチ
標準的
アプローチ

小計

デリバティブ 69,597 29 69,626 0 2,355 2,355 71,981

証券金融取引および
繰延決済取引

19,172 2 19,174 0 74 74 19,248

合計 88,769 31 88,800 0 2,429 2,429 91,229

 

 2011年12月31日現在

 内部モデル（EEPE）(注１)
NPV (注２)
＋アドオン

合計
（単位：百万ユーロ）

IRB
アプローチ

標準的
アプローチ

小計
IRB

アプローチ
標準的
アプローチ

小計

デリバティブ 65,540 8 65,54812,6933,65016,34381,891

証券金融取引および
繰延決済取引

11,415 4 11,4192,621 6 2,627 14,046

合計 76,955 12 76,96715,3143,65618,97095,937

(注１)　将来発生し得る有効かつ正のエクスポージャー。

(注２)　正味現在価値。

 

取引先リスクに関する債務不履行エクスポージャー（EAD）の測定は、主に内部モデルの手法に基づいてお

り、デリバティブ取引に関する保証は将来発生し得る有効かつ正のエクスポージャー（EEPE）を計算する際に

直接的に考慮される。内部モデルに含まれる債務不履行エクスポージャー（EAD）は、債務不履行エクスポー

ジャー合計の97％を占め、BNPパリバのValRiskモデルをBNPパリバ・フォルティスに拡大させるベルギーおよび

フランスの規制当局（BNBおよびACP）との合意により、現在BNPパリバ・フォルティスの範囲も対象となってい

る。

内部モデルに含まれない範囲（現在は、主に子会社であるBNL、バンクウェスト、TEBおよびBGL BNPパリバに限

られる。）については、時価評価法（正味現在価値にアドオンを加えたもの）を用いて計算される。2012年度中

における債務不履行エクスポージャー（EAD）の減少は、主にBNPパリバ・フォルティスに係る範囲における減

少に関連している。これは、モデルが変更され、受取担保（従前では、担保は債務不履行による損失（LGD）を減

少させていた。）が考慮されることにより、債務不履行エクスポージャー（EAD）をより正確に測定することが

できるようになったためであるが、計算範囲の規制変更によるBNPパリバに係る範囲の増加によって一部相殺さ

れた。
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クレジット・デリバティブ取引に対するエクスポージャーについては、内部モデルに市場データと債務不履

行の可能性との相関性が組み込まれている。したがって、エクスポージャーは債務不履行次第であり、逆方向の

相関性リスクを含んでいる。場合によっては、重要な取引に関し、逆方向の相関性リスクを含む、債務不履行の際

のエクスポージャーの特別な再モデル化が行われる。さらに、逆方向の相関性リスクを示す取引の監視のため、

特定の追加のストレス・テストが行われる。

標準的アプローチの下で債務不履行エクスポージャー（EAD）の控除として適用される担保保証は、2011年12

月31日現在、313百万ユーロであったのと比較して、2012年12月31日現在では837百万ユーロに増加した。

取引先信用リスクに係るリスク加重資産は、EADに、使用されるアプローチ（標準的アプローチまたはIRBアプ

ローチ）によって決まる適切な加重比率を乗じて計算される。

債務不履行エクスポージャー（EAD）がIRBアプローチを用いてモデル化され加重される場合、「将来発生し

得る有効かつ正のエクスポージャー」を計算する際に担保額は直接考慮されるため、債務不履行による損失

（LGD）は既存の担保保証によっては調整されない。

 

リスク加重資産

取引先リスク加重資産

 

 
リスク加重資産
取引先リスク

（単位：百万ユーロ） 2012年12月31日2011年12月31日 変動

取引先リスク－IRBアプローチ 18,633 20,863 (2,230)

　中央政府および中央銀行 222 180 42

　法人 15,117 16,344 (1,227)

　金融機関 3,294 4,339 (1,045)

取引先リスク－標準的アプローチ 1,900 2,761 (861)

　中央政府および中央銀行 27 1 26

　法人 1,610 2,426 (816)

　金融機関 254 320 (66)

　リテール 9 14 (5)

　その他のエクスポージャー 9 14 (5)

取引先リスク合計 20,533 23,624 (3,091)

 

取引先リスク加重資産の減少は主に、信用スプレッドの縮小による将来発生し得る有効かつ正のエクスポー

ジャー（EEPE）の減少およびValRisk内部モデルにBNPパリバ・フォルティスに係る範囲を含めたことに起因す

る。

 

想定デリバティブ・エクスポージャー

（連結財務書類の注５（2012年12月31日現在における貸借対照表の注記）を参照。）
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(5) 市場リスク

トレーディング業務に関連する市場リスク

概要（監査済）

「(2) リスク管理（監査済）」に定義されているような市場リスクは主に、コーポレート・バンキング事業

および投資銀行事業部門内のフィクスト・インカムならびにグローバル・エクイティおよび商品デリバティブ

のチームが実施するトレーディング業務から発生するもので、以下に定義されているような各種リスク要因を

含むものである。

・金利リスクは、市場金利の変動により金融商品の価値が変動するリスクである。

・為替リスクは、為替レートの変動により商品の価値が変動するリスクである。

・株式リスクは、市場価格の変動、株式および／または株価指数のボラティリティにより生じる。

・商品リスクは、市場価格の変動、商品関連および／または商品価格指数のボラティリティにより生じる。

・信用スプレッド・リスクは、発行体の信用の質の変化により生じ、当該発行体に係るクレジット・プロテク

ションの購入価格の変動に反映される。

・オプション商品は、性質上、ボラティリティおよび相関性リスクを発生させ、そのリスク・パラメーターは

活発な市場で観測可能なオプションの市場価格に基づき決定できる。

 

組織原則（監査済）

統治

市場リスク管理システムおよび金融商品の価格設定は、市場リスクをトラッキングおよび管理すると共に、管

理機能を、各事業部門から完全に独立した状態に保つことを目的とするものである。

市場リスク管理に関するリスク－投資・市場部門の責任は、リスク感応性およびリスク要因を定義、監視およ

び分析すること、ならびに潜在的な損失のグローバル指標であるバリュー・アット・リスク（VaR）を測定およ

び管理することにある。リスク－投資・市場部門は、あらゆる事業活動が、各委員会が承認した限度に沿って行

われるようにし、新たな業務および主要な取引の承認、ポジション評価モデルの検討および承認、評価・リスク

管理部門（V&RC）と共同で市場パラメーターの月次見直し（MAPの見直し）を行う。

市場リスクの監視および価格設定は、下記の複数の委員会で構成されている。

・キャピタル・マーケット・リスク委員会（CMRC）は、資本市場関連のリスクを統治する主要な委員会であ

る。CMRCは、一貫した方法で、市場および取引先リスク関連の問題に対処する責任を負う。CMRCは、主要なエ

クスポージャーおよびストレス・リスクの変化を追い、トレーディング総額の最大限度を設定する。CMRCは

およそ月１回会議を行い、その議長は当社グループの最高経営責任者または当行の最高業務責任者のうち

のいずれか１名が務める。
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・商品および財務管理委員会（PFC）は、仲裁および価格に関する意思決定の委員会である。当委員会は、会議

を四半期毎に開催し、市場取引の結果の測定および認識の効率性の管理および信頼性を強化するため、CIB

財務統制チームの結論ならびに業務を協議する。議長は当社グループの最高財務責任者が務め、当社グルー

プ財務－会計部、投資銀行事業部ならびに当社グループリスク管理部門の取締役が出席する。

・事業ユニット・レベルでは、評価レビュー委員会（VRC）が、市場パラメーター（MAP）の検討やリザーブの

変動を検査および承認するための会議を毎月開催する。評価レビュー委員会は、トレーディング部門と管理

部門の間での意見の相違の仲裁役も果たす。議長は、シニア・トレーダーが務め、その他のメンバーは、ト

レーディング部門、当社グループリスク管理部門、当社グループ評価・リスク管理部および当社グループ財

務部の代表者が出席する。意見の不一致がある場合、PFCの処理事項とする。

・評価手法委員会（VMC）は、モデルの承認および見直しの状況を監視し、関連のある勧告について追跡調査

し、モデル統治の改善を示すための会議を、事業部門毎に年に２回から３回開催する。

 

リスク監視体制および上限の設定

当社グループは、市場リスク・エクスプローラー（MRX）と呼ばれる総合システムを使用して、トレーディン

グ・ポジションの日次トラッキングやVaR計算の管理を行っている。MRXはVaRをトラッキングするだけでなく、

各ポジションや同時に存在する様々な基準（通貨、商品、取引先など）に基づく市場パラメーターに対する感応

度の分析も行う。またMRXは、トレーディング限度、リザーブおよびストレス・テストの結果を含むような構成に

もなっている。

限度の設定および監視に係る責任は３つのレベル（減少順に、CMRC、事業部門および事業活動（トレーディン

グ勘定責任者））で委任されている。限度は、委任レベルおよび一般的手続に従って、一時的にまたは恒久的に

変更される場合がある。限度レベルについてのリスク機能部門の独立した視点が伝わることを保証する適切な

エスカレーション・メカニズムが存在する。

 

主要なリスクの分析および業務執行陣に対する報告

リスク－投資・市場部門は、様々なリスクの分析および報告を通じ、業務執行陣および事業部門の上級管理者

にリスク分析の結果（上限、VaR監視、主要なリスクの分析等）を報告する。グローバル・リスク分析および報告

チームは、グローバル・リスク報告書の作成／回覧の責任を負う。

以下のリスク報告書は定期的に作成される。

・あらゆるポジションが要約され、特に留意する必要がある項目が明記されている、各事業部門（株式デリバ

ティブ、商品デリバティブ、クレジット・デリバティブ、フィクスト・インカムおよび通貨デリバティブ）

向けの「主要なポジション」に関する週次報告書。本報告書は主に各事業部門のマネージャー向けのもの

である。
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・世界の主要なリスク集中を特定する業務執行陣向けの「ボトムアップ」ストレス・テストに関する各地の

月次報告書

・主要なキャピタル・マーケット・リスク委員会のための市場・リスク事象の要約、グローバルな取引先エ

クスポージャーの要約、VaR／ストレスVaRの変化、ストレス・テストおよび資本変動の要約ならびに市場リ

スクおよび取引先リスクのバックテストにより構成される補足書類

・地域別およびグローバル・リスクの指標表示

・主要な信用価値調整（CVA)市場および取引先リスクの感応度を対象とする信用価値調整報告書

 

評価に対する管理（監査済）

プルデンシャルに関するトレーディング勘定の一部である金融商品は、適用される会計基準に従い、純損益を

通じて市場価値またはモデル価値で評価および報告される。銀行勘定に分類される金融商品も同様の場合があ

る。

ポートフォリオの評価に対する管理は、職務の分離を規定した評価に関する職務憲章に従って実行されてい

る。また、リスク－投資・市場部門と共に市場パラメーターの管理を行う専門の評価・リスク統制チーム

（V&RC）を創設した。これらの管理方針および実務は、財務部の全業務に適用される。

職務憲章に加え、関連する評価に対する管理の詳細は、具体的な方針に記載されている。評価に対する管理を

構成する主要な手続の詳細は下記のとおりである。

 

取引の会計処理管理

かかる管理は、業務部門内のミドルオフィスの職務である。しかしながら、一部の複雑な取引は、リスク－投資

・市場部門が管理する。

 

市場パラメーターの見直し－独立した価格検証

価格検証は、リスク－投資・市場部門および評価・リスク統制部門（V&RC）が共同で管理を行い、最も流動的

なパラメーターについては毎日管理が行われ、すべての市場パラメーターの包括的かつ正式な検討は月末に行

われる。評価・リスク統制部門が管理するパラメーターの種類は正確に列挙され、基本的にこれらは外部の情報

源に照らして自動的に管理されるパラメーター（有価証券の価格、バニラ・パラメーター）であり、合意された

価格サービスの利用を含む場合がある。リスク－投資・市場部門は、評価手法の管理およびモデルの選択に著し

く左右される最も複雑なパラメーターについて責任を負う。
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市場パラメーターの検討に係る一般原則は、評価に関する職務憲章ならびにグローバルな指標および独立し

た価格検証方針等のグローバルな専門的方針に記載されている。具体的な方法論は、商品ライン毎に編成される

MAPブックとして知られる書類に記載され、定期的に更新される。リスク－投資・市場部門および評価・リスク

統制部門の職務は、それぞれの時点において規定され、市場パラメーターの検討に関する結論は、市場パラメー

ター研究書に記載されている。

市場パラメーターの検討結果として、評価の調整見積額が算出され、会計帳簿に入力するミドルオフィスに通

知される。この結果は、仲裁が行われる評価レビュー委員会においてトレーディングを担当する役員に通知され

る。統制機能の見解が優先されるが、重大かつ強固な見解の不一致については、PFCの処理事項とする。

 

モデルの承認および検討

モデル管理の統制は、評価手法統制方針に記載されている。事業活動に特有のガイドラインについては、各商

品ラインのモデル検討ガイドライン文書に詳述されている。

フロントオフィスの定量的分析を行うアナリストは、商品評価および取引の決定を行う際に利用されるリス

クの測定に用いる方法論の策定および提案を行う。調査チームおよびITチームは、これらのモデルをシステムに

おいて実行する責任を負う。

リスク－投資・市場部門が、評価モデルの独立した管理について責任を負う。主要な手続は以下のとおりであ

る。

・モデルの承認では、「評価モデル事由」と称される評価の方法論に対する修正後を含め、モデルを承認する

かまたは拒否するかの正式な決定が行われる。あらゆる場合において、承認の決定はリスク－投資・市場部

門の上級アナリストが行う。承認の決定に必要とされる検討は、簡潔な場合と包括的な場合がある。後者の

場合には、承認の根拠および条件がモデル承認文書に詳述される。承認を巡って激しく議論が行われている

場合、モデル承認委員会が招集される可能性がある。

・モデルの検討は、（承認と関連して）開始時にまたはモデルの試用期間（再検討）を通じて行うことがで

きる。モデルの検討の際には、一定の市場環境に照らした商品の評価に用いられるモデルの適合性の調査を

行う。

・モデルの利用および実行に対する統制は、モデルの正しいパラメーター化または構造化および商品とモデ

ルの間のマッピングの適合性に対する継続的な統制を行う。
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リザーブおよび他の評価の調整

リスク－投資・市場部門は、市場価格またはモデル価格の会計上の価値調整額であるリザーブの決定および

計算を行う。リザーブは、ポジションの手仕舞コストまたは適切なヘッジまたは分散が不可能なリスクのプレミ

アムとして考えられる。

リザーブは主に以下を対象とする。

・ビッド・オファー・スプレッドおよび流動性スプレッド

・モデルまたは市場パラメーターの不確実性

・ヘッジが不可能なリスクの除去（デジタル・ペイオフまたはバリア・ペイオフの平滑化）

一般的な評価調整額の方針が存在する。リザーブの方法論は、各商品ラインについてリスク－投資・市場部門

により文書化され、これらの文書は定期的に更新される。リザーブの変動の分析は、月次評価レビュー委員会で

報告される。

リザーブの方法論は、定期的に改善され、変更があった場合は、評価モデル事由に該当する。リザーブの改善

は、通常、モデルの検討についての結論または市場パラメーターの検討手続における市場情報の修正に起因す

る。

 

「デイ・ワン・プロフィットまたはデイ・ワン・ロス」

一部の取引は、「観測不能」なパラメーターを使用して評価される。IAS第39号は、当初のモデル価値を取引価

格と共に測定する場合、観測不能な取引に係るデイ・ワンの損益が一致しないよう定めている。

リスク－投資・市場部門は、観測可能性に関する規則に従い、パラメーターの種類または取引が観測可能か否

かを決定するため、当社グループ財務部、ミドルオフィスおよび事業部門と連携してこれらの損益項目を特定し

取り扱い、かつ適切に文書化する。

損益の繰延べによる損益に対する影響は、ミドルオフィスにより計算される。

観測可能性の規則は、IFRS第７号により求められる財務情報の報告にも用いられる。
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市場リスク・エクスポージャー（監査済）

市場リスクは、まず、様々な市場パラメーターに対するポートフォリオの感応度を体系的に測定することで、

分析される。当該感応度分析の結果は、すべての各ポジション・レベルで集められ、市場限度額と比較される。

 

VaR（バリュー・アット・リスク）

VaRは内部モデルを用いて計算される。このモデルは、通常の市況下での１取引日においてトレーディング・

ポートフォリオに生じる可能性のある損失を、過去260営業日間の市場における変化を基に、信頼水準を99％と

して見積もる。このモデルは、銀行監督当局から承認を受けているもので、分散化がもたらす影響を含めるため、

すべての一般的なリスク要因（金利、信用スプレッド、為替レート、株価、商品価格および関連ボラティリティ）

や、これらの要因間の相関関係を考慮する。またこのモデルは、特定の信用リスクも考慮する。

各算法、手法および一連の指標は、高まる市場の複雑さや商品の精巧さを考慮して、定期的に見直され、改善さ

れる。

ベルギーおよびフランスの規制当局（BNBおよびACP）との合意の後、BNPパリバの内部モデルは、2011年度第

２四半期以降、フォルティス銀行エスエー・エヌヴィーにも拡大された。VaR内部モデルもBNLにより使用されて

いる。

 

2012年度のヒストリカル法によるVaR値（10日、99％）

下記に示すバリュー・アット・リスク（VaR）は内部モデルを用いて算出した。この内部モデルでは、VaRの見

積りを算出するものとしてバーゼル委員会が推奨する方法に準拠するパラメーター（「市場リスクを自己資本

合意の対象に含めるための補足」）を用いている。これらは、保有期間が10日、信頼水準が99％の場合の値であ

る。

2012年度における、BNPパリバのVaR合計の平均値は、各種リスク間でのネッティングによる影響額マイナス

163百万ユーロ考慮後の額で132百万ユーロ（最小が81百万ユーロおよび最大が228百万ユーロ）である。この内

訳は以下のとおりである。
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バリュー・アット・リスク（10日、99％）：リスク種類別内訳

 

 
2012年12月31日
終了事業年度 2012年

12月31日現在

2011年12月31日
終了事業年度 2011年

12月31日現在
（単位：百万ユーロ） 最小 平均 最大 平均

金利リスク 59 101 188 76 101 81

信用リスク 42 74 120 43 118 121

為替リスク 21 44 95 34 33 44

株価リスク 26 61 164 55 51 58

商品価格リスク 10 15 26 16 19 13

相殺による影響額 (77)(163)(365) (128) (178) (148)

バリュー・アット・リスク合計 81 132 228 95 144 169

 

2012年度におけるVaR（１日、99％）の変動（単位：百万ユーロ）

 

 

当社グループリスク管理部門は、様々な手法（資本市場での取引における日次損失実績と、１日VaRとの、長期

にわたる定期的な比較を含む。）を通じてその内部モデルの精度を継続的にテストしている。99％の信頼水準と

は、理論上、年間に２日または３日を超えて、VaRを超過する日次損失を当行が被ることはないことを意味する。

標準的なVaRのバックテストの手法は、グローバル・トレーディング勘定の日次VaRをポートフォリオの価値

の１日における変動と比較するものである。2012年のバックテストは、観測された期間中、損益計算書上の損失

がVaRの水準を超える日がなかったことを示した。
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新CRD３要件

2011年12月31日以降、欧州指令CRD３（「バーゼル2.5」とも呼ばれる。）が、市場リスクに係る資本要件（ス

トレスVaR、追加的リスク費用（IRC）、包括的リスク指標（CRM）およびトレーディング勘定の証券化）に適用

され、修正された。

 

ストレスVaR

ストレスVaR（SVaR）は、危機が生じている期間を含む特定の１年の間、VaRを最低限の水準に保つために調整

された。12ヶ月間（2008年３月31日から2009年３月31日まで）が、ストレスVaRの調整のための参照期間として

考慮された。この選択は年に一度検討の対象となる。資本要件の計算において、VaRの「短期記憶」を是正するた

め、ストレスVaRがVaRに加算される。

 

ストレスVaR（10日、99％）

 

 
2012年12月31日
終了事業年度 2012年

12月31日現在

2011年度
第４四半期(注１) 2011年

12月31日現在
（単位：百万ユーロ） 最小 平均 最大 平均

ストレスVaR 145 201 325 220 296 267

(注１)　最初のCRD３の適用日は、2011年12月31日であった。

 

追加的リスク費用（IRC）

IRCアプローチは、資本の保有期間を１年間、信頼水準を99.9％とした場合（かかる期間中リスクの水準を一

定のものと仮定する。）のデフォルトおよび格付の変更による損失を測定する。追加的なデフォルトおよび変更

リスクを把握するアプローチは、特定の金利リスク（すべての政府債を含むが証券化ポジションおよび

「n-th-to」デフォルト・クレジット・デフォルトを含まない。）に備える資本費用に係るすべてのポジション

を対象とする。

モデルは現在、リスク管理手続で用いられている。このモデルは、フランス銀行監督当局（金融健全性規制監

督機構）により承認されている。

追加的リスク費用の計算は、１年間の資本の保有期間中、リスクが一定の水準であるとする仮定に基づくもの

であり、トレーディング・ポジションまたはポジションの組み合わせが１年間の資本の保有期間を通じて、VaR

または信用格付別および集中分野別のプロフィール・エクスポージャーにより測定された当初のリスク水準を

維持する形で再調整され得るということを意味している。かかる再調整の頻度は、流動期間と呼ばれる。

このモデルは、デフォルトのリスクおよび格付の変更のリスクの双方を把握する、各債務者の格付に基づくシ

ミュレーションを中心として構築される。債務者間の依存は、多元的な資産リターンのモデルに基づいている。

ポートフォリオの評価は、それぞれの模擬シナリオについて行われる。このモデルは、１年間という一定の流動

期間を用いる。これは独立したユニットにより、内部で承認されている。検討においては、提案された方法論およ

びリスク要因の範囲の一貫性、さらにはモデル・パラメーターの調整および範囲の創出と定義にさらに重点を

置いたシミュレーションの過程での利用の一貫性が考慮された。
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追加的リスク費用の資本要件

 

 
2012年12月31日
終了事業年度 2012年

12月31日現在

2011年度
第４四半期(注１) 2011年

12月31日現在
（単位：百万ユーロ） 最小 平均 最大 平均

追加的リスク費用 148 258 561 274 515 381

(注１)　最初のCRD３の適用日は、2011年12月31日であった。

 

相関性ポートフォリオ（包括的リスク指標－CRM）

企業の相関性のある活動は、主に企業のCDO、より少ないが企業のCDO２ならびに単名のCDS、CDS指数およびイ

ンデックス・トランシェを利用したそれらのヘッジのトレーディングおよびリスク管理により構成された活動

である。

評価の枠組は、観測可能な市場価格（CDS、インデックスおよびインデックス・トランシェ）ならびに上記の

商品よりも観測可能性の低い特注のCDOを評価するためのモデル価格の双方を用いる。

この活動は、BNPパリバのフィクスト・インカム内における仕組み信用活動取引に該当する。

使用されたモデルは、内部で承認されており、また、市場CDSのスプレッドおよび観測されるインデックスCDO

トランシェに内在する相関性水準を用いて特注のCDOの価値の価格設定を行う市場で標準的なモデルである。

 

包括的リスク指標の資本要件

 

 
2012年12月31日
終了事業年度 2012年

12月31日現在

2011年度
第４四半期(注１) 2011年

12月31日現在
（単位：百万ユーロ） 最小 平均 最大 平均

包括的リスク指標 161 238 305 161 325 290

(注１)　最初のCRD３の適用日は、2011年12月31日であった。

 

相関性ポートフォリオ以外のトレーディング勘定の証券化ポジション

会計上「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」として取り扱われる証券化ポジションは、固定利付

証券の未収利息を除く市場価格の変動を、損益計算書において「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品

に係る純利益／損失」として計上する。

トレーディング勘定におけるABSは、債券取引リスク方針（DTRP）により規定される制限に服する。DTRPは、集

中の制限と共にグローバルな外枠を規定する。制限は、毎日監視され、違反があった場合はトレーディング部門

に通知される。

相関性勘定以外のトレーディング勘定におけるABSポジションは、（銀行勘定において標準的な手法である）

標準化された資本費用が適用される。したがって、資本要件は、資産の外部格付に基づき決定されるリスク加重

資産（RWA）への加重を適用して計算される。資本の計算は、３つの格付機関のうち２番目に悪い格付に基づき

行われる。
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資産種類別の相関性勘定以外のトレーディング勘定の証券化ポジション内訳

 

（単位：百万ユーロ） 保有または取得された証券化ポジション（EAD）

資産の種類
2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

ショート・
ポジション

ロング・
ポジション

ショート・
ポジション

ロング・
ポジション

住宅ローン - 372 - 208

消費者ローン - 20 - 23

クレジットカード債権   - 13

法人向けローン - 78 - 141

商業用不動産 - 1 - 5

ファイナンス・リース - 36 - 28

その他資産 - 9 - 0

バランスシート合計額 - 516 - 417

その他資産 131 1 514 20

オフバランスシート合計額 131 1 514 20

合計 131 517 514 437

 

相関性勘定以外のトレーディング勘定の証券化ポジションの質

 

（単位：百万ユーロ） 保有または取得された証券化ポジション（EAD）

トランシェの質
2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

ショート・
ポジション

ロング・
ポジション

ショート・
ポジション

ロング・
ポジション

シニア・トランシェ - 490 - 404

メザニン・トランシェ  21 393 13

ファースト・ロス・
トランシェ

131 6 121 21

合計 131 517 514 437

 

市場リスクに対する資本要件

標準的アプローチを用いて計算された市場リスクは、内部モデルで対象となっていない当社グループのいく

つかの事業体の市場リスクを網羅している。

標準的アプローチは、銀行勘定の外国為替リスクの計算に利用される。

（下記「銀行業務に関連する市場リスク」を参照。）
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市場リスクに対する資本要件

 

計算アプローチ リスクの種類 2012年 2011年 変動

 VaR 435 659 (223)

 ストレスVaR 894 1,328 (434)

 追加的リスク費用 274 515 (242)

 相関性ポートフォリオ 208 325 (118)

内部モデル合計 1,811 2,827 (1,016)

 コモディティ・リスク - - -

 金利リスク 4 13 (8)

 株式ポジション・リスク 1 - 1

 外国為替リスク 207 178 29

標準的アプローチ合計 212 191 21

トレーディング勘定の証券化ポジション 21 62 (41)

合計 2,044 3,080 (1,036)

 

2011年から2012年の間にみられた市場リスクに対する資本要件の１十億ユーロの減少（リスク加重資産で

は、マイナス13十億ユーロ）は、すべての市場リスクにおける自己資本の測定において観測されている。この減

少は、主として、2012年度におけるコーポレート・バンキング事業および投資銀行事業（CIB）の事業部門の積

極的なリスク軽減ならびに市場パラメーターの感応度の低下によるものである。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

187/792



相関性ポートフォリオ以外のトレーディング勘定の証券化ポジションの種類別、アプローチ別およびリスク

・ウェイト別内訳

 
（単位：百万
ユーロ）

2012年12月31日現在

 
保有または取得された
証券化ポジション（EAD）

資本要件

 
ショート・
ポジション

ロング・
ポジション ショート・

ポジション
ロング・
ポジション

合計
計算方法 証券化 再証券化 合計 証券化 再証券化 合計

7％-10％ -  - 420  420 - 3 3

12％-18％ -  - 38  38 -   

20％-35％ - - - 9 18 27 - 1 1

40％-75％ - - - 9 1 10 - 1 1

100％ - - - 1 1 2 - 0  

250％ -  - 1  1 -   

350％  - -  4 4 - 1 1

425％ -  - 0   -   

外部格付
手法

- - - 478 24 502 - 6 6

1,250％ - 131 131 12 3 15 16 15 15

合計 - 131 131 491 26 517 16 21 21

 

（単位：百万
ユーロ）

2011年12月31日現在

 
保有または取得された
証券化ポジション（EAD）

資本要件

 
ショート・
ポジション

ロング・
ポジション ショート・

ポジション
ロング・
ポジション

合計
計算方法 証券化 再証券化 合計 証券化 再証券化 合計

7％-10％ - - - 399 - 399 - 3 -

12％-18％ - - - 12 - 12 -  -

20％-35％ - - -  -  -  -

40％-75％ - - - 4 - 4 -  -

425％ - - - 2 - 2 - 1 -

外部格付
手法

- - - 417 - 417 - 3 -

1,250％ - 514 514  20 21 62 21 62

合計 - 514 514 417 20 437 62 24 62
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ストレス・テスト

市場リスクのストレス・テストの枠組

グローバルなトレーディング勘定の価値に対する異常な市況の影響をシミュレートするために一連のストレ

ス・テストが行われる。ストレス・テストは、すべての市場活動を対象とし、一連のストレス市況が適用される。

現在のトレーディング勘定のストレス・テストの枠組における基本的なアプローチは、「ボトムアップ」型

と「トップダウン」型のストレス・テストを組み合わせている。

・マクロ・シナリオまたは「トップダウン」型では、一連のマクロ的な「トップダウン」型のグローバル・

レベルにおけるストレス・テストにより評価を行う。これらのシナリオは、大規模なグローバル市場または

主要な地方市場におけるショック事象に関連する深刻な市場の動向がBNPパリバのトレーディング・ポジ

ションに与える影響を評価する。かかる評価は、過去の事象または将来の見通しに関する仮定的なシナリオ

に基づく場合がある。シナリオには、エマージング・マーケット危機、信用危機および株式市場暴落等の事

象が含まれる。

公式なマクロ・ストレス・テストは、現在、８件の異なるストレス・テストにより構成されている。これらの

シナリオの結果は、各キャピタル・マーケット・リスク委員会により検討される。

・シナリオ１：中央銀行の予想外の金利の引上げによる短期金利の上昇および金利曲線のフラット化

・シナリオ２：優良品への資本逃避と相まって、株式市場暴落により生じる金利曲線の下降およびス

ティープニング

・シナリオ３：一般的なエマージング・マーケット危機（これらの市場のグローバルなリスクをテストす

るもの）

・シナリオ４：信用危機がもたらす一般的なリスク回避

・シナリオ５：ユーロ危機、低いGDPを伴う現在のユーロ危機の深刻化、国のユーロ離脱の潜在的脅威およ

び通貨の著しい弱体化

・シナリオ６：中東地域の深刻な地政学的な混乱がもたらす石油ショック・シナリオおよびエネルギー市

場への深刻な影響

・シナリオ７：主に緊密な経済パートナーに広がる構造的な米国危機に基づく米国危機シナリオ

・シナリオ８：リスク・オン・シナリオ（株式市場およびエマージング・マーケットにおける反騰相場、

低い実現ボラティリティならびにすべての市場におけるインプライド・ボラティリティの下落（事実

上、リスクの高い資産に対する利益率））
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・ミクロ・レベル・シナリオまたは「ボトムアップ」型は、グローバル・ポートフォリオへの影響ではなく、

これらのタイプのシナリオは、特定のトレーディング・デスク、地域またはリスク集中度に対するリスク・

エクスポージャーを特定することを目的としている。この「ボトムアップ」アプローチは、より複雑なスト

レス・シナリオの使用を可能にし、これによりグローバル・マクロ・シナリオでは簡単に捕捉し得ない潜

在的な損失が生じ得る分野（複雑な市場の転位または特異なリスク等）を特定することができる。このプ

ロセスは、リスク分野をより少ない流動性または構造的ストラクチャーの分野に分類することを促す。

上記シナリオの分析により、トレーディング勘定の反転シナリオが作成される。これらの公式なグローバル・

テスト・シナリオは、反転シナリオおよびボトムアップ型ストレス・テストの重大な結果と共に、各キャピタル

・マーケット・リスク委員会に提示される。

すべてのストレス・テストの結果は、業務執行陣により定期的に検討され、取締役会に提出される。前年度に

比べ、マクロ・テストの結果による影響は小さかった。かかるテストは、一連のより高度なストレス・テスト全

般のごく一部にすぎない方向性ショックをシミュレートする。マクロ・テストの結果を単独で提示する意味は

もはやないため、本書から除外された。

シナリオは、ストレス事象が生じた際の特定の資産または商品の流動性の低下をシミュレートすることによ

り、市場の流動性を考慮する。このプロセスを理解するために、ストレス・ショックの対象期間が異なる商品／

資産によって変動するアプローチを考慮することで、このプロセスを単純化することができる（故に、より高度

なシナリオには、一定の特異的な要因を考慮することができる。）。さらに、このプロセスにおいては、ストレス

にさらされているエクスポージャーの一部の因子となっている再ヘッジ仮定において生じたストレス事象の影

響を定量化しなければならない場合がある。

ストレス・テストは、キャピタル・マーケット・ストレス・テスト運営委員会（STSC）により管理されてい

る。同委員会は、毎月会議を行い、すべての内部リスク分野別に、ストレス・シナリオの開発、インフラ、分析およ

び報告の方向性を定める。キャピタル・マーケット・ストレス・テスト運営委員会（STSC）は、市場および取引

先リスクの両方に関するすべての内部ストレス・テスト事項を管理し、キャピタル・マーケット・リスク委員

会の公式のストレス・テストの詳細な定義を決定する。

ストレス・テストは、勘定の末端リスク分析の中核的な要素である一方で、市場の動向によるポートフォリオ

の感応度の変化に関する分析を補足する。
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銀行業務に関連する市場リスク

銀行業務に関連する市場リスクは、株式保有に伴う損失リスクと、銀行仲介業務から生じる金利リスクおよび

為替リスクを含む。第１の柱に基づくリスク加重資産の計算は、株式リスクと為替リスクについてのみ行う必要

がある。金利リスクは第２の柱に関連するリスクである。

銀行仲介業務および投資に関連する金利リスクおよび為替リスクは、資産・負債管理部の財務課が管理して

いる。

当社グループ全体レベルで、資産・負債管理部の財務課は、最高業務責任者のうちの１名に対し直接報告す

る。当社グループの資産・負債管理部の財務課は、各子会社の資産・負債管理部および財務スタッフの管轄機能

を有する。戦略的な決定は、資産・負債管理部の財務課の業務を監督する資産・負債管理委員会（ALCO）が行

う。これらの委員会は、当社グループ全体、事業部門、および事業体の各レベルで設けられている。

 

株式リスク

以下の表は、当社グループの株式リスク・エクスポージャーの内訳を、投資目的別に示したものである。

 

投資目的別リスク・エクスポージャーの内訳

 

 エクスポージャー(注１)

（単位：百万ユーロ） 2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

戦略的目的 2,891 2,068

投資収益目的 5,249 4,798

事業関連の株式投資 6,075 5,849

合計 14,215 12,715

(注１)　公正価値（バランスシート＋オフバランスシート）。

 

2012年12月31日現在のエクスポージャーは、14.2十億ユーロであり、2011年12月31日現在では12.7十億ユーロ

であった。オフバランスシート項目は、2012年12月31日現在では4.5十億ユーロ（2011年12月31日現在では3.8十

億ユーロ）であった。UCITSの株主に対して付与された保証は、3.3十億ユーロであった。

 

エクスポージャー（監査済）

範囲

当社グループがトレーディング・ポートフォリオ外に保有する株式は、発行体の資産または利益に対する残

余財産分配請求権についての劣後株式であるか、同等の経済的性質を有する有価証券である。
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当該証券は以下を含む。

・上場および未上場の株式（投資ファンドの受益証券を含む。）

・（株式で償還または株式と交換が可能な）転換社債に組み込まれたオプション

・ストック・オプション

・最劣後債

・プライベート・ファンドのコミットメント

・株式持分のヘッジ

・持分法で会計処理される連結会社

 

会計原則および評価手法

会計原則および評価手法は、連結財務書類の注１「BNPパリバ・グループが適用している重要な会計方針の要

約」内の注1.c.10「公正価値の決定」に記載されている。

 

株式リスクに対するエクスポージャー（注１）

 

（単位：百万ユーロ） 2012年12月31日現在2011年12月31日現在

内部モデル 12,385 11,198

　上場株式 3,813 3,111

　その他株式エクスポージャー 5,906 5,343

　分散されたポートフォリオ内のプライベート・エクイティ 2,666 2,744

加重リスク簡便法 788 622

　上場株式 7 5

　その他株式エクスポージャー 127 34

　分散されたポートフォリオ内のプライベート・エクイティ 654 584

標準的アプローチ 1,042 895

合計 14,215 12,715

(注１)　公正価値。

 

資産の売却にかかわらず、株式リスク・エクスポージャーが成長したのは、主として、未実現利益の増加に加

えて、2012年３月現在クレピエールが持分法を適用していることに起因する。

 

損益合計

株主資本に経常される未実現収益および未実現損失の合計は、連結財務書類の注5.c「売却可能金融資産」に

記載されている。
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リスク加重資産

株式リスクのモデル化

BNPパリバの従来の連結範囲においては、当社グループは、トレーディング・ポートフォリオに係る日次VaRの

計算に用いているモデルに由来する内部モデルを用いている。しかし、保有期間と信頼水準については、2007年

２月20日付フランス経済金融産業省令の第59-1-c ⅱ条に基づく異なる値を用いている。当該モデルは、かかる

連結範囲において、信頼水準を99％および保有期間を３ヶ月とした場合の当社グループのVaRを見積ることがで

きる。

株式保有リスクの見積りのために選択されたリスク要因は、利用可能および使用可能な株価情報の程度に大

きく左右される。

・過去の株価の記録期間が十分長い上場株式は、直接的にリスク要因として選択される。

・その他の上場および未上場の株式には、各投資ラインに、発行者が事業を行う業界および地域に特有の全般

的なリスク要因に、株式に特有のリスク要因を加えた要因がそれぞれ割り当てられる。

・ユーロ圏外で事業を行う会社の株式保有の場合には、為替リスク要因も追加される。

このモデルは、株式リスクに備えるために必要な自己資本の測定を承認する際に、フランス銀行監督当局が認

証した。統一化プロセスが未了のため、BNPパリバ・フォルティスの連結範囲およびBGL BNPパリバにおいては、

一時的に、ベルギーの規制当局であるBNBから承認を受けたアプローチを用いている。

 

株式リスク加重資産

 

 
リスク加重資産
株式リスク

（単位：百万ユーロ） 2012年12月31日現在2011年12月31日現在 変動

内部モデル 21,496 23,461 (1,965)

　上場株式 7,734 8,670 (395)

　その他株式エクスポージャー 7,321 8,576 (1,796)

　分散されたポートフォリオ内のプライベート・
　エクイティ・エクスポージャー

6,441 6,215 226

加重簡便法 1,733 1,248 485

　上場株式 21 14 7

　その他株式エクスポージャー 468 125 343

　分散されたポートフォリオ内のプライベート・
　エクイティ・エクスポージャー

1,244 1,109 135

標準的アプローチ 1,148 1,066 82

株式リスク合計 24,377 25,775 (1,398)

 

2012年度におけるリスク加重資産の変動は、主として上場持分の売却に起因するが、下半期の株式市場の回復

は、さらに未実現利益の増加をもたらした。クレピエールの一部売却は、支配権の喪失をもたらした。残存持分に

は現在持分法が適用され、これによりその他の売却によるプラスの影響の大部分が相殺された。
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為替リスク

リスク加重資産の計算

為替リスクは、銀行勘定の一部であるあらゆる取引に関連する。

当社グループ内の各事業体は、ユーロを含む各通貨のネット・ポジションを計算している。当該ネット・ポジ

ションは、あらゆる資産項目の合計から、あらゆる負債項目を差し引き、オフバランスシート項目（通貨先渡取

引に係るネット・ポジションや、通貨オプション勘定のデルタ相当額純額を含む。）を加え、長期性構造資産

（長期株式持分、有形固定資産および無形固定資産）を差し引いた額と同等である。当該ポジションは、報告日

現在の為替レートでユーロに換算され、各通貨における当社グループのネット・オープン・ポジション総額を

算出するために総計される。所定の通貨におけるネット・ポジションは、資産が負債を上回っている場合にはロ

ングとなり、負債が資産を上回っている場合にはショートとなる。当社グループ内の各事業体においては、関連

通貨（すなわち各社の報告通貨）のネット通貨ポジションが、ロング・ポジションの合計とショート・ポジ

ションの合計が同じになるよう調整される。

為替リスクに備えるために必要な自己資本の計算規則は以下のとおりである。

・欧州通貨制度加盟各国の通貨におけるマッチド・ポジションについては、当該ポジションの評価額の1.6％

に相当する自己資本が必要である。

・CFAフランおよびCFPフランは、ユーロとの間でマッチしているため、必要な自己資本に関する要件は適用さ

れない。

・密接な相関関係にある通貨におけるマッチド・ポジションについては、当該ポジションの評価額の４％に

相当する自己資本が必要である。

・その他のポジション（上記通貨におけるアンマッチド・ポジションを含む。）については、当該ポジション

の評価額の８％に相当する自己資本が必要である。

 

為替リスクおよび外貨建て収益のヘッジ（監査済）

当社グループの業務上の為替リスクに対するエクスポージャーは、ユーロ以外の通貨建ての純収益に起因す

る。当社グループの方針は、為替レートの変動による収益変動をヘッジすることである。各国で生じる業務の機

能通貨以外の通貨建ての収益は、各国レベルでヘッジされる。外国の子会社や支店が生み出す純収益およびポー

トフォリオの減損に関連するポジションは集中管理される。

 

為替リスクおよび海外業務への純投資のヘッジ（監査済）

海外業務への投資に係る当社グループの通貨ポジションは主に、支店への資本配分や、外貨建ての株式持分

（その資金は当該通貨の購入により調達される。）で発生する。

当社グループの方針の本質は、ポートフォリオに伴う流動性の高い通貨に対するエクスポージャーをヘッジ

することにある。この方針は、株式投資の通貨と同じ通貨で借入れを行うという方法で実施される。こうした借

入れについては、海外事業の純投資ヘッジとして文書化されている。
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金利リスク（監査済）

当社グループの金利リスク管理の構成

銀行仲介業務および投資に関する金利リスクは、資産・負債管理部の財務課が株式・投資勘定で管理してい

る。

BNPパリバの各事業部門が開始した取引は、マネジメント勘定に計上される内部契約または貸出金および借入

金の形態をとることにより資産・負債管理部の財務課へ移転される。資産・負債管理部の財務課は、これらの取

引に固有の金利リスクの管理責任を負う。

銀行仲介業務に起因するポジションに関する主要な決定は、月毎または四半期毎に開催される各事業部門の

委員会の会議で下される。この会議には各事業部門、資産・負債管理部の財務課、当社グループ財務部および当

社グループリスク管理部門の管理者が出席する。

 

金利リスクの測定

銀行勘定における金利ポジションは、金利ギャップにより、また商品に内在する顧客行動オプションがデルタ

相当額に換算されることにより測定される。金利ギャップにおいて、満期期間は、取引の契約条件および顧客の

過去の行動の観測結果に基づいて決定される。リテール・バンキングの商品については、顧客行動モデルは、過

去のデータおよび計量経済学的調査に基づいて決定される。このモデルは、期限前返済、当座勘定の貸借残高お

よび貯蓄勘定によって構成されている。資本の理論上の償還期日は、当行の内部的な仮定に基づいて決定され

る。

オプション・ベースのポジションはまた、コンベクシティ効果を反映する特定の指標により示される。この指

標は、ヘッジ戦略を微調整するために、顧客行動オプションと共に顧客商品において使用される。

リテール・バンキング業務の場合、構造的な金利リスクについても、貸借対照表の項目の流動的な変化を考慮

に入れた継続事業の前提に基づき、利益の感応度指標を用いて測定される。顧客金利と市場金利との間の相関関

係が部分的またはゼロであり、かつ金利に対する数量の感応性があることにより、金利変動への収益の構造的な

感応性が生み出されている。

指標の選択およびリスクのモデリングは、専門の当社グループリスク管理チームが管理する。当該管理の結果

は、臨時委員会へ定期的に提出され、取締役会に毎年１回提出される。

こうした指標を系統立てて資産・負債管理委員会に提供し、そこに含まれるリスクの性質を勘案しながら、

ヘッジ戦略の決定の基礎資料として役立てている。
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リスク限度

顧客を対象とする銀行仲介勘定については、リテール・バンキング事業体の全般的な金利リスクに、名目およ

び実質金利や、インフレの変動に対する営業収益の感応度に基づく主たる限度額を設定している。限度額は、金

利変動による営業収益の将来の変動を抑えるため、年間営業収益に基づいて設定する。所定の期間を超える分に

ついては、顧客預金の割合で表される金利ギャップ限度で代用する。この割合は運用期間の減少関数である。こ

の限度額は長期金利リスクの管理に用いる。

その他の事業において、金利リスクは、技術的な金利ギャップ限度により管理されている。

 

全般的な金利リスクに対する営業収益の感応度

金利変動に対する営業収益の感応度は、全般的な金利リスクの分析の際に当社グループが用いている主要な

指標の１つである。営業収益の感応度は、銀行勘定のすべての業務（顧客向け銀行仲介業務、市場業務を除く株

式関連業務を含む。）における、当社グループが金利リスクにさらされるすべての通貨建の営業収益について計

算される。この計算は、指標と同じ期間の合理的な仮定に基づき行われる。

当該指標は、以下の表に表示されている。この１年の期間における、銀行仲介業務勘定の金利リスクに対する

エクスポージャーは限定的で、イールド・カーブ全体で金利が100ベーシス・ポイント上昇した場合に増加する

当社グループの営業収益の感応度は、すべての通貨建の営業収益の合計の約0.9％である。

 

金利が100ベーシス・ポイント上昇した場合における全般的な金利リスクに対する営業収益の感応度

 

 2012年12月31日現在

（単位：百万ユーロ） ユーロ その他通貨 合計

2012年度の営業収益の感応度 354 10 364

 

 2011年12月31日現在

（単位：百万ユーロ） ユーロ その他通貨 合計

2011年度の営業収益の感応度 224 119 343

 

当社グループの銀行仲介業務による金融商品勘定は売却目的ではないため、それらの価値に基づく管理は行

われていない。しかしながら、全期間における全般的な金利リスクを測定できるように、これらの勘定の評価額

の感応度も計算している。（フロアーをゼロとする）200ベーシス・ポイントの金利上昇に対する当該評価額の

感応度は、当社グループの規制資本の6.8％（バーゼル規制における上限は20％）である。
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金利リスクおよび為替リスクのヘッジ（監査済）

当社グループが取り組むヘッジ関係は、主にデリバティブ金融商品（スワップ、オプションおよび先渡取引）

を用いた金利ヘッジまたは通貨ヘッジで構成される。

ヘッジのために使用する金融デリバティブ商品は、ヘッジ目的に応じ、公正価値ヘッジ、キャッシュ・フロー

・ヘッジまたは海外事業の純投資ヘッジのいずれかに指定される。各ヘッジ関係は、開始時に正式に文書化され

る。文書にはヘッジ戦略が記載される（ヘッジ対象項目およびヘッジ手段が特定され、ヘッジするリスクの性質

が明示される。）と共に、予想される（将来の）および実際の（過去の）ヘッジの有効性をテストする方法も記

載される。

 

銀行勘定に伴う金利リスク

当行のグローバル金利リスクの管理戦略は、すべての金利リスクの因子となる金利変動に対する当行の利益

の感応度を注意深く監視することに基づくものである。この手続では、当行が、異なる種類のリスクのネッティ

ングの影響について考慮した後に最適なヘッジ戦略を決定できるようにするため、被るリスクの極めて正確な

評価が必要となる。このようなヘッジ戦略は、事業体および通貨について策定および実施される。

スワップおよびオプションによるヘッジは、通常、公正価値ヘッジまたはキャッシュ・フロー・ヘッジとして

会計処理される。ヘッジは、政府発行の有価証券をヘッジ手段とする場合もあり、その場合の大半は「売却可

能」のカテゴリーに計上される。

欧州中央銀行が2011年12月に導入した例外的な措置（LTROおよびソブリン債買戻計画）は、2012年度におけ

る流動性および信用スプレッドを緩和する効果があった。しかしながら、ユーロ圏の経済の見通しは依然として

不透明であり、このため金利が記録的に低下している。欧州中央銀行が７月に主要な金利を引き下げた際に、

ユーロ圏無担保翌日物平均金利（Eonia）は10ベーシス・ポイント未満に低下した一方で、長期金利は年度を通

して、比較的規則的に低下した。この傾向において、欧州のインフレが２％を割っていないことは、留意すべき重

要な点である。

・フランスでは、インフレ関連リスクによる影響を受け、固定金利の住宅融資のオリジネーションが低迷し、

Livret A貯蓄口座の最大限度が引き上げられた後、預貸率は2012年度にさらに改善し、貸付金の金利構造は

徐々に変化した。

・ベルギーおよびルクセンブルクの支店網の預貸率は、100％超である。そのため、金利リスクにおけるこれら

の支店網の2012年度の主な焦点は、増加し続けているヘッジ目的の貯蓄口座である。
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概して、長引く金利の低下は、支店網の仲介によるマージンに圧力をかける。この傾向は、規制による貯蓄口座

の下限金利（フランスにおけるLivret A貯蓄口座の下限金利）の導入および０％に近い超短期市場金利によっ

て助長された。この背景を受け、当社グループは、この状況に対して、スワップまたはオプションを通じたヘッジ

方針を適応させた。インデックスの相違によるヘッジ・ベースのリスクにも特別な注意が払われた。

デリバティブおよびオプションをヘッジ手段とするヘッジは、通常、公正価値ヘッジまたはキャッシュ・フ

ロー・ヘッジとして会計処理される。ヘッジは、政府発行の有価証券をヘッジ手段とする場合もあり、その場合

の大半は「売却可能」のカテゴリーに計上される。

 

構造的為替リスク

通貨ヘッジ契約は、当社グループの外貨投資や、将来の外貨建て営業収益を考慮して、資産・負債管理部が締

結している。各ヘッジ関係は、開始時に正式に文書化される。文書にはヘッジ戦略が記載される（ヘッジ対象項

目およびヘッジ手段が特定され、ヘッジするリスクの性質が明示される。）と共に、予想される（将来の）およ

び実際の（過去の）ヘッジの有効性をテストする方法も記載される。

ヘッジ関係は、為替レートの変動の影響が対称的に計上されるよう、外貨建てローンにより必要資金を調達す

る子会社および支店への投資に適用され、文書化されるため、損益計算書に影響を及ぼさない。当該商品は、純投

資ヘッジとして指定される。

公正価値ヘッジは、非連結会社の株式に対する投資に伴う通貨リスクをヘッジするために用いられる。

2012年度中には、適用不可能な純投資ヘッジの関係はなかった。

当社グループは、BNPパリバの利益（特に、当社グループの主要な事業、子会社または支店が将来生み出す可能

性が極めて高い、ユーロ以外の通貨建ての営業収益（主に受取利息や手数料））の各要素の変動をヘッジして

いる。

 

貸借対照表で認識する金融商品のヘッジ（公正価値ヘッジ）

金利リスクに対する公正価値ヘッジは、特定の固定利付資産もしくは負債または固定利付資産もしくは負債

のポートフォリオのいずれかと関連する。デリバティブは、金利変動に対するこうした商品の公正価値上のエク

スポージャーを軽減する目的で契約される。

主な特定資産には売却可能有価証券、主な特定負債には当社グループが発行する債券がある。

金融資産および負債（貨幣性）のポートフォリオのヘッジに関連するものとして、次のものがある。

・固定利付貸出金（不動産ローン、設備ローン、消費者金融および輸出金融）

・固定利付顧客預金（要求払預金および住宅財形貯蓄）
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ヘッジ額を特定するため、ヘッジ対象項目の残存額を満期期間別に振り分け、満期期間毎に金額を指定する。

各満期期間は、契約上の取引期間および顧客行動の過去の観測結果（繰上返済の想定および予想デフォルト確

率）を基に決定する。

契約上の利息が定められていない要求払預金は、中期固定利付金融負債とされる。その結果、当該負債の価値

は金利の変動に敏感である。将来のキャッシュ・アウトフローは実績分析を基に予測する。顧客財産が増加する

可能性に対するまたは物価が上昇する影響に対する将来に備えた引当金の計上は行わない。

各ヘッジ関係で、ヘッジの予想有効性は、各満期期間でヘッジ対象項目の公正価値が指定されたヘッジ手段の

公正価値より大きいかどうかを確認することで測定する。

実際の有効性は、ヘッジ対象項目の公正価値の月初からの月間変動幅が、オーバーヘッジになっていないこと

を事後に確認することで評価する。

 

キャッシュ・フロー・ヘッジ

金利リスクに関し、当社グループは変動利付資産・負債で発生する収益・費用の変動をヘッジするため、デリ

バティブ商品を利用する。実現性の高い予定取引もヘッジする。ヘッジ対象項目は通貨別およびベンチマーク金

利別に各満期期間に振り分けられる。繰上返済の想定分と予想デフォルト確率を加味した後、当社グループは変

動利付商品が生み出すリスク・エクスポージャーの一部または全部をヘッジするためデリバティブを利用す

る。

為替リスクについては、当社グループは連結収益項目中の変動に対してヘッジを行う。特に、当社グループは、

それぞれの機能通貨以外の通貨を使用している主要子会社および／または支店の業務から将来発生する収入

（特に金利および手数料収入）をヘッジする可能性がある。金利ヘッジの場合と同様、これらのヘッジ関係の有

効性について満期期間別予測を基に記録および評価する。

下記の表は、BNPパリバの中期および長期取引の範囲に関するもので、当社グループの取引の大部分を占める、

ヘッジされた将来のキャッシュ・フローの金額を（実現化予想日別に）示したものである。
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ヘッジされたキャッシュ・フロー

 

（単位：百万ユーロ） 2012年12月31日現在

実現までの予想期間 １年未満
１年以上
５年以下

５年超 合計

ヘッジされた
キャッシュ・フロー

309 888 546 1,743

 

（単位：百万ユーロ） 2011年12月31日現在

実現までの予想期間 １年未満
１年以上
５年以下

５年超 合計

ヘッジされた
キャッシュ・フロー

746 1,796 1,132 3,674

 

2012年12月31日に終了した事業年度においては、損益に重大な影響のない将来の収益に伴うリスクに対する

いくつかのヘッジは、関連事象が将来発生する可能性が低くなったことを理由にヘッジ会計を適用できなく

なった（連結財務書類の注2.cを参照。）。

 

(6) ソブリン・リスク（監査済）

ソブリン・リスクとは、ある国家のデフォルトに陥った債務に係るリスク（すなわち、一時的なまたは長期に

わたる債務返済（利息および／または元本）の中断）である。

当社グループは、流動性管理プロセスの一環としてソブリン証券を保有する。流動性管理は、中央銀行による

リファイナンスの担保として適格な有価証券を保有することを基盤とし、リスク・レベルが低いとされる政府

により発行された格付の高い負債証券の大部分の保有を含む。さらに、資産および負債の管理ならびに構造的な

金利リスク管理方針の一環として、当社グループはまた、そのヘッジ戦略に寄与する金利の特性を有するソブリ

ンの負債性金融商品を含む資産のポートフォリオを保有している。加えて、当社グループは、多くの国々におい

てソブリンの負債証券の主要なディーラーであり、当該負債証券の一時的な長期および短期のトレーディング

・ポジション（これらのポジションの一部は、デリバティブを用いてヘッジしている。）を建てている。

当社グループの銀行勘定におけるユーロ圏内ソブリン債のエクスポージャーは、2012年12月31日には44.0十

億ユーロとなった（再評価前、未収利息を含む。）。これに比べて、2011年12月31日には58.1十億ユーロ、危機が

ユーロ圏におけるソブリンの発行体へ最初に影響を及ぼした2011年６月30日にはエクスポージャーは73.9十億

ユーロであった。

当年中に計上された14.2十億ユーロの減少は、ギリシャ債務の再編に関する有価証券の交換、売却額および回

収された償還額（ほとんどがイタリア、フランス、ベルギー、ドイツおよびオランダで発行された有価証券に関

連する、マイナス17十億ユーロ）によるものであったが、買収（フランス、ベルギーおよびイタリアにより発行

された４十億ユーロに相当する有価証券）により部分的に相殺された。

ユーロ圏以外のソブリンの発行体の銀行勘定で保有された有価証券は、2011年12月31日には16十億ユーロで

あったのに対し、2012年12月31日現在においては19.2十億ユーロであった。
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銀行勘定およびトレーディング勘定によるソブリンのエクスポージャーの地域別内訳

 
2012年12月31日現在 銀行勘定(注１) トレーディング勘定

 中央政府 中央政府 取引先
リスク
(注２)（単位：百万ユーロ） 有価証券 貸出金 CDS

現金
(注２)

デリバティ
ブ(注３)

ユーロ圏       

オーストリア 105 0 0 564 (672) 22

ベルギー 16,493 340 0 (80) 917 188

キプロス 5 0 0 0 (2) 0

エストニア 0 0 0 0 20 0

フィンランド 290 0 0 472 (225) 0

フランス 10,011 133 40 (4,539) 743 11

ドイツ 547 0 (50) 359 28 312

イタリア 11,930 641 102 807 399 4,474

ルクセンブルク 46 0 0 217 0 0

マルタ 0 0 0 0 0 0

オランダ 3,195 0 0 (217) 359 (2,350)

スロバキア 30 0 0 (4) (203) 0

スロベニア 38 0 (4) (2) (148) 0

スペイン 459 0 0 285 (218) 8

支援プログラムの対象国       

ギリシャ 0 5 0 9 0 189

アイルランド 212 0 0 (9) (16) 0

ポルトガル 590 0 0 22 (3) 0

ユーロ圏合計 43,950 1,120 88 (2,118) 977 2,854

その他の欧州経済領域国       

ブルガリア 2 0 0 6 (15) 0

チェコ共和国 165 0 0 58 (3) 0

デンマーク 0 0 0 31 (35) 0

ハンガリー 66 50 (8) 192 6 0

アイスランド 0 0 0 0 12 0

ラトビア 0 0 0 17 6 0

リヒテンシュタイン 0 0 0 0 0 0

リトアニア 21 0 4 4 26 7

ノルウェー 68 0 0 3 (1) 0

ポーランド 889 0 0 (66) 0 0

ルーマニア 0 47 0 53 (27) 0

スウェーデン 0 0 0 18 15 32

英国 1,646 0 0 (950) (69) 0

その他の欧州経済領域国 2,857 97 (4) (633) (84) 39

欧州経済領域30ヶ国合計 46,807 1,217 85 (2,751) 893 2,892

米国 5,593 371 0 6,499 (4,105) 0

日本 6,655 0 0 173 (220) 15

その他 6,963 2,928 (4) 6,238 2,107 84

合計 66,017 4,515 80 10,159(1,325) 2,992
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2011年12月31日現在 銀行勘定(注１) トレーディング勘定

 中央政府 中央政府 取引先
リスク
(注２)（単位：百万ユーロ） 有価証券 貸出金 CDS

現金
(注２)

デリバティ
ブ(注３)

ユーロ圏       

オーストリア 539 0 0 44 (26) 0

ベルギー 17,383 1,826 0 (218) (369) 12

キプロス 22 0 0 31 (18) 0

エストニア 0 0 0 0 20 0

フィンランド 293 0 0 240 (364) 2

フランス 13,981 161 101 (3,375) 2,898 216

ドイツ 2,550 0 0 (1,230) (29) 273

イタリア 12,656 552 92 1,063 111 3,242

ルクセンブルク 31 147 0 0 0 0

マルタ 0 0 0 0 0 0

オランダ 7,423 1,685 0 (919) 600 11

スロバキア 29 0 0 2 (157) 0

スロベニア 41 0 0 230 (188) 0

スペイン 457 349 0 58 (59) 6

支援プログラムの対象国       

ギリシャ 1,041 5 0 78 13 167

アイルランド 274 0 0 (10) 37 19

ポルトガル 1,407 0 0 (15) 62 0

ユーロ圏合計 58,127 4,726 193 (4,021) 2,531 3,948

その他の欧州経済領域国       

ブルガリア 0 0 0 0 0 0

チェコ共和国 164 0 0 1 (5) 0

デンマーク 0 0 0 (65) (40) 0

ハンガリー 201 0 0 161 (9) 0

アイスランド 0 0 0 0 42 0

ラトビア 0 0 0 0 16 0

リヒテンシュタイン 0 0 0 0 0 0

リトアニア 36 0 7 1 8 0

ノルウェー 51 0 0 4 7 0

ポーランド 1,650 0 0 33 79 0

ルーマニア 0 59 0 13 1 0

スウェーデン 0 0 0 (42) (60) 0

英国 679 0 0 (664) (69) 10

その他の欧州経済領域国 2,781 59 7 (558) (30) 10

欧州経済領域30ヶ国合計 60,908 4,784 200 (4,579) 2,501 3,958

米国 4,782 378 0 4,226 (3,893) 9

日本 6,035 0 0 4,530 (733) 19

その他 5,147 3,154 0 4,536 (677) 126

合計 76,872 8,316 200 8,713 (2,803) 4,112

(注１)　銀行勘定のエクスポージャーは、とりわけギリシャの場合には、減価償却のための減損前の帳簿価額で計上されてい

る。

(注２)　トレーディング勘定のソブリンの有価証券に係る発行者リスクおよびソブリンの相手方と契約されたデリバティブに

係る取引先リスクは、時価で計上されており、ソブリンの債務不履行事由が生じた場合の（回収ができないと仮定し

た）最大損失を示している。

(注３)　クレジット・デリバティブ商品（CDS/TRS）およびスワップを通じた組織的なトレジャリー・エクスポージャー

（CMT）の正味発行者リスク。正味発行者リスクは、ソブリンのデフォルト時に生じるであろう（回収ができないと仮

定した）最大の損失に相当する。

 

また、連結財務書類の注４も参照。
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(7) 流動性リスクおよび資金調達リスク（監査済）

流動性リスクおよび資金調達リスクは、通常の取引または財政状態に影響を与えずして、当社グループが現在

または将来の現金または担保の要求（予測されるものまたは予測外のもの）を満たせないリスクである。この

リスクは、一定の資産の流動性の全部もしくは一部の欠如または一定の資金調達源が消失することにより、発生

する。銀行自体（レピュテーション・リスク）または外部の要因（一部の市場の危機）に関連する場合がある。

流動性リスクおよび資金調達リスクは、当社グループの業務執行陣が承認した包括的流動性方針に沿って管

理されている。包括的流動性方針は、平時および流動性危機発生時の両方において適用できる管理原則に基づい

ている。当社グループの流動性ポジションについては、内部基準、警告フラグおよび規制比率を基に評価を行う。

 

流動性リスク管理方針

方針の目的

当社グループの流動性管理方針の目的は以下のとおりである。

(ⅰ)当社グループの事業活動のため、均衡の取れた資金の運用・調達を確保する。

(ⅱ)顧客に対する債務を履行できる状況に当社グループを常に置く。

(ⅲ)当社グループの行動のみで市場全体の危機が引き起こされることのないようにする。

(ⅳ)現地銀行業務監督当局が定める基準に従う。

(ⅴ)流動性危機に対処する。

(ⅵ)資金調達のコストを統制する。

 

流動性リスク管理での役割および責任

内部統制・リスク管理・法令遵守委員会は、流動性方針の原則や当社グループのポジションについて、四半期

毎に取締役会に報告する。

当社グループの業務執行委員会は、全般的な流動性リスク管理方針（リスク測定原則、許容可能なリスク水準

および内部の流動性に係る価格設定規則を含む。）を策定する。監視および実施に関する責任は当社グループの

資産・負債管理委員会が負う。指標表示報告書は、市況に応じ、月毎、週毎または日毎に当社グループの業務執行

委員会に送付される。

当社グループの資産・負債管理委員会は、業務執行委員会策定の原則に依拠している資産・負債管理部の財

務課から提案された流動性方針の実施手続を承認する。業務執行委員会は、特に、流動性リスク指標、ストレス・

テストおよび融資プログラムの実行状況について定期的に報告を受けている。また、危機発生時にはその状況の

報告を受け、危機管理上の役割分担を決定し、緊急対策の承認を行う責任を有する。
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資産・負債管理部の財務課は、当社グループの資産・負債管理委員会の承認後に、当社グループ全体の方針を

実施する責任を負う。事業部門および事業体の資産・負債管理委員会は、当社グループの資産・負債管理委員会

が承認した戦略を各所在地レベルで実行する。

当社グループリスク管理部門（GRM）は、流動性方針の原則を定義付けることに貢献する。また、用いられるモ

デル、リスク指標（流動性に関するストレス・テストを含む。）、限度および市場パラメーターを検証するとい

う方法で二次的な管理も行う。当社グループリスク管理部門は、当社グループの資産・負債管理委員会および各

所在地の資産・負債管理委員会に参加している。

 

流動性リスクの集中管理

資産・負債管理部の財務課は、当社グループ全体のすべての満期について流動性リスクを管理する責任を

負っている。特に、資金調達および短期有価証券（預金証書、コマーシャル・ペーパーなど）の発行、優先債およ

び劣後債（ミディアム・ターム・ノート、社債、中長期預金、カバード債など）の発行、優先株式の発行、リテー

ル・バンキング業務での貸出金証券化プログラムならびにコーポレート・バンキング事業および投資銀行事業

への資金提供業務を担当している。資産・負債管理部の財務課は、当社グループのコア事業、各事業体および事

業部門に内部的に資金を提供すると共に、それらからの余剰資金を再投資している。流動性が逼迫した場合に簡

易に現金化できる資産から構成される流動性準備金の積立ておよび管理にも責任を負う。

 

流動性リスクの管理および監督

内部的な流動性管理は、すべての基準および期日別の各指標に基づき行う。流動性ポジションは、当社グルー

プおよび事業体の双方のレベルで、通貨別および満期別に、定期的に測定される。

流動性リスクの管理および監督は、以下の指標に基づき実施している。

・当行のキャッシュ・バランスシート

・ホールセール資金の指標

・流動性準備金

・内部的な流動性の価格設定

・規制比率

主要な流動性リスク削減手法は、流動性準備金の積立て、資金調達源の分散および融資の満期の延長である。
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指標の提示および2012年の動向

キャッシュ・バランスシート

当行のキャッシュ・バランスシートは、当社グループの流動性の分析を提供するために適合された貸借対照

表である。

会計上の貸借対照表を基に、主に下記の調整が行われる。

１）当社グループの保険事業体および有効な証券化ビークルを関連会社として計上した、当社グループの会

計上の連結貸借対照表から当行のプルデンシャル・バランスシートへの移行（「３ (1) 資本管理およ

び自己資本」中の表「金融機関の10％超の株式を保有している事業体」を参照。）

２）「顧客トレーディング資産」の項目に資産として認識されるデリバティブ金融商品の勘定（ヘッジ商品

を含む。）、買戻契約およびその他純損益を通じて公正価値で測定する金融商品ならびに債務および債権

の相殺

３）「顧客トレーディング資産」の項目に資産として認識される、主に負債証券に係る銀行勘定の一部のレ

ポ取引の相殺

４）貸借対照表の一部の項目の再分類

(a) リテール顧客が保有する当社グループの負債証券を顧客預金に移行する（表「キャッシュ・バラ

ンスシートにおける中長期ホールセール資金の動向」を参照。）。

(b) 金融政策により生じた資金は、LTRO取引のように、例え期間が１年超であっても短期資金に配分さ

れる。

調整後のキャッシュ・バランスシートは、以下に示される。

以下の図は、当社グループのキャッシュ・バランスシート作成のため、2012年12月31日現在、会計上の貸借対

照表に対して行われた調整を示している。
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連結貸借対照表からキャッシュ・バランスシートへの調整

 

 

(注１)　キャッシュ・バランスシートの資産の側で主に固定利付証券と相殺された買戻契約（12十億ユーロ）を除く。

 

キャッシュ・バランスシートは、以下を測定することで貸借対照表の均衡を評価する。

・顧客業務の資金需要（顧客のトレーディング勘定、顧客向け貸出金ならびに当社グループの有形固定資産

および無形固定資産）

・エクイティおよび関連勘定、顧客預金ならびに中長期のホールセール資金に分類された当社グループの安

定的な資金

・超過分は、当行の流動性準備金に寄与するため、主として流動資産に投資することができる、当社グループ

の顧客業務の資金需要に関する安定的な資金の剰余金を反映している。

・当行の流動性準備金に寄与するため、主として流動資産に投資された短期ホールセール資金

キャッシュ・バランスシートは、当社グループの事業部門および／または事業体の内部管理ツールとして利

用される。

中期および長期の流動性管理は、主に、中期および長期の負債と資産のミスマッチの分析結果に基づいてい

る。

2012年度におけるキャッシュ・バランスシートの動向は、以下に示される。
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キャッシュ・バランスシートの動向

 

 

当社グループのキャッシュ・バランスシートの動向は、新たな資本および流動性の要件に先立った適応計画

の完了を反映している。

2012年度のキャッシュ・バランスシートの資産の側における主要な変更は以下のとおりである。

・とりわけコーポレート・バンキング事業および投資銀行事業、さらに当社グループの他の事業体により、適

応計画の下で行われた活動に主に起因する顧客向け貸出金の29十億ユーロの減少

・事業部門により達成された事業適応計画および流動性の規制比率のため様々な資産の種類の流動性に応じ

た分類を保留する資産配分方針を反映した中央銀行預金の増加。したがって、銀行間資産の一部は、中央銀

行預金として再配分された。

2012年度のキャッシュ・バランスシートの負債の側における主要な変更は以下のとおりである。

・当社グループによる貸借対照表の金額の減少に合わせ、満期を迎える取引が新たなオリジネーションより

も多かったことにより、中長期資金は、11十億ユーロ減少した。

・国内ネットワークからの流入による顧客預金の変動

・当社グループのエクイティおよび準備金の累積、再評価準備金の増加ならびに偶発債務等引当金の増加に

起因するエクイティおよび関連勘定の増加
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ホールセール資金の指標

当行のキャッシュ・バランスシートにおける中長期資金の動向の表示

中長期の資金調達源は、債券市場の条件（市場により要求されるスプレッドの動向）に左右され、投資家の種

類、地域および通貨により分散化されている。

資金調達源は、様々な流通ネットワーク、事業体および有担保または無担保の資金調達プログラムを通じて分

散化されている。

資金調達の構造は、満期の延長およびより安定的な資金調達源の模索によっても改善することができる。

 

キャッシュ・バランスシートにおける中長期ホールセール資金の動向

 

 

（単位：十億ユーロ）

2011年12月31日

現在

新たな

オリジネー

ション

償還 買戻し
コールの

行使

為替の影響

および

その他

2012年12月31日

現在

中長期負債証券の発行 141.7 33 (28.1) (3.3) (4.0) 0.1 139.4

その他資金源 57.3 6.3 (14.2) (2.8) (1.4) 2.2 47.4

中長期資金合計 199.0 39.3 (42.3) (6.1) (5.4) 2.3 186.8

顧客の保有する

中長期負債
(47.6)      (46.8)

キャッシュ・バランス

シート上の中長期資金
151.4      140.0

 

2012年度に当社グループが市場で発行した、当初の満期が１年超の資金調達の額は39.3十億ユーロ（2011年

度は47.4十億ユーロ）であり、満期の平均は約5.3年であった。

連結財務書類の注5.iに記載のとおり、中長期資金に分類される負債証券の発行額は、純損益を通じて公正価

値で測定する負債証券（41.6十億ユーロ）および当初の満期が１年超であり、償却原価で測定される負債証券

（102.2十億ユーロ）（永久劣後債を除く。）から構成されている。キャッシュ・バランスシートにおいて、これ

らの金額は、当行のプルデンシャル・スコープに帰属しない当社グループの事業体により負担される負債証券

に係る調整を受けたものである。

 

中長期の担保付ホールセール資金

中長期の担保付ホールセール資金（注１）は、有価証券と貸出金を分離することにより測定される。
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中長期の担保付ホールセール資金

 

 2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

（単位：十億ユーロ） 利用担保(注２) 調達資金(注３) 利用担保(注２) 調達資金(注３)

貸出金および債権 53.6 42.1 66.7 49.6

有価証券 12.2 10.6 12.2 11.1

合計 65.8 52.7 79.0 60.7

(注１)　中央銀行から調達した資金は、内部指標としては中長期ホールセール資金とみなされないため、本表には含まれていな

い。

(注２)　ヘアカットを含む額。

(注３)　ヘアカット後の額。

 

中長期の担保付ホールセール資金は、当社グループの中長期資金合計の28％を占める。当行は、担保付資金の

割合およびこれに伴う担保超過を慎重に管理する。

 

流動性準備金

上記の構造的な指標に加え、市場要素および／または当社グループに特有の要素に基づいて、短期の満期の場

合、流動性ストレス・テストが定期的に実施される。流動性需要の予期せぬ高まりに対処するための十分な流動

性準備金の利用可能性については、当社グループおよび事業体のレベルにおいて、定期的に測定している。

流動性準備金は、中央銀行預金、中央銀行のリファイナンスに適格な有価証券および貸出金、レポ契約に基づ

いてまたは市場で直ちに売却可能な有価証券により構成される。

当行の財務ポジションは、中央銀行預金および流動性の高い資産により構成される流動性準備金の管理によ

り調整される。流動性準備金の強化の１つの方法として、流動性の低い資産を、貸出金のプールを証券化するこ

とにより、流動資産に換えることが挙げられる。（自己取引の証券化については「３ (2) 銀行勘定における証

券化」を参照。）

以下の表は、流動性準備金の動向を示したものである。
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流動性準備金

 

（単位：十億ユーロ） 2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

適格資産 189 203

取崩額 68 98

　－うち金融政策 42 49

　－うちレポ取引 22 44

　－うちその他 4 5

利用可能な適格資産 121 105

中央銀行預金 100 55

　－うち必要準備金 9 12

流動性準備金合計 221 160

 

2012年度における利用可能な適格証券（中央銀行預金を除く。）の増加は、適格資産の合理的な取崩しによる

ものである。また、当行は当年度を通じて中央銀行預金を大幅に増加させた。当社グループの流動性剰余金は、こ

の種類の投資として分類されており、流動性の規制比率においてどれが流動性資産としてみなされるかについ

ては分類を保留している。

 

流動性の内部価格設定

当社グループのあらゆる資産および負債は、当社グループの資産・負債管理委員会により原則が決定され、市

場の流動性のコストの動向および資産と負債のバランスを考慮することを意図している流動性の内部価格設定

の対象である。

 

流動性の規制比率

１ヶ月物流動性比率は、親会社のBNPパリバ（フランス国内業務および海外支店分）について毎月算出され

る。

2012年度のBNPパリバの１ヶ月物規制流動性比率の平均（親会社および支店分）は163％（最低要件は

100％）であった。
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(8) 業務リスク

リスク削減方針およびヘッジ方針（監査済）

リスクの管理の枠組

規制の枠組

業務リスク管理は、以下のような厳格な規制の枠組に従って統治される。

・業務リスクに自己資本を配分することを要求する、バーゼル委員会規制

・あらゆる種類のリスクを対象とするリスク管理システムと、当行の内部業務の有効性および品質、内外情報

の信頼性、取引の安全性ならびにあらゆる法律、規制および内部方針の遵守などを確実にするための内部統

制システムの実装を要求するCRBF規則第97-02号（修正を含む。）

 

目的および原則

業務リスクの測定および管理に関する上記２つの要求事項を満たすため、BNPパリバは、以下の５段階の作業

からなる反復的なリスク管理プロセスを開発した。

・業務リスクを特定および評価する。

・リスク削減システム（リスク管理を支援する目的で策定されている手続、チェックおよび組織内のあらゆ

る要素（職務の分離やアクセス権の管理など）を含む。）を構築、実行および監視する。

・リスクを測定し、業務リスクに備え用意すべき自己資本を計算する。

・業務常時管理プロセスと関係のある監視情報を報告および分析する。

・各管理者が関与する統治の枠組を通じてシステムを管理すると共に、行動計画を作成および監視する。

 

業務リスクの評価プロセス
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システムには、範囲を体系化し、当社グループの業務リスクおよび常時管理システムの補完的な性質を説明す

る、以下の主要な２つの要素がある。

・BNPパリバの連結範囲の所要資本の計算は、大部分の事業体における内部モデルを、満期の水準に応じその

他の事業体向けの標準的アプローチまたは基礎的アプローチと統合したハイブリッド・アプローチに基づ

く。先進的計測アプローチ（AMA）に基づき、損失分布は、２種類のデータ（BNPパリバ・グループおよび主

要な国際銀行に関する、2002年度以降に生じた過去の事象に関するデータおよび当行がさらされる最悪な

リスクへの対応をよりよいものとするために内部で作成された潜在的な事象のシナリオ）を用いてモデル

化および測定される。このモデルは、2008年度にフランス銀行監督当局（金融健全性規制監督機構）に承認

された。当社グループ内で徐々に拡大され、特に2012年度において、旧フォルティスの範囲であった多数の

事業体に拡大された。

・管理計画の幅広い活用：BNPパリバは、３つの目的（実務の調和、システムの合理化および管理の規格化）

を持つ「管理計画」の策定プロセスを展開した。この実務は、当社グループの国際業務もカバーするため、

当社グループの構造の強化にも寄与する。このプロジェクトは、潜在的なリスクのシナリオ（すべての当社

グループのコア事業、リテール業務を行う各事業体、事業部門および当社グループの各機能と関係するもの

を含む。）を特定および定量化するために実施されるリスク・マッピング作業に基づくものである。

 

主要な担当者および統治

BNPパリバ・グループの目的は、下記２種類の参加者を中心に組織される常時管理および業務リスク管理シス

テムを実装することである。

・リスク管理およびリスク管理システムの実装の最前線に立つ各事業体の最高責任者

・専門チーム。このチームは、当社グループのあらゆるレベル（コア事業、各リテール事業体、事業部門）に存

在するチームで、当社グループ法令遵守部門の一部で、当社グループのリスク管理プロセス参加者の2OPC

（業務恒常的統制の監視）チームが一括調整する。これらのチームが、特に下記について責任を負う。

・各自が付託された領域全域において、恒常的統制および業務リスク管理システムと、関連基準および手

法、報告体系ならびにツールの定義および実装を調整する責任

・業務管理責任者から独立した立場で、各業務リスク要因ならびに恒常的統制および業務リスク管理シス

テムの機能を精査し、必要に応じて警告を発する二次的な監視者として活動する責任
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約350名の正規職員たる従業員は、この監視業務の実施責任を負っている。

恒常的業務リスク管理や事業継続性管理に関連して生じた問題は、定期的に開催される当社グループの業務

執行委員会と、定期的に開催される内部統制調整委員会で協議される。この委員会は、内部統制調整担当者が議

長を務め、内部統制プロセスにおける主要な担当者をメンバーとするものである。当社グループのコア事業、各

リテール事業体、事業部門は、業務執行陣を関与させて、この統治体制を、各組織に適切なものへ手直しする。当

社グループの他の事業体（特に主要な子会社）の大部分も同様の体制を築いている。

 

リスク報告および測定の範囲および性質

当社グループの業務執行委員会、コア事業、各リテール事業体、事業部門は、当社グループの業務リスク管理の

枠組に従い、各責任領域内で業務リスク、コンプライアンス・リスク、および恒常的統制システムの管理状況を

監視する作業を任される。当該委員会は、報告データの品質や一貫性の検証、既定の許容度を考慮してリスク構

造の検査、目的や内在するリスクを考慮してリスク管理手続の品質の評価を行う。またリスク削減策実施状況も

監視する。

業務リスク管理部門では、各事象の原因と影響に焦点を当て、業務プロセスおよび事業体（特定国における業

務および特定の単一事業体）単位で構成される手法を用いて実際のまたは潜在的な事象に関するデータを収集

するシステムを開発している。この情報はリスク削減および防止策の基礎として用いられる。

最重要情報は、既定の情報報告プロセスに沿って、組織内の各レベル（執行および意思決定機関を含む。）の

職員へ通知される。

 

法務、税務および情報セキュリティ・リスクと関係のある業務リスクの要素

法務リスク

BNPパリバは、各営業国において、銀行業、保険業および金融サービス業を営む各社に適用される各国特有の規

制に拘束される。当社グループは、特に、市場の完全性と顧客の利益を最優先する姿勢を尊重する必要がある。

法務部は、法務リスクを予想、発見、測定および管理するよう設計された包括的な情報共有および内部統制シ

ステムを長年保有している。最近では、システムは当社グループ内の変更に適応させ、かつ事業部門および地理

的領域にかかわらず、法務部員およびそのチームによる、より積極的なアプローチを促すため、大幅に改定され

ている。新たなシステムは、以下に基づいている。
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・管理機関

・法務機能の全体的な戦略を定義し、その遵守を監視する法務担当執行委員会

・専任の法務スタッフが所属している、世界各国の当社グループ内の各所にある法務機能による業務を調

整および監督すると共に、当社グループの法務方針が同じ方法で一貫して適用されることを確実にする、

国際法務委員会

・14ヶ国から法律の専門家を参集し、訴訟、訴訟準備および規制の分野において、先を見越す能力および意

思疎通の改善を目的とする国際訴訟実務グループ

・以下を含む特定の委員会

・法案を監視するほか、新たな法規の条文ならびにフランスおよび欧州の判例法の変更の詳細を分析およ

び解釈し、当社グループ内の各所に配布するフランスおよび欧州の立法追跡委員会

・当社グループ全体に関わる欧州の法律および競争法に関するあらゆる問題について責任を負う、フラン

スおよびベルギーの共同ユニットである欧州法務運営センター

・その留意事項に業務リスクの監視および内部監査の勧告が含まれる、法務内部統制委員会

・専門家である弁護士間の連携の強化および部門横断的な法務リスク管理方針の提案を目的とした事業部門

毎の法務グループおよび特定の問題に対処するグループ

・次の２つに関する枠組を提供する内部手続およびデータベース。(ⅰ)責任範囲内の事項も含めあらゆる事

項に係る法務リスクを、法令遵守部門と連携して管理すること、(ⅱ)当社グループの法務スタッフや法務分

野に関与する業務スタッフの業務を監視すること。2004年度末には、あらゆる内部手続の詳細情報を含む手

続データベースが、当社グループのイントラネット上に設置されており、当社グループの全従業員が利用可

能である。

・法務スタッフおよび業務スタッフの双方に向けた情報管理システムおよび当社グループの法務コミュニ

ティに対するより広範な研修の機会の提供

・当社グループ法務部が定期的に更新するもので、業務リスクの特定、評価、および分析に役立つ各種内部リ

スク報告ツールおよび分析モデル

規制の増加および規制要件の厳格化ならびに訴訟の増加を特徴とする困難な経済状況において、法務機能は

グローバルな視野を有する必要があり、取り組み、行動を起こす能力を最適化しなければならない。

法務機能の新たな管理および運営の手法が、2012年度に実施および検証された。訴訟および規制の分野におけ

る取組手法に対する変更の可能性を現在検討中であり、一部の専門的な事業部門および海外の領域における法

務機能の間の連携を拡大している。同時に、法務機能は取組分野および責任の水準の明確化ならびに当社グルー

プの事業部門間の新たな連携分野の創出に注力している。かかる業務は、最高法務責任者（またはその代理）

が、内部統制調整委員会および法令遵守委員会の双方に常任委員として出席することにより、促進される。

さらに、法務機能は、購買機能と連携しつつ、コスト統制の質との統合の観点から、実際的かつより広範な外部

委託方針を設定した。
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税務リスク

BNPパリバは、各営業国において、例えば銀行業、保険業または金融サービス業を営む各社などに適用される各

国特有の税務規制に拘束される。

当社グループ税務部は、当社グループの税務の一貫性の監視責任を負うグローバル部門である。この部門は、

当社グループ財務部と共同で、グローバルな税務リスクの監視責任も負う。当社グループ税務部は、税務リスク

が許容可能な水準に維持され、当社グループの評判および収益性に関する目標に合致するものであることを確

実にするための管理を実施する。

その役割を果たすため、当社グループ税務部は、以下のものを構築した。

・16ヶ国に駐在する専任税務専門家のネットワーク（当社グループが営業しているその他の国をカバーする

税務事項の連絡担当者により完全なものとなる。）

・税務リスクの管理と、各国の税法の遵守状況の評価を目的とする、定性的データの報告システム

・行使した権限の委任権や内部基準の遵守度に関する情報の当社グループの業務執行陣への定期的報告体制

当社グループ税務部は、当社グループ財務部と共同で税務調整委員会の議長を務める。この委員会も法令遵守

部門を含み、必要に応じてコア事業に関与できる。この委員会は、当社グループの主要な税務問題を分析する責

任を負う。加えて、当社グループ財務部が、処理された取引から生じる税務問題について当社グループ税務部と

協議する義務を負う。

最後に、当社グループ税務部は、税務リスクが適切な方法で特定、対処および管理されることを確実にするよ

う設計された、全コア事業をカバーする手続を策定している。

 

情報セキュリティ

情報、特に電子データは、当行の主要な商品であり、ほぼ完全に電子メディアへ移行し、これまで以上に高度な

取引のオンラインによる即時処理に対する需要が拡大し、当行と個人顧客または機関顧客との間での主要なイ

ンターフェースとしてインターネットまたは複数のネットワークの活用が拡大している現状では、情報セキュ

リティ・リスクの効果的な管理が不可欠である。

銀行業界やクレジットカード／支払カード業界が直面した情報セキュリティに関する事象、様々な国におけ

るこれらのコストおよびメディアでの開示により、当社グループは重大な脅威に対処するため、予想、予防、保

護、検知および対応する能力ならびにデータ保護に関する規制や判例法を追跡する能力を継続的に強化する必

要がある。

当社グループにおける情報セキュリティの方針は、実用面および技術面の双方に関する様々な必要性に応じ

た各種参照文書に定められている。当該文書は、全般的なセキュリティ方針書、情報システム・セキュリティ関

連の各種問題に固有の方針書、ISO 27001が求めている文書、セキュリティ要件に関する実務指針および運用手

順書を含んでおり、すべての文書において、従業員および当社グループの情報システムの利用者の意識を向上さ

せることを意図している。
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セキュリティの枠組は、あらゆる規制要件や、対象事業部門のセキュリティ・リスク・エクスポージャー、直

面する特定の脅威を考慮した上で、各事業部門単位に細分される。各事業部門は、情報セキュリティ管理のため

の当社グループの標準的アプローチ（用いられる主要な手法はISO 27005準拠の手法で、これは、フランスの

EBIOSリスク分析手法により補完される。）、リスク評価指標および行動計画の監視を利用する。このアプローチ

は、当社グループのすべての主要な資産に対する効果（配備および品質）の評価を行い、様々な構造における満

期の水準を測定するために策定された情報セキュリティ管理計画により補完される。これは、フランスのCRBF規

則第97-02号（2004年修正）または他国の同様の規制に基づく各銀行業務向けに策定された恒常的および定期

的な統制の枠組の一部である。

BNPパリバの各事業部門は、全事業に共通のいくつかのリスクと共に、特有の形態のいくつかの情報セキュリ

ティ・リスクにさらされる。当社グループのこれらのリスクの管理方針は、当社グループが事業を営んでいる各

国における法律および文化に特有の規制によってはより複雑化する場合がある、特有の事業内容を考慮するも

のである。

情報システムの可用性は、BNPパリバが、危機的状況または非常事態においても業務を継続できるようにする

上で不可欠である。100％の可用性を保証することはできないが、卓越した業務価値を保つという方針に従い、当

社グループは、厳格化する規制や極端なストレス・シナリオ（自然災害またはその他大災害、世界的な流行病な

ど）に備えるため、情報のバックアップ機能や堅牢なシステムを維持および開発すると共に、当該機能や堅牢性

を定期的に検証している。この領域における行動は、当社グループの全般的な事業継続性計画に一致するもので

ある。

顧客データの機密性および取引の保全も、上記の脅威に対処するだけではなく、当社の顧客の期待に応える

サービスを顧客に提供するための当行の継続的な進展アプローチの対象である。

BNPパリバは、以下の方法で、情報セキュリティ・リスクを最低限に抑え、リソースを最適化することを目指し

ている。

・事業活動の展開および新たな傾向を勘案して、日々の実務を統治する各事業部門向けの手続の枠組を更新

する。

・情報セキュリティに係る責務に対する従業員の意識を高め、情報システム・リソースと関係のある適切な

手続および行動について主要な担当者を研修する。

・BNPパリバの事業体および外部のパートナーの統制を展開、発展させ、補完行動を強化する。

・IT開発のセキュリティを強化し、情報セキュリティおよびデータ漏洩の予防に関する反応性の評価を改善

する。

・各事象を監視し、技術的な脆弱性や情報システムに対する攻撃に関する情報を生成する。
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BNPパリバは、情報セキュリティに対し、継続的な進展アプローチを行う。情報システム資産や情報リソースを

保護するための大規模投資とは別に、セキュリティ・レベルの継続的な監視および管理を義務付けている。これ

により当行は、サイバー犯罪が引き起こす新たな脅威に対し、セキュリティ・レベルを調整できる。この点に関

し、ユーザー（顧客および従業員）ならびに情報システムの間の相互作用に強い影響を与える技術的な変更を

勘案することを保証するようセキュリティ・モデルが改善された。これにより、セキュリティ手続を向上させ、

セキュリティ・コミュニティを設定し、当社グループの情報セキュリティ開発計画の一部を構成する主要なプ

ロジェクトを継続するためのツールの開発に対する当社グループ・レベルでの活動が必要となる。

 

アプローチおよび範囲

当社グループ法令遵守部門は、リスク管理部門からの委任を受け、当社グループの業務リスク管理におけるア

プローチの概要をまとめた。このアプローチは、発生するリスクに比例するように設計された業務リスク・モデ

ルを使用しており、また業務リスクの大部分が補填されることを保証することを目的としている。

対応する資本要件は、BNPパリバ・グループのプルデンシャル・スコープ内における各法人について計算され

る。リスク加重資産の額は、資本要件に12.5を乗じて算出される。

BNPパリバは、先進的計測アプローチ（AMA）、標準的アプローチおよび基礎的指標アプローチを混合したハイ

ブリッド・アプローチを使用している。

当社グループについては、各部門またはリテール・バンキング事業体の最も重要な事業単位においてAMAの手

法が展開されていた。これらには、フランスおよびイタリアのリテール・バンキング、コーポレート・バンキン

グ事業および投資銀行事業ならびにインベストメント・ソリューションズ事業の大部分が含まれる。BNPパリバ

・フォルティスおよびBGL BNPパリバの事業部門ならびに旧フォルティス・グループの子会社のうち数社も、

2012年度以降、当社グループのAMAモデルを利用している。
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先進的計測アプローチ（AMA）

資本要件の計算のための先進的計測アプローチ（AMA）の下、当行は、内部損失データ（過去の損失および潜

在的な損失）、外部損失データ、様々なシナリオ分析、環境要因および内部統制に基づき、内部的な業務リスク・

モデルを開発しなければならない。

BNPパリバの内部モデルは、AMAの基準を満たし、以下の特徴を有する。

・保険数理アプローチを用いて、また入手可能データに基づき測定された分布に従って、業務リスクから生じ

る損失の頻度および重大性をモデル化した総年間損失分布を用いている。

・資本要件を計算するために過去のデータおよびシナリオ（深刻なリスクを反映する可能性があるため、シ

ナリオが優先する。）を用いている。

・入力データに忠実であるため、当社グループの各事業部門がその結果を容易に利用できる。したがって、ほ

とんどの仮定がデータそのものに含まれている。

・資本要件の計算において慎重である。入力データは徹底的に検証され、当社グループ内の該当するすべての

リスクを補填するために必要な場合には、補足データが追加される。

AMAは、規制上の資本要件を算出するために、99.9％の信頼度に基づくVaR（バリュー・アット・リスク）また

は１年間の期待最大損失額を使用する。

資本要件は、AMAを導入している当社グループの全事業単位からのデータの総計によって算出され、その後個

別の法人単位に割り当てられる。

 

固定パラメーターによるアプローチ

BNPパリバは、当社グループの連結範囲に含まれ、内部モデルに統合されない事業単位の資本要件を算出する

ために、固定パラメーターによるアプローチ（基礎的アプローチまたは標準的アプローチ）を使用している。

基礎的指標アプローチ：資本要件は、事業単位の過去３年間の平均営業収益（エクスポージャー指標）に、規

制当局が定めるアルファ・パラメーター（15％のリスク・ウェイト）を乗じて算出される。

標準的アプローチ：資本要件は、事業単位の過去３年間の平均営業収益に、かかる事業単位のビジネス・カテ

ゴリーに基づき規制当局が定めるベータ因子を乗じて算出される。かかる計算のために、当社グループは、すべ

ての事業部門を例外も重複もなく８つのビジネス・カテゴリーに分類した。
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業務リスク・エクスポージャー

銀行規制により、業務上の損失事由は、(ⅰ)内部の不正行為、(ⅱ)外部からの不正行為、(ⅲ)労務慣行（採用プ

ロセスの変則性等）および職場の安全、(ⅳ)顧客、商品および取引慣行（商品の欠陥、虚偽販売等）、(ⅴ)有形資

産に対する損傷、(ⅵ)事業活動の中断およびシステム障害、ならびに(ⅶ)執行、送達およびプロセス管理におけ

る失敗（データ入力の誤り、文書化における誤り等）の７種類に分類される。

 

業務上の損失：事由別の内訳（2008年度から2012年度までの平均）（注１）

 

 

(注１)　括弧内の割合は、2008年度から2011年度までの事由別平均損失に対応している。

 

外部からの不正行為および主にプロセスの執行または取引の過程における誤りに起因するプロセスの失敗

が、２つの主要な業務上の損失事由である。支払詐欺および信用詐欺は、リテール・バンキング業界において極

めてよく見られる不正行為である。それと比べて、コーポレート・バンキング事業および投資銀行事業において

は、不正行為事件はまれであるものの、その規模は大きい。

３番目に多い損失事由は、取引慣行に関連する事由に対応している。これらの事由の発生数は、増加局面の後、

徐々に安定してきている。内部の不正行為は、グループの業務上の損失の約５％を占めている。

残りの種類の事象については、損失額が比較的小さい。

BNPパリバ・グループは、既存の十分に構築された管理システムを改善するために、業務リスク事象の分析に

細心の注意を払っている。
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資本要件

業務リスクの資本要件

 

 
資本要件
業務リスク

（単位：百万ユーロ） 2012年12月31日現在2011年12月31日現在 変動

先進的計測アプローチ（AMA） 2,847 3,090 (243)

標準的アプローチ 761 758 3

基礎的指標アプローチ 484 521 (37)

業務リスク合計 4,092 4,369 (277)

 

業務リスク加重資産（3.5十億ユーロ減少）の資本要件における277百万ユーロの減少の半分は、2012年度第

１四半期におけるフォルティスの範囲の当社グループのAMAモデルへの統合に起因する手法に対する影響およ

びいくつかの法人（最大のものはクレピエールである。）を認識しないことに関連する範囲に対する影響によ

るものである。

 

保険契約によるリスクの削減

BNPパリバ・グループが被るリスクに伴う損失は、当社グループの貸借対照表と損益計算書の両方の保護を目

的に主要な保険会社と保険契約を結ぶことで補填できる。当社グループの保険契約は、リスク・マッピング、詳

細な営業損失データおよび今後の見通しの分析を根拠とするリスクの特定および評価手続に基づくものであ

る。

当社グループは、不正、盗難、業務の混乱、負債および自らが責任を負わなければならない可能性のあるその他

のリスクに備えるため、業界大手の保険会社の保険に加入している。

関連費用を最適化し、エクスポージャーを効果的に管理するため、当社グループは、必要な情報が十分そろっ

ているリスク（その発生頻度や付帯費用の影響が判明しているか適切に見積もれるようなリスク）の一部は、

自家保険で備えている。

保険会社を選択する際、当社グループは、該当保険会社の信用格付や、保険金支払能力に留意する。

保険会社は、BNPパリバが被るリスクに関する詳細情報およびリスク評価実施のための訪問により、補償対象

の内容および当社グループ内のリスク防止策の評価ならびに新たな基準および規制に照らして安全対策が定期

的に策定および更新されているかどうかの評価が可能となる。

 

前へ　　　次へ
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(9) コンプライアンス・リスクおよび風評リスク（監査済）

コンプライアンス・リスクの効果的な管理は、当行の内部統制の枠組の中核的要素であり、準拠すべき法律、

規制、行動規範および優良な実務に関する基準の遵守と関係がある。法令遵守は、当社グループやその投資家お

よび顧客の評判の保護、各スタッフの倫理的行動の保証や利益相反の回避、顧客の利益や市場の完全性の保護、

マネー・ロンダリング防止手続の実施、汚職やテロリストへの融資の根絶および財務的な制限の尊重などとも

関係がある。

フランスの規則が要求しているとおり、法令遵守部門は、当社グループの国内外の事業のすべてに伴うコンプ

ライアンス・リスクを管理する。法令遵守部門は、最高経営責任者に対し報告を行うと共に、取締役会の内部統

制・リスク・法令遵守委員会に、独立した立場で直接情報を提供する。

法令遵守部門は、あらゆる法令遵守事項の監視および監督責任を有するパリの中央機関と、当社グループの各

種コア事業、リテール事業体、事業部門内で中央のチームから委任された権限を行使する各国のチームを含む。

この体制は、継続的に強化されている。

コンプライアンス・リスクおよび風評リスクの管理は、以下の４つの軸に基づき構築された恒常的統制シス

テムに基づくものである。

・全般的なおよび特有の手続

・システムやツールの監視の一貫性および有効性を保証するため当社グループ内で講じられる措置の調整

・マネー・ロンダリング、テロリストへの融資および汚職を発見および防止し、市場の悪用などを発見するた

めのツールの実装

・当社グループ全体と各部門および事業部門の両レベルでの研修

当行の評判の保護は、当社グループの課題の中でも優先順位の高いものである。当該保護には、外部の環境の

変化に応じたリスク管理方針の継続的な修正が必要となる。当社グループは、世界各国の情勢、市場における不

正行為の増加、および多くの国でのより厳しい規制の導入を根拠に、マネー・ロンダリング、テロリストへの融

資および汚職の防止策を強化した。
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(10) 保険リスク（監査済）

BNPパリバ・カーディフのリスク管理システム

BNPパリバ・カーディフは、以下のリスクにさらされている。

・金融市場の不利な動向による価値の損失に起因するリスクであり、大部分が満期のミスマッチおよび保険

契約者に対する最低保証リターンの存在から発生する資産と負債のミスマッチに主に由来する市場リスク

・保険契約者に支払われる保険金の変動による価値の損失に起因するリスクであり、統計的、マクロ経済的ま

たは行動学的な傾向ならびに可能性は低いが金融界に著しい影響を及ぼす大災害の発生に由来する引受リ

スク

・事業の債務者の信用度の変動の影響による価値の損失に起因するリスクであり、BNPパリバ・カーディフの

様々な事業体が保険契約者から受領した保険料を投資する金融商品の発行者ならびに販売者および再保険

者の事業体に対する保険事業の未収債権の双方において発生する信用リスク

・不適切な内部プロセスもしくは内部プロセスの失敗または外部の事象による損失により発生するリスクで

ある業務リスク

これらのリスクの管理は、BNPパリバ・カーディフのリスク構造およびリスク選好の範囲内で行われている。

・保険リスク構造は、(ⅰ)税引前当期純利益と予算との最大の偏差を90％とし、(ⅱ)現在の規制環境において

目標とするソルベンシー比率、すなわちフランス保険法に取り入れられた指令73/239/ECまたはソルベン

シーⅠという２つの指標により規定される。

・2012年12月31日現在、資産に係る未実現利益および責任準備金の考慮前におけるソルベンシーⅠ比率は、

115％である。未実現利益を含めると、ソルベンシーⅠ比率は200％超となる。BNPパリバ・カーディフのリス

ク選好は、(a)市場リスクの割合を制限するため、貯蓄商品の成長に寄与する一般基金を制限すること、(b)

保険商品の成長を支援すること、(c)引受リスクの相対的割合および分散効果を上昇させるため、損害保険

市場へ拡大することという３つの目的に要約することができる。
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かかるリスク戦略は、広範なリスクの種類に対応する組織を通じて実行および統制されており、臨時管理機構

により支援される。主要なリスクの意思決定または監視に係る委員会は以下のとおりである。

・あらゆるリスクを対象とし、リスク方針の規定および主要なリスクの監視に責任を負う保険リスク管理委

員会。BNPパリバ・カーディフの将来のソルベンシーⅡへの移行過程および2009年にかかる目的のため特別

に設定された機構である「Valor」を監視する。

・リスクに関する決定を行う様々な委員会としては、地域および地方の事業体に認められた制限の範囲外の

リスクについては、引受委員会であり、新たな引受リスクおよびBNPパリバ・カーディフにとっては初めて

ではないものの、特定の事業体にとっては初めての引受リスクについては新規事業委員会、ならびに新たな

資産クラスへの投資については新規資産クラス委員会である。

・保険事業の資産・負債管理委員会は、市場リスクを担当し、戦略的な資産配分の規定について責任を負う。

・エクスポージャー監視委員会は、引受リスクおよび保険事業から発生した債権の信用リスクを監視する。

・資産・信用リスク委員会は、金融商品の発行者の信用リスクを監視する。

・業務リスク委員会は、実際の事象および潜在的な事象を監視する。

 

市場リスクおよび信用リスク

市場リスクおよび信用リスクは、主に責任準備金が保険子会社の負債の95％超を占める貯蓄業務から発生す

る。

一般保険ファンドの金利リスク管理および資産分散化方針により、不動産、株式および固定利付証券（とりわ

けユーロ圏の国々の国債を含む。）への投資が促進された。保険事業における主たる保険子会社であるカーディ

フ・ソシエテ・ヴィの戦略的な配分の目標は、主に固定利付証券（80％）に基づいている。株式および不動産の

割合（各10％）は、重要である。

市場リスクおよび信用リスクは、４つのカテゴリーに分類される。

 

金利リスク

非ユニット・リンク型生命保険の保険契約者のリターンは、当該契約に明記された固定金利か、所定の変動金

利（最低保証リターンが設定されているものまたはいないもの）のいずれかに基づいている。当該契約はすべ

て、適格資産（保険料の投資により取得した資産）のリターンが保険契約者に支払う契約上のリターンを下回

るリスクである金利リスクおよび資産価値リスクを発生させる。2012年度における保証リターンの平均は、2011

年度における1.47％から減少し、1.41％となった。BNPパリバ・カーディフの保険数理に基づく責任準備金の

97％は、２年以下の期間の最低保証リターンのコミットメントを有している。
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フランスでは、当該契約の残存期間に係る潜在的財務損失見積額をカバーするために、責任準備金に伴う利息

に、責任準備金を通じて保険契約者に支払うべき保証リターンを加えた合計額が、適格資産のリターンの80％で

賄えない場合、将来の不利な変動に対する引当金（財務リスクに対する引当金）を計上する。保険子会社の保証

リターンは低くまた保証期間も短いため、エクスポージャーは限定されおり、将来の不利な変動に対する引当金

は2012年12月31日現在、2011年12月31日現在または2010年12月31日現在計上されていない。

 

流動性リスク

流動性リスクは、BNPパリバの資産・負債管理部の財務課と協調して活動するBNPパリバ・カーディフの資

産／負債管理ユニットが集中的に管理している。様々な経済シナリオに従って作成された中期および／または

長期の損益計算書と貸借対照表の予測に基づき、通常の資産と負債の対応の見直しが、財務リスクの測定および

管理のために実施された。この見直しの結果は、金利および資産価値の変動により発生するリスクを軽減するた

めに必要な（戦略的な配分、分散、デリバティブの使用などを通じた）資産の調整を判断するために分析され

た。

 

信用リスク

BNPパリバ・カーディフは、ソブリン・リスクおよびコーポレート・リスクの間の債券エクスポージャーにつ

き、均衡を保ったスプレッド（それぞれカーディフ・アシュアランス・ヴィのポートフォリオでは55％および

45％）を有している。ユーロ圏のポートフォリオは、平均格付がA+を超える発行者に注力している。

発行者および格付の種類（投資適格かつ高利回り）毎の制限は、定期的に監視される。発行者の信用度も高い

頻度で検討される。ユーロ圏の周辺国のソブリン・リスクに対するエクスポージャーは、ごくわずか（８％未

満）である。
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BNPパリバ・カーディフの国別債券エクスポージャー

 

 2012年12月31日現在

（単位：

百万ユーロ）
国債

政府機関および超国

家機関
金融機関 カバード債 その他法人 合計

国別
純帳簿

価額

市場

価格

純帳簿

価額

市場

価格

純帳簿

価額

市場

価格

純帳簿

価額

市場

価格

純帳簿

価額

市場

価格

純帳簿

価額

市場

価格

フランス 8,97910,8051,8432,10911,95912,4634,3454,8894,0164,54831,14134,813

イタリア 4,4064,708 90 89 1,2911,255 383 412 565 613 6,7347,078

オランダ 1,0051,227 467 521 2,0452,257 146 173 1,3361,5064,9985,683

スペイン 1,0631,045 0 0 248 231 1,1611,073 330 354 2,8032,703

ドイツ 1,1381,377 86 94 284 306 273 279 149 170 1,9302,226

オーストリア 1,7062,048 0 0 3 3 0 0 0 0 1,7082,051

ベルギー 2,9813,406 30 30 60 67 0 0 175 187 3,2463,690

英国 0 0 0 0 2,2722,511 579 676 85 91 2,9353,278

アイルランド 429 443 0 0 532 491 233 242 331 367 1,5251,543

米国 0 0 0 0 1,4851,616 51 57 547 616 2,0832,289

ポルトガル 751 650 153 153 0 0 0 0 95 74 998 878

その他 1,4571,647 899 1,0201,4131,511 72 80 1,2151,3925,0565,649

合計 23,91427,3563,5684,01721,59222,7117,2437,8808,8439,91865,15971,881

 

 2011年12月31日現在

（単位：

百万ユーロ）
国債

政府機関および超国

家機関
金融機関 カバード債 その他法人 合計

国別
純帳簿

価額

市場

価格

純帳簿

価額

市場

価格

純帳簿

価額

市場

価格

純帳簿

価額

市場

価格

純帳簿

価額

市場

価格

純帳簿

価額

市場

価格

フランス 10,70711,7811,9522,0439,4528,7134,4754,5313,8344,03830,42131,106

イタリア 3,5213,114 0 0 1,4151,133 167 153 288 284 5,3914,683

オランダ 1,0171,184 466 495 2,0532,038 159 177 1,4071,5245,1025,418

スペイン 1,5451,499 0 0 302 270 1,2711,047 356 343 3,4743,158

ドイツ 1,4821,790 118 130 230 238 274 286 139 151 2,2432,595

オーストリア 2,0582,221 0 0 3 3 0 0 0 0 2,0612,224

ベルギー 2,6042,705 0 0 63 62 0 0 98 103 2,7652,870

英国 0 0 0 0 2,2192,120 578 590 71 77 2,8682,786

アイルランド 1,063 856 0 0 555 433 234 214 304 321 2,1551,825

米国 0 0 0 0 1,6861,560 51 51 577 633 2,3142,244

ポルトガル 1,168 688 163 130 0 0 14 9 95 41 1,440 868

その他 1,5031,458 582 629 1,4631,391 99 105 1,2321,2964,8794,879

合計 26,66827,2973,2813,42619,44017,9597,3227,1638,4018,81165,11264,656
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BNPパリバ・カーディフの外部格付別債券エクスポージャー

 

 2012年12月31日現在

（単位：

百万ユーロ）
国債

政府機関および超国

家機関
金融機関 カバード債 その他法人 合計

外部格付別
純帳簿

価額

市場

価格

純帳簿

価額

市場

価格

純帳簿

価額

市場

価格

純帳簿

価額

市場

価格

純帳簿

価額

市場

価格

純帳簿

価額

市場

価格

AAA 2,4602,9641,2421,425 326 335 4,1914,787 18 22 8,2369,532

AA+ 10,68412,8531,8382,083 5 5 273 279 12 14 12,81215,233

AA 0 0 30 30 0 0 903 981 941 1,1121,8742,123

AA- 3,0743,520 7 6 1,7361,917 51 52 409 480 5,2785,976

A+ 253 298 13 14 1,4561,580 51 57 1,8762,1343,6494,082

A 163 179 174 19411,54212,171374 403 983 1,10513,23514,052

A- 539 613 0 0 1,5591,710 375 382 1,3191,5073,7924,212

BBB+ 0 0 21 22 1,1191,185 15 14 1,4991,6592,6552,880

BBB 4,4974,791 90 89 1,5211,481 885 807 1,2521,3438,2458,512

BBB- 1,0631,045 85 85 1,6771,653 126 118 215 235 3,1663,135

BB+ 429 443 0 0 197 209 0 0 127 132 753 784

BB 0 0 0 0 379 405 0 0 0 0 379 405

BB- 751 650 68 69 19 13 0 0 95 74 932 806

B+ 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 7 6

CCC 0 0 0 0 32 23 0 0 0 0 32 23

NR 0 0 0 0 18 19 0 0 96 100 114 118

合計 23,91427,3563,5684,01721,59222,7117,2437,8808,8439,91865,15971,881

 

 2011年12月31日現在

（単位：

百万ユーロ）
国債

政府機関および超国

家機関
金融機関 カバード債 その他法人 合計

外部格付別
純帳簿

価額

市場

価格

純帳簿

価額

市場

価格

純帳簿

価額

市場

価格

純帳簿

価額

市場

価格

純帳簿

価額

市場

価格

純帳簿

価額

市場

価格

AAA 15,59817,3532,9403,114 199 198 5,0075,111 18 21 23,76325,797

AA+ 0 0 0 0 18 18 1,015 983 630 670 1,6641,671

AA 0 0 0 0 1,1071,116 77 65 636 692 1,8201,873

AA- 2,7022,819 7 5 1,1111,007 419 386 557 617 4,7974,835

A+ 1,9521,899 0 0 8,3147,830 109 82 1,4821,59611,85611,407

A 3,5213,114 163 168 3,6703,414 75 65 840 905 8,2697,665

A- 414 390 8 8 2,0421,847 383 296 2,1432,2554,9904,797

BBB+ 0 0 0 0 2,0261,775 55 45 1,0051,0303,0862,850

BBB 0 0 0 0 343 285 97 64 755 751 1,1951,100

BBB- 0 0 95 69 356 295 85 65 153 140 690 570

BB+ 1,063 856 68 61 186 127 0 0 35 37 1,3521,081

BB 1,168 688 0 0 21 15 0 0 95 41 1,284 744

BB- 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4

B- 0 0 0 0 32 14 0 0 0 0 32 14

CC 250 178 0 0 0 0 0 0 0 0 250 178

NR 0 0 0 0 10 14 0 0 52 57 62 71

合計 26,66827,2973,2813,42619,44017,9597,3227,1638,4018,81165,11264,656
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資産価値リスク

資産価値（フィクスト・インカム、クレジット、株式および不動産）の下落のリスクに対するBNPパリバ・

カーディフのエクスポージャーは限定的である。配当性のある保険契約は、一般的なユーロのファンドにより保

有される資産価値の変動の大部分を、保険契約者に帰属する繰延配当準備金に転嫁する仕組みである。

 

カーディフ・アシュアランス・ヴィの未実現損益

 

（単位：百万ユーロ） 2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

債券 国債 3,442 629

 政府機関および超国家機関 449 144

 金融機関 1,119 (1,481)

 カバード債 637 (159)

 その他法人 1,075 410

合計  6,722 (457)

 株式 210 (805)

 不動産 675 573

 オルタナティブ 12 27

 その他 20 (36)

その他資産合計  916 (241)

合計  7,638 (698)

 

保険引受リスク

引受リスクは、主に保険解約リスクを抱える貯蓄事業部門および保険子会社の債務の約５％を占める保障保

険事業から発生する。１年超のバリュー・アット・リスク（99.5％）は、1,325百万ユーロとなり、これはBNPパ

リバ・カーディフのバリュー・アット・リスク合計の28％であった。

引受リスクには、以下の３種類がある。

 

貯蓄－保険解約リスク

貯蓄契約には、保険契約者に累積貯蓄のすべてまたは一部の返済を要求することを認める保険解約条項が含

まれている。保険会社は、解約件数が、資産・負債管理部で使用している予想より高くなり、その結果、損失が生

じるような資産売却を迫られる可能性が生じるというリスクにさらされる。
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しかし、保険解約リスクは以下に限定されている。

・資産の期間と対応する負債の期間とを定期的にマッチさせて突発的かつ大規模な資産売却のリスクを軽減

するために、保険契約者の動向が継続的に監視されている。流動性リスクを発生させるミスマッチを特定す

るために、資産および負債の変動は最長で40年間にわたり予測される。その後当該分析は、新しい投資の満

期日および売却すべき資産を決定するために利用される。当社グループがストレスの加わった状況に耐え

られることを保証するため、保険解約率が増加するいくつかの仮定を含む短期（１年間）の流動性の分析

も行われた。2012年度の流動性調査において、カーディフ・ソシエテ・ヴィの資産の60％に短期的な流動性

があり、これらは主にAAAからAの格付を有する発行者により構成されていた。

・保証リターンに加え、保険契約者は配当金を支払われ、それにより市場ベンチマークと一致するレベルまで

合計リターンが引き上げられる。これら配当金は一部任意であるが、市場金利が上昇する期間における保険

解約率増加のリスクを軽減させる。保険契約者剰余金の準備金は、実際に支払われる剰余金をプールし、多

数の保険契約者の間で分散することを可能にするフランスにおける仕組みである。これは、カーディフ・ソ

シエテ・ヴィの根本的な強みの一つである。

・金融資産のリターンは、主にヘッジ商品の使用を通して保護されている。

2012年度において、不利な環境にもかかわらず、BNPパリバ・カーディフは、一般基金において純額で1,436百

万ユーロ超の新規事業を創出した。

 

BNPパリバ・カーディフの一般基金における平均失効率

 

2012年度 年次償還率

フランス 7.50％

イタリア 14.50％

ルクセンブルク 15.00％

 

貯蓄－最低保険金保証付ユニット・リンク型契約

ユニット・リンク型契約に係る負債は、ユニット・リンク型ポートフォリオに保有されている資産の市場価

格の総額に等しい。そのため、保険会社の負債は対応する資産にカバーされている。ユニット・リンク型契約に

係る負債と対応する資産の一致は、毎月管理される。

特定のユニット・リンク型契約は、金融市場が被保険者の死亡時にどのような状況にあっても、当該契約に投

資された保険料累積額以上の死亡給付金の支払を約束する終身契約を含んでいる。当該契約に係るリスクは、統

計的（請求の可能性）および財務的（ユニットの市場価格）の両方である。
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保険金保証には、通常特定の制限が設けられている。例えばフランスでは、ほとんどの契約で最低契約期間を

１年としており（１年毎に更新が可能である。）、最大保証額は被保険者１人当たり765,000ユーロである。さら

に80歳の誕生日を迎えた被保険者のための保証は通常はない。

最低保険金保証の準備金は四半期毎に（再）評価され、決定論的シナリオに基づいた死亡の可能性および金

融市場価格の変動の確率論分析結果を考慮する。2012年12月31日現在の準備金は12百万ユーロ（2011年12月31

日現在は19百万ユーロ）であった。

 

保障保険

このリスクは、主に世界各国における債権者保険の販売や、その他の個人向けリスク保険（フランス国内にお

ける個人向け生命保険および障害保険、延長保証および年金保険）の販売により発生する。

債権者保険は、個人ローンおよび住宅ローンに関係する死亡、全身障害または部分的障害、失業および財務上

の損失リスクをカバーしている。当該保険勘定は、低リスクおよび低保険料の多数の個別契約で構成される。

マージンは保険勘定の規模、リスクの効果的プーリングおよび管理費の厳しい管理によって決まる。これらの契

約の条件は、通常、原ローンの条件と等しく、保険料は保険契約の発行時に一度に控除されるか（保険料一括払

い）、または保険契約の期間を通じて定期的に控除されるか（保険料分割払い）のいずれかである。

その他の契約は、個人のリスク（死亡、事故死、入院、重病もしくは医療費）または損害リスク（消費財または

車両の事故による破損、故障もしくは盗難）のためのものである。これらの契約により保障される個別の金額は

一般的に小さく、保険金請求の費用は主に固定利率である。

最後に、フランスおよびイタリアの合弁会社を通じて、車両保険契約（重大な損害、民事責任）および家庭向

け包括的保険契約も引き受けられた。

フランス内外の保険数理上のリスクを回避および管理するために設定された保険数理監視システムは、以下

について記載したガイドラインおよびツールに基づいている。(ⅰ)各保険数理士が契約期間を通して従うべき

原則、規則、方法および最善の慣行、(ⅱ)保険数理士が実施すべき業務および報告義務、ならびに(ⅲ)除外されて

いるまたは特定の条件が満たされた場合にのみ認められている慣行。

引受リスクは、各地域および中央の様々なレベルで設定された委任の上限、見積最大許容損失、ソルベンシー

Ⅱによる資本要件の見積りおよび関連契約に係る見積マージンを遵守しなければならない。地域的に分散され

ているポートフォリオの管理で得られた経験が、債権者保険のローンの種類、保証の種類および被保険者人口と

いった広範囲の基準で構成されたリスク評価データベースを定期的に更新するために使用される。各契約は、

BNPパリバ・カーディフの業務執行陣によって設定された収益性および株主資本利益率目標を参考に価格が評

価される。
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リスク・エクスポージャーは、損害率の分析に基づきBNPパリバ・カーディフの業務執行委員会によって四半

期毎に監視されている。

年金契約の保険金支払額は、保険規則に基づき適用される生命表に基づいており、場合によっては、独立した

保険数理士が認めたポートフォリオ特有のデータを基に調整される。年金保険リスクは低い。

引受リスクには様々な責任準備金が設定されており、これには生命保険に係る計算上の準備金、各契約毎に通

常は発生主義で算出される未経過保険料準備金、報告済の請求を参照して算出される支払準備金ならびに実際

の決済または請求見込数と請求１件当たりの平均費用のどちらかに基づいて算出されるIBNR（発生済未報告）

準備金が含まれる。

保険金請求の引当金の全体的な評価において採用されるプルデンシャルの水準は、90％である。

 

前へ
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５ 【経営上の重要な契約等】

重要な契約

現在までのところ、BNPパリバは、通常業務において署名された契約を除き、当社グループ全体に対し債務または

義務を発生させるいかなる重要な契約も締結していない。

 

外部の当事者への依存

2004年４月、BNPパリバは、2003年度末にIBMフランスとの間で設立された合弁事業である「BNPパリバ・パート

ナーズ・フォー・イノベーション」（以下「BP2I」という。）に対して、ITインフラストラクチャー管理業務の外

部委託を開始した。BP2Iは、BNPパリバならびにフランス（BNPパリバ・パーソナル・ファイナンス、BP2SおよびBNP

パリバ・カーディフを含む。）、スイスおよびイタリアにおけるその子会社のうち何社かから、ITインフラストラ

クチャー管理業務を提供している。2011年12月中旬、BNPパリバは、IBMフランスとの契約を更新し、継続する期間を

2017年度末までとした。2012年度末において、2013年度以降、この契約をBNPパリバ・フォルティスに徐々に拡大す

ることについて、当事者間で合意した。

BP2Iは、BNPパリバおよびIBMフランスとの間で50対50の割合で所有されている。IBMフランスは、主要株主である

BNPパリバからの多大な関与を受けつつ、日常業務の任を負っている。BP2Iの職員の半数は、BNPパリバの従業員で

あり、BNPパリバは、BP2Iが使用する事務所および情報処理センターを所有している。BP2Iの企業統治システムにお

いて、BNPパリバには契約上の監督の権利が付与されており、BNPパリバは必要であればBP2Iから内部委託を受ける

ことができる。

ISFSは、IBMの完全子会社であり、BNPパリバ・ルクセンブルクのためにITインフラストラクチャー管理業務を担

当する。

バンクウェストの情報処理業務は、フィデリティ・インフォメーション・サービシズに外部委託されている。コ

フィノガ・フランスの情報処理は、IBMの完全子会社であるSDDCに外部委託されている。

 

６ 【研究開発活動】

上記「１ 業績等の概要」および「３ 対処すべき課題」を参照。
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７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

A. 各コア事業毎の事業の状況についての分析

(A) リテール・バンキング事業

2012年度において、BNPパリバは、41ヶ国に7,150支店、22百万の個人顧客、プロ顧客および小規模事業の顧客、

216,000の法人顧客および機関顧客ならびにパーソナル・ファイナンスにおいて12百万超の活動中の顧客を有

し、その営業収益の半分以上がリテール・バンキング事業によるものであった。リテール・バンキング事業では

135,000人を雇用しており、これは当社グループの雇用者数の71％に相当する。

リテール・バンキング事業は、国内市場部門、海外リテール・バンキング（IRB）事業およびパーソナル・

ファイナンス（PF）からなる。

 

国内市場部門

国内市場部門は、フランス（フランス国内のリテール・バンキング）、イタリア（BNLバンカ・コメルシアー

レ）、ベルギー（BNPパリバ・フォルティス・ブランドで事業を行っているベルギー国内のリテール・バンキン

グ）およびルクセンブルク（BGL BNPパリバ・ブランドで事業を行っているルクセンブルク国内のリテール・

バンキング）からなるBNPパリバのリテール・バンキング・ネットワーク、ならびに３つの専門業務、すなわち

アルバル（マルチブランドの包括的サービスの車両リース）、BNPパリバ・リーシング・ソリューション（設備

融資から車両管理サービスまでのリースおよびレンタル・ソリューション）ならびにBNPパリバ・パーソナル

・インベスターズ（オンライン貯蓄および専門仲介業）からなる。さらに、富裕層向け資産管理業務部門は、国

内市場におけるプライベート・バンキング・モデルを展開している。キャッシュ・マネジメントおよびファク

タリング部門は、コーポレート・バンキング事業および投資銀行事業のコーポレート・バンキング・ユニット

と協働して、「欧州内外の企業にとって唯一の銀行」というコンセプトの下で法人顧客に提供されるサービス

の最終段階を担っている。

国内市場部門は、合計4,150の支店、15百万超のリテール顧客、268,500人のプライベート・バンキング顧客お

よび176,000の法人顧客を有している。国内市場部門では、４つの国内ネットワークにおける66,000人を含む、合

計76,000人を雇用している。３つの専門業務を通じて、国内市場部門は、合計26ヶ国において事業を行っている。

国内市場部門は、預金およびオフバランスシート貯蓄の大規模な基盤を提供し、リテール顧客および法人顧客

の両方をサポートし、国内経済の資金の供給源となり、先進的なリテール・バンキング事業を構築することによ

り、当社グループにとって戦略的役割を果たしている。５つの横断的部門（事業開発部門、IT部門、業務部門、人

事部門およびコミュニケーションズ部門）は、それぞれの専門知識を事業部門に提供している。
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国内市場部門に関して、BNPパリバは、ベルギー、イタリアおよびフランスにおけるキャッシュ・マネジメント

において第１位（ユーロマネー誌による。）、フランス（プロフェッショナル・ウェルス・マネジメント誌およ

びバンカー誌による。）ならびにルクセンブルク（ユーロマネー誌による。）における主導的なプライベート・

バンク、ならびに欧州におけるプロ向けエクイップメントの資金融資において第１位（2011年リースヨーロッ

パのランキングによる。）である。

 

フランス国内のリテール・バンキング（FRB）事業

フランス国内のリテール・バンキング（FRB）事業は、すべての顧客の計画およびプロジェクトについて支援

を行うために、31,500人を雇用している。フランス国内のリテール・バンキング（FRB）事業の顧客基盤は、6.9

百万の個人およびプライベート・バンキングの顧客、639,000の小規模企業およびプロ顧客ならびに80,000超の

法人顧客および金融機関顧客からなっている。この事業部は、当座サービスから、コーポレート・ファイナンス

および資産運用の分野における最も革新的金融工学サービスまでの広範な商品とサービスを提供する。

2012年度中において、フランス国内のリテール・バンキング事業は、430,000人超の新規顧客を獲得した。フラ

ンス国内のリテール・バンキング事業は、顧客にさらに身近なサービスを提供する目的で、より広範なマルチ

チャンネル構造の一部を既に成している、その支店事業網への投資を継続する。営業網は以下のとおり顧客別に

編成されている。

・BNPパリバおよびBNPパリバ－バンク・ド・ブルターニュのブランドで運営している2,200の支店および

5,934の自動現金支払機。75％超の支店が現在「ウェルカム・アンド・サービシズ」基準に一新されてい

る。新世代の支店はまた、パリ周辺およびドローム県で試行中である。

・BNPパリバをフランス国内における第１位（運用資産に基づく。）のプライベート・バンクたらしめている

217のウェルス・マネジメント・センター（注１）

・小規模企業および中小企業の資産計画またはかかる企業のライフサイクルに関連する計画の管理を支援す

る58の小規模業務センター

・全国の法人顧客向けの28の業務センターならびに専門支援サービス会社であるサービス・アシスタンス・

エンタプライズ（SAE）およびキャッシュ・カスタマー・サービシズ（CCS）からなる独自の営業網

・ファクタリング会社であるBNPパリバ・ファクター、個人資金の提供者であるBNPパリバ・デヴェロップモ

ンおよび遠隔監視システム会社であるプロテクション24を含む専門子会社

・すべての取引処理業務を行う54のプロダクション・販売支援支店、バックオフィス
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フランス国内のリテール・バンキング事業はまた、以下に基づき、顧客に完全なオンライン関係の機能を提供

している。

・2.5百万超の顧客が利用している、申込みサービスであるBNPパリバドットネット・ウェブサイト

・Eメール、電話またはインスタント・メッセージにより受けたすべての要求を処理するパリ、リールおよび

オルレアンの３つの顧客関係センター、ならびに「ネット・クレディ」および「ネット・エパルニュエリ

ア」の２つの専門コンタクト・センター

・顧客になると期待される者に専任アドバイザーによるオンラインで利用可能な大銀行のすべてのサービス

および商品を提供する、オンライン銀行である「ネット・アジャンス」

このオンラインによる提供は、2013年度の「顧客の選ぶサービス」（注２）であり、例えば連絡の新形式

（SAV ツイッターおよびフェイスブック・ページは既に220,000人超の会員を有している。）を統合することに

より、継続的な能力適用というBNPパリバの目標を示している。

 

(注１)　出所：2012年デシダー・ストラテジ・フィナンス・ドロワ。

(注２)　出所：カビネ・ヴィセオ・コンセーユ。

 

BNLバンカ・コメルシアーレ

BNLバンカ・コメルシアーレは、総資産および顧客貸出金（注１）においてイタリアの６番目に大きい銀行で

ある。BNLバンカ・コメルシアーレは、広範囲にわたる銀行、金融および保険に関する商品およびサービスを以下

からなる多様な顧客基盤の要求に応えるために提供している。

・約2.2百万人（注２）の個人および28,100（注２）の（家族単位の）プライベート・バンキング顧客

・144,800（注２）の小規模法人顧客

・約455のグループおよび1,800の運用会社からなる広範囲関連事業を含む、26,200超（注２）の中規模およ

び大規模企業

・16,000（注２）の地方自治体および非営利団体

リテールおよびプライベート・バンキングにおいて、BNLバンカ・コメルシアーレは融資事業、特に住宅ロー

ンで確固たる地位にあり（約７％の市場シェア（注３））、そのネットワーク浸透率（支店数において2.7％

（注３））を大きく上回る増大している預金基盤を有している（当座預金において3.9％の市場シェア（注

３））。

BNLバンカ・コメルシアーレはまた、長年にわたって大企業および地方自治体を支援しており（法人向け貸付

において４％超（注３）および地方当局向け貸付において1.2％超（注４）の市場シェア）、専門子会社である

イフィタリアを通じて、国際収支、プロジェクト・ファイナンス、ストラクチャード・ファイナンスおよびファ

クタリングにおいても高い評価を受けている（市場での年間売上高において第３位（注５）の位置付け）。
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BNLバンカ・コメルシアーレは、マルチチャンネル販売アプローチを採用した。これは、領域に再編され、リ

テールおよびプライベート・バンキング業務とコーポレート・バンキング業務は以下のとおり別個に運営され

る。

・約890の支店

・33のプライベート・バンキング・センター

・42の小規模業務センター

・中小企業、大手企業、地方自治体および公共団体を取り扱う53の支店

・BNPパリバの国際事業ネットワークを補完しているイタリアにおける顧客の国際的な業務のための５つの

トレード・センター

・外国で事業を行っているイタリア企業およびイタリアに直接投資する多国籍企業を支援するための、地中

海地域を中心に所在する10のイタリアデスクの事業網

マルチチャンネルによる提供は、約1,950の現金自動預入支払機および約38,000の販売時点情報管理ターミナ

ルならびにリテール顧客および法人顧客向けの電話バンキングおよびオンライン・バンキングによって補完さ

れている。

 

(注１)　出所：BNLおよび同業他社の年次報告書および半期報告書。

(注２)　活動中の顧客。

(注３)　出所：イタリア銀行。

(注４)　出所：イタリア銀行。2012年以降、イタリア銀行の統計には、地方当局セグメントで運営している国有金融機関であ

るカッサデポジティ・エ・プレスティティ（CDP）が含まれている。CDPを除くと、BNLバンカ・コメルシアーレの市

場シェアは、約５％である。

(注５)　出所：アッシファクト。

 

ベルギーのリテール・バンキング（BRB）事業

リテールおよびプライベート・バンキング（RPB）事業

・3.6百万の顧客を有し、すべての銀行商品（注１）が上位にあるBNPパリバ・フォルティスは、パーソナル・

バンキングおよび小規模事業向けバンキングにおいてベルギーでは第１位である。BNPパリバ・フォルティ

スは、マルチチャンネル販売戦略の一部をなす様々なネットワークを通じて、顧客にサービスを提供し、経

済活動に資金提供している。支店網は、938の支店（うち277は独立である。）とBポスト・バンクとの合弁事

業に基づく680の顧客サービス拠点および310のフィントロのフランチャイズのアウトレットからなる（注

２）。

・リテールおよびプライベート・バンキング事業の顧客関係管理部門（CRM）センターは、4,382の現金自動

支払機のネットワーク、簡単なバンキング・アプリによるオンラインおよびモバイル銀行業務サービス

（1.2百万人の利用者）を管理している。

・顧客コンタクト・センターはまた利用可能であり、１日に最高10,000件超の電話を処理する。
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2012年７月１日以降、ネットワークは、９から７地域に再編され、2013年１月１日以降、938の支店が164の支

店グループに編成予定であり、かかるグループは29の地域の本部に報告予定である。この新たな構造は、顧客

サービスにさらなる改善をもたらすことを意図している。

BNPパリバ・フォルティスは、ベルギーのプライベート・バンキング市場において主要な役割を果たしてい

る。そのサービスは、250,000ユーロ超の資産を有する個人顧客向けのものである。富裕層向け資産管理業務

は、４百万ユーロを超える資産を有する顧客を対象とする。顧客は、37のプライベート・バンキング・セン

ターおよび２つの富裕層向け資産管理業務センターを通じて、サービスを受ける。

 

(注１)　出所：2012年９月ベンチマーキング・モニターおよび2011年ストラテジック・モニター・スモール・プロフェッ

ショナルズ。

(注２)　2012年12月において、フィントロは312の支店、1,000人超の従業員および9.22十億ユーロの運用資産（保険を除

く。）ならびに268,000の活動中の顧客を有していた。

 

ベルギーにおけるコーポレート・バンキング事業およびパブリック・バンキング事業（CPBB）

ベルギーにおけるコーポレート・バンキングおよびパブリック・バンキングは、企業、公共団体および地方

当局に対して広範な金融サービスを提供している。600を超える法人顧客および12,500のミッドキャップ顧客

を有する同事業は、両方の顧客区分において業界大手（注１）であり、（710の顧客を有する）パブリック・

バンキングにおいては挑戦者である。ベルギーにおけるコーポレート・バンキングおよびパブリック・バン

キングは、特定の分野の専門家からの支援を受けて、40を超える法人向け銀行および22の業務センターのうち

運営している210の関係管理者のチームを通じて、市場に非常に近い位置にある。

 

(注１)　出所：2012年TNS調査。

 

ルクセンブルク国内のリテール・バンキング（LRB）事業

BGL BNPパリバは、個人顧客、小規模事業の顧客および法人顧客に対しては企業顧客向けの38の支店網および

課を通じて、幅広い金融商品およびサービスを提供している。BGL BNPパリバは、パーソナル・バンキングに関し

てはルクセンブルクで２番目の規模のリテール・バンクであり、合計で206,719人の顧客を有し、これは市場

シェアの16％（注１）を占めている。同銀行は、市場シェアの35％（注１）を占める39,802の法人顧客を有する

大手の商業銀行である。

BGL BNPパリバのプライベート・バンキング・チームは、適合され統合された富裕層向け資産管理および計画

のソリューションを提供している。かかるチームは、主に支店網の支援を受ける６つのプライベート・バンキン

グの現場における日常のバンキング・サービスを補完するものとして企図されている。

 

(注１)　出所：2012年10月のILRES調査。
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アルバル

マルチブランドの包括的サービスの車両リースの専門会社であるアルバルは、顧客に従業員の移動性を最大

限に高め、車両管理に関連するリスクをアウトソースする適応されたソリューションを提供している。専門家に

よる助言およびサービスの質は、25ヶ国における4,000人超の従業員により提供される。アルバルはまた、14ヶ国

において戦略的提携の支援を受けている。アルバルはまた、BNPパリバ・グループの堅固なインフラおよび広範

囲なネットワークから恩恵を受けている。

2012年12月末現在、アルバルのリース車両数は、2011年と比較して安定していた。

同日現在、アルバルは、合計689,000台のリース車両を所有していた。アルバルは、車両リースの包括的サービ

スにおいて欧州で主要な役割を果たしており、車両リースでは、フランス（注１）およびイタリア（注２）にお

けるマルチブランド・リースにおいて第１位、ならびにポーランド（注３）において第２位である。

 

(注１)　出所：サンディカ・ナシオナル・デ・ルアー・デ・ヴォワテュー・ロング・デュレによる2012年度第４四半期。

(注２)　出所：2012年12月のFISE ANIASA（フェデラッツィオーネ・インプレーゼ・ディ・セルヴィッツィ－アッソ

チャッツィオーネ・ナッツィオナーレ・インドゥストリア・デッラウトノレッジョ・エ・セルヴィッツィ・ア

ウトモビリスティチ）（イタリア）。

(注３)　出所：2012年度第４四半期のPZWLP（ポーランド）。

 

BNPパリバ・リーシング・ソリューションズ

BNPパリバ・リーシング・ソリューションズは、エクイップメントの資金融資から車両の外注までの一連の

リースおよびレンタル・ソリューションを法人顧客および小企業顧客向けに提供するために、マルチチャンネ

ル方式（直接販売、紹介販売、提携および銀行ネットワーク）を採用している。

顧客に最適サービスを提供するために、BNPパリバ・リーシング・ソリューションズは、販売および運営の統

合チームにより、市場に特化した組織構造の採用を選択している。

・農業機器、建設用機器、公共事業用機器、商用軽自動車および業務用車両のためのエクイップメント・アン

ド・ロジスティックス・ソリューションズ部門

・事務機器、IT機器および電子通信に関連する機器のためのテクノロジー・ソリューションズ部門

・BNPパリバの銀行ネットワークの顧客に対するリース商品のためのバンク・リーシング・サービシズ部門

３年連続して、BNPパリバ・リーシング・ソリューションズは、エクイップメントの資金融資においてアルバ

ルと共に依然として欧州の主導的立場にあり（注１）、経済活動への資金提供への貢献を強化している。

BNPパリバ・リーシング・ソリューションは、2012年には282,140件超の融資取引をまとめた。その管理下の貸

付残高合計は19.4十億ユーロを超える（注２）。

 

(注１)　出所：2012年８月に公表された2011年リースヨーロッパの業績一覧表。

(注２)　短期貸付残高を含むサービス移行後の数値。
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BNPパリバ・パーソナル・インベスターズ

BNPパリバ・パーソナル・インベスターズは、独自の金融アドバイスおよび幅広い投資サービスを個人顧客向

けに提供している。かかる事業部門は、３社からなる。

・コータル・コンソールは、個人顧客向けのオンライン貯蓄仲介業者における欧州の専門業者であり、ドイ

ツ、フランスおよびスペインにおいて、インターネット、電話および対面を通じて１百万を超える顧客に対

して、オンライン取引サービスおよび個々に応じた投資の助言を提供している。同社の幅広い独自の商品お

よびサービスは、短期投資用商品、投資信託および生命保険商品を含んでいる。

・ビー*キャピタルは、投資会社であり、フランスにおける顧客に対して、あらゆる市場（株式、債券、デリバ

ティブ）への直接アクセス、財務分析、カスタマイズされた助言およびポートフォリオの積極的管理を提供

している。ビー*キャピタルはスモールキャップおよびミッドキャップの事業に特化した株式仲買業者であ

るポルザンパルクの主要株主である。

・ジオジット・BNPパリバはインドにおける主導的なリテール仲介業者の１つである。同社は、電話、オンライ

ンおよびインド国内に展開する約500の支店網を通じて、株式、デリバティブおよび金融貯蓄商品の仲買業

務サービスを提供している。また、ジオジット・BNPパリバは、主に非居住者のインド人顧客を対象とし、ア

ラブ首長国連邦、サウジ・アラビア、オマーン、バーレーンおよびクウェートにおいても営業活動を行って

いる。

BNPパリバ・パーソナル・インベスターズは、トルコにおいてTEB投資事業を管理しており、かかる事業はイン

ターネットおよび34の支店網を通じたリテール投資家向けの仲買業務サービスを含む。

2012年12月31日現在、BNPパリバ・パーソナル・インベスターズ（注１）は、1.5百万人の顧客および35.1十億

ユーロの運用資産額を有し、その内訳は、株式39％、貯蓄性商品または投資信託34％および現金27％となってい

る。BNPパリバ・パーソナル・インベスターズは、2,171人のスタッフを擁している。

 

(注１)　ジオジット・BNPパリバの34％を含む。

 

海外リテール・バンキング（IRB）事業

海外リテール・バンキング事業は、ユーロ圏以外の15ヶ国における当行のリテール・バンキング業務からな

る。

海外リテール・バンキング事業は、３つの事業部門を有する。

・マルチチャンネル販売網（3,000の支店を含む。）を通じて、７百万近くの顧客にサービスを提供するリ

テール・バンキング業務

・インベストメント・ソリューションズ事業と提携する富裕層向け資産管理業務

・83の業務センター、22のトレード・センターおよび16のMNCデスクのネットワークを通じて、すべてのBNPパ

リバの商品およびサービスならびに当社グループのすべての国における支援への現地のアクセスを提供す

る、法人顧客向けサービス
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バンクウェスト

米国において、リテール・バンキング事業は、1998年以降バンクウェストの子会社であり、2001年６月末以

降BNPパリバの完全所有となったバンク・オブ・ザ・ウェストおよびファースト・ハワイアン・バンクを通

じて行われている。

2006年まで、バンクウェストは、米国西部においてフランチャイズを展開するための買収政策を推し進め

た。過去６年間において、バンクウェストは、インフラの強化、また最近では特に法人セグメントおよび富裕層

向け資産管理部門における販売およびマーケティング力の開発により、内部成長に重点を置いている。

バンク・オブ・ザ・ウェストは、米国の西部および中西部19州において、幅広いリテール・バンキング商品

およびサービスを個人、小規模企業および法人顧客向けに販売している。同社は、船舶、レクレーション車両、

教会融資、小規模企業および農業関連産業等の特定の融資事業分野において米国で有力な地位にある。

ファースト・ハワイアン・バンクは、預金残高で42％を超える現地の市場シェアを持ち（注１）、個人およ

び法人からなる現地顧客に銀行業務サービスを提供するハワイ州の主導的銀行である。

バンクウェストは現在、約1.5百万の世帯にサービスを提供している。2012年12月31日現在、バンクウェスト

は、全体で11,766人の従業員、約800の支店および事業所ならびに80十億米ドル近い総資産額を有している。同

社は、預金ベースで、米国西部において７番目に大きい商業銀行である（注１）。

2012年において、２年連続で、バンク・オブ・ザ・ウェストは、「顧客支持スコア」についてのマーケット

・プローブ・アワードにおける地方銀行の第１位となり、同行が達成した優秀な顧客満足水準を示している。

 

(注１)　出所：2012年６月30日現在、SNLフィナンシャル。
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欧州・地中海沿岸諸国部門

欧州・地中海沿岸諸国部門（EM）は、14の地域において2,046の支店のネットワークを運営している。この

部門は現在、提携を通じて、トルコ、中欧および東欧（ポーランドおよびウクライナ）、南地中海沿岸地方（モ

ロッコ、アルジェリアおよびチュニジア）、サハラ以南のアフリカならびにアジアに所在している。

欧州・地中海沿岸諸国部門は、BNPパリバ・グループの統合されたリテール・バンキング事業のモデルを次

第に拡大しつつある。このモデルは、現地の顧客に対して、BNPパリバ・グループが市場で強力な競争力を持つ

専門知識（動的な顧客セグメンテーション、キャッシュ・マネジメント、トレード・ファイナンス、マルチ

チャンネル販売、特化された融資、富裕層向け資産管理、電話バンキング等）を提供していることにより、国内

市場において成功したことが証明されている。

2012年12月、エミレーツNBDおよびBNPパリバは、BNPパリバが、エジプト中央銀行の承認ならびにエジプトお

よびアラブ首長国連邦におけるその他の規制上の承認に従って、BNPパリバ・エジプト・エスエーイー（BNP

パリバ・エジプト）の全株式をエミレーツNBDに売却する旨の最終契約に調印したことを公表した。

 

パーソナル・ファイナンス

BNPパリバ・パーソナル・ファイナンス：個人ローンにおける欧州第１位（注１）

BNPパリバ・パーソナル・ファイナンス（PF）は、12百万超の活動中の顧客を有する、当社グループの消費

者金融の専門業者である。BNPパリバ・パーソナル・ファイナンスはまた、抵当権付住宅融資事業も有してい

る。約20ヶ国において16,000人超（注２）の従業員を有するBNPパリバ・パーソナル・ファイナンスは、フラ

ンスおよび欧州において主導的地位にある（注１）。

セテレム、フィンドメスティックおよびアルファクレジット等のブランドを通じて、BNPパリバ・パーソナ

ル・ファイナンスは、販売場所（小売店舗および自動車販売店）において、またオンラインまたはその顧客関

係センターを通じてのいずれかにより直接顧客に対して、幅広い消費者金融を提供している。消費者金融事業

はまた、新興国における当社グループのリテール・バンキング・ネットワーク内で、「PFインサイド」の設立

を通じて、運営されている。フランスおよびイタリアにおいて、パーソナル・ファイナンスの提供は、保険およ

び貯蓄商品により補完されていた。

BNPパリバ・パーソナル・ファイナンスはまた、貸付市場における専門知識ならびに提携先の業務および商

業戦略に適応させた総合サービスを提供する能力を利用して、リテール・チェーン、ウェブ業者およびその他

の金融機関（銀行および保険）との提携の積極的戦略を開発している。BNPパリバ・パーソナル・ファイナン

スはまた、責任ある貸付および金融リテラシーにおいて主導的地位にある。

 

(注１)　出所：消費者金融に特化した会社の年次報告書。

(注２)　レーサーの従業員を除く。
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責任ある貸付への中核的なコミットメント

BNPパリバ・パーソナル・ファイナンスは、持続的な成長を確保するために、責任ある貸付を商業的戦略の

基盤としてきた。顧客との関係における各段階では、提供の準備から貸付の付与および監視まで、責任ある貸

付の基準を適用してきた。これらの基準は、本アプローチの中核をなす顧客のニーズおよび定期的に評価され

る顧客満足度に基づいている。

本企業間アプローチは、各国の特質に従って実行されている。さらに、債権回収憲章と同様に、入手しやすく

かつ責任ある商品およびサービスの設計および流通といった構造的方策が、すべての国において展開および

実行されている。

フランスでは、厳しい財政状態になる可能性にある顧客の確認および支援、独立の商事仲裁へのアクセスお

よび2004年以降からは年に１度開示されている責任ある貸付に関する３つの基準（拒否率、返済利率および

危険率）の監視を含む、最も包括的なパーソナル・ファイナンスの提供が行われている。

2007年以来、BNPパリバ・パーソナル・ファイナンスは、結束基金により保証された個人の小規模融資の開

発をサポートしてきた。2012年末に、BNPパリバ・パーソナル・ファイナンスは、355件を超える合計724,155

ユーロの小規模融資を行った。

 

(B) インベストメント・ソリューションズ事業

インベストメント・ソリューションズ事業は、顧客の貯蓄および資産の収集、運用、開発、保護および管理に関

するBNPパリバの活動を統合することで、一般投資家、法人投資家および機関投資家のあらゆる要望に応えるた

めに設計された、広範な付加価値の高い商品およびサービスを世界中に提供する。

インベストメント・ソリューションズ事業は、極めて相補的な専門知識を有する以下の５つの事業部門によ

り構成されている。

・保険事業：BNPパリバ・カーディフ（7,540名の従業員、38ヶ国、170十億ユーロの運用資産）

・証券管理事業：BNPパリバ・セキュリティーズ・サービシズ（7,830名の従業員、32ヶ国、1,010十億ユーロ

の運用資産、5,524十億ユーロの保管資産）

・プライベート・バンキング：BNPパリバ・ウェルス・マネジメント（6,070名の従業員、28ヶ国、265十億

ユーロの運用資産）

・資産運用事業：BNPパリバ・インベストメント・パートナーズ（3,340名の従業員、40ヶ国、405十億ユーロ

の運用資産）

・不動産事業：BNPパリバ・リアル・エステート（3,120名の従業員、36ヶ国、13十億ユーロの運用資産）
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インベストメント・ソリューションズ事業は、合計で70ヶ国に所在し、約25,650人（注１）の従業員を雇用し

ている。

すべてのインベストメント・ソリューションズ事業は、BNPパリバ・グループの主要な国内市場であるフラン

ス、イタリア、ベルギーおよびルクセンブルク、ならびにスイス、英国およびドイツを含むヨーロッパにおいて事

業を展開し、主導的な地位を有している。インベストメント・ソリューションズ事業は、また、アジア太平洋、ラ

テンアメリカおよび中東といった高成長地域において海外展開を強化するために積極的に活動しており、かか

る地域で新たな事業、買収、合弁事業および業務提携を通じて事業を拡大している。

 

(注１)　BNPパリバ・ウェルス・マネジメントの従業員を含む。

 

BNPパリバ・カーディフ

BNPパリバ・カーディフは、市民、その家族およびその財産を保証する。BNPパリバ・カーディフは、38ヶ国にお

ける運営、欧州、アジアおよびラテンアメリカにおける約90百万の顧客および確固たる地位を有している。

個人向け保険事業における世界有数の銀行として、BNPパリバ・カーディフは、社会および環境に対する責任

の方針に合致した貯蓄および保障保険の商品およびサービスを開発している。

BNPパリバ・カーディフは、資本性商品およびユニット・リンク型ファンドにより保証されるマルチファンド

生命保険契約を通じて、退職金の確保および増加のための貯蓄ソリューションを提供している。

最重要な貸付保険事業の他に、BNPパリバ・カーディフは、健康保険、家計、収入および支払手段の保護、広範囲

の保証、損害保険ならびに復職援助を含む保護の提供を拡大している。

BNPパリバ・カーディフは、以下のマルチチャンネル販売網を通じて、商品を販売している。

・BNPパリバの支店網（フランス、イタリア、ベルギー、ルクセンブルク、ポーランド、トルコおよびウクライナ

等）を通じて保険商品を販売するリテール・バンキング・チャンネル

・世界中の提携先（銀行、金融機関、消費者金融会社、自動車製造会社の信販子会社および大手リテール・グ

ループを含む。）を通じて保険商品を販売する提携チャンネル

・提携先の販売戦略に必須のBNPパリバ・カーディフのデジタルおよび仲介能力（ベルギー、ルクセンブル

ク、オランダおよび英国）を含むデジタルおよび仲介チャンネル

全体で、BNPパリバ・カーディフの事業の半分超が海外のものである。それらは、7,500人超の従業員を有して

おり、そのうち70％がフランス国外である。

BNPパリバ・カーディフは、保険提携において世界の主導的地位および個人向け保険ソリューションにおいて

主導的地位にあることを目標としている。
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BNPパリバ・セキュリティーズ・サービシズ

BNPパリバ・セキュリティーズ・サービシズは、証券管理サービスにおいて世界的に重要な役割を果たしてい

る事業者の１つである（注１）。2012年度中における保管資産は2011年から22.3％増加し、5,524十億ユーロと

なった。管理下にある資産は22％増加し1,010十億ユーロとなり、ファンドの数は0.9％減少し6,979となった。成

立した取引件数は金融市場の弱まった活動を背景にしながらも、7.7％減少の45百万件にとどまった。

BNPパリバ・セキュリティーズ・サービシズは以下のとおり、投資サイクルに関与するすべての業者（売りサ

イド、買いサイドおよび発行体）に対して総合的なソリューションを提供している。

・投資銀行、ブローカーディーラー、銀行および市場インフラ等の売りサイドの事業者向けに、世界中のすべ

ての資産区分における実行サービス、デリバティブ清算、地域内外の清算、決済ならびにカストディのカス

タマイズされたソリューションを提供している。ミドルオフィスおよびバックオフィス業務の外部委託に

関するソリューションも提供している。

・買いサイドの機関投資家（資産運用会社、代替ファンド運用会社、政府系資産運用ファンド、保険会社、年金

基金、ファンド販売会社およびプロモーター等）向けに、一連の幅広いサービスを提供している。これらの

サービスには、グローバル・カストディ、預金銀行および受託サービス、名義書換代理およびファンドの販

売サポート、ファンド管理およびミドルオフィス業務の外部委託、投資報告ならびにリスクおよび利回り測

定が含まれる。

・発行体（オリジネーター、アレンジャーおよび法人）向けに、証券化およびストラクチャード・ファイナン

ス・サービス、債権代理サービス、発行体への助言、ストック・オプション制度および従業員株主制度、株主

サービスならびに定時株主総会の管理といった広範な法人信託ソリューションを提供している。

・すべてのタイプの顧客向けに、販売および財務サービスを提供している。これらには、有価証券貸出および

借入、外国為替、信用および担保管理、外注取引サービスならびに現金融資が含まれる。

 

(注１)　出所：2012年12月31日現在におけるBNPパリバ・セキュリティーズ・サービシズの保管資産額および上位10位の競

合他社の財務リリース。
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富裕層向け資産管理業務部門

BNPパリバの富裕層向け資産管理業務部門はBNPパリバのプライベート・バンキング業務を網羅しており、資

産管理および財務ニーズの総合ショップを求める個人富裕層、株主一族の顧客および起業家にサービスを提供

している。この総合的アプローチは、以下を含む高付加価値の提供に基づく。

・相続計画サービス

・金融サービス（資産配分、投資商品の選択および一任されたポートフォリオ管理に対する助言サービス）

・カスタマイズされた金融

・専門家による分散に関する助言（ブドウ園、美術品、不動産および慈善活動）

この事業は、プライベート・バンキング能力を有する国内市場における支店網を提供することにより、リテー

ル・バンキングにおける当社グループの地位を強化し、成長の速い市場、特にアジアおよび新興国市場における

主導的銀行としての富裕層向け資産管理業務部門の地位を強化することを目指す方法で、編成されている。

この成長は、地域とサポート部門の間の枠を超えた機能性を高めることにより支えられており、ウェルス・マ

ネジメント大学を通じて新たな人材を育成し、プロセスおよびツールを最適化している。

2012年度において265十億ユーロの資産を運用し、28ヶ国近くにおいて約6,100人の専門家を擁するBNPパリバ

の富裕層向け資産管理業務部門は、「欧州における最優秀プライベート・バンク（注１）」に位置付けられ、香

港（注２）において「第２位の国際的プライベート・バンク（注１）」、「最優秀海外プライベート・バン

ク」、フランスにおいて第１位（注３）および慈善活動サービスについて第１位（注３）である。その他の優等

賞には、「代替的運用における最優秀プライベート・バンク（注４）」および「台湾における最優秀プライ

ベート・バンク（注４）」が含まれる。

これら多数の賞は、優れた顧客サービスの提供に取り組む、BNPパリバの富裕層向け資産管理業務部門の責任

ある革新的銀行としての地位の安定性を反映している。

 

(注１)　出所：2012年プライベート・バンカー・インターナショナル誌。

(注２)　出所：2012年プライベート・バンカー・インターナショナル誌、グレーター・チャイナ・アワード。

(注３)　出所：プロフェッショナル・ウェルスマネジメント・バンカー誌。

(注４)　出所：2012年アジアン・プライベート・バンカー誌。
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BNPパリバ・インベストメント・パートナーズ

BNPパリバ・インベストメント・パートナーズ（BNPP IP）は、BNPパリバ・グループの資産運用部門であり、

世界中で専門分野に特化した22の企業のネットワークからなる。

世界的なインベストメント・ソリューションの提供者であるBNPパリバ・インベストメント・パートナーズ

は、以下の３つの主要な投資専門分野の異なるグループを有している。

・多様な専門知識を有する投資能力：運用資産に関して最大手の事業体であるBNPパリバ・アセット・マネ

ジメントは、主要な市場で運営する投資チームと共に、主要な資産クラスを運用している。

・専門インベストメント・パートナー：専門分野に強い体制で運営する、特定の資産クラスまたは分野（主

に代替的および多角的運用）の専門家であり、THEAMはその最も代表的な例である。

・地方および地域のソリューション提供者：その大半がエマージング・マーケットにある特定の地理的地域

および／または顧客を網羅する、地方の資産運用者

405十億ユーロの外部顧客のための運用および助言の対象である資産（注１）ならびに40ヶ国に3,300人超の

従業員を擁するBNPパリバ・インベストメント・パートナーズは、幅広い投資運用サービスを70ヶ国における機

関顧客および販売会社に対しても提供している。

BNPパリバ・インベストメント・パートナーズは、ブリュッセル、香港、ロンドン、ミラノ、ニューヨーク、パリ

および東京を含む世界の主要な金融センターに営業所を有している。同社は、ブラジル、中国、ロシア、インド、イ

ンドネシア、ロシアおよびトルコといった多くのエマージング・マーケットにおいて現地のチームを有するこ

とで強い存在感を示しており、各市場の現地のニーズに応じたサービス提供を行うことができている。これによ

り、BNPパリバ・インベストメント・パートナーズは、グローバルな投資家および現地パートナーの双方として

認識されている。

BNPパリバ・インベストメント・パートナーズは、欧州で６番目に大きい事業者であり、世界で20位以内に入

る資産運用者（注２）である。

BNPパリバ・インベストメント・パートナーズは、BNPパリバ・グループの財務力、販売網および厳格な管理と

投資顧問会社の反応性、専門性および企業家精神を融合させている。

 

(注１)　販売された資産を含む。

(注２)　出所：2011年12月現在の運用資産に基づく、2012年７月のIPE誌。
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BNPパリバ・リアル・エステート

3,120人の従業員を有しているBNPパリバ・リアル・エステートは、欧州大陸諸国における企業向け不動産

サービス提供会社の中で第１位に位置付けられており（注１）、住宅用不動産の分野ではフランス国内におい

て主導的な役割を果たしている事業者の１つである（注２）。

事業戦略およびその商業組織は、顧客を重視している。同社の顧客は、企業、機関投資家、個人、不動産開発業者

および公共団体からなる。BNPパリバ・リアル・エステートは、幅広いサービスにより、資産のライフサイクルの

あらゆる段階においてそのニーズに応えることができる。

・不動産開発－フランスの商業用不動産において第１位（注２）

・アドバイザリー（取引、助言、価値算定）－フランスにおいて第２位およびドイツにおいて第１位（注３）

・不動産管理－フランス（注４）およびベルギー（注５）において第１位

・投資運用－イタリアにおいて第１位およびフランスにおいて第３位（注３）

この総合的なサービスの提供は、国際的事業部門にわたって構築されている。

商業用不動産において、BNPパリバ・リアル・エステートは、直営店を通じて（16ヶ国）または地方提携先と

の提携を通じて（20ヶ国）、36ヶ国において顧客を支援している。

住宅用不動産において、BNPパリバ・リアル・エステートの業務は、主にフランス（パリ周辺およびいくつか

のその他大都市周辺）を拠点に事業を行っている。

BNPパリバ・リアル・エステートは、責任ある企業市民として、環境保護、建築および若年者の育成の推進を図

る数々のプログラムに参加している。

 

(注１)　出所：2012年６月プロパティ・ウィーク。

(注２)　出所：2012年６月イノヴァプレスの不動産開発業者業績一覧表。

(注３)　出所：2012年９月ユーロマネー誌。

(注４)　出所：Lettre M2。

(注５)　出所：2012年10月エクスパータイズ誌。
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(C) コーポレート・バンキング事業および投資銀行事業

BNPパリバのコーポレート・バンキング事業および投資銀行事業（CIB）は45ヶ国近くにおいて19,000人超の

従業員を雇用している。BNPパリバのコーポレート・バンキング事業および投資銀行事業はコーポレート・バン

キング業務、アドバイザリー業務およびキャピタル・マーケット業務を顧客に提供している。2012年度中、BNPパ

リバのコーポレート・バンキング事業および投資銀行事業は、BNPパリバ・グループの営業収益に対し25％およ

び税引前当期利益に対し29％の貢献を果たした。

BNPパリバのコーポレート・バンキング事業および投資銀行事業の15,000人の顧客は、事業会社、金融機関お

よび投資ファンドにより構成され、当該事業の戦略およびビジネス・モデルの中核をなす。職員の主要な目的

は、顧客との長期的関係を構築および維持し、顧客の拡大戦略または投資戦略を支援して、その資金調達、アドバ

イザリーおよびリスクに関する管理の需要に応えるためのグローバルなソリューションを提供することにあ

る。欧州において強固な基盤を有し、アジアおよび北米での事業拡大を企図するBNPパリバのコーポレート・バ

ンキング事業および投資銀行事業は、世界中の事業会社および金融機関にとって最高の欧州所在のビジネス・

パートナーである。

将来の規制の変更および新たな資本要件に備えて、2011年度末に、BNPパリバのコーポレート・バンキング事

業および投資銀行事業は、ドルの資金需要および資産基盤を削減する事業適応計画を完了した。同時に、顧客に

対しその成長におけるサポートを継続できるように、ビジネス・モデルの変換に着手した。変換イニシアティブ

の１つとして、BNPパリバは、差別化された投資提供を行うことにより、融資に関する借手の期待および利回りに

関する投資家の期待の間の溝を埋めるために、強固な組成および販売の能力を結び付けて、「オリジネート・

トゥ・ディストリビュート」モデルを開発した。

2012年度末において、BNPパリバのコーポレート・バンキング事業および投資銀行事業は、多様な商品範囲お

よび地理的範囲のおかげで、首尾よく事業適応計画を完了し、市場における主導的事業者の１つであった。この

成功が認められて、BNPパリバは、IFR（インターナショナル・ファイナンシング・レビュー誌）により2012年12

月に名誉ある「バンク・オブ・ザ・イヤー」賞を受賞した。
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コーポレート・バンキング

コーポレート・バンキング（CB）には、２つの主要な目標がある。すなわち、より緊密な関係および包括的な

商品提供を通じて顧客に優れたサービスを提供すること、ならびに自己資金調達能力を増強することである。

コーポレート・バンキングは、取引銀行事業から特化された資金調達ソリューションまで、すべての法人顧客

向け融資商品およびサービス（バニラ融資、特化された資金調達（エネルギーおよびコモディティ、航空、海運

業、不動産、輸出業務、レバレッジ・ファイナンス業務、プロジェクト業務、企業買収ファイナンス業務ならびに

メディア通信）、現金管理ならびに海外取引ファイナンス業務を含む。）からなる。コーポレート・バンキング

の提供は、法人預金獲得専用の商品ライン（「法人預金」事業部門）により、最近拡大されている。

コーポレート・バンキングは、現地の関係を強化し、現地の顧客の特定の地理的要望に応じるために、地域

ベース、特に欧州、アジアおよび北米において編成されている。

欧州において、欧州におけるコーポレート・バンキング（CBE）事業は、欧州の法人顧客に総合的で均質な

サービス提供を行い、これにより、当社グループの４つの国内市場に関連して創出された「欧州内外の企業に

とって唯一の銀行」というコンセプトを強化する。欧州におけるコーポレート・バンキング事業は、比類ない地

理的範囲および現地拠点である29の業務センターおよび３つの専門プラットフォーム（ブリュッセル、パリお

よびジュネーブ）を通じて、18ヶ国にわたって3,300人の顧客にサービスを提供する1,900人のチームを有する。

アジアにおいて、かかる事業は、特に25のトレード・センターを有するトレード・ファイナンスおよび現金管

理（第５位に位置付けられている（ユーロマネー誌）。）における公認フランチャイズに構成することができ

る。米国において、コーポレート・バンキングは、ニューヨークおよびサンパウロの総合拠点において当該地域

の７つのその他事務所の支援を得て行っている様々な事業で、市場で主導的地位にある。

顧客の事業活動に関するバランスの取れた地域的および世界的視点を顧客に提供しようとする意図で、コー

ポレート・バンキングは、その特質に合致した事業部門を編成している。

2012年度において、BNPパリバは再度、法人向け市場において比類のない地位を享受し、依然として世界的な強

さを有する欧州の主導的地位にあった。

・世界中のトレード・ファイナンスの事業者世界第２位（2012年ユーロマネー誌）

・キャッシュ・マネジメントにおいて世界第５位（2012年ユーロマネー誌のキャッシュ・マネジメント調

査）

・欧州・中東・アフリカにおけるシンジケート・ローン市場での取引数および取引量におけるブックラン

ナー第１位（2012年ブルームバーグ誌）

・欧州・中東・アフリカにおけるメディア・テレコム・ローン市場での取引数および取引量におけるブック

ランナー第１位（2012年ディーロジック誌）

・航空リースにおける最優秀イノベーター（グローバル・トランスポーテーション・ファイナンス誌－2012

年11月）

・西欧での債券発行における最優秀賞（ユーロマネー誌－2012年７月）

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

248/792



コーポレート・ファイナンス

コーポレート・ファイナンスは、M&Aおよび株式資本市場取引に関する助言サービスを提供する。M&Aチーム

は、買手企業および対象企業の双方に助言を提供し、他の金融戦略および民営化に関しても助言を提供する。資

本市場に関するサービスには、新規株式公開、株式発行、売出しおよび転換社債または他社株転換社債の発行が

含まれる。

コーポレート・ファイナンスでは、世界中のネットワークにわたって、１つは欧州に、もう１つはアジアにあ

る２つの主要なプラットフォームを基盤に約400人の専門家を擁しており、中東、アフリカおよび南北アメリカ

大陸においてもその存在を高めている。

M&Aにおいて、BNPパリバは欧州の数ヶ国における上位10位の地位を確固たるものにした。BNPパリバは、2012年

にフランスにおいては取引数および取引量の両方において、依然として第１位に位置付けられていた（出所：

トムソン・ロイターズ誌、発表された完了後の取引に基づく。）。BNPパリバはまた、ユーロマネー誌の「フラン

スにおけるM&A年間最優秀賞」を再び受賞した。

ディーロジック誌によれば、BNPパリバは、欧州・中東・アフリカでの株式連動発行におけるブックランナー

第３位の地位を獲得し、主要な株式市場取引において、2012年に欧州、中東およびアフリカ地域における主導的

地位を維持し、すべての分野を合わせた株式資本市場における発行のブックランナー上位10位に位置づけられ

た。

 

フィクスト・インカム

フィクスト・インカム部門は、信用、通貨および金利商品の世界的な事業者である。ロンドンの本社の他にパ

リ、ブリュッセル、ニューヨーク、サンパウロ、香港、シンガポールおよび東京の７つの営業所を有し、さらに欧

州、南北アメリカ、中東およびアジア太平洋において支社を有する同事業部門は、世界中で 2,200人超のスタッ

フを擁している。

フィクスト・インカム部門は、仕組構築、シンジケーション、調査および電子的プラットフォームを通じて、組

成から販売および取引まで拡充された広範な商品およびサービスを網羅している。当該事業が有する世界中の

フィクスト・インカム部門の専門家からなるネットワークは、資産運用会社、保険会社、銀行、企業、政府および

国際機関からなる広範かつ多様な顧客基盤を構築した。

各地域における専門家チームは、債券発行等の顧客の要求に見合った資金調達ソリューションの提供を通じ

て、経済活動への資金提供を手助けしている。またフィクスト・インカムは、新たな投資機会ならびに金利、イン

フレ、外国為替および信用リスク等の多様な種類のリスクを管理するソリューションを、その金融機関顧客基盤

に提供している。2012年度中にフィクスト・インカム部門は、公式な業績一覧表におけるランキングおよび受賞

した賞が示すとおり、顧客に実質的な付加価値をもたらした。
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2012年のランキング

・ユーロ建て債券発行におけるブックランナー第１位、世界規模の全通貨建て債券発行におけるブックラン

ナー第８位（トムソン・ロイターズ誌の2012年ブックランナーランキング）

・銀行部門における信用調査において第２位、消費者向け商品部門ならびにリテール部門において第２位

（ユーロマネー誌による2012年フィクスト・インカム調査投票）

・法人向けユーロ・フィクスト・インカム・デリバティブの市場シェアにおいて第１位（ユーロマネー誌の

2012年レート調査）

・欧州の全フィクスト・インカム－6.2％の市場シェアで第４位（2012年グリニッジ・サーベイ）

 

2012年の賞

・ユーロ債における優秀賞（2012年12月IFR誌）

・北アフリカおよび中東地域における投資適格社債における優秀賞（2012年12月IFR誌）

・西欧での債券における最優秀賞（ユーロマネー誌の2012年優秀賞）

・法人向けの最も革新的な銀行（2012年バンカー誌）

・仕組商品における年間最優秀賞（2012年ストラクチャード・プロダクツ・ヨーロッパ誌）

・金利における年間最優秀賞（2012年ストラクチャード・プロダクツ・ヨーロッパ誌）

・ユーロ建て法人向けDCMにおける最優秀銀行（ユーロウィーク誌の2012年賞）

・仕組商品における年間最優秀賞（2012年リスク誌）

 

グローバル・エクイティおよび商品デリバティブ

BNPパリバのコーポレート・バンキング事業および投資銀行事業のグローバル・エクイティおよび商品デリ

バティブ（GECD）部門は、株式デリバティブ、商品デリバティブ、インデックス・デリバティブおよび投資信託

デリバティブならびに資金調達ソリューションおよび総合的な株式仲介プラットフォームを提供している。か

かる部門は、３つの主要地域（欧州、アメリカおよびアジア太平洋）で活動する1,400人のフロントオフィスの

専門家を擁している。

グローバル・エクイティおよび商品デリバティブ部門は、３つの相補的事業を網羅している。

・ストラクチャード・エクイティ事業は、個人、法人、銀行ネットワーク、保険会社および年金基金の顧客に対

して、資本の保護、利回りおよび多様化における顧客の要求を満たすようにカスタマイズされまたは上場さ

れた仕組商品を提供している。

・フローおよびファイナンシング事業は、機関投資家およびアセット・マネジャーのニーズに対応して、適切

かつ革新的な投資およびヘッジ戦略、様々な資金調達ソリューションおよびサービスへのアクセスを実行

している。

・商品デリバティブ事業は、事業と商品価格との相関性の高い法人顧客（例えば、生産者、精製業者および輸

送会社）に対して、一連のリスク・ヘッジ・ソリューションを提供している。商品デリバティブ事業はま

た、多様な投資戦略および仕組ソリューションを通じて、投資家に対して商品へのアクセスも提供してい

る。
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2012年に受賞した賞の一覧

・仕組商品における年間最優秀賞（リスク誌）

・年間最優秀賞（欧州仕組商品アワード）

・デリバティブにおける年間最優秀賞（アセット・アワード）

・コモディティ調査における年間最優秀賞（エナジー・リスク誌）

・石油および商品における年間最優秀賞（エナジー・リスク誌）

・コモディティ・ファイナンスおよび仕組商品（コモディティ・ビジネス・アワード）

・企業および社会の責任（コモディティ・ビジネス・アワード）

 

(D) コーポレート・センター

BNPパリバによる投資事業

BNPパリバによる投資事業は、中期的に価値を引き出すために、当社グループの上場および非上場証券投資に

対する投資用ポートフォリオを管理している。

上場証券投資管理部は、上場企業の少数株主持分、主にフランスの巨額の上限を取得して管理している。

プライベート・エクイティ投資管理部は、国内市場における非上場企業の少数株主持分またはメザニン型投

資を、直接的にまたはファンドを通じて間接的にのいずれかで、取得および管理しており、これにより、経済活動

への資金提供に貢献している。

 

クレピエール

クレピエールは、開発、賃貸管理および資産運用の専門知識を有する、欧州におけるリテール不動産の主要な

事業者である。BNPパリバは、2012年３月８日までクレピエールの大株主であり、同日に、BNPパリバは、サイモン

・プロパティ・グループにクレピエール・エスエーの28.7％の持分を売却した。

2012年12月31日現在、BNPパリバは、サイモン・プロパティ・グループに次いで、22.0％の持分を有するクレピ

エールの２番目の大株主であった。

 

B. 各部門毎の直近の経営成績に関する分析

上記「１ (A) (2) 主要事業別業績」および同「(3) 展望」を参照。
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C. 直近の財政状態に関する分析

(A) 金融安定理事会の提言に基づくエクスポージャー

自己勘定の証券化による資金調達

（単位：十億ユーロ）

2012年12月31日現在
現金証券化

証券化資産額 社債額
保有される証券化ポジション

ファースト・ロス その他

パーソナル・ファイナンス 6.0 5.9 0.2 1.9

　住宅ローン 4.6 4.6 0.2 1.6

　消費者ローン 1.1 1.1 0.0 0.2

　リース債権 0.3 0.2 0.0 0.1

BNL 2.2 2.1 0.1 0.2

　住宅ローン 2.2 2.1 0.1 0.2

　消費者ローン - - - -

　リース債権 - - - -

　公的貸出 - - - -

合計 8.2 8.0 0.3 2.1

 

2012年12月31日現在、8.2十億ユーロ（2011年12月31日現在は8.1十億ユーロ）の貸出金が証券化によってリ

ファイナンスされた。

2012年度末、2.1十億ユーロの証券化ポジションが保有されていた（ファースト・ロス・トランシェを除

く。）。

2005年のIFRSへの移行後、SPVは、その対応するリスクおよびリターンの大部分を当行が保有する場合、BNPパ

リバの貸借対照表において連結されている。
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不安定なローン・ポートフォリオ

個人ローン

（単位：十億ユーロ）

2012年12月31日現在
個人ローン

総残高 引当金

純エク
スポー
ジャー消費者

第一抵当
住宅担保
ローン

合計
ポート
フォリオ

特別フル
ドキュ
メント

オルタナ
ティブA

米国 9.8 6.8 0.2 2.6 19.4 (0.3)(0.1)19.1

　スーパー・プライム
FICO(注１)＞730

7.5 4.3 0.1 1.8 13.7   13.7

　プライム
600＜FICO(注１)＜730

2.3 2.1 0.1 0.8 5.3   5.3

　サブプライム
FICO(注１)＜600

0.1 0.3 0.0 0.0 0.4   0.4

英国 0.9 0.4 - - 1.3 (0.0)(0.1)1.2

スペイン 3.9 5.8 - - 9.7 (0.2)(1.1)8.4

(注１)　オリジネーション時。

 

2012年12月31日現在、不安定なものとして分類される当社グループの個人ローン・ポートフォリオは、以下の

特徴を有する。

・19.1十億ユーロ（2011年12月31日現在から安定的であった。）の純エクスポージャーを表す良質な米国

ポートフォリオ。消費者ローン・ポートフォリオの質は引き続き良好であった。

・英国市場に対する適度なエクスポージャー（1.3十億ユーロ）

・住宅ローン・ポートフォリオにおける物的担保および消費者ローン・ポートフォリオにおける自動車ロー

ンの大部分を通じて、スペインにおけるリスクに対する確実な保証がなされたエクスポージャー
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商業用不動産

（単位：十億ユーロ）

2012年12月31日現在
商業用不動産

総エクスポージャー 引当金 純エク
スポー
ジャー

住宅建築
業者

非住宅
開発業者

不動産会社
その他
（注１）

合計
ポート
フォリオ

特別

米国 0.4 0.4 0.2 4.8 5.7 (0.0)(0.0)5.7

バンクウェスト 0.4 0.3 - 4.8 5.5 (0.0)(0.0)5.5

コーポレート・
バンキング事業
および投資銀行事業

 

-

 

0.1

 

0.2

 

-

 

0.2

 

-

 

-

 

0.2

英国 0.1 0.3 0.9 0.5 1.7 (0.0)(0.3)1.4

スペイン - 0.0 0.2 0.7 0.9 (0.0)(0.0)0.8

(注１)　持ち家および法人に対する不動産担保ローンを除く。

 

2012年12月31日現在、当社グループの商業用不動産ローン・ポートフォリオは、以下の特徴を有する。

・商業用不動産のその他の部門に対する4.8十億ユーロのエクスポージャー（2011年12月31日現在から0.2十

億ユーロ増加）を含む米国に対する拡散および分散したエクスポージャー（2011年12月31日現在から0.1

十億ユーロ増加して安定的であった。）。これは、担保ベース（主に事務所、小売店および不動産）のより小

規模な不動産会社による著しく拡散されかつ非常に多様な資金調達に相当する。

・大規模な不動産会社に集中した英国に対するエクスポージャー（2011年12月31日現在から0.5十億ユーロ

減少）

・特に良質な商業用住宅ローン・ポートフォリオによる、スペインにおける商業用不動産リスクに対する限

定的なエクスポージャー
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不動産関連ABSおよびCDOエクスポージャー

銀行勘定およびトレーディング勘定

（単位：十億ユーロ）

純エクスポージャー
2011年12月31日現在 2012年12月31日現在

純エクスポージャー
総エクスポージャー

（注１）
引当金 純エクスポージャー

住宅ローン担保証券合計 12.1 7.0 (0.1) 6.8

米国 0.4 0.1 (0.0) 0.0

サブプライム 0.0 0.0 (0.0) 0.0

ミッドプライム 0.0 0.0 - 0.0

オルタナティブA 0.1 - - -

プライム（注２） 0.2 0.0 (0.0) 0.0

英国 1.3 1.1 (0.0) 1.0

適合 0.2 0.1 - 0.1

非適合 1.1 0.9 (0.0) 0.9

スペイン 1.1 0.9 (0.0) 0.9

オランダ 8.3 4.2 (0.0) 4.2

その他諸国 1.0 0.7 (0.1) 0.7

商業用不動産ローン
担保証券合計

2.5 1.9 (0.0) 1.8

米国 1.1 0.9 (0.0) 0.9

非米国 1.4 1.0 (0.0) 0.9

CDO合計（現金および
合成）

1.1 1.0 (0.0) 1.0

住宅ローン担保証券 0.6 0.7 (0.0) 0.6

米国 0.1 0.1 - 0.1

非米国 0.5 0.5 (0.0) 0.5

商業用不動産ローン
担保証券

0.4 0.3 (0.0) 0.3

TRUPのCDO 0.0 0.0 - 0.0

合計 15.6 9.8 (0.2) 9.6

うちトレーディング勘定 0.2 - - 0.3

サブプライム、オルタナ
ティブA、米国商業用不動
産ローン担保証券および
関連CDOの合計

 

 

1.2

 

 

0.9

 

 

(0.0)

 

 

0.9

(注１)　エントリー価格＋未払利息－償却費。

(注２)　政府支援企業担保証券を除く。
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不動産関連ABSおよびCDOに対するエクスポージャーは、ベルギー政府によるセカンドロス・トランシェに対

する保証の早期取消により、現在、旧BNPパリバ・フォルティスの「IN」ポートフォリオのABSの部分（2011年12

月31日現在における2.9十億ユーロに対し、2012年12月31日現在では1.8十億ユーロであった。）を含んでいる。

2012年12月31日現在、銀行勘定の不動産関連ABSおよびCDOに対する純エクスポージャーは、とりわけ償却およ

び売却ならびに繰上償還日における買戻後のオランダの住宅ローン担保証券ポートフォリオの減少により、6.0

十億ユーロ減少し、9.6十億ユーロとなった。銀行勘定の資産の59％がAA以上の格付を付与されている（注１）。

資産は、長期的減損がある場合には、適用がある引当ての後、償却原価法で計上されている。

 

(注１)　スタンダード・アンド・プアーズ、ムーディーズおよびフィッチのうち最も低い格付に基づいている。

 

モノライン・カウンターパーティー・エクスポージャー

（単位：十億ユーロ）

 

2011年12月31日現在 2012年12月31日現在

名目
総カウンターパー
ティー・

エクスポージャー
名目

総カウンターパー
ティー・

エクスポージャー
米国住宅ローン担保証券
サブプライムのCDO 

0.70 0.60 0.00 0.00

欧州住宅ローン担保証券の
CDO

0.26 0.04 0.24 0.02

商業用不動産ローン担保証券
のCDO

0.71 0.22 0.67 0.19

社債のCDO 6.40 0.16 4.40 0.04

CLO 4.96 0.16 4.58 0.07

信用関連以外 n.s 0.00 n.s 0.00

総カウンターパーティー・
エクスポージャー合計

N.S 1.18 N.S 0.33

 

（単位：十億ユーロ）

 
2011年12月31日

現在
2012年12月31日

現在

総カウンターパーティー・エクスポージャー合計 1.18 0.33

銀行またはその他の保証された第三者から買い取った
クレジット・デリバティブ

(0.24) (0.14)

ヘッジなし総カウンターパーティー・エクスポージャー合計 0.93 0.19

クレジット調整額および引当金 (0.83) (0.17)

純カウンターパーティー・エクスポージャー 0.10 0.03

 

2012年12月31日現在、カウンターパーティー・リスクに対する総エクスポージャーは、2011年12月31日現在か

ら0.85十億ユーロ減少し、0.33十億ユーロであった。2012年度下半期における振替後、米国住宅ローン担保証券

に対するエクスポージャーはゼロであった。
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援助国に対するエクスポージャー

(a) 銀行勘定

ギリシャに対するエクスポージャー

（単位：十億ユーロ）

 合計(注１) ソブリン 法人 その他(注２)

担保および引当金控除
後のエクスポージャー

1.0 0.0 0.7 0.4

(注１)　国の経済環境に左右されないギリシャの利益に関する企業（運輸等）に対するエクスポージャー（1.6十億ユーロ）

を除く。

(注２)　パーソナル・ファイナンス、アルバル、リーシング・ソリューションおよび富裕層向け資産管理業務部門を含む。

 

アイルランドに対するエクスポージャー

（単位：十億ユーロ）

 合計(注１) ソブリン 法人 その他(注２)

担保および引当金控除
後のエクスポージャー

2.1 0.2 1.6 0.3

(注１)　国の状況に左右されないアイルランドの利益に関する企業に対するエクスポージャー（0.1十億ユーロ）および国の

経済状況に左右されないアイルランド法に基づく企業に対するエクスポージャーを除く。

(注２)　リテール・バンキングおよび富裕層向け資産管理業務部門を含む。

 

ポルトガルに対するエクスポージャー

（単位：十億ユーロ）

 合計(注１) ソブリン 法人 その他(注２)

担保および引当金控除
後のエクスポージャー

5.7 0.6 2.2 2.8

(注１)　国の経済環境に左右されないポルトガルの利益に関する企業に対するエクスポージャー（0.6十億ユーロ）を除く。

(注２)　パーソナル・ファイナンス、アルバル、リーシング・ソリューションおよび富裕層向け資産管理業務部門を含む。

 

(b) トレーディング勘定

（単位：百万ユーロ）

 有価証券 デリバティブ 2012年12月31日現在
における

純ポジション合計 
買い持ち
ポジション

売り持ち
ポジション

純
ポジション

買い持ち
ポジション

売り持ち
ポジション

純
ポジション

ギリシャ 30 (21) 9 0 0 0 9

アイルラン
ド

41 (51) (9) 203 (219) (16) (25)

ポルトガル 145 (123) 22 178 (181) (3) 18

合計 215 (195) 21 381 (400) (19) 1
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(B) 貸借対照表

資産

概要：　当社グループの連結資産額は、2011年12月31日現在の1,965.3十億ユーロから３％減少し、2012年12月

31日現在には1,907.3十億ユーロとなった。当社グループの資産は、主として、純損益を通じて公正価値で測定す

る金融資産、顧客貸出金および債権、売却可能金融資産、金融機関貸出金および債権、未収収益ならびにその他の

資産により構成されており、これらは併せて、2012年12月31日現在、資産合計の91％（2011年12月31日現在では

93％）を占めていた。2012年12月31日現在における資産の３％の減少は、以下の事由に起因する。

・主に、デリバティブの減少により、純損益を通じて公正価値で測定する金融商品が７％減少したこと

・顧客貸出金および債権が５％（35.3十億ユーロ）減少して630.5十億ユーロとなったこと

・クレピエールにおける28.7％の持分の売却に伴い、投資不動産が92％（10.5十億ユーロ）減少して0.9十億

ユーロとなったこと

これらの変動は、中央銀行への預け金が77％（44.8十億ユーロ）増加して103.2十億ユーロとなったことによ

り一部相殺された。

 

純損益を通じて公正価値またはモデル価値で測定する金融資産：　純損益を通じて公正価値またはモデル価

値で測定する金融資産は、トレーディング勘定取引、デリバティブおよび当社グループが指定する、取得時にお

いて純損益を通じて公正価値またはモデル価値で測定される特定の資産により、構成されている。トレーディン

グ勘定の金融資産には、主として、有価証券、貸出金および売戻契約が含まれている。当社グループが純損益を通

じて公正価値またはモデル価値で測定すると指定した資産には、ユニット・リンク型保険契約関連の適格投資

および（それらより少額であるが）主契約と分離していない組込デリバティブが付された資産が含まれてい

る。

これらの資産は、貸借対照表の各日付時点で公正価値またはモデル価値で再評価されている。

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計は、2011年12月31日現在と比較して７％減少した。この減少

は、主にデリバティブの再構築価値が９％（41.3十億ユーロ）減少し、2012年12月31日現在、410.6十億ユーロと

なったことを反映している。かかる減少は、クレジット・デリバティブにおいて特に著しく、2012年12月31日現

在、51％（23.7十億ユーロ）減少した。

 

金融機関貸出金および債権：　金融機関貸出金および債権は、要求払預金、銀行間貸付金および買戻契約によ

り構成されており、2011年12月31日現在の49.4十億ユーロから18％減少し、2012年12月31日現在には合計40.4十

億ユーロとなった。

この減少の大部分は、金融機関向けの貸出金が2011年12月31日現在における35.1十億ユーロから、2012年12月

31日現在において28.3十億ユーロへと20％減少したことによるものである。また、要求払預金も2012年12月31日

現在、前年度における12.1十億ユーロから、8.7十億ユーロへと28％減少した。減損引当金は、2011年度末現在の

0.7十億ユーロからわずかに減少し、2012年度末現在には0.5十億ユーロとなった。
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顧客貸出金および債権：　顧客貸出金および債権は、要求払預金、顧客貸出金、買戻契約およびファイナンス・

リースにより構成されている。

顧客貸出金および債権（減損引当金控除後）は、2011年12月31日現在の665.8十億ユーロから５％減少し、

2012年12月31日現在には630.5十億ユーロとなった。この減少は、顧客貸出金が2011年度末における624.3十億

ユーロから７％減少して、2012年度末に583.4十億ユーロとなった一方で、要求払預金は年度を通じて13％増加

し、2012年12月31日現在、43.4十億ユーロとなったことによるものと考えられる。ファイナンス・リースは６％

減少し2012年12月31日現在、28.0十億ユーロとなり、売戻契約は、53％増加し、2012年12月31日現在、2.2十億ユー

ロとなった。減損引当金は、前年度における28.0十億ユーロから５％減少し、2012年12月31日現在、26.5十億ユー

ロとなった。

 

売却可能金融資産：　売却可能金融資産は、純損益を通じて公正価値またはモデル価値で測定する金融資産と

同様には管理されない固定利付証券および変動利付証券をいい、固定利付証券に関しては、満期まで保有するこ

とが意図されていない。これらの資産は、貸借対照表の各日付時点における、市場価値または株式を通じた類似

の価値で再評価される。

売却可能金融資産は、2011年12月31日から2012年12月31日までの期間中、引き続き安定的であり、192.5十億

ユーロ（引当金控除後）となった。

売却可能金融資産の引当金は、2011年12月31日現在における5.2十億ユーロから、0.9十億ユーロ減少し、2012

年12月31日現在では、4.3十億ユーロとなった。売却可能金融資産の減損引当金は、貸借対照表の各日付時点にお

いて算出されている。一部のユーロ圏の政府が発行した固定利付証券の価値の上昇および株式市場の好転によ

る上場変動利付証券の市場価格の上昇により、売却可能金融資産の未実現利益は、2011年12月31日現在における

3.5十億ユーロの未実現損失と比較して、2012年12月31日現在では合計9.3十億ユーロとなった。したがって、か

かる12.8十億ユーロの増加は、固定利付証券の未実現利益が11.5十億ユーロ増加したこと、および変動利付証券

の未実現利益が1.2十億ユーロ増加したことを反映している。

 

満期保有目的金融資産：　満期保有目的金融資産とは、受領額が固定されているか確定可能な確定期日の投資

であり、当社グループが満期まで保有する意思と能力を持つものである。これらは、実効金利法により貸借対照

表上、償却原価で計上され、国債および財務省証券ならびにその他の固定利付証券の２項目に分類される。

主として満期で売却された有価証券により、満期保有目的金融資産は、2011年度末における10.6十億ユーロか

ら2012年度において３％縮小し、2012年度末には10.3十億ユーロとなった。
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未収収益およびその他の資産：　未収収益およびその他の資産は、保証金および実行済銀行保証、証券取引に

係る決済勘定、取立勘定、再保険者の責任準備金の持分、未収収益および前払費用、ならびにその他の借方勘定お

よびその他の資産により構成されている。

未収収益およびその他の資産は、2011年12月31日現在の93.5十億ユーロから６％増加し、2012年12月31日現在

には合計99.4十億ユーロとなった。かかる増加は、保証金および実行済銀行保証が17％（7.8十億ユーロ）増加

したことを反映している。

 

現金および中央銀行預け金：　現金および中央銀行預け金は、短期投資の増加により2011年度末における58.4

十億ユーロから77％増加し、2012年度末には合計103.2十億ユーロとなった。

 

負債

概要：　当社グループの連結負債額は、2011年12月31日現在の1,879.7十億ユーロから４％減少し、2012年12月

31日現在では1,812.9十億ユーロとなった。当社グループの負債は、主として、純損益を通じて公正価値またはモ

デル価値で測定する金融負債、金融機関債務、顧客債務、負債証券、未払費用およびその他の負債、ならびに保険

会社の責任準備金により構成されている。これらは併せて2012年12月31日現在の当社グループの負債合計の

97％（前年度と同様の割合）を占めていた。2012年度の負債における４％の減少は、以下の事由に起因すると考

えられる。

・純損益を通じて公正価値で測定する金融負債における８％の減少

・金融機関債務が25％（37.4十億ユーロ）減少して2012年12月31日現在、111.7十億ユーロとなったこと

以上は、次の要因により一部相殺された。

・2012年度末に負債証券が10％（15.4十億ユーロ）増加して173.2十億ユーロとなったこと

・保険会社の責任準備金が2012年12月31日現在、11％（14.9十億ユーロ）増加して148.0十億ユーロとなった

こと

 

純損益を通じて公正価値またはモデル価値で測定する金融負債：　トレーディング勘定は、主に借入有価証券

の空売り、買戻契約およびデリバティブにより構成されている。純損益を通じて公正価値またはモデル価値で測

定される金融負債は、主として、オリジネートおよび組成された債券により構成されているが、このリスク・エ

クスポージャーはヘッジ戦略と組み合わせて管理されている。この種の債券には、多数の組込デリバティブが含

まれているが、かかるデリバティブの価値の変動は、ヘッジ商品の価値の変動により相殺される。

純損益を通じて公正価値またはモデル価値で測定する金融負債の合計額は、クレジット・デリバティブが

2012年12月31日現在には、23.8十億ユーロに急激に減少（前年度から51％の減少）し、主にデリバティブの再構

築価値が10％（42.9十億ユーロ）下落したことにより、2011年12月31日現在と比較して、８％減少し、2012年12

月31日現在には404.6 十億ユーロとなった。
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金融機関債務：　金融機関債務は、主に借入金、ならびにそれより少額の要求払預金および買戻契約により構

成されている。

金融機関債務は、2012年12月31日現在、25％（37.4十億ユーロ）縮小して111.7十億ユーロとなった。この減少

は、主に金融機関からの借入金が21％（25.5十億ユーロ）減少して年度末に93.9十億ユーロとなったことなら

びに売戻契約が30％（3.5十億ユーロ）減少して2012年12月31日現在、8.0十億ユーロとなったことおよび当座

預金が46％（8.5十億ユーロ）減少して2012年12月31日現在、9.8十億ユーロとなったことを反映している。

 

顧客債務：　顧客債務は、主に要求払預金、定期預金、規制貯蓄預金および売戻契約により構成されている。

顧客債務は、前年度における546.3十億ユーロから１％（6.8十億ユーロ）減少し、2012年12月31日現在には

539.5十億ユーロとなった。この減少は、売戻契約が68％（15.9十億ユーロ）減少し、2012年12月31日現在、7.3十

億ユーロとなったことに起因するが、2012年12月31日現在、要求払預金が２％（5.2十億ユーロ）増加して259.8

十億ユーロとなったことおよび規制貯蓄預金が11％（5.8十億ユーロ）増加して60.4十億ユーロとなったこと

により一部相殺された。

 

負債証券：　負債証券は、譲渡性預金および債券発行により構成されている。かかる負債証券は、純損益を通じ

て公正価値またはモデル価値で測定する金融負債（連結財務書類の注5.aを参照。）に分類される負債証券を含

まない。

負債証券は2011年12月31日現在の157.8十億ユーロから10％増加し、2012年12月31日現在には合計173.2十億

ユーロとなった。この増加（純額）は、譲渡性預金が15％増加して155.9十億ユーロとなったことによるもので

あるが、債券発行が24％減少し、2012年12月31日現在において17.3十億ユーロとなったことにより一部相殺され

た。

 

劣後債：　劣後債は、前年度における19.7十億ユーロから23％減少し、2012年12月31日現在には合計15.2十億

ユーロとなった。

 

保険会社の責任準備金：　保険会社の責任準備金は、2011年12月31日現在における133.1十億ユーロから11％

増加し、2012年12月31日現在には148.0十億ユーロとなった。この増加は、主として、生命保険事業に関する責任

準備金の増加によるものである。

 

未払費用およびその他の負債：　未払費用およびその他の負債は、受取保証金、証券取引に係る決済勘定、取立

勘定、未払費用および繰延収益、その他の貸方勘定ならびにその他の負債により構成されている。未払費用およ

びその他の負債は、2011年12月31日現在における81.0十億ユーロから７％増加し、2012年12月31日現在には、

86.7十億ユーロとなった。
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少数株主持分

少数株主持分は、2011年12月31日現在の10.3十億ユーロから減少し、2012年12月31日現在には8.5十億ユーロ

へと縮小した。この減少は、主として当期純利益への0.8十億ユーロの寄与から、現在は関連会社として認識され

るクレピエールの会計方法の変更による2.0十億ユーロ、0.7十億ユーロの優先株式の償還、0.3十億ユーロの少

数株主が保有する持分に対する部分償還および0.2十億ユーロの支払配当金を控除したものを反映している。

資本に直接認識される資産および負債の変動は、0.9十億ユーロとなった。

 

当社グループの連結株主資本

BNPパリバ・グループの連結株主資本（配当金支払前）は、2011年12月31日現在における75.4十億ユーロと比

較して、2012年12月31日現在は85.9十億ユーロとなった。10.5十億ユーロの増加は、2012年度の当社グループに

帰属する当期純利益である6.6十億ユーロおよび2012年度に行われた1.2十億ユーロの増資から2011年度の支払

配当金である1.4十億ユーロを控除したものによるものである。2012年度において、資本に直接認識される資産

および負債における変動は、4.6十億ユーロとなったが、これは主として、資本に直接計上される売却可能金融資

産における価値の変動によるものである。

 

オフバランスシート項目

融資コミットメント:　顧客に対して供与した融資コミットメントは、主として、信用状およびその他の信用確

認状ならびに取引日から実行日の間の売戻契約に関するコミットメントにより構成される。これらのコミット

メントは、５％減少し、2012年12月31日現在には215.7十億ユーロとなった。

金融機関に対して供与した融資コミットメントは、主に取引日に供与された融資コミットメントにおいて認

識される売戻契約の増加により78％増加し、2012年12月31日現在には48.6十億ユーロとなった。

供与された融資コミットメントは、主として、買戻契約に関するスタンドバイの信用状およびコミットメント

により構成されている。供与された融資コミットメントは、顧客から供与されたコミットメントが11％減少し、

2012年12月31日現在、6.0十億ユーロとなったことを反映し、前年度における126.5十億ユーロから１％縮小し、

2012年12月31日現在には125.8十億ユーロとなった。金融機関から供与されたコミットメントの割合は引き続き

安定的であり、2012年度末には119.7十億ユーロとなった。
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保証コミットメント:　保証コミットメントは、前年度における106.1十億ユーロから14％減少し、2012年12月

31日現在、91.7十億ユーロとなった。この減少は、主に金融機関に対して供与したコミットメントが21％減少し

て2012年12月31日現在11.8十億ユーロとなったことに加えて、顧客に対して供与したコミットメントが12％減

少して2012年12月31日現在79.9十億ユーロになったことに起因する。

当社グループの融資コミットメントおよび保証コミットメントに関する詳細については、連結財務書類の注

６を参照。

 

(C) 損益計算書

営業収益

（単位：百万ユーロ）

 2012年 2011年
変動

（2012年／2011年）

正味受取利息 21,745 23,981 -9％

正味受取手数料 7,532 8,419 -11％

純損益を通じて公正価値で
測定する金融商品に係る利益 3,312 3,733 -11％

売却可能金融資産に係る純利益
および公正価値で測定しない
その他の金融資産

   

1,624 280 5.8倍

その他の業務収益（純額） 4,859 5,971 -19％

営業収益合計 39,072 42,384 -8％

 

概要：　当社グループの2012年度における営業収益の８％の減少は、主に正味受取利息の９％の減少および受

取手数料の11％の減少を反映しており、売却可能金融資産の純利益の増加により、一部相殺された。

正味受取利息：　「正味受取利息」の項目には、顧客関連項目、銀行間項目、当社グループの発行済の債券、

キャッシュ・フロー・ヘッジ手段、金利ポートフォリオ・ヘッジ商品、トレーディング勘定（固定利付証券、買

戻契約、貸出および借入ならびに負債証券）、売却可能金融資産ならびに満期保有目的金融資産に係る正味受取

利息および支払利息が含まれる。

より具体的には、「正味受取利息」の項目には以下が含まれる。

・貸出金および債権に係る正味受取利息（利息、取引費用、手数料および貸出金の当初の価値に含まれる手数

料を含む。）。これらの項目は、実効金利法で計算され、貸出金の期間にわたって損益計算書に計上される。

・当社グループが保有する固定利付証券に係る正味受取利息。これは（契約上の未払利息については）「純

損益を通じて公正価値で測定する金融資産」および（実効金利法で計算された利息については）「売却可

能金融資産」に分類される。
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・受領額が固定されているか確定可能な確定期日の投資であり、当社グループが満期まで保有する意思と能

力を持つ満期保有目的資産に係る受取利息

・とりわけ変動金利の資産および負債に係る金利リスクをヘッジするために用いられる、キャッシュ・フ

ロー・ヘッジからの正味受取利息。キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動は、株主資本として計上

される。ヘッジの期間にわたって株主資本として計上される当該金額は、ヘッジ対象からのキャッシュ・フ

ローが損益に影響を与える時点で、「正味受取利息」として損益計算書に振り替えられる。

価値ヘッジとして会計処理されているデリバティブに係る受取利息および支払利息は、ヘッジ対象から生じ

た利息に含まれている。同様に、ヘッジ取引に使用されるデリバティブのうち純損益を通じて公正価値またはモ

デル価値で測定するものとして指定されたデリバティブから生じる受取利息および支払利息は、原取引に関連

する受取利息および支払利息と同じ勘定に配賦される。

正味受取利息の水準に影響を与える主な要因は、利息収入を生む資産および支払利息が生じる負債の相対的

金額ならびに貸出比率および資金調達比率の間のスプレッドである。正味受取利息は、ヘッジ取引の影響も受

け、また、程度は小さいが為替レートの変動の影響も受ける。

利息収入を生む資産および支払利息が生じる負債の金額は、一般的な経済状況および（有機的成長であるか

または買収であるかを問わず）当社グループの貸出業務の拡大に加え、様々な要因による影響を受ける。当該要

因のうちの１つは、手数料を生む業務に対する利息収入を生む業務に配賦される資本の割合等に示される、当社

グループの事業の構成である。

正味受取利息に影響を与えるその他の主要な要因は、貸出比率と資金調達比率の間のスプレッドであり、これ

自体も様々な要因による影響を受ける。これらには、中央銀行の資金調達比率（利息収入を生む資産による収益

および資金調達源への支払利率の双方に影響を与えるが、必ずしも一定および同時に影響を与えるものではな

い。）、支払利息が生じない顧客預金に代表される資金調達源の割合、規制貯蓄預金に係る金利を増減させる政

府の決定、競争環境、異なる競争環境により異なる利鞘を有する当社グループの様々な利息収入を生む商品の比

重、ならびに当行のヘッジ戦略およびヘッジ取引に関する会計処理が含まれる。

正味受取利息は、前年度比で９％減少し、2012年度には21,745百万ユーロとなった。この減少は、主に純損益を

通じて公正価値で測定される固定利付証券に係る収益が2011年度における2,435百万ユーロから41％減少し、

2012年度には1,438百万ユーロとなったことおよび顧客関連項目からの純利益が2011年度における20,406百万

ユーロから2012年度における19,718百万ユーロに減少したことを反映している。

当社グループが発行した負債証券の正味受取利息は、2011年度における4,025百万ユーロから14％減少し、

2012年度には3,445百万ユーロとなった。

2012年度における正味受取利息の減少は、2011年度に一部の事業に対して実施された事業適応計画の影響

（主にコーポレート・バンキング事業および投資銀行事業、リース事業ならびにパーソナル・ファイナンス事

業）に加え、全般的な低金利および事業規模の停滞に起因した。これらの要因は正味受取利息の減少の一因と

なった。
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正味受取手数料：　正味受取手数料には、銀行間取引および金融市場取引、顧客関連取引、有価証券取引、外貨

取引および裁定取引、有価証券コミットメント、先渡金融商品ならびに金融サービスに係る手数料が含まれる。

正味受取手数料は、2011年度における8,419百万ユーロから2012年度における7,532百万ユーロへと減少した。こ

れは、主としてトラストおよび類似の活動からの受取手数料が、2011年度における2,454百万ユーロから2012年

度における2,298百万ユーロへと減少したこと、ならびに純損益を通じて公正価値またはモデル価値で測定しな

い金融資産および負債からの手数料が、2011年度における2,987百万ユーロから2012年度における2,657百万

ユーロへと330百万ユーロ減少したことを反映している。

2012年度における手数料は、不利な金融市場環境により減少した。

 

純損益を通じて公正価値またはモデル価値で測定する金融商品に係る利益：　この項目には、トレーディング

勘定で管理される金融商品およびIAS第39号の公正価値オプションに基づき当社グループの純損益を通じて公

正価値またはモデル価値で指定される金融商品に関するすべての損益（上記のとおり「正味受取利息」に計上

される受取利息および支払利息を除く。）が含まれる。これには、当該商品の売却および公正価値またはモデル

価値での評価の際のキャピタル・ゲインおよびキャピタル・ロスの双方ならびに変動利付証券に係る配当が含

まれる。

この項目は、公正価値ヘッジ、キャッシュ・フロー・ヘッジおよび純外国為替投資のヘッジの非有効性に起因

する損益も含む。

純損益を通じて公正価値またはモデル価値で測定する金融商品に係る純利益は、2011年度における3,733百万

ユーロから11％減少して、2012年度において3,312百万ユーロとなった。トレーディング業務による損益を公正

に表示するため、キャッシュ・フローおよび金融商品（現金またはデリバティブ）の再測定による損益は全体

として正しく認識されなければならない。

この項目における減少は、主としてIAS第39号のオプションに基づき純損益を通じて公正価値またはモデル価

値で測定する金融商品に係る純利益の変動によるものであるが、実質的にはBNPパリバ・グループの発行リスク

（2011年度には1,190百万ユーロの利益であったのが、2012年度は1,617百万ユーロの損失に減少した。）による

ものである。IAS第39号のオプションに基づき純損益を通じて公正価値で測定する項目からのその他の収益要素

は、これらの資産をカバーする資本性金融商品の価値の変動により相殺された。

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債のポートフォリオにおける純利益の残りの変動

は、その他のデリバティブの499百万ユーロの減少に加え、負債性金融商品の純利益が2,363百万ユーロ増加した

ことによるものである。

通貨ポジションの再測定は、602百万ユーロ増加した。
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売却可能金融資産および公正価値またはモデル価値で測定しないその他資産に係る純利益：　この項目は、売

却可能と分類される資産に関連する。かかる資産の公正価値の変動（利息を除く。）は、当初「株主資本に直接

認識される資産および負債の変動」として計上される。かかる資産の売却または減損損失としての計上の際に

は、これらの未実現利益または損失は、「売却可能金融資産および公正価値で測定しないその他資産に係る純利

益」として損益計算書に計上される。

この項目には、公正価値またはモデル価値で測定しないその他金融資産の売却に係る損益も含まれる。

公正価値またはモデル価値で測定しない売却可能金融資産およびその他資産に係る純利益は、2011年12月31

日から2012年12月31日の間で1,344百万ユーロ増加した。かかる増加は、固定利付金融資産に係る純利益が1,247

百万ユーロ増加したことおよび変動利付金融資産に係る純利益が97百万ユーロ増加したことによるものである

と考えられる。

2012年度において、かかる項目は、早期償還に伴うBNPパリバ・フォルティスの一部の銀行勘定の公正価値再

測定額の一時的な償却（427百万ユーロの増加）といった重要な特別項目を含む。

 

その他の業務収益（純額）：　この項目は、その他の収益（純額）に加え、保険業務、投資不動産、オペレー

ティング・リースの下で保有されるリース資産および不動産開発業務に係る収益（純額）により構成される。

その他の業務収益（純額）は、主として保険業務収益（純額）が390百万ユーロ減少したことおよびクレピエー

ル・グループの売却に伴い、投資不動産収益（純額）が604百万ユーロ減少したことにより、2011年度における

5,971百万ユーロから、19％減少して、2012年度において4,859百万ユーロとなった。

保険業務収益（純額）の主な構成要素は、約定保険料総額、責任準備金増減、保険金請求および給付費用なら

びにユニット・リンク型契約関連の適格投資の価値の変動である。保険金請求および給付費用には、保険契約に

係る解約、満期および保険金請求から生じる費用ならびに財務契約（特にユニット・リンク型契約）の価値の

変動が含まれている。かかる契約に基づき支払われる利息は、「支払利息および関連費用」として計上される。

2012年度における保険業務収益（純額）の減少は、主として責任準備金が2011年度におけるプラス1,572百万

ユーロから、2012年度においてマイナス4,246百万ユーロへと減少したことに起因していると考えられる。かか

る変動は主として、ユニット・リンク型契約関連の適格投資の価値が、2011年度における1,597百万ユーロの純

損失から、2012年度において3,361百万ユーロの純利益へと上昇したことによるものである。約定保険料総額は、

2011年度における16,288百万ユーロから、2012年度において19,813百万ユーロへと増加した。保険金請求および

給付費用は、2011年度における12,484百万ユーロから、2012年度において15,267百万ユーロへと増加した。
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営業費用、減価償却費および償却費

（単位：百万ユーロ）

 2012年 2011年
変動

（2012年／2011年）

営業費用 (25,007) (24,608) 2％

有形・無形固定資産に係る減価償
却費、償却費および減損 (1,543) (1,508) 2％

営業費用、減価償却費および
償却費の合計 (26,550) (26,116) 2％

 

営業費用、減価償却費および償却費は、2011年度における26,116百万ユーロから、2012年度には26,550百万

ユーロに増加し、２％の抑制された増加を計上した。

 

営業総利益

当社グループの営業総利益は、2011年度における16,268百万ユーロから23％減少して、2012年度において

12,522百万ユーロとなり、これは、主として収益が８％減少し、営業費用が２％増加したことによる。

 

リスク費用

（単位：百万ユーロ）

 2012年 2011年
変動

（2012年／2011年）

減損引当金計上額（純額） (4,111) (3,510) +17％

償却済貸出金および債権からの
回収 714 514 +39％

減損引当金でカバーされない
回収不能貸出金および債権 (482) (560) -14％

ギリシャのソブリン債に係る損失 (62) (3,241) -98％

当期リスク費用合計 (3,941) (6,797) -42％
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この項目は、当社グループの仲介業務に特有の信用リスクに関して計上された減損損失の純額および店頭取

引のデリバティブ商品に係る取引先リスクに関する減損損失を表示している。

当社グループのリスク費用は、2011年度より42％減少し、3,941百万ユーロとなった。これには、3,241百万ユー

ロのギリシャに対する支援計画の影響が含まれる。ギリシャ国債に対する引当金の影響を除き、リスク費用は緩

やかに9.2％増加した。

ギリシャのソブリン債を除き、2011年度から2012年度の間のリスク費用の増加は、主にコーポレート・バンキ

ング事業および投資銀行事業に対する引当金が418百万ユーロ増加したこと（コーポレート・バンキング事業

における336百万ユーロの増加を含む。）によるものであるが、かかる引当金は、2011年度における大幅な戻入れ

により、著しく少なかった。さらに、リテール・バンキング事業の引当金は、（2011年度における3,565百万ユー

ロから）2012年度には２％減少して3,505百万ユーロとなったが、これには、バンクウェストの引当金が（2011

年度における256百万ユーロと比較して2012年度において145百万ユーロとなり）43％減少したことおよびパー

ソナル・ファイナンス事業の引当金が（2011年度における1,639百万ユーロと比較して2012年度には1,497百万

ユーロとなり）、９％減少したことが含まれる。

2012年12月31日現在の不良貸出金およびコミットメント（保証金の控除後）は、前年度における37十億ユー

ロから減少し、合計33十億ユーロに達し、引当金は前年度の30十億ユーロと比較して、合計28十億ユーロとなっ

た。損失負担能力は、2011年12月31日現在の80％と比較して、2012年12月31日現在では83％となった。

各事業における引当金繰入額（純額）についての詳細は、「１ (A) (2) 主要事業別業績」を参照。

 

株主帰属当期純利益

（単位：百万ユーロ）

 2012年 2011年
変動

（2012年／2011年）

営業利益 8,581 9,471 -9％

関連会社投資損益 489 80 6.1倍

長期性資産に係る純利益 1,792 206 8.7倍

のれん (490) (106) 4.6倍

法人税 (3,059) (2,757) +11％

少数株主帰属当期純利益 (760) (844) -10％

株主帰属当期純利益 6,553 6,050 +8％

 

概要：　株主帰属当期純利益は、2011年度と比較して2012年度は８％増加した。
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関連会社投資損益：　当社グループの関連会社（持分法適用会社）の投資損益は、主に2011年度において保険

会社に計上したギリシャのソブリン債に係る引当金213百万ユーロのマイナスの影響により、2011年度における

80百万ユーロから、2012年度における489百万ユーロに増加した。

 

長期性資産に係る純利益：　この項目には、業務に使用される有形固定資産および無形固定資産の売却に係る

正味実現損益、ならびに売却時に連結の範囲に含まれている連結企業に対する投資の売却が含まれている。長期

性資産に係る純利益は、2011年度における206百万ユーロから、2012年度における1,792百万ユーロへと増加した

が、これにはクレピエールにおける28.7％の持分売却益である1.7十億ユーロが含まれる。

 

のれんの価値の変動：　のれんの価値の変動は、2011年度におけるマイナス106百万ユーロと比較して、2012年

度においてはマイナス490百万ユーロとなった。これには、今後予想されるイタリア銀行による資本要件の強化

に伴うマイナス298百万ユーロのBNLバンカ・コメルシアーレののれん調整額が含まれる。

 

法人税費用：　2012年度における当社グループの法人税費用は、2011年度における2,757百万ユーロから、合計

3,059百万ユーロへと増加した。

 

少数株主帰属当期純利益：　連結会社における少数株主帰属当期純利益は、2011年度における844百万ユーロ

から2012年度において760百万ユーロへと減少したが、これは主に、現在は持分法により連結されているクレピ

エール・グループの支配権を喪失したことによる。
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第４ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

連結財務書類の注5.nを参照。

 

２ 【主要な設備の状況】

「第２ ３ 事業の内容」を参照。

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

該当事項なし。
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第５ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

 

授権株数 発行済株式総数 未発行株式数

(注)
1,242,261,961株

（2012年12月31日現在）
(注)

(注)　フランス法上、未発行の授権株式という概念はない。しかしながら当社の株主は、一定の額および期間において新株また

は持分証券を発行する権限を取締役会に与えることができる。

 

②【発行済株式】

 

記名・無記名の別及び
額面・無額面の別

種類 発行数
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

記名式または無記名式
額面株式（１株の額面金額
２ユーロ）

普通株式
1,242,261,961株

（2012年12月31日現在）

上場：パリ
登録：フランクフルト

SEAQインターナショナル
MTAインターナショナル
OTCQXインターナショナ
ル・プレミア（米国預託
証券）

議決権に
制限のな
い株式

 

(2) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。
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(3) 【発行済株式総数及び資本金の推移】

 

年月日

発行済株式総数（株） 資本金（単位：ユーロ）

摘要

増減数 残高 増減額 残高

2007年12月31日現在  905,260,308  
1,810,520,616
(234,481百万円)

 

 1,475,360  2,950,720  
・新株引受オプ
ションの行使に
よる資本の増加

 5,360,439  10,720,878  
・社内貯蓄制度参
加者向け留保の
ための増資

2008年12月31日現在  912,096,107  
1,824,192,214
(236,251百万円)

 

 187,224,669  374,449,338  
・無議決権株式の
発行に伴う増資

2009年３月31日現在  1,099,320,776  
2,198,641,552
(284,746百万円)

 

 133,435,603  266,871,206  
・フォルティス買
収に伴う増資

2009年５月13日現在  1,232,756,379  
2,465,512,758
(319,309百万円)

 

 21,420,254  42,840,508  
・株式による配当
支払に伴う増資

2009年６月16日現在  1,254,176,633  
2,508,353,266
(324,857百万円)

 

 9,210,815  18,421,630  
・社内貯蓄制度参
加者向け留保の
ための増資

2009年７月10日現在  1,263,387,448  
2,526,774,896
(327,243百万円)

 

 -219,294  -438,588  ・減資

2009年８月３日現在  1,263,168,154  
2,526,336,308
(327,186百万円)

 

 108,211,889  216,423,778  ・増資

2009年10月26日現在  1,371,380,043  
2,742,760,086
(355,215百万円)

 

 -187,224,669  -374,449,338  
・無議決権株式の
消却に伴う減資

2009年11月26日現在  1,184,155,374  
2,368,310,748
(306,720百万円)

 

 1,126,390  2,252,780  
・新株引受オプ
ションの行使に
よる資本の増加

2009年12月31日現在  1,185,281,764  
2,370,563,528
(307,012百万円)

 

 -600,000  -1,200,000  ・減資

2010年３月30日現在  1,184,681,764  
2,369,363,528
(306,856百万円)

 

 354  708  

・フォルティス銀
行（フランス）
の合併に伴う増
資

2010年５月12日現在  1,184,682,118  
2,369,364,236
(306,856百万円)

 

 9,160,218  18,320,436  
・株式による配当
支払に伴う増資

2010年６月30日現在  1,193,842,336  
2,387,684,672
(309,229百万円)

 

 3,700,076  7,400,152  
・社内貯蓄制度参
加者向け留保の
ための増資
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 611,122  1,222,244  
・新株引受オプ
ションの行使に
よる資本の増加

2010年７月16日現在  1,198,153,534  
2,396,307,068
(310,346百万円)

 

 506,622  1,013,244  
・新株引受オプ
ションの行使に
よる資本の増加

2010年12月31日現在  1,198,660,156  
2,397,320,312
(310,477百万円)

 

 2,736,124  5,472,248  
・新株引受オプ
ションの行使に
よる資本の増加

 34,053  68,106  
・新株引受オプ
ションの行使に
よる資本の増加

 6,315,653  12,631,306  
・社内貯蓄制度参
加者向け留保の
ための増資

2011年12月31日現在  1,207,745,986  
2,415,491,972
(312,830百万円)

 

 12,694  25,388  
・新株引受オプ
ションの行使に
よる資本の増加

 568,487  1,136,974  
・新株引受オプ
ションの行使に
よる資本の増加

 41,679,176  83,358,352  
・株式による配当
支払に伴う増資

 4,289,709  8,579,418  
・社内貯蓄制度参
加者向け留保の
ための増資

 -12,034,091  -24,068,182  ・減資

2012年12月31日現在  1,242,261,961  
2,484,523,922
(321,771百万円)

 

 

自己資本比率については、「第３ ３ (1) 資本管理および自己資本」を参照。
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(4) 【所有者別状況】

2012年12月31日現在の株式保有者の構成は以下のとおりである。

 

氏名又は名称 住所
所有株式数

（単位：百万株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

SFPI(注１)

ベルギー国ブリュッセル市
ルイーズ通り32番地46A
(Av. Louise-Louizalaan
32-46A bus/bte 4 1050
Brussel-Bruxelles, Belgium)

127.75 10.3％

アクサ

フランス国パリ市マティニョ
ン通り25番地
(25 avenue Matignon, 75008
Paris, France)

65.74 5.3％

ルクセンブルク大公国

ルクセンブルク国ルーズヴェ
ルト通り33番地
(33, boulevard Roosevelt
L-2450 Luxembourg)

12.87 1.0％

従業員 該当なし 75.42 6.1％

　－そのうち会社型投資信託  56.27 4.5％

　－そのうち直接保有  19.14 1.6％

会社役員 該当なし 0.60 nm

自己株式(注２) 該当なし 3.93 0.3％

個人投資家 該当なし 69.00 5.6％

機関投資家 該当なし 856.42 68.9％

（そのうち「社会的責任投資家」）  (5.61) (0.5％)

　－ヨーロッパ  512.71 41.3％

　－ヨーロッパ以外  343.71 27.6％

その他 該当なし 30.54 2.5％

合計  1,242.26 100％

(注１)　ソシエテ・フェデラル・ドゥ・パルティシパシオン・エ・ダンベスティスモンは、ベルギー政府を代理する公益の株

式会社（Société Anonyme）（公開有限責任会社）である。

(注２)　トレーディング・デスクが管理している持分を除く。
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当社が知り得る限り、SFPIまたはアクサ以外の株主は当社の資本または議決権の５％超を保有しない。

ソシエテ・フェデラル・ドゥ・パルティシパシオン・エ・ダンベスティスモン（SFPI）は、2009年における

フォルティス・グループとの統合の際にBNPパリバの株主となった。2009年度中、SFPIはフランス金融市場機関

（AMF）に対し、基準を超えたことによる以下の２件の開示を行った。

・2009年５月19日、SFPIは、フォルティス銀行エスエー・エヌヴィーにおける74.94％の持分をBNPパリバの株

式121,218,054株（その時点においてBNPパリバの株式資本の9.83％および議決権の11.59％を占めてい

た。）と引換えに譲渡した後、BNPパリバの資本および議決権における持分が５％および10％の開示基準を

上回ったことを開示した（AMF開示番号209C0702）。かかる開示には、ベルギー政府またはSFPIのいずれも

BNPパリバの支配権の獲得を検討していないことが記された。

　同時に、BNPパリバは、フォルティス・エスエー・エヌヴィー（2010年４月末にアジアス・エスエー／エヌ

ヴィーに改称）に対し、SFPIがその株式をフォルティス銀行に譲渡したことの対価として発行されたBNPパ

リバの株式121,218,054株（当該株式の代位権はBNPパリバが有する。）を購入するオプションを付与する

ことについて、ベルギー政府、SFPIおよびフォルティス・エスエー・エヌヴィーの間で合意に達したこと

を、AMFに通知した（AMF開示番号209C0724）。

・2009年12月４日、SFPIはBNPパリバの資本および議決権の10.8％を所有していることを開示した（AMF開示

番号209C1459）。かかる変更は、主に以下の要因によるものである。

・2009年におけるBNPパリバの普通株式の発行

・2009年３月31日にソシエテ・ドゥ・プリーズ・ドゥ・パルティシパシオン・ドゥ・レタに対し発行した

無議決権株式を11月26日に消却したことによる資本の減少

以降、BNPパリバは、SFPIから何ら開示を受けていない。

2005年12月16日、アクサ・グループおよびBNPパリバ・グループは、両グループが安定した株式持ち合いの関

係を維持し、いずれかのグループに影響する支配権の変更時に行使可能なコールオプションを相互に保持する

ことを定めた契約について、AMFに通知した（AMF開示番号205C2221）。その後、両社は、規制当局により策定され

た金融機関に対する新たな規則を踏まえ、2005年12月の契約に代わる契約を締結したことを2010年８月５日に

AMFに通知した（AMF開示番号210C0773）。新たな契約は、安定した株式持ち合いの関係の維持について定めてい

ない。

 

(5) 【大株主の状況】

上記「(4) 所有者別状況」を参照。
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２ 【配当政策】

「第１ １ (2) 提出会社の定款等に規定する制度」中の「年次財務書類」部分を参照。

 

３ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

ユーロネクスト（パリ市）

（単位：ユーロ）

回次 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

決算月日 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日

最高(注１)
73.29

(9,492円)
58.58

(7,587円)
60.38

(7,820円)
59.93

(7,762円)
44.83

(5,806円)

最低(注１)
27.70

(3,587円)
20.08

(2,601円)
40.81

(5,285円)
22.72

(2,942円)
24.54

(3,178円)

(注１)　取引中に記録された数値を示している。

 

(2) 【当該事業年度中最近６月間の月別最高・最低株価】

ユーロネクスト（パリ市）（終値）

（単位：ユーロ）

月別 2012年７月2012年８月2012年９月2012年10月2012年11月2012年12月

最高
31.65

(4,099円)
35.23

(4,563円)
40.20

(5,206円)
41.78

(5,411円)
42.95

(5,562円)
44.56

(5,771円)

最低
26.46

(3,427円)
29.45

(3,814円)
34.51

(4,469円)
37.69

(4,881円)
38.64

(5,004円)
42.34

(5,483円)
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４ 【役員の状況】

(1) 取締役（本書提出日現在）

取締役会会員

 

ボードゥアン・プロ

主要職務(注１)：BNPパリバ取締役会会長

生年月日：1951年５月24日

任期：2011年５月11日から2014年株主総会まで

当初就任日：2000年３月７日

2012年12月31日現在の役職(注１)

ピノー－プランタン－レドゥートゥの取締役、ヴェオリ

ア・オンヴィロンヌモンの取締役、ラファージの取締役、

エルベ・エスエー（ベルギー）の取締役、パルジェサ・

ホールディング・エスエー（スイス）の取締役、国際金

融協会（IIF）の取締役

国際金融会議（IMC）の議長

シンガポール金融管理庁の国際諮問委員会（MAS）委員、

上海市市長国際企業家諮詢会（IBLAC）委員

保有株式数(注２)：146,129株

勤務地：フランス国パリ市ダンタン通り３番地

(3, rue d’Antin, 75002 PARIS, FRANCE)

従前の年度末における役職

（記載されている会社は、役職を務めたグループの親会社である。）

2011年

BNPパリバの取締役会会長

（2011年12月１日から）

ピノー－プランタン－レ

ドゥートゥの取締役、ヴェ

オリア・オンヴィロンヌモ

ンの取締役、エルベ・エス

エー（ベルギー）の取締

役、パルジェサ・ホール

ディング・エスエー（スイ

ス）の取締役

IMC（国際金融会議）の副

議長、国際金融協会（IIF）

会員、MAS（シンガポール金

融管理庁の国際諮問委員

会）委員

2010年

BNPパリバ最高経営責任者

兼取締役

ピノー－プランタン－レ

ドゥートゥの取締役、ヴェ

オリア・オンヴィロンヌモ

ンの取締役、エルベ・エス

エー（ベルギー）の取締

役、パルジェサ・ホール

ディング・エスエー（スイ

ス）の取締役

フェデラシオン・ボンケー

ル・フランセーズの業務執

行委員会委員

2009年

BNPパリバ最高経営責任者

兼取締役

アコールの取締役、ピノー

－プランタン－レドゥー

トゥの取締役、ヴェオリア

・オンヴィロンヌモンの取

締役、エルベ・エスエー

（ベルギー）の取締役、パ

ルジェサ・ホールディング

・エスエー（スイス）の取

締役

フェデラシオン・ボンケー

ル・フランセーズの会長

（2009年９月から2010年８

月まで）

フェデラシオン・ボンケー

ル・フランセーズの業務執

行委員会委員

2008年

BNPパリバ最高経営責任者

兼取締役

アコールの取締役、ピノー

－プランタン－レドゥー

トゥの取締役、ヴェオリア

・オンヴィロンヌモンの取

締役、エルベ・エスエー

（ベルギー）の取締役、パ

ルジェサ・ホールディング

・エスエー（スイス）の取

締役

フェデラシオン・ボンケー

ル・フランセーズの業務執

行委員会委員

(注１)　斜体で記載された役職には、複数役職に関する2001年５月15日付フランス法令2001-401の規定は適用されない。

(注２)　2012年12月31日現在。
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ミシェル・ペブロー

主要職務(注１)：BNPパリバの名誉会長

生年月日：1942年１月23日

任期：2012年５月23日から2015年株主総会まで

当初就任日：1993年５月14日

2012年12月31日現在の役職(注１)

アクサの取締役、カンパニ・ドゥ・サン・ゴバンの取締

役、トタルの取締役、BNPパリバ（スイス）エスエーの取

締役、イーエーディーエス・エヌヴィー（オランダ）の

取締役、パルジェサ・ホールディング・エスエー（スイ

ス）の取締役

バンク・マロケーヌ・プル・ル・コマース・エ・ランダ

ストリエ（モロッコ）の監事会監事

ソシエテ・アノニム・ド・ギャラリー・ラファイエット

の無議決権取締役

アンスティテュ・デテュデュ・ポリティック・ドュ・パ

リの取締役会会長、フォンダシオン・BNPパリバの取締役

会会長

クレディ・コメルシアーレ・ドゥ・フランスの名誉会

長、アンスティテュ・アスペ・フランスの監事会名誉会

長、アンスティチュ・ドゥ・ラントルプリーズの名誉会

長

アカデミ・デ・シオンス・モラル・エ・ポリティークの

会員、フランス企業連合（ムーヴモン・デ・アントルプ

リーズ・ドゥ・フランス）の業務執行委員会会員、アン

スティチュ・ドゥ・ラントルプリーズの運営委員会会

員、フォンダシオン・ナシオナル・デ・シオンス・ポリ

ティクの会員、フォンダシオンARCの会員

保有株式数(注２)：231,772株

勤務地：フランス国パリ市ダンタン通り３番地

(3, rue d’Antin, 75002 PARIS, FRANCE)

従前の年度末における役職

（記載されている会社は、役職を務めたグループの親会社である。）

2011年

BNPパリバの名誉会長

（2011年12月１日から）

アクサの取締役、カンパニ

・ドゥ・サン・ゴバンの取

締役、ラファージの取締役、

トタルの取締役、BNPパリバ

（スイス）エスエーの取締

役、イーエーディーエス・

エヌヴィー（オランダ）の

取締役、パルジェサ・ホー

ルディング・エスエー（ス

イス）の取締役

2010年

BNPパリバの取締役会会長

アクサの取締役、カンパニ

・ドゥ・サン・ゴバンの取

締役、ラファージの取締役、

トタルの取締役、BNPパリバ

（スイス）エスエーの取締

役、イーエーディーエス・

エヌヴィー（オランダ）の

取締役、パルジェサ・ホー

ルディング・エスエー（ス

イス）の取締役

2009年

BNPパリバの取締役会会長

ラファージの取締役、カン

パニ・ドゥ・サン・ゴバン

の取締役、トタルの取締役、

BNPパリバ（スイス）エス

エーの取締役、イーエー

ディーエス・エヌヴィー

（オランダ）の取締役、パ

ルジェサ・ホールディング

・エスエー（スイス）の取

締役

2008年

BNPパリバの取締役会会長

ラファージの取締役、カン

パニ・ドゥ・サン・ゴバン

の取締役、トタルの取締役、

BNPパリバ（スイス）エス

エーの取締役、イーエー

ディーエス・エヌヴィー

（オランダ）の取締役、パ

ルジェサ・ホールディング

・エスエー（スイス）の取

締役

バンク・マロケーヌ・プル

・ル・コマース・エ・ラン

ダストリエ（モロッコ）の

監事会監事

バンク・マロケーヌ・プル

・ル・コマース・エ・ラン

ダストリエ（モロッコ）の

監事会監事

アクサの監事会監事、バン

ク・マロケーヌ・プル・ル

・コマース・エ・ランダス

トリエ（モロッコ）の監事

会監事

アクサの監事会監事、バン

ク・マロケーヌ・プル・ル

・コマース・エ・ランダス

トリエ（モロッコ）の監事

会監事

ソシエテ・アノニム・ド・

ギャラリー・ラファイエッ

トの無議決権取締役

ソシエテ・アノニム・ド・

ギャラリー・ラファイエッ

トの無議決権取締役

ソシエテ・アノニム・ド・

ギャラリー・ラファイエッ

トの無議決権取締役

ソシエテ・アノニム・ド・

ギャラリー・ラファイエッ

トの無議決権取締役
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アンスティテュ・デテュ

デュ・ポリティック・ドュ

・パリの取締役会会長

欧州金融円卓会議議長、

フェデラシオン・ボンケー

ル・フランセーズの投資銀

行および金融市場委員会会

長、アンスティテュ・デ

テュデュ・ポリティック・

ドュ・パリの取締役会会

長、アンスティチュ・ドゥ

・ラントルプリーズの会長

フェデラシオン・ボンケー

ル・フランセーズの投資銀

行および金融市場委員会会

長、アンスティテュ・デ

テュデュ・ポリティック・

ドュ・パリの取締役会会

長、アンスティテュ・アス

ペ・フランスの監事会会

長、欧州金融円卓会議議長、

アンスティチュ・ドゥ・ラ

ントルプリーズの会長

フェデラシオン・ボンケー

ル・フランセーズの投資銀

行および金融市場委員会会

長、アンスティテュ・デ

テュデュ・ポリティック・

ドュ・パリの取締役会会

長、アンスティテュ・アス

ペ・フランスの監事会会

長、アンスティチュ・ドゥ

・ラントルプリーズの会長

アカデミ・デ・シオンス・

モラル・エ・ポリティーク

の会員、フランス企業連合

（ムーヴモン・デ・アント

ルプリーズ・ドゥ・フラン

ス）の業務執行委員会会

員、上海市市長国際企業家

諮詢会（IBLAC）委員

アカデミ・デ・シオンス・

モラル・エ・ポリティーク

の会員、フランス企業連合

（ムーヴモン・デ・アント

ルプリーズ・ドゥ・フラン

ス）の業務執行委員会会

員、オ・コンセイユ・ドゥ

・レデュカシオンの会員、

アンスティチュ・アンテル

ナシオナル・デチュード・

バンケールの会員、シンガ

ポール金融管理庁の国際諮

問委員会委員、ニューヨー

ク連邦準備銀行の国際資本

市場諮問委員会委員、上海

市市長国際企業家諮詢会

（IBLAC）委員

アカデミ・デ・シオンス・

モラル・エ・ポリティーク

の会員、フランス企業連合

（ムーヴモン・デ・アント

ルプリーズ・ドゥ・フラン

ス）の業務執行委員会会

員、オ・コンセイユ・ドゥ

・レデュカシオンの会員、

アンスティチュ・アンテル

ナシオナル・デチュード・

バンケールの会員、シンガ

ポール金融管理庁の国際諮

問委員会委員、ニューヨー

ク連邦準備銀行の国際資本

市場諮問委員会委員、上海

市市長国際企業家諮詢会

（IBLAC）委員

アカデミ・デ・シオンス・

モラル・エ・ポリティーク

の会員、フランス企業連合

（ムーヴモン・デ・アント

ルプリーズ・ドゥ・フラン

ス）の業務執行委員会会

員、オ・コンセイユ・ドゥ

・レデュカシオンの会員、

欧州金融円卓会議会員、ア

ンスティチュ・アンテルナ

シオナル・デチュード・バ

ンケールの会員、シンガ

ポール金融管理庁の国際諮

問委員会委員、ニューヨー

ク連邦準備銀行の国際資本

市場諮問委員会委員、上海

市市長国際企業家諮詢会

（IBLAC）委員

(注１)　斜体で記載された役職には、複数役職に関する2001年５月15日付フランス法令2001-401の規定は適用されない。

(注２)　2012年12月31日現在。
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ジャン・ローラン・ボナフェ

主要職務(注１)：BNPパリバの最高経営責任者兼取締役

生年月日：1961年７月14日

任期：2010年５月12日から2013年株主総会まで

当初就任日：2010年５月12日

2012年12月31日現在の役職(注１)

カルフールの取締役、バンカ・ナッツィオナーレ・デル

・ラヴォーロ（イタリア）の取締役、BNPパリバ・フォル

ティス（ベルギー）の取締役、エルベ・エスエー（ベル

ギー）の取締役

保有株式数(注２)：62,545株(注３)

勤務地：フランス国パリ市ダンタン通り３番地

(3, rue d’Antin, 75002 PARIS, FRANCE)

従前の年度末における役職

（記載されている会社は、役職を務めたグループの親会社である。）

2011年

BNPパリバの最高経営責任

者兼取締役（2011年12月１

日から）

カルフールの取締役、BNPパ

リバ・パーソナル・ファイ

ナンスの取締役、バンカ・

ナッツィオナーレ・デル・

ラヴォーロ（イタリア）の

取締役、BNPパリバ・フォル

ティス（ベルギー）の取締

役

2010年

BNPパリバの最高業務責任

者兼取締役

カルフールの取締役、BNPパ

リバ・パーソナル・ファイ

ナンスの取締役、バンカ・

ナッツィオナーレ・デル・

ラヴォーロ（イタリア）の

取締役

BNPパリバ・フォルティス

（ベルギー）の監督委員会

および業務執行委員会の会

長

BNPパリバ・フォルティス

（ベルギー）の最高経営責

任者

2009年

BNPパリバの最高業務責任

者

カルフールの取締役、BNPパ

リバ・パーソナル・ファイ

ナンスの取締役、バンカ・

ナッツィオナーレ・デル・

ラヴォーロ（イタリア）の

取締役、バンクウェスト・

コーポレーションの取締

役、バンク・オブ・ザ・

ウェストの取締役

2008年

BNPパリバの最高業務責任

者

カルフールの取締役、BNPパ

リバ・パーソナル・ファイ

ナンスの取締役、バンカ・

ナッツィオナーレ・デル・

ラヴォーロ（イタリア）の

取締役

(注１)　斜体で記載された役職には、複数役職に関する2001年５月15日付フランス法令2001-401の規定は適用されない。

(注２)　2012年12月31日現在。

(注３)　なお、ジャン・ローラン・ボナフェは、社内貯蓄制度の下で16,289株相当のBNPパリバ株式を保有している。

 

ピエール・アンドレ・ドゥ・シャランダル

主要職務(注１)：カンパニ・ドゥ・サン・ゴバンの会長兼最高経営責任者

生年月日：1958年４月12日

任期：2012年５月23日から2015年株主総会まで

当初就任日：2012年５月23日

2012年12月31日現在の役職(注１)

ヴィラリアの会長

ヴェオリア・オンヴィロンヌモンの取締役、カンパニ・

ドゥ・サン・ゴバンの取締役、GIE SGPMルシェルシェの

取締役

 

保有株式数(注２)：1,000株

勤務地：フランス国ラ・デファンス、レ・ミロワール

(Les Miroirs, 92096 LA DEFENSE CEDEX FRANCE)

 

(注１)　斜体で記載された役職には、複数役職に関する2001年５月15日付フランス法令2001-401の規定は適用されない。

(注２)　2012年12月31日現在。
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ドゥニ・ケスレー

主要職務(注１)：スコール・エスイーの会長兼最高経営責任者

生年月日：1952年３月25日

任期：2012年５月23日から2015年株主総会まで

当初就任日：2000年５月23日

2012年12月31日現在の役職(注１)

ボローレの取締役、ダッソー・アヴィアシオンの取締役、

フォン・ストラテジーク・ダンベスティスモンの取締

役、インベスコ・リミテッド（米国）の取締役

ヤム・インベスト・エヌヴィー（オランダ）の監事会監

事

コミッション・エコノミク・ドゥ・ラ・ナシオンの会

員、アソシアシオン・ドゥ・ジュネーヴの取締役、アソシ

アシオン・ドゥ・シエクルの取締役、グローバル・リイ

ンシュアランス・フォーラムの会員、リインシュアラン

スの諮問委員会の会員、ラボラトワール・デクセロンス

・フィナンス・エ・クロワッサン・デュラーブル

（LABEX FCD）の会員

保有株式数(注２)：2,684株

勤務地：フランス国パリ市ラ・デファンス、ド・ゴール

将軍通り１番地

(1, avenue du Général-de-Gaulle, 92074

PARIS LA DÉFENSE CEDEX, FRANCE)

従前の年度末における役職

（記載されている会社は、役職を務めたグループの親会社である。）

2011年

スコール・エスイーの会長

兼最高経営責任者

ボローレの取締役、ダッ

ソー・アヴィアシオンの取

締役、フォン・ストラテ

ジーク・ダンベスティスモ

ンの取締役、インベスコ・

リミテッド（米国）の取締

役

2010年

スコール・エスイーの会長

兼最高経営責任者

ボローレの取締役、ダッ

ソー・アヴィアシオンの取

締役、フォン・ストラテ

ジーク・ダンベスティスモ

ンの取締役、インベスコ・

リミテッド（米国）の取締

役

2009年

スコール・エスイーの会長

兼最高経営責任者

ボローレの取締役、ダッ

ソー・アヴィアシオンの取

締役、フォン・ストラテ

ジーク・ダンベスティスモ

ンの取締役、インベスコ・

リミテッド（米国）の取締

役

2008年

スコール・エスイーの会長

兼最高経営責任者

スコール・グローバル・

ピー・アンド・シー・エス

イーの会長、スコール・グ

ローバル・ライフ・ユーエ

ス・リインシュアランス・

カンパニー（米国）の会

長、スコール・グローバル

・ライフ・リインシュアラ

ンス・カンパニー・オブ・

テキサス（米国）の会長、

スコール・リインシュアラ

ンス・カンパニー（米国）

の会長、スコール・ユーエ

ス・コーポレーション（米

国）の会長、スコール・

ホールディング（スイス）

アーゲー（スイス）の会長

   スコール・グローバル・イ

ンベストメント・エスイー

の監事会会長

スコール・グローバル・ラ

イフ・エスイーの取締役、

スコール・カナダ・リイン

シュアランス・カンパニー

（カナダ）の取締役、ボ

ローレの取締役、ダッソー

・アヴィアシオンの取締

役、デクシャ・エスエー

（ベルギー）の取締役、

フォン・ストラテジーク・

ダンベスティスモンの取締

役、インベスコ・リミテッ

ド（米国）の取締役
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ヤム・インベスト・エヌ

ヴィー（オランダ）の監事

会監事

ヤム・インベスト・エヌ

ヴィー（オランダ）の監事

会監事

ヤム・インベスト・エヌ

ヴィー（オランダ）の監事

会監事

フィナンシエール・アコ

フィ・エスエーの無議決権

取締役、ジマール・フィナ

ンス・エ・カンパニ・エス

シーエーの無議決権取締役

ヤム・インベスト・エヌ

ヴィー（オランダ）の監事

会監事

フィナンシエール・アコ

フィ・エスエーの無議決権

取締役、ジマール・フィナ

ンス・エ・カンパニ・エス

シーエーの無議決権取締役

コミッション・エコノミク

・ドゥ・ラ・ナシオンの会

員、ル・シエクルの取締役、

アソシアシオン・ドゥ・

ジュネーヴの取締役、フラ

ンス医学研究会の委員会委

員、ユーロピアン・イン

シュアランス・フェデレー

ションの戦略委員会会員、

グローバル・リインシュア

ランス・フォーラムの会

員、リインシュアランスの

諮問委員会の会員

コミッション・エコノミク

・ドゥ・ラ・ナシオンの会

員、ル・シエクルの取締役、

アソシアシオン・ドゥ・

ジュネーヴの取締役、フラ

ンス医学研究会の委員会委

員、ユーロピアン・イン

シュアランス・フェデレー

ションの戦略委員会会員

コミッション・エコノミク

・ドゥ・ラ・ナシオンの会

員、コンセイユ・エコノ

ミーク・ソシアル・エ・ア

ンヴィロンヌメンタルの会

員、アソシアシオン・ドゥ

・ジュネーヴの取締役、フ

ランス医学研究会の委員会

委員、コミテ・デ・アント

ルプリーズ・ダシュランス

の会員、ユーロピアン・イ

ンシュアランス・フェデ

レーションの戦略委員会会

員

コミッション・エコノミク

・ドゥ・ラ・ナシオンの会

員、コンセイユ・エコノ

ミーク・ソシアル・エ・ア

ンヴィロンヌメンタルの会

員、アソシアシオン・ドゥ

・ジュネーヴの取締役、フ

ランス医学研究会の委員会

委員、コミテ・デ・アント

ルプリーズ・ダシュランス

の会員

 リインシュアランスの諮問

委員会の会長、グローバル

・リインシュアランス・

フォーラムの会長

リインシュアランスの諮問

委員会の会長、グローバル

・リインシュアランス・

フォーラムの会長、ル・シ

エクルの取締役会会長

ル・シエクルの取締役会会

長、パリ管弦楽団サークル

の会長

リインシュアランスの諮問

委員会の副会長

全米産業審議会の顧問

(注１)　斜体で記載された役職には、複数役職に関する2001年５月15日付フランス法令2001-401の規定は適用されない。

(注２)　2012年12月31日現在。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

282/792



 

ジャン－フランソワ・ルプティ

主要職務(注１)：各社の取締役

生年月日：1942年６月21日

任期：2011年５月11日から2014年株主総会まで

当初就任日：2004年５月５日

2012年12月31日現在の役職(注１)

スマート・トレード・テクノロジーズ・エスエーの取

締役、シャン・エスエーの取締役

カタール金融中央規制当局（ドーハ）（QFCRA）の取締

役、コンセイユ・ドゥ・レギュラシオン・フィナンシ

エ ー レ ・ エ ・ デ ュ ・ リ ス ク ・ シ ス テ ミ ー ク

（COREFRIS）の会員

 

保有株式数(注２)：8,749株

勤務地：フランス国パリ市ディデロー通り30番地

(30, boulevard Diderot, 75572 PARIS CEDEX

12, FRANCE)

 

従前の年度末における役職

（記載されている会社は、役職を務めたグループの親会社である。）

2011年

スマート・トレード・テ

クノロジーズ・エスエー

の取締役、シャン・エス

エーの取締役

カタール金融中央規制当

局（ドーハ）の取締役

2010年

スマート・トレード・テ

クノロジーズ・エスエー

の取締役、シャン・エス

エーの取締役

カタール金融中央規制当

局（ドーハ）の取締役

2009年

スマート・トレード・テ

クノロジーズ・エスエー

の取締役、シャン・エス

エーの取締役

カタール金融中央規制当

局（ドーハ）の取締役、オ

トリテ・デ・マルシェ・

フィナンシエールの取締

役、公会計標準化評議会の

会員

2008年

スマート・トレード・テ

クノロジーズ・エスエー

の取締役、シャン・エス

エーの取締役

カタール金融中央規制当

局（ドーハ）の取締役、オ

トリテ・デ・マルシェ・

フィナンシエールの取締

役

(注１)　斜体で記載された役職には、複数役職に関する2001年５月15日付フランス法令2001-401の規定は適用されない。

(注２)　2012年12月31日現在。
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ニコール・ミッソン

主要職務(注１)：顧客アドバイザー

生年月日：1950年５月21日

任期：BNPパリバの業務執行役員により2012年２月16日

から2015年２月15日までの３年間の任期で選任された。

当初就任日：2011年７月１日

2012年12月31日現在の役職(注１)

パリ労働裁判所（管理部門）の裁判官、コミッション・

パリテール・ドゥ・ラ・バンク（アソシアシオン・フラ

ンセ・デ・バンク‒償還請求委員会）の委員

保有株式数(注２)：174株

勤務地：フランス国パリ市クリニャンクール通り22番地

(22, rue de Clignancourt, 75018 PARIS,

FRANCE)

従前の年度末における役職

（記載されている会社は、役職を務めたグループの親会社である。）

2011年

パリ労働裁判所（管理部

門）の裁判官、コミッショ

ン・パリテール・ドゥ・ラ

・バンク（アソシアシオン

・フランセ・デ・バンク‒

償還請求委員会）の委員

   

(注１)　斜体で記載された役職には、複数役職に関する2001年５月15日付フランス法令2001-401の規定は適用されない。

(注２)　2012年12月31日現在。

 

ティエリー・ムシャール

主要職務：管理業務アシスタントおよび顧客取引部門

生年月日：1960年７月４日

任期：2012年２月16日（当該日付で従業員により選任）

から2015年２月15日まで

当初就任日：2012年２月16日

2012年12月31日現在の役職

なし

保有株式数(注１)：10株

勤務地：フランス国アンジェ、ブーラバード・デュ・マ

レシャル・フォック41番地

(41, boulevard du Maréchal Foch 49000

Angers FRANCE)

(注１)　2012年12月31日現在。
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ローレンス・パリゾ

主要職務(注１)：IFOPエスエーの取締役会副会長

生年月日：1959年８月31日

任期：2012年５月23日から2015年株主総会まで

当初就任日：2006年５月23日

2012年12月31日現在の役職(注１)

フランス企業連合（ムーヴモン・デ・アントルプリーズ

・ドゥ・フランス－MEDEF）の会長

コファス・エスエーの取締役

カンパニ・ジェネラル・デゼタブリスモン・ミシュラン

（SCA）の監事会監事

保有株式数(注２)：755株

勤務地：フランス国パリ市ウジェーヌ・ウーダン通り

6/8番地

(6/8, rue Eugène-Oudiné, 75013 PARIS,

FRANCE)

従前の年度末における役職

（記載されている会社は、役職を務めたグループの親会社である。）

2011年

IFOPエスエーの取締役副会

長

フランス企業連合（ムーヴ

モン・デ・アントルプリー

ズ・ドゥ・フランス－

MEDEF）の会長

コファス・エスエーの取締

役

カンパニ・ジェネラル・デ

ゼタブリスモン・ミシュラ

ン（SCA）の監事会監事

2010年

IFOPエスエーの取締役副会

長

フランス企業連合（ムーヴ

モン・デ・アントルプリー

ズ・ドゥ・フランス－

MEDEF）の会長

コファス・エスエーの取締

役

ミシュランの監事会監事

2009年

IFOPエスエーの取締役副会

長

フランス企業連合（ムーヴ

モン・デ・アントルプリー

ズ・ドゥ・フランス－

MEDEF）の会長

コファス・エスエーの取締

役

ミシュランの監事会監事

2008年

IFOPエスエーの取締役副会

長

フランス企業連合（ムーヴ

モン・デ・アントルプリー

ズ・ドゥ・フランス－

MEDEF）の会長

コファス・エスエーの取締

役

ミシュランの監事会監事

(注１)　斜体で記載された役職には、複数役職に関する2001年５月15日付フランス法令2001-401の規定は適用されない。

(注２)　2012年12月31日現在。
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エレーヌ・プロア

主要職務(注１)：ペセル・インダストリーズ・エスエーエス、ペセル・インダストリーズ・パートネール・エスエー

エスおよびFSHエスエーエスの会長

生年月日：1944年９月25日

任期：2011年５月11日から2014年株主総会まで

当初就任日：2003年３月21日

2012年12月31日現在の役職(注１)

ラファージの取締役、フェリング・エスエー（スイス）

の取締役、ソフィーナ（ベルギー）の取締役、ジェネジス

・エマージング・マーケット・ファンド・リミテッド

（ガーンジー）の取締役

イプソ・ホールディング（ルクセンブルク）のペセル・

インダストリーズ・パートネール・エスエーエスの常任

代表者、ゴエマル・ホールディング（ルクセンブルク）

の常任代表者、ストア・エレクトリック・システムズ

（フランス）の常任代表者

ピュブリシス・グループの監事会監事、ゴエマル・デ

ヴェロップモンの監事会監事、ラボラトワール・ゴエマ

ルの監事会監事

エレーヌ・プロアSARLのマネージャー、エレーヌ・マ

リー・ジョセフSARLのマネージャー、民間会社（Sociét

é civile）であるソルプのマネージャー

アンスティチュ・フランセ・デ・ザドミニストラター

（IFA）の会員、オルガニザシオン・メトロロジーク・モ

ンディアル（OMM）の会員

保有株式数(注２)：1,609株

勤務地：フランス国パリ市フォブル・サントノレ街162

番地

(162, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008

PARIS, FRANCE)

従前の年度末における役職

（記載されている会社は、役職を務めたグループの親会社である。）

2011年

ペセル・インダストリーズ

・エスエーエスの会長、ペ

セル・インダストリーズ・

パートネール・エスエーエ

スの会長、FSHエスエーエス

の会長

2010年

ペセル・インダストリーズ

・エスエーエスの会長、ペ

セル・インダストリーズ・

パートネール・エスエーエ

スの会長、FSHエスエーエス

の会長

2009年

ペセル・インダストリーズ

・エスエーエスの会長、ペ

セル・インダストリーズ・

パートネール・エスエーエ

スの会長

2008年

ペセル・インダストリーズ

・エスエーエスの会長、ペ

セル・インダストリーズ・

パートネール・エスエーエ

スの会長

ラファージの取締役、フェ

リング・エスエー（スイ

ス）の取締役、ソフィーナ

（ベルギー）の取締役

ラファージの取締役、フェ

リング・エスエー（スイ

ス）の取締役、コンプレテ

ル・エヌヴィー（オラン

ダ）の取締役、アンスティ

チュ・フランセ・デ・ザド

ミニストラターの取締役

ラファージの取締役、フェ

リング・エスエー（スイ

ス）の取締役、コンプレテ

ル・エヌヴィー（オラン

ダ）の取締役、アンスティ

チュ・フランセ・デ・ザド

ミニストラターの取締役

ラファージの取締役、フェ

リング・エスエー（スイ

ス）の取締役、コンプレテ

ル・エヌヴィー（オラン

ダ）の取締役

イプソ・ホールディング

（ルクセンブルク）のペセ

ル・インダストリーズ・

パートネール・エスエーエ

スの常任代表者、ゴエマル

・デヴェロップモン（フラ

ンス）の常任代表者、ラボ

ラトワール・ゴエマル（フ

ランス）の常任代表者、ゴ

エマル・ホールディング

（ルクセンブルク）の常任

代表者、ストア・エレクト

リック・システムズ（フラ

ンス）の常任代表者

イプソ・ホールディング

（ルクセンブルク）のペセ

ル・インダストリーズ・

パートネール・エスエーエ

スの常任代表者

イプソ・ホールディング

（ルクセンブルク）のペセ

ル・インダストリーズ・

パートネールの常任代表者

イプソ・ホールディング

（ルクセンブルク）のペセ

ル・インダストリーズ・

パートネールの常任代表者
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ピュブリシス・グループの

監事会監事

エレーヌ・プロアSARLのマ

ネージャー、エレーヌ・マ

リー・ジョセフSARLのマ

ネージャー 、民間会社

（Société civile）であ

るソルプのマネージャー、

ゴエマル・ホールディング

（ルクセンブルク）のマ

ネージャー

ピュブリシス・グループの

監事会監事

エレーヌ・プロアSARLのマ

ネージャー、エレーヌ・マ

リー・ジョセフSARLのマ

ネージャー 、民間会社

（Société civile）であ

るソルプのマネージャー

ピュブリシス・グループの

監事会監事

エレーヌ・プロアSARLのマ

ネージャー、エレーヌ・マ

リー・ジョセフSARLのマ

ネージャー 、民間会社

（Société civile）であ

るソルプのマネージャー

ピュブリシス・グループの

監事会監事

エレーヌ・プロアSARLのマ

ネージャー、エレーヌ・マ

リー・ジョセフSARLのマ

ネージャー 、民間会社

（Société civile）であ

るソルプのマネージャー

国際連合職員年金基金の投

資委員会委員（2011年末ま

で）、世界保健機関（WHO）

の独立専門監督顧問委員会

（IEOAC）委員、アンスティ

チュ・フランセ・デ・ザド

ミニストラターの委員

国際連合職員年金基金の投

資委員会委員、世界保健機

関（WHO）の独立専門監督

顧問委員会（IEOAC）委員

国際連合職員共同年金基金

の投資委員会委員

国際連合職員共同年金基金

の投資委員会委員

(注１)　斜体で記載された役職には、複数役職に関する2001年５月15日付フランス法令2001-401の規定は適用されない。

(注２)　2012年12月31日現在。
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ミシェル・ティルマン

主要職務(注１)：ストラフィンsprl（ベルギー）のマネージャー

生年月日：1952年７月21日

任期：2010年５月12日から2013年株主総会まで

当初就任日：2010年５月12日

（2009年11月４日から2010年５月11日までBNPパリバの

無議決権取締役を務めた。）

2012年12月31日現在の役職(注１)

ガーディアン・ホールディングス・リミテッド

（ジャージー）の会長、ガーディアン・アクイジション

ズ・リミテッド（英国）の会長

ソフィーナ・エスエー（ベルギー）の取締役、グループ

・ロイスト・エスエー（ベルギー）の取締役、フォイ

ヤー・アシュアランシズ・エスエー（ルクセンブル

ク）の取締役、キャピタラット・ワーク・フォイヤー・

グループ・エスエー（ルクセンブルク）の取締役、ユニ

ヴェルシテ・カトリーク・ドゥ・ルーヴァン（ベル

ギー）の取締役、ロイヤル・オートモビール・クラブ

（ベルギー）の取締役

シンヴェン・リミテッド（英国）の上席顧問

 

保有株式数(注２)：500株

勤務地：ベルギー国ラ・ウルプ、ムーラン通り10 B-1310

(Rue du Moulin 10 B-1310 LA HULPE,

BELGIUM)

 

従前の年度末における役職

（記載されている会社は、役職を務めたグループの親会社である。）

2011年

グリーン・デイ・ホール

ディングス・リミテッド

（ジャージー）の会長、グ

リーン・デイ・アクイジ

ションズ・リミテッド

（英国）の会長

 

2010年

シンヴェン・リミテッド

（英国）の上席顧問

 

  

ソフィーナ・エスエー

（ベルギー）の取締役、グ

ループ・ロイスト・エス

エー（ベルギー）の取締

役、フォイヤー・アシュア

ランシズ・エスエー（ル

クセンブルク）の取締役、

キャピタラット・ワーク

・フォイヤー・グループ

・エスエー（ルクセンブ

ルク）の取締役、ユニヴェ

ルシテ・カトリーク・

ドゥ・ルーヴァン（ベル

ギー）の取締役、ロイヤル

・オートモビール・クラ

ブ（ベルギー）の取締役

シンヴェン・リミテッド

（英国）の上席顧問

ソフィーナ・エスエー

（ベルギー）の取締役、グ

ループ・ロイスト・エス

エー（ベルギー）の取締

役、フォイヤー・アシュア

ランシズ・エスエー（ル

クセンブルク）の取締役、

キャピタラット・ワーク

・フォイヤー・グループ

・エスエー（ルクセンブ

ルク）の取締役、ユニヴェ

ルシテ・カトリーク・

ドゥ・ルーヴァン（ベル

ギー）の取締役、ロイヤル

・オートモビール・クラ

ブ（ベルギー）の取締役

(注１)　斜体で記載された役職には、複数役職に関する2001年５月15日付フランス法令2001-401の規定は適用されない。

(注２)　2012年12月31日現在。
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エミール・ヴァン・ブルークホーヴェン

主要職務(注１)：経済学者、アントワープ大学（ベルギー）の名誉教授

生年月日：1941年４月30日

任期：2010年５月12日から2013年株主総会まで

当初就任日：2010年５月12日

（2009年11月４日から2010年５月11日までBNPパリバの

無議決権取締役を務めた。）

2012年12月31日現在の役職

なし

保有株式数(注２)：550株

勤務地：ベルギー国アントワープ、ザント7-9 B-2000

(Zand 7-9 B-2000 ANTWERP, BELGIUM)

従前の年度末における役職

（記載されている会社は、役職を務めたグループの親会社である。）

2011年

なし

2010年

なし

  

(注１)　斜体で記載された役職には、複数役職に関する2001年５月15日付フランス法令2001-401の規定は適用されない。

(注２)　2012年12月31日現在。
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ダニエラ・ウェイバー－レイ

主要職務(注１)：クリフォード・チャンス・フランクフルト・ドイツのパートナー

生年月日：1957年11月18日

任期：2011年５月11日から2014年株主総会まで

当初就任日：2008年５月21日

2012年12月31日現在の役職(注１)

コーポレート・ガバナンス・コードに関するドイツ政府

委員会委員、欧州保険年金監督機構（EIOPA）の利害関係

者グループの会員、クリフォード・チャンス・パート

ナーシップ・カウンシルの会員、ブリュッセルの欧州

コーポレート・ガバナンス・インスティテュート

（ECGI） （ベルギー）の取締役、フランクフルトの保険

業規制のための国際機関（ICIR）の諮問委員会委員（ド

イツ）

保有株式数(注２)：2,148株

勤務地：ドイツ国フランクフルトアムマイン市ラント・

シュトラーセ46番地

(Mainzer Landstrasse 46 D 60325 Frankfurt

Am Main Germany)

従前の年度末における役職

（記載されている会社は、役職を務めたグループの親会社である。）

2011年

コーポレート・ガバナンス

・コードに関するドイツ政

府委員会委員、欧州保険年

金監督機構（EIOPA）の利

害関係者グループの会員、

クリフォード・チャンス・

パートナーシップ・カウン

シルの会員

2010年

欧州委員会の金融サービス

分野におけるコーポレート

・ガバナンスの専門家であ

るアド・ホック・グループ

の会員、コーポレート・ガ

バナンス・コードに関する

ドイツ政府委員会委員、ク

リフォード・チャンス・

パートナーシップ・カウン

シルの会員

2009年

欧州委員会のコーポレート

・ガバナンスおよび会社法

の諮問団団員、欧州委員会

のクロス・ボーダー投資に

対する障壁を除去する専門

家集団の会員、欧州委員会

の金融サービス分野におけ

るコーポレート・ガバナン

スの専門家であるアド・

ホック・グループの会員、

コーポレート・ガバナンス

・コードに関するドイツ政

府委員会委員

2008年

欧州委員会のコーポレート

・ガバナンスおよび会社法

の諮問団団員、欧州委員会

のクロス・ボーダー投資に

対する障壁を除去する専門

家集団の会員、コーポレー

ト・ガバナンス・コードに

関するドイツ政府委員会委

員

(注１)　斜体で記載された役職には、複数役職に関する2001年５月15日付フランス法令2001-401の規定は適用されない。

(注２)　2012年12月31日現在。
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 フィールズ・ウィッカー－ミウリン

主要職務(注１)：パートナー・オブ・リーダーズ・クエスト（英国）の共同設立者兼パートナー

生年月日：1958年７月30日

任期：2011年５月11日から2014年株主総会まで

当初就任日：2011年５月11日

2012年12月31日現在の役職(注１)

CDCグループ・ピーエルシーの取締役、バラルプール・イ

ンターナショナル・グラフィック・ペーパー・ホール

ディングスの取締役

バテックス・スクール・オブ・リーダーシップ－バージ

ニア大学（米国）の理事

保有株式数(注２)：139株

勤務地：英国サリー、リッチモンド、リッチモンド・ヒル

3-5

(3-5 Richmond Hill, Richmond, Surrey TW10

6RE - United Kingdom)

従前の年度末における役職

（記載されている会社は、役職を務めたグループの親会社である。）

2011年

CDCグループ・ピーエル

シーの取締役、バラルプー

ル・インターナショナル・

グラフィック・ペーパー・

ホールディングスの取締役

バテックス・スクール・オ

ブ・リーダーシップ－バー

ジニア大学の理事

   

(注１)　斜体で記載された役職には、複数役職に関する2001年５月15日付フランス法令2001-401の規定は適用されない。

(注２)　2012年12月31日現在。
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 マリオン・ギヨー

主要職務：アグリニウムの会長

生年月日：1954年９月17日

任期：2013年５月15日から2016年株主総会まで

当初就任日：2013年５月15日

2012年12月31日現在の役職

ヴェオリア・オンヴィロンヌモンの取締役、エコール・

ポリテクニークの理事長、農業・気候変動調査共同イニ

シアティブ（JPI FACCE）の会長、パリ政治学院基金の

取締役、レジオン・ドヌール国家評議会の会員、イメリ

スの取締役、アパヴの取締役、（国家代表として）アレ

ヴァの監事会監事、CGIARの取締役

保有株式数：該当なし

個人の住所：フランス国ヴァンヴ、ヴィラ・ダルクイユ

19番地

(19, Villa d’Arcueil ‒ 92170

Vanves, France)

 

クリストフ・ド・マルジェリー

主要職務：トタル・エスエーの会長兼最高経営責任者

生年月日：1951年８月６日

任期：2013年５月15日から2016年株主総会まで

当初就任日：2013年５月15日

2012年12月31日現在の役職

トタルE&P（インドネシア）の会長、シュトックマン・

ディベロップメント・アーゲー（スイス）の取締役、

ヴィヴェンディの監事会監事、CDMパトリモニアルSARL

のマネージャー

保有株式数：該当なし

勤務地：パリ市ラ・デファンス、プラス・ジャン・ミリ

エ２番 - トタル・エスエー

(Total S.A. ‒ 2 place Jean Millier,

92078 Paris La Défense Cedex)
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その他の会社役員

フィリップ・ボルデナーヴ

主要職務(注１)：BNPパリバの最高業務責任者

生年月日：1954年８月２日 2012年12月31日現在の役職(注１)

BNPパリバ・パーソナル・ファイナンスの取締役

BNPパリバ・セキュリティーズ・サービシズ（SCA）のア

ンタン・パリティシパシオン５（SAS）の常任代表者

保有株式数(注２)：39,049株

勤務地：フランス国パリ市ダンタン通り３番地

(3, rue d’Antin, 75002 PARIS, FRANCE)

従前の年度末における役職

（記載されている会社は、役職を務めたグループの親会社である。）

2011年

BNPパリバの最高業務責任

者（2011年12月１日から）

BNPパリバ・UK・ホール

ディングス・リミテッド

（英国）の取締役、BNPパリ

バ・パーソナル・ファイナ

ンスの取締役

BNPパリバ・セキュリ

ティーズ・サービシズ

（SCA）のアンタン・パリ

ティシパシオン５（SAS）

の常任代表者

   

(注１)　斜体で記載された役職には、複数役職に関する2001年５月15日付フランス法令2001-401の規定は適用されない。

(注２)　2012年12月31日現在。
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ジョルジュ・ショドゥロン・ドゥ・クールセル

主要職務(注１)：BNPパリバの最高業務責任者

生年月日：1950年５月20日 2012年12月31日現在の役職(注１)

BNPパリバ（スイス）エスエーの会長

フォルティス銀行エスエー／エヌヴィー（ベルギー）の

副会長

アルストムの取締役、ブイグの取締役、ソシエテ・フォン

シエールの取締役、フィナンシエール・エ・ドゥ・パル

ティシパシオン（FFP）の取締役、ネザンの取締役、CNP－

カンパニ・ナシオナル・ア・ポルトフォイユ（ベル

ギー）の取締役、エルベ・エスエー（ベルギー）の取締

役、GBL－グループ・ブリュセッル・ランベール（ベル

ギー）の取締役、スコール・ホールディング（スイス）

アーゲー（スイス）の取締役、スコール・グローバル・

ライフ・リュックフェルジッヒャルング・シュヴァイツ

・アーゲー（スイス）の取締役、スコール・スイス・

アーゲー（スイス）の取締役、ベルナール・アンヴェス

ティスモン・エスエーエスの取締役

ラガルデール・エスシーエーの監事会監事

エクサンの無議決権取締役、スコール・エスイーの無議

決権取締役

 

保有株式数(注２)：71,561株

勤務地：フランス国パリ市ダンタン通り３番地

(3, rue d’Antin, 75002 PARIS, FRANCE)

従前の年度末における役職

（記載されている会社は、役職を務めたグループの親会社である。）

2011年

BNPパリバの最高業務責任

者

カンパニ・ダンヴェスティ

スモン・ドゥ・パリ・エス

エーエスの会長、フィナン

シエールBNPパリバ・エス

エーエスの会長、BNPパリバ

（スイス）エスエーの会長

フォルティス銀行エス

エー／エヌヴィー（ベル

ギー）の副会長

2010年

BNPパリバの最高業務責任

者

カンパニ・ダンヴェスティ

スモン・ドゥ・パリ・エス

エーエスの会長、フィナン

シエールBNPパリバ・エス

エーエスの会長、BNPパリバ

（スイス）エスエーの会長

フォルティス銀行エス

エー／エヌヴィー（ベル

ギー）の副会長

2009年

BNPパリバの最高業務責任

者

カンパニ・ダンヴェスティ

スモン・ドゥ・パリ・エス

エーエスの会長、フィナン

シエールBNPパリバ・エス

エーエスの会長、BNPパリバ

（スイス）エスエーの会長

フォルティス銀行エス

エー／エヌヴィー（ベル

ギー）の副会長

2008年

BNPパリバの最高業務責任

者

カンパニ・ダンヴェスティ

スモン・ドゥ・パリ・エス

エーエスの会長、フィナン

シエールBNPパリバ・エス

エーエスの会長、BNPパリバ

（スイス）エスエーの会長
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アルストムの取締役、ブイ

グの取締役、ソシエテ・

フォンシエールの取締役、

フィナンシエール・エ・

ドゥ・パルティシパシオン

・エスエーの取締役、ネザ

ンの取締役、CNP－カンパニ

・ナシオナル・ア・ポルト

フォイユ（ベルギー）の取

締役の取締役、エルベ・エ

スエー（ベルギー）の取締

役、GBL－グループ・ブリュ

セッル・ランベール（ベル

ギー）の取締役、スコール

・ホールディング（スイ

ス）アーゲー（スイス）の

取締役、スコール・グロー

バル・ライフ・リュック

フェルジッヒャルング・

シュヴァイツ・アーゲー

（スイス）の取締役、ス

コール・スイス・アーゲー

（スイス）の取締役、ベル

ナール・アンヴェスティス

モン・エスエーエスの取締

役

アルストムの取締役、ブイ

グの取締役、ソシエテ・

フォンシエールの取締役、

フィナンシエール・エ・

ドゥ・パルティシパシオン

・エスエーの取締役、ネザ

ンの取締役、エルベ・エス

エー（ベルギー）の取締

役、GBL－グループ・ブリュ

セッル・ランベール（ベル

ギー）の取締役、スコール

・ホールディング（スイ

ス）アーゲー（スイス）の

取締役、スコール・グロー

バル・ライフ・リュック

フェルジッヒャルング・

シュヴァイツ・アーゲー

（スイス）の取締役、ス

コール・スイス・アーゲー

（スイス）の取締役、ベル

ナール・アンヴェスティス

モン・エスエーエスの取締

役

アルストムの取締役、ブイ

グの取締役、ソシエテ・

フォンシエールの取締役、

フィナンシエール・エ・

ドゥ・パルティシパシオン

・エスエーの取締役、ネザ

ンの取締役、エルベ・エス

エー（ベルギー）の取締

役、GBL－グループ・ブリュ

セッル・ランベール（ベル

ギー）の取締役、スコール

・ホールディング（スイ

ス）アーゲー（スイス）の

取締役、スコール・グロー

バル・ライフ・リュック

フェルジッヒャルング・

シュヴァイツ・アーゲー

（スイス）の取締役、ス

コール・スイス・アーゲー

（スイス）の取締役、ベル

ナール・アンヴェスティス

モン・エスエーエスの取締

役

アルストムの取締役、ブイ

グの取締役、ソシエテ・

フォンシエールの取締役、

フィナンシエール・エ・

ドゥ・パルティシパシオン

・エスエーの取締役、ネザ

ンの取締役、BNPパリバZAO

（ロシア）の取締役、エル

ベ・エスエー（ベルギー）

の取締役、スコール・ホー

ルディング（スイス）アー

ゲー（スイス）の取締役、

ベルナール・アンヴェス

ティスモン・エスエーエス

の取締役

ラガルデール・エスシー

エーの監事会監事

エクサンの無議決権取締

役、スコール・エスエーの

無議決権取締役

ラガルデール・エスシー

エーの監事会監事

エクサンの無議決権取締

役、サフランの無議決権取

締役、スコール・エスエー

の無議決権取締役

ラガルデール・エスシー

エーの監事会監事

エクサンの無議決権取締

役、サフランの無議決権取

締役、スコール・エスエー

の無議決権取締役

ラガルデール・エスシー

エーの監事会監事

エクサンの無議決権取締

役、サフランの無議決権取

締役、スコール・エスエー

の無議決権取締役

(注１)　斜体で記載された役職には、複数役職に関する2001年５月15日付フランス法令2001-401の規定は適用されない。

(注２)　2012年12月31日現在。
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フランソワ・ヴィルロイ・ドゥ・ガロー

主要職務(注１)：BNPパリバの最高業務責任者

生年月日：1959年２月24日 2012年12月31日現在の役職(注１)

BGL BNPパリバ（ルクセンブルク）の副会長

BNPパリバ・フォルティスの取締役（ベルギー）、BNPパ

リバ・リーシング・ソリューション（ルクセンブルク）

の取締役、アルバル・サービス・リースの取締役、コータ

ル・コンソールの取締役、バンカ・ナッツィオナーレ・

デル・ラヴォーロ（イタリア）の取締役

バイヤール・プレスの監事会監事、ビレロイ・ボッホ・

アーゲーの監事会監事（ドイツ）

保有株式数(注２)：1,411株(注３)

勤務地：フランス国パリ市ダンタン通り３番地

(3, rue d’Antin, 75002 PARIS, FRANCE)

従前の年度末における役職

（記載されている会社は、役職を務めたグループの親会社である。）

2011年

BNPパリバの最高業務責任

者（2011年12月１日から）

BNPパリバ・カーディフの

取締役、BNPパリバ・デヴェ

ロップモンの取締役、BGL

BNPパリバ（ルクセンブル

ク）の取締役

バイヤール・プレスの監事

会監事、ビレロイ・ボッホ

・アーゲーの監事会監事

（ドイツ）

   

(注１)　斜体で記載された役職には、複数役職に関する2001年５月15日付フランス法令2001-401の規定は適用されない。

(注２)　2012年12月31日現在。

(注３)　さらに、フランソワ・ヴィルロイ・ドゥ・ガローは、社内貯蓄制度の下で876株相当のBNPパリバの株式を所有してい

る。
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(2) 業務執行委員会

2012年12月31日現在におけるBNPパリバの業務執行委員会の構成員は、以下のとおりである。

 

ジャン・ローラン・ボナフェ  最高経営責任者兼取締役

フィリップ・ボルデナーヴ  最高業務責任者

ジョルジュ・ショドゥロン・

ドゥ・クールセル

 最高業務責任者

フランソワ・ヴィルロイ・ドゥ・ガロー  最高業務責任者

ジャック・デステ  最高業務責任者代理ならびにインベストメント

・ソリューションズ事業、パーソナル・ファイ

ナンスおよび海外リテール・バンキング担当役

員

アラン・パピアス  最高業務責任者代理兼コーポレート・バンキン

グ事業および投資銀行事業担当役員

ジャン・クラモン  マネージング・ディレクター兼コンプライアン

スおよび内部統制担当役員

マリ・クレール・カポビアンコ  フランス国内のリテール・バンキング担当役員

ステファン・デクラーヌ  海外リテール・バンキング担当役員

ファービオ・ガリア  BNLの最高経営責任者兼取締役およびイタリア

担当役員

ヤン・ジェラルダン  グローバル・エクイティおよび商品デリバティ

ブ担当役員

マクシム・ジャド  BNPパリバ・フォルティス担当役員

フレデリック・ジャンボン  フィクスト・インカム担当役員

ミシェル・コンザティ  当社グループリスク管理責任者

ティエリー・ラボルド  BNPパリバ・パーソナル・ファイナンス担当役

員

エリック・ロンバー  BNPパリバ・カーディフ担当役員

イヴ・マートルンシャール(注１)  当社グループ人事担当役員

エリック・レイノー  アジア太平洋地域担当役員

 

2007年11月以降、BNPパリバの業務執行委員会は、常設事務局による補助を受けている。

 

(注１)　イヴ・マートルンシャールは、フレデリック・ラヴェニールの後任である。
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(3) 会社役員等の報酬

2012年に会社役員に支払われた報酬および給付金

連結財務書類の注8.e「当グループの役員に対する報酬および給付」を参照。

 

役員報酬

下記「５ (1) コーポレート・ガバナンスの状況」を参照。

 

ストック・オプションおよびパフォーマンス・シェアに関する情報

下記2012年の表は、譲渡または行使された金融商品を含め、最多数の金融商品を受領した会社役員以外のBNP

パリバの従業員を表す。

 

 
付与／行使された
オプション数

加重平均行使価格
（単位：ユーロ）

付与日

2012年に付与されたオプション
（上位10件の付与）

- - -

2012年に行使されたオプション
（10名の従業員）

134,272 36.29 2003年３月21日

 

 
付与／譲渡された

株式数
付与日

2012年に付与されたパフォーマンス・シェア
（上位10件の付与）

109,500 2012年３月６日

2012年に譲渡されたパフォーマンス・シェア
（10名の従業員）

4,318 2009年４月６日

 

報告されたBNPパリバ株式に係る取引の要約

下記の表は、会社役員ならびにフランス通貨金融法典第L621-18-2条が適用されたその他の者により2012年度

に行われ、かつ金融市場機関の一般規則第223-22条ないし第223-26条に基づいて報告されるべきBNPパリバ株式

に係る取引を表す。

 

氏　　名
役　　職

取引者
金融商品
の種類

取引内容
取引
件数

取引合計金額
（単位：ユーロ）

ジャン・ローラン・ボナフェ
BNPパリバの最高経営責任者

本人 BNPパリバ株式購入（3,629株）２件 91,423.32

フィリップ・ボルデナーヴ
BNPパリバの最高業務責任者

本人 BNPパリバ株式購入（1,817株）１件 44,661.86

ジョルジュ・ショドゥロン・ドゥ・
クールセル
BNPパリバの最高業務責任者

本人 BNPパリバ株式

購入（2,618株）１件 64,350.44

売却（3,000株）１件 112,200.00

エレーヌ・プロア
BNPパリバの取締役

本人 BNPパリバ株式購入（79株） １件 1,491.82

ルイ・シュヴァイツァー
BNPパリバの取締役 本人 BNPパリバ株式購入（732株） １件 17,992.56
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５ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

本項は、フランス商法第L225-37条に従い作成されている。

本項における情報については、とりわけ2004年４月29日付欧州委員会規則（EC）809/2004の別紙１ならびに

Afep-Medef企業統制規約を参照するコーポレート・ガバナンスおよび企業取締役報酬に関するAMF提案第

2012-02号（AMF年次報告書に含まれる提案の総合的な提示）が考慮される。

フランス商法第L225-37条の規定に従って、本項においてBNPパリバが自主的に参照した企業統制規約は、フラ

ンス労働者組織であるフランス私企業協会（Afep）およびフランス企業連合（Medef）により発行された上場

会社向け企業統制規約である。BNPパリバは、かかる規約の勧告をすべて適用している。

 

BNPパリバのコーポレート・ガバナンス

１. ガバナンスの原則

本項は、引用または抜粋の形式で、取締役会の構成および運営に関する取締役会の内部規則、業務執行陣およ

び意思決定機関との間の仕事の配分、特別委員会の権限および運営ならびに取締役および無議決権取締役の業

務についてのすべての規定を複製する（注１）。

 

(注１)　取締役会は、会長の提案により、定款に従い１名または２名の無議決権取締役を選任することができる。無議決権取

締役は、顧問の立場で取締役会議に参加する。

 

1.a 取締役会の権限

・内部規則は、取締役会により1997年に採択され、取締役会およびその特別委員会の任務を規定する。当該内部

規約は、現行の法律、規則および市場ガイドラインを遵守し、企業統治の分野における最善の慣行に対応する

ため、定期的に更新されている。当該内部規約は、取締役の業務に関する事項および取締役の倫理規範も含む。

・取締役会の特別委員会とは、財務書類委員会、内部統制・リスク管理・法令遵守委員会、企業統制・指名委員

会および報酬委員会をいう。

　財務書類委員会とは別に内部統制・リスク管理・法令遵守委員会を創設するにあたって、取締役会は、1994年

には、通常、監査委員会に委譲される権限を分離する決定を行った。2007年に、取締役会は、法令遵守に関する

方針およびリスク、とりわけレピュテーション・リスクまたは職業倫理に関するリスクに関するあらゆる問

題についての内部統制・リスク委員会の権限を拡大させた。内部統制・リスク管理・法令遵守委員会は、会計

および財務情報の監査および作成に関する事項を監視する責任を有する財務書類委員会から独立し、補完的

にその業務を遂行している。これら２つの委員会は、BNPパリバのリスクおよび引当金政策に関する事項を扱

い、内部監査計画および外部監査計画を検討し、リスク管理方針およびその仕組みを評価する際の取締役会の

業務を準備するために年２回会議を開催する。これらの委員会は、当社グループの最高財務責任者およびグ

ループリスク管理部門の部長が共同で作成した文書に基づいて審議をしており、最高財務責任者およびグ

ループリスク管理部門の部長はこれらの委員会に出席する。
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　これら２つの委員会の構成およびそれぞれの分野で行っている業務は、内部統制およびリスク方針の質を保証

するため、法律上規定されているか、規制当局が定めた規定またはBNPパリバ自身が課した規則に含まれてい

るかどうかにかかわらず、銀行およびプルデンシャル規律の要件を満たすことが意図されている。

・取締役会および各委員会の権限に関する内部規則の抜粋は、本項の補記として記載されている。

 

1.b 会長と最高経営責任者との職務の分離

会長の職務を最高経営責任者の職務から分離することは、企業統治分野における最善の慣行に従い、透明性の

ある業務執行陣の継続性を確実なものにしたいというBNPパリバの展望を表している。2011年12月１日の取締役

会議において、取締役会は、会長の職務と最高経営責任者の職務を分離する旨の2003年６月11日付の決定を確認

した。

 

会長の職務

会長は、株主との関係の質の維持を保証し、業務執行陣がかかる分野で講じたあらゆる手段に関して緊密に連

携することについて責任を負う。これに関連し、会長は、当行と個人株主との連携を支援することを目的とした

株主連携委員会の議長を務める。会長は、年に数回、当社の戦略についての説明を行う会議に株主を招待する。

会長は、最高経営責任者に対し、その業務執行責任を尊重しながら支援および助言を提供し、自身の利用可能

性を確保し自身の経験による恩恵を当社グループにもたらすために、会長業務を体系化している。会長の職務

は、その性質上、補助的なものであり、会長に対し執行権を付与するものではない。これらの職務は、当社グルー

プにおいて単独の運営責任を有する最高経営責任者の権限を制限するものでは全くない。

最高経営責任者の求めにより、会長は、戦略、組織、投資または投資廃止計画、リスクおよび財務情報に関する

議題を扱うすべての内部会議に参加することができる。会長は、取締役会の権限を侵害することなく自身の意見

を述べる。

業務執行陣と緊密に連携しながら、会長は、高度な関係、とりわけ国内外両レベルでの主要な顧客および当局

との関係において当社グループを代表することができる。会長は、大企業および国際金融機関を担当するチーム

に支援を提供する。また、会長は、とりわけ主要なコーポレート・ファイナンス取引の完了を支援することによ

り、当行の顧問業務の発展にも貢献する。会長は、業務執行陣に支援を提供し、業務執行陣からの要請があれば、

国内外の金融および通貨当局との関係において当行を代表する。会長は、当行に影響を与える規制の進展および

公共政策に関する議論、さらに一般的に言えば、銀行部門に関する議論において積極的な役割を果たす。

会長は、BNPパリバの価値観やイメージを当社グループ内外において広めることに貢献している。会長は、当行

の基本指針、とりわけ職業倫理の分野における基本指針を表明し、自身の国内および国外の公的機関の一員とし

ての個人的責任を果たすことで、当社グループの評価に貢献している。
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これらの職務は、会長が当社グループの業務に対して自身の時間を割くことを要求する。会長が当社グループ

の業務を成功させるために取ったイニシアティブおよび措置は、取締役会が会長の業務を評価し、報酬を決定す

る際にすべて考慮される。

会長の職務に関する内部規則の抜粋は本項の補記として記載されている。

 

最高経営責任者の権限

最高経営責任者は、あらゆる状況においてBNPパリバのために行動し、第三者との関係で当行を代表する最も

幅広い権限を有している。最高経営責任者は、当社グループ全体に対する権限を有し、内部統制手続に関する組

織および当該組織に関して規制上必要とされるあらゆる情報について責任を負っている。

最高経営責任者は、企業目的による制限の範囲内で、法律に基づき明示的に定時株主総会および取締役会に帰

属する権限に従って、権限を行使している。

内部的に、取締役会規則は、最高経営責任者に対し、250百万ユーロを超えるすべての投資または投資廃止につ

いての決定（ポートフォリオ取引を除く。）およびかかる上限を超えるすべての株式持分の取得または処分の

提案（ポートフォリオ取引を除く。）に関して取締役会の事前承認を求めることを要求している。また、最高経

営責任者は、１百万ユーロ（VATを除く。）を超える報酬を伴うすべての監査に関連しない業務について、取締役

会の財務書類委員会に対し事前承認を求めなければならない。

 

1.c 取締役会の構成員の独立性

取締役会の構成員

・取締役会の提案により、2012年５月23日の定時株主総会（注１）において、ローレンス・パリゾ、ドゥニ・ケ

スレーおよびミシェル・ペブローが再任され、ピエール・アンドレ・ドゥ・シャランダルが選任された。15名

の取締役が本株主総会に出席した。

・2012年５月23日の定時株主総会終了時において、取締役会には16名の取締役がおり、そのうち14名は株主に

よって任命された。2012年２月16日、従業員互選取締役であるティエリー・ムシャールは、ジャン－マリー・

ギアーノの後任となった。2012年12月31日現在、株主によって任命された取締役の35.7％（14名のうち５名）

は女性であった。取締役会には５ヶ国の出身者が存在する。

 

(注１)　定款第18条は、株主が定時株主総会に出席する際の手続について定めている。
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取締役の独立性

以下の取締役は、Afep-Medef企業統制規約に規定される独立基準を満たしている。すなわち、ピエール・アン

ドレ・ドゥ・シャランダル、メグレナ・クネヴァ、ジャン-フランソワ・ルプティ、ルイ・シュヴァイツァー、

ローレンス・パリゾ、エレーヌ・プロア、ミシェル・ティルマン、エミール・ヴァン・ブルークホーヴェン、ダニ

エラ・ウェイバー・レイおよびフィールズ・ウィッカー－ミウリンである。Afep-Medef企業統制規約（第8.5）

内の基準によれば、取締役会は、BNPパリバの資本構成および利益相反の可能性がないことから、ミシェル・ティ

ルマンおよびエミール・ヴァン・ブルークホーヴェンの独立性が保証されたとの見解を示している。取締役会

は、独自の評価方法に基づき、ドゥニ・ケスレーについて、2012年５月23日に開催された定時株主総会において

再任が提案される前の時点では、12年超取締役を務めたことに関連した独立性の喪失に関する基準は該当しな

いとの見解を示した。取締役会は、取締役会の決定が、ドゥニ・ケスレーの個人的資質についての評価ならびに

同氏の取締役および報酬委員会の議長としての職務遂行における判断の自由に基づいたものであることを強調

した。取締役および財務書類委員会の議長であるルイ・シュヴァイツァーの評価も行い、取締役会は、同様の理

由から、同氏が取締役を務めた期間に関して独立性の喪失に関する基準は該当しないとの見解を示した。これら

すべての評価は、Afep-Medef企業統制規約の規定に従って作成された。BNPパリバの取締役の過半数は、当該規約

によれば社外取締役である。

・取締役会の２名の従業員代表者である、ティエリー・ムシャールおよびニコール・ミッソンは、両氏の地位お

よび両氏が選任された方法は両氏の独立性を保証したものであるにもかかわらず、このAfep-Medef企業統制

規約の基準に基づくと、社外取締役としての資格はない。

・株主によって任命された３名の取締役、すなわち、取締役会会長であるボードゥアン・プロ、名誉会長である

ミシェル・ペブローおよび最高経営責任者であるジャン・ローラン・ボナフェは、Afep-Medef企業統制規約

内の基準によれば、社外取締役としての資格はない。

 

下記の表は、Afep-Medef企業統制規約において定められている独立基準に関する各取締役の状況を表す。
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Afep-Medef企業統制規約の独立基準に関する取締役の状況

 

 第１基準 第２基準 第３基準 第４基準 第５基準 第６基準 第７基準

B.プロ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

M.ペブロー × ○ ○ ○ ○ × ○

J.L.ボナフェ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

P.A.ドゥ・シャランダル ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

D.ケスレー ○ ○ ○ ○ ○ ×(＊) ○

M.クネヴァ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

J.F.ルプティ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

N.ミッソン × ○ ○ ○ ○ ○ ○

T.ムシャール × ○ ○ ○ ○ ○ ○

L.パリゾ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

H.プロア ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

L.シュヴァイツァー ○ ○ ○ ○ ○ ×(＊) ○

M.ティルマン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

E.ヴァン・ブルーク
ホーヴェン

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

D.ウェイバー・レイ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F.ウィッカー－ミウリン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

要点：

「○」:Afep-Medef企業統制規約に定義される独立基準の遵守。

「×」:Afep-Medef企業統制規約に定義される独立基準の不遵守。

第１基準：過去５年間において、当社の従業員または会社役員でないこと。

第２基準：他の企業が有する事業所に関する問題がないこと。

第３基準：実質的な取引関係を有さないこと。

第４基準：会社役員と家族関係を有さないこと。

第５基準：過去５年間において、当社の監査役でないこと。

第６基準：12年間を超えて当社の取締役でないこと。

第７基準：大株主でないこと。

(＊)　上記の「取締役の独立性」の記載を参照。
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・取締役会は、取締役の独立性を確保するために必要とされる主要な個人的資質は、Afep-Medef企業統制規約に

規定される基準の遵守に加え、以下のとおりであると判断している。

・経験ならびに問題およびリスクを理解する能力に基づいた力量

・勇敢さ、とりわけ意見を述べ、判断を下す勇敢さ

・必要な公平さを持ちつつ取締役に対し職務遂行に尽力することを促す有能性

・株主全体を代表する取締役会の取締役が当社に対して尽力するよう促す共同体意識。共同体意識は、とりわ

け取締役が事業における文化および倫理を適切に理解することを促す。

・取締役の採用手続には、取締役会が定めた基準に基づいた望ましい個人的および専門的資質を有すると考え

られる候補者を選任するため、企業統治・指名委員会の委員および取締役会会長の情報および評定が用いら

れる。

 

1.d 取締役の倫理規範

・BNPパリバは、2004年４月29日付欧州委員会規則（EC）809/2004を遵守する。

取締役会の知る限り、いずれの取締役に関しても利益相反の問題は生じていない。いかなる場合も、取締役会

の内部規則は、取締役に対し、「（潜在的なものであれ）利益相反の状況」を報告すること、および「利害関係

を有する事項についての決議に参加すること」を差し控えることを要求する。かかる内部規則はまた、取締役に

対し、取締役会における職務をこれ以上遂行することができないと考えた場合、取締役を辞するよう要求する。

取締役会が知る限り、各取締役の間には家族関係は存在せず、いずれの取締役も「少なくとも過去５年間は」

詐欺罪で有罪判決を受けたことはなく、「少なくとも過去５年間は」経営、管理もしくは監督機関の一員または

最高経営責任者として、破産、差押えまたは清算手続に関与したことはない。

取締役会が知る限り、取締役会の一員で「正式な公的告発および／または処罰」を受けた者はいない。いずれ

の取締役も「少なくとも過去５年間は」、公的な活動を禁止されたことはない。

規制された契約および約定を除き、主要株主、顧客、仕入先またはその他の取締役会の構成員の選任に関与す

る者との取決めまたは合意は存在しない。

・取締役は、特にインサイダー取引に関する規制については、責任をもってその職務を遂行しなくてはならな

い。特に、取締役はインサイダー情報に関する法規制を遵守しなくてはならない。また、内部規則の条項に基づ

き、BNPパリバの株式に関する取引のうち嫌疑をかけられる可能性があるものについては、当該取引を控えな

ければならない。

・会計基準の適用に従い、取締役は、BNPパリバまたは当社グループ内の企業から市場ベースで提供されていな

い金融支援を一切受けていないことを確認した。

・取締役の行為に関する内部規則の抜粋は、本項の補記として記載されている。
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1.e 取締役の研修および情報

・内部規則に従い、いずれの取締役も、取締役会会長または最高経営責任者に対し、取締役がその職務を実行し、

取締役会議で有益な役割を果たし、また十分な情報に基づく決定をするために必要なすべての書類および情

報を提供するよう要求できる。ただし、当該書類が意思決定のために必要であり、かつ取締役会の権限に関連

するものであることを条件とする。

・取締役は、取締役会委員会の会議の議事録を制限なく閲覧することができる。

・委員会会議も、議題に挙がっている諸問題につき、取締役に対して更新する機会を提供する。さらに、取締役会

は、銀行規制および統制に関する参考書類の変更についても、情報の提供を受ける。取締役は、BNPパリバ株式

の取引可能期間（例外的な状況を除く。）に関する報告を受ける。

・取締役に就任した場合、新取締役は、当社グループ、その特徴、組織および近年の財務書類に関する書類を、当

社グループのウェブサイトで入手可能な情報に関する参考書類一式と共に受け取る。取締役会の秘書役は、新

取締役に対し、インサイダー情報の定義、伝達および利用に係る主要な法規定を提供する。当該秘書役は、新取

締役に取締役会の内部規則を提供し、新取締役の地位およびその個々の重要事項として要求されるものに関

して、新取締役と当社グループにおける運営および現場のマネージャーとの間で開催される運営会議の日程

を調整する。

・2012年度において、最近任命または選任された取締役およびその他参加を希望する者のために情報伝達日が

調整された。議題は、銀行の会計原則および財務管理、コーポレート・バンキング事業および投資銀行事業の

活動、リスク、流動性、および銀行規制に重点を置いたものであった。発表は国内市場において、BNPパリバのブ

ランド政策に関する最新情報と共に行われた。出席した取締役は、当該分野につき責任を負うマネージャーに

面会することができた。

 

２. 2012年度における取締役会および委員会会議

・2012年度において、取締役会は１回の特別招集会議を含めて、８回の会議を開催した。平均出席率は95％で

あった。さらに、取締役会は、戦略的セミナーとして１回の会議を開催した。

・財務書類委員会は、４回の会議を開き、出席率は100％であった。

・内部統制・リスク管理・法令遵守委員会は、４回の会議を開き、出席率は100％であった。

・財務書類委員会および内部統制・リスク管理・法令遵守委員会は２回の合同会議を開き、出席率は95％で

あった。したがって、これら２つの委員会は、合同または個別の場合を含めて、2012年度には10回の会議を開催

したことになる。

・企業統制・指名委員会は３回の会議を開き、出席率は100％であった。

・報酬委員会は、６回の会議を開き、出席率は100％であった。
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2012年度における取締役会およびその委員会会議への出席

 

 取締役会議 委員会会議 すべての会議

取締役 一 二 一 二 一 二 三

B.プロ 8 8   8 8 100％

M.ペブロー 8 8 3 3 11 11 100％

J.L.ボナフェ 8 8   8 8 100％

C.ベベアー（2012年５月23日まで） 5 5 2 2 7 7 100％

P.A.ドゥ・シャランダル
（2012年５月24日から）

3 3   3 3 100％

J.M.ギアーノ（2012年２月15日まで）2 2 1 1 3 3 100％

D.ケスレー 6 8 12 12 18 20 90％

M.クネヴァ 8 8   8 8 100％

J.F.ルプティ 8 8 12 12 20 20 100％

N.ミッソン 8 8 5 5 13 13 100％

T.ムシャール（2012年２月16日から） 5 6 1 2 6 8 75％

L.パリゾ 6 8 3 3 9 11 82％

H.プロア 8 8 10 10 18 18 100％

L.シュヴァイツァー 8 8 6 6 14 14 100％

M.ティルマン 8 8 6 6 14 14 100％

E.ヴァン・ブルークホーヴェン 8 8 6 6 14 14 100％

D.ウェイバー・レイ 7 8 3 3 10 11 91％

F.ウィッカー－ミウリン 8 8 4 4 12 12 100％

平均  95％  98.5％    

一の欄は出席した会議の数を表す。

二の欄は当期中に開催された会議の合計回数を表す。

三の欄は個人の出席率を表す。
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３. 2012年度における取締役会の業務

3.a 戦略

取締役会は、業務執行陣が提出する提案に基づき、BNPパリバの戦略および経営目標全般を立案し、その提案の

中心要素は、文書化された内部プロセスを経て提示される。

取締役会は、内部規則に従い戦略的運営について審議し、それを決定する。取締役会は、特に財務書類および予

算に関する協議の過程で、その承認した目標の実現状況を監督する。

取締役会は、また、当社グループの財政状態および継続中の融資コミットメントについても定期的に報告を受

ける。

・取締役会は、経済情勢および様々な場面における金融市場の状況について協議した。取締役会は、当行の貸借

対照表の規模および流動性と共に、当行の資本を規制上の要件に適応させるために業務執行陣により提案さ

れた措置の導入を監視した。

・取締役会は、金融安定理事会および金融健全性規制監督機構（ACP）の求めにより業務執行陣が行った、回復

および破綻処理計画に関する業務の進展について審議した。

・取締役会は、主要な国際銀行の相対的な株価の動向とBNPパリバの信用格付の相対的な位置について協議し

た。

・取締役会は、BNPパリバ・インベストメント・パートナーズの戦略を審議した。

・取締役会は、ヒューストンおよびカナダに拠点を置くリザーブ・ベースト・レンディングのフランチャイズ

売却案、およびクレピエールの持分30％未満の売却案を承認した。取締役会は、BNPパリバをスワップ・ディー

ラーとして登録する提案を審議した。

・取締役会は、専門金融事業の再構築案およびBNPパリバによるSASフォンシエール・ド・ラ・コンパニー・バ

ンケールの買収案を承認した。取締役会は米国預託証券プログラムの改定を承認した。

・取締役会は、企業の社会的責任（CSR）に関して、BNPパリバの方針を審議した。

・取締役会は、従業員意識調査（グローバル・ピープル・サーベイ）の年次調査の結果、およびそれを受けての

措置について報告を受けた。

・取締役会は、リッカネン・レポートおよびフランス銀行法の草案を討議した。

・取締役会は、アメリカ合衆国が決定した経済制裁の執行に関連した米国当局との議論の結果、当行が行った特

定の米ドル建支払額の内部調査について報告を受けた。

・取締役会は、パルジェサ株式に転換可能なBNPパリバ債券の発行案について報告を受けた。

・取締役会は、エジプトにあるBNPパリバの子会社のエミレーツNBD P.J.S.Cへの売却案を承認した。

・取締役会は、所定の戦略の範囲外であるため事前承認を必要とする戦略的提案については考慮しなかった。取

締役会は、事前に審議した複数の提案の進展について最新の報告を受けた。

・例年どおり、取締役会は、採算性予測、競争環境の動向、検討中の組織再編の長期計画である「シンプル・アン

ド・エフィシェント」に関する戦略的セミナーのための会合を行った。取締役会は、コーポレート・バンキン

グ事業および投資銀行事業（CIB）、国内市場、デジタル・バンキングならびに特定の新興地域およびその事

業（アジア、BNPパリバ・カーディフ、トルコ）に関する分析の提示を受けた。
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3.b リスク、流動性、法令遵守および内部統制

取締役会は、業務執行陣から提供された情報に基づく内部統制・リスク管理・法令遵守委員会の報告を受け

て、経済、金融および規制（特にプルデンシャル規制に関する）環境について定期的に審議した。取締役会は、リ

スク傾向および流動性の状況について報告を受けた。

 

リスクおよび流動性

・取締役会は、年度を通じて、市場の状況ならびに国際および国家の監督機関により採用または熟考された措置

を考慮して、流動性政策について審議した。非常に不安定な背景事情を受け、取締役会は、流動性の量、質およ

び費用の変動ならびにそれらに対処するために業務執行陣により講じられた措置についての報告を受けた。

取締役会は、事業ユニットの資金調達需要および当該分野における2012年度の業績を監視するために業務執

行陣により講じられた措置を確認した。

・取締役会は、2011年度および2012年度に発行が完了した債券の価格および償還条件について検討した。

・取締役会は、規制機関からの要請により定めた回復および破綻処理計画についての報告を受け、その改訂版は

金融健全性規制監督機構（ACP）に提出されている。

・取締役会は、業務執行陣により提示されたBNPパリバのリスク選好度に関する報告書を、当該リスク因子を提

示するために測定された指標を記したチャートと共に承認した。

・取締役会は、内部統制・リスク管理・法令遵守委員会による当社グループのリスクに関する業務を審査した。

取締役会は、特にソブリン債へのエクスポージャーに関する、特定された主要な論点について審議した。取締

役会は、事業毎および地理的地域毎のリスク費用の傾向ならびに確認された主なリスクについて定期的に報

告を受けた。

・取締役会は、CRBF規則第97-02号の規定に従って作成されたリスクの測定および監視に関する2011年度の報告

書に基づき、財務書類委員会および内部統制・リスク管理・法令遵守委員会が合同で作成した調査結果につ

いて検討した。取締役会は、整備された政策およびシステムの効果を評価した。

 

法令遵守および内部統制

・取締役会には、内部統制・リスク管理・法令遵守委員会の委員長より、法令遵守に関する2011年度の報告書な

らびに恒常的統制、業務リスクおよび事業継続性に関する2011年度の報告書の概要が説明された。取締役会

は、内部統制に割り当てられた経営資源の開発について説明を受けた。取締役会は、内部統制憲章の改訂につ

いて審議し、内部統制の手順に関する委員長の報告書の一部を承認した。

・取締役会には、2011年度および2012年度上半期における定期的統制に関する主要な結果および一般検査部門

により作成された主要な見解の要約の概要が説明された。

・取締役会は、法定監査人により提示された監査計画により、満足な業務の遂行が可能になることを確認した。
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・取締役会には、業務執行陣により導入された市場取引規制およびセキュリティ・プログラムに関する調査結

果の概要が説明された。取締役会は、業務上の事故および主要な紛争に起因する損益の金額を検討した。

・取締役会は、その管理機関の説明責任に影響を与えずに子会社の定期的統制システムの集中化を達成する処

置を採用した。

・取締役会には、アメリカ合衆国が決定した経済制裁の執行に関連した米国当局との議論の結果、当行が行った

特定の米ドル建支払額の内部調査についての概要が説明された。

・取締役会は、内部統制・リスク管理・法令遵守委員会により行われた、一般検査部門の部長、定期的統制担当

部門の部長、恒常的統制および法令遵守担当部門の部長、ALM財務部の部長ならびにその付託事項が当社グ

ループのリスク方針全体に及ぶ当社グループリスク管理部門の部長との会談に関する報告を受けた。

・取締役会は、金融健全性規制監督機構および金融市場機関（AMF）との連絡交換および内部統制・リスク管理

・法令遵守委員会のコメントを検討した。取締役会は、業務執行陣の報告によって海外の規制当局との関係に

ついて報告を受けた。

 

3.c 予算、財務書類および実績、財務管理および情報

予算

慣例どおり、取締役会は、業務執行陣から提出された、当社グループ全体、ならびにその活動および主要な事業

部門に関する2013年度の予算案を事業年度の最終会議において検討し、承認した。

 

財務書類および実績

・取締役会は、2011年度第４四半期、2011年度全体および2012年度の最初の３四半期の経営成績を検討し、承認

した。

・取締役会は、収益性の傾向および事業毎の収益に対する費用の比率について四半期毎に検討した。

・取締役会は、検討した期間毎に、財務書類委員会の業務に関する要約および当社グループの法定監査人の所見

の報告を受けた。法定監査人は、経営成績および財務書類を検討する会議に定期的に出席する。

・取締役会は、当該分野の規制機関による決定を考慮したソルベンシー比率の傾向について議論した。取締役会

には、収益への影響および特にドルに関する当社グループの資金調達ニーズを削減するために取られた措置

の結果の概要が説明された。取締役会は、当社グループの事業に計上された株主資本利益率を審査した。

・取締役会は、貸借対照表のレバレッジ解消計画の進展を審査し、ドル建ての現金貸借対照表およびその2012年

度中の進展について審査した。
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・取締役会には、法定監査人および当社グループの最高財務責任者による共同報告に基づき、財務書類委員会が

審査した会計基準の適用に関する主要な選択の概要が説明された。

・取締役会は、四半期毎に財務書類委員会により検討される会計内部統制報告書の当委員会のコメントについ

て報告を受けた。

・取締役会は、会長および最高経営責任者が不在の中、財務書類委員会により行われた法定監査人および当社グ

ループの最高財務責任者との会談に関する報告を受けた。

 

財務管理

・取締役会は、2011年度および2012年度上半期における中長期的な資金調達に関する報告書を受領した。取締役

会は、様々なプログラムの導入の条件に関する業務執行陣のコメントについて報告を受けた。また、取締役会

は、新規融資による売上純利益率についても定期的に説明を受けた。

・取締役会は、財務書類委員会と内部統制・リスク管理・法令遵守委員会の合同会議に初めて提示された自己

資本に関する内部評価プロセス報告書を審議した。当該報告書の目的は、当行がそのリスク（リスクの集中、

ならびに運営上およびコンピュータ上のリスク）を適切に評価し、適切な統制を行い、さらにこれらリスクに

対処するために必要な資本を有していることを確実にすることである。

・取締役会は、株主総会により与えられた権限に基づいて行われた株式購入について報告を受けた。

 

財務情報

・取締役会は、経営成績に関する各会議においてプレスリリースの草案を審査した。取締役会は、2011年度の取

締役会報告書の草案ならびに会計および財務情報の作成および処理に関する内部統制手続に関する会長の報

告書の草案を承認した。

 

3.d 企業統制

BNPパリバにおける企業統制の発展

・取締役会は、2012年７月１日から効力を有するジャン・ローラン・ボナフェの雇用契約の放棄に関するプレ

スリリースを承認した。取締役会は、ジャン・ローラン・ボナフェに関する規制された契約および2013年度の

定時株主総会で批准に向け提出される企業統制・指名委員会の提案に基づく草案を承認した。
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取締役会の評定

2011年度における取締役会の最後の評定で表明された改善点の導入

提案された主要な望ましい改善点は、(ⅰ)議題が山積している場合にも、取締役会での議論に費やす割合を増

やすこと、(ⅱ)取締役会の事務局に、取締役に対し一定の書類（議長または最高経営責任者のスピーチまたはプ

レゼンテーション）または機密的な電子手段によって特に関連のある調査報告書を配布することを検討するよ

う依頼すること、(ⅲ)新たな取締役に設けられた日程を、当社グループの事業ユニットの戦略を周知徹底させる

目的で、取締役全員に対し公開すること、そして最後に(ⅳ)戦略および主要な事項に焦点をあてた当行の主要な

数値に関するプレゼンテーションを定時取締役会で行うことであった。

取締役会へ提示される情報の安全性および機密性を確保し、かつ過度に会議に負担をかけないようにしつつ、

これらの要望を満たすための手段は講じられている。

 

2012年度における取締役会の評定

・取締役会およびその特別委員会の組織および機能の評定が、11年連続で実施された。

・当該評価は、取締役会の組織（独立性および業務手順）、本項に記載された業務の主要な側面（戦略、内部統

制およびリスク管理、財務管理、報酬等）、取締役会委員会構成員の能力、検討事項の妥当性および提出された

報告書の質に関する匿名性のアンケートに基づいて実施された。当年度のかかる評価に関するアンケートに

は、それぞれ評価基準があり、10の異なる事項を扱う質問46問からなる。総合的に、当該評価は非常に満足のい

く結果となり、昨年指摘された分野に関しては、目に見える改善措置が実施された。

３分野の質に関する改善点は、以下のとおりである。

・取締役会の研修および情報、ならびに会社役員ではない取締役へのアクセス

・業務リスクおよび法令遵守に関するリスクを理解するための時間

・取締役会および委員会の会合のどのくらい前に資料が配布されるか

当年度のアンケートは、一連の個別インタビューにより補足された。

 

取締役の評価－取締役会およびその特別委員会における構成員の変更

・上記に示されるプロセスの一部として、取締役会は、2010年度に定義された個人の資質の要件（能力、度胸、有

用性および共同体意識（affectio societatis））ならびに取締役会委員会の構成員の能力の観点から、取締

役の独立性について評価した。取締役会は、年次株主総会で投票にかけられる、構成員の変更に関する提案に

ついて議論した。

・2012年５月23日の年次株主総会における、クロード・ベベアーの取締役としての任期更新を行わないという

決定を受け、取締役会は、株主にピエール・アンドレ・ドゥ・シャランダルを３年の任期で選任することを提

案した。また、ローレンス・パリゾ、ドゥニ・ケスレーおよびミシェル・ペブローの再任についても提案した。

企業統制・指名委員会は、委員長としてクロード・ベベアーの代りにミシェル・ペブローを任命した。
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取締役会会長の報告

・取締役会は、取締役会の業務の準備およびその構成の状況ならびにBNPパリバが実施する内部統制手続に関す

る会長による当該報告書を承認した。

 

3.e 報酬

取締役の報酬

・当社グループの構成員でない取締役（注１）は、取締役報酬以外にBNPパリバからいかなる報酬も受領しな

い。

・取締役会の活動に対する報酬として取締役に割り当てられる報酬は、固定報酬および取締役会議の出席に

基づく変動報酬からなる。

・企業統制・指名委員会および報酬委員会の合同の提案で、取締役会は、2013年度以降の取締役の固定報酬を

14,864ユーロから17,000ユーロに、また海外の取締役に対しては22,296ユーロから25,500ユーロに増額す

ることを決定した。海外に居住する取締役には、かかる取締役に課される特別の制約を考慮して、取締役報

酬の固定分の1.5倍が支払われる。

・取締役の報酬の変動分は、予定されている会議（年７回）１回当たり2,123.43ユーロという基準に基づき

計算される。特別な取締役会議の場合、出席した各取締役はかかる基準に75％を加えた追加報酬を受領す

る。

・取締役は、戦略的セミナーへの出席につき、いかなる報酬も受領しない。

・特別委員会の活動に対する報酬として、取締役は取締役報酬の固定分および変動分を受領する。

・取締役会委員会の委員長に支払われる報酬額の固定分は、財務書類委員会、内部統制・リスク管理・法令遵

守委員会および報酬委員会の委員長には20,000ユーロ、また企業統制・指名委員会の委員長には10,000

ユーロと定められた。かかる委員会のその他の委員の固定分は、2,973ユーロと定められた。

・委員会への出席に基づく変動分につき、委員長に対しては、会議１回当たり1,698.74ユーロ、またかかる委

員会のその他の委員に対しては、会議１回当たり1,061.71ユーロと定められた。

・かかる規定に基づき、2012年度は合計814,997ユーロが取締役の報酬へ割り当てられた。取締役会議の回数の

減少に起因して、これは、2011年度（841,507ユーロ）と比較して3.2％の減少を示している。

・本書に含まれる連結財務書類の注8.eには、取締役会構成員に支払われる取締役の報酬を示す表が掲載されて

いる。

 

(注１)　当社グループにおける取締役会構成員は、ジャン－マリー・ギアーノ（2012年２月15日まで）、ティエリー・ム

シャール（2012年２月16日付）、ニコール・ミッソン（2012年２月16日付）、ボードゥアン・プロ、ジャン・ローラ

ン・ボナフェおよびミシェル・ペブローである。
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取締役および会社役員の報酬

 

・報酬委員会の提案を受けて、取締役会は2010年度に規定した方法に従って取締役および会社役員の変動報酬

を決定した。当該方法は、2011年６月10日に提出された2010年１月１日から2010年12月31日までの事業年度に

係る有価証券報告書に含まれる連結財務書類の注8.eに記載されている。取締役会は、当社グループの業績に

関する計算基準による算出結果を記録した。取締役会は、会社役員の個人業績ならびにとりわけ各自が示す予

測、決断および管理能力の評価に基づき、個人目標がどのように達成されたかを査定した。リスクおよび流動

性に関する方針に基づき、取締役会は、最高経営責任者および最高業務責任者に対し変動報酬を支払うという

オプションを使用しないことを決定した。取締役会は、変動報酬の動向がBNPパリバ・グループの純利益の動

向と一致しているという確証を得た。

・取締役会は、会社役員に対して支払われる変動報酬の60％（注１）を３年間繰り延べること、および2011年度

に支払われる残り40％の半分を６ヶ月間繰り延べ、株価指数に連動させることを決定した。３年間繰り延べら

れる60％分は、３年毎に株価の状況に応じて還元され、その半分は最初の支払日からの株価指数の変動に連動

する。

・取締役会は、2012年度の会社役員の報酬を管理する原則を承認した。これらの規定は、本書に含まれる連結財

務書類の注8.eに記載されている。

・報酬委員会の提案を受けて、取締役会は、会社役員の報酬を長期的な価値創造に結びつける、取締役および会

社役員のための長期インセンティブ制度の条件を承認した。取締役会は、Afep-Medefの賢人委員会と共に、当

該制度が企業統制規約に準拠するか確認した。当該制度は、最高経営責任者および最高業務責任者の利益を目

的として設置された。

会長、最高経営責任者および最高業務責任者のいずれも、その報酬に関する決定の準備には関与せず、その決

定に関する取締役会の議論および決議にも参加しなかった。

・取締役会の決定は、Afep-Medef企業統制規約の規定に従って公表された。

 

  

本書に含まれる連結財務書類の注記には、取締役および会社役員の報酬および社会保障給付について

具体的に記載されている。また、かかる注記は取締役および会社役員のための年金制度および適用され

る規定に対応する義務に関する情報も含んでいる。これは、取締役および会社役員に付与されるすべて

の報酬および給付について標準化された形式で記載するものであり、Afep-Medef企業統制規約および金

融市場機関による提言に従い作成された。

 

 

 

(注１)　これに相当する報酬を受領している当社グループの従業員に適用される現行の規則に基づき、当該割合が40％であ

るフランソワ・ヴィルロイ・ドゥ・ガローを除き、その他の会社役員に適用されるその他すべての規則は同一であ

る。
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特別の規制の対象となる業種の従業員の報酬

・取締役会は、報酬委員会から、その専門的な活動が当社のリスク・プロフィール（規制された活動）に重大な

影響を与える従業員を特定するためにBNPパリバが取っている方法について報告を受けた。

・取締役会は、かかる従業員に対する報酬に関する方針へのいくつかの修正を承認した。また、規制された活動

に関する2012年度の全体的な報酬パッケージを決定するため、業務執行陣により提案された主要なガイドラ

インを審査した。

 

機会の均等および同一賃金

取締役会は、規制により要求される報告書に基づき、機会の均等および同一賃金に関するBNPパリバの方針に

ついて議論した。取締役会は、キャリア管理および報酬プロセスにおける多様性および男女平等を推進する業務

執行陣の方針について報告を受けた。

 

グローバル株式インセンティブ・プラン－2012年度の増資

・取締役会は、報酬委員会の提案に基づき、2012年度の当社グループのグローバル株式インセンティブ・プラン

を採択した。当該制度は、1,921,935のパフォーマンス・シェアに関するものであり、責任、経営成績への貢献

または専門的能力の水準において、当社グループの戦略、発展および収益性に関して中心的な役割を果たす

5,365名の受給者のためのものである。取締役会は、当該制度に係る規則および特性を承認した。

・取締役会は従業員のための新たな増資の諸条件を承認した。

 

４. 2012年度の委員会の業務

4.a 財務書類委員会

2012年度における財務書類委員会の委員は、2012年２月14日までのルイ・シュヴァイツァー（委員長）、ドゥ

ニ・ケスレー、エレーヌ・プロア、2012年５月２日からのエミール・ヴァン・ブルークホーヴェン、フィールズ

・ウィッカー-ミウリン、および2012年11月５日からのティエリー・ムシャールとなった。当委員会の委員の大

半は、会社の財務管理、会計および財務情報の分野に経験と専門性を有する。

業務執行陣のメンバーは、当委員会の委員に含まれていない。当委員会の委員が、最新の情報および知識を有

していることを確保するため、会議に出席する当社グループの最高財務責任者は重要な主題について発表を行

い、これらは法定監査人の出席のもとで審議および協議される。

議題に関する文書、特に業績および内部統制の文書作成を議題とする文書が、標準化された形式で発表のため

に作成された。
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報酬委員会の職務に関する内部規則からの抜粋が、本項の補記として記載されている。

財務書類委員会は2012年度において４回の会議を開き、その出席率は100％であった。また、当委員会は、内部

統制・リスク管理・法令遵守委員会との合同会議を２回開催した。

 

財務書類および財務情報の検討

・四半期毎に、財務書類委員会は、業務執行陣により提出された文書および情報ならびに法定監査人が実施した

手続に基づき、財務書類を検討した。

・四半期毎に、財務書類委員会は、連結業績の概要、株主資本および業績の年次収益率、ならびに各事業部門の株

主資本収益率について分析した。また、当委員会は、バーゼル２、バーゼル2.5および推定されるバーゼル３の

ソルベンシー比率およびリスク加重資産の傾向について検討した。

・財務書類委員会は、2011年12月31日現在の当社グループの連結貸借対照表および2011年末から2012年６月30

日における変化を検討した。同時に、当委員会は、当社グループのオフバランスシート・コミットメントにつ

いて説明を受けた。財務書類に関する当該説明に加え、貸借対照表の構造および流動性の分析により適してい

る現金貸借対照表に関する四半期毎の説明があった。

・当委員会は、金融安定理事会（FSB）の提言に基づき、厳選されたエクスポージャーについて検討した。当委員

会は、当社グループのソブリン債へのエクスポージャーの削減について報告を受け、かかる処理の当社グルー

プの業績に対する影響を検討した。

・四半期毎の財務実績を検討する際、財務書類委員会は、会長または最高経営責任者が在席しない状況で、当社

グループの最高財務責任者ならびに会計および財務報告の責任者と面談した。その際、2012年度の会計規則の

一定の安定化だけでなく、特に特定の金融商品および年金コミットメントの評価に関する、2013年度の複数の

発展の見通しについて確認した。当委員会は、四半期毎の実績に関する法定監査人のコメントおよび所見を聴

取した。当委員会は、会長、最高経営責任者および当社グループの最高財務責任者が在席しない状況で、法定監

査人と面談し、必要な質疑応答、特に当社グループのソブリン債へのエクスポージャーおよび選択された会計

処理の合理的かつ慎重な性質について質疑応答を行った。

 

会計内部統制

・四半期毎に、財務書類委員会は、当社グループの事業体により報告される監査統制ポイントの報告書を、その

財務書類を認証する目的において審議した。当委員会は、30の主要な会計統制の各々において検出されたリス

ク水準の傾向について分析した。

・財務書類委員会は、会計および財務情報の作成および処理に関する内部統制手続についての会長の報告書案

の一部を検討し、それを取締役会が採択することを推奨した。
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当社グループの法定監査人との関係

・財務書類委員会は、各法定監査人から、独立性に関する書面による証明書を受領した。

・法定監査人不在の状況において、当委員会は、法定監査人に対して支払われた報酬金額について報告を受け、

直接法定監査に関連しない業務の概要報告書について検討した。当委員会は、内部規則に従い、事前の承認が

必要な監査に関連しない業務について承認した。

 

内部統制・リスク管理・法令遵守委員会との合同会議

・当委員会は、CRBF規則第97-02号の規定に従って作成された報告書、ならびに委員会宛の企業統制およびリス

ク管理手続の分野における主要な発展に関する覚書について議論した。委員会は、当行の市場活動に再び焦点

を当て、特定のエクスポージャーを削減し、業務リスク管理を強化するために、当行によって取られた対策に

ついて議論した。当委員会は、市場リスクのストレス・テストの主要な結果に関する最高リスク管理責任者の

コメントについて報告を受けた。

・当委員会は、業務リスク評価の高度な手法、バーゼル２、バーゼル2.5、バーゼル３基準に関連する規制の一連

の発展ならびにこれらの規制の当行への適用についての説明を受けた。

・当委員会は、法定監査人から内部統制の欠如に関する主要な調査結果についての報告書を受領し、法定監査人

による2012年度の監査計画の基盤となる主要なガイドラインおよび注目すべき要点について確認した。

 

4.b 内部統制・リスク管理・法令遵守委員会

2011年５月11日以降、内部統制・リスク管理・法令遵守委員会の委員長は、ジャン－フランソワ・ルプティで

あった。2012年２月14日までの当委員会の委員は、ジャン－マリー・ギアーノであり、2012年４月23日からは、ミ

シェル・ティルマン、ニコール・ミッソンおよびエレーヌ・プロアである。

当委員会の委員の少なくとも３分の２は、Afep-Medef企業統制規約の推奨に従い社外取締役である。その委員

の大多数は、その訓練または経験に基づき、財務またはリスク管理の分野に特定の専門性を有する。委員長は、銀

行分野における管理責任を有していた。彼は、証券取引委員会（COB）の委員長、金融市場機関（AMF）の委員お

よび国家会計審議会の委員長であった。当委員会のその他の委員は、銀行管理業務の国際的な経験を有してい

る。当委員会の委員には、当行の業務執行陣は含まれていない。

内部統制・リスク管理・法令遵守委員会の役割に関する内部規則の抜粋は、本項の補記として記載されてい

る。

2012年度において、当委員会は４回の会議を開き、出席率は100％であった。
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市場リスク、取引先リスクおよび信用リスク

・各会議において、当委員会は、当社グループリスク管理部門（GRM）から示された情報に基づき、市場リスク、

取引先リスクおよび信用リスクの傾向を検討した。当社グループリスク管理部門の部長および異なるリスク

分野に専門性を有するアシスタントが面接を受け、当委員会の質問に対しそれぞれの責任分野について回答

した。

　当委員会は、業務執行陣により開催されたリスク政策委員会および国家委員会の会議における主要な所見につ

いて検討した。

・当委員会は、経済および市場の傾向、ならびにそれらが当社グループのエクスポージャーに与える影響につい

て分析した。当委員会は、部門および地理的集中の指標を検討し、当社グループのソブリン債へのエクスポー

ジャーならびに金融機関および企業への主要なエクスポージャーについて分析した。

・当委員会は、バリュー・アット・リスク（VaR）の動向および市場リスクに関するストレス・テストの結果に

ついて定期的に検討した。

・当委員会は、会長および最高経営責任者が不在の状況で、当社グループリスク管理部門の部長と面談した。

 

流動性

・当委員会は、市場危機の影響ならびに当社グループの流動性政策および流動性管理手続に関する規制の発展

について、定期的に報告を受けた。各会議において、会長、最高経営責任者および資産・負債管理部門の部長の

間で、非常に幅広い意見交換が行われた。当委員会は、広範囲に及ぶ環境の変化に対処するため業務執行陣に

より行われた活動について検討した。

・当委員会は、中期および長期の融資プログラムが導入された条件について検討した。

・当委員会は、会長および最高経営責任者が不在の状況で、資産・負債管理部門の部長と面談した。

 

恒常的統制、法令遵守、および定期的統制

・当委員会は、法令遵守、恒常的統制および事業継続性に関する2011年度報告書の草案を受領した。当委員会は、

中心的なコンプライアンス部門の再編成について報告を受け、恒常的統制の結果に関する報告書の検討を

行った。当委員会は、重要な事件ならびに係属中の主要な紛争および訴訟について検討を行った。当委員会は、

2012年度の恒常的統制に関するアクション・プランおよび事業継続性に関する注目すべき重要な事項につい

て検討した。当委員会は、不正行為防止の分野において講じた措置および計画中の活動について報告を受け

た。

当委員会は、会長および最高経営責任者が不在の状況で、当社法令遵守部門および恒常的統制部門の部長に対

する面接を行った。
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・当委員会は、2011年度定期的統制報告書の草案を受領し、一般検査部門によって実施されたリスク評価の結果

ならびに当該部門によってなされた提言の数および種類の動向について検討を行った。当委員会は、定期的統

制に関する半期活動報告書および一般検査部門の内部監査計画について検討を行った。

当委員会は、会長および最高経営責任者が不在の状況で、定期的統制を担当する一般検査部門の部長に対する

面接を行った。

・当委員会は、2011年度年次内部統制報告書の草案を検討し、取締役会による承認を提言した。

・当委員会は、１年を通し、マネー・ロンダリングに関連して主要な国際銀行に科された処罰について報告を受

けた。当委員会は、米国により決定された経済制裁の執行に関する米国当局との協議の結果当行により実施さ

れた、特定の米ドル建ての支払の内部レビューについて報告を受けた。

 

規制当局との関係

・当委員会は、規制当局より要求された回復および破綻処理計画に関する活動の進展について報告を受けた。

・当委員会は、業務執行陣の報告によってフランスおよび海外の規制当局との関係について報告を受けた。

・当委員会は、金融健全性規制監督機構（ACP）、金融市場機関（AMF）および業務執行陣の間のやり取りを分析

し、取締役会へ報告した。

 

4.c 企業統制・指名委員会

2012年５月23日までの企業統制・指名委員会の委員長は、クロード・ベベアーであり、2012年11月30日からは

ミシェル・ペブローである。当委員会のその他の委員は、ローレンス・パリゾおよびダニエラ・ウェイバー・レ

イである。Afep-Medef基準による独立性は認められていないが、当人の経験、部門の知識および高度な誠実性に

より、判断の自由および公益感覚が保証されるミシェル・ペブローを除いては、当該委員は、企業統制問題およ

び国際企業における経営陣の取りまとめにおいて経験を有する社外取締役である。

当委員会のメンバーには、業務執行陣のいかなる者も含まれていない。しかし、新規に取締役または議決権を

有さない取締役を選任する場合や、会社役員の引き継ぎを計画する場合には、当委員会に会長が参加する。

企業統制・指名委員会の義務に関する内部規則の抜粋は、本項の補記として記載されている。

企業統制・指名委員会は、2012年度において３回の会議を開き、出席率は100％であった。

・当委員会は、様々な場面における当社グループの企業統制の発展について協議した。

当委員会は、ジャン・ローラン・ボナフェの雇用契約を終了する規制された契約の草案を、取締役会に提案し

た。
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・当委員会は、取締役会による取締役会およびその特別委員会がどのように機能しているかについての査定を

準備した。当委員会は、取締役会の構成員について検討し、それぞれの取締役の地位について見直しを行った。

当委員会は、それぞれの取締役の取締役としての専門知識および協議への参加を考慮し、取締役会ならびに該

当する場合には委員会の業務への貢献度について検討した。

・当委員会は、持ち回りの退任により１名の取締役が交代する可能性に関して、年次株主総会提示案の準備をす

るために、取締役会が選任手続を開始することを提案した。

・かかる手順に従い、当委員会は、取締役会がピエール・アンドレ・ドゥ・シャランダルを指名することを提案

した。

・当委員会は、企業統制に関する会長の報告書の草案の担当部分を検討し、取締役会による承認を提言した。

 

4.d 報酬委員会

2012年２月10日からの報酬委員会の委員は、ドゥニ・ケスレー（委員長）、ジャン－フランソワ・ルプティお

よびエレーヌ・プロアであった。当委員会の構成は、Afep-Medef企業統制規約の推奨事項に従っており、その委

員は、この業界において、報酬システムおよび市場慣行の分野における実績を有している。報酬委員会のそれぞ

れの委員は、財務書類委員会（ドゥニ・ケスレー）または内部統制・リスク管理・法令遵守委員会（ジャン－

フランソワ・ルプティおよびエレーヌ・プロア）の委員でもある。この報酬委員会のメンバー構成は、報酬原則

を当行のリスク方針に整合させ、取締役会の業務に有益である可能性が高い。

当委員会のメンバーには、業務執行陣のいかなる者も含まれていない。取締役会会長は当委員会の委員ではな

いが、取締役会会長自身に関する事項を決議する場合を除き、その討議に参加するよう依頼される。

報酬委員会の任務に関する内部規則の抜粋は、本項の補記として記載されている。

報酬委員会は、2012年度において６回の会議を開き、委員の出席率は100％であった。

・当委員会は、特定の規制による従業員カテゴリーの報酬に関する問題を検討した。当委員会は、従業員のグ

ループについての詳細な情報を受領した。その専門的な業務内容は、当社のリスク因子に重要な影響を及ぼす

ものであった。当委員会は、規制された活動に対する変動報酬パッケージ決定の方法について検討し、当該従

業員の報酬を決定する手順について報告を受けた。当委員会は、当該手順に関して、一般検査部門の報告書を

検討した。当委員会は、規制された活動に対する基礎的報酬の原則に関するいくつかの修正について検討し、

承認を得るために取締役会に提出した。当委員会は、2011年度において最高報酬額を支払った従業員のリスト

について検討を行った。当委員会は、人事部長の面接を行い、一般的な規制および専門的基準に従って実施さ

れた方針について確認した。当委員会は、これらの問題について、金融健全性規制監督機構とのやり取りにつ

いて報告を受けた。

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

319/792



・当委員会は、2011年度の会社役員に対して支払われる変動報酬ならびに数年にわたって当該報酬を延期する

規定および当該報酬の割合を株価指数の変動に連動させる規定について決定し、取締役会に提案した。

・当委員会は、長期間にわたって価値創造を促進することを目的とする会社役員に対するインセンティブ・プ

ランについて協議した。当委員会は、取締役会が完全に業績に基づいた、BNPパリバの株価指数の変動に連動す

る長期報酬プランを承認することを提案した。当委員会は、当該プランが最高経営責任者および最高業務責任

者に適用されるものとすることを提案した。

・当委員会は、取締役会の承認を得るために、2012年度の会社役員報酬に関する基準を提出した。

・当委員会は、最高責任者によって同意された、会社役員でない業務執行委員会の委員に対する2011年度の変動

報酬ならびにそれぞれの委員に対するストック・オプションおよびパフォーマンス・シェア報酬案について

報告を受けた。

・当委員会は、2012年度の株式インセンティブ・プランの特性ならびに提案された規則および受給者のリスト

について検討し、取締役会に提出した。当委員会は、取締役会の承認を得るために、2012年現在のパフォーマン

ス・シェア報酬の根拠となる業績および2013年度のプログラムに関して計画されたガイドラインを提案し

た。

・当委員会は、取締役報酬について基準設定作業を完了した。当委員会は、取締役会が2010年度に開始した、市場

慣行と合致させるプロセスを継続させるために、取締役報酬の固定報酬部分を修正することを提案した。

・当委員会は、ジャン・ローラン・ボナフェの規制された契約に関する企業統制委員会からの提案に続き、当人

の雇用契約の放棄を検討した。
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補記

 

 

会長の報告書－ポイント1.a

 

取締役会および特別委員会の権限

取締役会

「取締役会は、すべての株主を共同で代表し、あらゆる状況において、当社の会社としての利益のため

に行為する共同体である。

取締役会には、かかる利益を促進し、その責務を果たす際に自らの構成と有効性を監視する業務が割

り当てられている。

このために、

最高経営責任者（CEO）が提示した提案に基づき、取締役会は、BNPパリバの事業戦略および方向性を

策定し、その実行を監視する。

取締役会は、BNPパリバの円滑な運営に関する一切の問題を取り扱い、当社に関する事項を協議に従っ

て決定するものとする。

取締役会は、会長と最高経営責任者の職務を統合または分離する決定をすることができる。

取締役会は、任期３年の会社役員を任命する。

取締役会は、最高経営責任者の権限を制限する決定をすることができる。

取締役会は、取締役会の経営報告書に添付された会長の報告書の草案を承認する。

取締役会もしくは取締役の１名以上、もしくは既存の特別委員会または臨時委員会は、

現行の法律に従い、自らが必要とみなす統制の一部または全部を評価および遂行し、

事業の管理およびその勘定の公平性を監督し、

財務書類を検討および承認し、かつ

株主および金融市場に対して開示される情報の高品質を確保することを担当することができる。

会長または最高経営責任者（職務が分離されている場合）は、予算、経営報告書、ならびに適用ある法

律および規則に基づき要求される様々な報告の草案を、年に１回以上、取締役会による検討のために提

出する。

最高経営責任者は、250百万ユーロを超えるすべての投資または投資の廃止の決定（ポートフォリオ

取引を除く。）およびかかる上限を超える株式持分の取得または売却のすべての提案（ポートフォリオ

取引を除く。）を、取締役会に対し、事前承認を得るために提出することが要求される。また、最高経営責

任者は、かかる限度額以内の重要な取引についても、取締役会に対して定期的に報告する。

承認された事業戦略の範囲外の重要な戦略的運営は、取締役会の承認を得るため提出しなければなら

ない。

取締役会が、即座にまたは将来においてBNPパリバの資本に転換可能な債券および有価証券を発行す

るために必要な権限を会長に委任した場合、会長（役職が分離されている場合は、最高経営責任者）は、

かかる貸出金または有価証券の発行について同じ頻度で報告する。」
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取締役会の特別委員会

「BNBパリバの取締役会の職務の実行を容易にするため、取締役会内に特別委員会が設立された。かか

る委員会に付託された権限は、取締役会の権限を狭めることなく、またはこれを制限しないものとする。

取締役会会長は、委員会の員数、任務、構成および機能が常に取締役会の要求に適しており、最良の企

業統治慣行に一致していることを確保する。

会長が必要であるとみなす場合、会長は、顧問の立場で委員会の会議に出席する。

かかる委員会は、当行の業務執行陣による参加の有無にかかわらず、都合に応じて会議を開く。また、

必要に応じて外部の専門家を起用することができる。委員長は、既存の内部規則に定めるような、当該委

員会の権限の範囲内である問題に関し、当社グループ内の役員に質疑を行うことができる。

委員会は取締役会に向けて意見を表明する。委員長（委員長が行為できない場合は、同じ委員会のそ

の他委員）が、次回の取締役会にてその業務の要約を口頭で報告する。

委員会の会議の議事録は、承認された後、書面が作成され、希望する取締役に対して配布される。」
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会長の報告書－ポイント1.b

 

取締役会会長

「当社の他の機関および外部当事者に対し、例外的な場合および特定の任務または職務が別の取締役

に委任されている間を除き、取締役会会長のみが取締役会の名義にて行為する権限を有し、かかる名義

にて発言することができる。

会長は、業務執行陣と密接に協力して、国内および国外双方において、とりわけ主要な顧客および公的

機関との間の高いレベルの関係において、当社グループを代表する。

会長は、かかる分野における業務執行陣の業務と密接に協力して、株主との関係を高いレベルで維持

することを確保する。

会長は、企業統治の原則が、最高水準にて定められ実施されることを確保する。

会長は、BNPパリバの経営機関の円滑な運営を監督する。

会長は、企業統治・指名委員会の協力を得て、ならびに取締役会および定時株主総会の承認に従い、実

効的で均衡のとれた取締役会を設立し、取締役会により決定されるべき任命ならびに取締役会が関与す

る交替および承継の手続を管理するための努力をする。

会長は取締役会を開催する。また、取締役会の会議の日程および議題を定め、会議を招集する。

会長は、取締役会の業務が、建設的な討議および意思決定に役立つような方法で適正に組織されるこ

とを確保する。会長は取締役会の業務を指示し、その活動と特別委員会との活動を調整する。

会長は、取締役会が、当社の将来、特にその戦略に関係する問題に適切な時間を割くように配慮する。

会長は、当社外にて特定の役職を務める社外取締役が、経営チームと親しくなることを確保する。

会長は、会長がその業務執行責任を尊重しながら支援および助言を提供する最高経営責任者と、信頼

に基づく緊密な関係を維持することを確認する。

会長は、取締役会に付託された権限の範囲内の一切の業務を実施する手段を取締役会に与えるため、

取締役会の業務を監督する。

会長は、取締役会がその職務を実施するために必要な情報が適時に提供され、またかかる情報が明瞭

かつ適切に提供されることを確保する。

会長は、最高経営責任者および業務執行陣の他の構成員から、当社グループの事業に関する重要な事

象および状況、特に、戦略、組織、投資または投資廃止計画、金融取引、リスクおよび財務書類に関する状

況につき、定期的に報告を受ける。

最高経営責任者は、会長に対し、内部統制報告書に関しフランス法に基づき要求される一切の情報を

提供する。

会長は、取締役およびその委員会がその職務を果たすために有益な情報を、最高経営責任者に求める

ことができる。

会長は、取締役会および財務書類委員会の業務を準備するために、法定監査人に諮問することができ

る。

会長は、取締役がその職務を果たす地位にあること、特に、取締役会の業務に参加するために必要な情

報を取締役が有すること、および取締役が特別委員会の活動を行うために、当社の経営陣による適切な

協力を期待できることを確保する。また、会長は、取締役が、十分な出席、能力および忠誠をもって、取締

役会の業務を効果的に行うことを確保する。

会長は、経営報告書に添付される文書において、取締役会の業務の整備および組織の状況、ならびに当

社により設けられた内部統制手続、および取締役会が決定する最高経営責任者の権限の制限につき、報

告する。」
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会長の報告書－ポイント1.d

 

取締役の行為－倫理規範

「取締役は、互いの意見を尊重し、共に働く上での規律を受け入れ、また取締役会議で審議する事項に

ついて、たとえそれが多数意見に反しているとしても、自由に意見を述べるものとする。

取締役は、株主および当社グループ内のその他の利害関係者に対して強い責任感を持つものとする。

取締役は、その任期中誠実性を高く示し、かつその責任に関連する規則を尊重するものとする。

取締役は、その職務または職場に重大な変化があった場合に、自らの職場を取締役会が自由に使える

ものとすることに同意する。

 

法規制の遵守

すべての取締役は、取締役個人に関連する情報に関する法的義務およびフランス企業統治の提案を遵

守することが要求される。

 

米国籍の取締役

すべての米国籍の取締役は、その国籍に関する規制上の義務を考慮して、一部の取締役会の協議に出

席しないことを選択しなければならない。

 

倫理および法令遵守

インサイダー取引に関する法律は、個人として、また、BNPパリバの株式を有する企業内で責任を果た

す場合の両方において、特に取締役に対し適用される。取締役は、特に、就任の際に伝達される主要な規

定である、内部情報の定義、伝達および利用に関する法律上の要件を尊重しなければならない。

また取締役は、四半期財務書類および年次財務書類の公表日、または当社の運営に係るプレスリリー

スの公表後６週間以内は、個人ベースにおいてのみBNPパリバの証券の取引を行うことができる。ただ

し、当該期間内において、証券取引規則に基づきインサイダーであるとみなされる情報を保有している

場合は、この限りではない。

取締役は、疑義を生じさせる取引、とりわけレバレッジによる購入もしくは売却または短期取引は差

し控えることが望ましい。

取締役は、当社株式の管理者を含むいかなる者にも公有でない情報を開示してはならない。

倫理および法令遵守について質問がある場合、取締役は、法令遵守部門および恒常的統制部門の部長

に相談できる。
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利益相反の状況

取締役は、利益相反となる事情または潜在的な事情がある場合、取締役会に報告し、関与する事項につ

いての決議に参加することを差し控えなければならない。

 

取締役は、自らが構成員である取締役会または委員会で自らの職務を十分に果たすことができないと考

える場合、辞任するべきである。

 

守秘義務

すべての取締役または取締役会およびその特別委員会の会議の全部もしくは一部に出席するよう要

請されたいかなる者も、取締役会の討議の一連の出来事および内容に関して守秘義務を負う。

特に、取締役またはその他の者は、「経済的知識」に関連して競合他社または第三者の利益となり、ま

たは内容に機密性があり会長により機密情報として提供される、金融および株式市場の内部情報の定義

に含まれる情報を極秘に取り扱わなければならない。

かかる義務を遵守しない場合、当該規則に違反した取締役は、損害賠償請求を受けることがある。

 

定期的な出席

取締役は、取締役会および委員会に積極的かつ定期的に参加し、定時株主総会に出席するよう努力す

るものとする。」
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会長の報告書－ポイント4.a

 

財務書類委員会

「当委員会は年に４回以上の会議を開くものとする。

 

構成

財務書類委員会の委員の３分の２以上は、企業統治に関するフランス市場ガイドラインに従い取締役

会により設けられた、独立と認められる基準を満たす。

当行の業務執行陣のいかなる者も、当委員会には属さないものとする。

 

任務

当委員会には、財務書類の作成を完了させるにあたり当行が発行する四半期、半期および年次財務書

類を分析し、取締役会に対してかかる財務書類を提示するに先立ち、特定の項目について更なる説明を

得る責務がある。

当委員会は、会計原則および会計方針の選択、引当金、分析結果、プルデンシャル基準、収益性指標など

の財務書類および文書に関するすべての事項ならびに方法論的問題となるまたは潜在的リスクとなる

その他一切の会計問題を審査するものとする。

当委員会は、業務執行陣から得た情報に基づき、事業の概要ならびに会計および財務に係る内部統制

の成績を少なくとも年２回は分析するものとする。当委員会は会計および財務に係る内部統制により明

らかになる事象（取締役会が定めた区分および基準に基づき報告される。）の概要について報告を受け

るものとし、その所見を取締役会に報告する。

当委員会は、会計および財務に係る内部統制の範囲で決定された是正措置を導入することに関して考

えられるあらゆる障害について、取締役会会長（定期的統制部長から直接情報を受ける。）による報告

を受け、その所見を取締役会に報告する。
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法定監査人との関係

当委員会は、法定監査人の選任手続を指揮し、法定監査業務の実施に対し請求される報酬額につき意

見を述べ、かかる選任過程の結果を取締役会に報告するものとする。

当委員会は、法定監査人の監査計画、ならびに監査人の推奨事項および監視を検討するものとする。

当委員会は、法定監査人および法定監査人が所属するネットワークに対してBNPパリバ・グループが

支払う当委員会が承認した計算式を使用して計算される報酬の金額および明細につき、年１回通知を受

けるものとする。当委員会は、BNPパリバに起因する監査法人の収益の額またはその一部が、法定監査人

の独立性を損なう可能性はないことを確認するものとする。

（税引前で）１百万ユーロを超える合計報酬を必要とする業務には、当委員会の事前承認を必要とす

るものとする。当委員会は、当社グループ財務部からの提案に基づき、一切の他の業務を、事後的に承認

するものとする。当委員会は、50,000ユーロを超える報酬を必要とする一切の「非監査」業務の当社グ

ループ財務部による一括承認および統制手続を承認するものとする。当委員会は、当社グループの法定

監査人が所属するネットワークにより実施された一切の「非監査」業務につき、当社グループ財務部か

ら年１回報告を受けるものとする。

各法定監査人は、当委員会に対し、法定監査人の独立性を保証するための内部統制機構につき年に１

回報告するものとし、当社グループの監査における法定監査人の独立性に係る書面を提出するものとす

る。

当委員会は、年に２回以上、当行の業務執行陣が出席しない状況において、法定監査人との討議のため

の会議を開催する。

当委員会は、法定監査人の出席のもと、四半期、半期および年次財務書類を検討するための会議を開

く。

ただし、法定監査人は、法定監査人の報酬または再指名を議題とする当委員会の会議には、全部または

部分的とを問わず、出席しないものとする。

法定監査人は、法定監査人の職員に関する特定の問題を議題とする当委員会の会議には、全部または

部分的とを問わず、出席しないものとする。

特段の事情のない限り、四半期、半期および年次の経営成績および財務書類を含むファイルは、翌月曜

日または火曜日に予定されている当委員会の会議に先立つ金曜日または土曜日の朝までに、当委員会の

委員に対して送付されるものとする。

四半期、半期および年次の経営成績に関連して会計原則の解釈の問題が生じ、重大な影響を伴う選択

が必要となる場合は、法定監査人ならびに当社グループ財務部は、提起された問題の性質および重要性

を分析し、様々な可能性のある解決法を提示し、行われた最終選択の論理的根拠を説明する文書を、四半

期毎に当委員会に提出するものとする。

当委員会は、会計および財務情報の作成および処理に関する内部統制手続に関する会長の報告書案を

検討するものとする。
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聴取

当委員会は、その管轄範囲である一切の問題に関して、適切と判断する場合には、業務執行陣の他のメ

ンバーが出席しない状況において、当社グループ財務・会計部の部長および資産・負債管理部の部長の

面接を行うことができる。

当委員会は、当委員会もしくは当行の経営陣が責任を負う可能性があり、または当行が発表した財務

および会計情報の品質を損なう可能性がある当委員会の管轄範囲に属する一切の問題に関して、当社グ

ループ財務部の部長から報告を受けることができる。」

 

財務書類委員会および内部統制・リスク管理・法令遵守委員会に共通の規定

「財務書類委員会および内部統制・リスク管理・法令遵守委員会および財務書類委員会は、年に２回

合同会議を開催するものとする。

これら委員会は、一般検査部門の任務計画および法定監査人の監査計画の概要について説明を受け、

リスク政策および運営システムを評価するための取締役会の業務を整理する。

これら委員会はBNPパリバのリスクおよび引当金政策に関連した一般的事項を扱う。当該会議は、財務

書類委員会の委員長が議長を務める。」
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会長の報告書－ポイント4.b

 

内部統制・リスク管理・法令遵守委員会

「当委員会は年に４回以上の会議を開くものとする。

 

構成

内部統制・リスク管理・法令遵守委員会の委員は、企業統治に関するフランス市場ガイドラインに従

い取締役会により設けられた、独立性が認められる要件を満たす委員の過半数を占める。

当行の業務執行陣のいかなる者も、当委員会には属さないものとする。

 

任務

当委員会は、適用ある規則に従い当社グループにもたらされる業務のリスクおよび収益性の測定、な

らびにかかる事項および方法論に関連する特定の問題に基づき、当社グループのリスク方針の主要な点

を審査する。

また、当委員会は、すべての法令遵守関連の課題、とりわけレピュテーション・リスクまたは職業倫理

の分野における課題にも取り組む。

当委員会は、リスクの測定および監視に関する報告を分析する。当委員会は年２回、内部統制業務、な

らびに業務執行陣から提供された情報および恒常的統制部門、法令遵守部門、定期的統制部門の部長か

ら受けた報告に基づく所見（財務書類委員会の責任範囲である会計および財務に係る内部統制を除

く。）を検討する。当委員会は、当社と銀行委員会（金融健全性規制監督機構（ACP））の総務との間で

行われた連絡交換について検討する。

当委員会は、内部統制により明らかになる事象（取締役会が定めた区分および基準に基づき報告され

る。）について報告を受けるものとし、その所見を取締役会に報告する。

当委員会は、一般検査部門による推奨事項のうち実行されなかったものの状態を分析する。当委員会

は、内部統制を目的として決定された是正措置を導入することに関して考えられるあらゆる障害（定期

的統制部長から直接情報を受けることとなっていたもの）について、取締役会会長による報告を受け、

その所見を取締役会に報告する。

 

聴取

当委員会は、業務執行陣の他の者が出席しない状況において、定期的統制部門および一般検査部門の

部長、当社グループ法令遵守部門および恒常的統制部門の部長、ならびに当社グループリスク管理部門

の部長の面接を行うことができる。

当委員会は、取締役会に対し、使用される方法および手続に関する評価を提示する。

当委員会は、かかる部門が当社グループ内で組織される方法に関する意見を述べ、これらの作業プロ

グラムにつき継続して情報提供を受ける。」
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会長の報告書－ポイント4.c

 

企業統制・指名委員会

「当委員会は必要に応じて会議を開くものとする。

 

構成

企業統制・指名委員会は、企業統治に関するフランス市場ガイドラインに従い取締役会により設けら

れた、独立性が認められる要件を満たす委員の過半数を占める。

当行の業務執行陣のいかなる者も、当委員会には属さない。

 

任務

当委員会は、企業統制を監視する責務がある。その役割は、BNPパリバ内部の企業統制慣行の適用に際

し取締役会を支援し、また、その経営実績を査定することにある。

当委員会は、国内外における企業統制規律の変化に関する定期的なフォローアップを確保する。当委

員会は、その要約を年１回以上取締役会に報告する。当委員会は、当社グループに適しており、かかる分

野における最良の慣行に一致した手続、組織および行為をもたらす措置を選択する。

当委員会は、委員会内部の人員、または当委員会が適切と判断するその他の内部もしくは外部の手続

により、取締役会の経営実績を定期的に査定する。

当委員会は、取締役会会長による企業統制に関する報告書草案、ならびに適用ある法令および規則に

より要求されるその他の書面を調査する。

当委員会は、会長と共に、定時株主総会による取締役任命の提案に関する討議を準備する。

当委員会は、無議決権取締役（censeurs）の取締役会への任命を提案する。

当委員会は、取締役会の審議の便宜のために取締役会会長を推薦する。当委員会は、取締役会会長と協

力して、取締役会の審議の便宜のために最高経営責任者を推薦し、また、最高経営責任者の推薦と同様に

最高業務責任者も推薦する。

当委員会は、委員長が出席しない状況において、委員長の経営実績を評定する。また、当委員会は、当事

者が出席しない状況において、最高経営責任者および最高業務責任者の経営実績の評定を行う。

当委員会は、会社役員の後任に関する計画を作成する責任も負っている。

当委員会は、委員長の指名および当委員会の委員が変更される場合の委員の指名につき、取締役会へ

の推薦を行う。

当委員会は、取締役の独立性の評定およびその調査結果の取締役会への報告も行う。当委員会は、必要

に応じ、取締役が繰り返し会議を欠席する場合の状況調査を行う。」
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会長の報告書－ポイント4.d

 

報酬委員会

「当委員会は必要に応じて会議を開くものとする。

 

構成

報酬委員会の委員の過半数は、企業統治に関するフランス市場ガイドラインに従い取締役会により設

けられた独立と認められる基準を満たす。

当行の業務執行陣のいかなる者も当委員会には属さないものとする。

 

任務

当委員会は、現在の規制に従い、とりわけ金融市場の専門家に関して、報酬の方針の原則について、取

締役会の業務を行う。

当委員会は、とりわけ報酬、退職給付額および当社株式の引受オプションまたは購入オプションの配

分に関する、会社役員の個人的状況に関するすべての争点ならびに当社の経営または代表機関のメン

バーの分離を定める規定の検討をその業務とする。

当委員会は、引受ストック・オプション・プランまたは購入ストック・オプション・プランの条件、

金額および配分を検討する。同様に、当委員会は、無償株式の配分の条件も検討する。

会長と共に、付託範囲内において、問い合わせがあった上級業務執行陣の報酬に関するあらゆる事項

について、最高経営責任者を支援する。」
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内部統制

当社グループの内部統制システムに関する以下の情報は、業務執行陣によって提供されたものである。最高経

営責任者は、内部統制のシステムおよび手続ならびに法律上内部統制に関する報告書に記載が必要なすべての

情報についても責任を負っている。本書は以下の当社グループ各部門によって提供される情報を利用して作成

された。かかる部門とは、法令遵守部門、リスク管理部門、開発および財務部、法務部ならびに一般検査部門を指

す。本書は、経営決定機関によって承認された。

 

BNPパリバの内部統制に関する言及

フランスおよび海外の銀行業界における内部統制は、バンキングおよび金融規制の中心であり、かつ様々な法

令に準拠している。

本業界においてBNPパリバに適用される主な規制は、CCLRF規則97-02（改正版）（注１）であり、これは銀行

および投資会社内の内部統制システムの遂行および監督に関する条件を規定するものである。これらの規則は、

取引および内部手続のための管理システム、会計システムおよび情報処理、リスクおよび成果評価システム、リ

スク監視および統制システム、ならびに内部統制の文書化および報告システムに関する原則を定めるものであ

る。当該規則の第42条に基づき、銀行は取締役会宛に内部統制に関する年次法定報告書を作成することが義務付

けられている。

規則97-02に定められているように、BNPパリバは個々の組織および管理者が、恒常的統制（法令遵守部門およ

びリスク管理部門を含む。）ならびに定期的統制に責任を持つという内部統制システム（以下「内部統制」と

いう。）を設けている。内部統制システムはまた、必要に応じ、金融市場機関の一般規則（フランス証券規則）、

フランス国外の支店および子会社ならびにポートフォリオ管理および保険等の専門的な業務に適用される規

則、当該事業分野で最も広く認められている業界の慣行ならびに自己資本要件の構成の問題に取り組む国際組

織（とりわけ、バーゼル委員会、金融安定理事会および欧州当局（欧州銀行監督機構および欧州証券市場監督

局）が重要とされる。）の勧告を勘案しなければならない。

 

(注１)　本規則は、内部統制の仕組の効率性を高めるために頻繁に改正される。
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内部統制の定義、目的および基準

BNPパリバ・グループの業務執行陣は、全体的なリスク統制を確保することおよび当行の当該分野における目

標の達成のために合理的な保証を与えることを主要な目的とした内部統制システムを設置している。このシス

テムは、基本的な内部参照書類として機能している当社グループの内部統制憲章において規定されている。この

憲章は、当社グループ内で広く普及し、当社グループのすべての従業員が自由に入手することができ、内部統制

を以下に記載する事項を保証する仕組と定義している。

・従業員間の力強いリスク管理文化の発展

・当社グループの内部運営の有効性および質の高さ

・内部情報および外部情報の信用性（特に会計および財務情報）

・取引の安全性

・適用される法令、規則および内部方針の遵守

当該憲章は、内部統制に関わる組織、責任系統および様々な当事者の付託事項に関する規則を定めるものであ

り、また各統制部門（法令遵守部門、一般検査部門およびリスク管理部門）は独立して運営しなければならない

という原則も確立している。

 

内部統制の範囲

内部統制の基本原則の１つは、対象範囲が包括的でなければならないという点である。すなわち内部統制は、

運営上のものであるか（事業部門、領域）または法律上のものであるか（支店および連結可能な子会社）にか

かわらず、例外なくあらゆる種類のリスクおよびBNPパリバ・グループのあらゆる事業体に同様に適用される。

また、外部委託された主要なサービスまたは運営活動につき、連結の範囲外である場合においても、当社グルー

プが運営管理を確保している会社と同様に、規制要件に従って拡大適用される。

当該原則の実施には、責任配分の正確な概観が必要であり、グループ事業における継続的な成長を考慮に入れ

なければならない。
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内部統制の基本原則

BNPパリバの内部統制は、下記の基本方針を基盤としている。

・運営スタッフの責任　恒常的統制の仕組は企業の運営組織内に組み込まれなければならない。運営管理者は、

自らが責任を負う業務に対し効果的な統制を確実に行わなければならず、また、すべての従業員は各人が認識

した問題または失敗について告発する義務を負う。

・内部統制の包括性　上記「内部統制の範囲」を参照。

・任務の分離　任務の分離は、開始および遂行から記録、決済および管理まで、取引における様々な段階に適用さ

れる。任務の分離はまた、特化した管理部門の導入時にも適用され、恒常的統制および定期的統制は明確に区

別されている。

・リスクの比例　統制の範囲および数は、関連するリスク・レベルに比例しなければならない。これらの統制は、

運営管理者によって遂行される１つ以上の統制、また必要であれば１つ以上の恒常的統制部門からなり、独立

した部門により行われる統制は「２段階の統制」の形をとることがある。いかなる意見の相違も組織の上層

部に報告される（エスカレーション・プロセス）。

・適切な統治　内部統制には様々な当事者が携わっており、組織、統制および監視のあらゆる側面を網羅してい

る。内部統制委員会は、かかる統治における主要部門である。

・内部統制トレーサビリティ　これは書面による手続および監査証跡に依拠する。企業によって当社グループの

統治の上層部に対して報告される統制、業績、開発および情報は追跡可能でなければならない。

定期的統制チーム（一般検査部門）は、定期的な検査を遂行してこれらの方針が遵守されているかどうかを

確認する。
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内部統制の組織

BNPパリバの内部統制は、恒常的統制および定期的統制からなる。両者は相互補完的である一方で、互いに明確

に異なり、独立している。

・恒常的統制は、リスク管理および戦略的行為の監視を継続的に実施するための全プロセスである。これは、運

営会社内か運営会社から独立した法人かを問わず、運営スタッフおよびその分野の管理者ならびに独立恒常

的統制部門によって遂行される。

・定期的統制は、一般検査部門によって実施される調査に基づき、銀行業務の「事後的」審査をするための全プ

ロセスである。一般検査部門は、個別にこれらの役目を遂行する。

 

 

(注１)　リテール事業部門は事業部として扱われる。
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内部統制に関わる主要な当事者

・業務執行陣は、取締役会に報告を行うと共に、当社グループ全体の内部統制システムに関して責任を負ってい

る。

・すべてのレベル（フロント／ミドル／バックオフィス、サポート部門）における運営スタッフ、また特に指令

報告ラインにいるスタッフは、リスク管理に関して第１レベルの責任を有し、恒常的統制の当事者を指揮す

る。運営スタッフが遂行する第１レベルの統制とは、すなわち、運営スタッフが担当し、責任を有する取引の統

制、その他の運営スタッフによって担当される業務もしくは取引における統制または管理統制である。

・独立恒常的統制部門。これらの部門は、以下のような第２レベルの統制を実行する。

・法令遵守部門は、当社グループが「法律上および規制上の規定、専門的水準および行動規範を遵守し、また

取締役会および業務執行陣の全体的な政策に従うこと」を確保するために、不遵守のリスクの恒常的統制

に貢献する。この部門は、事業部長の責任の下にある運営組織に統合されているが、事業部およびサポート

部門においてコンプライアンスを担当するチーム長の独立性は、とりわけ法令遵守部長と共に監視するこ

とで保証されている。当社グループの業務執行委員会の一員である法令遵守部長は最高経営責任者に報告

を行い、金融健全性規制監督機構において、恒常的統制に関するあらゆる事項につき当行を代表する。

　また、法令遵守部門の専門チームは、一方で恒常的統制システムの監督に責任を負っており、他方では、リス

ク管理部長から委任された権力の下で、様々な事業の分野（事業部門）ならびにサポートおよび統制部門

双方の業務リスクの測定および監督について責任を負っている。

　最後に、法令遵守部長は、内部統制調整委員会および主要な部門間プロジェクト（特に内部統制システムを

強化することを狙いとしたプロジェクト）において議長を務める中で、当社グループの全般的な内部統制

システムを調整する責任を負っている。

・当社グループリスク管理部門は、とりわけその取引および新たな活動における「２段階の統制」を通じて、

BNPパリバが負う信用リスクおよび市場リスクが、政策および収益性の目標に従い、これらに適合すること

の確保に寄与する。当社グループリスク管理レベルにおける本部門関連の任務は、その恒常的統制の目標に

貢献しながら、事業部およびサポート部門から独立して遂行される。リスク管理部長は、当社グループの業

務執行委員会の一員であり、最高経営責任者に直接報告を行う。

・当社グループ財務部門は、当社グループの財務情報システムに関するプロジェクト管理の監督および当社

グループの財務構造の法令遵守を保証することにより、財務書類の準備および品質管理に対する責任を

負っている。財務部長は、最高経営責任者に直接報告を行う。

・その他の部門は、それぞれの責任ある領域（法務、税務、情報技術およびプロセスならびに人事）において

恒常的統制に従事する中で主要な役割を果たしている。
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・定期的統制（「第３レベルの」統制）は、以下を含む一般検査部門によってすべての当社グループ法人のた

めに個別に遂行される。

・本店に本拠地を置き、当社グループ全体にわたって統制を遂行する権限を付与された検査役

・地理的拠点または事業部門の拠点に配備される監査人

定期的統制は、最高経営責任者に報告を行う一般検査部長の責任下にある。

・取締役会は、特に、内部統制・リスク管理・法令遵守委員会を通じて、以下の内部統制の任務を行っている。

・内部統制ならびにリスクの測定および監視に係る報告書、一般検査部門の運営に係る報告書ならびに主要

な監督機関との連絡交換の分析

・当社グループのリスク管理方針における主要点の審査

法令遵守部門、リスク管理部門および一般検査部門の部長は、それぞれの業務実績を最高経営責任者に報告

し、最高経営責任者または取締役会が必要であると考えるときはいつでも、取締役会に対して報告する。かかる

部長は、所轄の取締役会委員会（一般的に内部統制・リスク管理・法令遵守委員会）に対しても定期的に報告

する。かかる部長らの要求がある場合には取締役会と面接することができる。

 

内部統制の調整

内部統制調整委員会（ICCC）は、恒常的統制に従事している主要人物（上記参照。）、事業部の部長またはそ

れらの代表、および定期的統制部長の間で定期的に開催される。

当委員会は、以下の役割を担っている。

・当社グループの業務執行委員会の一員である法令遵守部長が議長を務め、当社グループの内部統制の調整を

担う。

・当社グループの別のリスク管理委員会に代替することを目的としているのではなく、システム全体において

効果を高めることを目的としている。

・内部統制システムの一貫性およびかかるシステムの規則への準拠性を保証している。

・共有の内部統制の手段を普及させることを目指している。

・内部統制に係る年次報告書と「責任憲章」の要件に従い恒常的統制および定期的統制の部門によって作成さ

れた投資サービスの統制との全体的な整合性、ならびに内部統制手続に係る取締役会会長の報告との一貫性

に寄与する。

2012年に、内部統制調整委員会が取り組んだ議題は下記のとおりである。

・「２段階の統制」の指針、エスカレーション・プロセス、懸念を提起する義務、および統制部門の独立性を明

確にした内部統制憲章の改定

・従業員による不正行為に対する処罰に関する当社グループの方針

・汚職防止に対する当社グループの方針

・顧客の苦情応対に関する当社グループの方針

・定期的統制部門および規制当局からの勧告に対するフォローアップ
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手続

調査手続は、リスクの認識および査定、統制の実行、報告過程の確認ならびに監視システムの管理と並び、恒常

的統制システムの中心的な職務の一部である。

書面によるガイドラインが当社グループ全体に配布されており、当該ガイドラインには組織上の構造、適用さ

れる手続および統制を規定した当社グループの内部統制のための基本的な枠組が定められている。法令遵守部

門は本店レベルで、恒常的運営統制システムの監督との関連において、手続に関するガイドラインの完全性が定

期的に監視されているかを管理している。かかる取組みは、部門間手続および運営組織のための手続（レベル３

の手続）のいずれのレベルにおいても、継続的に一連の手続および適用基準を効率化し、その頒布および計画の

改善を行い、アクセスを容易にし、かつそれらを蓄積するより良い手段を考案している。

当社グループの部門間ガイドライン（レベル１および２）は、すべてのコア事業および部門が積極的に参加

している継続中のプロセスの一環として更新される。統制組織に関し、プロセスの有効性に関する年２回の調査

は、恒常的統制に係る年２回の報告に組み込まれている。

すべての企業に適用される当社グループの部門間手続の中では、以下のものがリスク管理の分野において特

に重要である。

・例外的な取引、新商品および新たな活動を承認する手続

・当座クレジットおよび市場取引を承認する手続

これらのプロセスは、主に運営スタッフで構成される委員会（例外的取引、新規事業および新商品委員会、信

用委員会等）および取引において「２段階の統制」を遂行する恒常的統制部門（リスク管理部門および法令遵

守部門、ならびに財務、法務およびその他関連部門）にとりわけ依存している。意見の相違が生じる場合、組織内

のより高いレベルで審理される。かかるプロセスの頂点は、業務執行陣がそのメンバーとなっている委員会（信

用委員会、キャピタル・マーケット・リスク委員会およびリスク政策委員会）である。さらに、2008年度末から、

当社グループのリスク傾向をより頻繁に監視するため、特に当社グループリスク管理部門（GRM）および財務部

門の部長と共に全業務執行陣により構成される月次リスク委員会が開催されている。
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2012年の重要事項

当社グループの法令遵守

法令遵守部門の構造は2012年も引き続き安定的であった。2011年度末に決定された当社グループの部門ユ

ニットおよびリテール・ユニットの運営組織を反映するため、中央ユニットである法令遵守部門内における特

定の責任の配分に若干の調整が行われた。

2012年において、法令遵守部門の業務の結果として、以下の主要な措置がとられた。

・当社グループの基準の主要部は、顧客の苦情応対、電子メッセージの適切な使用方法に関する規則、差別の防

止および平等の推進の分野におけるフランスのオンブズマンとの関係の組織化に関する当社グループの規則

および基準を設定している複数の重要書類によって補足された。

・当社グループの金融保証および顧客の利益保護の分野における統制は、とりわけ、より包括的な一連の事業監

督指標の導入によって一層強化された。

改善された当社グループの基準の主要部のうち、当社グループの事業体に適用される金融保証の一般的な管

理計画に追加がなされた。

専門家の助力を受け、当社グループ全体のマネー・ロンダリングおよびテロリストへの融資の防止、財務的な

制限に対する法令遵守ならびに顧客の利益保護に関する取組みおよび訓練が継続され、強化された。

・2012年、当社グループでは職業倫理委員会が設置された。当委員会の主要な目的は、当社グループ法令遵守部

門の職業倫理の分野での監督機能を高めることである。法令遵守計画の発展におけるメカニズムの有効性の

改善およびかかる計画の効果的な監督の実施を目標としている。

・市場の完全性の分野においては、市場の悪用防止メカニズムが強化され、とりわけ空売りの分野において新た

な規制義務が実施されている。

 

恒常的運営統制

当社グループの恒常的統制および業務リスク監視システムは、２つの鍵となる指針によって支えられている。

リスク管理については運営スタッフが強い責任を有しており、独立した部門が２段階のリスク管理をコント

ロールしている。いくつかの特筆すべき意義のある改善点は、以下のとおりである。

・過年度に立ち上げられた、恒常的統制および業務リスク、不正および汚職に対する防御および保護または事業

の継続性の管理に関する第１レベルおよび第２レベルの統制の責任をより明確に定義することに成功した

様々な取組みの展開が特に注目された。

・業務リスク（とりわけ不正および汚職のリスク）に関する啓発活動および訓練が従業員向けに展開され、訓

練の提供および啓発モジュールのオンライン公表が拡大された。

・当社グループの様々な事業体で主要事業のプロセスに係る標準的な統制計画の実施が継続された結果、現在

世界的に十分な水準に達している。
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・関係者それぞれの責任、ならびに各事業体が手続の形式化、検証、および普及にあたって遵守すべき規範およ

び基準をより明確に定義するため、手続管理のシステムが改正された。

・年間を通じて、経営陣は様々な事業体（一般検査部門、法定監査人および規制当局）により発行される勧告の

遂行の監視を非常に慎重に行ってきた。

・旧フォルティスの事業体につき、BNPパリバの業務リスクに対する資本要件の算出方法の設置が承認され、単

一の先進的計測アプローチ（AMA）を選択した当社グループのすべての事業体において、かかる算出方法が使

用可能となった。

・新たな活動および組織の検証手続における業務リスクおよび恒常的統制メカニズムに関する事項に対する第

２レベルの統制の行使方法が明確化された。より一般的には、現場での検証または分野を超えた審査を用いて

事業体または事業部門のリスク因子をより明確に分析することで、業務リスクを監督する部門が発展を遂げ

た。

2013年に設定されている目標には、業務リスク管理に対するアプローチの実用化および独立した監視統制機

能による恒常的統制システムの整備の新たな進展が含まれる。

 

定期的統制

情報技術・処理部(ITP)の主要な部門が行う一般検査部門の情報システムを改善するプロジェクトは、2012年

に予定どおり遂行された。かかるプロジェクトの目的は、一般検査部門の全員が共有できる単一の手法を適用さ

せる統合されたツール（UNIK）を開発することである。

2011年に開始された様々なGRC（統治、リスクおよびコンプライアンス）の一連のソフトウェアの調査は、

2012年６月にソフトウェア開発業者と契約を締結したことにより終了した。下半期は開発業者との共同作業に

費やされ、最初のデモンストレーション版を2013年上半期に、製品版を同年下半期に提供することを目指してい

る。

また、2012年には、様々な業務上の監査手順の改正が正式に承認された。2012年度第４四半期には、過半数の監

査人が新たな監査方法の訓練を受けた。

2013年および2014年に導入される新たな監査方法およびツールの導入は、かかる更新に対処するため、分野を

超えた計画が伴う。

監査方法の主な修正は、2011年に実施されたリスク評価に従い、「調査結果」および「勧告」モデルに関連す

る。調査結果の構造は、９つの標準的な特性を取り入れることで規格化され、その位置、要因および結果の測定が

可能となった。調査結果の位置については、現在は２つの側面から定められている。一方は当行の組織（事業、地

理上の区域および法人）に基づくものであり、もう一方は、４つの「クラスター」に分類される39の一般プロセ

スに与えられる当社グループの活動の規格化された名称に基づいている。この他にも２つの重要な改正につい

て言及されるべきである。１つ目は、各調査結果が勧告を自動的に派生させることがなくなり、これにより是正

措置は監査されている事業体の自発性に委ねられることとなる。２つ目は、任務のみが記載されることとなり、

調査結果および勧告の個別の記載がなくなったことである。
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その業務の品質における継続した進展を目的として、高品質保証検査（QAR）プログラムは2012年に完了した

６件の新規案件にも引き続き用いられた。2006年11月の開始以降、このプログラムにより、ベンチマークとなる

すべての監査チームの実務について、専門的基準および部門毎に規定された指示体制に照らした評価を行うこ

とが可能となった。

職業訓練の分野において、引き続き同レベルの努力が払われた。これにより、一般検査部門全体において

82,300時間の訓練が2012年に行われた。

認定を受けている監査人（「公認国際監査人（CIA）」、「公認情報システム監査人（CISA）」等）の数は

2.6％増の200名であった。公認監査人の割合は、2011年と比較して２％増の全監査人の19％である。

 

内部統制の労働力

2012年度末、多様な内部統制部門が擁する労働力（常勤従業員）は以下のとおりである。

 

 2007年2008年
2009年

（フォルティ
スを除く。）

2009年
（フォルティ
スを含む。）

2010年 2011年 2012年
2011年
-2012年
の変化率

法令遵守部門
（恒常的統制
部門／2OPCを除
く。）

 

 

740

 

 

864

 

 

904

 

 

1,125

 

 

1,369

 

 

1,567

 

 

1,577(注１)

 

 

+0.64％

恒常的統制／
業務リスク監視
部門（2OPC）

 

439

 

562

 

637

 

760

 

315(注２)

 

381

 

368(注１)

 

-3.5％

当社グループ
リスク管理部門

881 954 9502,940(注３) 1,8011,971 1,965-0.3％

定期的統制部門 854 828 824 1,0161,014(注４)1,107 1,030-7％

合計 2,9143,208 3,315 5,841 4,4995,026 4,940-1.7％

(注１)　年度末の見積り。

(注２)　従業員の再表示後（説明は下記参照。）。

(注３)　フォルティスの従業員再表示前。

(注４)　トルコ・エコノミ・バンカシ（TEB）の従業員を含む。
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第２レベルの恒常的統制

・法令遵守部門の労働力は、2012年度末には常勤従業員がおよそ1,577人（恒常的統制2-OPCを除く。）であり、

2011年（常勤従業員数およそ1,567人）と比較しても安定した状態を保ち、前年の予測にも沿う形となった。

当年度の重要事項のうち、一方では、フランスにおけるリテール・バンキング・チームが分析を要する取引

量の増加に対応するために強化され、他方では、インベストメント・パートナーズ・チームが事業部門の再編

（事業の閉鎖／合併）により縮小された。

当社グループのその他の事業体の従業員配置レベルは、当社グループ部門と同様にほとんど変化がなかっ

た。

法令遵守部門の従業員（2OPCを除く。）の当社グループ全体の従業員に対する比率は、2011年の0.79％と比

較して0.81％であった。

・2010年に決定された恒常的統制および業務リスク監視部門の再配置により、以前は恒常的運営統制部門の一

部として計上されていた労働力の一部（400人の常勤従業員）が運営組織に再配置されることとなった。2010

年より、第２レベルの統制／第２次の防衛部門に明確に配属されるスタッフのみが計上されている。したがっ

て、2010年の数値を過去の数値と比較することはできない。2012年における変化は、特定の事業部門の活動傾

向およびリテール事業部門の様々な調整に起因する。

・2012年度末、BNPパリバ・フォルティス、BGL BNPパリバ、BNLおよびパーソナル・ファイナンスのリスク管理部

門を含め、当社グループリスク管理部門の労働力は1,965人であり、安定した状態を保った。

 

定期的統制

2012年12月31日における一般検査部門の労働力は、監査業務に専念する970人の常勤従業員（部門のサポート

・スタッフを除く。）を含めて、1,030人であった。これと比較して、2011年度末は1,107人（部門のサポート・ス

タッフを除けば1,043人）であった。

被監査者に対する監査者の全体的な比率は、0.53％であった。
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会計および財務情報の作成および処理に関する内部統制手続

会計および財務情報の作成および処理に関する役割および責任

最高経営責任者の権限に基づき、財務部門は、会計および財務情報の作成および処理の責任を負う。その任務

および責任は特定の憲章に記載され、以下が含まれる。

・会計方針および基準ならびに経営原則および基準を定めること

・会計情報および関連する規制上の報告書の作成

・ソルベンシーおよび流動性比率に関する情報の作成（かかる比率の決定および関連する規制上の報告書を含

む。）

・経営情報（達成後および予測時）の作成ならびに財務方針のために必要な支援の提供

・恒常的運営統制システムの実施による財務情報（業績、貸借対照表、ソルベンシー、流動性）に関連するリス

クの管理

・当社グループの企業情報通信を良質かつ市場から十分認知されるよう運用すること

・財務情報（業績、貸借対照表、ソルベンシー、流動性）システムの構造、設計および展開の監督

・財務部門に関連する組織および活動の業務処理の対処

・業務執行陣に向けた警告機能の行使

これらの任務は、特定の分野において詳細な知識を有する多様な人材を必要とする。かかる知識は、適用され

る時間の制約を順守しつつ、当社グループのあらゆるレベルにおける財務情報の理解および監視に依拠してい

る。

こうして、財務部門の責任は、以下の方法により行使される。

・会計および財務データの作成、ならびにその信頼性を構築する統制は、各事業体のレベルにおいてまず財務部

門により行われる。かかる事業体の財務課は、作成された情報を事業部／運営事業体（OE）に送信し、下記記

載の内部認証手続に従い当該情報が信頼できることを認証する。

・一方で、その後、事業部／OE－事業部門は、事業体により作成されたデータをチェックし、財務分析を実施し、

特に会計および経営データの間の適切な調整を行うことにより、それぞれのレベルで質の向上に貢献する。

・主として、当社グループ財務部は、事業部／OE－事業部門および連結事業体のすべてに対して送られる報告指

示を作成し、その結果データの均質化および当社グループの規則の順守が促進される。当社グループ財務部

は、事業部／OE－事業部門による承認後、事業体の作成する会計および経営情報すべてを収集し、かかるデー

タを業務執行陣の使用または外部の第三者への報告に供するために収集し、整理する。
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会計および財務情報の作成

会計方針および規則

各事業体の現地における財務書類は、かかる事業体が事業を行う国における一般的な会計基準に従って作成

されるが、その一方で当社グループの連結財務書類は、EUにより採用されたIFRSに基づいて作成されている。

当社グループ財務部において当社グループの会計方針および基準課は、当社グループ全体においてIFRSに基

づく会計原則を適用すべきものと定めている。当該課は規制の変更を監視して、必要な解釈レベルをもって新た

な会計原則を定める。当社グループのIFRSの会計原則のマニュアルは、BNPパリバにおける内部ネットワーク通

信ツール（イントラネット）によって、事業部／OE－事業部門にて入手できる。かかるマニュアルは、規制の変

更を反映するために定期的に更新される。

当社グループの会計方針および基準課はまた、新たな金融商品または取引が設定されまたは会計帳簿に記録

される場合にはとりわけ、事業部／OE－事業部門または会計事業体により行われる特定の会計調査の要請を処

理する。

最終的に、当社グループ財務部内の課は、経営方針および基準の作成にも貢献している。その業務は、経営チャ

ネルにより特定された需要に基づいている。これらの原則および基準は、内部ネットワークツール（イントラ

ネット）を用いて閲覧可能である。

ソルベンシーに関連する会計方針および規則は、当社グループのリスク管理部（GRM）の検討事項であり、流

動性に関連する会計方針および規則は、資産・負債管理部の財務課の検討事項である。

 

情報作成のプロセス

情報作成のプロセスに関連する２つの異なる報告チャネルがある。

・会計チャネル：具体的に、このチャネルは、会計方針および基準に従って、事業体の財務および解析の会計の

作成ならびに当社グループの財務書類の作成を行う。また、ソルベンシーおよび流動性に関係する関連情報

を、あらゆるレベルの会計において一致するように確保して、作成する。

・経営チャネル：採用された内部原則および基準に従って、事業の財務経営に関連する経営情報（具体的には、

事業部／OE－事業部門により組織され、事業体毎のデータに基づいてまとめられたもの）を作成する。経営

データと会計データの整合性をあらゆるレベルで確保する。このチャネルは、ソルベンシーおよび流動性比率

の作成ならびに独自の分析について責任を負っている。

当社グループ財務部は、各自の目的および必要な相補性を考慮しながら、当社グループ全体に情報を提供する

ことを目的とする２つの報告チャネルの報告ツールを、設計し、展開し、管理する。

当社グループ財務部は、当社グループのレベルで設計され、革新的に展開されている当社グループの事業体に

おいて基準となる会計システムの設置を促進する。かかる取組みは、情報共有を促進し、当社グループにおいて

プールされた会計処理および統合の発展の背景に対して、部門間協力プロジェクトの実施を進める。
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流動性に関して、資産・負債管理部の財務課のスタッフと協力して、特別なプログラムが2012年から導入され

た。特に以下の報告分野を目的としている。

・策定された規制に注目して適用される方針および方法を定めること

・当社グループのレベルならびに事業部／OE－事業部門および事業体のレベルの両方において恒常的なツール

および処理を定め、実施すること

その主な業務は、2014年に見込まれている比率監視期間の開始に間に合うように、現在から2013年末の間で達

成される予定である。

 

会計および財務情報の恒常的統制

財務部門における内部統制

会計および財務情報に主に関連するリスクを中心とする監視が確実に行われるために、当社グループ財務部

は、当社グループ統制および認証部門を有しており、かかる部門は、下記の主要な責任を有している。

・会計内部統制システムに関する当社グループの方針を明確にすること。本システムに基づき、事業体は、会計

に係る内部統制環境を体系化するための指針およびそれらの連結報告パッケージに含まれる情報の信頼性確

保を目的とした主要な統制を実践する。当社グループは連結事業体が使用するための内部会計統制ガイドラ

インおよび基準となる標準的な会計統制プランを発行した。これには会計リスクをカバーすることを狙いと

した以下の主要な必須の統制が掲載されている。

・特に下記の内部会計認証手続を通じて、当社グループ内において会計に係る内部および財務情報の統制環境

が正しく機能することを確保することならびに当社グループ内で作成される財務書類の質に関し、業務執行

陣および取締役会の財務書類委員会に対して四半期毎の報告を行うこと

・GRMと共同で、具体的には特別認証メカニズムおよび質指標を用いて、収集システムの適正な機能および連結

の信用リスクの報告の処理を確保すること

・事業部／OE－事業部門と協力して行われる法定監査人および一般検査部門による会計リスクに関する勧告の

各事業体による実施を監視すること。かかる監視は、各事業体が自らに対してなされた勧告の監視および多様

な活動計画の進行の定期的報告を行うことを可能とする専門ツールの利用により容易となる。かかる勧告に

対する集中監視は、当社グループ財務部が、連結事業体内で設定される会計内部統制システムの改善点を特定

し、あらゆる部門間の問題を特定し、必要に応じて当社グループ・レベルの手続および指示を改訂することを

可能にする。

会計チャネルにおいて、これらの役割は、事業体を間近で監視し、必要であれば管轄内の特定の需要に適合す

る会計統制手続を実施する中央統制チームによって、事業部／OEの財務課にその遂行が委ねられている。
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最終的に、事業体、取引業者および従業員の大きさに応じて、当社グループの会計に係る内部統制の指針が施

行により、事業体の財務課による専門の会計統制チームが設置された。これに関して、当社グループ内で採用さ

れた地域のプラットフォームにおける会計統合を行うための共同出資の方法により、報告と統制手続の一層の

調和を促進し、関係する事業体における効果を高め、また、会計管理チームが適した規模でありその需要に対し

て正しい専門知識を有していることを保証する。かかる地域チームは、下記の主要な責任を負っている。

・具体的には会計システムを供給するバックオフィスが会計処理を行うための必要な情報（利用可能な会計

ツール上の訓練、会計システムの知識等）を有していることを確認することにより、財務部と会計システムを

供給するバックオフィス間を連携させること

・管轄範囲内のすべての事業体における第２レベルの会計統制を実施すること。分散的会計構造において、これ

らの統制は第１レベルの統制に加えてバックオフィスによって実施され、会計統制ツールに特に依存してい

る。かかる会計統制ツールによって、例えば各会計についてその正当性および統制に対して責任を有する課を

特定し、かかる会計システムに記載された残高と各事業の運営システムにおける残高との調整を行い、また未

決済勘定の決済を特定し、正当であることを証明し、監視することができる。

・１つの事業体における多様な課に、自ら遂行する統制についての報告を可能とする「初期認証」プロセス

（以下に記載する。）の調整を行うこと

・事業体の財務課が会計概要の作成プロセスにおいて、またとりわけ当社グループの認証処理プロセス（以下

に記載する。）に必要なすべての要素について、十分な監視ができるような会計に係る内部統制システムを確

保すること。処理および関連リスクをマッピングするため、また統制を文書化するためのツールを用いた決算

業務の形式化は、かかる目的の達成に貢献する。

 

内部認証プロセス

－当社グループ全体

当社グループ財務部は、財務会計管理ツール（Financial Accounting Control Tool）（「FACT」）を使用

し、連結報告パッケージについて各事業体により作成された四半期データ、事業部門の財務課において行われる

検証業務、および当社グループ財務部の当社グループ開示課が責任を担う連結処理に関し、内部認証プロセスを

行っている。

関係する事業体の財務部の責任者は、当社グループ財務部に対し、以下の事項についての認証を行う。

・送信されたデータが当社グループの規範および基準に従って作成されていること

・会計内部統制システムが自身の質および信頼性を保証していること

世界的または按分的統合によって連結された事業体により完了された主な認証は、当社グループの会計統制

計画に定義されるすべての主要な統制の結果を再現しており、各事業体の格付の決定を導いている。持分法によ

り連結された事業体は、適切な認証を完成させる。最終的に、非連結の事業体は、年次の簡易化された認証手続の

対象とされる。
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かかる認証システムは、GRMと協力して信用リスクにも適用されている。流動性に関するデータについての認

証システムは、資産・負債管理部の財務課と協力して、2013年に実施されるだろう。

かかる内部認証プロセスはグループ全体の内部統制監視制度の一部を構成しており、これにより、当社グルー

プの連結財務書類の作成およびその質に対して全般的な責任を負っている当社グループ財務部が、財務諸表に

関する問題点を把握し、事業体が適切な是正措置を講じているかを監視することを可能とする。かかる手続に関

する報告は、当社グループの四半期連結決算時に業務執行陣および取締役会の財務書類委員会に提示される。

 

－事業体レベル

各事業体の財務課のレベルにおける会計情報の作成のすべての処理の監視を確保するために、当社グループ

統制および認証部門は、取引の処理ならびに会計および財務データの作成が、かかる処理が必要となるようにす

る分散された方法で組織された場合、会計データを対象とした「初期認証」（または「予備認証」の）プロセ

スの実施を勧告する。

当該プロセスによって、会計および財務データの作成に貢献している情報提供者（例えばミドルオフィス、

バックオフィス、人事部門、支払部門等）が、その担当している会計および財務データの信頼性を確保するよう

策定されている基本的な統制が効果的に機能していることを正式に認証する。初期認証の結果は各地の財務課

に送付され、財務課は直接行動する会計統制部と協力してこれを分析し、主要な認証を作成するために利用する

ことを目的とした概略報告書を作成し、注意が必要な事項を監視するために多様な担当者と連携する。

また、FACTの適用は、事業体に対し、それぞれのレベルで策定されたプロセスを直接管理することができる専

門の環境を提供することにより、予備認証プロセスの自動化も可能にする。

 

金融商品の評価および市場取引の結果の判断の統制

当社グループ財務部は、当社グループの会計および経営情報の作成およびその質に対し責任を負い、市場リス

クおよび経営データを監視するという総合プロセスの中で、金融商品の市場価格またはモデルの査定および管

理を、金融商品の評価に関与している様々な関係者に委任する。

かかる業務の管理は、すべての関係者に関わるものであり、財務部がその責任を負う。かかる管理手続の目的

は次のとおりである。

・金融商品に関する取引が、財務および経営データの作成についての当社グループの方針に従って当社グルー

プの帳簿に適正に記録されていることを確保するため

・財務および経営会計の作成ならびに市場リスクおよび流動性リスクの管理および監視を行う上で用いられる

金融商品の評価および報告の質を保証するため

・市場取引の結果が正確に決定され、理解され、また分析されることを確保するため

・関連する業務リスクを管理するため
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かかる恒常的統制プロセスは、当社グループの内部統制憲章に定められた組織原則の範囲に基づき、当社グ

ループ、コーポレート・バンキング事業および投資銀行事業、市場取引を会計上記録している主要な事業体と

いった組織の各レベルにおいて存在する。

財務課は、個々のレベルで統制を遂行し、専門の投資銀行事業チーム（CIB財務統制）を通じて全プロセスを

確認することができる。財務課は、様々な関係者によって報告されるべき情報（実施された上位段階における管

理の結果および質と共に様々な事業の傾向を示す量的かつ質的なデータから構成されたもの）を決定する。

毎月開催される委員会は、会計システムにおける市場取引の評価および認識に関する問題の全範囲について

協議するため、すべての関係者を一堂に会するために設定されている。四半期毎の決算手続の一環として、コー

ポレート・バンキング事業および投資銀行事業の財務部は、CIB財務統制チームの活動および統制の効率化の向

上を図るための業務ならびに市場取引の結果の評価および認識の信頼性に関する事項を、当社グループの最高

財務責任者が委員長を務める仲裁および意思決定委員会（商品財務統制委員会（PFC））に報告する。当該委員

会は四半期毎に開催され、当社グループ財務部、投資銀行事業部および当社グループリスク管理部が出席する。

 

システムの開発

統制システムは、当社グループの要求に常に適合している。前述の手続は、当社グループ全体を通じて、統制の

適正レベルを保証することを目的とする発展型システムの一部を形成する。

具体的には、事業部／OE－事業部門と協力して、特定の統制に適用するために計算された指標および特定の主

要な統制に向けた単発の行為を段階的に展開することで、会計認証プロセスの質を見直すための措置が体系的

にとられている。これらの措置は、財務部に関係する様々な委員会に対してなされた発表、現地視察、特定の主要

な統制の詳細を提供する当社グループの手続の進行、均質的な応答手続およびかかるプロセスに十分な文書作

成を確保することを目的とした詳細な最終指示により補足される。

同様に、ソルベンシー比率について用いられるデータに関して、作成プロセスを改善するために特別な措置が

とられている。具体的には、会計データおよび信用リスクに関する情報の調整に関して、監査証跡を強化し、分析

の実行において財務部とリスクチームの間の密接な連携を確保する、重要な事業体において、基準となる方法が

定められ、展開されている。かかるアプローチは、当社グループの他の事業体に対して拡大適用されている。

かかるシステムはまた、流動性報告を検討するために開始されたプログラムにおいて適応される。
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定期的統制－中央会計検査チーム

一般検査部門には、財務監査を専門とする検査役チーム（中央会計検査チーム）が含まれる。これは、技術的

観点および監査契約により対処される会計リスクの分野の両面で当社グループの内部監査能力を向上しようと

する戦略を反映している。

そのアクション・プランは、当社グループ財務部が利用することのできる遠隔会計内部統制ツールおよび一

般検査部門により作成されたリスク評価表に基づいている。

チームの中核的な目的は以下のとおりである。

・一般検査部門が当該分野における検査を行う際の機能を強化するために、会計および財務の専門性の中核を

構成する。

・当社グループ全体において、内部監査の最良の慣行を普及させ、監査業務の質を統一する。

・会計リスク領域を、当社グループのレベルで特定し、検査する。

 

当社グループの法定監査人との関係

毎年、法定監査人は、当社グループ会社の年次財務書類と共にBNPパリバ・グループの連結財務書類の公正さ

に関する意見書を発行する。

法定監査人は半期会計の決算についての限定的審査および四半期会計についての特別な任務も行っている。

法定監査の任務として、以下のものがある。

・会計基準の重要な変更を検証し、財務書類委員会に対し、重大な影響および取り得る手段に関する勧告を提示

する。

・事業体／事業部門および当社グループの財務部門に対して、監査結果を提示し、とりわけ、監査において法定

監査人が検討した会計および財務情報の作成に寄与する内部統制システムの一部を改善することを目的とし

た監視結果および勧告を提示する。

取締役会の財務書類委員会は、上記「BNPパリバのコーポレート・ガバナンス」に記載のとおり、重大な影響

を与える会計上の選択に関し、その概要を把握している。

 

企業の情報公開－（記者発表、臨時報告等）

財務報告書は、当社グループの様々な活動の公表、財務成績の説明および戦略展開の詳細の報告を、個人株主、

機関投資家、金融アナリストおよび格付機関に対して行うために、当社グループ財務部の「投資家向け財務情報

公開」を担当するチームにより、財務情報の公表原則が内部で用いられる原則に従うよう順守しつつ、対外公表

用に作成される。

業務執行陣および最高財務責任者に対する報告を行っているこのチームは、当社グループが発表する財務情

報の様式を策定する。このチームは、事業部および課と連携して、当社グループの業績および戦略的計画の発表

ならびに臨時報告を対外公表用に準備する。

投資家の要望の高まりおよびヨーロッパの企業の情報公開において最先端に立つという当社グループの決定

により、BNPパリバはその業績を四半期毎に金融市場に対して公表するための詳細な情報公開様式を採用した。

法定監査人は、財務書類委員会および取締役会に対し報告を行う前に、四半期、半期または年次財務書類の締め

切りにあたり記者発表段階でその検証および審査に関与する。
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(2) 【監査報酬の内容等】

①【外国監査公認会計士等に対する報酬の内容】

連結財務書類の注8.jを参照。

 

②【その他重要な報酬の内容】

連結財務書類の注8.jを参照。

 

③【外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

連結財務書類の注8.jを参照。

 

④【監査報酬の決定方針】

該当事項なし。
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第６ 【経理の状況】

(イ)本書記載のBNPパリバ・グループ（以下「当グループ」という。）の2012年および2011年12月31日終了事業年度

の連結財務書類は、欧州連合が採用する国際財務報告基準（以下「IFRS」という。）に準拠して作成されている。

フランスにおいては、2005年１月より、欧州委員会規則1606/2002の要求するところに従い、EUにおけるすべての上

場会社は、国際会計基準審議会が公表するIFRSに準拠して連結財務書類を作成することが要求されている。IFRS第

１号「国際財務報告基準の初度適用」およびその他のIFRSの要件に準拠し、2005年１月１日（初度適用日）より

連結財務書類に対してIFRSが適用された。また、本書記載のBNPパリバの2012年および2011年12月31日終了事業年

度の個別財務書類は、フランスの金融機関に適用されている会計原則に準拠して作成されている。

2012年12月31日現在ならびに2012年および2011年12月31日に終了した事業年度の連結財務書類の作成にあたり

当グループが採用している会計基準、会計手続および表示方法と日本において一般に公正妥当と認められている

企業会計の基準、会計手続および表示方法との間の主な相違点に関しては、「４ フランスと日本における会計原

則および会計慣行の相違」に記載されている。当グループの財務書類は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法

に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第129条第１項の規定の適用を受け

ている。

 

(ロ)当グループの財務書類については、フランスの法定監査人であるデロイト＆アソシエ、プライスウォーターハウ

スクーパース　オーディットおよびマザーの監査を受けており、その連結財務書類に対する監査報告書が本書に添

付されている。

前述の財務書類は、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」(昭和32年大蔵省令第12号)第１条の２の規定

により、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく我が国の公認会計士または監査法人による監査は受け

ていない。

 

(ハ)本書記載の邦文の財務書類は、当グループが作成した原文の財務書類を翻訳したものである。

 

(ニ)本書記載の財務書類(原文)はユーロで表示されている。邦文の財務書類において「円」で表示されている金額

は、「財務諸表等規則」第132条の規定に基づき、主要な計数について、2013年４月24日現在の東京外国為替市場に

おける対顧客電信直物相場仲値、１ユーロ＝129.51円の換算レートで換算されたものであり、百万円単位（四捨五

入）で表示されている。日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合があ

る。

 

(ホ)円換算額および「２ 主な資産・負債及び収支の内容」、「３ その他」ならびに「４ フランスと日本における

会計原則及び会計慣行の相違」は、当グループの財務書類には含まれておらず、上記(ロ)の監査の対象にもなって

いない。
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１ 【財務書類】

連結財務諸表

BNPパリバ・グループの連結財務諸表は、2012年12月31日および2011年12月31日終了事業年度について表示されている。欧州委員

会規則(以下「EC」という。)809/2004の付属書類Ⅰ第20.1条に従い、2010年度の連結財務諸表は、2012年３月９日にフランス証券

規制当局(Autorité des marchés financiers)に提出された登録書類D.12-0145号に記載されている。
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損益計算書

 

  
2012年12月31日
終了事業年度

2011年12月31日
終了事業年度

 注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

      

受取利息 2.a 44,4765,760,08747,1246,103,029

支払利息 2.a (22,731)(2,943,892)(23,143)(2,997,250)

受取手数料 2.b 12,6011,631,95613,6951,773,639

支払手数料 2.b (5,069)(656,486)(5,276)(683,295)

純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に
係る純利益／損失

2.c 3,312428,9373,733483,461

売却可能金融資産および公正価値で測定しない
その他の金融資産に係る純利益／損失

2.d 1,624210,324 280 36,263

その他の業務収益 2.e 33,7204,367,07726,8363,475,530

その他の業務費用 2.e (28,861)(3,737,788)(20,865)(2,702,226)

営業収益  39,0725,060,21542,3845,489,152

営業費用  (25,007)(3,238,657)(24,608)(3,186,982)

有形・無形固定資産に係る減価償却費、償却費
および減損

5.n (1,543)(199,834)(1,508)(195,301)

営業総利益  12,5221,621,72416,2682,106,869

リスク費用 2.f (3,941)(510,399)(6,797)(880,279)

営業利益  8,5811,111,3259,4711,226,589

関連会社投資損益  489 63,330 80 10,361

長期性資産に係る純利益  1,792232,082 206 26,679

のれん 5.o (490)(63,460)(106)(13,728)

税引前当期純利益  10,3721,343,2789,6511,249,901

法人税 2.g (3,059)(396,171)(2,757)(357,059)

当期純利益  7,313947,1076,894892,842

少数株主帰属当期純利益  760 98,428 844 109,306

親会社株主帰属当期純利益  6,553848,6796,050783,536

      

基本的１株当たり当期純利益 8.a5.16ユーロ 668円4.82ユーロ 624円

希薄化後１株当たり当期純利益 8.a5.15ユーロ 667円4.81ユーロ 623円
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当期純利益および資本に直接認識される資産および負債の変動計算書

 

  
2012年12月31日
終了事業年度

2011年12月31日
終了事業年度

 注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

      

当期純利益  7,313947,1076,894892,842

資本に直接認識される資産および負債の変動  5,518714,636(1,748)(226,383)

為替レートの変動に関連する項目  113 14,635 (61) (7,900)

売却可能金融資産(貸出金および債権として
再分類されたものを含む)の公正価値の変動

 4,761616,597(2,532)(327,919)

当期純利益に報告される売却可能金融資産
(貸出金および債権として再分類されたものを
含む)の公正価値の変動

 (284)(36,781)277 35,874

ヘッジ手段の公正価値の変動  559 72,396 640 82,886

当期純利益に報告されるヘッジ手段の公正価値の
変動

 6 777 (15) (1,943)

関連会社に対する投資に関連する項目  363 47,012 (57) (7,382)

合計  12,8311,661,7435,146666,458

親会社株主帰属  11,1781,447,6634,487581,111

少数株主帰属  1,653214,080 659 85,347
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貸借対照表

 

  2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

 注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

資産      

現金および中央銀行預け金  103,19013,364,13758,3827,561,053

純損益を通じて公正価値で測定する金融商品      

トレーディング目的有価証券 5.a 143,46518,580,152157,62420,413,884

貸出金および売戻契約 5.a 146,89919,024,889153,79919,918,508

純損益を通じて公正価値で測定するとして指定
された資産

5.a 62,8008,133,22857,0737,391,524

デリバティブ金融商品 5.a 410,63553,181,339451,96758,534,246

ヘッジ目的デリバティブ 5.b 14,2671,847,7199,7001,256,247

売却可能金融資産 5.c 192,50624,931,452192,46824,926,531

金融機関貸出金および債権 5.f 40,4065,232,98149,3696,393,779

顧客貸出金および債権 5.g 630,52081,658,645665,83486,232,161

金利リスクヘッジポートフォリオの再測定による
調整

 5,836755,8204,060525,811

満期保有目的金融資産 5.j 10,2841,331,88110,5761,369,698

当期および繰延税金資産 5.k 8,6611,121,68611,5701,498,431

未収収益およびその他の資産 5.l 99,35912,867,98493,54012,114,365

保険契約者剰余金 5.p - - 1,247161,499

関連会社に対する投資 5.m 7,040911,7504,474579,428

投資不動産 5.n 927 120,05611,4441,482,112

有形固定資産 5.n 17,3192,242,98418,2782,367,184

無形固定資産 5.n 2,585334,7832,472320,149

のれん 5.o 10,5911,371,64011,4061,477,191

資産合計  1,907,290247,013,1281,965,283254,523,801
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  2012年12月31日現在2011年12月31日現在

 注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

負債      

中央銀行預金  1,532198,4091,231159,427

純損益を通じて公正価値で測定する金融商品      

トレーディング目的有価証券 5.a 52,4326,790,468100,01312,952,684

借入金および買戻契約 5.a 203,06326,298,689173,27122,440,327

純損益を通じて公正価値で測定するとして指定
された資産

5.a 43,5305,637,57042,0445,445,118

デリバティブ金融商品 5.a 404,59852,399,487447,46757,951,451

ヘッジ目的デリバティブ 5.b 17,2862,238,71014,3311,856,008

金融機関預金 5.f 111,73514,470,800149,15419,316,935

顧客預金 5.g 539,51369,872,329546,28470,749,241

負債証券 5.i 173,19822,430,873157,78620,434,865

金利リスクヘッジポートフォリオの再測定による
調整

 2,067267,697 356 46,106

当期および繰延税金負債 5.k 3,046394,4873,489451,860

未払費用およびその他の負債 5.l 86,69111,227,35181,01010,491,605

保険会社の責任準備金 5.p 147,99219,166,444133,05817,232,342

偶発債務等引当金 5.q 10,9621,419,68910,4801,357,265

劣後債 5.i 15,2231,971,53119,6832,549,145

負債合計  1,812,868234,784,5351,879,657243,434,378

      

連結資本      

資本金、払込剰余金、および利益剰余金  76,1029,855,97070,7149,158,170

親会社株主帰属当期純利益  6,553848,6796,050783,536

資本金、利益剰余金、および親会社株主帰属当期純
利益合計

 82,65510,704,64976,7649,941,706

資本に直接認識される資産および負債の変動  3,231418,447(1,394)(180,537)

親会社株主資本  85,88611,123,09675,3709,761,169

少数株主帰属利益剰余金および当期純利益  8,1241,052,13910,7371,390,549

資本に直接認識される資産および負債の変動  412 53,358 (481)(62,294)

少数株主持分合計  8,5361,105,49710,2561,328,255

連結資本合計  94,42212,228,59385,62611,089,423

負債および資本合計  1,907,290247,013,1281,965,283254,523,801
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キャッシュ・フロー計算書

 

  
2012年12月31日
終了事業年度

2011年12月31日
終了事業年度

 注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

税引前当期純利益  10,3721,343,2789,6511,249,901

税引前当期純利益およびその他の調整に
含まれる非貨幣性項目

 8,5401,106,01518,9752,457,452

有形・無形固定資産に係る減価償却費および償却費
(純額)

 3,663474,3953,788490,584

のれんおよびその他の長期性資産の減損  493 63,848 135 17,484

引当金繰入額(純額)  7,004907,0886,359823,554

関連会社投資損益  (489)(63,330)(80)(10,361)

投資活動からの純利益  (1,783)(230,916)(246)(31,859)

財務活動からの純利益  217 28,104 (1,719)(222,628)

その他の変動  (565)(73,173)10,7381,390,678

営業活動から生じた資産および負債関連の
キャッシュ正味増加

 38,4244,976,29211,7191,517,728

金融機関との取引関連のキャッシュ正味減少  (22,052)(2,855,955)(11,427)(1,479,911)

顧客との取引関連のキャッシュ正味増加(減少)  47,0286,090,596(68,092)(8,818,595)

その他の金融資産および負債を伴う取引関連の
キャッシュ正味増加

 17,8902,316,93496,55112,504,320

非金融資産および負債を伴う取引関連のキャッシュ
正味減少

 (2,455)(317,947)(2,970)(384,645)

法人税支払額  (1,987)(257,336)(2,343)(303,442)

営業活動から生じた現金および現金同等物の
正味増加

 57,3367,425,58540,3455,225,081

連結事業体の取得および売却関連のキャッシュ正味
増加

8.d 2,911377,004 325 42,091

有形・無形固定資産関連の正味減少  (1,630)(211,101)(1,938)(250,990)

投資活動関連の現金および現金同等物の
正味増加(減少)

 1,281165,902(1,613)(208,900)

株主との取引関連の現金および現金同等物の増加
(減少)

 543 70,324 (3,910)(506,384)

財務活動から生じた現金および現金同等物の減少  (8,246)(1,067,939)(11,058)(1,432,122)

財務活動関連の現金および現金同等物の
正味減少

 (7,703)(997,616)(14,968)(1,938,506)

現金および現金同等物に対する為替レートの
変動による影響額

 (1,035)(134,043)1,550200,741

現金および現金同等物の正味増加  49,8786,459,67025,3143,278,416

現金および現金同等物－期首  50,3296,518,10925,0153,239,693

現金および中央銀行預け金  58,3827,561,05333,5684,347,392

中央銀行預金  (1,231)(159,427)(2,123)(274,950)

金融機関への要求払預金 5.f 12,0991,566,94111,2731,459,966

金融機関からの要求払預金 5.f (18,308)(2,371,069)(17,464)(2,261,763)

債権ならびに現金および現金同等物に係る未収利息
の減少

 (613)(79,390)(239)(30,953)

現金および現金同等物－期末  100,20712,977,80950,3296,518,109

現金および中央銀行預け金  103,19013,364,13758,3827,561,053

中央銀行預金  (1,532)(198,409)(1,231)(159,427)

金融機関への要求払預金 5.f 8,6651,122,20412,0991,566,941

金融機関からの要求払預金 5.f (9,840)(1,274,378)(18,308)(2,371,069)

債権ならびに現金および現金同等物に係る未収利息
の減少

 (276)(35,745)(613)(79,390)

現金および現金同等物の正味増加  49,8786,459,70025,3143,278,416
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株主資本変動計算書－2011年１月１日から2012年12月31日まで

 

 資本金および利益剰余金

 親会社株主帰属  少数株主持分

 
資本金
および
払込剰余金

 
永久
最劣後
ノート

 
未処分の
準備金

 合計  
資本金
および
利益剰余金

 

Tier１資本
として
適格な
優先株式

 合計

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ  百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

2010年12月31日
現在の資本金および
利益剰余金

25,711 8,029 40,723 74,463 9,401 1,892 11,293

2010年度利益処分     (2,521) (2,521) (462)   (462)

増資および株式発行 396     396      

減資           (500) (500)

無議決権株式の償還
の影響額

    114 114      

自己株式の変動 (427) (768) 91 (1,104)      

株式報酬制度     65 65      

優先株式および永久
最劣後ノートに係る
配当

    (295) (295) (117)   (117)

少数株主持分に係る
内部取引の影響額(注
８.c)

    (80) (80) 80   80

少数株主持分に影響
を及ぼす連結方法の
変更

    (8) (8) 63   63

追加持分の取得また
は持分の一部売却(注
８.c)

    (292) (292) (477)   (477)

少数株主持分の買戻
に対する債務額の変
動

    3 3 (16)   (16)

その他の変動 (2)   (25) (27) 65 3 68

資本に直接認識され
る資産および負債の
変動

             

2011年度当期純利益     6,050 6,050 844   844

中間配当支払額         (39)   (39)

2011年12月31日
現在の資本金および
利益剰余金

25,678 7,261 43,825 76,764 9,342 1,395 10,737
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株主資本変動計算書(続き)－2011年１月１日から2012年12月31日まで

 

 

資本に直接認識される資産および負債の変動

資本
合計

親会社株主帰属  

少数株主
持分

 

為替
レート

 

売却可能金
融資産なら
びに貸出金
および債権
として
再分類され
た金融資産

 
ヘッジ目的
デリバ
ティブ

 合計   

百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ  百万ユーロ 百万ユーロ

2010年12月31日現在の資本金
および利益剰余金

(401) (14) 584 169 (296) 85,629

2010年度利益処分           (2,983)

増資および株式発行           396

減資           (500)

無議決権株式の償還の影響額           114

自己株式の変動           (1,104)

株式報酬制度           65

優先株式および永久最劣後ノート
に係る配当

          (412)

少数株主持分に係る内部取引の影
響額(注８.c)

           

少数株主持分に影響を及ぼす連結
方法の変更

          55

追加持分の取得または持分の一部
売却(注８.c)

          (769)

少数株主持分の買戻に対する債務
額の変動

          (13)

その他の変動           41

資本に直接認識される資産および
負債の変動

(44) (2,182) 663 (1,563) (185) (1,748)

2011年度当期純利益           6,894

中間配当支払額           (39)

2011年12月31日現在の資本金
および利益剰余金

(445) (2,196) 1,247 (1,394) (481) 85,626
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株主資本変動計算書(続き)－2011年１月１日から2012年12月31日まで

 

 資本金および利益剰余金

 親会社株主帰属  少数株主持分

 
資本金
および
払込剰余金

 
永久
最劣後
ノート

 
未処分の
準備金

 合計  
資本金
および
利益剰余金

 

Tier１資本
として
適格な
優先株式

 合計

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ  百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

2011年度利益処分     (1,430) (1,430) (232)   (232)

増資および株式発行 1,153     1,153      

減資 (378)     (378) (250) (683) (933)

自己株式の変動 268 (20) (46) 202 10   10

株式報酬制度     72 72      

優先株式および永久
最劣後ノートに係る
配当

    (280) (280) (86)   (86)

少数株主持分に係る
内部取引の影響額(注
８.c)

    8 8 (11)   (11)

少数株主持分に影響
を及ぼす連結方法の
変更

        (2,027)   (2,027)

追加持分の取得また
は持分の一部売却(注
８.c)

        (4)   (4)

少数株主持分の買戻
に対する債務額の変
動

    5 5 (15)   (15)

その他の変動 (7)   (7) (14) (81) 40 (41)

資本に直接認識され
る資産および負債の
変動

             

2012年度当期純利益     6,553 6,553 760   760

中間配当支払額         (34)   (34)

2012年12月31日
現在の資本金および
利益剰余金

26,714 7,241 48,700 82,655 7,372 752 8,124
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株主資本変動計算書(続き)－2011年１月１日から2012年12月31日まで

 

 

資本に直接認識される資産および負債の変動

資本
合計

親会社株主帰属  

少数株主
持分

 

為替
レート

 

売却可能金
融資産なら
びに貸出金
および債権
として
再分類され
た金融資産

 
ヘッジ目的
デリバ
ティブ

 合計   

百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ  百万ユーロ 百万ユーロ

2011年度利益処分           (1,662)

増資および株式発行           1,153

減資           (1,311)

自己株式の変動           212

株式報酬制度           72

優先株式および永久最劣後ノート
に係る配当

          (366)

少数株主持分に係る内部取引の影
響額(注８.c)

          (3)

少数株主持分に影響を及ぼす連結
方法の変更

          (2,027)

追加持分の取得または持分の一部
売却(注８.c)

          (4)

少数株主持分の買戻に対する債務
額の変動

          (10)

その他の変動           (55)

資本に直接認識される資産および
負債の変動

(51) 4,345 331 4,625 893 5,518

2012年度当期純利益           7,313

中間配当支払額           (34)

2012年12月31日現在の
資本金および利益剰余金

(496) 2,149 1,578 3,231 412 94,422
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株主資本変動計算書－2011年１月１日から2012年12月31日まで

 

 資本金および利益剰余金

 親会社株主帰属  少数株主持分

 
資本金
および
払込剰余金

 
永久
最劣後
ノート

 
未処分の
準備金

 合計  
資本金
および
利益剰余金

 

Tier１資本
として
適格な
優先株式

 合計

 百万円  百万円  百万円  百万円  百万円  百万円  百万円

2010年12月31日
現在の資本金および
利益剰余金

3,329,832 1,039,836 5,274,036 9,643,703 1,217,524 245,033 1,462,556

2010年度利益処分     (326,495) (326,495) (59,834)   (59,834)

増資および株式発行 51,286     51,286      

減資           (64,755) (64,755)

無議決権株式の償還
の影響額

    14,764 14,764      

自己株式の変動 (55,301) (99,464) 11,785 (142,979)      

株式報酬制度     8,418 8,418      

優先株式および永久
最劣後ノートに係る
配当

    (38,205) (38,205) (15,153)   (15,153)

少数株主持分に係る
内部取引の影響額(注
８.c)

    (10,361) (10,361) 10,361   10,361

少数株主持分に影響
を及ぼす連結方法の
変更

    (1,036) (1,036) 8,159   8,159

追加持分の取得また
は持分の一部売却(注
８.c)

    (37,817) (37,817) (61,776)   (61,776)

少数株主持分の買戻
に対する債務額の変
動

    389 388 (2,072)   (2,072)

その他の変動 (259)   (3,238) (3,497) 8,418 389 8,807

資本に直接認識され
る資産および負債の
変動

             

2011年度当期純利益     783,536 783,536 109,306   109,306

中間配当支払額         (5,051)   (5,051)

2011年12月31日
現在の資本金および
利益剰余金

3,325,558 940,372 5,675,776 9,941,706 1,209,882 180,666 1,390,549
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株主資本変動計算書(続き)－2011年１月１日から2012年12月31日まで

 

 資本に直接認識される資産および負債の変動

資本
合計

 親会社株主帰属  

少数株主
持分

 

 為替
レート

 

売却可能金
融資産なら
びに貸出金
および債権
として
再分類され
た金融資産

 
ヘッジ目的
デリバティ
ブ

 合計   

 百万円  百万円  百万円  百万円  百万円  百万円

2010年12月31日現在の
資本金および利益剰余金

(51,934) (1,813) 75,634 21,887 (38,335) 11,089,812

2010年度利益処分           (386,328)

増資および株式発行           51,286

減資           (64,755)

無議決権株式の償還の影響額           14,764

自己株式の変動           (142,979)

株式報酬制度           8,418

優先株式および永久最劣後ノート
に係る配当

          (53,358)

少数株主持分に係る内部取引の影
響額(注８.c)

          0

少数株主持分に影響を及ぼす連結
方法の変更

          7,123

追加持分の取得または持分の一部
売却(注８.c)

          (99,593)

少数株主持分の買戻に対する債務
額の変動

          (1,684)

その他の変動           5,310

資本に直接認識される資産および
負債の変動

(5,698) (282,591) 85,865 (202,424) (23,959) (226,383)

2011年度当期純利益           892,842

中間配当支払額           (5,051)

2011年12月31日現在の
資本金および利益剰余金

(57,632) (284,404) 161,499 (180,537) (62,294) 11,089,423
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株主資本変動計算書(続き)－2011年１月１日から2012年12月31日まで

 

 資本金および利益剰余金

 親会社株主帰属  少数株主持分

 
資本金
および
払込剰余金

 
永久
最劣後
ノート

 
未処分の
準備金

 合計  
資本金
および
利益剰余金

 

Tier１資本
として
適格な
優先株式

 合計

 百万円  百万円  百万円  百万円  百万円  百万円  百万円

2011年度利益処分     (185,199) (185,199) (30,046)   (30,046)

増資および株式発行 149,325     149,325      

減資 (48,955)     (48,955) (32,378) (88,455) (120,833)

自己株式の変動 34,709 (2,590) (5,957) 26,161 1,295   1,295

株式報酬制度     9,325 9,325      

優先株式および永久
最劣後ノートに係る
配当

    (36,263) (36,263) (11,138)   (11,138)

少数株主持分に係る
内部取引の影響額(注
８.c)

    1,036 1,036 (1,425)   (1,425)

少数株主持分に影響
を及ぼす連結方法の
変更

        (262,517)   (262,517)

追加持分の取得また
は持分の一部売却(注
８.c)

        (518)   (518)

少数株主持分の買戻
に対する債務額の変
動

    648 648 (1,943)   (1,943)

その他の変動 (907)   (907) (1,813) (10,490) 5,180 (5,310)

資本に直接認識され
る資産および負債の
変動

             

2012年度当期純利益     848,679 848,679 98,428   98,428

中間配当支払額         (4,403)   (4,403)

2012年12月31日
現在の資本金および
利益剰余金

3,459,730 937,782 6,307,137 10,704,649 954,748 97,392 1,052,139
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株主資本変動計算書(続き)－2011年１月１日から2012年12月31日まで

 

 資本に直接認識される資産および負債の変動

資本
合計

 親会社株主帰属

 
少数株主
持分

 
 為替

レート
 

売却可能金
融資産なら
びに貸出金
および債権
として
再分類され
た金融資産

 
ヘッジ目的
デリバティ
ブ

 合計

 百万円  百万円  百万円  百万円  百万円  百万円

2011年度利益処分           (215,246)

増資および株式発行           149,325

減資           (169,788)

自己株式の変動           27,456

株式報酬制度           9,325

優先株式および永久最劣後ノート
に係る配当

          (47,401)

少数株主持分に係る内部取引の影
響額(注８.c)

          (389)

少数株主持分に影響を及ぼす連結
方法の変更

          (262,517)

追加持分の取得または持分の一部
売却(注８.c)

          (518)

少数株主持分の買戻に対する債務
額の変動

          (1,295)

その他の変動           (7,123)

資本に直接認識される資産および
負債の変動

(6,605) 562,721 42,868 598,984 115,652 714,636

2012年度当期純利益           947,107

中間配当支払額           (4,403)

2012年12月31日現在の資本金
および利益剰余金

(64,237) 278,317 204,367 418,447 53,358 12,228,593

 

次へ
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欧州連合が採用した国際財務報告基準に準拠して作成された財務諸表に対する注記

注１.　BNPパリバ・グループが適用している重要な会計方針の要約

注１.a　適用される会計基準

　BNPパリバ・グループの連結財務諸表は、欧州連合における使用を目的に採用された国際会計基準(国際財務報告基

準、以下「IFRS」という。)
(1)
に準拠して作成されている。従って、IAS第39号のヘッジ会計に関する一部規定は適用

されておらず、記載事項の一部については承認プロセスを経ていない。　

当グループは、2012年12月31日の連結財務諸表で、欧州連合が2011年11月23日に採用した、IFRS第7号「金融商品：開

示 ‒金融資産の譲渡」の改訂を適用しているが、この改訂で取引の認識や測定に影響を与えることはない。(注5.r

を参照)

2012年１月１日付で義務付けられている他の基準の適用も、2012年度の財務諸表に影響を及ぼしていない。

　当グループは、欧州連合により採用された新基準、改訂、および解釈指針で、2012年度における適用が任意のものに

ついては早期適用をしていない。

　2013年１月１日現在の退職給付債務は、欧州連合が2012年６月に採用したIAS第19号「従業員給付」の改訂に従い、

この日で認識あるいは償却されなかったであろう保険数理上の損益を考慮し、当グループの貸借対照表へ認識され

ることになる。その為、2013年度の財務諸表に表示される修正再表示後の2012年１月１日および12月31日現在の退職

給付債務額は、それぞれ412百万ユーロおよび570百万ユーロ増加し、税引前当期純利益は７百万ユーロ増加する見込

みである。

　欧州連合は、2012年12月29日に、IAS第32号「金融商品：表示－金融資産と金融負債の相殺」の改訂、IFRS第10号

「連結財務諸表」、IFRS第11号「共同支配の取り決め」ならびにIAS第28号「関連会社および共同支配企業に対する

投資」の改訂(いずれも、2014年１月１日以降開始する会計期間において強制適用される)を採用した他、IFRS第13号

「公正価値測定」(2013年１月１日以降開始する会計期間において非遡及適用される)を採用した。 当グループで

は、現在、これらの新基準が連結財務諸表へおよぼす可能性のある影響について分析している。

　IFRS第７号「金融商品：開示」が要求している金融商品に伴うリスクの内容および範囲に関する情報と、IFRS第４

号「保険契約」が要求している保険契約に伴うリスクの内容および範囲に関する情報は、IAS第１号「財務諸表の表

示」が要求している規制資本に関する情報とともに、アニュアル・レポート第５章の「第３の柱」に表示されてい

る。BNPパリバ・グループの連結財務諸表に対する注記に不可欠なこの情報は、連結財務諸表に関する法定監査人の

意見の対象となっており、「監査済情報」としてアニュアル・レポートに記載されている。

 
(1)
欧州連合で使用するにあたって採用されたすべての基準は、欧州委員会のウェブサイトhttp://ec.europa.
eu/internal_market/accounting/ias_en.htm#adopted-commissionで閲覧することができる。
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注１.b　連結

注１.b.１　連結の範囲

　BNPパリバの連結財務諸表には、当グループが独占的にまたは共同で支配する企業、あるいは当グループが重要な影

響力を行使している企業のすべてが含まれるが、連結に含めることが当グループにとって重要でないと考えられる

企業は除外される。連結に含めることが重要でないと考えられる企業とは、連結財務諸表に対する当該企業の貢献額

が、３つの基準額(15百万ユーロの連結営業収益、１百万ユーロの連結営業総利益または税引前当期純利益、および

500百万ユーロの連結資産合計。)を下回っているような企業を言う。連結子会社の株式を保有する企業も連結に含ま

れる。

　子会社は、当グループが有効な支配権を獲得した日より連結される。一時的に支配下にあった企業は、売却日まで連

結財務諸表に含まれる。

　取引または同様の性質の取引群を管理するために設立された特別目的会社(以下「SPE」という。)で、当グループが

持分を有していないものについても、次に掲げる基準に照らし評価した結果として当グループによる実質的支配が

存在する場合には、連結の対象となる。

－　SPEの活動が当グループのためにのみ行われており、当グループが当該活動から便益を受けている。

－　SPEの通常の活動に伴う便益の大半を享受するために、当グループが意思決定権および経営権を有している(例え

ば、SPEの解散権、定款の修正権、定款修正に対する正規の拒否権を行使できるなど)。

－　当グループがSPEの便益の大半を享受することができ、従って、SPEの活動に伴うリスクを負う可能性がある。それ

らの便益とは、SPEの収益の一部または全部に対する権利(年次ベースで算出)、SPEの純資産持分に対する権利、

SPEの一つまたは複数の資産から便益を受ける権利、あるいはSPEの清算の際に残余資産の大半を受け取る権利

である。

－　SPEの活動から便益を受けるために、当グループが、SPEが負っているリスクの大半を引き受けている。例えば、SPE

が保有する資産ポートフォリオの初期損失を当グループが負う場合がそれに当たる。

 

注１.b.２　連結の方法

　当グループによる独占的支配を受けている企業は、すべて連結されている。当グループが、当該企業の活動から便益

を得ることを目的として、その企業の財務上・業務上の方針を統治している場合、当グループは独占的支配権を有し

ている。BNPパリバ・グループが当該企業の議決権の過半数を直接的または間接的に保有する場合には、独占的支配

があるものとみなされる。また、独占的支配は、当グループが、契約に基づき当該企業の財務上・業務上の方針を統治

する権限を持つ場合にも存在する。つまり、当該企業の取締役会または同等の統治機関のメンバーの過半数を指名あ

るいは解任する権限を持つ場合、または、当該企業の取締役会または同等の統治機関の会議で過半数の議決権を行使

できる場合である。

　支配権の割合を決定する際、現状の行使可能な議決権および転換によって議決権となる潜在的議決権が考慮され

る。

　共同支配を受ける企業は、比例連結法を用いて連結される。契約に基づき、戦略的な財務上・業務上の意思決定の際

に、支配権を共同で保有する各当事者の全員一致の同意を必要とする場合、当グループは、共同支配権を行使してい

る。
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　当グループが重要な影響力を行使する企業(関連会社)は、持分法によって会計処理される。重要な影響力とは、支配

権を行使することなく、当該企業の財務上・業務上の方針に関する決定に参加する力である。当グループが当該企業

の議決権の20％以上を直接的または間接的に保有する場合には、重要な影響力があるものとみなされる。20％未満の

持分は連結対象から除外されるが、持分が戦略的投資であったり、また、当グループが重要な影響力を行使している

場合は例外となる。他のグループとの提携で設立された会社であって、BNPパリバ・グループが、取締役会またはこれ

に相当する統治機関の代表を通して、当該企業の戦略決定に参加する場合、あるいは経営システムを提供するかシニ

ア・マネージャーを送り込むことにより会社の運営管理に影響力を行使する場合、また、会社の発展を支援する技術

的支援を行う場合などがこれに該当する。

　関連会社(持分法適用会社)の純資産の変動は、貸借対照表の資産側の「関連会社に対する投資」および株主資本の

関連する勘定で認識される。関連会社ののれんも「関連会社に対する投資」に含まれる。

　関連会社の損失に対する当グループの持分が、当該関連会社に対する投資の帳簿価額以上に達した場合、当グルー

プは、それ以上の損失を含めることを停止し、そのような投資の価値はゼロとして計上される。当グループが法的債

務かみなし債務を負う範囲内、または関連会社に代わって支払いを行った範囲内でのみ、当グループは関連会社の損

失を追加計上する。

　少数株主持分は、連結企業内の連結損益計算書および貸借対照表に単独の勘定科目として計上される。少数株主持

分の計算では、資本性金融商品に分類され、子会社によって発行され、当グループ外で保有される累積的優先株式の

残高を考慮する。

　2010年１月１日以前に完了した支配権の喪失原因となる取引は、対象株式の売価と同株式に対する当グループの資

本持分の差額に相当する損益を生じさせた。2010年１月１日以降に完了した取引について、改訂後のIAS第27号は、当

グループが引き続き保有する資本持分を、純損益を通じて公正価値で再測定することを求めている。

　連結対象企業に対する投資に係る実現損益は、損益計算書の「長期性資産に係る純利益」に認識される。

 

注１.b.３　連結手続

　連結財務諸表を作成する際、類似の環境における同種の取引およびその他の事象に関して統一された会計方針を用

いて作成される。

 

・　グループ会社間の残高と取引の相殺消去

　連結企業間の取引に起因するグループ会社間残高および取引そのもの(収益、費用および配当を含む)は相殺消去さ

れる。グループ会社間の資産の売買に起因する損益は相殺消去される。ただし、売買された資産の価値が減損してい

る兆候がある場合は例外となる。売却可能資産の価額に含まれる未実現損益は、連結財務諸表に引き続き計上され

る。
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・　外貨で表示された財務諸表の通貨換算

　BNPパリバの連結財務諸表はユーロ建てで作成されている。

　機能通貨がユーロでない企業の財務諸表は、決算日レート法により換算される。この方法によれば、すべての資産・

負債は(貨幣性、非貨幣性を問わず)、決算日の直物為替レートによって換算される。収益・費用の項目は、会計期間の

平均レートで換算される。

　同じ方法が、超インフレ経済下にある企業の財務諸表に対しても適用されるが、その際、一般物価指数を適用するこ

とでインフレの影響を調整する。

　貸借対照表項目および損益計算書項目の外貨換算差額の内、親会社株主帰属部分は親会社株主資本の「為替レー

ト」に計上され、外部投資家帰属部分は「少数株主持分」に計上される。IFRS第１号によって認められている任意の

会計処理に基づき、当グループは2004年１月１日現在の期首貸借対照表において親会社株主および少数株主持分に

帰属するすべての累積為替換算差額を利益剰余金に振り替え、すべの換算差異をゼロとした。

　投資の種類が変化する(支配権、重要な影響力、または共同支配権を喪失する)こととなるような、ユーロ圏外に拠点

を置いている外国企業に対する持分の一部もしくは全部の清算もしくは売却の際には、当該清算もしくは売却日現

在で資本の累積為替換算調整勘定に計上されている額が損益計算書に認識される。

　投資の種類は変化しないものの、持分割合は変化する場合、投資先企業が完全子会社のままであれば、為替換算調整

勘定の残高が、親会社株主帰属部分と少数株主帰属部分の間で再配分される。関連会社および合弁事業については、

持分と関係のある部分の売却は、損益計算書に認識される。

 

注１.b.４　企業結合とのれんの測定

・　企業結合

　企業結合はパーチェス法を用いて会計処理される。

　パーチェス法では、被取得会社の識別可能な資産および引受けた負債は、買収日の公正価値で測定される。ただし、

売却目的で保有する資産に分類される長期性資産は、売却費用控除後の公正価値で計上される。

　被取得会社の偶発債務は、当該債務が取得日における現在の債務を表しており、当該債務の公正価値が信頼性を

もって見積り可能な場合を除き、連結貸借対照表に認識されない。

　企業結合の取得原価とは、交換日現在の取得資産、引受債務、および被取得会社の支配を獲得するために発行された

資本性金融商品の公正価値である。企業結合に直接帰属する費用は個別取引に伴う費用として取り扱われ、損益計算

書を通じて認識される。

　条件付対価は、支配権を得た時点で、支配権を取得した日の公正価値で取得原価に含まれる。

金融負債として認識済みの条件付対価のその後の価額変動は、損益計算書を通じて認識される。

　当グループは、暫定的な会計処理について買収日から12ヶ月以内に調整額を認識することがありうる。

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

371/792



　のれんとは、企業結合の取得原価と、被取得会社の識別可能な資産および負債の取得日現在の公正価値純額に対す

る取得会社の持分との差額である。正ののれんは取得会社の貸借対照表で認識され、負ののれんは取得日に即時に損

益計算書で認識される。少数株主持分は、被取得会社の識別可能な資産および負債の公正価値に対する持分で測定さ

れる。当グループは、各企業結合に係る少数株主持分を公正価値で測定することを選択でき、その場合にはのれんの

一定割合が少数株主持分へ配賦される。当グループがこれまでに後者の選択を行ったことはない。

　のれんは被取得会社の機能通貨で認識され、決算日レートで換算される。

　取得以前より保有していた被取得会社に対する株式持分は、当該取得日に、損益計算書を通じて公正価値で再測定

される。このため段階取得の場合、のれんは、当該取得日現在の公正価値を参照して算定される。

　IFRS第３号(改訂)の適用は非遡及適用のため、2010年１月１日以前に完了した企業結合については、IFRS第３号の

変更による影響を反映するための修正再表示を行っていない。

　IFRS第１号により認められている通り、2004年１月１日より前に行われ、以前適用されていた会計基準(フランス

GAAP)に準拠して計上された企業結合については、IFRS第３号の原則に準拠した修正再表示は行われていない。

 

・　のれんの測定

　BNPパリバ・グループは、のれんの価値の減損について定期的にテストしている。

 

－　資金生成単位

　BNPパリバ・グループは、すべての活動を主要な業務部門を表す資金生成単位
(2)
に分けている。この分類は、

当グループの組織構造および管理方法に合致するものであると共に、業績および管理のアプローチの観点か

ら見た各単位の独立性を反映したものとなっている。分類は、企業買収、売却、大規模な組織変更など、資金生

成単位の構成に影響を与える可能性の高い事象を考慮するため定期的に見直される。

 
(2)
 IAS第36号による定義。

 

－　資金生成単位の減損テスト

　資金生成単位に割り当てられたのれんに対し、年に一度、さらに減損の兆候があれば随時、当該単位の帳簿価

額と回収可能価額との比較により減損テストが行われる。回収可能価額が帳簿価額を下回る場合、戻入不能な

減損損失が認識され、当該単位の帳簿価額の内の回収可能価額を上回る部分についてのれんの価額を切り下

げる。
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－　資金生成単位の回収可能価額

　資金生成単位の回収可能価額は、資金生成単位の公正価値と当該資金生成単位の使用価値の内、いずれか高

い方となる。

　公正価値とは、測定日現在の市場実勢で資金生成単位を売却した場合に得られるであろう価格をいう。この

価格は主に、類似企業の最近の取引実勢価格を参照して、あるいは比較対象企業の株価倍率を基に算出され

る。

　使用価値は、資金生成単位によって生み出される将来のキャッシュ・フローの見積もりに基づいており、当

該単位の管理職が作成し当グループの業務執行陣が承認した年間見通しおよび市場における資金生成単位の

活動のポジショニングの変更に関する分析から算出される。これらのキャッシュ・フローは、資金生成単位が

属する事業分野および関連地域への投資に対して投資家が求める期待収益率で割引かれる。

 

注１.c　金融資産および金融負債

注１.c.１　貸出金および債権

　貸出金および債権は、トレーディング目的保有以外で、当グループが行った融資、シンジケート・ローンの当グルー

プの引受分、および活発な市場における公表価格のない購入貸付債権を含む。活発な市場で公表価格のある貸出金は

「売却可能金融資産」に分類され、当該分類に適用可能な方法を用いて測定される。

　貸出金および債権は、当初公正価値またはそれに相当する価額に基づいて測定される。その際の公正価値とは通常、

当初に支払われた金額で、貸出金の実効金利の調整となる取得に直接起因するオリジネーション・コストおよび特

定の種類の手数料(シンジケーション・コミッション、コミットメント・フィーおよび取扱手数料)との純額である。

　その後、貸出金および債権は償却原価で測定される。利息および取引費用に加えて貸出金の当初の価値に含まれる

手数料類から構成される貸出金に係る収益は、実効金利法で計算され、貸出金の期間にわたって損益計算書に計上さ

れる。

　貸付が実行される以前に融資コミットメントに対し稼得した手数料は繰り延べられ、貸付が実行された時点で貸出

金の価値に含まれる。

　貸付実行の可能性が低い場合、あるいは貸付実行のタイミングや金額が不確実な場合、融資コミットメントに対し

稼得した手数料はコミットメント期間にわたって定額法で認識される。
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注１.c.２　規制貯蓄預金と貸付契約

　住宅財形貯蓄口座(Comptes Épargne-Logement、以下「CEL」という。)および住宅財形貯蓄制度 (Plans d'É

pargne Logement、以下「PEL」という。)は、フランスで販売されている公的リテール商品である。これは預金・貸出

金一体型商品であり、預金が貸付の条件になっている。

　これらの商品に関してBNPパリバは２種類の義務を負っている。つまり、契約時に政府が設定した金利で(PEL商品の

場合)、または法が定める物価スライド方式に従い半年ごとに見直す金利で(CEL商品の場合)無期限に預金金利を支

払う義務、および貯蓄期間に取得した権利に応じた金額を契約時に設定した金利で(PEL商品の場合)、または貯蓄状

況に応じた金利で(CEL商品の場合)顧客に対して貸し付ける(顧客の選択による)義務である。

　各ジェネレーション(PEL商品の場合、一つのジェネレーションはすべて同じ当初金利の商品から成り、CEL商品の場

合、全CEL商品が一つのジェネレーションを構成する)に関連する当グループの将来債務は、当該ジェネレーションの

リスクにさらされている残高から将来生じる可能性のある利益を割引くことにより測定する。

　リスクにさらされている残高は顧客行動の実績分析を基に推定され、次の金額と等しくなる。

－　貸付面では、統計的に蓋然性の高い貸付残高および実際の貸付残高。

－　貯蓄面では、統計的に蓋然性の高い残高と最低予想残高との差。なお、条件付きでない定期預金残高を最低予想残

高とみなす。

　貯蓄面では、再投資金利と、再投資期間中のリスクにさらされている預金残高に対する固定預金金利との差が将来

生じる利益とみなされ、貸付面では、再調達金利と、再調達期間中のリスクにさらされている貸出金残高に対する固

定貸出金利との差が将来生じる利益とみなされる。

　貯蓄面での再投資金利および貸付面での再調達金利は、スワップ取引のイールド・カーブ、ならびに種類および満

期日が類似している金融商品の期待スプレッドから算出する。スプレッドは、貸付面の場合は固定金利住宅ローン、

貯蓄面の場合はリテール商品の実勢スプレッドを基に算出する。将来の金利動向の不確実性、さらには当該金利動向

が顧客行動モデルおよびリスクにさらされている残高へ及ぼす影響を反映させるため、債務の推定にはモンテカル

ロ法を用いている。

　契約のジェネレーションごとの貯蓄・貸付に関し、当グループの将来の想定債務合計が当グループにとって好まし

くない可能性がある場合、引当金を貸借対照表の「偶発債務等引当金」勘定で(ジェネレーション間で相殺せず)認

識する。この引当金の増減は、損益科目の受取利息として認識する。
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注１.c.３　有価証券

・　有価証券の分類

　当グループが保有する有価証券は、次の４つのいずれかに分類される。

 

－　純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

　純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、次のものから成る。

－　トレーディング目的で保有する金融資産

－　当グループが当初の認識の際に、IAS第39号に基づく公正価値オプションを用い、純損益を通じて公正価値

で測定するものに指定した金融資産。公正価値オプション適用の条件は、注１.c.10に記載されている。

　このカテゴリーの有価証券は、決算日の公正価値で測定される。取引費用は、損益計算書に直接計上される。

公正価値の変動(固定利付証券の未収利息を除く)は、損益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金

融商品に係る純利益／損失」に、変動利付証券の配当や実現処分損益と共に計上される。

　このカテゴリーに分類される固定利付証券の収益は、損益計算書の「受取利息」に計上される。

　公正価値とは、これらの有価証券の取引先リスクの評価を内包したものである。

 

－　貸出金および債権

　活発な市場で取引されていない、固定または決定可能な受領額の有価証券は、所有者が信用低下以外の理由

で初期投資のほぼ全額を回収できない可能性のある有価証券を除き、「純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産」に分類するための基準を満たしていない場合、「貸出金および債権」に分類される。これらの有価

証券は、注１.c.１に記載の方法で測定および認識される。

 

－　満期保有目的金融資産

　満期保有目的金融資産とは、固定または決定可能な受領額と固定の満期を有する投資であり、当グループが

満期まで保有する意思と能力を持つものである。このカテゴリーの資産の金利リスクをカバーする目的で契

約したヘッジ取引は、IAS第39号で定義されたヘッジ会計として適格ではない。

　このカテゴリーの資産は、実効金利法により償却原価で計上されるが、この償却原価にはプレミアムとディ

スカウント(資産の購入価格と償還価値の差額に該当する)、また(重要な場合には)取得付随費用の償却額が

組み込まれる。このカテゴリーの資産より稼得した収益は、損益計算書の「受取利息」に含まれる。
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－　売却可能金融資産

　売却可能金融資産とは、「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」、「満期保有目的金融資産」、また

は「貸出金および債権」のいずれかに分類されるもの以外の固定利付証券および変動利付証券である。

　売却可能のカテゴリーに含まれる資産は当初は公正価値で計上され、取引費用は金額的重要性のある場合に

加算される。これらは決算日に公正価値で再測定され、(未収利息を除く)公正価値の変動は、株主資本の独立

勘定に表示される。売却時に、それら未実現損益は株主資本から損益計算書に振り替えられ、「売却可能金融

資産に係る純利益／損失」勘定に計上される。減損が生じている場合にも、同じ原則が適用される。

　実効金利法によって認識された売却可能固定利付証券の収益は、損益計算書の「受取利息」に計上される。

変動利付証券からの配当収入は、当グループの支払いを受ける権利が確定した時点で「売却可能金融資産に

係る純利益／損失」に認識される。

 

・　有価証券売戻(リバース・レポ)／買戻契約(レポ)取引と有価証券貸付／借入取引

　レポ契約の下で一時的に売却された有価証券は、当グループの貸借対照表のそれまでと同じ有価証券のカテゴリー

に計上される。それに対応する負債は貸借対照表の適切なカテゴリーで認識するが、トレーディング目的で契約した

レポ契約の場合は例外であり、対応する負債は「純損益を通じて公正価値で測定する金融負債」に分類される。

　リバース・レポ契約の下で一時的に取得した有価証券は、当グループの貸借対照表には計上されない。これに対応

する債権が「貸出金および債権」に計上されるが、トレーディング目的で契約したリバース・レポ契約の場合は例

外であり、対応する債権は「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」に分類される。

　有価証券貸付取引によって、貸し付けられた有価証券の計上が取り消されることはなく、有価証券借入取引によっ

て、借り入れられた有価証券が貸借対照表に計上されることもないが、 当グループが借入後に借入有価証券を売却

した場合、借入有価証券を満期日に引渡す債務は、貸借対照表の「純損益を通じて公正価値で測定する金融負債」に

計上される。

 

・　有価証券取引に関する認識日

　純損益を通じて公正価値で測定する、満期保有目的、または売却可能金融資産として分類された有価証券は取引日

に認識される。

　どの分類であっても(純損益を通じて公正価値で測定する、貸出金および債権または債務)、一時的な有価証券の売

却および借入有価証券の売却は決済日に当初認識される。

　有価証券取引は、当グループが関連するキャッシュ・フローを受け取る権利が消滅するまで、または当グループが

有価証券の所有に関連するすべてのリスクおよび便益を実質的に移転するまで、貸借対照表に計上される。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

376/792



注１.c.４　外貨取引

　当グループが行う外貨取引に関連する資産および負債の会計処理方法、ならびに当該取引により生じる為替リスク

の測定方法は、当該資産または負債が貨幣性項目または非貨幣性項目のいずれに該当するかにより異なる。

 

・　外貨表示の貨幣性資産・負債
(3)

　外貨表示の貨幣性資産・負債は決算日レートで当グループの関連事業体の機能通貨に換算する。換算差額は、

キャッシュ・フロー・ヘッジまたは外貨純投資ヘッジ手段に指定される金融商品から生じるものを除き、損益計算

書で認識する。キャッシュ・フロー・ヘッジまたは外貨純投資ヘッジ手段に指定される金融商品から生じる換算差

額は、株主資本勘定で認識する。

 
(3)
 貨幣性資産・負債とは、固定または決定可能な金額で受領または支払うことになる資産および負債である。

 

・　外貨表示の非貨幣性資産・負債

　非貨幣性資産は、取得原価または公正価値のいずれかで測定する。外貨表示の非貨幣性資産は、取得原価で測定する

場合には取引日の為替レートを用いて、公正価値で測定する場合には決算日レートで換算する。

　公正価値で測定する外貨表示の非貨幣性資産(変動利付証券)の換算差額は、当該資産が「純損益を通じて公正価値

で測定する金融資産」に分類される場合には損益計算書で認識し、「売却可能金融資産」に分類される場合には、当

該金融資産が公正価値ヘッジ関係で為替リスクのヘッジ対象に指定されていない限り株主資本勘定で認識するが、

指定されている場合には損益計算書で認識する。

 

注１.c.５　金融資産の減損およびリストラクチャリング

・　「貸出金および債権」および「満期保有目的金融資産」の減損、「融資および保証のコミットメント」に対する

引当金

　貸付実行後または資産取得後に発生した事象により価値が減少したとの客観的証拠がある場合、当該事象が将来の

キャッシュ・フローの金額またはタイミングに影響を与える場合、また当該事象による結果が信頼性をもって測定

できる場合、当該貸出金および満期保有目的金融資産について減損損失を認識する。貸出金の減損に関する証拠の評

価は、個別の金融資産に実施した後、ポートフォリオ・ベースで実施する。当グループが供与した融資および保証の

コミットメントについても同様の原則を適用しており、融資コミットメントの評価においては実行の可能性が考慮

される。

　個別では、金融資産の減損の客観的証拠は以下の事象に関する観測可能なデータを含む。

－　期日を３ヶ月経過した勘定の存在(不動産貸出金および地方自治体に対する貸出金は６ヶ月経過)

－　借手の支払いが滞ったことがあるか否かにかかわらず、リスクが発生していると考えられる程の重大な財政難に

借手が陥っているという認識または兆候

－　借手が財政難に陥っていなければ検討されなかった、貸手による借手の支払い条件に関する譲歩(詳しくは、

「『貸出金および債権』に分類される資産のリストラクチャリング」と題されたセクションを参照)。
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　当該資産の回収可能とみなされる構成要素(元本、金利、担保など)を当初実効金利で割引いて求めた現在価値と減

損前の帳簿価額との差額が減損の金額となる。減損損失額の変動は、損益計算書の「リスク費用」に認識される。減

損損失認識後に発生した事象と客観的に関連する、減損損失の減少は、損益計算書の「リスク費用」勘定に貸方計上

する。資産が減損処理された場合、当該資産の帳簿価額に基づき稼得される利息(回収可能キャッシュ・フロー見積

額を割引く際に用いる当初実効金利を使い算出される)を損益計算書の「受取利息」で認識する。

　貸出金および債権の減損損失は、当該貸出金および債権が最初に資産計上された時の金額を減少させる個別引当金

勘定に通常は計上される。オフバランスシートの金融商品、融資および保証のコミットメントまたは訴訟に関連した

引当金は、負債に認識される。当行が債権または保証を回収するためのすべての手段に失敗した場合、または債権の

すべてまたは一部が放棄された場合、減損した債権はすべてまたは一部償却され、対応する引当金は損失分が戻し入

れられる。

　個別で減損していない相手先については、類似の特徴を持つポートフォリオ・ベースでリスク評価する。このリス

ク評価では過去の実績に基づく内部格付制度を利用し、必要に応じて決算日現在の実勢を反映するよう調整が行わ

れる。これにより当グループは、個別相手先に減損を配賦できる段階でなくとも貸付実行後に発生した事象のため返

済期日に債務不履行となるおそれがある多くの貸付先を発見することが可能になる。債務不履行の可能性はポート

フォリオ全体の減損の客観的証拠となる。この評価はまた、評価期間中の景気動向を勘案しながら、疑念のあるポー

トフォリオの損失額も推計する。ポートフォリオの減損の増減額は、損益計算書の「リスク費用」に認識する。

　経験豊富な当行の事業部門またはリスク管理部門の判断に基づき、当グループは例外的な経済事象によって影響を

受ける経済領域または地域について追加的に集団的な減損を認識することがある。これは、これらの事象の結果が、

これらの事象の影響を受ける類似の特徴をもつ貸出金のポートフォリオに対して、集団的な減損を決定するために

用いられるパラメーターを調整するのに十分な正確性をもって測定することができない場合に該当し得る。

 

・　売却可能金融資産の減損

　売却可能金融資産(主として有価証券)については、取得後に一つまたは複数の事象により減損が発生したとの客観

的証拠がある場合には、個別に減損を認識する。

　活発な市場に公表価格がある変動利付証券の場合、公表価格の取得価格に対する著しい下落または長期にわたる下

落といった基準に基づき、長期的な減損が生じている可能性のある有価証券を管理システムにより特定し、その結果

に基づき、当グループは個別に定性的分析を追加実施する。これにより公表価格に基づき算出された減損損失が認識

される場合がある。
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　当グループは、上記基準とは別に、３つの減損の兆候を定めており、１つ目が価格の著しい下落(取得価格から50％

超下落)、２つ目が価格の長期にわたる下落(２年以上連続)、３つ目が年度中の観察期間にわたり、平均下落額が少な

くとも30％に達するというものである。この２年という期間は、取得価格を下回る価格の緩やかな下落を、単なる株

式市場に固有のランダムなボラティリティまたは数年間にわたる周期的な変動の影響によるものではなく、減損の

正当な根拠となる持続的現象として捉えるのに必要と当グループが考えている期間である。

　同様の方法が、活発な市場における公表価格のない変動利付証券にも適用される。その後のあらゆる減損額は、評価

モデルを用いて算定される。

　固定利付証券の場合、個別的に減損した貸出金および債権に適用されたものと同じ基準に基づき減損が判定され

る。活発な市場における公表価格のある固定利付証券の減損額は、当該公表価格をもとに算定される。上記以外のあ

らゆる固定利付証券の減損額は、評価モデルを用いて算定される。

　変動利付証券の減損損失は、営業収益勘定の「売却可能金融資産に係る純利益／損失」において認識し、当該有価

証券の売却まで損益計算書を通して戻し入れることはできない。その後の公正価値の下落は追加の減損損失となり、

損益計算書で認識される。

　固定利付証券の減損損失は「リスク費用」で認識し、直近の減損認識後に発生した事象に関連して公正価値が上昇

したと客観的に見られる場合には、損益計算書を通して戻し入れることができる。

 

・　「貸出金および債権」に分類される資産のリストラクチャリング

　「貸出金および債権」に分類される資産のリストラクチャリングは、不良債権のリストラクチャリングとしてみな

される手続で、この手続を行う当行は、借手の財政難と関係のある経済的なまたは法的な理由により、原貸出取引の

条件を、借手が契約に基づき当行に対して履行すべき債務（現在価値で測定される）が減少するような内容へ修正

(この修正は、前述の理由がなければ検討しなかったであろう修正である)することに同意することとなる。

　このリストラクチャリングにおいては、該当する債権の帳簿価額が、原取引の実効金利を用いて、リストラクチャリ

ング後の予想将来キャッシュ・フローの現在価値まで割り引かれる。

　これに伴う資産価額の減少分は、損益計算書の「リスク費用」に認識される。

　またこのリストラクチャリングが、借手があきらかに異なる他の資産をもって原債務の一部分またはすべてを清算

するという形で行われる場合、借手の原債務(注１.c.14を参照)と当行が受け取る資産は、清算日に公正価値で認識

される。これに伴う価額の差額も、損益計算書の「リスク費用」に認識される。
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注１.c.６　金融資産の再分類

　認められている金融資産の再分類は以下に限られている。

－　短期売却目的で保有しない非デリバティブ金融資産の、「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」から以

下への再分類。

　　　－　「貸出金および債権」(当該資産がこのカテゴリーの定義を満たしており、当グループが、予測可能な将来ま

たは満期まで当該資産を保有する意思と能力を持っている場合)。

　　　－　「その他のカテゴリー」(再分類対象資産が再分類後のポートフォリオに適用される条件を満たしているこ

とにより正当とされる極めて稀な場合のみ)。

－　「売却可能金融資産」から以下への再分類。

　　　－　「貸出金および債権」(「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」からの再分類に係る上記の条件と

同じ)。

　　　－　「満期保有目的金融資産」(満期のある資産の場合)、または「取得原価で測定する金融資産」(非上場変動利

付資産の場合)。

　金融資産は、再分類日現在における、公正価値か特定のモデルを用いて計算された価額で再分類される。再分類対象

金融資産に組み込まれているあらゆるデリバティブは個別に認識され、損益計算書を通じて公正価値の変動が認識

される。

　再分類後、資産は、再分類後のポートフォリオに適用される規定に従って認識される。再分類日現在の振替価格は、

減損判定時には、当該資産の取得原価とみなされる。

　「売却可能金融資産」から別のカテゴリーへの再分類時には、資本を通じて過去に認識済の利益または損失は、損

益計算書を通じ、対象資産の残存期間にわたり実効金利法で償却される。

　見積回収可能価額の上方修正は、見積修正日現在の実効金利に対する調整を通じて認識される。また下方修正は、金

融資産の帳簿価額に対する調整を通じて認識される。

 

注１.c.７　負債証券の発行

　当グループが発行した金融商品は、当該商品を発行したグループ会社が商品の保有者に対して現金または他の金融

資産を引き渡す契約上の義務を負う場合に、負債商品とみなされる。当グループが、他の企業との間で当グループに

とって潜在的に不利な条件で金融資産または金融負債を交換する、あるいは可変数量の当グループの自己株式を引

き渡す必要がある場合も同様である。

　負債証券の発行は、最初に取引費用を含む発行価格で認識され、その後実効金利法を用いて償却原価で測定される。

　当グループの資本性金融商品との引換により償還可能な債券、または当グループの資本性金融商品に転換可能な債

券は、当初認識時に、負債と資本の両要素を持つ複合金融商品として会計処理される。
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注１.c.８　自己株式と自己株式デリバティブ

　「自己株式」という言葉は、親会社(BNPパリバSA)またはその完全子会社が発行した株式を意味する。

　当グループが保有する自己株式は、金庫株としても知られているが、保有の目的に関わらず、連結株主資本の部から

控除される。また、そのような金融商品から発生する損益は、連結損益計算書から消去される。

　当グループがBNPパリバの独占的支配を受ける子会社発行の資本性金融商品を取得する場合、取得価格と取得した

純資産に対する持分との差額をBNPパリバの親会社株主帰属利益剰余金に計上する。同様に、そのような子会社の少

数株主に付与されたプット・オプションに対応する負債およびその価値の増減は、まず少数株主持分で相殺し、余剰

があればBNPパリバの親会社株主帰属利益剰余金で相殺する。これらのオプションが行使されない限り、少数株主帰

属純利益の一部は損益計算書の少数株主損益に配賦される。完全子会社に対する当グループの持分の減少は、株主資

本の変動として当グループの財務諸表に認識される。

　自己株式デリバティブは、決済方法により次のように会計処理する。

－　一定額の現金その他金融資産と交換に、自己株式の一定数を現物として引き渡すことにより決済される場合に

は、資本性金融商品として会計処理する。この場合、そのような資本性金融商品の再評価は行わない。

－　現金決済の場合、または、自己株式を現物として引き渡すことにより決済するか、現金で決済するかの選択により

決済する場合には、デリバティブとして会計処理する。そのようなデリバティブの価値の増減は損益に計上す

る。

　契約により当行が自己株式を買戻す義務(偶発債務であるか否かを問わない)を負う場合、当行は、当該債務の現在

価値を認識し、株主資本を反対勘定として計上しなければならない。

 

注１.c.９　デリバティブおよびヘッジ会計

　すべてのデリバティブは、取引日に取引価格で貸借対照表に認識され、決算日に公正価値で再測定される。

 

・　トレーディング目的で保有するデリバティブ

　トレーディング目的で保有するデリバティブは、公正価値がプラスの時には貸借対照表の「純損益を通じて公正価

値で測定する金融資産」に、また公正価値がマイナスの時には貸借対照表の「純損益を通じて公正価値で測定する

金融負債」にそれぞれ計上される。実現損益ならびに未実現損益は損益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定

する金融商品に係る純利益／損失」に認識される。
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・　デリバティブおよびヘッジ会計

　ヘッジ関係の一部として契約されるデリバティブは、ヘッジの目的に合わせて指定される。

　公正価値ヘッジは、特に、固定金利の資産および負債に伴う金利リスクをヘッジするため、特定された金融商品(有

価証券、発行債券、貸出金および借入金)および金融商品のポートフォリオ(特に、要求払預金および固定金利貸出金)

の両方に対して利用される。

　キャッシュ・フロー・ヘッジは、特に、変動金利の資産および負債に伴う金利リスクをヘッジするために利用され

るが、その中には借換えや可能性が非常に高い予定外貨収入の為替リスクヘッジが含まれる。

　当グループは、ヘッジの開始時に公式文書を作成している。その文書には、ヘッジ関係を特定するヘッジ対象、また

はヘッジ対象の一部、あるいはヘッジ対象のリスク部分、ヘッジ戦略およびヘッジされるリスクのタイプ、ヘッジ手

段、およびヘッジ関係の有効性を評価する方法を詳述している。

　当グループは、取引の開始時およびその後少なくとも四半期ごとに、当初の文書と整合性を取りながらヘッジ関係

の実際(遡及的)の有効性と予想される(将来の)有効性を評価する。遡及的な有効性のテストは、ヘッジ対象内のヘッ

ジ手段の公正価値またはキャッシュ・フローの実際の変動率が80％から125％の範囲内にあるかどうかを評価する

よう設定されている。将来の有効性のテストは、デリバティブの公正価値またはキャッシュ・フローの予想される変

動が、ヘッジの残存期間において、ヘッジ対象の公正価値またはキャッシュ・フローの変動を十分に相殺することが

確認できるよう設定されている。可能性が非常に高い予定取引の場合、その有効性は概して類似取引の実績データに

基づいて評価される。

　欧州連合が採用するIAS第39号(ポートフォリオ・ヘッジに関する特定の規定を除く)に基づき、資産または負債の

ポートフォリオに基づく金利リスクのヘッジ関係は、下記の通り公正価値ヘッジ会計適用対象として適格である。

－　ヘッジ対象として指定されたリスクは、商業銀行取引(顧客への貸出金、貯蓄預金、要求払預金)に係る金利のうち

銀行間取引の金利部分に関連する金利リスクである。

－　ヘッジ対象として指定された金融商品は、各マチュリティ・バンド(満期帯)において、ヘッジ対象原資産に係る

金利ギャップの一部に対応している。

－　利用されるヘッジ手段は「プレーン・バニラ」スワップのみである。

－　将来のヘッジの有効性は、すべてのデリバティブが開始時にヘッジ対象のポートフォリオに伴う金利リスクを軽

減する効果を持つという事実に基づき確立されている。遡及的には、(貸出金の期限前償還または預金の引出し

によって)その後、特に各マチュリティ・バンド(満期帯)においてヘッジ対象に不足が生じた場合、ヘッジは

ヘッジ会計上適格でなくなる。

　デリバティブとヘッジ対象の会計処理はヘッジ戦略により異なる。
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　公正価値ヘッジ関係におけるデリバティブは、貸借対照表において公正価値で再測定され、公正価値の変動は損益

計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益／損失」に認識され、その対となる会計処理

としてヘッジ対象がヘッジリスクを反映するよう再測定される。ヘッジされた構成要素の公正価値の再測定は貸借

対照表において認識されるが、特定された資産と負債のヘッジの場合にはヘッジされた項目の分類に従って認識さ

れ、ポートフォリオのヘッジ関係の場合には「金利リスクヘッジポートフォリオの再測定による調整」として認識

される。

　ヘッジ関係が終了する、あるいは有効性の基準をもはや満たさない場合は、ヘッジ手段はトレーディング勘定へ振

り替えられ、そのカテゴリーに適用される会計処理に従って計上される。特定の固定利付証券の場合、貸借対照表で

認識された再測定による調整額は当該証券の残存期間にわたって実効金利で償却される。金利リスクヘッジ対象固

定利付証券ポートフォリオの場合、調整額はヘッジの当初期間の残存期間にわたって定額法で償却される。ヘッジ対

象が、特に期限前償還などによって貸借対照表に表示されない場合、調整額は即時に損益計算書に計上される。

　キャッシュ・フロー・ヘッジ関係の場合、デリバティブは貸借対照表にて公正価値で測定され、公正価値の変動額

は株主資本の「未実現または繰延利益／損失」に独立して計上される。ヘッジ期間を通じて株主資本に計上される

金額は、ヘッジ対象からのキャッシュ・フローが損益に影響を与える時点で損益計算書の「正味受取利息」に振り

替られる。ヘッジ対象は、その項目が属するカテゴリーにおいて個別の会計処理に基づき、引き続き計上される。

　ヘッジ関係が終了した場合、あるいは有効性の基準をもはや満たさなくなった場合、ヘッジ手段の再測定の結果と

して株主資本で認識された累積額は、ヘッジ取引そのものが損益に影響を与えるまで、あるいは、取引が今後発生し

ないことが明らかになるまで、資本に留保され、その後、損益計算書で処理される。

　ヘッジ対象が存在しなくなった場合、株主資本勘定で認識した累積額を即座に損益計算書へと振り替える。

　使用されるヘッジ戦略がどのようなものであっても、ヘッジの非有効部分は損益計算書の「純損益を通じて公正価

値で測定する金融商品に係る純利益／損失」に認識される。

　子会社や支店に対する外貨建て純投資のヘッジは、キャッシュ・フロー・ヘッジと同じ方法で会計処理される。

ヘッジ手段は、通貨デリバティブまたはその他の非デリバティブ金融商品である。

 

・　組込デリバティブ

　複合金融商品に組み込まれたデリバティブは、複合金融商品が純損益を通じて公正価値で測定される金融資産また

は負債として計上されていない場合や、組み込まれたデリバティブの経済特性およびリスクが主契約の経済特性お

よびリスクと緊密に関連していない場合は、当該商品の価値から分離され、デリバティブとして個別に会計処理され

る。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

383/792



注１.c.10　公正価値の決定

　純損益を通じて公正価値で分類される金融資産および負債、または売却可能金融資産は、当初認識時およびそれ以

降の日において、公正価値で測定され、計上される。公正価値とは、独立第三者間において、取引の知識がある自発的

な当事者の間で、資産が交換され得るまたは負債が決済され得る金額をいう。当初の認識において、金融商品の価値

は通常、取引価格(つまり、支払われた、あるいは受け取った対価の価値)である。

　公正価値は、次の方法で決定される。

－　活発な市場における相場価格を基準とする、あるいは、

－　以下を伴う評価手法を用いる。

　　　－　一般に認められた金融理論に基づく数学的な計算法

　　　－　活発な市場で取引される金融商品の価格から導き出されたパラメーター、また活発な市場が存在しない場合

に用いられる統計的見積もりまたは他の定量的方法から導き出されたパラメーター

　市場が活発か否かは、様々な要素を基に決定される。不活発な市場の特徴には、同一または類似の金融商品の取引量

や水準が著しい低下、情報提供者からの利用可能な価格の少なさ、市場参加者間で入手可能な価格情報の大幅な違

い、あるいは、観測可能な最近の取引価格が入手困難等がある。

 

・　活発な市場における相場価格の利用

　活発な市場における相場価格が入手可能な場合、それを公正価値の決定に利用する。これは、同一の金融商品の相場

価格を直接表すものである。

 

・　相場価格のない金融商品の評価モデルの利用

　店頭市場で取引されるデリバティブの大半は、活発な市場で取引される。評価は、一般に認められた評価モデル(割

引キャッシュ・フロー・モデル、ブラック－ショールズ・モデル、補間法)を用い、類似の金融商品または原資産の相

場価格に基づいて決定される。

　金融商品の中には、活発な市場で売買されていないにもかかわらず、観測可能な市場データに基づく方法で評価さ

れるものがある。

　そのような評価モデルは、イールド・カーブ、オプションに黙示的に含まれるボラティリティの階層、債務不履行

率、および損失想定額など、観測可能なデータに基づいて測定された市場パラメーターを用いている。

　各モデルで導かれた評価は、流動性と信用リスクを考慮して調整される。市場価格の仲値から導き出された評価か

ら始め、売り持ちポジションの場合には買呼値で、買い持ちポジションの場合には売呼値で各金融商品の純ポジショ

ンを評価するため、価格調整が用いられる。買呼値とは取引相手が金融商品を買う可能性のある価格であり、売呼値

とは売り手が同じ金融商品を売る可能性のある価格である。

　同様に、デリバティブの信用度を反映させるため、モデルに基づく評価において取引先リスクによる調整が含まれ

る。

　これら金融商品が売買される時に発生するマージンは、速やかに損益計算書に計上される。
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　その他の流動性が低く複雑な金融商品は、内部で開発した手法(すべてのデータ、または一部のデータが活発な市場

で観測できないことに基づいている手法)を用いて評価される。

　観測可能なインプットがない場合、それらの金融商品は、公正価値の最善の目安とみなされる取引価格を反映する

方法で、当初の認識時点で測定される。これらのモデルから導かれる評価は、流動性リスクと信用リスクを反映させ

るために調整される。

　これらの複雑な金融商品の売買から生じるマージン(デイ・ワン・プロフィット)は繰り延べられ、評価のパラメー

ターが依然として観測不能である限り、当該商品の当初の期間にわたって損益計算書に計上される。当初観測不能で

あったパラメーターが観測可能になった場合、または評価が活発な市場での直近の類似取引との比較によって具体

化された場合、デイ・ワン・プロフィットの未認識部分はその時点で損益計算書に計上される。

　最後に、非上場持分証券の公正価値は、第三者取引の基準に基づき独立した第三当事者との間で実施した当該証券

の直近の取引価格と比較して測定される。そのような評価基準が利用できない場合、評価は一般に認められた実務

(EBIT(支払利息控除前税引前利益)またはEBITDA(支払利息、税金、減価償却・償却控除前利益)倍率)あるいは直近の

入手可能な情報を用いて計算された純資産に対する当グループの持分に基づき決定される。

 

注１.c.11　純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産および負債(公正価値オプション)

　金融資産または金融負債は、次の場合、当初の認識時に公正価値で測定するものとして指定し、その後の公正価値の

変動を損益で認識することができる。

－　他の状況では個別に会計処理されていた組込デリバティブを一つ以上含む複合金融商品の場合

－　公正価値オプションを使うことにより、別の勘定科目に分類した場合に発生する資産・負債の測定結果と会計処

理との間の不整合を解消または大幅に軽減できる場合

－　金融資産および／または金融負債のグループが公正価値ベースで管理および測定されており、リスク管理および

投資戦略が適切に文書化されている場合

 

注１.c.12　金融資産および金融負債から発生する収益および費用

　償却原価で測定する金融商品および「売却可能金融資産」に分類される固定利付証券から発生する収益および費

用は、実効金利法を用いて損益計算書で認識する。

　実効金利とは、当該金融商品の予想残存期間(それが適切な場合は、それより短い期間)における予想将来キャッ

シュ・フローを、貸借対照表上の正味帳簿価格まで正確に割り引く利率をいう。実効金利の算出の際には、実効金利

の不可分な要素を構成する契約当事者間で授受されるすべての手数料、取引費用、ならびにプレミアムおよびディス

カウントを考慮する。

　当グループでは、サービス関連の手数料収益・費用の認識方法はサービス内容により異なる。利息の追加分として

処理する手数料は実効金利に含め、損益計算書の「受取利息」に認識する。重要な取引の実行に伴う未払および未収

手数料は全額、取引実行時に「受取手数料および支払手数料」勘定で損益として認識する。反復して提供するサービ

スに対する未払および未収手数料もまた、サービス提供期間にわたって「受取手数料および支払手数料」で認識す

る。
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　融資保証コミットメントに関して受け取った手数料は、当該コミットメントの公正価値を表すものとみなされる。

その結果生じた負債は、その後、営業収益の手数料収益において、当該コミットメントの期間にわたって償却される。

　新株発行に直接帰属する外部費用は、すべての関連する税金控除後に株主資本から控除される。

 

注１.c.13　リスク費用

　リスク費用には、固定利付証券や顧客および金融機関に対する貸出金および債権の減損引当金の変動、供与した融

資および保証のコミットメントの変動、回収不能貸出金に係る損失、また償却済貸出金の回収金額が含まれる。この

科目には、店頭取引(OTC)の金融商品の相手方に発生したデフォルト・リスクに関連して計上された減損損失や、

ファイナンシング事業に伴う不正および訴訟に関連した費用も含まれる。

 

注１.c.14　金融資産・金融負債の認識中止

　当グループは、当該資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場合、または当グループが当

該金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利および当該金融資産の所有に係るリスクと経済価値の

ほとんどすべてを移転している場合、金融資産の全部または一部の認識を中止する。こうした条件が満たされない限

り、当グループは当該資産を貸借対照表上に残し、当該資産の移転により生じる債務について負債を認識する。

　当グループは、金融負債の全額または一部が消滅する場合、当該金融負債の全部または一部の認識を中止する。

 

注１.c.15　金融資産および金融負債の相殺

　当グループが認識された金額を相殺する法的に強制力のある権利を有しており、かつ、純額で決済するか、資産の実

現と負債の決済を同時に実行する意図を有している場合にのみ、金融資産および金融負債は相殺され、純額で貸借対

照表に表示される。

　買戻契約および決済機関経由で取引されるデリバティブのうち、関連会計基準に規定の２つの基準を満たすものは

貸借対照表上で相殺される。

 

注１.d　保険事業に特有の会計基準

　完全子会社たる保険会社が締結した裁量権のある有配当性を有する保険契約および金融取引契約から発生する資

産および負債に関連する特定の会計方針が、連結財務諸表の目的上適用されている。これらの方針はIFRS第４号に準

拠している。

　その他すべての保険会社の資産および負債は、当グループの資産および負債に一般的に適用される方針に従って処

理され、連結財務諸表において該当する貸借対照表の勘定および損益計算書勘定に含まれる。
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注１.d.１　資産

　金融資産と長期性資産は、この注記に記載されている方針に従って会計処理される。その際、ユニットリンク型保険

契約のポートフォリオで保有する民間不動産会社に対する持分(SCI)だけは例外であり、決算日の公正価値で測定さ

れ、公正価値の変動は損益計算書に計上される。

　ユニットリンク型事業に関する責任準備金を表す金融資産は「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」と

され、決算日に原資産の実現可能価額で計上される。

 

注１.d.２　負債

　保険契約者および受益者に対する当グループの債務は「保険会社の責任準備金」に計上され、重要な保険リスク

(例えば、死亡リスクあるいは障害リスク)のある保険契約に関連する負債、および裁量権のある有配当性を有する金

融契約に関連する負債で、IFRS第４号の対象となるもので構成される。裁量権のある有配当性を有するとは、保証さ

れた給付金の補完として、実際の利益から分配を受ける権利を生命保険契約者に提供するものである。

　IAS第39号の対象であるその他の金融契約に関連する負債は「顧客預金」に計上される。

　ユニットリンク型契約の債務は、決算日現在の原資産の公正価値を参照して測定される。

　生命保険子会社の責任準備金は、主に保険数理に基づく責任準備金から成っているが、これは通常、保険契約の解約

返戻金に対応する。

　支払われる給付金は、主に死亡リスク(定期生命保険、年金保険、ローンの返済、ユニットリンク型契約の最低保証

額)に関連するものであり、また借入人保険においては障害、就労不能や失業リスクに関連するものである。このよう

な種類のリスクは、適切な生命表(年金保険契約者の場合は資格表)、支払われる給付金の水準に適切な医療審査、保

険契約者の母集団の統計的モニタリング、再保険制度を使って管理される。

　損害保険の責任準備金には、未経過保険料準備金(将来の期間に関連する約定保険料の一部分)および保険金請求諸

手数料を含む未払保険金支払いのための準備金が含まれる。

　責任準備金の妥当性は、確率論分析で導き出された将来のキャッシュ・フローの平均値と比較することによって、

決算日にテストされる。責任準備金に対する調整はすべて、当該期間の損益計算書に計上される。資本組入準備金は、

正味実現利益の一部を繰り延べる(すなわち、適格資産のポートフォリオの最終利回りを維持する)目的で償却可能

証券の売却時点で個別の法定勘定において設定される。連結財務諸表において、この準備金の大部分は「保険契約者

剰余金」として、連結貸借対照表の負債側へと再分類されている。繰延税金負債は株主資本の一部として認識してい

る。

　この項目には、シャドウ・アカウンティングの適用による保険契約者剰余金も含まれる。これは、主に在フランス生

命保険子会社において、保険契約に基づく給付金が資産の利回りと連動している場合に、当該資産の未実現損益に対

する保険契約者の持分を表すものである。この持分は、保険契約者に起因する未実現損益の様々なシナリオによる確

率論分析で算定された平均値である。
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　シャドウ・アカウンティングで処理される資産について未実現損失が生じた場合、将来の利益に対する保険契約者

の持分から控除される可能性のある額と同額の、保険契約者損失引当金が、連結貸借対照表の資産の部に認識され

る。保険契約者損失引当金の回復可能性は、別途認識されている保険契約者剰余金、会計処理方法の選択によりシャ

ドウ・アカウンティングで処理されない金融資産(取得原価で測定される満期保有目的金融資産および不動産投資)

に伴うキャピタル・ゲイン、および未実現損失を含んでいる資産を会社が保有する能力および意図を考慮して、将来

に向かって評価される。保険契約者損失引当金は、貸借対照表の資産の部の「未収収益およびその他の資産」の対照

勘定として計上される。

 

注１.d.３　損益勘定

　当グループが締結した保険契約から発生する収益と費用は、損益計算書の「その他の業務収益」および「その他の

業務費用」に計上される。

　その他の保険会社の収益と費用は、関連する損益勘定に計上される。その結果、保険契約者剰余金の増減は、その増

減をもたらした資産による損益と同じ勘定科目に表示される。

 

注１.e　有形固定資産および無形固定資産

　連結貸借対照表に計上される有形固定資産および無形固定資産は、事業用の資産と投資不動産で構成される。

　事業用資産には、サービスの提供に用いられるもの、あるいは管理目的で使用するものがあり、その中には当グルー

プがオペレーティング・リースの賃貸人としてリースする動産も含まれる。

　投資不動産とは、賃貸料およびキャピタル・ゲインを目的として保有する不動産である。

　有形固定資産および無形固定資産は、当初、購入価格に直接付随費用を加えた額で認識されるが、建設または改装に

長い期間を要する場合には、資産が利用可能になるまでの間の借入金利息も取得原価に算入される。

　BNPパリバ・グループが内部で開発したソフトウェアの内、資産計上の基準を満たすものについては、プロジェクト

に直接起因する外部費用や従業員の人件費を含む直接的な開発費が資産計上される。

　当初の認識後、有形固定資産および無形固定資産は、取得原価から減価償却または償却累計額および減損額を差し

引いた金額で測定される。その際、ユニットリンク型保険契約のポートフォリオで保有する民間不動産会社に対する

持分(SCI)だけは例外であり、決算日の公正価値で測定され、公正価値の変動は損益計算書に計上される。

　有形固定資産および無形固定資産の価値の内、償却可能額は資産の残存価格控除後の金額で計算される。当グルー

プが賃貸人としてリースするオペレーティング・リースの資産だけは、残存価格があるとの前提に基づく。これは、

事業で使用される有形固定資産および無形固定資産の耐用年数は通常、それらの経済的耐用年数と同じであるため

である。

　有形固定資産および無形固定資産は、その耐用年数にわたって定額法で減価償却または償却される。減価償却費ま

たは償却費は、損益計算書の「有形・無形固定資産に係る減価償却費、償却費および減損」に認識される。
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　資産が、一定期間ごとの入れ替えを必要とする場合がある多くの構成要素で構成されている場合、またはその用途

や生みだされる経済的便益率が異なる多くの構成要素で構成されている場合、各構成要素はそれぞれに適切な方法

により単独で認識され、減価償却される。BNPパリバ・グループは、事業で使用される不動産および投資不動産に対

し、構成要素に基づくアプローチを採用してきた。

　オフィス不動産の減価償却期間は次の通りである。(主要な不動産およびその他の不動産それぞれにおける)外郭構

造は80年または60年、建物の壁面は30年、一般的および技術的設置物は20年、備品および付属品は10年。

　ソフトウェアの償却期間は種類によって異なり、構造基盤の開発部分では８年まで、顧客へのサービスの提供を主

な目的として開発されたものでは３年または５年となっている。

　ソフトウェアの維持費用は、発生時に費用計上される。しかし、ソフトウェアの性能向上または耐用年数の延長のた

めの費用は、取得／開発の初期コストに含まれる。

　償却可能な有形固定資産および無形固定資産については、決算日時点で潜在的な減損の兆候がないかどうかを確認

するため、減損テストを行う。非償却資産も、資金生成単位に対して割り当てられたのれんの場合と同じ方法により、

少なくとも年に一度減損テストが行われる。

　減損の兆候がある場合には、該当資産の新たな回収可能価額と帳簿価額を比較する。資産の減損が発見された場合、

減損損失が損益計算書で認識される。この損失は、見積回収可能価額に変更があった場合、あるいは減損の兆候がな

くなった場合に戻し入れが行われる。減損損失は、損益計算書の「有形・無形固定資産に係る減価償却費、償却費お

よび減損」に計上される。

　事業に使用される有形固定資産および無形固定資産の処分損益は損益計算書の「長期性資産に係る純利益」で認

識される。

　投資不動産の処分損益は、損益計算書の「その他の業務収益」または「その他の業務費用」で認識される。

 

注１.ｆ　リース

　グループ会社は、リース契約において借手または貸手になることがある。

 

注１.ｆ.１　賃貸人としての会計処理

　当グループが貸手の立場で契約するリース取引は、ファイナンス・リースまたはオペレーティング・リースに分類

される。

 

・　ファイナンス・リース

　ファイナンス・リースの場合、貸手は、資産の所有に伴うリスクと経済価値を実質的にすべて借手に移転する。ファ

イナンス・リースは、借手が資産を購入するために行った借入金として会計処理される。

　リース料の現在価値に残存価格を加えたものが、未収金として認識される。リースによって貸手が稼得する純利益

は貸出金の利息と同じであり、損益計算書の「受取利息」に計上される。リース料はリース期間にわたって分割して

支払われるが、その純利益は正味リース投資未回収額に対して一定の収益率を反映したものとなるよう元本の減額

部分と金利部分に配分される。使用される利率はリース上の計算利子率である。
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　個別の未収ファイナンス・リース料および未収ファイナンス・リース料のポートフォリオの減損は、その他の貸出

金および債権に適用されるものと同じ原則に基づいて判断される。

 

・　オペレーティング・リース

　オペレーティング・リースとは、資産の所有に伴うリスクと経済価値を実質的にすべて借手に移転しないリースで

ある。

　リース資産は、貸手の貸借対照表の有形固定資産に計上され、リース期間にわたって定額法で減価償却される。償却

可能額は、リース資産の残存価格を控除している。リース料は、リース期間にわたって定額法に基づき全額損益計算

書に計上される。リース料と減価償却費は、損益計算書の「その他の業務収益」および「その他の業務費用」に計上

される。

 

注１.f.２　借手の会計処理

　当グループが借手の立場で契約するリースは、ファイナンス・リースまたはオペレーティング・リースに分類され

る。

 

・　ファイナンス・リース

　ファイナンス・リースは、借手が融資を受け、その資金で資産を取得したのと同じ扱いとなる。リース資産は借手の

貸借対照表に、その公正価値またはリースの計算利子率で計算された最低リース料総額の現在価値の内、いずれか低

い金額で計上される。資産に対応する負債もまた、リース資産の公正価値または最低リース料総額の現在価値と同額

で借手の貸借対照表に計上される。資産は、当初の認識された金額から残存価格を控除した後、資産の耐用年数にわ

たって、自己所有の資産に適用されるのと同じ方法によって減価償却される。リース負債の金額は償却原価で会計処

理される。

 

・　オペレーティング・リース

　資産は、借手の貸借対照表には計上されない。オペレーティング・リースのリース料は、リース期間にわたって定額

法により、借手の損益計算書に計上される。

 

注１.g　売却目的で保有する長期性資産と非継続事業

　当グループが長期性資産を売却することを決定し、その売却が12ヶ月以内に行われる可能性が非常に高い場合、そ

のような資産は貸借対照表の「売却目的で保有する長期性資産」勘定に個別に表示される。それらの資産に関連す

る負債もまた、貸借対照表の「売却目的で保有する長期性資産関連の負債」勘定にて個別に表示される。

　一旦この勘定科目に分類された後は、長期性資産および長期性資産と負債のグループは、帳簿価額または売却費用

控除後の公正価値のいずれか低い金額で評価される。

　そのような資産については減価償却を行わない。長期性資産および長期性資産と負債のグループに減損が生じた場

合、減損損失が損益計算書に計上される。減損損失は戻し入れられる可能性がある。
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　売却目的で保有する長期性資産と負債のグループが資金生成単位の場合は、「非継続事業」に分類される。非継続

事業には、売却対象業務、活動を停止した業務、転売の意図を持ってのみ取得した子会社が含まれる。

　非継続事業に関連するすべての利益と損失は、損益計算書の「非継続事業および売却目的で保有する資産に対する

税引後利益または損失」勘定に個別に表示される。この勘定には、非継続事業の税引後利益または損失、売却費用控

除後の公正価値で再測定することから生じた税引後利益または損失、および事業の売却による税引後利益または損

失が含まれる。

 

注１.h　従業員給付

　従業員給付は、次の４つのカテゴリーのいずれか１つに分類される。

－　給与、年次休暇、インセンティブ制度、利益配分と追加支払金といった短期給付

－　有給休暇、永年勤続報奨金、その他の形態による現金ベースの繰延報酬を含むその他の長期給付

－　解雇給付

－　フランスの追加型銀行業界年金および他国の各種年金制度(これらの一部は年金ファンドが運用している)を含

む退職後給付

 

・　短期給付

　当グループは、従業員給付の見返りとして従業員が役務を提供した時、その給付を費用として認識する。

 

・　長期給付

　長期給付とは、従業員が関連役務を提供した後12ヶ月以内に全額が決済されない(退職後給付と解雇給付以外の)給

付を意味する。これは特に、BNPパリバの株価と連動せず、報酬が稼得された期間の財務諸表に未払い計上される、

12ヶ月を超える期間にわたって繰り延べられる報酬に関連するものである。

　ここで用いられる年金数理計算手法は、確定給付型退職後給付制度で用いられるものと類似のものであるが、年金

数理計算上の損益は、制度変更の影響と同様に即時に認識される。

 

・　解雇給付

　解雇給付は、当グループが法定退職年齢に達する前に雇用契約を終了させることを決定した場合、あるいは従業員

が解雇給付を条件として自主退職を決意した場合に支払われる従業員給付である。決算日から12ヶ月より後に支払

期日が来る解雇給付は割引かれる。

 

・　退職後給付

　BNPパリバ・グループは、IFRSに基づき、確定拠出型年金制度と確定給付型年金制度を区別している。

　確定拠出型年金制度は当グループにとっての給付債務を生むものではないので、引当金を積み立てる必要はない。

会計期間ごとに支払われる雇用者拠出金は費用として認識される。

　確定給付型のスキームのみが当グループにとっての給付債務を生み出す。この給付債務は引当金の形で負債として

測定され、認識される。
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　この２つのカテゴリーへの制度の分類は制度の経済的実態に基づいて行われ、当グループが合意した給付金を従業

員に支払う法的または実質的義務を負っているかどうかを判断するための見直しが行われる。

　確定給付型年金制度の下での退職後給付債務は、人口統計学的および財務上の仮定を考慮した年金数理計算手法を

用いて算定される。

　負債として認識される給付債務の額は、予測単位積増方式を用い、当グループが採用する年金数理計算上の仮定に

基づいて測定される。この方式では、人口統計学的推計、従業員の定年前退職の確率、昇給率、割引率、全般的な物価上

昇率といった様々なパラメーターを勘案している。制度資産価値は給付債務額から控除される。

　制度資産の価値が給付債務額を超える場合、将来における拠出額の減少または制度に対する拠出額の将来における

一部払戻の形で当グループに将来の経済的利益をもたらすものならば、資産として認識される。

　制度に基づく給付債務の額および制度資産の価値は、年金数理計算上の仮定が変化することにより期間ごとに大き

く変動する可能性があり、それに伴い、年金数理計算上の損益が発生する。当グループは、年金数理計算上の損益の計

算に「回廊アプローチ」を用いている。この方法により、当グループは次の会計期間から従業員の平均残存勤務年数

にわたり、前期末現在の(i)総確定給付債務の現在価値の10％または(ii)制度資産の公正価値の10％のいずれか大き

い方を上回る年金数理計算上の損益部分のみを認識すればよいことになる。

　初度適用日において、BNPパリバはIFRS第１号に基づく免除規定の適用を選択した。これに基づいて、2004年１月１

日現在の未償却の年金数理計算上の損益はすべて、同日現在の資本からの控除として認識される。

　過去勤務費用に関する制度の修正の影響は、修正された退職後給付の権利確定期間全体にわたり利益または損失と

して認識される。

　損益計算書の「給与および従業員給付」に認識されている確定給付制度に関する年間費用には、当期勤務費用(提

供した役務と引き換えに当期中に確定した各従業員の権利)、利息費用(債務の割引による影響額)、制度資産の期待

収益、年金数理計算上の損益の償却、制度変更による過去勤務費用の償却および制度の縮小または清算の影響額が含

まれる。

 

注１.i　株式報酬

　株式報酬取引とは、当グループが発行した株式に基づく報酬であり、株式またはBNPパリバの株価に連動した現金支

払いを受け取る形で決済される。

　IFRS第２号は、2002年11月７日より後に付与された株式報酬を費用として認識するよう求めている。認識された金

額は、従業員へ付与される株式報酬の価額である。

　当グループは、株式予約権方式による従業員ストック・オプション制度および繰延株式または株価連動型現金決済

の報酬制度を提供している。また従業員は、株式を特定期間売却しないことを条件にBNPパリバが特別に発行する株

式を割引価格で購入することもできる。
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・　ストック・オプションおよび株式報奨制度

　ストック・オプションおよび株式報奨制度に関連する費用は、給付が被付与者の継続的雇用を条件とする場合には

権利確定期間にわたって認識される。

　ストック・オプションおよび株式報奨費用は、給与および従業員給付勘定に計上され、株主資本に貸方計上される。

この費用は、付与日に取締役会が決定する、制度の全体的な価値に基づいて計算される。

　制度に係る金融商品の市場価格が入手できない場合には、BNPパリバの株価に関連する業績条件を考慮する財務評

価モデルが使用される。制度に係る報酬費用総額は、付与するオプションまたは株式報奨の単価に、権利確定期間の

最終時点で権利が確定したオプションまたは株式報奨の見積数量を掛けることで計算されるが、その際には、被付与

者の継続的雇用という条件が考慮される。

　権利確定期間に前提条件が変更され、その結果、費用の再測定が必要となる場合があるが、これらの前提条件とは、

従業員がグループを退職する可能性に関連するものと、BNPパリバの株価に連動しない業績条件に関連するもののみ

に限られる。

 

・　株価連動型現金決済繰延報酬制度

　この制度に関連する費用は、従業員が対応する役務を提供した年度において認識される。

　株式に基づく変動報酬の支払いが、権利確定日現在で対象従業員の雇用が続いていることを明示的な条件としてい

る場合、役務は、権利確定期間中に提供されたものとみなされ、対応する報酬費用は、当該期間にわたって比例配分で

認識される。当該費用は給与および従業員給付勘定に認識され、対応する負債が貸借対照表に認識される。この額は、

雇用継続条件または業績条件の充足状況や、BNPパリバの株価の変動を考慮して見直される。

　雇用継続条件がない場合、費用は繰り延べられずに即時に認識され、対応する負債が貸借対照表に認識される。この

額は、業績条件やBNPパリバの株価の変動を考慮して、決済までの各報告日において見直される。

 

・　社内貯蓄制度の下で従業員に提供される新株引受権または株式購入権

　社内貯蓄制度(Plan d'Épargne Entreprise)の下で特定期間にわたり市場より低い利率で従業員に提供される株

式の引受権または購入権は、権利確定期間を含まない。しかしながら、従業員は法律により、取得した株式の売却を５

年間禁じられている。この制限は従業員に対する給付が測定される場合に考慮され、その分給付は減額される。その

ため給付額は、制度が従業員に発表された日現在の株式の公正価値(売却制限考慮後)と従業員が払い込む取得価格

の差額に取得株式数を掛けることで計算される。

　５年間の強制保有期間のコストは、従業員向けの増資時に引き受けた株式の先渡売却に係る戦略的コストと、５年

後に当該先渡売却取引から受領する売却代金で返済する借入金による資金調達で、市場で同数のBNPパリバ株式を現

金で取得した場合の戦略的コストと同等のものである。当該ローンの金利は、平均的なリスク構造を持つ５年の個人

向け一般ローンに付される金利である。当該株式の先渡売却価格は、市場パラメーターに基づいて算定される。
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注１.j　負債として計上される引当金

　負債として計上される引当金(金融商品、従業員給付、保険契約に係るものを除く)は、主に事業再編、請求と訴訟、罰

金、税務リスクに関連するものである。

　引当金は、過去の事象に起因する債務を決済するために経済的便益を持つ資源の流出が必要となる可能性が高く、

当該債務の金額について信頼性のある見積もりができる場合に認識される。そのような債務額は、割引の影響が重要

な場合には、引当金の額の決定時に割引かれる。

 

注１.k　当期および繰延税金

　当期法人税の課税額は、利益が生み出された会計期間に当グループが業務を展開した各国において有効な税法と税

率に基づいて決定される。

　繰延税金は、資産または負債の貸借対照表上の帳簿価格と税務基準額との間に一時差異が発生した場合に認識され

る。

　繰延税金負債は、すべての将来加算一時差異について認識されるが、以下のものはその例外となる。

－　のれんの当初の認識額に関する一時差異

－　当グループが一時差異を解消する時期をコントロールでき、一時差異が予測可能な期間内には解消しない可能性

が高い場合で、当グループが単独でまたは第三者と共同で支配している企業に対する投資において発生した一

時差異

　繰延税金資産は、対象会社が、将来、一時差異および税務上の欠損金と相殺可能な課税所得を生み出す可能性が高い

場合にのみ、すべての将来減算の一時差異と未使用の繰越欠損金について認識される。

　繰延税金資産と負債は、負債法を用い、繰延税金資産が実現するか繰延税金負債が解消される期間に適用されるこ

とが予想される税率を用い、当該会計期間の決算日までに制定された(または制定される予定の)税率および税法に

基づいて測定される。これらは割引かれない。

　繰延税金資産と負債は、同じ税グループ内で発生する場合、単独の税務当局の管轄下の場合、あるいは相殺できる法

的権利が存在する場合に互いに相殺される。

　当期および繰延税金は、損益計算書で税金収益と税金費用として認識されるが、売却可能資産の未実現利益または

損失に係る繰延税金、あるいはキャッシュ・フロー・ヘッジ手段として指定された金融商品の公正価値の変動に係

る繰延税金は例外であり、そのような繰延税金は株主資本に計上される。

　債権および有価証券からの収益に係る税額控除が当期の未払法人税の決済に利用された場合、当該税額控除はそれ

らが関連する収益と同じ項目で認識される。対応する税金費用は損益計算書の「法人税」に引き続き計上される。

 

注１.l　キャッシュ・フロー計算書

　現金および現金同等物の残高は、現金および中央銀行預金正味残高、また銀行間コールローンおよび要求払預金の

正味残高で構成される。

　営業活動に関連する現金および現金同等物の増減は、投資不動産、満期保有金融資産および譲渡性預金に関連する

キャッシュ・フローを含む、当グループの業務により生じたキャッシュ・フローを反映している。
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　投資活動に関連する現金および現金同等物の増減は、連結グループに含まれている子会社、関連会社または合弁事

業の買収および処分、ならびに有形固定資産(投資不動産およびオペレーティング・リースとして保有されている不

動産を除く)の取得および売却により生じたキャッシュ・フローを反映している。

　財務活動に関連する現金および現金同等物の増減は、株主との取引、債券および劣後債に関連するキャッシュ・フ

ロー、および負債証券(譲渡性預金を除く)により生じたキャッシュ・インフローおよびアウトフローを反映してい

る。

 

注１.m　財務諸表作成における見積もりの利用

　財務諸表を作成する際に、中核事業や本社機能の管理者は、損益計算書の損益勘定および貸借対照表の資産・負債

勘定の測定、ならびに財務諸表に対する注記で開示される情報に反映される仮定や見積もりを行うことが要求され

ている。担当管理者は、判断および見積もりに当たり、財務諸表の作成日現在入手可能な情報を利用することを要求

される。また、管理者が見積もりを行った場合、将来の実績は、主に市況などにより、見積もりと大幅に異なることが

ある。これにより財務諸表に重要な影響が及ぶ可能性がある。

　これは、特に次の点について当てはまる。

－　銀行仲介業務に内在する信用リスクについて認識する減損損失

－　内部で開発したモデルを用いた、活発な市場において公表価格のない金融商品のポジションの測定

－　「売却可能金融資産」、「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」あるいは「純損益を通じて公正価値で

測定する金融負債」に分類される公表価格のない金融商品の公正価値の計算、および(より一般的には)公正価

値による開示要件の対象となる金融商品の公正価値の計算

－　評価手法を用いる際に必要となる、市場が活発か不活発かの判断

－　「売却可能」に分類される変動利付金融資産の減損損失

－　無形固定資産に対し行われる減損テスト

－　特定のデリバティブをキャッシュ・フロー・ヘッジ手段として指定したことの適切性およびヘッジの有効性の

測定

－　ファイナンス・リースまたはオペレーティング・リースとしてリースされた資産および(より一般的には)見積

もり残存価値控除後の減価償却が計上される資産の残存価値の見積もり

－　偶発債務などに対する引当金の測定

　各種市場リスクの感応度および観測不能なパラメーターに対する評価の感応度を査定するために適用された仮定

についても該当する。
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注２.　2012年12月31日終了事業年度における損益計算書に対する注記

注２.a　正味受取利息

　BNPパリバ・グループは、償却原価で測定する金融商品、および公正価値で測定する金融商品の内デリバティブの定

義に該当しない商品に係るすべての収益および費用(利息、手数料、取引費用)を「受取利息」および「支払利息」に

含めている。これらの金額は実効金利法を使用して計算されている。純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の

公正価値の変動(未収／未払利息を除く)は、「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益／損失」

に認識されている。

　公正価値ヘッジとして会計処理されているデリバティブに係る受取利息および支払利息は、ヘッジ対象から生じた

収益に含まれている。同様に、純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された取引のヘッジに使用される

デリバティブから生じる受取利息および支払利息は、原取引に関連する受取利息および支払利息と同じ勘定に配賦

される。

 

(単位：百万ユーロ)

2012年12月31日
終了事業年度

2011年12月31日
終了事業年度

収益 費用 純額 収益 費用 純額

顧客関連項目 29,093(9,375)19,71829,146(8,740)20,406

　　預金、貸出金および借入金 27,622(9,246)18,37627,424(8,388)19,036

　　買戻／売戻契約 21 (79) (58) 61 (203)(142)

　　ファイナンス・リース 1,450 (50)1,4001,661(149)1,512

銀行間項目 1,719(2,562)(843)2,102(2,621)(519)

　　預金、貸出金および借入金 1,645(2,281)(636)1,905(2,274)(369)

　　買戻／売戻契約 74 (281)(207)197 (347)(150)

発行済負債証券 - (3,445)(3,445)- (4,025)(4,025)

キャッシュ・フロー・ヘッジ手段 2,849(2,477)372 2,903(2,535)368

金利ポートフォリオ・ヘッジ商品 2,146(3,577)(1,431)1,519(2,712)(1,193)

純損益を通じて公正価値で測定する金融商品 2,293(1,295)998 4,518(2,510)2,008

　　固定利付証券 1,438 - 1,4382,435 - 2,435

　　貸付／借入 207 (360)(153)357 (528)(171)

　　買戻／売戻契約 648 (814)(166)1,726(1,776)(50)

　　負債証券 - (121)(121) - (206)(206)

売却可能金融資産 5,889 - 5,8896,268 - 6,268

満期保有目的金融資産 487 - 487 668 - 668

受取(支払)利息合計 44,476(22,731)21,74547,124(23,143)23,981

 

　個別に減損が認識された貸出金に係る受取利息は、2012年12月31日終了事業年度は610百万ユーロ、2011年12月31日

終了事業年度は554百万ユーロであった。
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注２.b　受取手数料および支払手数料

　純損益を通じて公正価値で測定しない金融商品に係る受取手数料および支払手数料は、2012年度は受取手数料

3,258百万ユーロおよび支払手数料601百万ユーロ(2011年度はそれぞれ3,583百万ユーロおよび596百万ユーロ)で

あった。

　当グループが、クライアント、信託、年金、および個人向けリスク保険ファンドまたはその他の機関に代わり資産を

保有または投資する際の媒体となる、信託および類似活動に関連した正味受取手数料は、2012年度には2,298百万

ユーロ(2011年度は2,454百万ユーロ)であった。

 

注２.c　純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益／損失

　「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益／損失」には、トレーディング勘定において管理され

ている金融商品に関連するすべての損益項目が含まれている。さらに、当グループが公正価値オプションにより、純

損益を通じて公正価値で測定する金融商品として指定した金融商品(配当金を含む)に関連する損益項目(「正味受

取利息」(注２.a参照)に認識される受取利息および支払利息を除く)も含まれている。

 

(単位：百万ユーロ)
2012年12月31日
終了事業年度

2011年12月31日
終了事業年度

トレーディング勘定 5,505 952

負債性金融商品 2,066 (297)

資本性金融商品 3,132 455

その他のデリバティブ 307 806

買戻契約/売戻契約 - (12)

純損益を通じて公正価値で測定するものとして
指定された金融商品

(2,818) 2,891

内、BNPパリバ・グループの発行体リスクに起因する
負債再測定の影響額(注５.a)

(1,617) 1,190

ヘッジ会計の影響 16 (117)

公正価値ヘッジ 258 (1,989)

公正価値ヘッジのヘッジ対象 (242) 1,872

通貨ポジションの再測定 609 7

合計 3,312 3,733

 

　2012年度および2011年度のトレーディング勘定に係る純利益には、キャッシュ・フロー・ヘッジの非有効部分に関

連した重要性のない金額が含まれている。
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注２.d　売却可能金融資産に係る純利益／損失および公正価値で測定しないその他の金融資産

 

(単位：百万ユーロ)
2012年12月31日
終了事業年度

2011年12月31日
終了事業年度

貸出金および債権、固定利付証券
(1) 839 (408)

処分損益 839 (408)

株式およびその他の変動利付証券 785 688

受取配当金 515 453

減損計上額 (465) (731)

処分益純額 735 966

合計 1,624 280

 
(1)
 固定利付金融商品からの受取利息は「正味受取利息」(注２.a)に含まれ、発行者の債務不履行の可能性に関連する減損
損失は「リスク費用」(注２.f)に含まれている。

 

　過年度には「資本に直接認識される資産および負債の変動」に計上されていた未実現損益は、税引前当期純利益に

含まれ、2012年12月31日終了事業年度は445百万ユーロの利益(保険契約者剰余金の影響額考慮後)で、2011年12月31

日終了事業年度は742百万ユーロの純利益であった。

　当期においては、自動的に減損が認識される基準の適用と定性的分析の結果により、変動利付証券について以下に

掲げる額の減損が初めて認識された。

・　取得価格から50％を超える価格の低下に関連した45百万ユーロ(2011年度は44百万ユーロ)。

・　２年連続して未実現損失が観測されたことに関連した８百万ユーロ(2011年度は23百万ユーロ)。

・　１年の間に少なくとも平均30％の未実現損失が観測されたことに関連した11百万ユーロ(2011年度は該当な

し)。

・　追加の定性的分析の結果に関連した54百万ユーロ(2011年度は73百万ユーロ)。

 

注２.e　その他の業務収益(純額)

 

(単位：百万ユーロ)

2012年12月31日
終了事業年度

2011年12月31日
終了事業年度

収益 費用 純額 収益 費用 純額

保険業務収益(純額) 24,715(21,460)3,25518,204(14,559)3,645

投資不動産収益(純額) 375 (178) 197 1,301(500) 801

オペレーティング・リースの下で保有される
リース資産収益(純額)

5,871(4,844)1,0275,627(4,567)1,060

不動産開発業務収益(純額) 1,214(1,006)208 216 (41) 175

その他の収益(純額) 1,545(1,373)172 1,488(1,198)290

その他の業務収益(純額)合計 33,720(28,861)4,85926,836(20,865)5,971

 

　投資不動産収益(純額)の減少は、2012年度第１四半期末にKlépierreの支配権を喪失したことによるものである

(注８.d参照)。
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・保険業務収益(純額)

 

(単位：百万ユーロ)
2012年12月31日
終了事業年度

2011年12月31日
終了事業年度

約定保険料総額 19,813 16,288

保険金給付費用 (15,267) (12,484)

責任準備金増減 (4,246) 1,572

ユニットリンク型保険適格投資の価値の変動 3,361 (1,597)

出再保険 (519) (361)

その他の収益および費用 113 227

保険業務収益(純額)合計 3,255 3,645

 

　「保険金給付費用」には、保険契約に係る解約、満期、および保険金請求から生じる費用が含まれている。「責任準

備金増減」は、金融契約(特にユニットリンク型保険契約)の価値の変動を反映している。そのような契約に対して支

払った利息は「支払利息」に認識されている。

 

注２.f　リスク費用

　「リスク費用」は、当グループの銀行仲介業務に特有の信用リスクに関して認識された減損損失に加えて、店頭取

引の金融商品に係る既知の取引先リスクに関する減損損失を表示している。

 

当期リスク費用

・当期リスク費用

 
 
(単位：百万ユーロ)

2012年12月31日
終了事業年度

2011年12月31日
終了事業年度

減損引当金計上額(純額) (4,173) (6,751)

　内、ギリシャ国債
(1) (62) (3,241)

償却債権取立益 714 514

減損引当金でカバーされない回収不能貸出金
および債権

(482) (560)

当期リスク費用合計 (3,941) (6,797)

 
(1)
 ギリシャ国債が貸出金および債権として再分類された日現在で資本に認識されている当該国債の価額変動のリスク費用
からの戻入(注４を参照。なお金額は1,296百万ユーロ)と、額面価額の75％の損失を前提とする減損の積み増しに起因し

て2011年度に認識された、当該国債関連の減損引当金。
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・資産種類別当期リスク費用

 

(単位：百万ユーロ)
2012年12月31日
終了事業年度

2011年12月31日
終了事業年度

金融機関貸出金および債権 6 47

顧客貸出金および債権 (3,769) (6,085)

売却可能金融資産 (13) (569)

満期保有目的金融資産 - (22)

トレーディング業務に係る金融商品 (118) (132)

その他の資産 (8) 4

オフバランスシート・コミットメントおよび
その他の項目

(39) (40)

当期リスク費用合計 (3,941) (6,797)

 

減損引当金：信用リスク

・当期の減損引当金の推移

 

(単位：百万ユーロ)
2012年12月31日
終了事業年度

2011年12月31日
終了事業年度

減損引当金合計－期首現在 30,675 29,783

減損引当金純額 4,173 6,005

　内、ギリシャ国債 62 2,395

減損引当金取崩額 (6,007) (3,935)

為替レートの変動およびその他の事項の影響額 (424) (1,178)

減損引当金合計－期末現在 28,417 30,675
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・資産種類別減損引当金

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

資産の減損   

金融機関貸出金および債権(注５.f) 537 707

顧客貸出金および債権(注５.g) 26,525 27,958

トレーディング業務に係る金融商品 276 598

売却可能金融資産(注５.c) 69 162

満期保有目的金融資産 - 223

その他の資産 34 36

金融資産に対する減損引当金合計 27,441 29,684

　内、個別評価引当金 23,100 24,818

　内、一括評価引当金 4,341 4,866

   

負債として認識される引当金   

オフバランスシート・コミットメントに対する引当金   

　－内、金融機関向け 45 23

　－内、顧客向け 451 478

引当金の対象となるその他の項目 480 490

負債として認識される引当金合計(注５.q) 976 991

　内、個別評価引当金 807 858

　内、一括評価引当金 169 133

減損引当金合計 28,417 30,675
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注２.g　法人税

 

フランスでの標準税率で計算した理論上の

法人税から実効の法人税への調整
(1)

2012年12月31日
終了事業年度

2011年12月31日
終了事業年度

(百万ユーロ) ％ (百万ユーロ) ％

フランスでの標準税率で計算される法人税
(2) (3,745) 36.1% (3,493) 36.1%

外国法人に適用される税率との差異による影響 216 -2.1% 187 -1.9%

軽減税率で課税される配当および有価証券処分の影響 337 -3.3% 169 -1.7%

過去に繰延税金(繰越欠損金および一時差異)を
認識していない項目に関する税効果

163 -1.6% 244 -2.5%

過去に繰延税金資産を認識していない繰越欠損金の
使用に伴う税効果

9 -0.1% 29 -0.3%

その他の項目 (39) 0.5% 107 -1.2%

法人税費用 (3,059) 29.5% (2,757) 28.5%

内訳     

12月31日終了事業年度の当期税金費用 (2,696)  (2,070)  

12月31日終了事業年度の繰延税金費用(注５.k) (363)  (687)  

 
(1)
 フランス法人税率は33.33％であるが、これを元に計算された3.3％の社会保障制度拠出税と５％の例外的な拠出に係る
税金を含むため、調整前税率を36.1％へ引き上げている。

(2)
 持分法適用会社からの持分法投資利益およびのれんの償却額を反映するため、修正再表示されている。
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注３.　セグメント情報

　当グループは、３つのコア事業から構成されている。

－　リテール・バンキング事業(RB)：国内市場業務、パーソナル・ファイナンス、および国際リテール・バンキング

業務から成る。国内市場業務には、フランス(FRB)、イタリア(BNLバンカ・コメルシアーレ)、ベルギー(BRB)、およ

びルクセンブルク(LRB)の各国内でのリテール・バンキング業務、ならびにリテール・バンキング業務専業の特

別部門(パーソナル・インベスターズ、リーシング・ソリューション、およびアルバル)が含まれる。また国際リ

テール・バンキング業務は、BNPパリバ・グループがユーロ圏以外の地域(欧州・地中海沿岸諸国および米国(バ

ンクウェスト)に区分される)で展開しているすべてのリテール・バンキング業務から成る。

－　資産運用および証券管理事業(IS)：富裕層向け資産運用業務、当グループの資産運用業務をすべて行うインベス

トメント・パートナーズ、運用会社、金融機関およびその他の企業への証券サービス、ならびに保険および不動

産サービスを含む。

－　コーポレート・バンキングおよび投資銀行事業(CIB)：アドバイザリーおよびキャピタル・マーケット(株式お

よび株式デリバティブ、フィクスト・インカムおよび外国為替、コーポレート・ファイナンス)ならびにコーポ

レート・バンキング(特殊およびストラクチャード・ファイナンシング、法人預金業務)業務を含む。

　その他の主な業務としては、プリンシパル・インベストメンツ、Klépierre
(4)
不動産投資会社、および当グループ

のコーポレート機能が展開する業務がある。

　これらは、企業結合に関する規則の適用により生じた非経常項目も含んでいる。各コア事業について一貫性があり

実用的な関連情報を提供するため、取得した各事業体の純資産に認識される公正価値調整額の償却による影響額と、

各事業体の統合に関連して生じた事業再編費用が「その他の事業」セグメントへ配賦されている。

　セグメント間取引は通常の取引条件で行われる。表示されているセグメント情報は、合意されたセグメント間の移

転価格で構成されている。

　資本は、リスク・エクスポージャーを基に、主に所要資本に関連する様々な慣例を考慮に入れ配賦される。こうした

仮定は、自己資本規制により求められるリスク加重資産の算出により導き出されるものである。セグメント別の正常

化された持分利益は、配賦した持分の利益を各セグメントに帰属させて算定している。

 
(4)
 Klépierre Groupは、2012年３月14日までは当グループの連結子会社であったが、その後当グループが持分の一部を売却した
ため、現時点では持分法により連結されている(注８.dを参照)。

 

　2012年度の実績と比較できるようにするため、2011年度のセグメント情報は、以下の３つの主要な事象がもたらす

影響(これらの事象が2011年１月１日以降に生じたと仮定した場合の影響)を反映して修正再表示されている。

－　当グループでは、その組織構造の変更過程で、国内市場業務と称するセグメントを新設した。パーソナル・インベ

スターズはこのセグメントに含まれることとなり、コア事業である資産運用および証券管理事業には含まれな

いこととなった。
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－　これまでリスク加重資産の７％であった、各事業への資本配賦率が、当該資産の９％となった。

－　ベルギーにおける預金保険基金への拠出については、ベルギーの銀行からの徴収の枠組みが未確定であったた

め、当初は、「その他の事業」に計上していた。この新たな枠組みは2012年度より適用され、預金保険基金への

拠出の後継となる。さらに比較可能にするため、(2011年度の)BRBの実績を、この課税額が反映された額(-107百

万ユーロ)へ修正再表示した。

この再表示を行わなかった場合の差額は、「その他の事業」に計上されているため、当グループの税引前当期純利益

には影響を及ぼさない。

 

事業セグメント別情報

・事業セグメント別業務収益

(単位：百万ユーロ)
2012年12月31日終了事業年度

営業収益 営業費用 リスク費用 営業利益
その他の
営業外項目

税引前
当期純利益

リテール・バンキング事業       

国内市場業務       

フランス国内のリテール・バンキング
(1) 6,797(4,384)(315)2,098 3 2,101

BNLバンカ・コメルシアーレ
(1) 3,230(1,779)(961) 490 1 491

ベルギー国内のリテール・バンキング
(1) 3,183(2,333)(157) 693 18 711

その他の国内市場業務 2,181(1,263)(140) 778 16 794

パーソナル・ファイナンス 4,982(2,387)(1,497)1,098 182 1,280

国際リテール・バンキング業務       

欧州・地中海沿岸諸国 1,796(1,319)(290) 187 67 254

バンクウェスト 2,403(1,401)(145) 857 2 859

資産運用および証券管理事業 6,204(4,319) 54 1,939 159 2,098

コーポレート・バンキングおよび
投資銀行事業

      

アドバイザリーおよびキャピタル・
マーケット

6,182(4,574)(61) 1,547 6 1,553

コーポレート・バンキング 3,533(1,698)(432)1,403 30 1,433

その他の事業 (1,419)(1,093) 3 (2,509)1,307 (1,202)

グループ合計 39,072(26,550)(3,941)8,581 1,791 10,372
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(単位：百万ユーロ)
2011年12月31日終了事業年度

営業収益 営業費用 リスク費用 営業利益
その他の
営業外項目

税引前
当期純利益

リテール・バンキング事業       

国内市場業務       

フランス国内のリテール・バンキング
(1) 6,786(4,462)(315)2,009 2 2,011

BNLバンカ・コメルシアーレ
(1) 3,163(1,806)(793) 564 - 564

ベルギー国内のリテール・バンキング
(1) 3,092(2,321)(136) 635 12 647

その他の国内市場業務 2,309(1,351)(158) 800 17 817

パーソナル・ファイナンス 5,142(2,420)(1,639)1,083 160 1,243

国際リテール・バンキング業務       

欧州・地中海沿岸諸国 1,639(1,277)(268) 94 70 164

バンクウェスト 2,230(1,241)(256) 733 1 734

資産運用および証券管理事業 5,922(4,258)(64) 1,600 (76) 1,524

コーポレート・バンキングおよび
投資銀行事業

      

アドバイザリーおよびキャピタル・
マーケット

5,665(4,377) 21 1,309 30 1,339

コーポレート・バンキング 4,232(1,749)(96) 2,387 50 2,437

その他の事業 2,204(854)(3,093)(1,743) (86) (1,829)

グループ合計 42,384(26,116)(6,797)9,471 180 9,651

 
(1)
 フランス、イタリア、ベルギーおよびルクセンブルクの富裕層向け資産運用業務の３分の１を資産運用および証券管理事
業に再配分した後のフランス国内のリテール・バンキング業務、BNLバンカ・コメルシアーレ、ベルギーおよびルクセン

ブルク国内のリテール・バンキング業務。
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・事業セグメント別資産・負債

　ほとんどのグループ会社について、各社が報告しているコア事業を基に資産および負債のセグメント間配賦が行わ

れるが、主要な会社については事業別にまたは特にリスク加重資産を基に配賦されている。

 

(単位：百万ユーロ)
2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

資産 負債 資産 負債

リテール・バンキング事業     

国内市場業務 393,342 369,716 385,868 362,389

フランス国内のリテール・バンキング 151,926 144,370 154,537 146,759

BNLバンカ・コメルシアーレ 88,471 80,555 86,662 78,587

ベルギー国内のリテール・バンキング 103,207 99,411 95,879 92,384

その他の国内市場業務 49,738 45,380 48,790 44,659

パーソナル・ファイナンス 85,721 78,732 91,561 84,440

国際リテール・バンキング業務 93,575 81,760 92,097 80,867

欧州・地中海沿岸諸国 33,488 29,619 32,276 28,702

バンクウェスト 60,087 52,141 59,821 52,165

資産運用および証券管理事業 202,119 192,146 212,807 200,636

コーポレート・バンキングおよび
投資銀行事業

1,029,6751,013,7421,050,8831,035,511

その他の事業 102,858 171,194 132,067 201,440

グループ合計 1,907,2901,907,2901,965,2831,965,283

 

　持分法適用会社関連の事業セグメント別情報、および当期ののれんの償却額は、注５.m「関連会社に対する投資」、

および注５.o「のれん」にそれぞれ表示されている。

 

地域別情報

　セグメントの業績、資産および負債の地域別分類は、それらが会計目的で認識される地域に基づいており、取引相手

の国籍や業務の所在地を必ずしも反映するものではない。
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・地域別営業収益

 

(単位：百万ユーロ)
2012年12月31日
終了事業年度

2011年12月31日
終了事業年度

国内市場業務 22,998 26,810

フランス 12,593 16,773

ベルギー 4,586 4,702

イタリア 4,687 3,857

ルクセンブルク 1,132 1,478

その他のヨーロッパ諸国 7,305 7,130

アフリカおよび地中海沿岸諸国 1,659 1,469

南北アメリカ 5,043 4,977

アジア太平洋諸国 2,067 1,998

合計 39,072 42,384

 

・地域別資産および負債(連結財務諸表への貢献額)

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

国内市場業務 1,364,031 1,397,581

フランス 1,000,682 972,274

ベルギー 190,673 252,086

イタリア 134,926 136,392

ルクセンブルク 37,750 36,829

その他のヨーロッパ諸国 217,397 244,747

アフリカおよび地中海沿岸諸国 31,758 31,573

南北アメリカ 201,805 201,184

アジア太平洋諸国 92,299 90,198

合計 1,907,290 1,965,283

 

次へ
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注４.　ソブリン・リスクに対するエクスポージャー

　当グループでは、流動性管理の一環として、利用可能な資金調達元を可能な限り多くして、予期せぬ流動性需要を満

たせるようにしている。具体的には、この戦略は、中央銀行からの資金調達の担保として適格な有価証券の保有を前

提とし、当該適格証券の大部分に、付帯するリスクの水準が低い政府発行の高格付負債証券を含めるという戦略であ

る。当グループは、資産負債管理(以下「ALM」という。)および構造的な金利リスク管理方針の一環として、各種資産

から成るポートフォリオ(国債を含んでおり、当グループのヘッジ戦略に貢献する金利特性を有するポートフォリ

オ)も保有している。加えて当グループは、複数の国において国債のマーケット・メーカーとしても活動しているた

め、当該国債のトレーディングに用いる一時的な買いポジションおよび売りポジション(これらのポジションに伴う

リスクの一部は、デリバティブを用いてヘッジしている)を建てている。

　これらのポートフォリオは、第３の柱に基づく開示項目が掲載されているアニュアル・レポート内の章に表示され

ている。

 

・　ギリシャ、アイルランド、およびポルトガルが発行した国債の会計処理

　EUの３ヶ国(すなわち、ギリシャ、アイルランド、およびポルトガル)では、深刻な経済危機および金融危機を背景に

国家財政が著しく悪化しており、市場でもこれらの国が発行する国債の買い控え気運が次第に高まっているため、こ

れらの国は、財政赤字を補うための資金を市場から調達できなくなっている。

　このような状況においてユーロ圏の首脳会議にて定められた欧州の連帯を基本とする支援方針(European

solidarity policy)は、各EU加盟国に対し、国際通貨基金(以下「IMF」という。)と協力して支援の枠組みを設け、ギ

リシャ(その後はアイルランドおよびポルトガル)の支援に関する複数の計画が策定および実施されるようにするこ

とを求めている。

 

１. 2011年６月30日における有価証券の再分類

　BNPパリバは、ギリシャ、アイルランド、およびポルトガルが発行した国債の取引市場にて2011年度上半期中に見ら

れた流動性の欠如(ギリシャ国債については、この事実に加え、フランスの各銀行が関連当局から当該商品のポジ

ションを売却しないよう求められている事実)を根拠に、これらの国債はもはや売却可能資産に分類できないと判断

した。

　このためIAS第39号第50E項の例外的な状況にて許される再分類に関する規定を適用し、上記３ヶ国が財政を立て直

すのに必要だと当行が考えている期間を前提として、BNPパリバは、上記３ヶ国の国債を、「売却可能金融資産」から

「貸出金および債権」へ2011年６月30日から再分類した。

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

408/792



　ギリシャの第２次支援計画の対象となるのは、2020年12月31日までに償還を迎えるギリシャ国債である。この計画

は、2011年６月に協議が開始され、2011年７月21日に合意された計画で、当行が約束した支援も盛り込まれている。こ

の計画には複数のオプションがあり、その１つには、計画に参加する銀行が、自発的に、保有するギリシャ国債を30年

債(その元本が担保であるAAA格のゼロ・クーポン債で保証されているもの)と額面で交換し、新国債を額面から21％

割り引いた額で認識するというオプションが含まれる。BNPパリバは、フランスの金融機関が共同で引き受ける支援

と関係のあるこの債券交換オプションに応じる予定である。このため、当グループの貸借対照表に計上されている交

換予定のギリシャ国債は、額面から21％割り引いた額で測定されている。債務者の財政難を考慮して債権者が行う譲

歩として扱われるこの割引により、2011年度上半期の損益計算書に減損損失が認識される。

　上記債券交換の対象とならないギリシャ国債、ならびにアイルランド国債およびポルトガル国債については上記支

援計画が様々な側面から十分検討されたが、一部民間金融機関からは、将来においてこれらの国債の償還が行われな

い可能性を示唆する明らかな事項はなかったという見解が出され、また欧州理事会も、民間金融機関に対しこのよう

な支援を求めるのは今回限りであり、反復的な要求ではない点を特に強調した。このため当行は、これらの国債につ

いて減損を認識する根拠は存在しないと考えた。

 

２. 2011年12月31日におけるギリシャ国債の測定

　2011年度下半期には、ギリシャが、７月21日に合意された計画の前提となっている経済的目標(特にその債務を持続

可能な水準に維持するという目標)を達成するのは困難であるという認識が広まった。このため10月26日には、各ギ

リシャ国債保有民間金融機関がギリシャに対する債権の50％を放棄するという内容の新たな原則的合意がなされ

た。この合意を実施するための取り決めは、2011年12月31日現在ですべての関係国際機関が承認している確定的な取

り決めではなかったため、当行は、国際金融協会(以下「IIF」という。)加盟の各ギリシャ国債保有民間金融機関が提

示した案の中で最も直近の案に基づき、保有していたすべてのギリシャ国債について減損損失を認識することを決

定した。

　以下に掲げるような内容の第２次支援計画に基づき、当行は、既保有国債について見込まれる損失を75％(2011年12

月31日現在の市場価格に適用されている平均割引率とほぼ同じ)と見積もった。(１)50％のヘアカット、(２)欧州金

融安定基金(以下「EFSF」という。)債(２年満期で、市場金利にて利払いが行われる債券)との交換による債権額の

15％分の即時償還、(３)EFSF債(６ヶ月満期で、市場金利にて利払いが行われる債券)の提供による既保有国債の利払

い、(４)既保有国債と交換に金融機関が受け取る、2023年から2042年までの期間中に満期を迎える新国債について、

2020年までは３％、その後は3.75％の利払い、ならびに(５)将来キャッシュ・フローの割引率は12％。

 

３. ギリシャ国債交換案実施後の2012年６月30日における会計処理

　2012年２月21日には、ギリシャ政府、民間金融機関(以下「PSI」という。)、ならびに関係EU加盟国の各首脳間での協

議を経て前述の第2次支援計画が改善および補完された。これによりギリシャは、2011年度には160％に達していた債

務比率を2020年度までに120.5％へ減らし、財政の安定化を模索していくことが可能になる。第２次支援計画には、

EFSFがギリシャへ300億ユーロを貸し付けるのと引き換えに、民間金融機関が保有ギリシャ国債の額面の53.5％を放

棄し、ギリシャの債務をおよそ1,070億ユーロ減らすという対策が含まれている。
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　2012年３月12日には、前述の計画に従いギリシャ国債の交換が実施された。以下は、この交換の具体的な内容であ

る。

－　旧国債の元本の53.5％が放棄された。

－　旧国債の内の31.5％についてギリシャ発行の新国債(11年満期から30年満期の20種類の国債)と交換された。新国

債の利回りは、2012年から2015年までが２％となり、2015年から2020年までは３％へ、2021年には3.6％へ、また

以降2042年までは4.3％へ利上げされる。新国債は「売却可能資産」として会計処理されている。

－　旧国債の元本の15％について欧州金融安定基金(EFSF)発行の短期債との交換により即時償還を受けた。なおこれ

らの償還は、EFSFによる300億ユーロの貸付により保全されている。新国債は「売却可能資産」として会計処理

されている。

　この交換に加え、

－　交換される旧ギリシャ国債の2012年２月24日現在での未払利息については、短期EFSF債の発行により支払われ、

「貸出金および債権」として会計処理されている。

－　ギリシャが発行する各新国債は、ギリシャのGDP成長率が上回った場合に金利が上乗せされるGDPリンク債とす

る。この証券はデリバティブとして会計処理されている。

　前述の国債交換は、既保有資産を消滅させ、新国債を公正価値で認識するという方法で会計処理された。

　旧国債と引き換えに取得した新国債の公正価値は、2012年３月12日現在の評価額(交換する旧国債の額面価額の

23.3％相当額)とした。交換する旧国債の正味価額との差額、ならびに交換する旧国債の未払利息に関する調整によ

り、銀行勘定の有価証券について55百万ユーロの損失を認識し、この損失をリスク費用として会計処理した。保険会

社保有のギリシャ国債の交換時には、19百万ユーロの損失がリスク費用として認識され、これに対応して12百万ユー

ロが保険契約者剰余金から戻し入れられた。

 

４. ギリシャ政府による国債買戻計画のもと2012年12月に売却されたギリシャ国債

　2012年11月27日、関係EU加盟国の各首脳と国際通貨基金(IMF)は、債務水準を2020年までに国内総生産(GDP)比124％

まで低下させることを目標に、民間金融機関保有のギリシャ国債の一部分を買い戻す計画の実施をギリシャ政府に

求めた。

　平均買戻価格が額面価額の33.5％で、民間金融機関が参加できるこの買戻計画への参加者募集は2012年12月３日か

ら11日にかけて実施され、BNPパリバは、募集の時点で保有していたすべてのギリシャ国債を売却して25百万ユーロ

の利益を得た。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

410/792



・　ギリシャ、アイルランド、およびポルトガルのソブリン信用リスクに対するBNPパリバ・グループのエクスポー

ジャー

a) 銀行業務に係るポートフォリオ

 

(単位:百万ユーロ)
2011年
12月31日
現在

交換される
PSIの旧国債

除却および
償還

2012年
12月31日
現在

ギリシャ     

貸出金および債権として再分類された売却可能資産     

減損控除後のリスク・エクスポージャー
および帳簿価額

972 (972) - -

売却可能資産     

リスク・エクスポージャー  316 (316) -

帳簿価額 - 316 (316) -

 

(単位:百万ユーロ)
2011年
12月31日
現在

購入価格の
償却額

除却および
償還

資本に直接
認識される

価額変動
(1)

金利リスクヘッ
ジ対象国債の価
額変動

2012年
12月31日
現在

アイルランド       

貸出金および債権として再分類
された売却可能資産

      

リスク・エクスポージャー 270 1 (68) - - 203

実効金利により償却されるディ

スカウント
(1) (54) - - 23 - (32)

帳簿価額 216 1 (68) 23 - 172

       

ポルトガル       

貸出金および債権として再分類
された売却可能資産

      

リスク・エクスポージャー 1,381 (1) (737) - - 643

実効金利により償却されるディ

スカウント
(1) (263) - - 138 - (125)

金利リスクヘッジ対象国債の
価額変動

41 - - - 7 48

帳簿価額 1,159 (1) (737) 138 7 566

 
(1)
 実効金利により償却されるディスカウントは、該当国債を売却可能金融資産へ分類した際に株主資本に直接認識された公正
価値変動から成る。ディスカウントの償却額は株主資本へ直接認識され、損益計算書に影響を及ぼさない。
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残存期間別の帳簿価額内訳

 

(単位：百万ユーロ)
満期までの残存期間 2012年

12月31日
現在の合計１年 ２年 ３年 ５年 10年 15年 15年超

アイルランド         

貸出金および債権として再分
類された売却可能資産

 3  16 153   172

         

ポルトガル         

貸出金および債権として再分
類された売却可能資産

2 138 64 148 110  104 566

 

b) 一般保険ファンドのポートフォリオ

 

(単位:百万ユーロ)
2011年
12月31日
現在

交換される
PSIの旧国債

除却および償還
2012年
12月31日
現在

ギリシャ     

貸出金および債権ならびに満期保有目的金融資
産として再分類された売却可能資産

    

減損控除後のリスク・エクスポージャー
および帳簿価額

288 (288) - -

売却可能資産     

リスク・エクスポージャー  96 (96) -

帳簿価額 - 96 (96) -
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(単位:百万ユーロ)
2011年
12月31日
現在

購入価格の
償却額

除却および
償還

資本に直接
認識される

価額変動
(1)

2012年
12月31日
現在

アイルランド      

貸出金および債権として再分類された貸出金お
よび債権ならびに売却可能資産

     

リスク・エクスポージャー 761 (2) (633) - 126

実効金利により償却されるディスカウント
(1) (179) - - 156 (23)

帳簿価額 582 (2) (633) 156 103

満期保有目的金融資産      

リスク・エクスポージャー
および帳簿価額

325 - - - 325

      

ポルトガル      

貸出金および債権として再分類された貸出金お
よび債権ならびに売却可能資産

     

リスク・エクスポージャー 1,072 (4) (451) - 617

実効金利により償却されるディスカウント
(1) (276) - - 109 (167)

帳簿価額 796 (4) (451) 109 450

満期保有目的金融資産      

リスク・エクスポージャー
および帳簿価額

159 - - - 159

 
(1)
 実効金利によるディスカウントの償却額は、該当国債を売却可能金融資産へ分類した際に株主資本に直接認識された公正価
値変動から成る。ディスカウントの償却額は株主資本へ直接認識され、損益計算書に影響を及ぼさない。

 

　株主資本には、一般保険ファンドが保有しているアイルランド国債とポルトガル国債に係る2012年12月31日現在の

ディスカウント(23百万ユーロ(税引前)および167百万ユーロ(税引前))が計上されており、保険契約者剰余金から

は、これに対応して21百万ユーロ(税引前)および149百万ユーロ(税引前)が減額されている。

　アイルランドおよびポルトガルの国債の帳簿価額は、各保険事業体保有のあらゆる固定利付証券の帳簿価額の２％

を下回る額である。
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残存期間別の帳簿価額内訳

 

(単位：百万ユーロ)
満期までの残存期間 2012年

12月31日
現在の合計１年 ２年 ３年 ５年 10年 15年 15年超

アイルランド         

貸出金および債権として再分
類された貸出金および債権な
らびに売却可能金融資産

    50 53  103

満期保有目的金融資産 9   181 135   325

         

ポルトガル         

貸出金および債権として再分
類された貸出金および債権な
らびに売却可能金融資産

   32 322 96  450

満期保有目的金融資産  60 10  89   159

 

・　2011年度における満期保有目的有価証券の売却

　BNPパリバは、2011年度中に、それまで「満期保有目的資産」に分類していたイタリア発行の国債28億ユーロを売却

した。売却額は、2010年12月31日現在の満期保有目的資産残高のおよそ21%に相当する額である(注５.jを参照)。

　このイタリア国債の売却は、2011年９月および10月に各種格付機関がイタリアの信用格付を格下げした事実や、イ

タリア国債の市場価格の下落が示している、イタリアの経済情勢の悪化を根拠に行ったものである(IAS第39号パラ

グラフAG22aを参照)。

　加えて、2011年12月31日現在で発効中のEU資本要求指令(以下「CRD３」という。)と、見込まれるバーゼルIIIへの移

行に基づく自己資本規制の厳格化、2011年７月に公表されたCRD４の法案およびEU資本要求関連規制の内容を踏ま

え、当行は、保有資産を大幅に削減した。この削減には、特に、「貸出金および債権」ならびに「満期保有目的金融資

産」に分類していた資産の相当額の売却が含まれる(IAS第39号パラグラフAG22eを参照)。

　特定発行体の有価証券の格下げが行われると、関連貸出金に対応するリスク加重資産の額が増える恐れがあるた

め、当行は、前述のような状況の変化の影響を最も受けるポジション(会計上の分類は問わない)に対するエクスポー

ジャーを減らさねばならなかった。

　最終的には、当グループはIAS第39号パラグラフAG 22a)およびe)を適用して、前述の売却後もこのカテゴリーに属

する他の資産を満期まで保有する当グループの意思またはその発行体に対する当グループの出資能力が変化しない

ことを証明したため、当該他の資産は引き続きこのカテゴリーに含まれている。
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注５.　2012年12月31日現在の貸借対照表に対する注記

注５.a　純損益を通じて公正価値で測定する金融資産、金融負債およびデリバティブ

　純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債には、トレーディング勘定の取引、デリバティブ、およ

び取得または発行時に当グループが純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定した特定の資産および負債

がある。

 

(単位：百万ユーロ)

2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

トレーディング
勘定

純損益を通じ
て公正価値で
測定するもの
として指定さ
れた金融商品

トレーディング
勘定

純損益を通じ
て公正価値で
測定するもの
として指定さ
れた金融商品

有価証券ポートフォリオ 143,465 62,701 157,624 57,024

財務省証券および国債 69,140 340 96,196 484

その他の固定利付証券 25,544 6,409 35,973 5,611

株式およびその他の変動利付証券 48,781 55,952 25,455 50,929

貸出金および売戻契約 146,899 99 153,799 49

貸出金 1,150 99 537 49

売戻契約 145,749 - 153,262 -

純損益を通じて公正価値で
測定する金融資産

290,364 62,800 311,423 57,073

     

空売りおよび借入有価証券 52,432 - 100,013 -

借入金および買戻契約 203,063 1,242 173,271 1,664

借入金 4,017 1,242 1,895 1,664

買戻契約 199,046 - 171,376 -

負債証券(注５.i) - 40,799 - 37,987

劣後債(注５.i) - 1,489 - 2,393

純損益を通じて公正価値で
測定する金融負債

255,495 43,530 273,284 42,044

 

純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融商品

・　純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産

　当グループが純損益を通じて公正価値で測定すると指定した資産には、ユニットリンク型保険契約に適格な投資お

よび主契約と分離していない組込デリバティブが付いた資産がある。

　ユニットリンク型保険契約関連の適格投資には、当グループの連結対象事業体が発行する有価証券の内、当該ユ

ニットリンク保険契約に基づき投資される資産に関する額を、対応する保険契約者への保険金支払債務に備えるた

めの責任準備金の額と同額で計上しておくため連結時に消去されないものが含まれる。 連結時に消去されない固定

利付証券(関連証券およびユーロ中期債)は、2012年12月31日現在で741百万ユーロ(2011年12月31日現在は940百万

ユーロ)であり、変動利付証券(主にBNPパリバSA発行の株式)は、2012年12月31日現在で28百万ユーロ(2011年12月31

日現在は14.5百万ユーロ)であった。 これらの有価証券の消去は、当期の財務諸表に重要な影響を及ぼさないもので

ある。
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・　純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融負債

　純損益を通じて公正価値で測定する金融負債には主として、顧客に代わり発行および組成する債券などがある。こ

の場合、リスク・エクスポージャーをヘッジ戦略と組合わせて管理する。この種類の債券には大量の組込デリバティ

ブが含まれている。組込デリバティブの価値の増減は、その価値の増減を経済的にカバーするデリバティブの価値の

増減で相殺される。

　純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融負債の償還価値は、2012年12月31日現在で44,956百

万ユーロ(2011年12月31日現在は49,748百万ユーロ)であった。

　公正価値の算定時には、BNPパリバ・グループに関連する発行体リスクに起因する価額変動を考慮している。大部分

の関連負債証券の公正価値は、各証券の再調達価額で、BNPパリバ・グループが発行する可能性のある類似負債証券

の決算日現在での割引率に相当する割引率を用いて各証券のキャッシュ・フローを割り引くことにより算出してい

る。

　このため、市場価格またはモデル算出評価額で測定する当該負債の帳簿価額は30百万ユーロ(2011年12月31日現在

では1,647百万ユーロ)減少した(すなわち、純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益／損失に

1,617百万ユーロの差額が認識された)(注２.c)。この価額減少は、当行発行のこれらの金融商品が市場で買い戻され

た場合に限り実現するであろう未実現利益を表している。この買い戻しが行われない場合、この未実現利益と関係の

ある収入は、当行の発行体リスクの変動により決定されるペースで、当該負債の残存期間にわたって戻入される。

 

デリバティブ金融商品

　トレーディング目的で保有するデリバティブ金融商品の大部分は、トレーディング目的で開始する取引に関連する

ものである。それらは、マーケット・メイキングまたは裁定取引から生じうる。BNPパリバは顧客ニーズに応えるため

積極的にデリバティブ取引を行っている。取引としては、クレジット・デフォルト・スワップのような「一般的な」

商品の売買や複合的なリスク構成にした仕組型取引などがある。ネットポジションはいずれにしても限度額内でな

ければならない。

　デリバティブ商品の中には、金融資産や金融負債のヘッジ目的で契約しているデリバティブもあるが、そうしたデ

リバティブについては、当グループはヘッジ関係を文書化しておらず、IFRSに基づくヘッジ会計にも適格ではない。

主として当グループの貸出金勘定をヘッジするために契約するクレジット・デリバティブが好例である。
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　トレーディング勘定のデリバティブ商品のプラスまたはマイナスの公正価値は当該商品の再構築価値を表してい

る。再構築価値は、当該金利や為替レートといった市場パラメーターの変動に対応して大きく変動する場合がある。

 

(単位：百万ユーロ)
2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

プラスの
市場価格

マイナスの
市場価格

プラスの
市場価格

マイナスの
市場価格

通貨デリバティブ 21,532 24,697 28,097 26,890

金利デリバティブ 333,066 324,079 332,945 330,421

株式デリバティブ 29,682 29,467 38,140 36,377

クレジット・デリバティブ 22,782 22,523 46,460 46,358

その他のデリバティブ 3,573 3,832 6,325 7,421

デリバティブ金融商品 410,635 404,598 451,967 447,467

 

　下記の表は、トレーディング勘定のデリバティブの想定元本の合計を示している。デリバティブ商品の想定元本は、

金融商品市場での当グループの活動量を表しているに過ぎず、当該商品に関連する市場リスクを示すものではない。

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

通貨デリバティブ 2,243,150 2,249,390

金利デリバティブ 41,127,475 40,272,463

株式デリバティブ 1,865,666 1,818,445

クレジット・デリバティブ 2,105,501 2,321,275

その他のデリバティブ 144,834 156,291

デリバティブ金融商品 47,486,626 46,817,864

 

　確立された市場(決済機関を含む)で取引されるデリバティブは、2012年12月31日現在、当グループのデリバティブ

取引の62％(2011年12月31日現在は48％)を占めている。
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注５.b　ヘッジ目的デリバティブ

　下記の表は、ヘッジ目的デリバティブの公正価値を示している。

 

(単位：百万ユーロ)
2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

プラスの
公正価値

マイナスの
公正価値

プラスの
公正価値

マイナスの
公正価値

公正価値ヘッジ 10,571 15,574 6,920 12,902

通貨デリバティブ - 24 4 8

金利デリバティブ 10,570 15,550 6,810 12,879

その他のデリバティブ 1 - 106 15

キャッシュ・フロー・ヘッジ 3,674 1,685 2,743 1,416

通貨デリバティブ 271 287 312 245

金利デリバティブ 3,389 1,298 2,408 825

その他のデリバティブ 14 100 23 346

在外事業に対する純投資の
ヘッジ

22 27 37 13

通貨デリバティブ 22 27 37 13

ヘッジ目的デリバティブ 14,267 17,286 9,700 14,331

 

　ヘッジ目的デリバティブの想定元本の合計額は、2012年12月31日現在では809,636百万ユーロ(2011年12月31日現在

は799,608百万ユーロ)であった。

 

注５.c  売却可能金融資産

　売却可能金融資産は、公正価値、または非上場有価証券向けの評価モデルに基づく評価額で測定される。

 

(単位：百万ユーロ)

2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

純額
内、

減損損失

内、資本に
直接認識さ
れる評価額
の変動

純額
内、

減損損失

内、資本に
直接認識さ
れる評価額
の変動

固定利付証券 175,413 (69) 6,414174,989(162) (5,120)

財務省証券および国債 93,801 (4) 1,88696,194 (2) (4,240)

その他の固定利付証券 81,612 (65) 4,52878,795 (160) (880)

株式およびその他の
変動利付証券

17,093(4,265)2,86817,479(5,067)1,621

内、上場有価証券 5,861 (1,821)1,3576,092(2,052) 619

内、非上場有価証券 11,232(2,444)1,51111,387(3,015)1,002

売却可能金融資産合計
(減損引当金控除前)

192,506(4,334)9,282192,468(5,229)(3,499)
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　固定利付証券の減損総額は、2012年12月31日現在では118百万ユーロ(2011年12月31日現在は234百万ユーロ)であっ

た。

 

　資本に直接認識される評価額の変動は以下の通りである。

 

(単位：百万ユーロ)

2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

固定利付
証券

株式および
その他の
変動利付証券

合計
固定利付
証券

株式および
その他の
変動利付証券

合計

「売却可能金融資産」に認識され
ている、ヘッジされていない有価
証券の価額変動

6,414 2,868 9,282(5,120)1,621(3,499)

この価額変動と関係のある繰延税金 (2,162)(556)(2,718)1,959 (228)1,731

各保険子会社の保険契約者剰余金
(繰延税金控除後)

(3,854)(558)(4,412)(307) (21) (328)

関連会社が保有している売却可能有
価証券の価額変動に対する当グルー
プの持分(繰延税金および保険契約
者剰余金控除後)

504 94 598 58 96 154

貸出金および債権として再分類され
た売却可能有価証券の価額変動(未
償却分)

(172) - (172) (395) - (395)

その他の変動 (33) 25 (8) (38) 23 (15)

資本の部の「売却可能金融資産な
らびに貸出金および債権として再
分類された金融資産」へ直接認識
される資産の価額変動

697 1,873 2,570(3,843)1,491(2,352)

親会社株主帰属 340 1,809 2,149(3,644)1,448(2,196)

少数株主帰属 357 64 421 (199) 43 (156)
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注５.d  金融商品の公正価値測定

　金融商品は、価値および評価に使用されるインプットの観測可能性に基づき、降順で３つのレベルに分類される。

－　レベル１ - 相場価格のある金融商品：

　　　このレベルには、直接利用できる、活発な市場での相場価格が存在する金融商品が含まれる。

　　　このレベルには、特に、流動性のある株式や債券、当該証券の空売り、確立された市場で取引されているデリバ

ティブ(先物やオプションなど)、および毎日純資産価値が計算されるファンドの受益証券が含まれる。

－　レベル２ - 観測可能なインプットを基に評価手法を用いて測定される金融商品：

　　　このレベルは、類似商品の活発な市場での相場価格か、同一または類似の商品の活発でない市場(ただし取引情報

を観測できる市場)での相場価格のいずれかを参照して測定される金融商品、あるいは観測可能なインプットを

ベースとする評価手法を用いて測定される金融商品で構成される。

　　　このレベルには、特に、非流動株式や債券、当該証券の空売り、市場で直接観測される相場価格を基に測定されな

い短期の買戻契約、ユニットリンク型保険契約ポートフォリオ内で保有している民間不動産会社(SCI)に対する

持分(原資産が観測可能な市場データを用い随時評価される場合)、その流動性が定期的に確保されるような

ファンドの受益持分、デリバティブの内、店頭市場で取引されており、観測可能なインプットをベースとする評

価手法を用いて測定されるもの、観測可能なインプットのみを用いて測定される発行済仕組債が含まれる。

－　レベル３ - 観測不能なインプットをベースとする評価手法を用いて測定される金融商品：

　　　このレベルには、観測不能または部分的に観測不能なインプットをベースとする評価方法を用いて測定される金

融商品が含まれる。観測不能なインプットとは、その評価が、測定日における同一商品の観測可能な取引価格か、

同日において入手できる観測可能な市場データのいずれにも基づかない仮定または相関関係に起因するパラ

メーターと定義される。

　　　金融商品は、その評価の重要な部分が観測不能なインプットに基づく場合、レベル３に分類される。

　　　このレベルは、特に、未上場株式、各債券の内、少なくとも１種類の重要かつ観察不能なインプットか、活発でない

市場の価格データに由来する情報のいずれかをベースとする評価手法を用いて測定される債券(CDO、CLO、およ

びABS)、長期または仕組買戻契約、清算手続中であるかその上場が一時的に停止されているファンドの受益証

券、原資産が複数存在する複雑なデリバティブ(複合商品、合成CDOなど)、これらのデリバティブの原資産となる

仕組債で構成される。
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・公正価値で認識する金融商品に適用される測定手法別内訳(IFRS第７号の最新の推奨基準に準ずる表示)

 

(単位：百万ユーロ)
2012年12月31日現在

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

金融資産

トレーディング目的で保有しており純損益を通
じて公正価値で測定する金融商品(注５.a)

87,977 599,383 13,639 700,999

内、純損益を通じて公正価値で測定する金融資
産

84,454 199,428 6,482 290,364

内、デリバティブ金融商品 3,523 399,955 7,157 410,635

純損益を通じて公正価値で測定するものとして
指定された金融商品(注５.a)

47,783 10,968 4,049 62,800

ヘッジ目的デリバティブ(注５.b) - 14,267 - 14,267

売却可能金融資産(注５.c) 125,010 57,549 9,947 192,506

金融負債

トレーディング目的で保有しており純損益を通
じて公正価値で測定する金融商品(注５.a)

31,531 611,274 17,288 660,093

内、純損益を通じて公正価値で測定する金融負
債

29,530 217,108 8,857 255,495

内、デリバティブ金融商品 2,001 394,166 8,431 404,598

純損益を通じて公正価値で測定するものとして
指定された金融商品(注５.a)

3,203 31,773 8,554 43,530

ヘッジ目的デリバティブ(注５.b) - 17,286 - 17,286

 

(単位：百万ユーロ)
2011年12月31日現在

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

金融資産

トレーディング目的で保有しており純損益を通
じて公正価値で測定する金融商品(注５.a)

102,953 638,973 21,464 763,390

内、純損益を通じて公正価値で測定する金融資
産

100,821 202,100 8,502 311,423

内、デリバティブ金融商品 2,132 436,873 12,962 451,967

純損益を通じて公正価値で測定するものとして
指定された金融商品(注５.a)

41,982 13,496 1,595 57,073

ヘッジ目的デリバティブ(注５.b) - 9,700 - 9,700

売却可能金融資産(注５.c) 132,676 49,921 9,871 192,468

金融負債

トレーディング目的で保有しており純損益を通
じて公正価値で測定する金融商品(注５.a)

79,822 614,641 26,288 720,751

内、純損益を通じて公正価値で測定する金融負
債

77,414 183,355 12,516 273,285

内、デリバティブ金融商品 2,408 431,286 13,772 447,466

純損益を通じて公正価値で測定するものとして
指定された金融商品(注５.a)

3,168 31,260 7,616 42,044

ヘッジ目的デリバティブ(注５.b) - 14,331 - 14,331
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レベル３の金融商品の変動表

　レベル３の金融商品については、2011年１月１日から2012年12月31日までの間に以下のような変動が生じた。

 

(単位：百万ユーロ)

金融資産

トレーディング目的
で保有しており純損
益を通じて公正価値
で測定する金融商品

純損益を通じて公
正価値で測定する
ものとして指定さ
れた金融商品

売却可能
金融資産

合計

2010年12月31日現在 22,881 1,703 8,154 32,738

購入 2,652 33 1,328 4,013

発行 - - - -

売却 (274) - (1,427)(1,701)

決済
(1) (5,327) (151) (961) (6,439)

レベル３へ振替 3,157 23 9,005 12,185

レベル３から振替 (2,598)  (267) (2,865)

再分類
(2) - - (6,312)(6,312)

当期中に満期を迎えるか終了した取引に
ついて損益計算書に認識された利益(ま
たは損失)

(3,568) 29 (396) (3,935)

当期末現在で満期を迎えていない金融商
品について損益計算書に認識された利益
(または損失)

4,120 (42) 95 4,173

資本に直接認識される資産および負債の
公正価値の変動

    

為替レートの変動に関連する項目 421 - 53 474

資本に認識される資産および負債の公
正価値の変動

- - 599 599

2011年12月31日現在 21,464 1,595 9,871 32,930

購入 1,783 1326 1,222 4,331

発行 - - - -

売却 (1,952) (1,193)(1,725)(4,870)

決済
(1) (2,546) (94) (177) (2,817)

レベル３へ振替 1,098 2,959 940 4,997

レベル３から振替 (593) (588) (669) (1,850)

当期中に満期を迎えるか終了した取引に
ついて損益計算書に認識された利益(ま
たは損失)

(7,391) 44 (75) (7,422)

当期末現在で満期を迎えていない金融商
品について損益計算書に認識された利益
(または損失)

1,598 - 41 1,639

資本に直接認識される資産および負債の
公正価値の変動

    

為替レートの変動に関連する項目 178 - 5 183

資本に認識される資産および負債の公
正価値の変動

- - 514 514

2012年12月31日現在 13,639 4,049 9,947 27,635
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(単位：百万ユーロ)

金融負債

トレーディング目的
で保有しており純損
益を通じて公正価値
で測定する金融商品

純損益を通じて公
正価値で測定する
ものとして指定さ
れた金融商品

合計

2010年12月31日現在 (25,408) (8,737)(34,145)

購入 - - -

発行 (9,464) (3,127)(12,591)

売却 - - -

決済
(1) 8,923 3,150 12,073

レベル３へ振替 (2,817) (338) (3,155)

レベル３から振替 2,778 1,455 4,233

再分類
(2) - - -

当期中に満期を迎えるか終了した取引に
ついて損益計算書に認識された利益(ま
たは損失)

849 31 880

当期末現在で満期を迎えていない金融商
品について損益計算書に認識された利益
(または損失)

(687) (50) (737)

資本に直接認識される資産および負債の
公正価値の変動

   

為替レートの変動に関連する項目 (462) - (462)

資本に認識される資産および負債の公
正価値の変動

- - -

2011年12月31日現在 (26,288) (7,616)(33,904)

購入 - - -

発行 (8,279) (3,565)(11,844)

売却 - - -

決済
(1) 12,649 1,811 14,460

レベル３へ振替 (122) (36) (158)

レベル３から振替 708 447 1,155

当期中に満期を迎えるか終了した取引に
ついて損益計算書に認識された利益(ま
たは損失)

5,694 (28) 5,666

当期末現在で満期を迎えていない金融商
品について損益計算書に認識された利益
(または損失)

(1,257)  （433） (824)

資本に直接認識される資産および負債の
公正価値の変動

   

為替レートの変動に関連する項目 (393) - (393)

資本に認識される資産および負債の公
正価値の変動

- - -

2012年12月31日現在 (17,288) (8,554)(25,842)

 
(1)
 資産には、元本償還額、利払額、ならびにその公正価値が正のデリバティブと関連のあるキャッシュ・インフローおよび
アウトフローが含まれる。負債には、元本償還額、利払額、ならびにその公正価値が負のデリバティブと関係のあるキャッ

シュ・インフローおよびアウトフローが含まれる。
(2)
 これらは、当初は公正価値で認識され、貸出金および債権として再分類された金融商品である。
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　レベル３の金融商品は、レベル１またはレベル２の他の金融商品によりヘッジされている場合があるが、これら商

品に係る損益はこの表に表示されていない。このため、この表に表示されている損益は、これらすべての金融商品に

伴う正味リスクの管理による損益を表しているわけではない。具体的には、トレーディング目的で保有しており純損

益を通じてモデル算出評価額で測定する金融資産および金融負債に係る損失および利益は2012年12月31日現在でそ

れぞれ5,792百万ユーロおよび4,437百万ユーロ(2011年12月31日現在はそれぞれ552百万ユーロおよび162百万ユー

ロ)であり、これらは主に、レベル３に分類されているCDOポジションの価額変動に対応しており、この価額変動は、レ

ベル２に分類されているCDSポジションによりヘッジされている。

 

合理的可能性のあるレベル３に関する仮定の変更に対する、モデルで測定した価値の感応度

・　価額調整額の算定

　レベル３に分類されるトレーディング・ポートフォリオ内の金融商品は、主に、流動性の低い有価証券、原資産の流

動性が低いデリバティブ、および複雑なデリバティブを含む他の金融商品で構成されている。これらの金融商品を評

価する際には、通常、ダイナミック・ヘッジと呼ばれるリスク・ヘッジ手法をベースとする評価モデルを使用する必

要がある他、観測不能なインプットの使用が必要となる場合がある。

　これらの金融商品は、いずれも、その評価に不確実性が含まれる商品のため、価額調整を行って、市場関係者が価格

設定時に価格に上乗せするようなリスク・プレミアムを価額に反映する必要がある。この価額調整時には特に以下

の事項を考慮する。

－　評価モデルでの価額測定時には考慮されないリスク(モデル・リスクに関する調整)

－　評価に用いるパラメーターの見積もりに固有の不確実性(不確実なパラメータに関する調整)

－　関係金融商品またはパラメーターに伴う流動性リスク

－　ダイナミック・ヘッジと呼ばれるリスク管理戦略を評価モデルと組み合わせて使用することにより生じる一定

の追加費用と相殺されるような特有のリスク・プレミアム

－　取引先リスク

　価額調整額の算定時には、各リスク要因が個別に検討され、異なる種類のリスク、パラメーター、またはモデル間で

の分散効果は考慮されないが、 所定のリスク要因については、ポートフォリオ・ベースでの評価アプローチが使わ

れ、一緒に管理されるポートフォリオ内の各金融商品間でリスクが相殺される。

　これらの価額調整額は、いずれも、モデル算出評価額で測定する金融商品およびポートフォリオの価額の構成要素

となる。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

424/792



・価額感応度の評価

　仮定の変更に対する、レベル３金融商品(有価証券のポジションを除く)のモデル算出評価額の感応度を測定するた

め、次の２つのシナリオを検討した。１つは、どのポートフォリオの評価額についても価額調整が必要ないという好

ましいシナリオで、もう１つは、すべての評価額について測定を２度実施(価額測定後に価額調整を再実施)しなけれ

ばならないという好ましくないシナリオである。この方法で計算される感応度は、各市場関係者が、認識している

様々な評価に伴うリスクおよびリスク回避策を前提として算出する様々な評価額をもとに測定される。

　測定を容易にするため、有価証券のポジションの評価額の感応度は、当該証券が、トレーディング・ポートフォリ

オ、売却可能資産、または純損益を通じて評価モデルで測定する金融商品のいずれであるかを問わず、評価額が１％

変動した場合の感応度としている。

 

(単位：百万ユーロ)
2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

損益への
潜在的な影響

資本への
潜在的な影響

損益への
潜在的な影響

資本への
潜在的な影響

トレーディング目的で保有しており純損益
を通じて公正価値で測定する、または公正
価値で測定するものとして指定された金融

商品
(1)

+/- 857  +/- 1,300  

売却可能金融資産  +/- 105  +/- 104

 
(1)
 純損益を通じて公正価値で測定する金融商品は、当該商品がトレーディング・ポートフォリオの一部であるか、純損益
を通じて公正価値で測定するものとして指定されたものであるかを問わず、同じ勘定科目に含まれる。これは、当該商品

の会計上の分類を問わず、レベル３に分類される金融商品の純ポジションに基づき感応度が計算されるためである。

 

内部開発評価手法を用いて一部が活発な市場で観測できないインプットに基づき測定される金融商品に伴う繰延

マージン

　金融商品に伴う繰延マージン(以下「デイ・ワン・プロフィット」という。)と関係があるのは、レベル３適格金融

商品の市場取引の範囲内で生じるマージンのみである。

　デイ・ワン・プロフィットは、既述の不確実性に対するリザーブを控除して計算され、インプットが観測できない

と予想される期間にわたって損益計算書に計上される。その未償却額は、関連する複雑な取引の公正価値の減少とし

て、「トレーディング目的で保有しており純損益を通じて公正価値で測定する金融商品」に計上されている。

 

(単位：百万ユーロ)
2012年12月31日
終了事業年度

2011年12月31日
終了事業年度

期首現在の繰延マージン 655 920

当期の取引に係る繰延マージン 279 286

当期の損益計算書に計上されたマージン (331) (551)

期末現在の繰延マージン 603 655
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注５.e  トレーディング目的で保有しており純損益を通じて公正価値で測定するものまたは売却可能資産として当

初認識された金融商品の再分類

　2008年10月15日に欧州連合が採用したIAS第39号およびIFRS第７号の改訂は、当初トレーディング目的でまたは売

却可能資産として保有するものとして、顧客向け貸出金ポートフォリオ内または売却可能有価証券として当初認識

した金融商品の再分類を認めている。

 

・金融商品に関するデータの再分類日現在の内訳

 

(単位：百万ユーロ) 再分類日

帳簿価額

回収可能と思われる
予想キャッシュ・

フロー
(1)

平均実効金利

貸出金お
よび債権
として再
分類され
た資産

売却可能
金融資産
として再
分類され
た資産

貸出金お
よび債権
として再
分類され
た資産

売却可能
金融資産
として再
分類され
た資産

貸出金お
よび債権
として再
分類され
た資産

売却可能
金融資産
として再
分類され
た資産

売却可能金融資産
ポートフォリオから
再分類された国債

 6,312  14,826    

内、ギリシャ国債 2011年6月30日3,186  9,401  9.3%  

内、ポルトガル国債 2011年6月30日1,885  3,166  8.8%  

内、アイルランド国債 2011年6月30日1,241  2,259  6.7%  

仕組取引および
その他の固定利付証券

 10,995 767 12,728 790   

トレーディング・ポート
フォリオから再分類され
た金融商品

       

 2008年10月1日7,077 767 7,904 790 7.6% 6.7%

 2009年6月30日2,760  3,345  8.4%  

売却可能金融資産ポート
フォリオから再分類され
た金融商品

       

 2009年6月30日1,158  1,479  8.4%  

 
(1)
 この予想キャッシュ・フローは、該当金融商品の満期日までの期間中に払い受ける元本とすべての利息(割引前)を含ん
でいる。
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・　再分類された資産の2012年12月31日現在の測定額

　以下の表は、再分類された資産に関連する項目を示している。

 

・貸借対照表項目

 

(単位：百万ユーロ)

2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

帳簿価額
市場価額
またはモデル
算出評価額

帳簿価額
市場価額
またはモデル
算出評価額

顧客貸出金および債権として
再分類された国債

1,259 1,443 3,939 3,600

内、ギリシャ国債 - - 1,201 1,133

内、ポルトガル国債 1,001 1,117 1,939 1,631

内、アイルランド国債 258 326 799 836

再分類された仕組取引および
その他の固定利付証券

3,581 3,538 4,664 4,511

顧客貸出金および債権 3,581 3,538 4,647 4,494

売却可能金融資産 - - 17 17
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・損益項目および変動が直接資本に認識される項目

 

(単位：百万ユーロ)

2012年12月31日
終了事業年度

2011年12月31日
終了事業年度

実現

当期の
プロフォ

ーマ額
(1)

実現 当期の
プロフォ

ーマ額
(1)再分類前 再分類後 合計

損益項目 (85) (22) (409)(2,415)(2,630)(2,838)

営業収益 (16) 16 116 211 509 361

内、ギリシャ国債 15 15 87 178 265 265

内、ポルトガル国債 (112) (112) 19 56 75 75

内、アイルランド国債 (15) (15) 10 (23) (13) (13)

内、仕組取引およびその他の固定利
付証券

96 128   182 34

リスク費用 (69) (38) (525)(2,626)(3,139)(3,199)

内、ギリシャ国債 (40) (38) (525)(2,626)(3,151)(3,199)

内、仕組取引およびその他の固定利
付証券

(29) 0   12 -

変動が直接資本に認識される項目
(税引前)

217 420 504 850 1,379 1,180

内、ギリシャ国債 0 0 681 778 1,459 1,459

内、ポルトガル国債 153 336 (176) 32 (144) (336)

内、アイルランド国債 48 54 (1) 40 39 48

内、仕組取引およびその他の固定利
付証券

16 30   25 9

再分類された項目に起因する
損益への影響および直接資本に
認識される変動の合計

132 398 95 (1,565)(1,251)(1,658)

 
(1)
 プロフォーマ額は、関係金融商品が再分類されなければ生じたであろう通年収益への貢献額と、価額変動の資本への影響
額を表している。

 

　「貸出金および債権」として再分類されている当グループ保有のポルトガル国債とアイルランド国債は、注記５.e

および８.h上、市場価格で測定されている。またトレーディング・ポートフォリオに含まれているポルトガル国債と

アイルランド国債も市場価格で測定されており、注５.dに定義されているレベル２金融商品としてみなされている。
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注５.f  銀行間および短期金融市場関連項目

・金融機関貸出金および債権

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在2011年12月31日現在

要求払預金 8,665 12,099

貸出金 28,250 35,130

売戻契約 4,028 2,847

金融機関貸出金および債権合計
(減損引当金控除前)

40,943 50,076

内、不良貸出金 995 976

金融機関貸出金および債権の減損引当金(注２.f) (537) (707)

個別評価引当金 (508) (696)

一括評価引当金 (29) (11)

金融機関貸出金および債権合計
(減損引当金控除後)

40,406 49,369

 

・金融機関債務

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在2011年12月31日現在

要求払預金 9,840 18,308

借入金 93,862 119,324

買戻契約 8,033 11,522

金融機関債務合計 111,735 149,154
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注５.g  顧客関連項目

・顧客貸出金および債権

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在2011年12月31日現在

要求払預金 43,434 38,448

顧客貸出金 583,469 624,229

売戻契約 2,177 1,421

ファイナンス・リース 27,965 29,694

顧客貸出金および債権合計(減損引当金控除前) 657,045 693,792

内、不良貸出金 42,453 43,696

顧客貸出金および債権の減損引当金(注２.f) (26,525) (27,958)

個別評価引当金 (22,213) (23,103)

一括評価引当金 (4,312) (4,855)

顧客貸出金および債権合計(減損引当金控除後) 630,520 665,834

 

ファイナンス・リースの内訳

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在2011年12月31日現在

総投資額 31,576 32,614

１年以内に回収可能 8,635 8,856

１年超５年以内に回収可能 15,753 16,127

５年超に回収可能 7,188 7,631

未経過受取利息 (3,611) (2,920)

正味投資額（減損引当金控除前） 27,965 29,694

１年以内に回収可能 7,757 8,165

１年超５年以内に回収可能 13,935 14,636

　５年超に回収可能 6,273 6,893

減損引当金 (969) (1,062)

正味投資額（減損引当金控除後） 26,996 28,632

 

・顧客債務

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在2011年12月31日現在

要求払預金 259,770 254,530

定期預金および短期債券 212,059 214,056

規制貯蓄預金 60,380 54,538

買戻契約 7,304 23,160

顧客債務合計 539,513 546,284
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注５.h  延滞貸出金(減損の有無を問わない)および関連する担保またはその他の保証

　以下の表は、延滞しているが減損していない金融資産、減損した資産および関連する担保またはその他の保証の帳

簿価額を示している。表示された金額は、ポートフォリオ・ベースでの引当金控除前のものである。

　担保およびその他の保証に表示された金額は、担保またはその他の保証の価額と担保付資産の価額のどちらか低い

価額に相当する。

 

 2012年12月31日現在

 減損していない延滞貸出金の期日
減損した
資産およ
びコミッ
トメント
(引当金計
上済)

貸出金
および
コミット
メント
合計

減損して
いない
延滞貸出
金に関連
する受取
担保

減損した
資産に関
連する受
取担保(単位：百万ユーロ) 合計

90日
以下

90日超
180日以
下

180日超
１年
以下

1年超

売却可能金融資産(変動利付証
券を除く)

- - - - - 49 49 - -

金融機関貸出金および債権 125 105 20 - - 487 612 49 318

顧客貸出金および債権 16,43815,709605 45 79 20,24036,6789,73411,429

満期保有目的金融資産 - - - - - - - - -

延滞資産(個別減損引当金
控除後)

16,56315,814625 45 79 20,77637,3399,78311,747

供与した融資コミットメント      739 739  72

供与した保証コミットメント      720 720  376

オフバランスシート不履行
コミットメント(引当金
控除後)

     1,4591,459 - 448

合計 16,56315,814625 45 79 22,23538,7989,78312,195

 

 2011年12月31日現在

 減損していない延滞貸出金の期日
減損した
資産およ
びコミッ
トメント
(引当金計
上済)

貸出金
および
コミット
メント
合計

減損して
いない
延滞貸出
金に関連
する受取
担保

減損した
資産に関
連する受
取担保(単位：百万ユーロ) 合計

90日
以下

90日超
180日
以下

180日超
１年
以下

1年超

売却可能金融資産(変動利付証
券を除く)

- - - - - 72 72 - 2

金融機関貸出金および債権 501 466 14 5 16 335 836 244 90

顧客貸出金および債権 17,40816,578688 114 28 20,53337,94110,9899,691

満期保有目的金融資産 - - - - - 63 63 - -

延滞資産(個別減損引当金
控除後)

17,90917,044702 119 44 21,00338,91211,2339,783

供与した融資コミットメント      559 559  106

供与した保証コミットメント      1,1561,156  571

オフバランスシート不履行
コミットメント(引当金
控除後)

     1,7151,715 - 677

合計 17,90917,044702 119 44 22,71840,62711,23310,460
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注５.i  負債証券および劣後債

　本注記は、償却原価で測定されるならびに純損益を通じて公正価値で測定される発行済み負債証券および劣後債の

すべてを対象としている。

 

・純損益を通じて公正価値で測定する負債証券(注５.a)

 

発行体/発行日 通貨

外貨建て

当初金額(単

位：百万)

繰上償還日

または金利

引き上げ日

利率

金利

引き上げ

幅

劣後

順位
(1)

利払停止

条件
(3)

2012年

12月31日

現在(単位：百

万ユーロ)

2011年

12月31日

現在(単位：

百万ユーロ)

負債証券 - - - - - 1 - 40,799 37,987

劣後債 - - - - - - - 1,489 2,393

償還可能劣後債 - - (2) - - 2 - 781 1,283

永久劣後債 - - - - - - - 708 1,110

Fortis Banque SA

2007年12月
ユーロ 3,00012月14日

３ヶ月物

Euribor

+200bp

- 5 A 592 1,025

その他 - - - - - -  116 85

 
(1)
 劣後順位とは、当該負債証券の、発行体の他の金融負債に対する支払いの優先順位である。

(2)
 償還可能劣後債では、銀行監督当局からの許可を得た後、発行体主導で、公開買い付けによる株式市場での買戻し(私募債
の場合、店頭取引での買戻し)により満期日前に償還する権限を当グループに与える繰上償還規定が設けられている場合

がある。BNPパリバSAまたは当グループの外国子会社が外国市場を通じて発行した債券では、発行目論見書に規定する日

以後に発行体の裁量権を行使する場合(繰上償還オプション)、または発行時の税法が改正され、債券保有者に対して税法

改正に伴う損害を補償する義務をBNPパリバ・グループ内の発行体が負う場合、元本の繰上償還および満期日までの利息

の繰上支払いを行う場合がある。償還の場合、15日間から60日間の予告期間を設ける場合がある。償還では、いかなる場合

でも銀行監督当局の承認が条件となる。
(3)
 利払停止条件：
A. 利払いは、発行体の資本が十分でない場合、債券の引受業者が破綻した場合、またはAgeas株について宣言された配当

が所定の基準値を下回った場合、停止される。

 

　純損益を通じて公正価値で認識される永久劣後債は、主に、2007年12月に、フォルティス・バンクSAが発行した、株

式連動型転換・劣後複合証券(以下「CASHES」という。)で構成されている。

　CASHESには満期がないが、保有者の自由裁量により１株当たり23.94ユーロの価格でフォルティスSA/NV(現Ageas)

の株式と交換できる。ただし、2014年 12月19日をもって、CASHESは、その価格が連続する20取引日にわたって35.91

ユーロ以上となった場合、フォルティスSA/NVの株式と自動的に交換される。元本の償還が現金で行われることはな

い。CASHES保有の権利は、フォルティス・バンクがCASHESの発行時に取得し担保に供した125,313,283株のフォル

ティスSA/NVの株式に限定されている。

　フォルティスSA/NVとフォルティス・バンクは、相対的パフォーマンス・ノート(以下「RPN」という。)契約を締結

しており、その価額は、CASHESの価額変動とフォルティスSA/NVの株価変動の相対的な差異によりフォルティス・バ

ンクが受ける影響が相殺されるように変動することが契約上規定されている。
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　2012年１月25日に、Ageasとフォルティス・バンクは所定の契約を結んだ。この契約は、RPNの一部償還と、2001年に

発行されたすべての永久劣後債(額面が1,000百万ユーロで、償却原価で測定される負債証券として認識されており、

Ageasによる保有額は953百万ユーロ)のフォルティス・バンクによる購入に関するものである。このRPNの償還と

2001年発行の永久劣後ノートの購入は、いずれも、BNPパリバがCASHESの公開買い付けにおいて少なくとも50％の

CASHESを買い戻せた場合に行われる。

　BNPパリバは、現金によるCASHESの公開買い付けを開始し、買い戻したCASHESをその連動対象であるAgeas株へ転換

した後、Ageasから対価を受け取り、転換されたCASHESの割合に応じRPNを償還する。

　前述の買い付けは１月30日に締め切り、63％のCASHESを47.5％の価格で買い戻すことができた。

　前述の一連の処理後のRPNの正味残高は、2012年12月31日現在でTier１資本へ組入可能な劣後債241百万ユーロであ

る。

 

・発行時の満期が１年超の、償却原価または純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された中期および

長期負債証券ならびに償還可能劣後債の満期予定表：

 
満期日またはコール・オプションの
行使可能日
(単位：百万ユーロ)

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
2018～
2022年

2022年
以降

2012年
12月31日
現在合計

中期および長期負債証券 7,2267,5217,0045,4034,3315,1744,140 40,799

償還可能劣後債 20 81 246 17 239 137 41 781

合計 7,2467,6027,2505,4204,5705,3114,181 41,580

 

満期日またはコール・オプションの
行使可能日
(単位：百万ユーロ)

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
2017～
2021年

2021年
以降

2011年
12月31日
現在合計

中期および長期負債証券 8,2584,8097,0045,0545,1554,9832,724 37,987

償還可能劣後債 520 46 85 468 22 92 50 1,283

合計 8,7784,8557,0895,5225,1775,0752,774 39,270
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・償却原価で測定される負債証券

 

発行体/発行日 通貨

外貨建て

当初金額

(単位：百

万)

繰上償還日

または金利

引き上げ日

利率
金利

引き上げ幅

劣後

順位
(1)

利払停止

条件
(3)

2012年

12月31日

現在

(単位：

百万ユーロ)

2011年

12月31日

現在

(単位：

百万ユーロ)

負債証券        173,198157,786

当初の満期が１年未満の

発行済負債証券
     1  83,591 71,213

譲渡性負債証券        83,591 71,213

当初の満期が１年超の

発行済負債証券
     1  89,607 86,573

譲渡性負債証券        72,294 63,758

債券        17,313 22,815

劣後債        15,223 19,683

償還可能劣後債   (2)   2  12,607 16,165

永久劣後ノート   (2)     1,461 2,396

BNP SA

1985年10月
ユーロ 305 - TMO-0.25％ - 3 B 254 254

BNP SA

1986年９月
米ドル 500 -

６ヶ月物

Libor

+0.075％

- 3 C 207 211

Fortis Banque SA

2001年９月
ユーロ 1,000９月11日 6.50％

３ヶ月物

Euribor

+237bp

5 D - 1,000

Fortis Banque SA

2004年10月
ユーロ 1,00010月14日 4.625％

３ヶ月物

Euribor

+170bp

5 E 879 814

その他 - - - - -   121 117

永久劣後ノート        926 893

Fortis Banque NV/SA

2008年２月
米ドル 750 - 8.28％ - 5

E

563 548

Fortis Banque NV/SA

2008年６月
ユーロ 375 - 8.03％ - 5 363 345

資本参加型ノート
(4) - -      222 224

BNP SA

1984年７月
ユーロ 337 -

当期純利益

に応じ、TMO

レートの

85％(下限)

から130％

(上限)

- 4 N/A 215 220

その他 - - - - - - - 7 4

債券と関連する費用

および手数料
       7 5
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(1)(2)
 「純損益を通じて公正価値で測定される負債証券」に関する参照情報を参照。

(3)
 利払停止条件：
B. 利息は原則として必ず支払う必要があるが、利払日直前の12ヶ月の期間中に、取締役会が、株主総会にて配当原資が存在

しない旨を正式発表した後に利払いの延期を決定した場合はこの限りではない。利息は累積的なものであり、配当再開後

には、累積額を含む全額を支払う必要がある。

C. 利息は原則として必ず支払う必要があるが、利払日直前の12ヶ月の期間中に、取締役会が、定例株主総会にて配当を行わ

ないという決定の正当性を確認した後に利払いの延期を決定した場合はこの限りではない。利息は累積的なものであり、

配当再開後には、累積額を含む全額を支払う必要がある。当行は、配当を行っていない場合であっても未払利息の支払い

を再開する選択権を有する。

D. 利払額が、純資本と、発行体の株式資本および配当原資として利用できない準備金の合計額の差額を上回っている場合、

利息は支払われない。

E. Tier１資本が、発行体のリスク加重資産の５％を下回っている場合、利息は、他の有価証券を引き渡す形で支払われる。
(4)
 BNPパリバSAが発行した資本参加型ノートは、1983年１月３日施行の法の規定に基づき償還できる。このため、2012年度中に
32,000口の当該ノートを償還および消却し、市場で取引されている当該ノートは1,434,092口となった。

 

　当行は、2011年の第４四半期に、Tier２資本へ組み入れ可能な償還可能劣後債を新たな優先債と交換するための公

募を実施した。この取引により、償還可能劣後債の残高を1,433百万ユーロ減らし、正味受取利息に41百万ユーロの利

益を認識した。

 

・発行時の満期が１年超の、償却原価で測定するものとして指定された中期および長期負債証券ならびに償還可能

劣後債の満期予定表：

 
満期日またはコール・オプションの
行使可能日
(単位：百万ユーロ)

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
2018～
2022年

2022年
以降

2012年
12月31日
現在合計

中期および長期負債証券 16,91416,65714,8967,35910,84518,3514,585 89,607

償還可能劣後債 1,6301,1381,1961,5264,3442,535238 12,607

合計 18,54417,79516,0928,88515,18920,8864,823 102,214

 

満期日またはコール・オプションの
行使可能日
(単位：百万ユーロ)

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
2017～
2021年

2021年
以降

2011年
12月31日
現在合計

中期および長期負債証券 16,63012,99410,08512,99413,56914,9545,347 86,573

償還可能劣後債 2,8181,4851,1258131,9026,8091,213 16,165

合計 19,44814,47911,21013,80715,47121,7636,560 102,738
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注５.j　満期保有目的金融資産

 

(単位：百万ユーロ)
2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

純額 内、減損損失 純額 内、減損損失

財務省証券および国債 10,127 - 10,394 (223)

他の固定利付証券 157 - 182  

満期保有目的金融資産合計 10,284 - 10,576 (223)

 

　2011年12月31日現在では、各保険子会社が保有していた総額286百万ユーロのギリシャ国債が減損していたが、これ

らの資産は、注４に記載されている有価証券の交換取引により2012年３月12日に消滅している。

　2011年度における、満期保有目的金融資産として分類されている国債の売却については注４に記載されている。

 

注５.k　当期および繰延税金

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

当期税金 790 2,227

繰延税金 7,871 9,343

当期および繰延税金資産 8,661 11,570

当期税金 901 1,893

繰延税金 2,145 1,596

当期および繰延税金負債 3,046 3,489

 

・当期中の繰延税金の変動

 

(単位：百万ユーロ)
2012年12月31日
終了事業年度

2011年12月31日
終了事業年度

繰延税金(純額)－期首現在 7,747 7,601

繰延税金に起因する純損失(注２.g) (363) (687)

売却可能金融資産(貸出金および債権として再分
類されたものを含む)の価額変動と、当該価額変
動の損益を通じた戻入に連動する繰延税金の変
動

(2,054) 848

ヘッジ手段のデリバティブの価額変動と、当該価
額変動の純損益を通じた戻入に連動する繰延税
金の変動

(195) (428)

為替レートおよびその他の変動による影響額 591 413

繰延税金(純額)－期末現在 5,726 7,747
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・繰延税金資産と負債の発生源別内訳：

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

売却可能金融資産(貸出金および債権として再分類
されたものを含む)

(365) 1,708

未実現のファイナンス・リースの準備金 (688) (725)

従業員給付債務引当金 915 844

信用リスクに対する引当金 2,811 3,607

その他の項目 (103) (535)

繰越欠損金 3,156 2,848

繰延税金(純額) 5,726 7,747

内、繰延税金資産 7,871 9,343

内、繰延税金負債 (2,145) (1,596)

 

　2012年12月31日現在で未認識の繰延税金資産の合計は1,905百万ユーロ(2011年12月31日現在は2,404百万ユーロ)

となった。

　繰延税金資産として認識する繰越欠損金の額を算定するため、当グループでは、毎年、あらゆる繰越期限に関する

ルールを考慮した税制度や、各事業体が事業計画に従って予想した将来収益及び費用の実現可能性に基づき各関連

事業体に固有の事項を見直している。

 

・繰越欠損金として認識した繰延税金資産が100百万ユーロを超えている事業体：

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在 法定繰越期限 予想回収期間

Fortis Bank SA 2,451 無期限 ９年

BNP Paribasロンドン支店 115 無期限 ３年

UkrSibbank 105 無期限 10年

その他 485   

繰越欠損金と関係のある繰延税金
資産の合計

3,156   
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注５.l　未収収益・未払費用およびその他の資産・負債

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

保証金および実行済銀行保証 52,602 44,832

証券取引に係る決済勘定 13,005 18,972

取立勘定 453 792

再保険者の責任準備金の持分 2,827 2,524

未収収益および前払費用 4,982 2,996

その他の借方勘定およびその他の資産 25,490 23,424

未収収益およびその他の資産合計 99,359 93,540

受取保証金 42,235 40,733

証券取引に係る決済勘定 12,760 16,577

取立勘定 1,288 1,084

未払費用および繰延収益 6,338 4,708

その他の貸方勘定およびその他の負債 24,070 17,908

未払費用およびその他の負債合計 86,691 81,010

 

　「再保険者の責任準備金の持分」の推移の内訳は下記の表の通りである。

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

再保険者の責任準備金の持分－期首現在 2,524 2,495

再保険者に起因する責任準備金の増加額 3,470 1,463

再保険者から保険給付金に関連して受領した額 (3,166) (1,412)

為替レート変動および連結範囲の変更の影響 (1) (22)

再保険者の責任準備金の持分－期末現在 2,827 2,524
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注５.m　関連会社に対する投資

　以下に列挙されているのは、2012年12月31日現在で当グループの株式持分が100百万ユーロを超えている関連会社

である。

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在2011年12月31日現在

リテール・バンキング事業 1,341 1,269

内、Bank of Nanjing 463 362

内、Carrefour Banque 265 248

内、Servicios Financieros Carrefour EFC SA136 112

内、Carrefour Promotora de Vendas e Participaçoes- 140

資産運用および証券管理事業 2,296 1,665

内、AG Insurance 1,455 957

内、BNP Paribas Cardif Emeklilik Anonim Sirketi121 137

コーポレート・バンキングおよび投資銀行事業 817 489

内、Verner Investment 341 354

内、BNP Paribas Securities (Japan) Ltd270 -

その他の事業 2,586 1,051

内、Klépierre 1,096 -

内、Erbe 1,027 967

内、SCI Scoo 275 -

内、SCI Portes de Claye 118 -

関連会社に対する投資 7,040 4,474

 

下記に列挙されている表は、当グループの主要関連会社の財務データである。

 

(単位：百万ユーロ) 財務報告基準 総資産 純売上高
株主に帰属
する純利益

AG Insurance (2) 現地国GAAP 58,147 6,113 -384

Bank of Nanjing(2) 現地国GAAP 34,502 830 357

BNP Paribas Cardif Emeklilik Anonim
Sirketi(2) 

IFRS GAAP 361 -5 -10

BNP Paribas Securities (Japan) Ltd. (2)現地国GAAP 309 79 519

Carrefour Banque(2) 現地国GAAP 4,674 365 63

Erbe(2) 現地国GAAP 2,372 0 41

Klépierre(2) 現地国GAAP 7,561 267 240

SCI Scoo (2)  現地国GAAP 409 33 33

SCI Portes de Claye(1) 現地国GAAP 267 0 4

Servicio Financieros Carrefour EFC SA(2)現地国GAAP 1,282 203 59

Verner Investissements(1) IFRS GAAP 6,353 347 39

 
(1)
 Data relating to 31 December 2012.

(2)
 Data relating to 31 December 2011.
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注５.n　業務用の有形・無形固定資産および投資不動産

 

(単位：百万ユーロ)
2012年12月31日現在

総額
減価償却費、償却費
および減損の累計額

帳簿価額

投資不動産 1,199 (272) 927

土地および建物 6,997 (1,460) 5,537

備品、家具、設備 6,519 (4,200) 2,319

オペレーティング・リースで貸主として
リースしている工場および設備

12,762 (4,157) 8,605

その他の有形固定資産 1,780 (922) 858

有形固定資産 28,058 (10,739)17,319

購入したソフトウェア 2,543 (1,978) 565

内部開発したソフトウェア 2,890 (1,992) 898

その他の無形固定資産 1,602 (480) 1,122

無形固定資産 7,035 (4,450) 2,585

 

(単位：百万ユーロ)
2011年12月31日現在

総額
減価償却費、償却費
および減損の累計額

帳簿価額

投資不動産 13,621 (2,177)11,444

土地および建物 6,857 (1,339) 5,518

備品、家具、設備 6,614 (4,092) 2,522

オペレーティング・リースで貸主として
リースしている工場および設備

12,964 (4,256) 8,708

その他の有形固定資産 2,334 (804) 1,530

有形固定資産 28,769 (10,491)18,278

購入したソフトウェア 2,410 (1,814) 596

内部開発したソフトウェア 2,705 (1,920) 785

その他の無形固定資産 1,542 (451) 1,091

無形固定資産 6,657 (4,185) 2,472

 

　投資不動産およびその他の有形固定資産の帳簿価額の減少は、2012年度第1四半期末にKlépierreの支配権を喪失

したことによるものである(注８.d参照)。

 

投資不動産

　当グループがオペレーティング・リースにより貸主としてリースしている土地および建物、ならびに生命保険事業

との関連で投資用に保有している土地および建物は、「投資不動産」に計上している。

　償却原価で計上している投資不動産の見積公正価値は、2012年12月31日現在では1,087百万ユーロ(2011年12月31日

現在では16,900百万ユーロ)であった。
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オペレーティング・リース

　オペレーティング・リースおよび投資不動産取引には、一定の場合、以下の将来の最低支払額を定めている契約が

ある。

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在2011年12月31日現在

解約不能リースに基づく将来の最低受取リース料 5,352 8,248

１年以内に期日到来 2,404 3,203

１年超５年以内に期日到来 2,839 4,624

５年超期日到来 109 421

 

　解約不能リースに基づく将来の最低受取リース料は、賃借人がリース期間中に支払うよう要求されているリース料

から構成される。

　将来の最低受取リース料の減少は、2012年度第1四半期末にKlépierreの支配権を喪失したことによるものである

(注８.d参照)。

 

無形固定資産

　その他の無形固定資産には、当グループが取得した賃借権、のれんおよび商標権が含まれる。

 

減価償却費、償却費および減損

　2012年12月31日終了事業年度の減価償却費および償却費の純額は1,546百万ユーロ(2011年12月31日終了事業年度

は1,491百万ユーロ)であった。

　2012年12月31日終了事業年度において損益計上された有形・無形固定資産の減損損失は３百万ユーロの純減(2011

年12月31日終了事業年度は17百万ユーロの純増)であった。

 

注５.o　のれん

 

(単位：百万ユーロ)
2012年12月31日
終了事業年度

2011年12月31日
終了事業年度

帳簿価額－期首現在 11,406 11,324

取得 2 341

売却 (240) (157)

当期中に認識した減損損失 (493) (173)

換算調整 (89) 53

その他の変動 5 18

帳簿価額－期末現在 10,591 11,406

内、総額 11,750 12,082

内、期末現在で認識されている減損累計額 (1,159) (676)
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　コア事業別ののれんは次の通りである。

 

(単位：百万ユーロ)

帳簿価額 認識した減損損失 当期の取得

2012年
12月31日
現在

2011年
12月31日
現在

2012年
12月31日
終了業年度

2011年
12月31日
終了業年度

2012年
12月31日
終了業年度

2011年
12月31日
終了業年度

のれん       

リテール・バンキング事業 8,3618,962 (486) (172) - 216

バンクウェスト 3,7823,852 - - - -

リテール・バンキング-フランスおよび
ベルギー国内

59 77 - - - 9

リテール・バンキング-イタリア 1,4001,698 (298) - - -

アルバル 316 310 - - - -

リーシング・ソリューション 147 232 (80) - - 7

欧州・地中海沿岸諸国 295 287 - - - 199

パーソナル・ファイナンス 1,9502,093 (108) (172) - 1

パーソナル・インベスターズ 412 413 - - - -

資産運用および証券管理事業 1,5841,544 - - 2 125

保険 259 258 - - - 120

インベストメント・パートナーズ 251 248 - - - -

不動産 351 348 - - 2 5

証券サービス 372 365 - - - -

資産管理(富裕層向け資産運用) 351 325 - - - -

コーポレート・バンキングおよび
投資銀行事業

643 657 (7) - - -

その他の事業 3 243 - (1) - -

のれん合計 10,59111,406 (493) (173) 2 341

負ののれん   3 67   

のれんの価値の変動   (490) (106)   

 

　のれんの減損テストは、３種類の方法で実施されており、それらは比較可能な事業を営んでいる企業の関連取引を

観測する方法、比較可能な事業を有する上場企業に係る株価データ法、および割引将来キャッシュ・フロー法(以下

「DCF法」という。)である。

　２つの比較可能性に基づく方法の内１つが、減損認識の必要性を示唆している場合、DCF法を用いて当該結果を検証

し、認識すべき減損損失額を算定する。
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　DCF法は、将来の営業収益、費用、およびリスク費用に係る複数の仮定に基づく方法である。各事業部門に関するこれ

らのパラメーターは、当初３年間は中期事業計画書から入手し、持続的成長期間である１０年間（この間における景

気動向は銀行業界に影響を及ぼすと考える）においては当該期間における持続的成長率を基に、またその後の永続

的な期間においては物価上昇率を基に、それぞれ推定する。　各種仮定の影響を受ける主要なパラメーターは、コス

ト／インカム比率、持続的成長率、および資本コストとなる。 資本コストは、無リスク金利に、観測した市場リスク・

プレミアム(同種の事業を営んでいる企業のグループの各々に固有のリスク要因で加重された市場リスク)を付加し

た値をもとに算定している。使用されている持続的成長率は、社外の情報源(市場)から得た成長率情報で、必要な場

合、経営陣の見通しに沿って下方修正している。コスト／インカム比率は、同種の事業を営んでいる企業のグループ

の各々に固有の構造をもとにしている。

　下記表は、DCF法による計算に用いているパラメーターの値の変動に対する、資金生成単位の評価額の感応度を示し

ている。各事業に固有のパラメーターは、資本コスト、コスト／インカム比率、および10年間における持続可能成長率

である。10年以降の期間における成長率は、どの事業についても、当グループの大半の営業国におけるインフレ率を

踏まえた保守的な割合(２％)に設定している。

　最後に、同種の事業を営んでいる企業のグループの各々への配賦資本は、各企業が属する法人(グループ)が従うべ

き自己資本比率規制のコアTier１である最低７％をもとに算定している。

　2012年には、特に、(地方銀行のコアTier１が７％から８％へ引き上げられたことに伴い)Bank of Italyの自己資本

規制が厳しくなる見込みが生じたことを踏まえ、当グループでは、298百万ユーロののれんの減損を認識し、Bank of

Italyと同種の事業を営んでいるBNL bcへ配賦した。

 

・資本コストの10ベーシス・ポイントの変動ならびにコスト／インカム率および持続可能成長率の１％の変動に対

する、主要なのれん評価額の感応度

 

(単位：百万ユーロ) BNL bc バンクウェスト
パーソナル・
ファイナンス

(特定のCGUは除く)

資本コスト 10.2% 8.3% 10.5%

不利な変動(+10ベーシス・ポイント) (98) (152) (114)

有利な変動(-10ベーシス・ポイント) 100  157 116

コスト／インカム率 53.3% 61.6% 46.0%

不利な変動(+１％) (226) (276) (339)

有利な変動(-１％) 226  276 339

持続可能成長率 5.0%(1) 5.0% 5.0%

不利な変動(-１％) (232)(1) (254) (779)

有利な変動(+１％) 240(1) 267 820

 

(1) 
2018年以降
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　バンクウェストとパーソナル・ファイナンス(特定のCGUは除く)の資金生成単位については、上記表に記載の３つ

のパラメーターを最も不利な値に設定して減損テストを実施した場合でも、のれん評価減の根拠は生じない。

 

注５.p　保険会社の責任準備金

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

保険契約に関連する負債 131,070 122,494

責任準備金の総額   

　ユニットリンク型契約 42,241 39,550

　その他の保険契約 88,829 82,944

裁量権のある有配当性を有する金融契約に
関連する負債

10,424 10,564

保険契約者剰余金－戻入 6,498 -

保険会社の責任準備金の総額 147,992 133,058

保険契約者剰余金－繰入
(1) - (1,247)

ユニットリンク型金融契約に関連する負債
(2) 1,298 1,340

一般基金金融契約に関連する負債 25 45

保険会社が締結した契約に関連する負債の総額 149,315 133,196

 
(1) 
保険契約者剰余金繰入は、「その他の借方勘定およびその他の資産」に表示されている。

(2) 
ユニットリンク型金融契約に関連する負債は、「顧客債務」(注５.g)に含まれている。

 

　保険契約者剰余金はシャドウ・アカウンティングの適用により発生する。保険契約者剰余金は、フランスおよびイ

タリアで営業する生命保険子会社の資産に伴う未実現利益／損失および減損損失に対する保険契約者の持分を表す

ものであり、保険契約の下で支払われる給付額は、当該資産の利回りと連動している。保険契約者剰余金は、契約者へ

の利払額や新たな業者の参入に関する経済シナリオや仮定をもとに、保険契約者へ帰属する未実現利益／損失をモ

デル化して行う確率論に基づく計算を用いて算定している。この計算の結果、フランスでの2012年度の保険契約者の

持分は2011年度と同じ90％となった。

　2011年度においては、下半期における市況により保険契約者剰余金繰入を認識したが、2012年度においては、この計

算結果に基づき保険契約者剰余金戻入を認識した。なおこの認識額は、未実現損失および金融資産ポートフォリオの

評価減(その会計処理カテゴリーに応じ、損益へ認識されるか、資本へ直接認識される)に対する保険契約者の割当分

を表すものである。
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　保険契約に関連する負債の変動の内訳は次の通りである。

 

(単位：百万ユーロ)
2012年12月31日
終了事業年度

2011年12月31日
終了事業年度

契約に関連する負債－期首現在 133,196 116,409

生命保険に関連する金融契約で積み増した保険契約責任
準備金および保証金の額

30,801 11,895

保険金および給付金支払額 (18,177) (12,407)

保険契約ポートフォリオの処分額 - (92)

連結範囲の変更の影響額 (6) 18,984

為替レートの変動の影響額 140 4

ユニットリンク型事業適格投資の価値の変動の影響額 3,361 (1,597)

契約に関連する負債－期末現在 149,315 133,196

 

　再保険者の責任準備金の持分の詳細については注５.lを参照。

 

注５.q　偶発債務等引当金

・偶発債務等引当金

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

従業員給付引当金 5,985 6,019

内、退職後給付引当金(注７.b) 4,334 4,398

内、退職後医療給付引当金(注７.b) 123 116

内、その他の長期給付に対する引当金(注７.c) 1,058 972

内、自主退職および早期退職制度、ならびに人員調整計画
に対する引当金(注７.d)

470 533

住宅財形貯蓄口座および制度に関して認識した引当金 142 233

オフバランスシート・コミットメント関連の引当金
(注２.f)

976 991

訴訟に対する引当金 1,683 1,448

その他の偶発債務等引当金 2,176 1,789

偶発債務等引当金合計 10,962 10,480

 
 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

引当金合計－期首現在 10,480 10,311

引当金繰入額(純額) 1,141 376

使用額 (1,102) (1,260)

為替レート他の変動の影響額 443 1,053

引当金合計－期末現在 10,962 10,480
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・規制貯蓄商品に関するリスクに対する引当金

－預金、貸出金および貯蓄

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

住宅財形貯蓄口座および制度で積立てられた預金 14,946 14,699

内、住宅財形貯蓄制度で積立てられた預金 12,076 11,846

　期間10年超 5,374 5,897

　期間４年超10年以下 4,491 3,290

　期間４年未満 2,211 2,659

住宅財形貯蓄口座および制度で付与された貸出金残高 379 438

内、住宅財形貯蓄制度で付与された貸出金残高 76 96

住宅財形貯蓄口座および制度に関して認識した引当金
および割引

152 243

内、住宅財形貯蓄口座および制度に関して認識した割引 10 10

内、住宅財形貯蓄口座および制度に関して認識した引当金 142 233

　内、期間10年超の制度に関して認識した引当金 65 65

　内、期間４年超10年以下の制度に関して認識した引当金 28 91

　内、期間４年未満の制度に関して認識した引当金 31 68

　内、住宅財形貯蓄口座に関して認識した引当金 18 9

 

－引当金の増減

 

 2012年12月31日終了事業年度

(単位：百万ユーロ)
住宅財形貯蓄制度に
関して認識した引当金

住宅財形貯蓄口座に
関して認識した引当金

引当金合計－期首現在 224 19

当期の引当金繰入額 - 9

当期の引当金戻入額 (100) -

引当金合計－期末現在 124 28

 

 2011年12月31日終了事業年度

(単位：百万ユーロ)
住宅財形貯蓄制度に
関して認識した引当金

住宅財形貯蓄口座に
関して認識した引当金

引当金合計－期首現在 203 23

当期の引当金繰入額 21 -

当期の引当金戻入額 - (4)

引当金合計－期末現在 224 19

 

2012年度に認識した戻入は、主に引当金の計算モデルの見直しによるものであり、その中でも特に個人顧客へ提供する商品の現

在価格の流動性の状況を考慮し適合させるリファレンス率を決定する方法によるものである。　(注1.c.2を参照)
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5.r 金融資産の譲渡

 

当グループの金融資産には、譲渡されてはいるが認識中止されていない資産があり、それらは主に買戻契約(レポ)で一時的な有

価証券売却取引、有価証券貸付取引、および証券化資産で構成されている。買戻契約(レポ)で一時的に売却した証券に関連する負

債は、「買戻契約 」として認識される負債で構成している。証券化資産に関連する負債は、第三者に購入された証券化ノートで

構成している。

 

有価証券貸付と買戻契約

 

(2012年12月31日時点, 単位：百万ユーロ) 譲渡された資産の簿価 関連する負債の簿価

有価証券貸付業務   

純損益を通じて公正価値で測定する証券 3,270 

買戻契約   

純損益を通じて公正価値で測定する証券 52,604 51,915

貸出金および債権で分類された証券 957 888

売却可能金融資産 9,422 9,423

合計 66,253 62,226

 

リコース義務が譲渡資産に限定されている、外部投資家が一部リファイナンスしている証券化取引

 

(2012年12月31日時点, 単位：百万ユーロ) 譲渡された資産の簿価 関連する負債の簿価

純損益を通じて公正価値で測定する証券 231 217

貸出金および債権 11,447 8,997

売却可能金融資産 283 305

合計 11,961 9,519

 

(2012年12月31日時点, 単位：百万ユーロ)
譲渡された資産
の公正価値

関連する負債
の公正価値

純損益を通じて公正価値で測定する証券 231 217

貸出金および債権 11,487 8,915

売却可能金融資産 262 283

合計 11,980 9,415

 

(2012年12月31日時点, 単位：百万ユーロ) ネット　ポジション  

純損益を通じて公正価値で測定する証券 14  

貸出金および債権 2,572  

売却可能金融資産 (21)  

合計 2,565  

 

当行が継続的に関与する金融資産には、一部あるいは全ての認識中止に繋がる重要な譲渡は見受けられなかった。

 

前へ　　　次へ
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注６.  融資コミットメントおよび保証コミットメント

注６.a　供与したまたは供与された融資コミットメント

当グループが供与した融資コミットメントおよび供与された融資コミットメントの契約上の価値：

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

供与した融資コミットメント   

－ 金融機関向け 48,628 27,291

－ 顧客向け 215,656 226,007

　　信用確認状 176,355 199,706

　　その他顧客に供与したコミットメント 39,301 26,301

供与した融資コミットメント合計 264,284 253,298

供与された融資コミットメント   

－ 金融機関より 119,722 119,719

－ 顧客より 6,036 6,781

供与された融資コミットメント合計 125,758 126,500

 

注６.b　供与した保証コミットメント

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

供与した保証コミットメント   

－ 金融機関向け 11,829 14,920

－ 顧客向け 79,860 91,176

財産保証 1,054 1,783

税務当局およびその他の当局に提供した保証
およびその他の保証

44,283 50,975

その他の保証 34,523 38,418

供与した保証コミットメント合計 91,689 106,096
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注６.c　その他の保証コミットメント

－担保として供出した金融商品

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

中央銀行へ供出した、ヘアカット後のリファイナ
ンス取引の担保としていつでも使用できる金融商
品(譲渡性のある有価証券および個人顧客に対す
る債権)

99,499 91,231

－ 中央銀行への供出担保として使用したもの 42,201 48,582

－ リファイナンス取引に利用可能なもの 57,298 42,649

買戻契約に基づき売却した有価証券 238,734 239,813

銀行および金融業務の顧客との取引における担保

として供出したその他の金融資産
(1) 149,237 119,703

 

(1)
 特に、「フランス経済融資機関」および「住宅用リファイナンス基金」に対する保証として供出したものを含む。

 

　当グループが担保として供出した金融商品のうち、受益者が売却または担保として再利用する権限を有する金融商

品は、2012年12月31日現在で328,024百万ユーロ(2011年12月31日現在は336,757百万ユーロ)であった。

 

－担保として供出された金融商品

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

担保として供出された金融商品(買戻契約対象物を
除く)

71,671 68,705

内、当グループが担保として売却または再利用
する権限を有する金融商品

32,140 30,509

売戻契約に基づき供出された有価証券 174,474 195,530

 

　当グループが有効に売却または担保として再利用できる、担保としてまたは売戻契約に基づき供出された金融商品

は、2012年12月31日現在で156,718百万ユーロ(2011年12月31日現在は144,791百万ユーロ)であった。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

449/792



注７.  給与および従業員給付

注７.a　給与および従業員給付費用

 

(単位：百万ユーロ)
2012年12月31日
終了事業年度

2011年12月31日
終了事業年度

固定および変動報酬、インセンティブ・ボーナス、な
らびに利益配分

11,209 10,844

退職ボーナス、年金費用、および社会保障税 3,563 3,724

給与税 483 435

給与および従業員給付費用合計 15,255 15,003

 

注７.b　退職後給付

　IAS第19号では、２種類の制度を区別しており、各制度は、事業体が被るリスクに応じて異なる取り扱いを受ける。事

業体が、各制度参加者へ支給可能な資産の中から給付金の支給を取り扱う外部の機関などに対し定額(受益者の年収

の一定割合)を拠出する責任を負っている場合、この制度は確定拠出制度に該当する。一方、事業体が、従業員から集

める拠出金により積み立てられる金融資産を管理し、給付金の支給に伴う費用を自ら負担する義務か、将来において

対象事象が発生した場合における確定給付額を保証する義務を負っている場合、この制度は確定給付制度に該当す

る。事業体が、拠出金の徴収および給付金の支給の管理を別の機関へ委託しているが、制度資産の管理および将来に

おける給付額の変動に伴うリスクを負担している場合も同様である。

 

年金制度およびその他の退職後給付

　BNPパリバ・グループでは、過去数年間、確定給付制度を確定拠出制度へ転換するための多くの組織的取り組みを実

施している。

　例えば、フランスにおいて、BNPパリバ・グループは様々な全国基礎年金制度や全国追加型年金制度に拠出してい

る。BNPパリバSAおよび特定の子会社は、社内協定に基づき積立年金制度を設定した。この制度により、従業員は全国

ベースの制度で支給される年金に加え、この制度からの退職年金も受給することになる。

　加えて、フランス以外の多くの国では、新規従業員への確定給付制度の提供を中止し、確定拠出年金制度への加入を

当該従業員に促している。

　2012年12月31日終了事業年度におけるフランス内外の確定拠出型退職後給付制度への拠出額は531百万ユーロ

(2011年12月31日終了事業年度は511百万ユーロ)であった。
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・　当グループの各事業体向けの確定給付年金制度

　フランス国内で、BNPパリバは、1993年12月31日時点で既に退職していた従業員および現役であった従業員が同日付

で受給権を取得した追加型銀行業界年金の支給を行っている。年金の残存債務は、連結財務書類上の引当金で賄って

いるか、当グループ外の保険会社に移転されている。BNP、パリバまたはCompagnie Bancaireの元グループ役員が以前

に取得した確定給付年金はすべて打ち切られ、追加型の制度へ移行している。給付額は従前の制度が打ち切りとなっ

た時点で確定した。ただし、退職時に当グループに留まっていることが条件となっている。これらの年金資産は、保険

会社を通じて積み立てられている。これらの会社の貸借対照表における関連の制度資産の公正価値の内訳は、債券

83.7％、株式6.8％、および不動産9.5％である。

　ベルギーでは、BNPパリバ・フォルティスが、2002年１月１日の年金制度統合以前に同行へ入行した従業員および中

間管理職向けの確定給付年金制度を運営しており、給付額は、最終給与と勤続年数に基づく。給付債務額の一部は、

BNPパリバ・グループが18.7％の持分を有するAG Insuranceを通じて積み立てられている。BNPパリバ・フォルティ

スのシニア・マネージャー向けには、勤続年数と最終給与に基づく一括給付を行う年金制度を運営しており、一部

は、AXA BelgiumおよびAG Insuranceを通じて積み立てられている。

　雇用主は、ベルギーとスイスの法律に基づき、確定拠出制度に伴う最低給付額を保証する責任がある。この責任に伴

う義務が原因で、この制度は確定給付制度に分類されている。

　確定給付年金制度は、特定の国では継続しているが、大半の国では新規募集を打ち切っている。この制度は、従業員

の最終給与および勤務期間に連動して年金受給権が確定するという条件(英国)、または年収の一定割合からなる元

本額と事前に取り決めた利率で支払われる利息部分からなる一括支給額の受給権が毎年確定するという条件(米国)

のいずれかに基づく年金制度である。また、法定年金に連動する追加型の制度(ノルウェー)もある。さらに、保険会社

(オランダ)、年金基金(スイス)、または外部のファンド(英国)が運用する制度もある。

　トルコの年金制度は国民年金制度の後継制度で、トルコ共和国へ譲渡される条件に基づき測定されており、外部の

基金が保有する金融資産により全額が積み立てられている。

　2012年12月31日現在では、ベルギー、英国、米国、スイス、およびトルコが、フランス国外の確定給付債務総額の91％

を占めている。関連する制度資産の公正価値の内訳は、債券59％、株式17％、およびその他の金融商品24％(保険契約

11％を含む)である。

 

・　その他の退職後給付

　当グループの従業員は、退職時補償金のような様々なその他の契約による退職後給付も受け取る。フランス国内で

のこれらの給付に対するBNPパリバの債務は、外部の保険会社と締結された契約を通して積み立てられる。国外では、

当グループの総債務は主にイタリア(80％)に集中している。イタリアでは、年金改革によってイタリアの解雇補償制

度(TFR)は2007年１月１日付けで確定拠出制度に変更された。2006年12月31日までに確定した権利は、引き続き確定

給付債務として適格である。
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・　退職後医療制度

　フランス国内で、BNPパリバは退職従業員向けの医療給付に関する債務をもはや有していない。海外(主として米国

およびベルギー)には退職従業員向けの医療給付制度がある。

 

・　確定給付制度に基づく給付債務

－貸借対照表で認識した資産・負債

 

(単位：百万ユーロ)
退職後給付 退職後医療給付

2012年
12月31日現在

2011年
12月31日現在

2012年
12月31日現在

2011年
12月31日現在

確定給付債務の現在価値 8,662 8,351 147 121

全額または一部積立済の制度に伴う
確定給付制度債務

7,761 7,517 - -

全額未積立の制度に伴う確定給付制度債務 901 834 147 121

制度資産の公正価値 (4,148) (3,798) - -

補償請求権の公正価値
(1) (2,639) (2,463) - -

IAS第19号に準拠し、未だ認識して
いない費用

(546) (407) (24) (5)

過去勤務費用 (153) (164) - 1

年金数理計算上の利益／(損失)純額 (393) (243) (24) (6)

資産計上額の上限の影響 209 91 - -

確定給付制度に関し貸借対照表で認識
した債務(純額)

1,538 1,774 123 116

確定給付制度に関し貸借対照表で認識
した資産

(2,796) (2,624) - -

　内、確定給付制度の純資産 (157) (161) - -

　内、補償請求権の公正価値 (2,639) (2,463) - -

確定給付制度に関し貸借対照表で認識
した債務

4,334 4,398 123 116

 
(1)
 補償請求権は、特定層の従業員に対する退職後給付を賄うために保険子会社へ移転した当グループの給付債務に伴うリスク
を当グループの他の事業体へヘッジする目的で、当グループの保険子会社(BNPパリバ・フォルティスの確定給付制度と関係

のあるAG Insurance)の貸借対照表に計上している。
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－確定給付制度債務の現在価値の変動

 

(単位：百万ユーロ)

退職後給付 退職後医療給付

2012年
12月31日
終了事業年度

2011年
12月31日
終了事業年度

2012年
12月31日
終了事業年度

2011年
12月31日
終了事業年度

確定給付制度債務の現在価値－期首現在 8,351 8,052 121 114

当期勤務費用 311 300 3 3

利息費用 310 320 5 5

制度修正 (2) (8) 2 1

制度の縮小または清算 (73) (97) - (1)

給付債務に係る年金数理計算上の(利益)／
損失

284 210 22 3

従業員からの実際の拠出額 30 30 - -

雇用主が直接支給した給付金 (130) (145) (4) (5)

資産から／償還請求権の行使に伴い支給
された給付金

(380) (297) - -

給付債務に係る為替差(益)／損 31 23 (1) 2

給付債務に係る連結範囲の変更に伴う
(利益)／損失

(71) (37) - -

その他 1 - (1) (1)

確定給付制度債務の現在価値－期末現在 8,662 8,351 147 121

 

－制度資産の公正価値の変動

 

(単位：百万ユーロ)
退職後給付

2012年12月31日
終了事業年度

2011年12月31日
終了事業年度

制度資産の公正価値－期首現在 3,798 3,889

制度資産期待収益 179 188

制度清算 (19) (55)

制度資産に係る年金数理計算上の利益／(損失) 112 (49)

従業員からの実際の拠出額 21 21

雇用主による拠出額 292 127

制度資産から支給された給付金 (211) (138)

制度資産に係る為替差益／(損) 32 (31)

制度資産に係る連結範囲の変更に伴う利益／(損失) (53) (155)

その他 (3) 1

制度資産の公正価値－期末現在 4,148 3,798

 

　医療給付制度は積立式制度ではない。
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－補償請求権の公正価値の変動

 

(単位：百万ユーロ)
退職後給付

2012年12月31日
終了事業年度

2011年12月31日
終了事業年度

補償請求権の公正価値－期首現在 2,463 2,366

補償請求権に係る期待収益 97 92

制度清算 - -

補償請求権に係る年金数理計算上の利益／(損失) 124 1

従業員からの実際の拠出額 10 9

雇用主による拠出額 146 111

補償請求権の行使に伴い支給された給付金 (169) (159)

補償請求権に係る為替差益／(損) - 3

補償請求権に係る連結範囲の変更に伴う利益／(損失) (32) 41

その他 - (1)

補償請求権の公正価値－期末現在 2,639 2,463

 

　医療給付制度は積立式制度ではない。

 

－確定給付制度の費用の内訳

 

(単位：百万ユーロ)

退職後給付 退職後医療給付

2012年
12月31日
終了事業年度

2011年
12月31日
終了事業年度

2012年
12月31日
終了事業年度

2011年
12月31日
終了事業年度

当期勤務費用 311 300 3 3

利息費用 310 320 5 5

制度資産期待収益 (179) (188) - -

補償請求権に係る期待収益 (97) (92) - -

年金数理計算上の(利益)／損失の償却額 (86) 62 3 -

過去勤務費用の償却額 9 5 1 -

制度の縮小・清算に伴う(損失)／利益 (65) (39) - (1)

資産計上額の上限の影響 135 (32) - -

その他 1 (2) - -

損益計算書に認識した費用総額 339 334 12 7
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・　給付債務の測定に用いた手法

　確定給付制度については、従業員の受給権および退職従業員への給付債務から発生する費用を算定するため、予測

単位積増方式を適用し年金数理計算手法を用いて外部の企業が評価している。こうした債務および制度資産の現在

価値を予測するため、人口統計学上の仮定および財務上の仮定を用い、こうした仮定では各国およびグループ企業に

特有の経済的条件を考慮に入れる。

　退職後医療給付制度債務は、各国で適用されている固有の生命表と、医療費動向に関する仮定を使い測定している。

過去のデータに由来するこれらの仮定では、医療給付費用に関する予想(医療給付費用の動向予想、およびインフレ

動向の予想を含む)を考慮している。

 

－退職後給付債務(退職後医療給付債務を除く)の算定に用いた年金数理計算上の主要な仮定

　当グループでは、その給付債務を、関連通貨圏にて発行されている優良社債の利回りで割り引いており、当該社債の

期間は、給付債務の期間と一致している。2011年12月31日までは、ユーロ圏にて発行されている国債の利回り(iBoxx

ユーロ圏公社債指数)を使って割り引いていた。2012年には、この指数がAA格社債の利回りより高かったため、当グ

ループは、一般的に用いられているAA格社債の指標(iBoxxユーロ建て公社債指数)の使用を迫られた。この指標の変

更に伴い、当グループの給付債務は238百万ユーロ増加したが、後述する年金数理計算上の損益の認識を繰り延べら

れるため、2012年12月31日現在の財務諸表への影響はなかった。

　使用されるレートは以下の通りである。

 

(単位：％)
2012年12月31日現在

フランス フランス以外のユーロ圏 英国 米国

割引率 1.42％-2.69％2.03％-2.69％ 4.00％ 3.90％

昇給率
(1) 2.60％-3.60%2.00％-3.90％2.00％-4.25％4.00％

     

(単位：％)
2011年12月31日現在

フランス フランス以外のユーロ圏 英国 米国

割引率 3.14％-4.64％3.30％-4.70％ 3.50％ 4.50％

昇給率
(1) 3.00％-4.50％2.00％-4.65％2.00％-4.50％4.00％

 
(1)
 物価上昇(インフレ)の影響を含む。
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－当期における制度資産および補償請求権の実効収益率

　制度資産の期待収益率は、各資産の期待収益を、制度資産合計の公正価値に対する各々の貢献額で加重して算定す

る。

 

(単位：％)
2012年12月31日終了事業年度

フランス フランス以外のユーロ圏 英国 米国

制度資産および補償請求権の

期待収益率
(1) 3.55％ 2.27％-3.92％3.40％-6.10％3.00％-6.00％

制度資産および補償請求権の

実際収益率
(1) 3.70％ 2.00％-19.00％4.78％-10.00％8.00％-14.00％

 

(単位：％)
2011年12月31日終了事業年度

フランス フランス以外のユーロ圏 英国 米国

制度資産および補償請求権の

期待収益率
(1) 3.90％ 3.25％-4.70％3.00％-6.20％4.50％-6.00％

制度資産および補償請求権の

実際収益率
(1) 3.68％ 1.00％-6.40％2.80％-7.40％1.00％-5.00％

 
(1)
 単一の国、または地理的地域圏内あるいは通貨圏内での複数の制度の並存を反映し、価値に幅がある。

 

－年金数理計算上の損益

　年金数理計算上の損益は、確定給付債務の現在価値、または対応する制度資産の公正価値の増減を反映している。確

定給付債務の現在価値の変動に起因する年金数理計算上の損益は、実績に基づく調整(過去に行った年金数理計算上

の仮定とその結果の差に基づく調整)の累積的な影響額と、年金数理計算上の仮定の変更に伴う影響額を含む。

　BNPパリバではIAS第19号が認めている「回廊アプローチ」を適用している。IAS第19号は、年金数理計算上の損益

が、i)給付債務、およびii)制度資産の公正価値の10％を超えていない場合、当該損益の認識を繰り延べてよいと定め

ている。「回廊アプローチ」に基づく計上額は、各確定給付制度について個別に計算される。年金数理計算上の損益

累計額に、上記10％を超えている部分がある場合、当該部分は、制度の残存期間にわたり損益計算書を通じて償却さ

れる。

　以下の表は、年金数理計算上の損益を示したものである。

 

(単位：百万ユーロ)
退職後給付

2012年12月31日現在2011年12月31日現在

未認識の年金計算上の損失累計額 (393) (243)

当期中に生じた年金計算上の(損失)／利益純額 (48) (258)

内、制度資産または補償請求権に係る年金数理計算上の(損
失)／利益

236 (51)

内、給付債務に係る、年金数理計算上の仮定の変更に伴う年金
数理計算上の(損失)／利益

(393) (275)

内、給付債務に係る実利益／(損失)額 109 68
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注７.c  その他の長期給付

　BNPパリバでは、従業員に対し、各種長期給付制度を提供しており、主な制度には、永年勤続報奨金制度、休暇管理口

座内に年次有給休暇を貯めておける制度、従業員が就労不能になった場合に当該従業員を保護することを保証する

一定の制度がある。

　変動報酬に関する当グループの方針の一環として、業績の良い一定の従業員向け、または特別な規制の枠組みに準

ずる年次繰延報酬制度が設けられている。この制度に基づく支給は、一定期間にわたって繰り延べられ、各業務部門、

事業部門、および当グループが達成した業績により変動する。

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

その他の長期給付に対する引当金(純額) 956 864

貸借対照表のその他の長期給付へ認識した資産 (102) (108)

貸借対照表のその他の長期給付へ認識した負債 1,058 972

 

注７.d  解雇給付

　BNPパリバでは、一定の適格基準を満たす従業員向けにいくつかの自主退職制度や社員適合計画を実施している。こ

の制度に基づき受給資格を有する現役従業員に対する債務の引当金は、制度が双務協定または双務協定草案の対象

である場合に計上される。

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

自主退職および早期退職制度、ならびに人員調整計画
に対する引当金

470 533

 

注７.e  株式報酬

株式によるロイヤルティ、報酬、およびインセンティブ制度

　BNPパリバは、一部の従業員に対して、以下に掲げるいくつかの株式報酬制度を設定している。

－　以下に掲げる制度を含む株式連動型報酬制度

　・　業績株式報奨制度

　・　新株引受および購入オプション制度

－　主に当グループのリスク・エクスポージャーに影響を及ぼす可能性のある業務を担当している従業員に対す

る株価連動型現金決済の長期繰延株式報酬制度

 

・　株式連動型報酬

　2005年度までに、BNPパリバおよびBNLにより、後に株主総会により与えられた権限に基づき様々なストック・オプ

ションがグループ従業員に付与された。

　2006年度に、BNPパリバは、当グループの一部の従業員に対する株式連動型報酬制度(ストック・オプションと業績

に応じた株式報奨を含む)を設定した。
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　この制度は、様々なカテゴリーのマネージャーが当グループ価値創造活動へ積極的に関与することを促し、マネー

ジャーの利益と当グループの株主の利益を収斂することを目的に設定したものである。当該制度の対象となったマ

ネージャーは、次世代のリーダーを含む、当グループきっての逸材といえる。すなわち、シニア・マネージャー、重要

ポストのマネージャー、現場のマネージャー・技術専門職、潜在能力の高いマネージャー、将来性豊かな若く優秀な

マネージャー、およびグループの業績に主に貢献する者達などである。

　この制度に基づくオプションの行使価格は発行時に決定され、割り引かれない。2005年度の制度以降、付与されたオ

プションの行使期間は８年に短縮されている。

　2008年度までは、業績に応じた株式報奨制度の権利確定期間は、状況に応じ２年または４年のいずれかに定められ

ていた。2009年度以降に付与された業績に応じた株式報奨の権利確定期間は、従業員が当グループの一員に留まって

いることを条件として、状況により３年または４年後に確定される。業績に応じた株式に対する強制保有期間は、フ

ランスの従業員については２年間である。

　2010年度以降に付与された条件付きの部分は、BNPパリバ・グループの執行委員会のメンバーおよびシニア・マ

ネージャーについては総報酬額の100％、またその他の受益者については20％であった。

　2011年度までに付与された業績に応じた株式報奨の条件付きの部分に係る業績条件は、１株当たり当期純利益に基

づくものである。

　2012年度には業績に応じた株式報奨のみが付与された。業績条件は見直され、現在では、過去にストック・オプショ

ン制度について用いていた条件と類似の条件(Dow Jones Euro Stoxx Bank指数に対するBNPパリバ株価の実績に連

動する条件)になっている。

　2003年度から2011年度までの期間中に設けられたストック・オプション制度のもとでは、27事例の内６事例で実績

条件が完全に満たされず、上記調整が実施された。また2009年度以降に設けられた業績に応じた株式報奨制度のもと

では、７事例中１事例で業績条件が満たされず、関連する条件付きの部分が失効した。

　期限未到来のすべての制度においては、BNPパリバ株式の引き受けまたは購入により決済される。

 

・　株価連動型現金決済繰延報酬制度

　変動報酬に関する当グループの方針の一環として、一定の業績の良い従業員向け、または特別な規制の枠組みに準

ずる年次繰延報酬制度を提供しており、当該従業員は、現金で支給されるが株価に連動する変動報酬を数年間にわ

たって受給できる権利を取得する。

 

－　特別な規制の枠組みに準ずる、2009年度の従業員向け変動報酬制度

　フランス財務省が省令を公表した2010年12月13日以降、変動報酬制度は、当グループのリスク構造に重要な影

響を及ぼす可能性のある業務を担当している当グループの従業員に適用されているが、2009年度にはその適用

対象がより制限され、主にトレーディング担当者に関する制度となった。

　この制度に基づく支給は、一定期間にわたって繰り延べられ、各業務部門、コア事業、および当グループが達成

した業績により変動する。

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

458/792



　報酬は大部分が現金で支給され、BNPパリバの株価の増減に連動する。加えて、2011年度以降は、2010年12月13日

付の省令に従い、過年度の業績に応じて翌年度に支給される変動報酬の一部も、BNPパリバの株価を指標として

算定され、帰属年度中に受益者へ支給される。

 

－　当グループのその他の従業員向けの繰延変動報酬制度

　業績の良い従業員向けの年次繰延報酬制度に基づく支給額の一部または全額は現金で支給され、BNPパリバの

株価の増減に連動する。

 

・　株式報酬費用

 

費用(単位：百万ユーロ)

2012年12月31日終了事業年度
2011年12月31日
終了事業年度

ストック・
オプション
制度

株式報奨
制度

繰延変動
報酬制度

費用合計 費用合計

過年度の繰延変動報酬制度 - - 160 160 (285)

当年度の繰延変動報酬制度 - - 294 294 287

株式連動型報酬制度 27 45 - 72 69

合計 27 45 454 526 71

 

・　ストック・オプションおよび株式報奨の価値

　IFRS第２号で要求されている通り、BNPパリバは従業員に付与したストック・オプションおよび業績に応じた株式

報奨の帰属計算を行い、オプションおよび関連株式の公正価値に基づき付与日現在で計算した額を費用として認識

している。当初の公正価値について、その後のBNPパリバ株式の市場価格の変動に応じた調整は行わない。確定期間中

の公正価値およびその結果としての費用が修正される可能性があるのは、被付与者数(権利の喪失)や内部の業績条

件に関連する仮定の修正が行われる場合のみである。当グループの株式報酬制度は、外部の専門企業が評価を行って

いる。

 

・　新株引受オプションの測定

　二項式または三項式のツリー・アルゴリズムを使い、権利確定日以後オプションが最適ではない形で行使される可

能性を織り込んでいる。また、モンテカルロ法を使い、業種別インデックスに対するBNPパリバ株式の実績にオプショ

ンを連動させるある種派生的な付与の特徴を評価に織り込んでいる。

　ストック・オプション制度を測定する際のインプライド・ボラティリティは、現実の動きを反映した幅広い評価を

基に予測している。当グループが使用するボラティリティ水準の設定には、過去10年間の基準指標およびBNPパリバ

株式のボラティリティ動向の実績を考慮に入れている。

　2011年度において付与された新株引受オプションの評価額は、業績条件が付されているか否かで異なり、各種の二

次的な報奨トランシェにより、11.03ユーロから12.13ユーロの間となる。
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　2012年度には新株引受オプションは付与されなかった。

 

 

2011年12月31日
終了事業年度

制度に基づく2011年
３月４日付与分

付与日におけるBNPパリバ株式の株価 54.49ユーロ

オプションの行使価格 56.45ユーロ

BNPパリバ株式のインプライド・ボラティリティ 28.5％

オプションの予想保有期間 8年

BNPパリバ株式の予想配当率
(1) 4.1％

無リスク金利 3.5％

オプションの予想喪失率 1.3％

 
(1)
 上記配当利回りは、一連の見積年間配当の平均である。

 

・　業績に応じた株式報奨の測定

　業績に応じた株式報奨の測定に使用される単価は、保有期間末現在の価値に権利確定日以降の配当金支払額を加

え、付与日に割引かれたものである。

　2012年度において付与された業績に応じた株式報奨の評価額は、業績条件が付されているか否かで異なり、フラン

ス国内の従業員向けの報奨は28.47ユーロから33.45ユーロの間となり、フランス国外の従業員向けの報奨は27.46

ユーロから32.36ユーロの間となる。また2011年度において付与された業績に応じた株式報奨の評価額は、フランス

国内の従業員向けの報奨が47.84ユーロで、フランス国外の従業員向けの報奨が45.95ユーロであった。

 

 

2012年12月31日終了事業年度
制度に基づく2012年３月６日付与分

2011年12月31日終了事業年度
制度に基づく2011年３月４日付与分

2015年３月９日
権利確定分

2016年３月７日
権利確定分

2014年３月４日
権利確定分

2015年３月４日
権利確定分

付与日におけるBNPパリバ株式
の株価

37.195ユーロ37.195ユーロ 54.49ユーロ 54.49ユーロ

利用可能日 2017年３月９日2016年３月７日2016年３月４日2015年３月４日

BNPパリバ株式の予想配当率
(1) 3.23％ 3.23％ 4.10％ 4.10％

無リスク金利 1.53％ 1.33％ 2.99％ 2.81％

オプションの予想喪失率 2.00％ 2.00％ 2.00％ 2.00％

 
(1)
 上記配当利回りは、一連の見積年間配当の平均である。
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・　株式連動型報酬制度に基づく付与の履歴

　下記の表は2012年12月31日現在で期限未到来の制度すべての特徴および条件の詳細を示している。

 

－新株引受オプション制度

 

制度の特徴  
当期末現在の

未行使オプション

発行会社 付与日
付与され

た人数

付与した

オプション数

行使期間の

開始日

オプション

の行使期限

行使価格

(調整済)

(ユーロ)
(1)

 
オプション数

(1)

オプション

の期限まで

の残存期間

(年)

BNL
(3) 2000.10.20161 504,9262003.10.202013.10.20100.997 435,166 0.8

BNL
(3) 2001.10.26223 573,2502004.10.262014.10.2661.888 4,856 1.8

BNPパリバSA
(2) 2003.3.211,3026,693,0002007.3.212013.3.2035.87 2,077,347 0.2

BNPパリバSA
(2) 2004.3.241,4581,779,8502008.3.242014.3.2148.15 1,252,760 1.2

BNPパリバSA
(2) 2005.3.252,3804,332,5502009.3.252013.3.2253.28 3,932,248 0.2

BNPパリバSA
(2) 2006.4.52,5833,894,7702010.4.62014.4.4 73.40 3,483,945 1.3

BNPパリバSA
(2) 2007.3.82,0233,630,1652011.3.82015.3.6 80.66 3,315,460 2.2

BNPパリバSA
(2) 2007.4.6 219 405,6802011.4.62015.4.3 76.57 371,008 2.3

BNPパリバSA
(2) 2008.4.182,4023,985,5902012.4.182016.4.1564.47 3,732,876 3.3

BNPパリバSA
(2) 2009.4.61,3972,376,6002013.4.82017.4.5 35.11 2,282,515 4.3

BNPパリバSA
(2) 2010.3.51,8202,423,7002014.3.52018.3.2 51.20 2,323,340 5.2

BNPパリバSA
(2) 2011.3.41,9152,296,8202015.3.42019.3.4 56.45 2,246,700 6.2

当期末現在の未行使オプション合計 25,458,221  

 
(1)
 オプション数および行使価格は、必要に応じ、BNPパリバ株式１株を２株にする株式分割(2002年２月20日実施)と、2006年３
月７日と2009年９月30日に割り当てられた優先的新株予約権を加味し、現行の規制に従って調整されている。

(2)
 これらの制度では、従業員に付与されるオプションの一定割合は、適用される保有期間中のDow Jones Euro Stoxx Bank指
数に対するBNPパリバ株価の実績に連動して確定するという条件がある。

この相対的実績条件に基づき、これらのオプションに関する行使価格(調整済)が設定された。

－2003年３月21日制度に基づく期末現在274,161の未行使オプションについて37.67ユーロ

－2004年３月24日制度に基づく期末現在3,080の未行使オプションについて50.55ユーロ

－2005年３月25日制度に基づく期末現在169,863の未行使オプションについて55.99ユーロ

－2006年４月５日制度に基づく期末現在155,263の未行使オプションについて77.06ユーロ
(3)
 2007年10月１日のBNLとBNPパリバの合併に伴い、1999年から2001年の間にBNLによって付与されたストック・オプションの
受益者は、BNPパリバ株式の引受権を合併日現在で付与される。受益者は、BNL株式27株に対しBNPパリバ株式１株の比率で引

受権を付与される。行使価格は、この比率に従って調整されている。
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－業績に応じた株式報奨制度

 

制度の特徴 当期末現在
の未行使

株式数
(2)発行会社 付与日

付与された
人数

付与した
株式数

付与した株式の

権利確定日
(1)

付与した株式の
保有期間終了日

BNPパリバSA
(1) 2007-2008     401

BNPパリバSA 2009.4.6 2,247359,9302012.4.102014.4.102,221

BNPパリバSA 2009.4.6 1,686278,325 2013.4.82013.4.8263,494

BNPパリバSA 2010.3.5 2,536510,445 2013.3.52015.3.5493,495

BNPパリバSA 2010.3.5 2,661487,570 2014.3.52014.3.5465,760

BNPパリバSA 2011.3.4 2,574541,415 2014.3.42016.3.4531,005

BNPパリバSA 2011.3.4 2,743499,035 2015.3.42015.3.4489,900

BNPパリバSA 2012.3.6 2,6101,072,4802015.3.92017.3.91,057,295

BNPパリバSA 2012.3.6 2,755849,455 2016.3.72016.3.7823,490

当期末現在の未行使株式合計 4,127,061

 
(1)
 一部の株式に係る付与日は、当初の予定日における受益者の不存在により繰り延べられた。

(2)
 株式数は、2009年９月30日に割り当てられた優先的新株予約権に応じて調整されている。

 

・　過去２年間の変動

－新株引受オプション制度

 

 2012年度 2011年度

 オプション数
加重平均行使
価格(ユーロ)

オプション数
加重平均行使
価格(ユーロ)

１月１日現在の未行使オプション 27,509,62558.6728,752,60058.05

当期中に付与されたオプション - - 2,296,820 56.45

当期中に行使されたオプション (581,181)36.07(2,770,177)46.17

当期中に失効したオプション (1,470,223)  (769,618)  

12月31日現在の未行使オプション 25,458,22159.2427,509,62558.67

12月31日現在の行使可能オプション 18,605,66663.5516,722,29261.99

 

　2012年度のオプション行使期間中の株価平均は、41.99ユーロ(2011年度は54.84ユーロ)であった。
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－業績に応じた株式報奨制度

 

 2012年度 2011年度

 株式数 株式数

１月１日現在の未行使株式 2,633,568 1,637,867

当期中に付与された株式 1,921,935 1,040,450

当期中に権利確定した株式 (351,808) (2,392)

当期中に失効した株式 (76,634) (42,357)

12月31日現在の未行使株式 4,127,061 2,633,568

 

社内貯蓄制度の下で従業員が引受または購入する株式

 

 
2012年12月31日
終了事業年度

2011年12月31日
終了事業年度

制度の公表日 2012年５月３日 2011年５月11日

制度の公表日現在のBNPパリバ株式の株価 30.15ユーロ 54.23ユーロ

発行済株式数 4,289,709株6,315,653株

引受価格 25.00ユーロ 42.40ユーロ

５年無リスク金利 1.67％ 2.76％

５年借入費用 7.52％ 7.63％

保有期間中の借入費用 29.00％ 25.14％

 

　2011年度と同様に、2012年度においても、社内貯蓄制度を通して株式を引き受ける従業員に供与されるディスカウ

ントは、購入株式に適用される５年間の強制保有期間にかかる価額を下回ったため、当グループの財務諸表に関連費

用は認識されなかった。

　2012年度に当該制度の下で株式を購入する機会を与えられたBNPパリバ・グループの従業員総数の内27％はこの申

し出を受け、73％は辞退した。
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注８. 追加情報

注８.a　株式資本および１株当たり当期純利益における変動

2012年度に有効な株主総会での決議

　株式資本を増減させる次の権限は、株主総会での決議に基づき取締役会に与えられたもので、2012年度中有効で

あった。

 

株主総会で採択された決議
2012年度中に
なされた
権限の使用

2010年５月12日の株主総

会(第19号決議)

　BNPパリバ・グループの社内貯蓄制度の参加者のために留保さ

れた取引を、新株発行または留保株式の売却の形で実行する権限

が取締役会に付与された。

　既存の株主に対し、BNPパリバ・グループの社内貯蓄制度の参加

者向けに留保された普通株式を新株予約権なしで発行すること

により、一回または数回にわたり、最大額面金額46百万ユーロを

上限として、株式資本を増加させる権限が付与された。

　この権限は26ヶ月間にわたって認められ、2012年５月23日の株

主総会における第20号決議により無効化された。

2012年６月29日

に、額面２ユーロ

の新株4,289,709

株が発行された。

2011年５月11日の株主総

会(第５号決議)

　株式資本構成株式の10％を上限とする当行の株式買戻制度を制

定する権限が取締役会に付与された。

　75ユーロを超えない価格で買い戻した当該株式は、特に以下の

ような様々な目的に利用できる。

－株式同等証券の発行に起因する義務の履行、ストック・オプ

ション制度、無償株式の付与、従業員向け利益配分スキームに関

連する従業員への株式付与または売却、従業員持株制度または社

内貯蓄制度。

－株主総会の承認(2011年５月11日の株主総会)に伴う株式の消

却。

－BNPパリバの従業員および役員、ならびにフランス商法第L.

233-16条に定義されているBNPパリバが単独で支配している会社

への株式の配分。

－外部拡大、合併、会社分割または資産譲渡取引の対価の送金ま

たは支払いのための金庫株の保有。

－フランス証券規制当局より認定された(Autorité des March

és Financiers)倫理綱領に準ずるマーケット・メイキング契約

に関連する目的。

－資産および財務の管理目的。

　この権限は18ヶ月間にわたって認められ、2012年５月23日の株

主総会における第５号決議により無効化された。

2012年１月１日か

ら５月23日までの

期間中に 、 マー

ケット・メイキン

グ契約に基づき額

面２ユーロの株式

586,934株が取得

され、額面２ユー

ロの株式577,489

株が売却された。 

2011年５月11日の株主総

会(第15号決議)

　当グループの従業員および役員に対し、業績に応じた株式を付

与する権限。

　報奨株式は、既存株式または発行される新株式のいずれの場合

であっても、BNPパリバの株式資本の1.5％、つまり年当たり0.5％

を超えてはならない。

　この権限は38ヶ月間にわたって認められた。

2012年３月６日の

取締役会で業績に

応 じ た 株 式

1,921,935株の付

与が決定された。
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株主総会で採択された決議
2012年度中に
なされた
権限の使用

2011年５月11日の株主総

会(第16号決議)

　役員または一部の従業員に対し新株引受または購入オプション

を付与する権限。

　付与されるオプション数はBNPパリバの株式資本の３％、つまり

年当たり１％を超えてはならない。これは、2011年５月11日の株

主総会における第15号および16号決議をカバーする包括的上限

である。

　この権限は38ヶ月間にわたって認められた。

この権限は当年度

中は使用されな

かった。

2012年５月23日の株主総

会(第３号決議)

　現金または新株で配当を支払うことを株主へ提案する決定を下

した。

　新株での配当の支払により、株式資本が83,358,352ユーロ増加

し、株式数が41,679,176株増加した。またこれを実地することに

より、941,115,794.08ユーロの払込剰余金が生じた。

2012年６月26日

に、額面２ユーロ

の新株41,679,176

株が発行された。

2012年５月23日の株主総

会(第５号決議)

　株式資本構成株式の10％を上限とする当行の株式買戻制度を制

定する権限が取締役会に付与された。

　60ユーロ(これまでは75ユーロ)を超えない価格で買い戻した当

該株式は、特に以下のような様々な目的に利用できる。

－株式同等証券の発行に起因する義務の履行、ストック・オプ

ション制度、無償株式の付与、従業員向け利益配分スキームに関

連する従業員への株式付与または売却、従業員持株制度または社

内貯蓄制度。

－株主総会の承認(2012年５月23日の株主総会における第21号決

議)に伴う株式の消却。

－BNPパリバの従業員および役員、ならびにフランス商法第L.

233-16条に定義されているBNPパリバが単独で支配している会社

への株式の配分。

－外部拡大、合併、会社分割または資産譲渡取引の対価の送金ま

たは支払いのための金庫株の保有。

－フランス証券規制当局(Autorité des Marchés Financiers)

倫理綱領に準ずるマーケット・メイキング契約に関連する目的。

－資産および財務の管理目的。

　この権限は18ヶ月間にわたって認められ、2011年５月11日の株

主総会における第５号決議に基づき付与された権限と差し替え

られる。

2012年５月24日か

ら12月31日までの

期間中に 、 マー

ケット・メイキン

グ契約に基づき額

面２ユーロの株式

1,156,315株が取

得され 、 額面２

ユ ー ロ の 株 式

1,245,515株が売

却された。

2012年５月23日の株主総

会(第13号決議)

　既存の株主に対し普通株式および株式同等証券を新株引受権付

きで発行する権限は維持された。

　この権限により直ちに、および／または将来実行できる増資の

額面金額は、10億ユーロ(500百万株に相当)を上限とする。

　この権限により発行可能な、BNPパリバの株式資本の調達を可能

とする負債証券の額面金額は、100億ユーロを上限とする。

　この権限は26ヶ月間にわたって認められ、2010年５月12日の株

主総会における第12号決議に基づき付与された権限と差し替え

られる。

この権限は当年度

中は使用されな

かった。
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株主総会で採択された決議
2012年度中に
なされた
権限の使用

2012年５月23日の株主総

会(第14号決議)

　取引所における公募証券を考慮して、既存の株主に対し、普通株

式および株式同等証券を新株引受権なしで発行する権限。

　この権限により直ちに、および／または将来実行できる増資の

額面金額は、350百万ユーロ(175百万株に相当)を上限とする。

　この権限により発行可能な、BNPパリバの株式資本の調達を可能

とする負債証券の額面金額は、70億ユーロを上限とする。

　この権限は26ヶ月間にわたって認められ、2010年５月12日の株

主総会における第13号決議に基づき付与された権限と差し替え

られる。

この権限は当年度

中は使用されな

かった。

2012年５月23日の株主総

会(第15号決議)

　取引所における公募証券を考慮して、既存の株主に対し、普通株

式および株式同等証券を新株引受権なしで発行する権限。

　この権限により一回または数回にわたって実行できる増資の額

面金額は、350百万ユーロ(175百万株相当)を上限とする。

　この権限は26ヶ月間にわたって認められ、2010年５月12日の株

主総会における第14号決議に基づき付与された権限と差し替え

られる。

この権限は当年度

中は使用されな

かった。

2012年５月23日の株主総

会(第16号決議)

　未上場株式の拠出に対し提供される有価証券を考慮して、(株式

資本の10％を上限に)既存の株主に対し、普通株式および株式同

等証券を新株引受権なしで発行する権限。

　この権限により一回または数回にわたって実行できる増資の額

面金額は、取締役会による決定日のBNPパリバの株式資本を構成

する株数の10％を上限とする。

　この権限は26ヶ月間にわたって認められ、2010年５月12日の株

主総会における第15号決議に基づき付与された権限と差し替え

られる。

この権限は当年度

中は使用されな

かった。

2012年５月23日の株主総

会(第17号決議)

　既存の株主に対する新株引受権なしでの株式の発行権限の包括

的上限。

　この株主総会における第14号から16号の決議に基づき付与され

た権限により直ちに、および／または将来実行できる増資に関

し、既存の株主に対する新株引受権なしでのすべての発行の最大

額面金額は、株式については350百万ユーロであり、負債証券につ

いては70億ユーロとする。

該当なし

2012年５月23日の株主総

会(第18号決議)

　利益、利益剰余金、または払込剰余金の資本組入により行われる

株式の発行。

　一回または数回にわたって、最大額面金額10億ユーロを上限と

して資本金を増加させる権限が付与された。当該増資は、無償株

式の発行および付与により、または既存株式の額面金額の増額に

より、あるいはこれら２つの方法の組合せにより、利益剰余金、利

益または払込剰余金のすべてまたは一部を連続的または同時に

資本組み入れすることで実施される。

　この権限は26ヶ月間にわたって認められ、2010年５月12日の株

主総会における第17号決議に基づき付与された権限と差し替え

られる。

この権限は当年度

中は使用されな

かった。
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株主総会で採択された決議
2012年度中に
なされた
権限の使用

2012年５月23日の株主総

会(第19号決議)

　既存の株主に対する新株引受権付きでまたはなしで株式を発行

する権限の包括的上限。

　この株主総会における第13号から16号の決議に基づき付与され

た権限により直ちに、および／または将来実行できる増資に関

し、既存の株主に対する新株引受権付きまたはなしのすべての発

行の最大額面金額は、即時発行される株式については10億ユーロ

であり、負債証券については100億ユーロであった。

該当なし

2012年５月23日の株主総

会(第20号決議)

　BNPパリバ・グループの社内貯蓄制度の参加者のために留保さ

れた取引を、新株発行または留保株式の売却の形で実行する取締

役会に付与された権限

　既存の株主に対する新株予約権付きを放棄しつつBNPパリバ・

グループの社内貯蓄制度の参加者向けに留保された普通株式を

発行することにより、一回または数回にわたり、最大額面金額46

百万ユーロを上限として、資本金を増加させる権限が付与され

た。

　この権限は26ヶ月間にわたって認められ、2010年５月12日の株

主総会における第19号決議に基づき付与された権限と差し替え

られる。

この権限は当年度

中は使用されな

かった。

2012年５月23日の株主総

会(第21号決議)

　株式消却によって株式資本を減少させる権限が取締役会に付与

された。

　BNPパリバが保有しているか、保有する可能性のあるBNPパリバ

株式の一部またはすべてを、減資を通じて一回または数回にわ

たって消却する権限が付与された。ただし、24ヶ月の間に消却さ

れる株式数は、消却日の株式総数の10％を上限とする。

　減資を完了させ、消却株式の購入価額と額面価額との差額を払

込剰余金および分配可能な準備金から控除(これには減資の10％

相当額の法定準備金からの控除を含む)する全権が付与された。

　この権限は18ヶ月間にわたって認められ、2011年５月11日の株

主総会における第17号決議に基づき付与された権限と差し替え

られる。

2012年12月14日

に、額面２ユーロ

の12,034,091株が

消却された。
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資本取引

 

株式資本に影響を与える取引 株式数
額面

(単位：ユーロ)
ユーロ額

株主総会に

よる承認日

取締役会に

よる決定日

株式に配当権

が生じる日

2010年12月31日現在の

発行済株式数
1,198,660,156 2 2,397,320,312   

新株引受オプションの行使による資本

の増加
2,736,124 2 5,472,248 (1) (1)10年1月1日

新株引受オプションの行使による資本

の増加
34,053 2 68,106 (1) (1)11年1月1日

社内貯蓄制度参加者向け留保のための

増資
6,315,653 2 12,631,30610年5月12日11年5月11日11年1月1日

2011年12月31日現在の

発行済株式数
1,207,745,986 2 2,415,491,972   

新株引受オプションの行使による資本

の増加
12,694 2 25,388 (1) (1)11年1月1日

新株引受オプションの行使による資本

の増加
568,487 2 1,136,974 (1) (1)12年1月1日

株式による配当支払いに伴う増資 41,679,176 2 83,358,35212年5月23日12年5月22日12年1月1日

社内貯蓄制度参加者向け留保のための

増資
4,289,709 2 8,579,41810年5月12日 12年5月3日 12年1月1日

減資 (12,034,091) 2 (24,068,182)12年5月23日12年12月14日 -

2012年12月31日現在の

発行済株式数
1,242,261,961 2 2,484,523,922   

 

(1) 
当期中に行使された新株引受オプションの付与を認めた株主総会による様々な決議および取締役会による決定。

 

BNPパリバにより発行され、当グループが保有する株式

 

 

自己取引 トレーディング勘定取引
(1) 合計

株式数
帳簿価額
(単位：
百万ユーロ)

株式数
帳簿価額
(単位：
百万ユーロ)

株式数
帳簿価額
(単位：
百万ユーロ)

2010年12月31日現在保有株式 2,914,178162(4,499,794)(214)(1,585,616)(52)

取得 17,294,952614   17,294,952614

処分 (2,530,370)(127)   (2,530,370)(127)

従業員に引き渡された株式 (13,464) (1)   (13,464) (1)

その他の変動 (1,700,548)(89)(1,580,236)30(3,280,784)(59)

2011年12月31日現在保有株式15,964,748559(6,080,030)(184)9,884,718375

取得 1,743,249 58   1,743,249 58

処分 (1,823,004)(59)   (1,823,004)(59)

従業員に引き渡された株式 (352,306)(15)   (352,306)(15)

減資 (12,034,091)(378)4,714,581126(12,034,091)(378)

その他の変動 (920)    4,713,661126

2012年12月31日現在保有株式 3,497,676165(1,365,449)(58)2,132,227107

 

(1) 
株価指数に係るトレーディングや裁定取引の枠組み内での空売り。
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　2012年12月31日現在、BNPパリバ・グループは、2,132,227株のBNPパリバ株式(107百万ユーロ相当額で、この額は資

本の控除として認識されている)のネット購入者となっている。

　BNPパリバSAは、2011年度中に、マーケット・メイキング契約に基づかない方法により、株式の消却を目的として

12,034,091株を31.39ユーロの平均価格にて取得した。取得した株式は、2012年12月14日付けの取締役会の決定に

沿って消却された。

　イタリア市場におけるBNPパリバ株式に関するマーケット・メイキング契約と、仏金融市場監督局(以下「AMF」と

いう。)の倫理綱領に従い、BNPパリバSAは、2012年度中に1,743,249株を平均株価33.36ユーロで買戻し、さらに金庫株

1,823,004株を平均株価33.70ユーロで売却した。2012年12月31日現在、BNPパリバは、この契約に基づき149,832株

(6.3百万ユーロ相当)を保有している。

　2012年１月１日から12月31日までの間に351,808株のBNPパリバ株式が、確定した無償株式報奨として受益者に付与

された。

 

Tier1規制資本として適格な優先株式および永久最劣後ノート(TSSDI)

・　グループの海外子会社が発行した優先株式

　2003年１月に、当グループが独占的支配力を有する子会社のBNP Paribas Capital Trust Ⅵは、米国法の適用を受

ける700百万ユーロの非累積型無議決権永久優先株式を発行した。当該優先株式にBNPパリバの普通株式に対する希

薄化効果はなかった。当該優先株式(非累積型永久株式)には10年間の固定配当が支払われる。当該優先株式は10年経

過後およびその後は各配当期日に発行体の裁量で償還が可能である。2013年に償還されない優先株式については、

Euriborに連動した配当が四半期ごとに支払われる。前年度にBNPパリバSAの普通株式について配当が支払われてお

らず、かつ優先株式等価物(永久最劣後ノート)に利息が支払われなかった場合、発行体は当該優先株式について配当

を支払わないことを選択できた。。未払配当金の繰越しはない。

　2011年度と2012年度においては、前述と同種の優先株式500百万ユーロおよび660百万ユーロがそれぞれ償還され

た。

　2003年度および2004年度においてLaSer-Cofinogaのサブグループ(比例持分に応じてBNPパリバに連結されている)

は、LaSer-Cofinogaのサブグループが独占的支配力を有する、英国の法律が適用される特別目的事業体を通じて、議

決権のない無期限優先株式を３回発行した。これらの株式については、2003年度発行分は固定利率、また2004年度発

行分は連動利率で10年間にわたり非累積型優先配当金が支払われる。10年経過後、これらの株式は各四半期末の配当

期日に発行体の裁量で償還可能となり、2003年度発行分に係る支払配当金はEuriborに連動することになる。

　2012年10月には、2003年発行分の45百万ユーロが再取得され、４百万ユーロの総利益が株主資本へ認識された。
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・　グループの海外子会社が発行した優先株式

 

発行体 発行日 通貨
金額
(単位：
百万ユーロ)

第１回繰上償還
日前の利率およ
び期間

第１回繰上償還日後の
利率

BNPP Capital Trust VI2003年１月ユーロ 700 5.868%10年３ヶ月物Euribor+2.48％

Cofinoga Funding I LP2003年３月ユーロ 55
(1) 6.82%10年３ヶ月物Euribor+3.75％

Cofinoga Funding II LP
2004年１月
および５月

ユーロ 80
(1)TEC10

(2)

+1.35%
10年 TEC10

(2)
+1.35%

2012年12月31日現在合計   752
(3)    

 
(1) 
比例連結による比率適用前。

(2) 
TEC10とは、仮の10年物財務省中期証券の満期利回りに対応した日々の長期国債指数である。

(3) 
当グループの各事業体が保有している自己株式の控除と、Cofinogaの比例連結による比率適用後。

 

　これらの発行による収入は貸借対照表の「少数株主持分」に計上されており、配当金は損益計算書の「少数株主帰

属当期純利益」に計上されている。

　2012年12月31日現在、BNPパリバ・グループは15百万ユーロ(2011年12月31日現在は55百万ユーロ)の優先株式を保

有しており、少数株主持分から控除されている。

 

・　BNPパリバSAが発行した永久最劣後ノート

　BNPパリバSAでは永久最劣後ノートを発行している。この債券については、固定または変動利息が支払われ、固定期

間経過後およびその後は各利息支払日に償還可能である。当該債券の一部については、固定期間経過後にそれらが償

還されなかった場合は、EuriborまたはLiborに連動した利息が支払われる。

　2011年度第４四半期には、永久最劣後ノートに関連する以下の取引を実施した。

－　2005年６月に発行した13億米ドルの債券を、３ヶ月物米ドルLibor+2.75％の利率で利払いを行う非劣後債と交換

するための公募。この取引により、債券残高が280百万米ドル減少し、資本の項目に認識される59百万ユーロの総

利益が生じた。

－　2006年４月発行の750百万ユーロの債券、2006年７月発行の325百万英ポンドの債券、および2007年４月発行の750

百万ユーロの債券を買い戻すための公募。この取引により、これらの債券の残高が、それぞれ201百万ユーロ、162

百万英ポンド、および112百万ユーロ減少し、資本の項目に認識される135百万ユーロの総利益が生じた。

　BNPパリバSAが2010年５月12日に吸収合併したフォルティス・バンク・フランスは、2007年12月中に永久最劣後

ノート60百万ユーロを発行した。この永久最劣後ノートは、投資家に変動金利で利息を支払うもので、2011年５月23

日に早期償還された。
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　以下の表は、発行されたこれらの債券の内容の概要を示している。

 

・永久最劣後ノート

 

発行日 通貨
金額
(単位：

百万発行通貨)

利息
支払日

第１回繰上償還日前の
利率および期間

第１回繰上償還日後の利率

2005年６月米ドル 1,070年２回 5.186%10年 ３ヶ月物米ドルLibor+1.680％

2005年10月ユーロ 1,000年１回 4.875%6年 4.875％

2005年10月米ドル 400 年１回 6.250%6年 6.250％

2006年４月ユーロ 549 年１回 4.730%10年 ３ヶ月物Euribor+1.690％

2006年４月英ポンド 450 年１回 5.945%10年３ヶ月物英ポンドLibor+1.130％

2006年７月ユーロ 150 年１回 5.450%20年 ３ヶ月物Euribor+1.920％

2006年７月英ポンド 163 年１回 5.945%10年３ヶ月物英ポンドLibor+1.810％

2007年４月ユーロ 638 年１回 5.019%10年 ３ヶ月物Euribor+1.720％

2007年６月米ドル 600 年４回 6.500%5年 6.50％

2007年６月米ドル 1,100年２回 7.195%30年 ３ヶ月物米ドルLibor+1.290％

2007年10月英ポンド 200 年１回 7.436%10年３ヶ月物英ポンドLibor+1.850％

2008年６月ユーロ 500 年１回 7.781%10年 ３ヶ月物Euribor+3.750％

2008年９月ユーロ 650 年１回 8.667%5年 ３ヶ月物Euribor+4.050％

2008年９月ユーロ 100 年１回 7.570%10年 ３ヶ月物Euribor+3.925％

2009年12月ユーロ ２ 年４回
３ヶ月物Euribor

+3.750％
10年 ３ヶ月物Euribor+4.750％

2009年12月ユーロ 17 年１回 7.028％10年 ３ヶ月物Euribor+4.750％

2009年12月米ドル 70 年４回
３ヶ月物米ドル
Libor+3.750％

10年 ３ヶ月物米ドルLibor+4.750％

2009年12月米ドル 0.5 年１回 7.384％10年 ３ヶ月物米ドルLibor+4.750％

2012年12月31日現在の
ユーロ相当の合計額 7,241

(1)     

 
(1) 
当グループの各事業体が保有している自己株式控除後。

 

　前年度おいてBNPパリバSAの普通株式または永久最劣後ノート同等証券について配当金が支払われなかった場合、

BNPパリバはこれらの永久最劣後ノートについて利息を支払わないことを選択できる。未払利息は繰越されない。

　これらの永久最劣後ノートに関連する契約には、損失吸収条項が含まれている。当該条項の条件に従って、規制資本

が不十分となった場合(すなわち増資またはそれに相当するあらゆるその他の措置により不足分が完全に相殺され

ない場合)は、資本の欠損額が補填され当該債券の額面価額が当初の金額まで回復するまで、関連する利息の新しい

算定基準として当該債券の額面価額が減額される可能性がある。ただし、BNPパリバSAが清算される場合には、額面価

額が減額されているか否かに関わらず、これらの債券の保有者に対する債務額は当初の額面価額を表すことになる。
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　これらの発行による収入は、資本の「資本金および利益剰余金」に計上されている。IAS第21号に従って、外貨建て

の発行は、発行日のユーロ換算額に基づく取得原価で認識される。当該商品に係る利息は、配当金と同様に会計処理

される。

　2012年12月31日現在、BNPパリバ・グループは永久最劣後ノート37百万ユーロを保有しており、株主資本から控除さ

れている。

 

・　基本的１株当たり当期純利益

　基本的１株当たり当期純利益は、普通株主帰属当期純利益を、当期中の加重平均発行済株式数で除して算出する。普

通株主帰属当期純利益は、優先株主帰属当期純利益を差し引いて算出する。

　希薄化後１株当たり当期純利益は、普通株式保有者に帰属する当期純利益を、希薄化効果のある株式商品から普通

株式への転換により生じる最大の影響額を基に調整された加重平均発行済株式数で除したものである。インザマ

ネーの新株引受オプションは、株式連動型報酬制度に基づく株式報奨と同様、希薄化後１株当たり当期純利益の計算

で考慮される。これらの商品の転換は、この計算に使用される当期純利益の金額に影響を及ぼさない。

 

 
2012年12月31日
終了事業年度

2011年12月31日
終了事業年度

基本的および希薄化後普通株式１株当たり当期純利益の

算定に使用した当期純利益(単位：百万ユーロ)
(1) 6,271 5,768

期中加重平均発行済普通株式数 1,214,528,4871,197,356,577

潜在的に希薄化効果のある普通株式の影響 2,083,716 2,061,675

－　新株引受制度
(2) - 706,705

－　業績株式報酬制度
(2) 2,054,507 1,324,406

－　ストック・オプション制度 29,209 30,565

希薄化後１株当たり当期純利益の算定に使用した加重平均
普通株式数

1,216,612,2031,199,418,253

基本的１株当たり当期純利益(単位：ユーロ) 5.16 4.82

希薄化後１株当たり当期純利益(単位：ユーロ) 5.15 4.81

 
(1)
 基本的および希薄化後１株当たり当期純利益の算定に使用した当期純利益とは、BNPパリバSAが発行した永久最劣後ノート
(優先株式同等物として扱われる)の利息分(会計処理上は配当金)を調整した後の当期純利益(損益勘定)をいう。

(2)
 株式報酬制度の説明については、注７.c「株式報酬」を参照。

 

　2012年度には2011年度の当期純利益から１株当たり1.20ユーロ(2011年度には2010年度の当期純利益から１株当た

り2.10ユーロ)の配当が支払われた。

 

前へ　　　次へ
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注８.b　連結の範囲

 

会社名 国名

2012/12/31 2011/12/31

連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照

連結会社            

BNP Paribas SA フランス           

            

リテール・バンキング            

国内市場業務            

リテール・バンキング－フランス            

Banque de Bretagne フランス          S4

Banque de Wallis et Futunaフランス 連結 (1)51.0%51.0% 連結 (1)51.0%51.0% 

BNP Paribas Developpement SAフランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Factor フランス 連結 (1)100%100% 連結 (1)100%100% 

BNP Paribas Factor Portugal ポルトガル 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Guadeloupe フランス 連結 (1)100%100% 連結 (1)100%100% 

BNP Paribas Guyane フランス 連結 (1)100%100% 連結 (1)100%100% 

BNP Paribas Martinique フランス 連結 (1)100%100% 連結 (1)100%100% 

BNP Paribas Nouvelle Caledonieフランス 連結 (1)100%100% 連結 (1)100%100% 

BNP Paribas Réunion フランス 連結 (1)100%100% 連結 (1)100%100% 

Fortis Commercial Finance SASフランス     S4 連結  100%100%E3

Fortis Mediacom Financeフランス          S4

            

リテール・バンキング－ベルギー            

Alpha Card SCRL (groupe)ベルギー 持分法  50.0%37.5% 持分法  50.0%37.5% 

BNP Paribas Commercial Finance Ltd. (旧

Fortis Commercial Finance Ltd.)
英国 持分法*  100%74.9% 持分法*  100%74.9%E3

BNP Paribas Fortis Factorベルギー     S4 連結  100%74.9% 

BNP Paribas Factor GmbH (旧Fortis

Commercial Finance GmbH)
ドイツ 持分法*  100%74.9% 持分法*  100%74.9%E3

BNP Paribas Fortis Factor NV (旧Fortis

Commercial Finance NV)
ベルギー 連結  100%74.9% 連結  100%74.9%E3

BNP Paribas Fortis Funding SAルクセンブルク 連結  100%74.9% 連結  100%74.9% 

Bpost banque (旧Banque de La Poste SA)ベルギー 比例連結  50.0%37.5% 比例連結  50.0%37.5% 

Demetris NV ベルギー 持分法*  100%74.9% 持分法*  100%74.9% 

 

連結の範囲の変更

新たに連結の範囲に含まれた事業体(E)   

E1 当グループが定めている基準を上回った(注１.b参照) * 持分法による簡易連結(重要でない会社)(注１.b参照)

E2 設立   

E3 取得または支配の変更 その他

連結の範囲から除外された事業体(S) D1 議決権持分または所有持分の変動と無関係な連結方法の変更

S1 廃業(解散、清算を含む) D2 111社の建設／販売会社(不動産関連プログラム実施会社)。内、

103社は全部連結会社で、８社は比例連結会社である。S2 売却、支配権喪失または重要な影響力の喪失  

S3 基準を下回ったため範囲から除外された事業体(注１.b参照)D3 Klepierre Groupは、2012年３月14日までは当グループの完全

子会社であったが、その後BNPパリバ・グループが持分の一部

を売却したため、現時点では持分法により連結されている(注

８.dを参照)。

S4 合併ならびに資産および負債の全移転  

議決権持分または所有持分の変動(V)  

V1 追加取得  

V2 一部売却   

V3 希薄化   

V4 割合の増加   

    

連結のプルデンシャル・スコープ

(1)CRBF規則2000.03の第4.1条に従い、連結グループの範囲内で規制上の監視が行われるフランスの子会社

(2)連結のプルデンシャル・スコープから除外された会社

(3)プルデンシャル目的で持分法に基づいて連結された会社
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会社名 国名

2012/12/31 2011/12/31

連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照

リテール・バンキング－ベルギー(続き)            

Europay Belgium ベルギー     S3 持分法  39.9%29.9% 

Fortis Banque SA (BNP Paribas Fortis)ベルギー 連結  74.9%74.9% 連結  74.9%74.9% 

Fortis Commercial Finance Deutschland BVオランダ 持分法*  100%74.9% 持分法*  100%74.9%E3

Fortis Commercial Finance Holding NVオランダ 連結  100%74.9% 連結  100%74.9%E3

Fortis Finance Belgium S.C.R.L.ベルギー 連結  100%74.9% 連結  100%74.9% 

FV Holding N.V. ベルギー 持分法  40.0%30.0% 持分法  40.0%30.0% 

Immobilière Sauvenière SAベルギー 持分法*  100%74.9% 持分法*  100%74.9% 

特別目的会社            

BASS Master Issuer NV ベルギー 連結  - -  連結  - -  

Esmée Master Issuer ベルギー 連結  - -  連結  - -  

            

リテール・バンキング－ルクセンブルク            

Alsabail フランス          S2

BGL BNP Paribas ルクセンブルク 連結  66.0%53.4% 連結  66.0%53.4% 

BGL BNP Paribas Factor SAルクセンブルク 連結  100%53.4%E1      

Cofhylux SA ルクセンブルク 連結  100%53.4% 連結  100%53.4% 

Société Alsacienne de développement et

d'expansion
フランス 連結  100%53.4% 連結  100%53.4% 

            

リテール・バンキング－イタリア

(BNLバンカ・コメルシアーレ)
           

Artigiancassa SPA イタリア 連結  73.9%73.9% 連結  73.9%73.9% 

Banca Nazionale del Lavoro SPAイタリア 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNL Finance SPA イタリア 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNL Positivity SRL イタリア 連結  51.0%51.0% 連結  51.0%51.0% 

BNP Paribas Personal Finance SPAイタリア     S4 連結  100%100% 

International Factors Italia SPA - Ifitalia イタリア 連結  99.6%99.6% 連結  99.6%99.6% 

特別目的会社            

EMF IT-2008-1 SRL イタリア 連結  - -  連結  - -  

UCB Service SRL イタリア          S4

Vela ABS イタリア 連結 (2)- -  連結 (2)- -  

 

連結の範囲の変更

新たに連結の範囲に含まれた事業体(E)   

E1 当グループが定めている基準を上回った(注１.b参照) * 持分法による簡易連結(重要でない会社)(注１.b参照)

E2 設立   

E3 取得または支配の変更 その他

連結の範囲から除外された事業体(S) D1 議決権持分または所有持分の変動と無関係な連結方法の変更

S1 廃業(解散、清算を含む) D2 111社の建設／販売会社(不動産関連プログラム実施会社)。内、

103社は全部連結会社で、８社は比例連結会社である。S2 売却、支配権喪失または重要な影響力の喪失  

S3 基準を下回ったため範囲から除外された事業体(注１.b参照)D3 Klepierre Groupは、2012年３月14日までは当グループの完全

子会社であったが、その後BNPパリバ・グループが持分の一部

を売却したため、現時点では持分法により連結されている(注

８.dを参照)。

S4 合併ならびに資産および負債の全移転  

議決権持分または所有持分の変動(V)  

V1 追加取得  

V2 一部売却   

V3 希薄化   

V4 割合の増加   

    

連結のプルデンシャル・スコープ

(1)CRBF規則2000.03の第4.1条に従い、連結グループの範囲内で規制上の監視が行われるフランスの子会社

(2)連結のプルデンシャル・スコープから除外された会社

(3)プルデンシャル目的で持分法に基づいて連結された会社
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会社名 国名

2012/12/31 2011/12/31

連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照

特別目的会社(続き)            

Vela Home SRL イタリア 連結  - -  連結  - -  

Vela Mortgages SRL イタリア 連結  - -  連結  - -  

Vela OBG SRL イタリア 連結  - - E1      

Vela Public Sector SRL イタリア 連結  - -  連結  - -  

            

アルバル            

Arval Austria GmbH オーストリア 持分法*  100%100%D1 連結  100%100% 

Arval Belgium SA ベルギー 連結  100%100% 連結  100%100% 

Arval Benelux BV オランダ 連結  100%100% 連結  100%100% 

Arval Brasil Limitada ブラジル 連結  100%100% 連結  100%100% 

Arval Business Services Ltd.英国 連結  100%100% 連結  100%100% 

Arval BV オランダ 連結  100%100% 連結  100%100% 

Arval CZ SRO (旧Arval PHH Service Lease CZ)チェコ共和国 連結  100%100% 連結  100%100% 

Arval Deutschland GmbH ドイツ 連結  100%100% 連結  100%100% 

Arval ECL SAS フランス 持分法*  100%100%D1 連結  100%100% 

Arval Hellas Car Rental SA ギリシャ 持分法*  100%100% 持分法*  100%100% 

Arval India Private Ltd.インド 持分法*  100%100% 持分法*  100%100% 

Arval Ltd. 英国 連結  100%100% 連結  100%100% 

Arval Luxembourg SA ルクセンブルク 持分法*  100%100%D1 連結  100%100% 

Arval Magyarorszag KFT ハンガリー 持分法*  100%100% 持分法*  100%100%E1

Arval Maroc SA モロッコ 持分法*  100%89.0%D1 連結  100%89.0% 

Arval NV ベルギー     S3 連結  100%100% 

Arval PHH Holdings Ltd.英国 連結  100%100% 連結  100%100% 

Arval PHH Holdings UK Ltd.英国 連結  100%100% 連結  100%100% 

Arval OOO ロシア 連結  100%100% 連結  100%100% 

Arval Schweiz AG スイス 持分法*  100%100%D1 連結  100%100% 

Arval Service Gmbh ドイツ 連結  100%100% 連結  100%100%E3

Arval Service Lease フランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

Arval Service Lease Aluger Operational

Automoveis
ポルトガル 持分法*  100%100%D1 連結  100%100% 

Arval Service Lease Italia S.p.A.イタリア 連結  100%100% 連結  100%100% 

 

連結の範囲の変更

新たに連結の範囲に含まれた事業体(E)   

E1 当グループが定めている基準を上回った(注１.b参照) * 持分法による簡易連結(重要でない会社)(注１.b参照)

E2 設立   

E3 取得または支配の変更 その他

連結の範囲から除外された事業体(S) D1 議決権持分または所有持分の変動と無関係な連結方法の変更

S1 廃業(解散、清算を含む) D2 111社の建設／販売会社(不動産関連プログラム実施会社)。内、

103社は全部連結会社で、８社は比例連結会社である。S2 売却、支配権喪失または重要な影響力の喪失  

S3 基準を下回ったため範囲から除外された事業体(注１.b参照)D3 Klepierre Groupは、2012年３月14日までは当グループの完全

子会社であったが、その後BNPパリバ・グループが持分の一部

を売却したため、現時点では持分法により連結されている(注

８.dを参照)。

S4 合併ならびに資産および負債の全移転  

議決権持分または所有持分の変動(V)  

V1 追加取得  

V2 一部売却   

V3 希薄化   

V4 割合の増加   

    

連結のプルデンシャル・スコープ

(1)CRBF規則2000.03の第4.1条に従い、連結グループの範囲内で規制上の監視が行われるフランスの子会社

(2)連結のプルデンシャル・スコープから除外された会社

(3)プルデンシャル目的で持分法に基づいて連結された会社

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

475/792



 

会社名 国名

2012/12/31 2011/12/31

連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照

アルバル(続き)            

Arval Service Lease Polska sp. z o.o.ポーランド 連結  100%100% 連結  100%100% 

Arval Service Lease Romania SRL ルーマニア 持分法*  100%100% 持分法*  100%100% 

Arval Service Lease SA スペイン 連結  100%100% 連結  100%100% 

Arval Slovakia スロバキア 持分法*  100%100%D1 連結  100%100% 

Arval Trading フランス 持分法*  100%100%D1 連結  100%100% 

Arval UK Group Ltd. 英国 連結  100%100% 連結  100%100% 

Arval UK Ltd. 英国 連結  100%100% 連結  100%100% 

Autovalley フランス 持分法*  100%100% 持分法*  100%100% 

BNP Paribas Fleet Holdings Ltd.英国 連結  100%100% 連結  100%100% 

Cofiparc SNC フランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

Dexia Location Longue Durée フランス 持分法*  51.0%51.0% 持分法*  51.0%51.0% 

Gestion et Location Holding フランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

Greenval Insurance Company Ltd.アイルランド 連結 (3)100%100% 連結 (3)100%100% 

PHH Financial services Ltd.英国 連結  100%100% 連結  100%100% 

PHH Investment Services Ltd.英国          S1

PHH Treasury Services Ltd.英国          S1

TEB Arval Arac Filo Kiralama ASトルコ 連結  75.0%68.7% 連結  75.0%68.7% 

            

リーシング・ソリューション            

Ace Equipment Leasing ベルギー 連結  100%76.7%V2 連結  100%84.5% 

Ace Leasing ベルギー 連結  100%76.7%V2 連結  100%84.5% 

Ace Leasing BV オランダ 連結  100%76.7%V2 連結  100%84.5% 

Agrilease BV オランダ 連結  100%76.7%V2 連結  100%84.5% 

Albury Asset Rentals Ltd.英国 連結  100%76.7%V2 連結  100%84.5% 

All In One Vermietungsgesellschaft für

Telekommunicationsanlagen mbH.
ドイツ 持分法*  100%76.7%V2 持分法*  100%84.5%D1

All In One Vermietung GmbHオーストリア 持分法*  100%76.7%V2 持分法*  100%84.5%D1

Allstar Business Solutions Ltd.英国          S2

Aprolis Finance フランス 連結  51.0%39.1%V2 連結  51.0%43.1% 

Arius フランス 連結  100%76.7%V2 連結  100%84.5% 

Artegy Ltd. 英国 連結  100%76.7%V2 連結  100%84.5% 

 

連結の範囲の変更

新たに連結の範囲に含まれた事業体(E)   

E1 当グループが定めている基準を上回った(注１.b参照) * 持分法による簡易連結(重要でない会社)(注１.b参照)

E2 設立   

E3 取得または支配の変更 その他

連結の範囲から除外された事業体(S) D1 議決権持分または所有持分の変動と無関係な連結方法の変更

S1 廃業(解散、清算を含む) D2 111社の建設／販売会社(不動産関連プログラム実施会社)。内、

103社は全部連結会社で、８社は比例連結会社である。S2 売却、支配権喪失または重要な影響力の喪失  

S3 基準を下回ったため範囲から除外された事業体(注１.b参照)D3 Klepierre Groupは、2012年３月14日までは当グループの完全

子会社であったが、その後BNPパリバ・グループが持分の一部

を売却したため、現時点では持分法により連結されている(注

８.dを参照)。

S4 合併ならびに資産および負債の全移転  

議決権持分または所有持分の変動(V)  

V1 追加取得  

V2 一部売却   

V3 希薄化   

V4 割合の増加   

    

連結のプルデンシャル・スコープ

(1)CRBF規則2000.03の第4.1条に従い、連結グループの範囲内で規制上の監視が行われるフランスの子会社

(2)連結のプルデンシャル・スコープから除外された会社

(3)プルデンシャル目的で持分法に基づいて連結された会社

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

476/792



 

会社名 国名

2012/12/31 2011/12/31

連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照

リーシング・ソリューション(続き)            

Artegy フランス 連結  100%76.7%V2 連結  100%84.5% 

Barloword Heftruck BV オランダ 持分法  50.0%38.4%V2 持分法  50.0%42.2% 

BNP Paribas Finansal Kiralama ASトルコ 連結  100%75.8%V2 連結  100%83.2%V3

BNP Paribas Lease Group BPLGフランス 連結 (1)100%76.7%V2 連結 (1)100%84.5% 

BNP Paribas Lease Group (Rentals) Ltd.英国 連結  100%76.7%V2 連結  100%84.5% 

BNP Paribas Lease Group BV オランダ          S4

BNP Paribas Lease Group IFN SAルーマニア 持分法*  100%76.7%V2 持分法*  100%84.5%E1

BNP Paribas Lease Group KFT ハンガリー 持分法*  100%76.7%V2 持分法*  100%84.5%D1

BNP Paribas Lease Group Leasing Solutions

SPA
イタリア 連結  100%93.9%V2 連結  100%95.9% 

BNP Paribas Lease Group Lizing RTハンガリー 持分法*  100%76.7%V2 持分法*  100%84.5%D1

BNP Paribas Lease Group Luxembourg SAルクセンブルク 連結  100%53.4%V2 連結  100%84.5% 

BNP Paribas Lease Group Netherlands BV オランダ 連結  100%76.7%V2 連結  100%84.5% 

BNP Paribas Lease Group Polska SP z.o.o ポーランド 持分法*  100%76.7%V2 持分法*  100%84.5%D1

BNP Paribas Lease Group PLC 英国 連結  100%76.7%V2 連結  100%84.5% 

BNP Paribas Lease Group SA Belgium ベルギー 連結  100%76.7%V2 連結  100%84.5% 

BNP Paribas Leasing Solutionsルクセンブルク 連結  100%76.7%V2 連結  100%84.5% 

BNP Paribas Leasing Solutions Immobilier

Suisse (旧Fortis Lease Immobilier Suisse)
スイス 持分法*  100%76.7%V2 持分法*  100%84.5%D1

BNP Paribas Leasing Solutions Ltd. (旧H.F.

G.L Ltd.)
英国 連結  100%76.7%V2 連結  100%84.5% 

BNP Paribas Leasing Solutions NVオランダ 連結  100%76.7%V2 連結  100%84.5% 

BNP Paribas Leasing Solutions Suisse SAスイス 持分法*  100%76.7%V2&D1連結  100%84.5% 

Claas Financial Servicesフランス 連結 (1)60.1%46.1%V2 連結 (1)60.1%50.8% 

Claas Financial Services Inc. 米国 連結  100%46.1%V2 連結  100%50.8% 

Claas Financial Services Ltd. 英国 連結  51.0%39.1%V2 連結  51.0%43.1% 

CNH Capital Europe フランス 連結 (1)50.1%38.4%V2 連結 (1)50.1%42.3% 

CNH Capital Europe BV オランダ 連結  100%38.4%V2 連結  100%42.3% 

CNH Capital Europe GmbH オーストリア 連結  100%38.4%V2 連結  100%42.3% 

CNH Capital Europe Ltd. 英国 連結  100%38.4%V2 連結  100%42.3% 

Commercial Vehicle Finance Ltd.英国 連結  100%76.7%V2 連結  100%84.5% 

Dialcard Fleet Services Ltd.英国          S1

 

連結の範囲の変更

新たに連結の範囲に含まれた事業体(E)   

E1 当グループが定めている基準を上回った(注１.b参照) * 持分法による簡易連結(重要でない会社)(注１.b参照)

E2 設立   

E3 取得または支配の変更 その他

連結の範囲から除外された事業体(S) D1 議決権持分または所有持分の変動と無関係な連結方法の変更

S1 廃業(解散、清算を含む) D2 111社の建設／販売会社(不動産関連プログラム実施会社)。内、

103社は全部連結会社で、８社は比例連結会社である。S2 売却、支配権喪失または重要な影響力の喪失  

S3 基準を下回ったため範囲から除外された事業体(注１.b参照)D3 Klepierre Groupは、2012年３月14日までは当グループの完全

子会社であったが、その後BNPパリバ・グループが持分の一部

を売却したため、現時点では持分法により連結されている(注

８.dを参照)。

S4 合併ならびに資産および負債の全移転  

議決権持分または所有持分の変動(V)  

V1 追加取得  

V2 一部売却   

V3 希薄化   

V4 割合の増加   

    

連結のプルデンシャル・スコープ

(1)CRBF規則2000.03の第4.1条に従い、連結グループの範囲内で規制上の監視が行われるフランスの子会社

(2)連結のプルデンシャル・スコープから除外された会社

(3)プルデンシャル目的で持分法に基づいて連結された会社
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ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書
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会社名 国名

2012/12/31 2011/12/31

連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照

リーシング・ソリューション(続き)            

Diamond Finance UK Ltd.英国          S1

Equipment Lease BV オランダ 連結  100%76.7%V2 連結  100%84.5% 

ES-Finance ベルギー 連結  100%74.9%V2 連結  100%84.5% 

Fortis Energy Leasing XI BVオランダ 連結  100%76.7%V2 連結  100%84.5% 

Fortis Energy Leasing X2 BVオランダ 連結  100%76.7%V2 連結  100%84.5% 

Fortis Energy Leasing X3 BVオランダ          S2

Fortis Energy Leasing XIV BVオランダ 連結  100%76.7%V2 連結  100%84.5% 

Fortis Lease Belgium ベルギー 連結  100%76.7%V2 連結  100%84.5% 

Fortis Lease (France) フランス 連結 (1)100%76.7%V2 連結 (1)100%84.5% 

Fortis Lease Car & Truckベルギー 連結  100%76.7%V2 連結  100%84.5% 

Fortis Lease Czech チェコ共和国          S2

Fortis Lease Deutschland GmbHドイツ 持分法*  100%76.7%V2 持分法*  100%84.5%D1

Fortis Lease Group Servicesベルギー     V2&S3連結  100%84.5% 

Fortis Lease Hungaria Equipment Financing

Financial Leasing Company
ハンガリー     S3 持分法*  100%84.5% 

Fortis Lease Hungaria Vehicle Financing

Financial Leasing Company
ハンガリー     S3 持分法*  100%84.5% 

Fortis Lease Iberia SA スペイン 持分法*  100%76.3%V2 持分法*  100%82.4%D1

Fortis Lease Operativ Lizing Zartkoruen

Mukodo Reszvenytarsasag
ハンガリー 持分法*  100%76.7%V2 持分法*  100%84.5% 

Fortis Lease Polska Sp.z.o.o.ポーランド 連結  100%74.9% 連結  100%74.9%V2

Fortis Lease Portugal ポルトガル 持分法*  100%76.7%V2 持分法*  100%84.5%D1

Fortis Lease Romania IFN SAルーマニア 持分法*  100%76.7%V2 持分法*  100%84.5%D1

Fortis Lease SPA イタリア          S4

Fortis Lease UK Ltd. 英国 連結  100%76.7%V2 連結  100%84.5% 

Fortis Lease UK (1) Ltd.英国     S3 持分法*  100%84.5%D1

Fortis Lease UK Retail Ltd.英国 連結  100%76.7%V2 連結  100%84.5% 

Fortis Vastgoedlease BVオランダ 連結  100%76.7%V2 連結  100%84.5% 

Hans Van Driel Rental BV (旧AFL Lease BV)オランダ     S2 連結  100%84.5% 

H.F.G.L Ltd. (旧BNP Paribas Leasing

Solutions Ltd.)
英国 連結  100%76.7%V2 連結  100%84.5% 

Humberclyde Commercial Investments Ltd.英国 連結  100%76.7%V2 連結  100%84.5% 

 

連結の範囲の変更

新たに連結の範囲に含まれた事業体(E)   

E1 当グループが定めている基準を上回った(注１.b参照) * 持分法による簡易連結(重要でない会社)(注１.b参照)

E2 設立   

E3 取得または支配の変更 その他

連結の範囲から除外された事業体(S) D1 議決権持分または所有持分の変動と無関係な連結方法の変更

S1 廃業(解散、清算を含む) D2 111社の建設／販売会社(不動産関連プログラム実施会社)。内、

103社は全部連結会社で、８社は比例連結会社である。S2 売却、支配権喪失または重要な影響力の喪失  

S3 基準を下回ったため範囲から除外された事業体(注１.b参照)D3 Klepierre Groupは、2012年３月14日までは当グループの完全

子会社であったが、その後BNPパリバ・グループが持分の一部

を売却したため、現時点では持分法により連結されている(注

８.dを参照)。

S4 合併ならびに資産および負債の全移転  

議決権持分または所有持分の変動(V)  

V1 追加取得  

V2 一部売却   

V3 希薄化   

V4 割合の増加   

    

連結のプルデンシャル・スコープ

(1)CRBF規則2000.03の第4.1条に従い、連結グループの範囲内で規制上の監視が行われるフランスの子会社

(2)連結のプルデンシャル・スコープから除外された会社

(3)プルデンシャル目的で持分法に基づいて連結された会社
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有価証券報告書
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会社名 国名

2012/12/31 2011/12/31

連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照

リーシング・ソリューション(続き)            

Humberclyde Commercial Investments N° 1 Ltd.英国 連結  100%76.7%V2 連結  100%84.5% 

Humberclyde Commercial Investments N° 4 Ltd.英国          S1

Humberclyde Finance Ltd.英国     S1 連結  100%84.5% 

Humberclyde Industrial Finance Ltd.英国     S1 連結  100%84.5% 

JCB Finance フランス 連結 (1)100%38.4%V2 連結 (1)100%42.3% 

JCB Finance Holdings Ltd.英国 連結  50.1%38.4%V2 連結  50.1%42.3% 

Locatrice Italiana SPA イタリア 持分法*  100%93.9%V2 持分法*  100%95.9%D1

Manitou Finance Ltd. 英国 連結  51.0%39.1%V2 連結  51.0%43.1% 

MFF フランス 連結 (1)51.0%39.1%V2 連結 (1)51.0%43.1% 

Natiocrédibail フランス 連結 (1)100%100%V1 連結 (1)100%84.5% 

Natiocrédimurs フランス 連結 (1)100%100%V1 連結 (1)100%84.5% 

Natioénergie フランス 連結 (1)100%100%V1 連結 (1)100%84.5% 

Paricomi 2 フランス     S3 連結  100%100% 

Same Deutz Fahr Finance Ltd.英国 連結  100%76.7%V2 連結  100%84.5% 

Same Deutz-Fahr Financeフランス 連結 (1)100%76.7%V2 連結 (1)100%84.5% 

SREI Equipement Finance Private Ltd.インド 比例連結  50.0%38.4%V2比例連結  50.0%42.2% 

TEB Finansal Kiralama ASトルコ          S4

UFB Asset Finance Ltd. 英国     S1 連結  100%84.5% 

特別目的会社            

Vela Lease SRL イタリア 連結  - -  連結  - -  

            

パーソナル・インベスターズ            

B*Capital フランス 連結 (1)100%99.9% 連結 (1)100%99.9% 

Cortal Consors フランス 連結 (1)100%100% 連結 (1)100%100% 

Geojit BNP Paribas Financial Services Ltd -

Groupe
インド 比例連結  33.6%33.6% 比例連結  33.6%33.6% 

Geojit Technologies Private Ltd.インド 連結  56.8%56.8% 連結  56.8%56.8% 

Portzamparc Gestion フランス 連結  100%51.0% 連結  100%51.0% 

Portzamparc société de Bourseフランス 連結 (1)51.0%51.0% 連結 (1)51.0%51.0% 

 

連結の範囲の変更

新たに連結の範囲に含まれた事業体(E)   

E1 当グループが定めている基準を上回った(注１.b参照) * 持分法による簡易連結(重要でない会社)(注１.b参照)

E2 設立   

E3 取得または支配の変更 その他

連結の範囲から除外された事業体(S) D1 議決権持分または所有持分の変動と無関係な連結方法の変更

S1 廃業(解散、清算を含む) D2 111社の建設／販売会社(不動産関連プログラム実施会社)。内、

103社は全部連結会社で、８社は比例連結会社である。S2 売却、支配権喪失または重要な影響力の喪失  

S3 基準を下回ったため範囲から除外された事業体(注１.b参照)D3 Klepierre Groupは、2012年３月14日までは当グループの完全

子会社であったが、その後BNPパリバ・グループが持分の一部

を売却したため、現時点では持分法により連結されている(注

８.dを参照)。

S4 合併ならびに資産および負債の全移転  

議決権持分または所有持分の変動(V)  

V1 追加取得  

V2 一部売却   

V3 希薄化   

V4 割合の増加   

    

連結のプルデンシャル・スコープ

(1)CRBF規則2000.03の第4.1条に従い、連結グループの範囲内で規制上の監視が行われるフランスの子会社

(2)連結のプルデンシャル・スコープから除外された会社

(3)プルデンシャル目的で持分法に基づいて連結された会社

 

前へ　　　次へ

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

479/792



 

会社名 国名

2012/12/31 2011/12/31

連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照

BNPパリバ・パーソナル・ファイナンス            

Alpha Crédit SA ベルギー 連結  100%74.9% 連結  100%74.9% 

Axa Banque Financement フランス 持分法  35.0%35.0% 持分法  35.0%35.0% 

Banco BGN SA ブラジル 連結  100%100% 連結  100%100% 

Banco BNP Paribas Personal Finance SAポルトガル 連結  100%100% 連結  100%100% 

Banco Cetelem Argentina SAアルゼンチン 連結  100%100% 連結  100%100% 

Banco Cetelem SA スペイン 連結  100%100% 連結  100%100% 

Banco de Servicios Financieros SAアルゼンチン 持分法  39.9%39.9% 持分法  39.9%39.9%E1

BGN Mercantil E Servicos Limitadaブラジル 持分法*  100%100%E1      

Bieffe 5 SPA イタリア 連結  100%100% 連結  100%100%V1

BNP Paribas Personal Financeフランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Personal Finance EADブルガリア 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Personal Finance BVオランダ 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Personal Finance SA de CV メキシコ 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Vostok LLC ロシア 持分法  30.0%30.0%V2 連結  100%100% 

Cafineo フランス 連結 (1)51.0%50.8% 連結 (1)51.0%50.8% 

Carrefour Banque フランス 持分法  39.2%39.2% 持分法  39.2%39.2% 

Carrefour Promotora de Vendas e Participa

çoes (CPVP) Limitada
ブラジル     S2 持分法  40.0%40.0% 

Cetelem Algérie アルジェリア 持分法*  100%100%D1 連結  100%100% 

Cetelem America Ltda ブラジル 連結  100%100% 連結  100%100% 

Cetelem Benelux BV オランダ     S1 連結  100%100% 

Cetelem Brasil SA ブラジル 連結  100%100% 連結  100%100% 

Cetelem CR AS チェコ共和国 連結  100%100% 連結  100%100% 

Cetelem IFN ルーマニア 連結  100%100% 連結  100%100% 

Cetelem Latin America Holding Participaç

oes Ltda 
ブラジル 連結  100%100% 連結  100%100% 

Cetelem Slovensko AS スロバキア 連結  100%100% 連結  100%100% 

Cetelem Thailande タイ          S2

CMV Médiforce フランス 連結 (1)100%100% 連結 (1)100%100% 

Cofica Bail フランス 連結 (1)100%100% 連結 (1)100%100% 

Cofiplan フランス 連結 (1)100%100% 連結 (1)100%100% 

 

連結の範囲の変更

新たに連結の範囲に含まれた事業体(E)   

E1 当グループが定めている基準を上回った(注１.b参照) * 持分法による簡易連結(重要でない会社)(注１.b参照)

E2 設立   

E3 取得または支配の変更 その他

連結の範囲から除外された事業体(S) D1 議決権持分または所有持分の変動と無関係な連結方法の変更

S1 廃業(解散、清算を含む) D2 111社の建設／販売会社(不動産関連プログラム実施会社)。内、

103社は全部連結会社で、８社は比例連結会社である。S2 売却、支配権喪失または重要な影響力の喪失  

S3 基準を下回ったため範囲から除外された事業体(注１.b参照)D3 Klepierre Groupは、2012年３月14日までは当グループの完全

子会社であったが、その後BNPパリバ・グループが持分の一部

を売却したため、現時点では持分法により連結されている(注

８.dを参照)。

S4 合併ならびに資産および負債の全移転  

議決権持分または所有持分の変動(V)  

V1 追加取得  

V2 一部売却   

V3 希薄化   

V4 割合の増加   

    

連結のプルデンシャル・スコープ

(1)CRBF規則2000.03の第4.1条に従い、連結グループの範囲内で規制上の監視が行われるフランスの子会社

(2)連結のプルデンシャル・スコープから除外された会社

(3)プルデンシャル目的で持分法に基づいて連結された会社

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

480/792



 

会社名 国名

2012/12/31 2011/12/31

連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照

BNPパリバ・パーソナル・ファイナンス(続き)            

Commerz Finanz ドイツ 連結  50.1%50.1% 連結  50.1%50.1% 

Cosimo フランス 連結  100%100% 連結  100%100%E1

Credirama SPA イタリア 持分法*  51.0%51.0% 持分法*  51.0%51.0%V1&D1

Credisson Holding Ltd. キプロス     S1 連結  100%100% 

Crédit Moderne Antilles Guyaneフランス 連結 (1)100%100% 連結 (1)100%100% 

Crédit Moderne Océan Indienフランス 連結 (1)97.8%97.8% 連結 (1)97.8%97.8% 

Direct Services ブルガリア 連結  100%100% 連結  100%100% 

Domofinance フランス 連結 (1)55.0%55.0% 連結 (1)55.0%55.0% 

Effico フランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

Effico Iberia SA スペイン 連結  100%100% 連結  100%100% 

Effico Portugal ポルトガル 持分法*  100%100% 持分法*  100%100% 

Eos Aremas Belgium SA ベルギー 持分法  50.0%37.4% 持分法  50.0%37.4% 

Eurocredito EFC SA スペイン 連結  100%100% 連結  100%100% 

Facet フランス 連結 (1)100%100% 連結 (1)100%100% 

Fidem フランス 連結 (1)51.0%51.0% 連結 (1)51.0%51.0% 

Fimestic Expansion SA スペイン 連結  100%100% 連結  100%100% 

Finalia ベルギー 連結  100%74.9%V1 連結  51.0%38.2% 

Findomestic Banca SPA イタリア 連結  100%100% 連結  100%100%V1

Findomestic Banka AD セルビア 連結  100%100% 連結  100%100%V1

LaSer - Cofinoga (Groupe)フランス 比例連結  50.0%50.0% 比例連結  50.0%50.0% 

Leval 20 フランス 連結  100%100%E1      

Loisirs Finance フランス 連結 (1)51.0%51.0% 連結 (1)51.0%51.0% 

Magyar Cetelem Bank Zrt.ハンガリー 連結  100%100% 連結  100%100% 

Natixis Financement フランス     S2 持分法  33.0%33.0% 

Nissan Finance Belgium NVベルギー 連結  100%75.4%V2 連結  100%77.3% 

Norrsken Finance フランス 連結 (1)51.0%51.0% 連結 (1)51.0%51.0% 

Prestacomer SA de CV メキシコ 連結  100%100% 連結  100%100% 

Prêts et Services SAS フランス 連結 (1)100%100% 連結 (1)100%100% 

Projeo フランス 連結 (1)51.0%51.0% 連結 (1)51.0%51.0% 

 

連結の範囲の変更

新たに連結の範囲に含まれた事業体(E)   

E1 当グループが定めている基準を上回った(注１.b参照) * 持分法による簡易連結(重要でない会社)(注１.b参照)

E2 設立   

E3 取得または支配の変更 その他

連結の範囲から除外された事業体(S) D1 議決権持分または所有持分の変動と無関係な連結方法の変更

S1 廃業(解散、清算を含む) D2 111社の建設／販売会社(不動産関連プログラム実施会社)。内、

103社は全部連結会社で、８社は比例連結会社である。S2 売却、支配権喪失または重要な影響力の喪失  

S3 基準を下回ったため範囲から除外された事業体(注１.b参照)D3 Klepierre Groupは、2012年３月14日までは当グループの完全

子会社であったが、その後BNPパリバ・グループが持分の一部

を売却したため、現時点では持分法により連結されている(注

８.dを参照)。

S4 合併ならびに資産および負債の全移転  

議決権持分または所有持分の変動(V)  

V1 追加取得  

V2 一部売却   

V3 希薄化   

V4 割合の増加   

    

連結のプルデンシャル・スコープ

(1)CRBF規則2000.03の第4.1条に従い、連結グループの範囲内で規制上の監視が行われるフランスの子会社

(2)連結のプルデンシャル・スコープから除外された会社

(3)プルデンシャル目的で持分法に基づいて連結された会社

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

481/792



 

会社名 国名

2012/12/31 2011/12/31

連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照

BNPパリバ・パーソナル・ファイナンス(続き)            

Servicios Financieros Carrefour EFC スペイン 持分法  37.3%39.9% 持分法  37.3%39.9% 

Submarino Finance Promotora de Credito

Limitada 
ブラジル     S2比例連結  50.0%50.0% 

Sundaram Home Finance Ltd.インド 持分法*  49.9%49.9% 持分法*  49.9%49.9%D1

TEB Tuketici Finansman ASトルコ 連結  92.8%91.0% 連結  92.8%91.0%V1

UCB Ingatlanhitel RT ハンガリー 連結  100%100% 連結  100%100% 

UCB Suisse スイス 連結  100%100% 連結  100%100% 

Union de Creditos Inmobiliarios - UCI

(Groupe) 
スペイン 比例連結  50.0%50.0% 比例連結  50.0%50.0% 

Von Essen GmbH & Co. KG Bankgesellschaftドイツ 連結  100%74.9% 連結  100%74.9% 

特別目的会社            

Autonoria 2012-1 et 2 フランス 連結  - - E2      

Domos 2011 - A et B フランス 連結  - -  連結  - - E2

FCC Retail ABS Finance - Noria 2008 フランス     S1 連結  - -  

FCC Retail ABS Finance - Noria 2009 フランス 連結  - -  連結  - -  

FCC Domos 2008 フランス 連結  - -  連結  - -  

FCC Master Domos フランス     S1 連結  - -  

FCC Master Domos 5 フランス          S1

FCC U.C.I 5 -18 スペイン 比例連結  - -  比例連結  - -  

FCC U.C.I 19 スペイン          S1

Fundo de Investimento EM Direitos Creditorios

BGN Life 
ブラジル 連結  - -  連結  - -  

Fundo de Investimento EM Direitos Creditorios

BGN Premium 
ブラジル     S1 連結  - -  

Phedina Hypotheken 2010 BVオランダ 連結  - -  連結  - -  

Phedina Hypotheken 2011-I BVオランダ 連結  - -  連結  - - E2

Viola Finanza SRL イタリア 連結  - -  連結  - -  

 

連結の範囲の変更

新たに連結の範囲に含まれた事業体(E)   

E1 当グループが定めている基準を上回った(注１.b参照) * 持分法による簡易連結(重要でない会社)(注１.b参照)

E2 設立   

E3 取得または支配の変更 その他

連結の範囲から除外された事業体(S) D1 議決権持分または所有持分の変動と無関係な連結方法の変更

S1 廃業(解散、清算を含む) D2 111社の建設／販売会社(不動産関連プログラム実施会社)。内、

103社は全部連結会社で、８社は比例連結会社である。S2 売却、支配権喪失または重要な影響力の喪失  

S3 基準を下回ったため範囲から除外された事業体(注１.b参照)D3 Klepierre Groupは、2012年３月14日までは当グループの完全

子会社であったが、その後BNPパリバ・グループが持分の一部

を売却したため、現時点では持分法により連結されている(注

８.dを参照)。

S4 合併ならびに資産および負債の全移転  

議決権持分または所有持分の変動(V)  

V1 追加取得  

V2 一部売却   

V3 希薄化   

V4 割合の増加   

    

連結のプルデンシャル・スコープ

(1)CRBF規則2000.03の第4.1条に従い、連結グループの範囲内で規制上の監視が行われるフランスの子会社

(2)連結のプルデンシャル・スコープから除外された会社

(3)プルデンシャル目的で持分法に基づいて連結された会社

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

482/792



 

会社名 国名

2012/12/31 2011/12/31

連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照

国際リテール・バンキング業務            

リテール・バンキング－米国            

1897 Services Corporation 米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

521 South Seventh Street LLC米国     S1 連結  69.2%69.2% 

BancWest Corporation 米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

Bancwest Investment Services, Inc. 米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

Bank of the West Business Park Association

LLC 
米国 連結  38.0%38.0% 連結  38.0%38.0% 

Bank of the West 米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

Bishop Street Capital Management Corporation 米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

BW Insurance Agency, Inc. 米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

BW Leasing, Inc. 米国     S1 連結  100%100% 

Center Club, Inc. 米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

CFB Community Development Corporation 米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

Claas Financial Services LLC 米国 連結  75.9%62.5%V2 連結  75.9%63.6% 

Commercial Federal Affordable Housing, Inc. 米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

Commercial Federal Community Development

Corporation 
米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

Commercial Federal Insurance Corporation 米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

Commercial Federal Investments Services, Inc.米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

Commercial Federal Realty Investors

Corporation 
米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

Commercial Federal Service Corporation 米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

Community Service, Inc. 米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

Equity Lending Inc. 米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

Essex Credit Corporation 米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

FHB Guam Trust Co. 米国 連結  100%100% 連結  100%100%E2

FHL Lease Holding Company Inc. 米国     S1 連結  100%100% 

FHL SPC One, Inc. 米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

First Bancorp 米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

First Hawaïan Bank 米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

First Hawaiian Leasing, Inc. 米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

 

連結の範囲の変更

新たに連結の範囲に含まれた事業体(E)   

E1 当グループが定めている基準を上回った(注１.b参照) * 持分法による簡易連結(重要でない会社)(注１.b参照)

E2 設立   

E3 取得または支配の変更 その他

連結の範囲から除外された事業体(S) D1 議決権持分または所有持分の変動と無関係な連結方法の変更

S1 廃業(解散、清算を含む) D2 111社の建設／販売会社(不動産関連プログラム実施会社)。内、

103社は全部連結会社で、８社は比例連結会社である。S2 売却、支配権喪失または重要な影響力の喪失  

S3 基準を下回ったため範囲から除外された事業体(注１.b参照)D3 Klepierre Groupは、2012年３月14日までは当グループの完全

子会社であったが、その後BNPパリバ・グループが持分の一部

を売却したため、現時点では持分法により連結されている(注

８.dを参照)。

S4 合併ならびに資産および負債の全移転  

議決権持分または所有持分の変動(V)  

V1 追加取得  

V2 一部売却   

V3 希薄化   

V4 割合の増加   

    

連結のプルデンシャル・スコープ

(1)CRBF規則2000.03の第4.1条に従い、連結グループの範囲内で規制上の監視が行われるフランスの子会社

(2)連結のプルデンシャル・スコープから除外された会社

(3)プルデンシャル目的で持分法に基づいて連結された会社

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

483/792



 

会社名 国名

2012/12/31 2011/12/31

連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照

リテール・バンキング－米国(続き)            

First National Bancorporation 米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

First Santa Clara Corporation 米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

Liberty Leasing Company 米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

Mountain Falls Acquisition Corporation米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

Real Estate Delivery 2 Inc. 米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

The Bankers Club, Inc. 米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

Ursus Real estate inc 米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

特別目的会社            

Commercial Federal Capital Trust 2 米国 連結  - -  連結  - -  

Commercial Federal Capital Trust 3 米国          S1

C-One Leasing LLC 米国          S2

Equipment Lot Bombardier 1997A-FH米国 連結  - -  連結  - - E1

Equipment Lot FH 米国 連結  - -  連結  - - E1

Equipment Lot Siemens 1997A-FH米国 連結  - -  連結  - - E1

Equipment Lot Siemens 1998A-FH米国 連結  - -  連結  - - E1

First Hawaiian Capital 1 米国 連結  - -  連結  - -  

FTS Acquisitions LLC 米国 連結  - -  連結  - -  

Glendale Corporate Center Acquisition LLC米国 連結  - -  連結  - -  

LACMTA Rail Statutory Trust (FH1)米国 連結  - -  連結  - - E1

Laveen Village Center Acquisition LLC米国 連結  - -  連結  - -  

Lexington Blue LLC 米国 持分法*  - -  持分法*  - - E1

MNCRC Equipement Lot 米国 連結  - -  連結  - - E1

NYCTA Equipement Lot 米国 連結  - -  連結  - - E1

Riverwalk Village Three Holdings LLC米国 連結  - -  連結  - -  

Santa Rita Townhomes Acquisition LLC米国 連結  - -  連結  - -  

Southwest Airlines 1993 Trust N363SW米国 連結  - -  連結  - - E1

ST 2001 FH-1 米国 連結  - -  連結  - - E1

SWB 98-1 米国     S1 連結  - - E1

SWB 99-1 米国 連結  - -  連結  - - E1

VTA 1998-FH 米国 連結  - -  連結  - - E1

 

連結の範囲の変更

新たに連結の範囲に含まれた事業体(E)   

E1 当グループが定めている基準を上回った(注１.b参照) * 持分法による簡易連結(重要でない会社)(注１.b参照)

E2 設立   

E3 取得または支配の変更 その他

連結の範囲から除外された事業体(S) D1 議決権持分または所有持分の変動と無関係な連結方法の変更

S1 廃業(解散、清算を含む) D2 111社の建設／販売会社(不動産関連プログラム実施会社)。内、

103社は全部連結会社で、８社は比例連結会社である。S2 売却、支配権喪失または重要な影響力の喪失  

S3 基準を下回ったため範囲から除外された事業体(注１.b参照)D3 Klepierre Groupは、2012年３月14日までは当グループの完全

子会社であったが、その後BNPパリバ・グループが持分の一部

を売却したため、現時点では持分法により連結されている(注

８.dを参照)。

S4 合併ならびに資産および負債の全移転  

議決権持分または所有持分の変動(V)  

V1 追加取得  

V2 一部売却   

V3 希薄化   

V4 割合の増加   

    

連結のプルデンシャル・スコープ

(1)CRBF規則2000.03の第4.1条に従い、連結グループの範囲内で規制上の監視が行われるフランスの子会社

(2)連結のプルデンシャル・スコープから除外された会社

(3)プルデンシャル目的で持分法に基づいて連結された会社

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

484/792



 

会社名 国名

2012/12/31 2011/12/31

連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照

特別目的会社(続き)            

1997-LRV-FH 米国 連結  - -  連結  - - E1

1999-FH-1 (SNCF) 米国     S1 連結  - - E1

1999-FH-2 (SNCF) 米国     S1 連結  - - E1

            

欧州・地中海沿岸諸国            

Banque de Nankin 中国 持分法  14.7%14.7%V1 持分法  12.7%12.7% 

Banque du Sahara LSC リビア          S2

Banque Internationale du Commerce et de

l'Industrie Burkina Faso 
ブルキナファソ 連結  51.0%51.0% 連結  51.0%51.0% 

Banque Internationale du Commerce et de

l'Industrie Cote d'Ivoire 
コートジボワール 連結  59.8%59.8% 連結  59.8%59.8% 

Banque Internationale du Commerce et de

l'Industrie Gabon 
ガボン 持分法  46.7%46.7% 持分法  46.7%46.7% 

Banque Internationale du Commerce et de

l'Industrie Guinée 
ギニア 持分法  30.8%30.8% 持分法  30.8%30.8% 

Banque Internationale du Commerce et de

l'Industrie Mali 
マリ 連結  85.0%85.0% 連結  85.0%85.0% 

Banque Internationale du Commerce et de

l'Industrie Senegal 
セネガル 連結  54.1%54.1% 連結  54.1%54.1% 

Banque Malgache de l'Ocean Indien マダガスカル          S2

Banque Marocaine du Commerce et de

l'Industrie 
モロッコ 連結  67.0%67.0% 連結  66.7%66.7% 

Banque Marocaine du Commerce et de

l'Industrie Assurance
モロッコ 持分法*  100%67.0% 持分法*  100%66.7%E1

Banque Marocaine du Commerce et de

l'Industrie Crédit Conso 
モロッコ          S4

Banque Marocaine du Commerce et de

l'Industrie Crédit Conso (旧Cetelem Maroc)
モロッコ 連結  99.9%66.9% 連結  99.9%66.7%V3

Banque Marocaine du Commerce et de

l'Industrie Gestion 
モロッコ 持分法*  100%67.0% 持分法*  100%66.7% 

Banque Marocaine du Commerce et de

l'Industrie Leasing 
モロッコ 連結  72.0%48.3% 連結  72.0%48.1% 

Banque Marocaine du Commerce et de

l'Industrie Offshore 
モロッコ 連結  100%67.0% 連結  100%66.7% 

BNP Intercontinentale ‒ BNPI フランス 連結 (1)100%100% 連結 (1)100%100% 

BNP Paribas Bank Polska SAポーランド 連結  100%74.9% 連結  100%74.8% 

 

連結の範囲の変更

新たに連結の範囲に含まれた事業体(E)   

E1 当グループが定めている基準を上回った(注１.b参照) * 持分法による簡易連結(重要でない会社)(注１.b参照)

E2 設立   

E3 取得または支配の変更 その他

連結の範囲から除外された事業体(S) D1 議決権持分または所有持分の変動と無関係な連結方法の変更

S1 廃業(解散、清算を含む) D2 111社の建設／販売会社(不動産関連プログラム実施会社)。内、

103社は全部連結会社で、８社は比例連結会社である。S2 売却、支配権喪失または重要な影響力の喪失  

S3 基準を下回ったため範囲から除外された事業体(注１.b参照)D3 Klepierre Groupは、2012年３月14日までは当グループの完全

子会社であったが、その後BNPパリバ・グループが持分の一部

を売却したため、現時点では持分法により連結されている(注

８.dを参照)。

S4 合併ならびに資産および負債の全移転  

議決権持分または所有持分の変動(V)  

V1 追加取得  

V2 一部売却   

V3 希薄化   

V4 割合の増加   

    

連結のプルデンシャル・スコープ

(1)CRBF規則2000.03の第4.1条に従い、連結グループの範囲内で規制上の監視が行われるフランスの子会社

(2)連結のプルデンシャル・スコープから除外された会社

(3)プルデンシャル目的で持分法に基づいて連結された会社

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

485/792



 

会社名 国名

2012/12/31 2011/12/31

連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照

欧州・地中海沿岸諸国(続き)            

BNP Paribas BDDI Participations フランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas El Djazair アルジェリア 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Fortis Yatirimlar Holding ASトルコ 連結  100%74.9% 連結  100%74.9% 

BNP Paribas SAE エジプト 連結  95.2%95.2% 連結  95.2%95.2% 

BNP Paribas Yatirimlar Holding Anonim Sirketiトルコ 連結  100%100% 連結  100%100%E2

Dominet SA ポーランド 連結  100%74.9% 連結  100%74.9% 

Fortis Bank Anonim Sirketiトルコ          S4

Fortis Bank Malta Ltd. マルタ 持分法*  100%74.9% 持分法*  100%74.9%D1

Fortis Faktoring AS トルコ 持分法*  100%74.9% 持分法*  100%74.9%E3

Fortis Holding Malta BVオランダ 連結  100%74.9% 連結  100%74.9% 

Fortis Holding Malta Ltd.マルタ 連結  100%74.9% 連結  100%74.9% 

Fortis Portfoy Yonetimi ASトルコ          S4

Fortis Yatirim Menkul Degerler ASトルコ          S4

IC Axa Insurance ウクライナ 持分法*  49.8%49.8% 持分法*  49.7%49.7% 

IC Axa Ukraine ウクライナ     S4 持分法*  50.0%50.0% 

Orient Commercial Bank ベトナム 持分法  20.0%20.0% 持分法  20.0%20.0%V1

TEB Holding AS (Groupe)トルコ 比例連結  50.0%37.5% 比例連結  50.0%37.5% 

Ukrainian Leasing Companyウクライナ 持分法*  100%100% 持分法*  100%100%D1

UkrSibbank ウクライナ 連結  100%100% 連結  100%100% 

Union Bancaire pour le Commerce et

l'Industrie 
チュニジア 連結  50.0%50.0% 連結  50.0%50.0% 

特別目的会社            

K-Kollect LLC ウクライナ 連結  - -  連結  - - E2

 

連結の範囲の変更

新たに連結の範囲に含まれた事業体(E)   

E1 当グループが定めている基準を上回った(注１.b参照) * 持分法による簡易連結(重要でない会社)(注１.b参照)

E2 設立   

E3 取得または支配の変更 その他

連結の範囲から除外された事業体(S) D1 議決権持分または所有持分の変動と無関係な連結方法の変更

S1 廃業(解散、清算を含む) D2 111社の建設／販売会社(不動産関連プログラム実施会社)。内、

103社は全部連結会社で、８社は比例連結会社である。S2 売却、支配権喪失または重要な影響力の喪失  

S3 基準を下回ったため範囲から除外された事業体(注１.b参照)D3 Klepierre Groupは、2012年３月14日までは当グループの完全

子会社であったが、その後BNPパリバ・グループが持分の一部

を売却したため、現時点では持分法により連結されている(注

８.dを参照)。

S4 合併ならびに資産および負債の全移転  

議決権持分または所有持分の変動(V)  

V1 追加取得  

V2 一部売却   

V3 希薄化   

V4 割合の増加   

    

連結のプルデンシャル・スコープ

(1)CRBF規則2000.03の第4.1条に従い、連結グループの範囲内で規制上の監視が行われるフランスの子会社

(2)連結のプルデンシャル・スコープから除外された会社

(3)プルデンシャル目的で持分法に基づいて連結された会社

 

前へ　　　次へ

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

486/792



 

会社名 国名

2012/12/31 2011/12/31

連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照

資産運用および証券管理事業            

BNP Paribas Suisse SA スイス 連結  100%100% 連結  100%100% 

            

保険            

AG Insurance-Groupe ベルギー 持分法  25.0%18.7% 持分法  25.0%18.7% 

Antin Epargne Pension フランス          S4

BNP Paribas Assurance TCB Life Insurance

Company Ltd
台湾 持分法  49.0%49.0% 持分法  49.0%49.0% 

BNP Paribas Cardif フランス 連結 (3)100%100% 連結 (3)100%100% 

BNP Paribas Cardif BV (旧BNP Paribas

Assurance BV )
オランダ 連結 (3)100%100% 連結 (3)100%100% 

BNP Paribas Cardif Emeklilik Anonim Sirketiトルコ 持分法*  100%100% 持分法*  100%100%D1

BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen NV (

旧Cardif Levensverzekeringen NV)
オランダ 連結 (3)100%100% 連結 (3)100%100% 

BNP Paribas Cardif Pojistovna A.S (旧

Pojistovna Cardif Pro Vita A.S)
チェコ共和国 連結 (3)100%100% 連結 (3)100%100% 

BNP Paribas Cardif PSC Ltd. (旧Pinnacle

Underwriting Limited)
英国 持分法*  100%100% 持分法*  100%100%E1

BNP Paribas Cardif Seguros Generales SA (旧

Compania de Seguros Generales Cardif SA)
チリ 連結 (3)100%100% 連結 (3)100%100% 

BNP Paribas Cardif Seguros de Vida SA (旧

Compania de Seguros de Vida Cardif SA)
チリ 連結 (3)100%100% 連結 (3)100%100% 

BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di

Assicurazione E Riassicurazione S.P.A. (旧

BNL Vita SPA)

イタリア 連結 (3)100%100% 連結 (3)100%100%V1

Cardif Assicurazioni SPA イタリア 連結 (3)100%100% 連結 (3)100%100% 

Cardif Assurances Risques Diversフランス 連結 (3)100%100% 連結 (3)100%100% 

Cardif Assurance Vie フランス 連結 (3)100%100% 連結 (3)100%100% 

Cardif Biztosito Magyarorszag Zrtハンガリー 持分法*  100%100% 持分法*  100%100% 

Cardif Colombia Seguros Generales コロンビア 持分法*  100%100% 持分法*  100%100% 

Cardif del Peru Sa Compania de Segurosペルー 持分法*  100%100% 持分法*  100%100% 

Cardif do Brasil Vida e Previdencia SAブラジル 連結 (3)100%100% 連結 (3)100%100% 

Cardif do Brasil Seguros e Garantias ブラジル 連結 (3)100%100% 連結 (3)100%100% 

Cardif Forsakring AB スウェーデン 持分法*  100%100% 持分法*  100%100% 

Cardif Hayat Sigorta Anonim Sirketi トルコ 持分法*  100%100% 持分法*  100%100%D1

 

連結の範囲の変更

新たに連結の範囲に含まれた事業体(E)   

E1 当グループが定めている基準を上回った(注１.b参照) * 持分法による簡易連結(重要でない会社)(注１.b参照)

E2 設立   

E3 取得または支配の変更 その他

連結の範囲から除外された事業体(S) D1 議決権持分または所有持分の変動と無関係な連結方法の変更

S1 廃業(解散、清算を含む) D2 111社の建設／販売会社(不動産関連プログラム実施会社)。内、

103社は全部連結会社で、８社は比例連結会社である。S2 売却、支配権喪失または重要な影響力の喪失  

S3 基準を下回ったため範囲から除外された事業体(注１.b参照)D3 Klepierre Groupは、2012年３月14日までは当グループの完全

子会社であったが、その後BNPパリバ・グループが持分の一部

を売却したため、現時点では持分法により連結されている(注

８.dを参照)。

S4 合併ならびに資産および負債の全移転  

議決権持分または所有持分の変動(V)  

V1 追加取得  

V2 一部売却   

V3 希薄化   

V4 割合の増加   

    

連結のプルデンシャル・スコープ

(1)CRBF規則2000.03の第4.1条に従い、連結グループの範囲内で規制上の監視が行われるフランスの子会社

(2)連結のプルデンシャル・スコープから除外された会社

(3)プルデンシャル目的で持分法に基づいて連結された会社

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

487/792



 

会社名 国名

2012/12/31 2011/12/31

連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照

保険(続き)            

Cardif Holdings Inc. 米国     S3 連結 (3)100%100% 

Cardif Insurance Company ロシア 持分法*  100%100% 持分法*  100%100% 

Cardif I-Services フランス 持分法*  100%100% 持分法*  100%100%D1

Cardif Leven ベルギー 連結 (3)100%100% 連結 (3)100%100% 

Cardif Life Insurance Company米国          S2

Cardif Life Insurance Co. Ltd.韓国 連結 (3)85.0%85.0% 連結 (3)85.0%85.0% 

Cardif Lux Vie ルクセンブルク 連結 (3)66.7%51.1% 連結 (3)66.7%51.1%V3

Cardif Mexico Seguros de Vida SA de CVメキシコ 持分法*  100%100% 持分法*  100%100% 

Cardif Mexico Seguros Generales SA de CVメキシコ 持分法*  100%100% 持分法*  100%100% 

Cardif Nordic AB スウェーデン 連結 (3)100%100% 連結 (3)100%100% 

Cardif Pinnacle Insurance Holding PLC英国 連結 (3)100%100% 連結 (3)100%100% 

Cardif Pinnacle Insurance Management Services

PLC
英国 連結 (3)100%100% 連結 (3)100%100% 

Cardif Polska Towarzystwo Ubezpieczen na

Zycie SA
ポーランド 連結 (3)100%100% 連結 (3)100%100% 

Cardif Schadeverzekeringen NV オランダ 連結 (3)100%100% 連結 (3)100%100% 

Cardif Seguros SA アルゼンチン 連結 (3)100%100% 連結 (3)100%100% 

CB (UK) Ltd.(Fonds C) 英国 連結 (3)100%100% 連結 (3)100%100% 

Darnell Ltd. アイルランド 連結 (3)100%100% 連結 (3)100%100% 

F & B Insurance Holdings SA (Groupe)ベルギー 持分法  50.0%50.0% 持分法  50.0%50.0% 

Financial Telemarketing Services Ltd.英国 持分法*  100%100% 持分法*  100%100% 

Fortis Luxembourg - Vie SAルクセンブルク          S4

GIE BNP Paribas Cardif フランス 連結 (3)100%99.0% 連結 (3)100%99.0% 

Luizaseg ブラジル 持分法*  50.0%50.0% 持分法*  50.0%50.0%D1

Natio Assurance フランス 持分法*  50.0%50.0% 持分法*  50.0%50.0%D1

NCVP Participacoes Societarias SAブラジル 連結 (3)100%100% 連結 (3)100%100% 

Pinnacle Insurance PLC 英国 連結 (3)100%100% 連結 (3)100%100% 

Pocztylion Arka Powszechne Towarzystwo

Emerytalne SA
ポーランド 持分法  33.3%33.3% 持分法  33.3%33.3% 

Pojistovna Cardif Slovakia A.Sスロバキア 持分法*  100%100% 持分法*  100%100% 

Portes de Claye SCI フランス 持分法  45.0%57.2%E3      

Rueil Caudron SCI フランス     S3 連結 (3)100%100% 

 

連結の範囲の変更

新たに連結の範囲に含まれた事業体(E)   

E1 当グループが定めている基準を上回った(注１.b参照) * 持分法による簡易連結(重要でない会社)(注１.b参照)

E2 設立   

E3 取得または支配の変更 その他

連結の範囲から除外された事業体(S) D1 議決権持分または所有持分の変動と無関係な連結方法の変更

S1 廃業(解散、清算を含む) D2 111社の建設／販売会社(不動産関連プログラム実施会社)。内、

103社は全部連結会社で、８社は比例連結会社である。S2 売却、支配権喪失または重要な影響力の喪失  

S3 基準を下回ったため範囲から除外された事業体(注１.b参照)D3 Klepierre Groupは、2012年３月14日までは当グループの完全

子会社であったが、その後BNPパリバ・グループが持分の一部

を売却したため、現時点では持分法により連結されている(注

８.dを参照)。

S4 合併ならびに資産および負債の全移転  

議決権持分または所有持分の変動(V)  

V1 追加取得  

V2 一部売却   

V3 希薄化   

V4 割合の増加   

    

連結のプルデンシャル・スコープ

(1)CRBF規則2000.03の第4.1条に従い、連結グループの範囲内で規制上の監視が行われるフランスの子会社

(2)連結のプルデンシャル・スコープから除外された会社

(3)プルデンシャル目的で持分法に基づいて連結された会社

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

488/792



 

会社名 国名

2012/12/31 2011/12/31

連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照

保険(続き)            

Scoo SCI フランス 持分法  46.4%58.3%E1      

State Bank of India Life Insurance Company

Ltd.
インド 持分法  26.0%26.0% 持分法  26.0%26.0% 

特別目的会社            

Odysee SCI フランス 連結 (3)- -  連結 (3)- -  

            

資産管理(富裕層向け資産運用)            

Bank Insinger de Beaufort NV オランダ 連結  63.0%63.0% 連結  63.0%63.0% 

Bank Insinger de Beaufort Safe Custody NVオランダ     S3 連結  100%63.0% 

BNP Paribas Espana SA スペイン 連結  99.6%99.6% 連結  99.6%99.6% 

BNP Paribas Wealth Managementフランス 連結 (1)100%100% 連結 (1)100%100% 

BNP Paribas Wealth Management Monacoモナコ 連結 (1)100%100% 連結 (1)100%100% 

Conseil Investissement フランス 持分法*  100%100% 持分法*  100%100%D1

Fortis Wealth Management Hong Kong Ltd.香港          S2

Fundamentum Asset Management (FAM)ルクセンブルク     S3 連結  100%53.4% 

Insinger de Beaufort Asset Management AG スイス     S3 連結  100%31.5% 

Insinger de Beaufort Asset Management NV オランダ     S3 連結  100%63.0% 

Insinger de Beaufort Associates BVオランダ     S3 連結  100%63.0% 

Insinger de Beaufort Consulting BVオランダ     S3 連結  100%63.0% 

Klein Haneveld Consulting BV オランダ     S3 連結  100%63.0% 

Sodefi Holding AG スイス     S3 連結  50.0%31.5% 

Williams De Bröe Private Investment

Management Ltd. (旧BNP Paribas Private

Investment Management Ltd.)

英国          S2

            

インベストメント・パートナーズ            

Alfred Berg Administration A/Sデンマーク 連結  100%90.5% 連結  100%90.5% 

Alfred Berg Asset Management ABスウェーデン 連結  100%90.5% 連結  100%90.5% 

Alfred Berg Asset Management Services ABスウェーデン     S4 連結  100%90.5% 

Alfred Berg Fonder AB スウェーデン 連結  100%90.5% 連結  100%90.5% 

Alfred Berg Fondsmaeglerselskab A/Sデンマーク 連結  100%90.5% 連結  100%90.5% 

 

連結の範囲の変更

新たに連結の範囲に含まれた事業体(E)   

E1 当グループが定めている基準を上回った(注１.b参照) * 持分法による簡易連結(重要でない会社)(注１.b参照)

E2 設立   

E3 取得または支配の変更 その他

連結の範囲から除外された事業体(S) D1 議決権持分または所有持分の変動と無関係な連結方法の変更

S1 廃業(解散、清算を含む) D2 111社の建設／販売会社(不動産関連プログラム実施会社)。内、

103社は全部連結会社で、８社は比例連結会社である。S2 売却、支配権喪失または重要な影響力の喪失  

S3 基準を下回ったため範囲から除外された事業体(注１.b参照)D3 Klepierre Groupは、2012年３月14日までは当グループの完全

子会社であったが、その後BNPパリバ・グループが持分の一部

を売却したため、現時点では持分法により連結されている(注

８.dを参照)。

S4 合併ならびに資産および負債の全移転  

議決権持分または所有持分の変動(V)  

V1 追加取得  

V2 一部売却   

V3 希薄化   

V4 割合の増加   

    

連結のプルデンシャル・スコープ

(1)CRBF規則2000.03の第4.1条に従い、連結グループの範囲内で規制上の監視が行われるフランスの子会社

(2)連結のプルデンシャル・スコープから除外された会社

(3)プルデンシャル目的で持分法に基づいて連結された会社

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

489/792



 

会社名 国名

2012/12/31 2011/12/31

連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照

インベストメント・パートナーズ(続き)            

Alfred Berg Forvaltning ASノルウェー 連結  100%90.5% 連結  100%90.5% 

Alfred Berg Funds フィンランド 連結  100%90.5% 連結  100%90.5% 

Alfred Berg Kapitalförvaltning ABスウェーデン 連結  100%90.5% 連結  100%90.5% 

Alfred Berg Kapitalforvaltning ASノルウェー 連結  100%90.5% 連結  100%90.5% 

Alfred Berg Kapitalforvaltning Finland ABフィンランド 連結  100%90.5% 連結  100%90.5% 

Antin Infrastructure Partners フランス     S2 持分法  40.0%36.2% 

Arnhem Investment Management Pty Ltd.オーストラリア 持分法  40.0%36.2% 持分法  40.0%36.2% 

Banco Estado Administradora General de Fondosチリ 持分法*  50.0%45.3% 持分法*  50.0%45.3% 

BNP Paribas Asset Management SASフランス 連結  100%90.5% 連結  100%90.5% 

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltdaブラジル 連結  100%97.6% 連結  100%97.6% 

BNP Paribas Asset Management Inc.米国          S4

BNP Paribas Asset Management Inc. (旧Fortis

Investment Management USA Inc.)
米国 連結  100%100% 連結  100%100%V1

BNP Paribas Asset Management India Private

Ltd
インド 持分法*  100%90.5% 持分法*  100%90.5% 

BNP Paribas Asset Management Uruguay SAウルグアイ     S3 持分法*  100%90.5% 

BNP Paribas Bergère (旧Fortis Investment

Finance)
フランス          S3

BNP Paribas Clean Energy Partners GP Ltd英国 持分法*  100%90.5% 持分法*  100%90.5%D1

BNP Paribas Investment Partners フランス 連結  100%90.5% 連結  100%90.5% 

BNP Paribas Investment Partners Asia Ltd香港 連結  100%90.5% 連結  100%90.5% 

BNP Paribas Investment Partners (Australia)

Ltd
オーストラリア 連結  100%90.5% 連結  100%90.5% 

BNP Paribas Investment Partners (Australia)

Holdings Pty Ltd
オーストラリア 連結  100%90.5% 連結  100%90.5% 

BNP Paribas Investment Partners BE Holdingベルギー 連結  100%90.5% 連結  100%90.5% 

BNP Paribas Investment Partners Belgiumベルギー 連結  100%90.5% 連結  100%90.5% 

BNP Paribas Investment Partners Funds

(Nederland) NV
オランダ 連結  100%90.5% 連結  100%90.5% 

BNP Paribas Investment Partners Japan Ltd日本 連結  100%90.5% 連結  100%90.5% 

BNP Paribas Investment Partners Latam SAメキシコ 持分法*  99.0%89.6%E1      

BNP Paribas Investment Partners Luxembourgルクセンブルク 連結  99.7%90.2% 連結  99.7%90.2% 

 

連結の範囲の変更

新たに連結の範囲に含まれた事業体(E)   

E1 当グループが定めている基準を上回った(注１.b参照) * 持分法による簡易連結(重要でない会社)(注１.b参照)

E2 設立   

E3 取得または支配の変更 その他

連結の範囲から除外された事業体(S) D1 議決権持分または所有持分の変動と無関係な連結方法の変更

S1 廃業(解散、清算を含む) D2 111社の建設／販売会社(不動産関連プログラム実施会社)。内、

103社は全部連結会社で、８社は比例連結会社である。S2 売却、支配権喪失または重要な影響力の喪失  

S3 基準を下回ったため範囲から除外された事業体(注１.b参照)D3 Klepierre Groupは、2012年３月14日までは当グループの完全

子会社であったが、その後BNPパリバ・グループが持分の一部

を売却したため、現時点では持分法により連結されている(注

８.dを参照)。

S4 合併ならびに資産および負債の全移転  

議決権持分または所有持分の変動(V)  

V1 追加取得  

V2 一部売却   

V3 希薄化   

V4 割合の増加   

    

連結のプルデンシャル・スコープ

(1)CRBF規則2000.03の第4.1条に従い、連結グループの範囲内で規制上の監視が行われるフランスの子会社

(2)連結のプルデンシャル・スコープから除外された会社

(3)プルデンシャル目的で持分法に基づいて連結された会社

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

490/792



 

会社名 国名

2012/12/31 2011/12/31

連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照

インベストメント・パートナーズ(続き)            

BNP Paribas Investment Partners Netherlands

NV
オランダ 連結  100%90.5% 連結  100%90.5% 

BNP Paribas Investment Partners NL Holding

NV
オランダ 連結  100%90.5% 連結  100%90.5% 

BNP Paribas Investment Partners Singapore

Ltd
シンガポール 持分法*  100%90.5% 持分法*  100%90.5% 

BNP Paribas Investment Partners Societa di

Gestione del Risparmio SPA
イタリア 連結  100%98.4% 連結  100%98.4% 

BNP Paribas Investment Partners UK Holdings

Ltd
英国     S3 連結  100%90.5% 

BNP Paribas Investment Partners UK Ltd英国 連結  100%90.5% 連結  100%90.5% 

BNP Paribas Investment Partners USA

Holdings Inc.
米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Private Equity フランス 持分法*  100%100% 持分法*  100%100%D1

CamGestion フランス 連結  100%90.5% 連結  100%90.5% 

Fauchier General Partners Ltdガーンジー 連結  100%90.5% 連結  100%90.5%V1

Fauchier Partners Asset Management Ltdガーンジー 連結  100%90.5% 連結  100%90.5%V1

Fauchier Partners Corporation米国 連結  100%90.5% 連結  100%90.5%V1

Fauchier Partners International Ltdバミューダ 連結  100%90.5% 連結  100%90.5%V1

Fauchier Partners Ltd 英国 連結  100%90.5% 連結  100%90.5%V1

Fauchier Partners LLP 英国 連結  87.2%79.0%V4 連結  83.4%75.2%V1

Fauchier Partners Management Company

Ltd
英国 連結  100%90.5% 連結  100%90.5%V1

Fauchier Partners Management Ltdガーンジー 連結  100%90.5% 連結  100%90.5%V1

Fauchier Partners SAS フランス 連結  100%90.5% 連結  100%90.5%E2

Fimapierre フランス          S3

Fischer Francis Trees & Watts Inc.米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

Fischer Francis Trees & Watts Ltd.英国          S1

Fischer Francis Trees & Watts Singapore Ltdシンガポール     S4 持分法*  100%90.5% 

Fischer Francis Trees & Watts UK英国          S1

Fischer Francis Trees & Watts UK Ltd英国 持分法*  100%90.5%D1 連結  100%90.5% 

Fund Channel ルクセンブルク 持分法*  50.0%45.2% 持分法*  50.0%45.2% 

FundQuest フランス 連結  100%90.5% 連結  100%90.5% 

 

連結の範囲の変更

新たに連結の範囲に含まれた事業体(E)   

E1 当グループが定めている基準を上回った(注１.b参照) * 持分法による簡易連結(重要でない会社)(注１.b参照)

E2 設立   

E3 取得または支配の変更 その他

連結の範囲から除外された事業体(S) D1 議決権持分または所有持分の変動と無関係な連結方法の変更

S1 廃業(解散、清算を含む) D2 111社の建設／販売会社(不動産関連プログラム実施会社)。内、

103社は全部連結会社で、８社は比例連結会社である。S2 売却、支配権喪失または重要な影響力の喪失  

S3 基準を下回ったため範囲から除外された事業体(注１.b参照)D3 Klepierre Groupは、2012年３月14日までは当グループの完全

子会社であったが、その後BNPパリバ・グループが持分の一部

を売却したため、現時点では持分法により連結されている(注

８.dを参照)。

S4 合併ならびに資産および負債の全移転  

議決権持分または所有持分の変動(V)  

V1 追加取得  

V2 一部売却   

V3 希薄化   

V4 割合の増加   

    

連結のプルデンシャル・スコープ

(1)CRBF規則2000.03の第4.1条に従い、連結グループの範囲内で規制上の監視が行われるフランスの子会社

(2)連結のプルデンシャル・スコープから除外された会社

(3)プルデンシャル目的で持分法に基づいて連結された会社

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

491/792



 

会社名 国名

2012/12/31 2011/12/31

連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照

インベストメント・パートナーズ(続き)            

FundQuest Inc. 米国          S2

FundQuest UK Ltd. 英国 連結  100%90.5% 連結  100%90.5%E1

Haitong - Fortis Private Equity Fund

Management Co. Ltd.
中国 持分法  33.0%29.9% 持分法  33.0%29.9% 

HFT Investment Management Co Ltd - Groupe中国 持分法  49.0%44.4% 持分法  49.0%44.4% 

Impax Asset Management Group PLC英国     S3 持分法  27.9%25.2% 

Industrifinans Forskningsparken Eiendom ASノルウェー          S1

KIT Fortis Investment Managementカザフスタン          S1

Overlay Asset Management フランス          S3

PT. BNP Paribas Investment Partnersインドネシア 連結  99.0%89.6% 連結  99.0%89.6% 

Shinan BNP Paribas Asset Management Co  Ltd韓国 比例連結  35.0%31.7% 比例連結  35.0%31.7% 

THEAM フランス 連結  100%90.6% 連結  100%90.6%V2

TKB BNP Paribas Investment Partners Holding

BV
オランダ 持分法  50.0%45.3% 持分法  50.0%45.3% 

            

証券サービス            

BNP Paribas Fin' AMS フランス 連結 (1)100%100% 連結 (1)100%100% 

BNP Paribas Dealing Services Asia Ltd. (旧

BNP Paribas Fin' AMS Asia Ltd)
香港 連結  100%100%E1     S3

BNP Paribas Financial Services LLC米国 持分法*  100%100% 持分法*  100%100%E1

BNP Paribas Fund Services Australasia Pty

Ltd.
オーストラリア 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Fund Services Dublin Ltd.アイルランド 持分法*  100%100% 持分法*  100%100%D1

BNP Paribas Fund Services Franceフランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Fund Services Securities Ptyオーストラリア 連結  100%100% 連結  100%100%E1

BNP Paribas Securities Services ‒ BP2S フランス 連結 (1)100%100% 連結 (1)100%100% 

BNP Paribas Securities Services (Holdings)

Ltd.
ジャージー 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Sundaram GSO Private Ltdインド 持分法*  51.0%51.0%E1      

BNP Paribas Trust Company (Guernesey) Ltd.ガーンジー 持分法*  100%100% 持分法*  100%100% 

 

連結の範囲の変更

新たに連結の範囲に含まれた事業体(E)   

E1 当グループが定めている基準を上回った(注１.b参照) * 持分法による簡易連結(重要でない会社)(注１.b参照)

E2 設立   

E3 取得または支配の変更 その他

連結の範囲から除外された事業体(S) D1 議決権持分または所有持分の変動と無関係な連結方法の変更

S1 廃業(解散、清算を含む) D2 111社の建設／販売会社(不動産関連プログラム実施会社)。内、

103社は全部連結会社で、８社は比例連結会社である。S2 売却、支配権喪失または重要な影響力の喪失  

S3 基準を下回ったため範囲から除外された事業体(注１.b参照)D3 Klepierre Groupは、2012年３月14日までは当グループの完全

子会社であったが、その後BNPパリバ・グループが持分の一部

を売却したため、現時点では持分法により連結されている(注

８.dを参照)。

S4 合併ならびに資産および負債の全移転  

議決権持分または所有持分の変動(V)  

V1 追加取得  

V2 一部売却   

V3 希薄化   

V4 割合の増加   

    

連結のプルデンシャル・スコープ

(1)CRBF規則2000.03の第4.1条に従い、連結グループの範囲内で規制上の監視が行われるフランスの子会社

(2)連結のプルデンシャル・スコープから除外された会社

(3)プルデンシャル目的で持分法に基づいて連結された会社

 

前へ　　　次へ

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

492/792



 

会社名 国名

2012/12/31 2011/12/31

連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照

不動産サービス            

Asset Partenaires フランス 連結  100%96.8% 連結  100%96.8% 

Atisreal Netherlands BVオランダ 連結  100%100%E1      

Auguste Thouard Expertise フランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Immobilier Promotion Immobilier

d'Entreprise 
フランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Immobilier Residentielフランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Immobilier Residentiel

Promotion Ile de France
フランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Immobilier Residentiel

Promotion Mediterranée
フランス     S4 連結  100%100% 

BNP Paribas Immobilier Residentiel

Promotion Rhône Alpes
フランス     S4 連結  100%100% 

BNP Paribas Immobilier Résidentiel

Promotion Sud Ouest
フランス     S4 連結  100%100% 

BNP Paribas Immobilier Résidentiel

Promotion Var
フランス          S4

BNP Paribas Immobilier Residentiel

Residences Services
フランス     S4 連結  100%100% 

BNP Paribas Immobilier Residentiel

Residences Services BSA
フランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Immobilier Residentiel

Residences Services Sofiane
フランス     S4 連結  100%100% 

BNP Paribas Immobilier Residentiel Service

Clients
フランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Immobilier Residentiel

Transaction & Conseil
フランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Immobilier Residentiel V2iフランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Real Estate フランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Real Estate Advisory Belgium SA ベルギー 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Real Estate Advisory Italy SPA イタリア 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP PB Real Estate Advisory & Property

Management Czech Republic SRO
チェコ共和国 連結  100%100% 連結  100%100%E3

BNP PB Real Estate Advisory & Property

Management Hungary Ltd
ハンガリー 連結  100%100% 連結  100%100%E3

BNP PB Real Estate Advisory & Property

Management Ireland Ltd.
アイルランド 連結  100%100% 連結  100%100% 

 

連結の範囲の変更

新たに連結の範囲に含まれた事業体(E)   

E1 当グループが定めている基準を上回った(注１.b参照) * 持分法による簡易連結(重要でない会社)(注１.b参照)

E2 設立   

E3 取得または支配の変更 その他

連結の範囲から除外された事業体(S) D1 議決権持分または所有持分の変動と無関係な連結方法の変更

S1 廃業(解散、清算を含む) D2 111社の建設／販売会社(不動産関連プログラム実施会社)。内、

103社は全部連結会社で、８社は比例連結会社である。S2 売却、支配権喪失または重要な影響力の喪失  

S3 基準を下回ったため範囲から除外された事業体(注１.b参照)D3 Klepierre Groupは、2012年３月14日までは当グループの完全

子会社であったが、その後BNPパリバ・グループが持分の一部

を売却したため、現時点では持分法により連結されている(注

８.dを参照)。

S4 合併ならびに資産および負債の全移転  

議決権持分または所有持分の変動(V)  

V1 追加取得  

V2 一部売却   

V3 希薄化   

V4 割合の増加   

    

連結のプルデンシャル・スコープ

(1)CRBF規則2000.03の第4.1条に従い、連結グループの範囲内で規制上の監視が行われるフランスの子会社

(2)連結のプルデンシャル・スコープから除外された会社

(3)プルデンシャル目的で持分法に基づいて連結された会社

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

493/792



 

会社名 国名

2012/12/31 2011/12/31

連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照

不動産サービス(続き)            

BNP Paribas Real Estate Advisory & Property

Management LLC 
アラブ首長国連邦 連結  49.0%49.0% 連結  49.0%49.0% 

BNP Paribas Real Estate Advisory & Property

Management Luxembourg SA 
ルクセンブルク 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Real Estate Advisory & Property

Management Poland SP ZOO
ポーランド 連結  100%100% 連結  100%100%E3

BNP Paribas Real Estate Advisory & Property

Management UK Ltd.
英国 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Real Estate Advisory Spain SAスペイン 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Real Estate Consult France フランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Real Estate Consult GmbH ドイツ 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Real Estate Facilities

Management Ltd.
英国 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Real Estate Financial Partnerフランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Real Estate GmbH ドイツ 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Real Estate Holding Benelux SA ベルギー 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Real Estate Holding GmbH ドイツ 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Real Estate Hotels Franceフランス 連結  100%96.1% 連結  96.4%96.0% 

BNP Paribas Real Estate & Infrastructure

Advisory Service Private Ltd.
インド 連結  71.1%71.1% 連結  71.1%71.1%V1

BNP Paribas Real Estate Investment Managementフランス 連結  96.8%96.8% 連結  96.8%96.8% 

BNP Paribas Real Estate Investment

Management Belgium
ベルギー 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Real Estate Investment

Management Italy
イタリア 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Real Estate Investment Management

Ltd.
英国 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Real Estate Investment

Management Luxembourg SA
ルクセンブルク 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Real Estate Investment Management

Spain SA
スペイン 連結  100%100% 連結  100%100%E2

BNP Paribas Real Estate Investment Management

UK Ltd.
英国 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Real Estate Investment Servicesフランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Real Estate Italy SRL (旧BNP

Paribas Real Estate Services)
イタリア 連結  100%100% 連結  100%100% 

 

連結の範囲の変更

新たに連結の範囲に含まれた事業体(E)   

E1 当グループが定めている基準を上回った(注１.b参照) * 持分法による簡易連結(重要でない会社)(注１.b参照)

E2 設立   

E3 取得または支配の変更 その他

連結の範囲から除外された事業体(S) D1 議決権持分または所有持分の変動と無関係な連結方法の変更

S1 廃業(解散、清算を含む) D2 111社の建設／販売会社(不動産関連プログラム実施会社)。内、

103社は全部連結会社で、８社は比例連結会社である。S2 売却、支配権喪失または重要な影響力の喪失  

S3 基準を下回ったため範囲から除外された事業体(注１.b参照)D3 Klepierre Groupは、2012年３月14日までは当グループの完全

子会社であったが、その後BNPパリバ・グループが持分の一部

を売却したため、現時点では持分法により連結されている(注

８.dを参照)。

S4 合併ならびに資産および負債の全移転  

議決権持分または所有持分の変動(V)  

V1 追加取得  

V2 一部売却   

V3 希薄化   

V4 割合の増加   

    

連結のプルデンシャル・スコープ

(1)CRBF規則2000.03の第4.1条に従い、連結グループの範囲内で規制上の監視が行われるフランスの子会社

(2)連結のプルデンシャル・スコープから除外された会社

(3)プルデンシャル目的で持分法に基づいて連結された会社

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

494/792



 

会社名 国名

2012/12/31 2011/12/31

連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照

不動産サービス(続き)            

BNP Paribas Real Estate Jersey Ltd.ジャージー 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Real Estate Project Solutions

GmbH
ドイツ          S4

BNP Paribas Real Estate Property

Developpement Italy SPA 
イタリア 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Real Estate Property

Developpement UK Ltd.
英国 連結  100%100% 連結  100%100%E2

BNP Paribas Real Estate Property Management

Belgium
ベルギー 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Real Estate Property Management

France SAS
フランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Real Estate Property Management

GmbH
ドイツ 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Real Estate Property Management

International
フランス          S4

BNP Paribas Real Estate Property Management

Italy SrL 
イタリア 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Real Estate Property Management

Spain SA
スペイン 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Real Estate Transaction France フランス 連結  96.4%96.1% 連結  96.4%96.0% 

BNP Paribas Real Estate Valuation Franceフランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

F G Ingenierie et Promotion Immobilièreフランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

European Direct Property Management SAルクセンブルク 連結  100%100% 連結  100%100% 

Immobiliere des Berguesフランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

Meunier Hispania スペイン 連結  100%100% 連結  100%100% 

Newport Management SAS フランス          S4

Partner’s & Services フランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

Pyrotex GB 1 SA ルクセンブルク 連結  100%100%E1      

Pyrotex SARL ルクセンブルク 連結  100%100% 連結  100%100% 

S.C BNP Paribas Real Estate Advisory S.Aルーマニア 連結  100%100% 連結  100%100%V1

Sesame Conseil SAS フランス 連結  95.3%95.3% 連結  95.3%95.3% 

Siège Issy フランス 連結  100%100% 連結  100%100%E2

Tasaciones Hipotecarias SAスペイン 連結  100%100% 連結  100%100% 

Weatheralls Consultancy Services Ltd.英国     S1 連結  100%100% 

 

連結の範囲の変更

新たに連結の範囲に含まれた事業体(E)   

E1 当グループが定めている基準を上回った(注１.b参照) * 持分法による簡易連結(重要でない会社)(注１.b参照)

E2 設立   

E3 取得または支配の変更 その他

連結の範囲から除外された事業体(S) D1 議決権持分または所有持分の変動と無関係な連結方法の変更

S1 廃業(解散、清算を含む) D2 111社の建設／販売会社(不動産関連プログラム実施会社)。内、

103社は全部連結会社で、８社は比例連結会社である。S2 売却、支配権喪失または重要な影響力の喪失  

S3 基準を下回ったため範囲から除外された事業体(注１.b参照)D3 Klepierre Groupは、2012年３月14日までは当グループの完全

子会社であったが、その後BNPパリバ・グループが持分の一部

を売却したため、現時点では持分法により連結されている(注

８.dを参照)。

S4 合併ならびに資産および負債の全移転  

議決権持分または所有持分の変動(V)  

V1 追加取得  

V2 一部売却   

V3 希薄化   

V4 割合の増加   

    

連結のプルデンシャル・スコープ

(1)CRBF規則2000.03の第4.1条に従い、連結グループの範囲内で規制上の監視が行われるフランスの子会社

(2)連結のプルデンシャル・スコープから除外された会社

(3)プルデンシャル目的で持分法に基づいて連結された会社

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

495/792



 

会社名 国名

2012/12/31 2011/12/31

連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照

特別目的会社            

Sociétés de Construction de Venteフランス
連結/

比例連結
D2 - - E1      

Sviluppo Residenziale Italia SRLイタリア 連結  - - E1      

Via Crespi 26 SRL イタリア 連結  - -  連結  - -  

            

コーポレートバンキングおよび投資銀行事業            

フランス            

BNP Paribas Arbitrage フランス 連結 (1)100%100% 連結 (1)100%100% 

BNP Paribas Equities Franceフランス 連結 (1)100%100% 連結 (1)100%100% 

Esomet フランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

Laffitte Participation 22 フランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

Paribas Dérivés Garantis Sncフランス          S4

Parifergie フランス 連結 (1)100%100% 連結 (1)100%100% 

Parilease フランス 連結 (1)100%100% 連結 (1)100%100% 

Taitbout Participation 3 Sncフランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

            

ヨーロッパ            

Alpha Murcia Holding BVオランダ 持分法*  100%74.9%E2      

BNP Paribas Arbitrage Issuance BVオランダ 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Bank NV オランダ 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Capital Investments Ltd.英国          S3

BNP Paribas CMG Ltd. 英国          S3

BNP Paribas Commodity Futures Ltd.英国 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Cyprus Ltd.キプロス          S3

BNP Paribas E & B Ltd. 英国          S3

BNP Paribas Emission-und Handel. GmbHドイツ 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Ireland アイルランド 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Islamic Issuance BVオランダ 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Net Ltd. 英国 持分法*  100%100%E1     S3

BNP Paribas UK Holdings Ltd.英国 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas UK Ltd. 英国 連結  100%100% 連結  100%100% 

 

連結の範囲の変更

新たに連結の範囲に含まれた事業体(E)   

E1 当グループが定めている基準を上回った(注１.b参照) * 持分法による簡易連結(重要でない会社)(注１.b参照)

E2 設立   

E3 取得または支配の変更 その他

連結の範囲から除外された事業体(S) D1 議決権持分または所有持分の変動と無関係な連結方法の変更

S1 廃業(解散、清算を含む) D2 111社の建設／販売会社(不動産関連プログラム実施会社)。内、

103社は全部連結会社で、８社は比例連結会社である。S2 売却、支配権喪失または重要な影響力の喪失  

S3 基準を下回ったため範囲から除外された事業体(注１.b参照)D3 Klepierre Groupは、2012年３月14日までは当グループの完全

子会社であったが、その後BNPパリバ・グループが持分の一部

を売却したため、現時点では持分法により連結されている(注

８.dを参照)。

S4 合併ならびに資産および負債の全移転  

議決権持分または所有持分の変動(V)  

V1 追加取得  

V2 一部売却   

V3 希薄化   

V4 割合の増加   

    

連結のプルデンシャル・スコープ

(1)CRBF規則2000.03の第4.1条に従い、連結グループの範囲内で規制上の監視が行われるフランスの子会社

(2)連結のプルデンシャル・スコープから除外された会社

(3)プルデンシャル目的で持分法に基づいて連結された会社

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書
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会社名 国名

2012/12/31 2011/12/31

連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照

ヨーロッパ(続き)            

BNP Paribas Vartry Reinsurance Ltd.アイルランド 連結 (3)100%100% 連結 (3)100%100% 

BNP Paribas ZAO ロシア 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP PUK Holding Ltd. 英国 連結  100%100% 連結  100%100% 

Camomile Investments UK Ltd.英国     S3 連結  100%100% 

Capstar Partners Ltd. 英国          S3

FB Energy Trading S.à R.L.ルクセンブルク          S3

Fidex Holdings Ltd. 英国     S3 連結  100%100% 

Fortis International Finance (Dublin)アイルランド          S3

Fortis International Finance Luxembourg SARLルクセンブルク          S1

Fortis Proprietary Investment Ireland Ltd.アイルランド          S3

G I Finance アイルランド          S3

GreenStars BNP Paribas ルクセンブルク 持分法*  100%100%E1      

Harewood Holdings Ltd. 英国 連結  100%100% 連結  100%100% 

Landspire Ltd. 英国 連結  100%100% 連結  100%100% 

Money Alpha フランス          S1

Money Beta フランス          S1

Paribas Trust Luxembourg SA ルクセンブルク 連結  100%53.4% 連結  100%53.4% 

SC Nueva Condo Murcia SLスペイン 持分法*  100%74.9%E2      

Utexam Logistics Ltd. アイルランド 連結  100%100% 連結  100%100% 

Utexam Solutions Ltd. アイルランド 連結  100%100%E1      

Verner Investissements (Groupe)フランス 持分法  40.0%50.0% 持分法  40.0%50.0% 

            

南北アメリカ            

ACG Capital Partners II LLC 米国     S1比例連結  50.0%50.0%E1

Banco BNP Paribas Brasil SAブラジル 連結  100%100% 連結  100%100% 

Banexi Holding Corporation米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Canada カナダ 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Capital Corporation Inc.米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Capital Services Inc.米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Capstar Partners Inc. 米国     S4 連結  100%100% 

 

連結の範囲の変更

新たに連結の範囲に含まれた事業体(E)   

E1 当グループが定めている基準を上回った(注１.b参照) * 持分法による簡易連結(重要でない会社)(注１.b参照)

E2 設立   

E3 取得または支配の変更 その他

連結の範囲から除外された事業体(S) D1 議決権持分または所有持分の変動と無関係な連結方法の変更

S1 廃業(解散、清算を含む) D2 111社の建設／販売会社(不動産関連プログラム実施会社)。内、

103社は全部連結会社で、８社は比例連結会社である。S2 売却、支配権喪失または重要な影響力の喪失  

S3 基準を下回ったため範囲から除外された事業体(注１.b参照)D3 Klepierre Groupは、2012年３月14日までは当グループの完全

子会社であったが、その後BNPパリバ・グループが持分の一部

を売却したため、現時点では持分法により連結されている(注

８.dを参照)。

S4 合併ならびに資産および負債の全移転  

議決権持分または所有持分の変動(V)  

V1 追加取得  

V2 一部売却   

V3 希薄化   

V4 割合の増加   

    

連結のプルデンシャル・スコープ

(1)CRBF規則2000.03の第4.1条に従い、連結グループの範囲内で規制上の監視が行われるフランスの子会社

(2)連結のプルデンシャル・スコープから除外された会社

(3)プルデンシャル目的で持分法に基づいて連結された会社

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

497/792



 

会社名 国名

2012/12/31 2011/12/31

連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照

南北アメリカ(続き)            

BNP Paribas Colombia Corporation Financiera

SA
コロンビア 持分法*  100%100%E1      

BNP Paribas Commodity Futures Inc. 米国          S4

BNP Paribas Energy Trading Canada Corp カナダ 持分法*  100%100%D1 連結  100%100% 

BNP Paribas Energy Trading GP米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Energy Trading Holdings, Inc.米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Energy Trading LLC米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas FS LLC 米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Leasing Corporation 米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Mortgage Corporation 米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas North America Inc. 米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Prime Brokerage Inc. 米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Prime Brokerage International

Ltd.
ケイマン諸島 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas RCC Inc. 米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Securities Corporation 米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

Camomile Canopia Trading (UK) Ltd.ケイマン諸島          S2

Camomile Ulster Investments (UK) Ltd.ケイマン諸島     S3 連結  100%100% 

Capstar Partners LLC 米国     S4 持分法*  100%100%D1

CooperNeff Group Inc. 米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

Cronos Holding Company Ltd. (Groupe)バミューダ 持分法  30.0%22.5% 持分法  30.0%22.5% 

FB Holdings Canada Corpカナダ          S3

FB Transportation Capital LLC米国 連結  100%74.9% 連結  100%74.9% 

Fortis Funding LLC 米国 連結  100%74.9% 連結  100%74.9% 

Fortis Proprietary Capital Inc.米国          S1

French American Banking Corporation - F.A.B.C米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

FSI Holdings Inc. 米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

Paribas North America Inc.米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

Paribas Participations Limiteeカナダ          S1

Petits Champs Participaçoes e Serviços SAブラジル 連結  100%100% 連結  100%100% 

RFH Ltd. バミューダ 持分法*  100%74.7% 持分法*  100%74.7% 

 

連結の範囲の変更

新たに連結の範囲に含まれた事業体(E)   

E1 当グループが定めている基準を上回った(注１.b参照) * 持分法による簡易連結(重要でない会社)(注１.b参照)

E2 設立   

E3 取得または支配の変更 その他

連結の範囲から除外された事業体(S) D1 議決権持分または所有持分の変動と無関係な連結方法の変更

S1 廃業(解散、清算を含む) D2 111社の建設／販売会社(不動産関連プログラム実施会社)。内、

103社は全部連結会社で、８社は比例連結会社である。S2 売却、支配権喪失または重要な影響力の喪失  

S3 基準を下回ったため範囲から除外された事業体(注１.b参照)D3 Klepierre Groupは、2012年３月14日までは当グループの完全

子会社であったが、その後BNPパリバ・グループが持分の一部

を売却したため、現時点では持分法により連結されている(注

８.dを参照)。

S4 合併ならびに資産および負債の全移転  

議決権持分または所有持分の変動(V)  

V1 追加取得  

V2 一部売却   

V3 希薄化   

V4 割合の増加   

    

連結のプルデンシャル・スコープ

(1)CRBF規則2000.03の第4.1条に従い、連結グループの範囲内で規制上の監視が行われるフランスの子会社

(2)連結のプルデンシャル・スコープから除外された会社

(3)プルデンシャル目的で持分法に基づいて連結された会社

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

498/792



 

会社名 国名

2012/12/31 2011/12/31

連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照

南北アメリカ(続き)            

SDI Media Central Holdings Corp.米国 持分法*  100%100% 持分法*  100%100%E1

TAP Ltd バミューダ     S2 持分法*  65.0%48.5%E2&V2

TCG Fund I, L.P ケイマン諸島 連結  100%74.7% 連結  100%74.7% 

Textainer Marine Containers Ltd.バミューダ          S2

Via North America, Inc.米国 連結  100%100% 連結  100%100% 

            

アジア・オセアニア            

ACG Capital Partners Singapore Pte. Ltdシンガポール 比例連結  50.0%50.0% 比例連結  50.0%50.0%E1

BNP Pacific (Australia) Ltd.オーストラリア 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas (China) Ltd.中国 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Arbitrage (Hong-Kong) Ltd.香港 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Capital (Asia Pacific) Ltd.香港 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Capital (Singapore) Ltd.シンガポール          S3

BNP Paribas Finance (Hong-Kong) Ltd.香港 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Futures (Hong-Kong) Ltd.香港          S3

BNP Paribas India Holdings Private Ltd.インド 連結  100%100%E1      

BNP Paribas India Solutions Private Ltd.インド 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Japan Ltd. 日本 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Malaysia Berhadマレーシア 連結  100%100%E1      

BNP Paribas Principal Investments Japan Ltd.日本 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Securities (Asia) Ltd.香港 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Securities India Private Ltd.インド 連結  100%95.2%V1 連結  100%66.8% 

BNP Paribas Securities (Japan) Ltd.香港 持分法*  100%100%D1 連結  100%100% 

BNP Paribas Securities Japan Ltd.日本 連結  100%100% 連結  100%100%E2

BNP Paribas Securities (Taiwan) Co Ltd.台湾 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Securities Korea Company Ltd.韓国 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Securities (Singapore) Pte Ltd.シンガポール 連結  100%100% 連結  100%100% 

BPP Holdings Pte Ltd. シンガポール 連結  100%100% 連結  100%100% 

Paribas Asia Equity Ltd.香港          S3

 

連結の範囲の変更

新たに連結の範囲に含まれた事業体(E)   

E1 当グループが定めている基準を上回った(注１.b参照) * 持分法による簡易連結(重要でない会社)(注１.b参照)

E2 設立   

E3 取得または支配の変更 その他

連結の範囲から除外された事業体(S) D1 議決権持分または所有持分の変動と無関係な連結方法の変更

S1 廃業(解散、清算を含む) D2 111社の建設／販売会社(不動産関連プログラム実施会社)。内、

103社は全部連結会社で、８社は比例連結会社である。S2 売却、支配権喪失または重要な影響力の喪失  

S3 基準を下回ったため範囲から除外された事業体(注１.b参照)D3 Klepierre Groupは、2012年３月14日までは当グループの完全

子会社であったが、その後BNPパリバ・グループが持分の一部

を売却したため、現時点では持分法により連結されている(注

８.dを参照)。

S4 合併ならびに資産および負債の全移転  

議決権持分または所有持分の変動(V)  

V1 追加取得  

V2 一部売却   

V3 希薄化   

V4 割合の増加   

    

連結のプルデンシャル・スコープ

(1)CRBF規則2000.03の第4.1条に従い、連結グループの範囲内で規制上の監視が行われるフランスの子会社

(2)連結のプルデンシャル・スコープから除外された会社

(3)プルデンシャル目的で持分法に基づいて連結された会社

 

前へ　　　次へ

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

499/792



 

会社名 国名

2012/12/31 2011/12/31

連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照

アジア・オセアニア(続き)            

PT Bank BNP Paribas Indonésia インドネシア 連結  100%100% 連結  100%100% 

PT BNP Paribas Securities Indonesia インドネシア 連結  99.0%99.0% 連結  99.0%99.0% 

            

中東            

BNPP Investment Company KSAサウジアラビア 持分法*  100%100% 持分法*  100%100%E1

            

特別目的会社            

54 Lombard Street Investments Ltd.英国 連結  - -  連結  - -  

Alamo Funding II Inc. 米国 連結  - - E1      

Alandes BV オランダ 連結  - -  連結 (2)- -  

Alectra Finance PLC アイルランド 連結  - -  連結  - -  

Antin Participation 8 フランス 連結  - -  連結  - - E2

APAC NZ Holdings Ltd. ニュージーランド     S3 連結  - -  

Aquarius Capital Investments Ltd.アイルランド 連結  - -  連結  - -  

ARV International Ltd. ケイマン諸島     S3 連結  - -  

Astir BV オランダ 連結  - -  連結  - -  

Atargatis フランス 連結  - -  連結  - -  

Aura Capital Investment SAルクセンブルク     S1 連結  - -  

Austin Finance フランス 連結  - -  連結  - -  

Black Kite Investment Ltd.アイルランド     S1 連結  - -  

BNP Paribas Complex Fundo de Investmento

Multimercado 
ブラジル 連結  - -  連結  - -  

BNP Paribas EQD Brazil Fund Fundo Invest

Multimercado
ブラジル 連結  - -  連結  - -  

BNP Paribas Finance Inc. 米国 連結  - -  連結  - -  

BNP Paribas Proprietario Fundo de

Investimento Multimercado
ブラジル 連結  - -  連結  - -  

BNP Paribas VPG Adonis LLC米国 連結  - -  連結  - - E2

BNP Paribas VPG Brookfin LLC 米国 連結  - -  連結  - - E2

BNP Paribas VPG Brookline Cre, LLC米国 連結  - -  連結  - -  

BNP Paribas VPG BMC Select LLC米国 連結  - -  連結  - - E2

BNP Paribas VPG CB Lender LLC米国 連結  - -  連結  - - E2

 

連結の範囲の変更

新たに連結の範囲に含まれた事業体(E)   

E1 当グループが定めている基準を上回った(注１.b参照) * 持分法による簡易連結(重要でない会社)(注１.b参照)

E2 設立   

E3 取得または支配の変更 その他

連結の範囲から除外された事業体(S) D1 議決権持分または所有持分の変動と無関係な連結方法の変更

S1 廃業(解散、清算を含む) D2 111社の建設／販売会社(不動産関連プログラム実施会社)。内、

103社は全部連結会社で、８社は比例連結会社である。S2 売却、支配権喪失または重要な影響力の喪失  

S3 基準を下回ったため範囲から除外された事業体(注１.b参照)D3 Klepierre Groupは、2012年３月14日までは当グループの完全

子会社であったが、その後BNPパリバ・グループが持分の一部

を売却したため、現時点では持分法により連結されている(注

８.dを参照)。

S4 合併ならびに資産および負債の全移転  

議決権持分または所有持分の変動(V)  

V1 追加取得  

V2 一部売却   

V3 希薄化   

V4 割合の増加   

    

連結のプルデンシャル・スコープ

(1)CRBF規則2000.03の第4.1条に従い、連結グループの範囲内で規制上の監視が行われるフランスの子会社

(2)連結のプルデンシャル・スコープから除外された会社

(3)プルデンシャル目的で持分法に基づいて連結された会社

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

500/792



 

会社名 国名

2012/12/31 2011/12/31

連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照

特別目的会社(続き)            

BNP Paribas VPG CT Holdings LLC米国 連結  - -  連結  - - E2

BNP Paribas VPG Freedom Communications LLC米国 連結  - -  連結  - - E2

BNP Paribas VPG Lake Butler LLC 米国 連結  - -  連結  - - E2

BNP Paribas VPG Legacy Cabinets LLC米国 連結  - -  連結  - - E2

BNP Paribas VPG Mark IV LLC米国 連結  - -  連結  - - E2

BNP Paribas VPG Master LLC米国 連結  - -  連結  - -  

BNP Paribas VPG Medianews Group LLC米国 連結  - -  連結  - - E2

BNP Paribas VPG MGM LLC米国 連結  - -  連結  - - E2

BNP Paribas VPG Modern Luxury Media LLC米国 連結  - -  連結  - - E2

BNP Paribas VPG Northstar LLC米国 連結  - -  連結  - - E2

BNP Paribas VPG PCMC LLC米国 連結  - -  連結  - - E2

BNP Paribas VPG Reader's Digest Association

LLC
米国 連結  - -  連結  - - E2

BNP Paribas VPG RHI Holdings LLC米国 連結  - -  連結  - - E2

BNP Paribas VPG SBX Holdings LLC米国 連結  - -  連結  - - E2

BNP Paribas VPG SDI Media LLC米国 連結  - -  連結  - -  

BNP Paribas VPG Semgroup LLC米国 連結  - -  連結  - -  

BNP Paribas VPG Titan Outdoor LLC米国 連結  - -  連結  - - E2

Boug BV オランダ 連結  - -  連結  - -  

Crossen SARL ルクセンブルク 連結  - - E1      

Compagnie Investissement Italiens SNCフランス 連結  - -  連結  - -  

Compagnie Investissement Opéra SNCフランス 連結  - -  連結  - -  

Delphinus Titri 2010 SAルクセンブルク     S1 連結  - -  

Epsom Funding Ltd. ケイマン諸島     S2 連結  - -  

Euraussie Finance SARL ルクセンブルク     S3 連結  - -  

Fidex Ltd. 英国     S3 連結  - -  

Financière des Italiens SASフランス 連結  - -  連結  - -  

Financière Paris Haussmann フランス 連結  - -  連結  - -  

Financière Taitbout フランス 連結  - -  連結  - -  

Grenache et Cie SNC ルクセンブルク 連結  - -  連結  - -  

Harewood Financing Limited英国 連結  - - E3      

 

連結の範囲の変更

新たに連結の範囲に含まれた事業体(E)   

E1 当グループが定めている基準を上回った(注１.b参照) * 持分法による簡易連結(重要でない会社)(注１.b参照)

E2 設立   

E3 取得または支配の変更 その他

連結の範囲から除外された事業体(S) D1 議決権持分または所有持分の変動と無関係な連結方法の変更

S1 廃業(解散、清算を含む) D2 111社の建設／販売会社(不動産関連プログラム実施会社)。内、

103社は全部連結会社で、８社は比例連結会社である。S2 売却、支配権喪失または重要な影響力の喪失  

S3 基準を下回ったため範囲から除外された事業体(注１.b参照)D3 Klepierre Groupは、2012年３月14日までは当グループの完全

子会社であったが、その後BNPパリバ・グループが持分の一部

を売却したため、現時点では持分法により連結されている(注

８.dを参照)。

S4 合併ならびに資産および負債の全移転  

議決権持分または所有持分の変動(V)  

V1 追加取得  

V2 一部売却   

V3 希薄化   

V4 割合の増加   

    

連結のプルデンシャル・スコープ

(1)CRBF規則2000.03の第4.1条に従い、連結グループの範囲内で規制上の監視が行われるフランスの子会社

(2)連結のプルデンシャル・スコープから除外された会社

(3)プルデンシャル目的で持分法に基づいて連結された会社

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

501/792



 

会社名 国名

2012/12/31 2011/12/31

連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照

特別目的会社(続き)            

Harewood Investments N°2 à 4 Ltd. 英国          S3

Harewood Investments N°5 Ltd. ケイマン諸島 連結  - -  連結  - -  

Harewood Investments N°7 Ltd. ケイマン諸島 連結  - -  連結  - -  

Harewood Investment n°8 Ltd. ケイマン諸島 連結  - -  連結  - - E2

Iliad Investments PLC アイルランド     S3 連結  - -  

Leveraged Finance Europe Capital V BV オランダ 連結  - -  連結  - -  

Liquidity Ltd. ケイマン諸島     S3 連結  - -  

Marc Finance Ltd. ケイマン諸島 連結  - -  連結  - -  

Méditerranéa フランス 連結  - -  連結  - -  

Omega Capital Investments PLCアイルランド 連結  - -  連結  - -  

Omega Capital Europe PLC アイルランド 連結  - -  連結  - -  

Omega Capital Funding Ltd.アイルランド 連結  - -  連結  - -  

Optichamps フランス 連結  - -  連結  - -  

Participations Opéra フランス 連結  - -  連結  - -  

Reconfiguration BV オランダ     S3 連結 (2)- -  

Renaissance Fund III 日本 持分法*  - -  持分法*  - - D1

Renaissance Fund IV 日本          S1

Ribera del Loira Arbitrage スペイン 連結  - -  連結  - -  

Royale Neuve I Sarl ルクセンブルク 連結  - -  連結  - -  

Royale Neuve II Sarl ルクセンブルク 連結  - -  連結  - -  

Royale Neuve V Sarl ルクセンブルク     S3 連結  - -  

Royale Neuve VI Sarl ルクセンブルク     S3 連結  - -  

Royale Neuve VII Sarl ルクセンブルク 連結  - -  連結  - - E1

Royale Neuve Finance SARL ルクセンブルク     S3 連結  - -  

Royale Neuve Investments Sarlルクセンブルク     S1 連結  - -  

Scaldis Capital (Ireland) Ltd.アイルランド 連結  - -  連結 (2)- -  

Scaldis Capital Ltd. ジャージー 連結  - -  連結 (2)- -  

Scaldis Capital LLC 米国 連結  - -  連結 (2)- -  

Smalt (旧Fortis Bank Reinsurance SA)ルクセンブルク 連結  - -  連結 (3)- - V1

Stradios FCP FIS ルクセンブルク     S3 連結  - -  

 

連結の範囲の変更

新たに連結の範囲に含まれた事業体(E)   

E1 当グループが定めている基準を上回った(注１.b参照) * 持分法による簡易連結(重要でない会社)(注１.b参照)

E2 設立   

E3 取得または支配の変更 その他

連結の範囲から除外された事業体(S) D1 議決権持分または所有持分の変動と無関係な連結方法の変更

S1 廃業(解散、清算を含む) D2 111社の建設／販売会社(不動産関連プログラム実施会社)。内、

103社は全部連結会社で、８社は比例連結会社である。S2 売却、支配権喪失または重要な影響力の喪失  

S3 基準を下回ったため範囲から除外された事業体(注１.b参照)D3 Klepierre Groupは、2012年３月14日までは当グループの完全

子会社であったが、その後BNPパリバ・グループが持分の一部

を売却したため、現時点では持分法により連結されている(注

８.dを参照)。

S4 合併ならびに資産および負債の全移転  

議決権持分または所有持分の変動(V)  

V1 追加取得  

V2 一部売却   

V3 希薄化   

V4 割合の増加   

    

連結のプルデンシャル・スコープ

(1)CRBF規則2000.03の第4.1条に従い、連結グループの範囲内で規制上の監視が行われるフランスの子会社

(2)連結のプルデンシャル・スコープから除外された会社

(3)プルデンシャル目的で持分法に基づいて連結された会社
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会社名 国名

2012/12/31 2011/12/31

連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照

特別目的会社(続き)            

Sunny Funding Ltd. ケイマン諸島     S3 連結  - -  

Tender Option Bond Municipal program 米国 持分法*  - - D1 連結  - -  

Thunderbird Investments PLC アイルランド     S3 連結  - -  

            

その他の業務部門            

プライベート・エクイティ

(BNPパリバ・キャピタル)
           

Cobema ベルギー 連結  100%100% 連結  100%100% 

Compagnie Financière Ottomane SAルクセンブルク 連結  96.9%96.9% 連結  96.9%96.9% 

Erbe ベルギー 持分法  42.5%42.5% 持分法  42.5%42.5%V2

Fortis Private Equity Belgium NVベルギー 連結  100%74.9% 連結  100%74.9% 

Fortis Private Equity Expansion Belgium NVベルギー 連結  100%74.9% 連結  100%74.9% 

Fortis Private Equity France Fundフランス 連結  99.9%75.0% 連結  99.9%75.0% 

Fortis Private Equity Venture Belgium SAベルギー 連結  100%74.9% 連結  100%74.9% 

Gepeco ベルギー 連結  100%100% 連結  100%100% 

            

不動産会社(業務に使用される不動産)            

Antin Participation 5 フランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

Ejesur SA スペイン 持分法*  100%100% 持分法*  100%100%D1

Foncière de la Compagnie Bancaire SASフランス     S4 連結  100%100% 

Noria SAS フランス          S4

Société Immobilière Marché Saint-Honor

é
フランス 連結  99.9%99.9% 連結  100%100% 

Société d’Etudes Immobilières de
Constructions - Setic 

フランス     S4 連結  100%100% 

Société Marloise Participationsフランス 連結  100%100%E1      

            

投資会社およびその他の子会社            

BNL International Investment SA ルクセンブルク 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas Home Loan SFHフランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

BNP Paribas International BV オランダ          S4

BNP Paribas Mediterranée Innovation &

Technologies
モロッコ 連結  100%96.7% 連結  100%96.7% 

 

連結の範囲の変更

新たに連結の範囲に含まれた事業体(E)   

E1 当グループが定めている基準を上回った(注１.b参照) * 持分法による簡易連結(重要でない会社)(注１.b参照)

E2 設立   

E3 取得または支配の変更 その他

連結の範囲から除外された事業体(S) D1 議決権持分または所有持分の変動と無関係な連結方法の変更

S1 廃業(解散、清算を含む) D2 111社の建設／販売会社(不動産関連プログラム実施会社)。内、

103社は全部連結会社で、８社は比例連結会社である。S2 売却、支配権喪失または重要な影響力の喪失  

S3 基準を下回ったため範囲から除外された事業体(注１.b参照)D3 Klepierre Groupは、2012年３月14日までは当グループの完全

子会社であったが、その後BNPパリバ・グループが持分の一部

を売却したため、現時点では持分法により連結されている(注

８.dを参照)。

S4 合併ならびに資産および負債の全移転  

議決権持分または所有持分の変動(V)  

V1 追加取得  

V2 一部売却   

V3 希薄化   

V4 割合の増加   

    

連結のプルデンシャル・スコープ

(1)CRBF規則2000.03の第4.1条に従い、連結グループの範囲内で規制上の監視が行われるフランスの子会社

(2)連結のプルデンシャル・スコープから除外された会社

(3)プルデンシャル目的で持分法に基づいて連結された会社

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

503/792



 

会社名 国名

2012/12/31 2011/12/31

連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法

議決権

持分(

％)

所有

持分

(％)

参照

投資会社およびその他の子会社(続き)            

BNP Paribas Partners for Innovation (Groupe) フランス 持分法  50.0%50.0% 持分法  50.0%50.0% 

BNP Paribas Public Sector SCFフランス 連結 (1)100%100% 連結 (1)100%100% 

BNP Paribas SB Re ルクセンブルク 連結 (3)100%100% 連結 (3)100%100% 

Compagnie d’Investissements de Paris - C.I.P フランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

Financière BNP Paribas フランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

Financière du Marché Saint Honoré フランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

GIE Groupement Auxiliaire de Moyensフランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

Le Sphinx Assurances Luxembourg SA ルクセンブルク 持分法*  100%100% 持分法*  100%100% 

Loft Beck Ltd. アイルランド          S3

Margaret Inc. 米国          S3

Omnium de Gestion et de Developpement

Immobilier - OGDI
フランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

Plagefin - Placement, Gestion, Finance

Holding SA
ルクセンブルク 連結  100%53.4% 連結  100%53.4% 

Sagip ベルギー 連結  100%100% 連結  100%100% 

Société Auxiliaire de Construction Immobili

ère - SACI
フランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

Société Orbaisienne de Participations フランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

UCB Bail 2 フランス 連結  100%100% 連結  100%100% 

UCB Entreprises フランス 連結 (1)100%100% 連結 (1)100%100% 

UCB Locabail Immobilier 2フランス     S3 持分法*  100%100% 

特別目的会社            

BNP Paribas Capital Trust LLC 6米国 連結  - -  連結  - -  

BNP Paribas Capital Preferred LLC 6米国 連結  - -  連結  - -  

BNP Paribas US Medium Term Notes Program LLC米国 連結  - -  連結  - -  

BNP Paribas US Structured Medium Term Notes

LLC 
米国 連結  - -  連結  - -  

            

Klépierre            

Klépierre SA (Groupe) フランス 持分法  22.4%22.3%D3 連結  57.5%52.0% 

 

連結の範囲の変更

新たに連結の範囲に含まれた事業体(E)   

E1 当グループが定めている基準を上回った(注１.b参照) * 持分法による簡易連結(重要でない会社)(注１.b参照)

E2 設立   

E3 取得または支配の変更 その他

連結の範囲から除外された事業体(S) D1 議決権持分または所有持分の変動と無関係な連結方法の変更

S1 廃業(解散、清算を含む) D2 111社の建設／販売会社(不動産関連プログラム実施会社)。内、

103社は全部連結会社で、８社は比例連結会社である。S2 売却、支配権喪失または重要な影響力の喪失  

S3 基準を下回ったため範囲から除外された事業体(注１.b参照)D3 Klepierre Groupは、2012年３月14日までは当グループの完全

子会社であったが、その後BNPパリバ・グループが持分の一部

を売却したため、現時点では持分法により連結されている(注

８.dを参照)。

S4 合併ならびに資産および負債の全移転  

議決権持分または所有持分の変動(V)  

V1 追加取得  

V2 一部売却   

V3 希薄化   

V4 割合の増加   

    

連結のプルデンシャル・スコープ

(1)CRBF規則2000.03の第4.1条に従い、連結グループの範囲内で規制上の監視が行われるフランスの子会社

(2)連結のプルデンシャル・スコープから除外された会社

(3)プルデンシャル目的で持分法に基づいて連結された会社
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注８.c　子会社の資本および利益剰余金に対する当グループの持分および少数株主持分の変動

子会社の資本に対する少数株主持分を変動させた内部再編

 

(単位：百万ユーロ)
2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

親会社株主帰属 少数株主持分 親会社株主帰属 少数株主持分

同地域にあるフォルティス・バンクSAの
支店からBNPパリバSAの支店への資産売
却

(7) 7 (37) 37

Banexi Holding Corpへの、Fortis
Capital Corporationおよびその子会社
の完全売却

- - (30) 30

グループ内での、BNPパリバSAからBGL
BNPパリバへのBNPパリバ・リーシング・
ソリューションの売却

18 (18)   

その他 (3) - (13) 13

合計 8 (11) (80) 80

 

子会社の資本に対する少数株主持分を変動させた追加持分の取得および持分の一部売却

 

(単位：百万ユーロ)
2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

親会社株主帰属 少数株主持分 親会社株主帰属 少数株主持分

Fauchier   (24) (4)

BNPパリバ・インベストメント・パート
ナーズは、2010年度(とその後の2011年
度)に、この会社の資本に対する12.5％の
少数株主持分を買収して、持分割合を
100％へ引き上げた。

    

Findomestic   (291) (337)

BNPパリバ・パーソナル・ファイナンス
は、この会社の資本に対する25％の少数
株主持分を買収して、持分割合を100％へ
引き上げた。

    

トルコでの再編   23 (129)

BNPパリバは、トルコでの業務を再編した
後、TEBの少数株主から６％の持分を取得
して、持分割合を56.99％へ引き上げた
(注８.d参照)。

    

その他  (4)  (7)

合計 - (4) (292) (477)

 

　当グループは、一部事業体の取得に関連して、少数株主持分に対して自らの持分を所定の価格で売り付けるという

内容のプット・オプションを付与した。

　株主資本の減少として計上されるこれらの債務の総額は、2012年12月31日現在で133百万ユーロ(2011年12月31日現

在は157百万ユーロ)である。

　2012年９月19日に、Galeries Lafayetteが、LaSerに対する持分を、共同株主と交わしている契約の内容に従いBNPパ

リバ・パーソナル・ファイナンスへ売却するオプションを行使すると発表した。BNPパリバではこの決定の重要性を

十分考慮している。現時点では、この売却の価格または時期はいずれも決定されていない。
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注８.d　企業結合

2012年度に実現した企業結合

・　Klépierre

　BNPパリバとSimon Property Groupは、2012年３月14日に、BNPパリバがKlépierreの株式資本の28.7％を売却する

ことに関する契約を交わした。BNPパリバはこの売却により1,516百万ユーロの利益(売却後のBNPパリバの持分に伴

う631百万ユーロの利益を含む)を上げることができた。また長期性資産に係る純利益には、内部取引の再評価に伴う

227百万ユーロの追加利益も認識した。この売却後におけるBNPパリバのKlépierreの株式資本の持分は22.7％とな

り、この持分は、2012年３月14日に、取引日現在の１株当たりの市場価格である26.93ユーロを元に1,134百万ユーロ

と評価した。

　当グループは、持分法によるKlépierreの連結に伴い、損益計算書上で、29百万ユーロの負ののれんを認識した。

　またKlépierreの支配権喪失により、当グループの貸借対照表上の投資不動産の帳簿価額が、104億ユーロ減額し

た。

 

2011年度に実現した企業結合

 

被買収子会社 セグメント 国名 取得率

(単位：百万ユーロ)

買収

価格
のれん

現金

流入

純額

買収日現在の主要な数値

資産 負債

Fortis Commercial Finance Holding NV       

 
リテール・バン

キング事業
オランダ 100%100 9 (11)

顧客貸出金

および債権
1,458金融機関預金 867

         顧客預金 463

Fortis Luxembourg Vie        

 
資産運用および

証券管理事業
ルクセンブルク 16.66%114 (1) 175

純損益を通じて

公正価値で測定

する金融資産

7,280
保険会社の

責任準備金
7,750

BNL Vita        

 
資産運用および

証券管理事業
イタリア 51% 325 120 (144)

純損益を通じて

公正価値で測定

する金融資産

3,555
保険会社の

責任準備金
11,545

       
売却可能金融

資産
6,979  
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・　Fortis Commercial Finance

　BNPパリバ・フォルティスとABNアムロは、2011年６月10日に、BNPパリバ・フォルティスがFortis Commercial

Financeの国際業務(オランダでの業務を除く)を買収することで合意した。欧州およびアジアの12ヶ国で営業してい

る大手ファクタリング会社であるFortis Commercial Financeから取得する資産は、BNPパリバ・ファクタリングの

資産と統合され、欧州およびアジアの機関投資家に対するBNPパリバのサービスに使われる。

 

　この買収により、当グループのファクタリング業務実施国が英国、ドイツ、ポーランド、デンマーク、ルクセンブル

ク、および香港の６ヶ国に拡大する他、当グループは、欧州を代表する大手ファクタリング会社の１社となる。Fortis

Commercial Financeは2011年10月４日以降全部連結されているが、当グループの年間収益への貢献額は重要な額で

はない。

 

・　BNL Vita

　BNPパリバのイタリアの子会社であるCardif Assicurazioniと保険グループのUnipolは、2009年12月22日に、両社の

合弁会社であるBNL Vita bancassuranceについてUnipolが有する51%の出資持分を同子会社が買収することで合意

した。2011年９月29日以降は、BNPパリバ・グループのBNL Vitaに対する出資持分が100%となった。また企業結合に関

する会計基準を適用した結果、当グループがBNL Vitaの経営権を取得した時点におけるこの子会社に対する当グ

ループの出資持分の総額をもとにのれんが認識された。

　BNL Vitaは、イタリアのバンカシュランス市場で第６位の規模を誇る1987年創業の保険会社である。BNL Vitaは、イ

タリアにて当グループの銀行業務を展開しているBNLの支店網を通じて生命保険商品を販売している。

　BNL Vitaは2011年９月30日以降全部連結されているが、当グループの2011年度年間収益への貢献額は重要な額では

ない。

　同社の社名はBNP Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazioneへ変更された。

 

・　Cardif Lux International / Fortis Luxembourg Vie SA

　Ageas、BGL BNPパリバ、およびBNPパリバ・カーディフは、2011年６月７日に、Fortis Luxembourg VieとCardif Lux

Internationalの合併に合意した。この合意に至るまで、Fortis Luxembourg Vieに対するAgeasとBGL BNPパリバの出

資持分はそれぞれ50%であった(出資比率が50%のため、BNPパリバ・グループではこの投資を持分法で会計処理して

いた)。またこの合意に至るまで、Cardif Lux Internationalに対するBNPパリバ・カーディフの出資持分は100％で

あった(このためCardif Lux InternationalはBNPパリバ・グループが全部連結していた)。この取引後、合併により

新設された会社に対するBNPパリバ・グループの出資持分は66.66％となり、2011年12月31日以降は全部連結されて

いる。

　この合併により新設された会社の商号はCardif Lux Vieで、現在では、ルクセンブルク市場にて生命保険商品や

ローン保護保険商品を販売する大手企業となっている。
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・　TEB

　フォルティス・バンクSAの取得後に、BNPパリバ、Colakoglu Group(2005年よりTEBの共同株主)、およびBNPパリバ・

フォルティスは、予定しているTEBとフォルティス・バンク・トルコの合併について合意した。この合併については、

2011年１月25日に両行の株主総会で投票が行われ、２月14日にはこの合併が実施された。比例連結法を用いて連結さ

れる新会社には、TEBの企業統治原則が適用された。Colakoglu Groupは、TEBを傘下に置く持株会社であるTEB

Holdingに対する自らの持分を、2012年２月15日以降、BNPパリバ・グループに対し公正価値で売却する選択権を有す

る。この選択権には、2014年４月１日以降に、Colakoglu Groupによる過去の保有期間中における最低価格である

1,633百万トルコリラで売却する権利が含まれる。

　BNPパリバ・グループは、2011年６月に、公開買い付けを通じて、上記新会社の公開株式の６％も取得した。

 

注８.e　当グループの役員に対する報酬および給付

当グループの役員に対する報酬および給付に関する方針

・　当グループの役員に支払われた報酬

　当グループの役員報酬は、報酬委員会が勧告し取締役会が承認する方法により決定する。

　役員報酬には固定報酬部分と変動報酬部分が含まれており、それらの水準は役員報酬を専門に調べる調査会社が定

めた市場基準を基に決定している。

 

－　固定報酬

　会長であるボードゥアン・プロの年間固定報酬は850,000ユーロとなった。

　最高経営責任者であるジャンローラン・ボナフェの固定報酬は、2012年７月１日に1,050,000ユーロから1,250,000

ユーロへ増額された。

　最高執行責任者であるジョルジュ・ショドゥロン・ドゥ・クールセル、フィリップ・ボルデナーヴおよびフランソ

ワ・ヴィルロワ・ドゥ・ガローの年間固定報酬は、それぞれ600,000ユーロ、580,000ユーロおよび450,000ユーロと

なった。
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－　変動報酬

　会社役員報酬の変動部分は、目標報酬額に基づき算定される。この目標報酬額は、ボードゥアン・プロについては固

定報酬額の100％、ジャンローラン・ボナフェ、ジョルジュ・ショドゥロン・ドゥ・クールセル、およびフィリップ・

ボルデナーヴについてはその150％、フランソワ・ヴィルロワ・ドゥ・ガローについてはその120％に相当する額で

ある。当グループの業績、すなわち会社役員としての経営管理能力、ならびにBNPパリバのリスクおよび流動性に関す

る方針に基づく取締役会の評価結果と連動する基準により変動する。変動部分は、BNPパリバが収めた成功に対する

各会社役員の実際の貢献度を報酬に反映することを目的とするもので、会長については、特に、取締役会の内規に

沿って会長が遂行している職務の内、取締役会の組織および機能のみに関連するものではない職務が考慮され、最高

経営責任者および最高執行責任者については、特に、国際金融サービス・グループの上級役員としての職務の遂行状

況が考慮される。

 

当グループの業績基準：

　業績連動型変動報酬の75％については、当グループの業績基準による部分であり、関連指標の変動に基づいて計算

される。

－　ボードゥアン・プロ、ジャンローラン・ボナフェ、フィリップ・ボルデナーヴ

　－　１株当たり当期純利益の変動(業績連動型の変動報酬の37.5％)

　－　当グループの予定営業総利益の達成度(業績連動型の変動報酬の37.5％)

－　ジョルシュ・ジョルドン・ドゥ・クールセル、フランソワ・ヴィルロワ・ドゥ・ガロー

　－　１株当たり当期純利益の変動(業績連動型の変動報酬の18.75％)

　－　当グループの予定営業総利益の達成度(業績連動型の変動報酬の18.75％)

　－　最高執行責任者が担当している事業の税引前当期純利益の変動(業績連動型の変動報酬の18.75％)

　－　最高執行責任者が担当している事業の予定営業総利益の達成度(業績連動型の変動報酬の18.75％)

 

個人目標に基づく基準：

　個人目標に基づく基準は、取締役会が、洞察力、意思決定力、および指導力の観点から評価する管理能力に関連する。

　－　洞察力：構想を明確にし、将来に向けて準備し、革新的精神を抱き、後継者育成を実行し、上級役員の視野を国

際的なものへ広げる力。

　－　意思決定力：当グループの成長、当グループ内でのリスク管理の効率や妥当性、内部統制、および資本管理方

針などと関係のある決定を関係管理者と協力して下し、これらについて必要な対策を講じる力。

　－　指導力：当グループの価値(コミットメント、熱意、創造力、対応力)に沿った行動を認める力。また自発性や内

部協力体制を促す力。さらに、変革および実績重視の企業文化を浸透させる力。

　業績連動型変動報酬において、個人的な基準に連動する部分は25％に限定される。
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リスクおよび流動性に関する方針と関係のある基準：

　リスクおよび流動性に関する方針と関係のある基準は、最高経営責任者および最高執行責任者のみと関係のある基

準である。この基準に対応する変動報酬の部分は、いくつかの測定可能な所定の目標の達成状況により変化する。こ

の部分は、以下に掲げる場合にのみ支給される。

i.  当グループの業績指標と連動する変動報酬額が、少なくとも、業績連動型の報酬の対応する部分と同じになっ

た場合。

ii. CDSプレミアム情報が通常公開されている比較可能な21行の中でBNPパリバのCDSプレミアムが下から数えて

３位までに入った場合。

　2012年度、取締役会は、変動報酬額およびその各要素の合計額が、当グループの業績と整合性がとれており、いかな

る場合においても、固定報酬額の180％を超過しないことを確かめた。取締役会は、株主総会に会社役員に支給される

変動報酬額について報告している。

　取締役会は、2011年度の実績をもとに2012年度に役員へ支給する変動報酬の60％についてその支給を３年間繰り延

べることを決定し、2013年度には最低支給額の300,000ユーロが支給可能である。繰延部分には、株主資本利益率に関

する条件が適用され、繰延部分の半分は株価に連動する。非繰延部分の半分については、その支給が６ヶ月延期され、

株価に連動する。

 

・　長期的な株価上昇と連動する役員への報酬

　2012年度には、BNPパリバの役員はストック・オプションまたは業績に応じた株式のいずれも受給しなかった。

　当グループの経営陣が、当グループの長期的な事業の進捗に対し関心を持つよう仕向けるため、取締役会は、５年間

の株価変動実績に基づき報酬額が決まるという条件の付いた報酬制度を導入した。この制度においては、支給日選択

の余地がない他、利益が制限される。

　この制度に基づく報酬は、付与日から５年後の時点で、株価が５％以上上昇していない場合には支給されない。また

株価が５％以上上昇していた場合であっても、支給される報酬は、BNPパリバの株価と関係のある業績基準目標の各

年における達成状況により変動する。この条件に従い、報酬額は、各年における当該達成状況に応じた割合により増

減されるため、満額の報酬が維持されたり、報酬が減額されたり、報酬額がなくなったりする場合がある。支給額は、

５年間における株価の上昇率に応じて変化する。また株価が急上昇した場合でも、一定の上限が適用されるため、支

給額の増額割合は株価の上昇率を下回る。

　この長期的株価上昇との連動条件付報酬の、付与日(2012年５月3日)現在の帳簿価額は、ボードゥアン・プロに対す

る報酬が228,565ユーロ、ジャンローラン・ボナフェに対する報酬が311,323ユーロ、ジョルジュ・ショドゥロン・

ドゥ・クールセルに対する報酬が205,132ユーロ、フィリップ・ボルデナーヴに対する報酬が193,561ユーロ、またフ

ランソワ・ヴィルロワ・ドゥ・ガローに対する報酬が108,421ユーロであった。
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・　退職後給付

－　解雇または異動に伴い生じるか生じる可能性のある補償または給付

　2011年12月に最高経営責任者に就任したジャンローラン・ボナフェ（1993年、BNPパリバ入社）は、AFEP-MEDEF

企業統治法の勧告に従って、2012年７月１日をもって雇用契約を放棄することに同意した。その結果、ジャン

ローラン・ボナフェは、当グループの制度に基づく死亡および障害補償、ならびに健康保険を除き、20年以上に

渡り従業員および会社役員として受給資格を与えられていた福利厚生給付(および、特に雇用契約の終了に係る

権利）の受給資格を失うことになる。

　その代わりに、2012年12月14日、取締役会は、ジャンローラン・ボナフェに有利な形で、規制適用のある契約を

承認し、当該契約は、2012年度の財務諸表を承認するために開催される年次株主総会で決議にかけられることに

なっている。当該契約はジャンローラン・ボナフェが最高経営責任者を退任する場合の解雇給付の受給資格の

条件を定めるものである。

１.下記に該当する場合には、ジャンローラン・ボナフェは、解雇給付の受給資格を持たない。

・　重大な不当行為

・　下記２で定められた業績基準の未達成

・　自己退職

２.上記１で定める場合以外の退任の場合には、ジャンローラン・ボナフェは条件付解雇給付の受給権を付与さ

れる。

a.　退任からさかのぼって３年のうち少なくとも２年間において、ジャンローラン・ボナフェの変動報

酬を決定するために取締役会が定めた定量的目標の少なくとも80％を達成した場合、退任する直前

の固定報酬および目標報酬の２年に相当する額が解雇給付として受給される。

b.　上記で述べた達成率に満たないが、退任からさかのぼって３年のうち少なくとも２年間において、株

主帰属当期純利益が発生している場合、2011年度の業績に連動して付与される報酬の２年に相当す

る額が解雇給付として付与される。

３.ジャンローラン・ボナフェの退職が認められる日以前に、年度中に退任する場合、下記の通り解雇給付が与

えられる。

・　上記で定められた解雇給付の半分に限定される。

・　同じ条件の適用を受ける。

 

　ボードゥアン・プロ、ジョルジュ・ショドゥロン・ドゥ・クールセル、フィリップ・ボルデナーヴおよびフラ

ンソワ・ヴィルロワ・ドゥ・ガローには、契約に基づき解雇補償を受ける権利がない。
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－　退職ボーナス

　取締役会承認の合意事項に基づきボードゥアン・プロとの雇用契約が終了される場合、BNPパリバは、プロ氏が

退職を選択して当グループを去る際に150,000ユーロの退職ボーナスを支払う義務を負う。このボーナスは、パ

リ国立銀行職員の退職金準備基金に関する合意事項に基づきプロ氏が受給できるボーナスである。

　ジャンローラン・ボナフェ(最高経営責任者)には、退職時に、前述の解雇補償額を超える退職ボーナスを受給

する資格がない。

　ジョルジュ・ショドゥロン・ドゥ・クールセル、フィリップ・ボルデナーヴおよびフランソワ・ヴィルロワ・

ドゥ・ガロー(いずれも最高執行責任者)は、入行時の雇用契約に基づき、BNPパリバSAの全従業員に支給される

標準的な退職ボーナスを受ける資格を有する。

 

－　追加年金制度
(1)

　BNP、パリバまたはCompagnie Bancaireに以前勤務していたグループ経営陣にかつて付与されていた確定給付

制度は、すべて追加型の制度へと移行している。かつての制度が新規役員に対して打ち切られた際に、受給権者

への配賦額は確定した。

　ボードゥアン・プロ(取締役会会長)とジョルジュ・ショドゥロン・ドゥ・クールセル(最高執行責任者)に対

しても同様の手続が取られた。フランスの社会保障法典第L.137.11条およびR.137.16条に従い、ボードゥアン・

プロとジョルジュ・ショドゥロン・ドゥ・クールセルは現在、付随的追加型団体年金制度に加入している。この

制度では、退職時に当グループに勤務していることを条件として、年金額は1999年度および2000年度の変動報酬

および固定報酬を基に算出される。ただし、その後に受給権を取得することはない。

　フランスの包括的社会保障制度およびARRCOやAGIRCの追加制度が給付する年金などの退職給付額に1994年１

月１日施行の銀行業界全体の協定により設けられた銀行業界年金、さらに雇用主による追加型積立制度への拠

出により取得した年金受給権を加算した退職給付額の上限は、上述の報酬額の50％である。

　これらの給付額は、2002年１月１日から実際の支払日までの間に、フランス社会保障、ARRCO制度およびAGIRC制

度により支払われた年金給付の年間平均増加率を基に再評価される。2012年度の潜在的年金受給権の増加は、こ

の再評価の結果を上限とする。給付金支払い時の追加年金はこの再評価額と上述の包括制度および追加制度に

より支給される年金給付との差額に等しくなる。追加給付額が最終的に決定すると、その後の給付額はAGIRC制

度でのポイントごとの給付価値の増加率に連動する。

　これらの債務は、パリ国立銀行が計上した引当金により適宜賄われた。この引当額は、従来の制度を打ち切り、

債務を外部の保険会社に移転した際に調整された。

　上記年金制度に伴う給付は、役員の総報酬の算定時に取締役会が常に考慮する。取締役会は、2009年度中に、こ

の制度がAFEP-MEDEF企業統治法の規定に準ずるものであることを正式に記録した。

 
(1) 
AFEP-MEDEF企業統治法(ポイント20-2-5)
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　取締役会会長、最高経営責任者および最高執行責任者は、フランス包括税法典第83条に従ってBNPパリバSAの全

従業員用に設けた確定拠出年金制度に加入している。2012年度中に当行がこの制度へ拠出した額は、受益者１人

当たり400ユーロであった。

 

－　福利厚生制度

　取締役会会長、最高経営責任者および最高執行責任者は、BNPパリバSAの全従業員および役員と同様の、柔軟性

のある福利厚生給付(死亡および障害給付金、ならびに共通の医療給付制度に基づく給付金)の受給資格がある。

　彼らはまた、BNPパリバSAの全従業員と同じGarantie Vie Professionnelle Accidents死亡・障害保障制度の

受給資格、およびグループ執行委員会メンバー用に設定した追加制度の受給資格も与えられている。この追加制

度では、業務に関連する死亡または高度障害の場合、1.10百万ユーロが追加で支払われる。

 

 
雇用契約 追加型年金制度

職務の停止または
変更に起因するか
起因する可能性のあ

る給付または支払い
(3)

競合禁止条項に
基づく支払い

あり なし あり なし あり なし あり なし

ボードゥアン・プロ  ? ?   ?  ?

ジャンローラン・ボナフェ  ?
(1)

?
(2)  ?

(3)   ?

ジョルジュ・ショドゥロン・
ドゥ・クールセル

?  ?   ?  ?

フィリップ・ボルデナーヴ ?  ?
(2)   ?  ?

フランソワ・ヴィルロワ・
ドゥ・ガロー

?  ?
(2)   ?  ?

 
(1) 
雇用契約は2012年７月１日に権利放棄された。

(2) 
ジャンローラン・ボナフェ、フィリップ・ボルデナーヴ、およびフランソワ・ヴィルロワ・ドゥ・ガローのみが、フランス包
括税法典第83条に従って設けられているBNPパリバSAの全従業員・役員向けの確定拠出制度からの受給資格を有する。

(3) 
上記「解雇または異動に伴い生じるか生じる可能性のある補償または給付」を参照。
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　以下の表は、2012年12月31日終了事業年度に関して支払われる予定の報酬総額(同期間における取締役報酬および

現物給付を含む)を示している。

 

2012年度に関して支払われる報酬
(単位：ユーロ)

報酬

取締役報酬
(3)
現物給付

(5)
報酬合計

(6)

固定
(1)

変動

2012年度に支
払われる

繰延

ボードゥアン・プロ       

取締役会会長 850,000330,000
(7)

495,000
(7) 93,010 3,7011,716,404 

(2011年度) (941,667)(471,970)
(2)(707,956)(91,796)(3,926)(2,166,394)

ジャンローラン・ボナフェ       

最高経営責任者 1,150,000672,000
(7)
1,008,000

(7) 143,5403,1082,870,811 

(2011年度) (820,833)(463,106)
(2)(694,659)(97,087)(3,197)(2,020,548)

ジョルジュ・ショドゥロン・
ドゥ・クールセル

      

最高執行責任者 600,000356,000
(7)

534,000
(7) 98,558 4,1411,494,141 

(2011年度) (600,000)(305,143)
(2)(457,714)(106,133)(4,141)(1,366,998)

フィリップ・ボルデナーヴ       

最高執行責任者 580,000344,000
(7)

516,000
(7) 7,500 2,8791,442,879 

(2011年度は、2011年12月１日
から2011年12月31日までの期
間)

(48,333)(25,842)
(2) (38,763) (4) (13)(112,951)

フランソワ・ヴィルロワ・ドゥ・
ガロー

      

最高執行責任者 450,000300,000
(7)

230,000
(7) (86,042)3,114983,114

(2011年度は、2011年12月１日
から2011年12月31日までの期
間)

(37,500)(33,321)
(2) (22,214) (4) (260)(93,295)

当グループの役員に支払われる報酬合計      

2012年度     8,507,349 

(2011年度)      (5,760,186)
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(1) 
2012年度に実際に支払われた報酬。

(2) 
これらの額は、それぞれ2011年度および2012年度に関して支払われた変動報酬に対応する額である。

(3) 
ボードゥアン・プロは、BNPパリバSAおよびErbéを除く当グループのいかなる会社からも取締役報酬を受給していない。Erb
éから受け取った取締役報酬は、同氏に支払われる変動報酬から控除されている。

ジャンローラン・ボナフェは、BNPパリバSA、BNPパリバ・フォルティス、BNL、BNPパリバ・パーソナル・ファイナンスおよび

Erbéを除く当グループのいかなる会社からも取締役報酬を受給していない。BNPパリバ・フォルティス、BNL、BNPパリバ・

パーソナル・ファイナンスおよびErbéに関する取締役報酬は、同氏の変動報酬から控除されている。

ジョルジュ・ショドゥロン・ドゥ・クールセルは、BNPパリバ・スイス、Erbé、およびBNPパリバ・フォルティスを除く当グ

ループのいかなる会社からも取締役報酬を受給していない。これらの会社から受給した取締役報酬は、同氏の変動報酬から控

除されている。

フィリップ・ボルデナーヴは、BNPパリバ・パーソナル・ファイナンスを除く当グループのいかなる会社からも取締役報酬を

受給していない。BNPパリバ・パーソナル・ファイナンスから受給した取締役報酬は、同氏の変動報酬から控除されている。

フランソワ・ヴィルロワ・ドゥ・ガローは、BGL、BNL、BNPパリバ・フォルティス、BNPパリバ・リーシング・ソリューションズ

およびCortal Consorsを除く当グループのいかなる会社からも取締役報酬を受給していない。これらの会社から受給した取

締役報酬は、同氏の変動報酬から控除されている。
(4) 
フィリップ・ボルデナーヴとフランソワ・ヴィルロワ・ドゥ・ガローは、職務開始日である2011年12月１日から2011年12月
31日までの期間中、取締役報酬を受給しなかった。。

(5) 
取締役会会長、最高経営責任者および最高執行責任者はそれぞれ、社用車および専用携帯電話を保有している。

(6) 
変動報酬からの取締役報酬控除後の報酬総額。

(7) 
本書の作成日現在では、BNPパリバの取締役会は、会社役員の2012年度の報酬の変動部分を決定していないため、この決定は、
登録書類と本注記の年次更新版に盛り込まれる見込みである。
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　以下の表は、2012年12月31日終了事業年度に関して支払われた報酬総額(同期間における取締役報酬および現物給

付を含む)を示している。

 

2012年度に支払われた報酬
(単位：ユーロ)

報酬
取締役報酬 現物給付 報酬合計

(3)

固定 変動
(1)

ボードゥアン・プロ      

取締役会会長 850,000819,49593,0103,7011,766,206

(2011年度) (941,667)(799,042)
 - (91,796)(3,926)(1,836,430)

ジャンローラン・ボナフェ      

最高経営責任者 1,150,000640,935143,5403,1081,937,583

(2011年度) (820,833)(513,619)
 - (97,087)(3,197)(1,434,736)

ジョルジュ・ショドゥロン・
ドゥ・クールセル

     

最高執行責任者 600,000457,16698,5584,1411,159,865

(2011年度) (600,000)(435,540)
 - (106,133)(4,141)(1,145,814)

フィリップ・ボルデナーヴ      

最高執行責任者 580,000406,366 7,500 2,879 996,745

(2011年度は、2011年12月１日から
2011年12月31日までの期間)

(48,333)(690)
(2) - (13) (49,036)

フランソワ・ヴィルロワ・ドゥ・ガロー      

最高執行責任者 450,000216,81586,0423,114 755,971

(2011年度は、2011年12月１日から
2011年12月31日までの期間)

(37,500)(690)
(2) - (260)(38,450)

当グループの役員に支払われた報酬合計     

2012年度     6,616,370

(2011年度)     (4,504,466)

 
(1) 
表示額には、変動報酬、臨時報酬、および取締役報酬の返金額に相当する控除も含まれている。
2012年度に支給された、2011年度の業績と関連するボードゥアン・プロの変動報酬は、50,920ユーロ(2011年度に受給した取締

役報酬の返金額に相当)減少した。

2012年度に支給された、2011年度の業績と関連するジャンローラン・ボナフェの変動報酬は、58,334ユーロ(2011年度に受給し

た取締役報酬の返金額に相当)減少した。

2012年度に支給された、2011年度の業績と関連するジョルジュ・ショドゥロン・ドゥ・クールセルの変動報酬は、106,133ユー

ロ(2011年度に受給した取締役報酬の返金額に相当)減少した。

2012年度に支給された、2011年度の業績と関連するフィリップ・ボルデナーヴの変動報酬は、6,879ユーロ(2011年度に受給し

た取締役報酬の返金額に相当)減少した。

2012年度に支給された、2011年度の業績と関連するフランソワ・ヴィルロワ・ドゥ・ガローの変動報酬は、53,413ユーロ(2011

年度に受給した取締役報酬の返金額に相当)減少した。
(2) 
当行全体レベルでの合意事項に基づき、2010年度中当行に在籍していたBNPパリバSAの全常勤職員へ支給された、2011年12月
支給のボーナス。

(3) 
この報酬に対する2012年度の平均給与税率は30.5％(2011年度は32.3％)であった。
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・役員に対する給付

 

当グループの役員に対する給付 2012年度 2011年度

退職後給付   

退職ボーナス   

　給付債務の現在価値(給与税を除く) 620,247ユーロ746,318ユーロ

付随的追加型団体年金制度 　 　

　給付債務の現在価値合計 19.01百万ユーロ18.5百万ユーロ

確定拠出年金制度 　 　

　当事業年度における会社拠出額 2,000ユーロ 1,588ユーロ

福利厚生給付   

当事業年度における会社の保険料支払額 23,429ユーロ 74,263ユーロ
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・取締役会のメンバーへ支給された取締役報酬

 

(単位：ユーロ)
2012年度に支給された

取締役報酬
2011年度に支給された

取締役報酬

パトリック・オーギュスト
(1)  26,861

クロード・ベベアー
(2) 31,306 48,009

スザンヌ・バーガー
(3)  23,358

ジャンローラン・ボナフェ 37,703 38,753

ピエール・アンドレ・ドゥ・シャレンダー
(4) 16,461  

ジャン―マリー・ギアーノ
(5) 10,054 47,034

フランソワ・グラポット
(3)  45,317

ドゥニ・ケスレー 71,294 74,466

メグレナ・クネーヴァ 46,203 36,629

ジャン―フランソワ・ルプティ 76,177 65,524

ニコル・ミション 45,489 17,624

ティエリー・モーチャード
(6) 26,515  

ローレンス・パリゾ 39,615 41,726

ミシェル・ペブロー 44,859 40,876

エレーヌ・プロワ 53,672 45,972

ボードゥアン・プロ 37,703 40,876

ルイ・シュバイツァー 67,896 60,239

ミシェル・ティルマン 55,547 56,590

エミール・ヴァン・ブルークホーヴェン 55,547 55,528

ダニエラ・ウェイバー・レイ 46,522 55,528

フィールズ・ヴィッカー―ミューリン 52,432 20,597

合計 814,995 841,507

 
(1) 
2011年６月30日に任期満了。

(2)
 2012年５月23日に任期満了。

(3)
 2011年５月11日に任期満了。

(4)
 2012年５月23日に就任。

(5)
 2012年２月15日に任期満了。

(6)
 2012年２月16日に就任。

 

新株引受オプション制度

　株主総会で付与された権限に基づき、BNPパリバは、グローバル株式連動型報酬制度(その性質は、取締役会によって

決定され、給与および従業員給付(株式報酬)に関する注記に記載されている)を設定した。

　この制度の条項は役員に適用されるが、2012年度においては、取締役会はこの制度の利用を選択しなかった。
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・2012年度に付与および行使されたオプション

 

当グループの役員に付与された、

および／または役員が行使した

新株引受オプション

オプション

数

行使価格

(単位：

ユーロ)

付与日  制度の満期日

 個別配賦
資本に対す

る個別配賦

の割合 ユーロ額

認識された

費用に対する

割合

2012年度に付与されたオプション Nil - - - - - -

2012年度に行使されたオプション Nil - - - - - -

2011年度に付与されたオプション Nil - - - - - -

2011年度に行使されたオプション          

ボードゥアン・プロ 94,81847.372001年５月15日　 2011年５月14日 0   

ジョルジュ・ショドゥロン・

ドゥ・クールセル
4,67535.872003年３月21日　 2013年３月20日 0   
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・各役員に支払われた報酬およびストック・オプションの要約

 

(単位：ユーロ) 2012年度 2011年度

ボードゥアン・プロ
取締役会会長

  

当年度の報酬 1,716,404 2,166,394

長期的な実績と連動する報酬－付与日現在の帳簿価額 228,565 492,506

当年度中に付与されたストック・オプションの価値 Nil Nil

合計 1,944,969 2,658,900

ジャンローラン・ボナフェ
最高経営責任者

  

当年度の報酬 2,870,811 2,020,548

長期的な実績と連動する報酬－付与日現在の帳簿価額 311,323 399,744

当年度中に付与されたストック・オプションの価値 Nil Nil

合計 3,182,134 2,420,292

ジョルジュ・ショドゥロン・ドゥ・クールセル
最高執行責任者

  

当年度の報酬 1,494,141 1,366,998

長期的な実績と連動する報酬－付与日現在の帳簿価額 205,132 323,780

当年度中に付与されたストック・オプションの価値 Nil Nil

合計 1,699,273 1,690,778

フィリップ・ボルデナーヴ
最高執行責任者

  

当年度の報酬 1,442,879 112,951
(１)

長期的な実績と連動する報酬－付与日現在の帳簿価額 193,561 Nil

当年度中に付与されたストック・オプションの価値 Nil Nil

合計 1,636,440 112,951
(１)

フランソワ・ヴィルロワ・ドゥ・ガロー
最高執行責任者

  

当年度の報酬 983,114 93,295
(１)

長期的な実績と連動する報酬－付与日現在の帳簿価額 108,421 Nil

当年度中に付与されたストック・オプションの価値 Nil Nil

合計 1,091,535 93,295
(１)

 
(1) 
(職務開始日である)2011年12月１日から2011年12月31日までの期間中に支給された報酬。
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　下記の表は、2012年12月31日現在において当グループ役員が保有する未行使オプション数の残高を示している。

 

発行会社 BNPパリバ BNPパリバ BNPパリバ BNPパリバ BNPパリバ BNPパリバ BNPパリバ BNPパリバ BNPパリバ

付与日
2003年

3月21日

2004年

3月24日

2005年

3月25日

2006年

4月5日

2007年

3月8日

2008年

4月18日

2009年

4月8日

2010年

3月5日

2011年

3月4日

ボードゥアン・プロ 201,688 - 155,125184,537174,300174,299 - - -

ジャンローラン・ボナフェ - - 41,36851,26161,51861,517 - - -

ジョルジュ・ショドゥロン・

ドゥ・クールセル
- - 62,05292,26992,277102,529 - - -

フィリップ・ボルデナーヴ 38,484 - 41,36836,90836,91141,01241,01424,90018,660

フランソワ・ヴィルロワ・

ドゥ・ガロー
- 7,75015,51415,37915,38015,38041,01424,90018,660

2012年度末現在の

オプション残高
(1) 240,1727,750315,427380,354380,386394,73782,02849,80037,320

 
(1) 
新株引受権の分離を考慮に入れる目的で、実施時点で有効な規制に準じ2009年10月に優先的株式引受権の引き受けによる増
資により、オプションの数と行使価格の調整が生じた。

 

業績に応じた株式：

　注７.eに記載のカテゴリーの従業員を受益者とする株式連動型報酬制度に基づき、フィリップ・ボルデナーヴとフ

ランソワ・ヴィルロワ・ドゥ・ガローは、条件付の業績に応じた株式を受給した。

 

発行会社 BNPパリバ BNPパリバ

付与日 2010年３月５日 2011年３月４日

権利確定日 2013年３月５日 2014年３月４日

利用可能日 2015年３月６日 2016年３月４日

業績条件 有 有

 株式数
(1)

評価額
(2) 株式数 評価額

(2)

フィリップ・ボルデナーヴ 2,070 103,500 4,665 223,174

フランソワ・ヴィルロワ・ドゥ・ガロー 2,070 103,500 4,665 223,174

合計 4,140 207,000 9,330 446,347

 
(1) 
株式数は、該当部分にかかる業績条件が達成されなかった場合に減額される、当初付与額の１／３部分を考慮して調整されて
いる。

(2) 
注７.eに記載の手法に基づき算定された付与日現在の評価額。

 

　2012年12月31日現在で利用可能な業績に応じた株式を保有している役員はいない。
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長期的な株価上昇と連動する役員への報酬

　下記の表は、付与日と2012年12月31日現在での、当グループ役員への長期的な報酬の公正価値を示したものである。

 

発行会社 BNPパリバ BNPパリバ

付与日 2011年４月12日 2012年５月３日

支給日 2016年４月12日 2017年５月３日

(単位：ユーロ) 付与日
2012年12月31日現

在
付与日

2012年12月31日現
在

ボードゥアン・プロ 492,506 410,310 228,565 346,375

ジャンローラン・ボナフェ 399,744 333,030 311,323 471,789

ジョルジュ・ショドゥロン・ドゥ・
クールセル

323,780 269,743 205,132 310,864

フィリップ・ボルデナーヴ - - 193,561 293,328

フランソワ・ヴィルロワ・ドゥ・ガロー - - 108,421 164,305

合計 1,216,0311,013,0831,047,0021,586,662

 

ストック・オプションの行使に伴い発行された株式の保有義務

　取締役会では、取締役会会長、最高経営責任者、および最高執行責任者は、退任時まで、ストック・オプションの行使

に伴い発行された株式を一定数保有していなければならないと定めた。この要件に基づきジャンローラン・ボナ

フェが保有しておくべき株式は、役員に任命された2008年９月１日現在で付与されているオプションについて実現

したキャピタル・ゲイン(取得費用控除後)の50％に相当する株式である。この保有要件は、フィリップ・ボルデナー

ヴとフランソワ・ヴィルロワ・ドゥ・ガローに対し2011年12月１日に付与されたオプションにも適用される。この

要件は、ストック・オプションの行使に伴い発行された株式について後述の数の株式を保有していれば満たされた

ものとみなされる。

　取締役会では、ボードゥアン・プロとジョルジュ・ショドゥロン・ドゥ・クールセルは、その在任期間中、最低限保

有すべき数の株式を保有していなければならないと定めている。これまでこの数は、ボードゥアン・プロについては

80,000株に、またジョルジュ・ショドゥロン・ドゥ・クールセルについては30,000株に定められていた。また取締役

では、ジャンローラン・ボナフェがその在任期間中に最低限保有しておくべき株式の数を30,000株から80,000株へ

増やした。なおこの80,000株という数は、ボードゥアン・プロが最高経営責任者在任中に保有しておくべきであった

数と同じ数である。ジャンローラン・ボナフェは、社内貯蓄制度(制度への拠出金は全額BNPパリバの株式へ投資され

る)の下で取得する株式または単元株を、最高経営責任者に指名された日から３年後の2014年12月１日まで直接保有

するという方法で、この義務を履行しなければならない。

　各報酬を支給する対価として、取締役会では、フィリップ・ボルデナーヴとフランソワ・ヴィルロワ・ドゥ・ガ

ローがその在任期間中に最低限保有しておくべき株式の数を定めている。なおこの株式は、社内貯蓄制度(制度への

拠出金は全額BNPパリバの株式へ投資される)の下で取得する株式または単元株でなければならない。なおこの保有

数は、フィリップ・ボルデナーヴについては30,000株に、またフランソワ・ヴィルロワ・ドゥ・ガローについては

20,000株に定められている。この義務は、2016年12月１日まで果たさなければならない。
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従業員互選取締役に対する報酬および給付

　従業員互選取締役に対して2012年度に支払った報酬総額(実際の勤務日数に基づき算定される)は、取締役報酬を除

き、114,370ユーロ(2011年度は155,426ユーロ)に達した。従業員互選取締役に対して2012年度に支払った取締役報酬

の総額は、82,058ユーロ(2011年度は93,346ユーロ)であった。これらについては、該当する取締役の労働組合に直接

支払われた。

　従業員互選取締役には、BNPパリバSAの全従業員と同じ死亡・障害保障およびGarantie Vie Professionnelle

Accidents、ならびに医療費補償の受給資格が与えられている。2012年度にBNPパリバが従業員互選取締役に代わって

これら制度に支払った保険料総額は、1,833ユーロ(2011年度は1,746ユーロ)であった。

　フランス包括税法典第83条に従って、従業員互選取締役は、BNPパリバSAの全従業員用に設けた確定拠出制度に加入

している。2010年度にBNPパリバが役員に代わって確定拠出制度に支払った拠出金合計額は、738ユーロ(2011年度は

717ユーロ)であった。上記役員は、1994年１月１日施行の銀行業界全体の協定により設けられた追加型銀行業界年金

の受給権も有している。

 

当グループの役員に付与された貸出金、前渡金および保証

　2012年12月31日現在、当グループの役員に直接的または間接的に付与された貸出金残高の合計額は、2,700,091ユー

ロ(2011年12月31日現在は3,416,297ユーロ)であった。これは、BNPパリバの役員とその配偶者への貸出金の合計額を

表している。通常取引に相当するこの貸出は、第三者間取引の基準に基づき行われている。

 

注８.f　関連当事者

　その他のBNPパリバ・グループの関連当事者とは、連結会社(持分法により連結する事業体を含む)およびグループ

従業員に提供する退職後給付制度を運営する事業体(複数雇用主および複数産業スキームを除く)である。

　BNPパリバ・グループと関連当事者間の取引は、第三者間取引の基準に基づき行われている。

 

連結会社間の関係

　BNPパリバ・グループの連結会社の明細表は注８.b「連結の範囲」に示されている。全部連結事業体間の取引およ

び期末残高については連結財務諸表から消去している。下記の表に、BNPパリバが共同支配する会社(比例連結法で計

上)と関係のある、連結財務書類から消去しない連結会社間取引を示している。また下記の表には、持分法で計上して

いる関連会社との取引および残高も示している。
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・関連当事者の貸借対照表項目

 

(単位：百万ユーロ)

2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

比例連結で
会計処理される
連結事業体

持分法で
会計処理される
連結事業体

比例連結で
会計処理される
連結事業体

持分法で
会計処理される
連結事業体

資産     

貸出金、前渡金および有価証券     

要求払預金 53 130 29 40

貸出金 3,969 1,827 4,058 3,082

有価証券 319 16 312 17

ファイナンス・リース - - 6 -

ポートフォリオ内のトレーディング目的
以外で保有する有価証券

459 2 479 2

その他の資産 6 128 11 110

合計 4,806 2,103 4,895 3,251

     

負債     

預金     

要求払預金 25 726 94 664

その他の借入金 121 1,861 88 1,627

負債証券 66 - 67 32

その他の負債 8 40 11 14

合計 220 2,627 260 2,337

 

融資コミットメントおよび保証コミットメント

供与した融資コミットメント 100 2,523 20
 

581

供与した保証コミットメント 189 102 153 73

合計 289 2,625 173 654

 

　当グループは、関連当事者との間で、デリバティブ(スワップ、オプションおよび先物など)ならびに関連当事者が購

入するか引き受け、かつ発行する金融商品(株式、債券など)を伴う取引も行っている。
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・関連当事者の損益計算書項目

 

(単位：百万ユーロ)

2012年12月31日終了事業年度 2011年12月31日終了事業年度

比例連結法で
会計処理される
連結事業体

持分法で
会計処理される
連結事業体

比例連結法で
会計処理される
連結事業体

持分法で
会計処理される
連結事業体

受取利息 134 146 145 93

支払利息 (4) (28) (4) (45)

受取手数料 18 351 18 314

支払手数料 (57) (15) (60) (28)

提供したサービス 1 34 1 72

受けたサービス - (63) - (96)

リース収益 2 6 2 7

合計 94 431 102 317

 

グループ従業員に提供する退職後給付制度を運営する事業体

　BNPパリバ・グループの主な退職後給付は、退職ボーナス制度ならびに追加型の確定給付および確定拠出年金制度

である。

　ベルギーでは、BNPパリバ・グループが18.7%の株式持分を有するAG Insuranceが管理するいくつかの年金制度に対

し、BNPパリバ・フォルティスが資金を拠出している。

　海外では、退職後給付制度は通常、外部の運用会社や外部の保険会社が運用し、特にBNP Paribas Asset

Management、BNP Paribas Cardif、Bank of the WestおよびFirst Hawaiian Bankを中心とするグループ会社が運用

を行う。スイスでは、専門基金がBNP Paribas Switzerlandの従業員に対する年金制度を管理する。

　2012年12月31日現在、グループ会社または当グループが重要な影響力を行使している会社が管理する制度資産の価

値は3,420百万ユーロ(2011年12月31日現在は3,164百万ユーロ)であった。2012年12月31日終了事業年度にグループ

会社が提供したサービスに関連して受領した金額は合計4.0百万ユーロ(2011年度は4.1百万ユーロ)であり、主に運

用・保管手数料であった。
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注８.g　期日別貸借対照表

　以下の表は、契約期日別の貸借対照表の内訳を示したものである。トレーディング・ポートフォリオ内の純損益を

通じて公正価値で測定する金融資産および負債の契約期日は、契約期日到来前に売却または償還する目的の商品で

ある場合には、「不確定」とみなされている。売却可能として分類された変動利付金融資産、デリバティブ・ヘッジ

商品、金利リスクヘッジポートフォリオの再測定による調整および永久劣後債の期日もまた「不確定」とみなされ

ている。保険会社の責任準備金の大半が要求払預金とされるため、この表には表示されていない。

 

2012年12月31日現在

(単位：百万ユーロ)

期日

不確定

翌日物

または

要求払

１ヶ月以下

(翌日物を

除く)

１ヶ月超

３ヶ月以下

３ヶ月超

１年以下

１年超

５年以下
５年超 合計

現金ならびに中央銀行預け金  103,190      103,190

純損益を通じて公正価値で測定

する金融資産
763,799       763,799

ヘッジ目的デリバティブ 14,267       14,267

売却可能金融資産 17,093  6,44710,57818,51356,53083,345192,506

金融機関貸出金および債権 26 10,4147,387 3,013 3,848 6,413 9,305 40,406

顧客貸出金および債権 - 49,19547,92758,76674,957190,107209,568630,520

金利リスクヘッジポートフォリオの

再測定による調整
5,836       5,836

満期保有目的金融資産   - 264 436 5,019 4,565 10,284

期日別金融資産 801,021162,79961,76172,62197,754258,069306,7831,760,808

中央銀行預金  1,532      1532

純損益を通じて公正価値で測定

する金融負債
661,995  353 1,585 5,35624,8429,492703,623

ヘッジ目的デリバティブ 17,286       17,286

金融機関預金  15,32420,52518,6035,66948,9282,686111,735

顧客預金  329,327106,44832,93926,07929,45615,264539,513

負債証券   19,61833,29547,58149,76922,935173,198

劣後債 2,605  32 452 1,156 8,204 2,774 15,223

金利リスクヘッジポートフォリオの

再測定による調整
2,067       2,067

期日別金融負債 683,953346,183146,97686,87485,841161,19953,1511,564,177

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

526/792



 

2011年12月31日現在

(単位：百万ユーロ)

期日

不確定

翌日物

または

要求払

１ヶ月以下

(翌日物を

除く)

１ヶ月超

３ヶ月以下

３ヶ月超

１年以下

１年超

５年以下
５年超 合計

現金ならびに中央銀行預け金  58,382      58,382

純損益を通じて公正価値で測定

する金融資産
820,463       820,463

ヘッジ目的デリバティブ 9,700       9,700

売却可能金融資産 17,479  5,58113,58917,68150,39887,740192,468

金融機関貸出金および債権 - 16,11711,2448,304 3,182 7,966 2,556 49,369

顧客貸出金および債権 - 55,01157,99356,87872,762198,788224,402665,834

金利リスクヘッジポートフォリオの

再測定による調整
4,060       4,060

満期保有目的金融資産   - 299 212 4,188 5,877 10,576

期日別金融資産 851,702129,51074,81879,07093,837261,340320,5751,810,852

中央銀行預金  1,231      1,231

純損益を通じて公正価値で測定

する金融負債
723,492  513 2,167 6,13122,6447,848762,795

ヘッジ目的デリバティブ 14,331       14,331

金融機関預金  21,23449,42921,4756,15942,2828,575149,154

顧客預金  319,719126,90731,46727,54727,03013,614546,284

負債証券   28,02031,85627,89649,71320,301157,786

劣後債 3,507  23 445 2,360 5,325 8,023 19,683

金利リスクヘッジポートフォリオの

再測定による調整
356       356

期日別金融負債 741,686342,184204,89287,41070,093146,99458,3611,651,620

 

　供与した融資および保証のコミットメントの大部分は一覧払いで利用可能なもので、2012年12月31日現在の額はそ

れぞれ264,284百万ユーロおよび91,689百万ユーロ(2011年12月31日現在はそれぞれ253,298百万ユーロおよび

106,096百万ユーロ)である。
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注８.h　償却原価で計上されている金融商品の公正価値

　この注記に記載されている情報の利用および解釈にあたっては、以下の理由により慎重を期さなければならない。

－　これらの公正価値は2012年12月31日現在の関連商品の価値の見積もりである。当該公正価値は、金利や契約相手

先の信用度といった様々なパラメーターの変更により、日々変動する。特に、当該商品の満期到来時における実際

の受領額または支払額と大幅に異なる場合がある。多くの場合、公正価値は直ちに実現することを意図されている

のではなく、また実際に直ちに実現しない可能性がある。従って、継続企業としてのBNPパリバにとって、公正価値

は当該商品の実際の価値を反映するものではない。

－　これらの公正価値のほとんどは重要な意味を持たないため、これらの商品を利用する商業銀行業務の管理におい

て考慮されていない。

－　取得原価で計上されている金融商品の公正価値の見積もりには、多くの場合、銀行により異なるモデリング技法、

仮説および仮定が必要となる。これはすなわち、様々な銀行により開示されている取得原価で計上されている金融

商品の公正価値を比較しても意味がない場合があることを意味している。

－　以下に記載されている公正価値は、非金融商品(有形固定資産、のれん、ならびに要求払預金ポートフォリオや顧

客関係に帰属する価値などのその他の無形固定資産)の公正価値は含んでいない。従って、これらの公正価値を、当

該商品のBNPパリバ・グループ全体の評価に対する実際の寄与額とみなすべきではない。

 

(単位：百万ユーロ)
2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

帳簿価額
(1) 見積公正価値 帳簿価額

(1) 見積公正価値

金融資産     

金融機関貸出金および債権 40,406 41,128 46,369 49,316

顧客貸出金および債権 630,520 655,097 665,834 683,398

満期保有目的金融資産 10,284 10,412 10,576 11,135

金融負債     

金融機関預金 111,735 112,599 149,154 149,879

顧客預金 539,513 540,982 546,284 547,992

負債証券 173,198 176,466 157,786 154,419

劣後債 15,223 14,862 19,683 16,243

 
(1) 
帳簿価額には公正価値ヘッジ関係にある金融商品ポートフォリオの再測定は含まれない。2012年12月31日現在、これは「金利
リスクヘッジポートフォリオの再測定による調整」に5,836百万ユーロが資産科目として含まれており、2,067百万ユーロが負

債科目として含まれている(2011年12月31日現在は、それぞれ4,060百万ユーロおよび356百万ユーロ)。
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　金融商品の公正価値は、第三者取引において取引に関する知識のある自発的な当事者間で売買される資産ないし決

済される負債の金額と定義されている。

　BNPパリバが使用する評価技法および仮定は、金融資産および負債の公正価値を当グループ全体で一貫して測定で

きることを確実にするものである。公正価値は、利用可能な場合には活発な市場で取引される価格に基づいている。

そうでない場合には、貸出金、負債および満期保有目的金融資産の見積将来キャッシュ・フローの割引といった評価

技法、あるいは注１「BNPパリバ・グループが適用している重要な会計方針の要約」に記載されているその他の金融

商品に関する特定の評価モデルを用いて、公正価値を決定する。当初の満期が１年未満(要求払預金を含む)あるいは

変動金利条件に基づく貸出金、負債および満期保有目的金融資産の場合、公正価値は帳簿価額と一致する。ほとんど

の規制貯蓄商品の場合も同様である。

 

注８.i　偶発債務：法的手続および仲裁

　米国司法省およびニューヨーク郡地方検察局(特に、米国の他の規制機関、司法機関ならびに行政機関)と協議した

のちに、当行は、米国による制裁の対象となりうる国、人物、ならびに事業体が関与している特定の米ドル建ての支払

いを内部にてレビューし、当行実施の業務が制裁に関する規制に従うものかどうかを確かめることを決めた。このレ

ビューは、当行の各支店が実施している大量の取引のうち、各支店の所在国の法律に従う場合には禁止されない可能

性があるものの、米国の規制(特に、米国財務省外国資産管理局の規制)に従う場合には許可されない可能性がある取

引を対象に実施しており、当行は、このレビューを終えた時点で、発見した事項や問題点などを米国の各機関へ報告

する予定であるが、現時点で把握している取引のレビュー結果を踏まえて考えると、このレビューの対象取引が損益

計算書や貸借対照表へ及ぼす可能性のある影響の額または大きさ(罰金または違約金を含む)を相当程度確実な形で

見積ることはできないと考えている。このレビュー手続の完了時期や、その後米国の関連機関と協議する時期につい

ても現状では未定である。注目すべき点は、過去の類似したいくつかのケースにおいて、複数の金融機関が実施した

レビューにより、罰金や違約金の支払いを含む所定の支払が必要となったケースがあり、その中には違反の内容に

よって高額になった場合もあるという点である。

　BNPパリバSAの子会社であるBNP Paribas El Djazairを含むアルジェリアの銀行および国際銀行数行に対し、国際

貿易の融資申請処理に関する管理上の錯誤についての訴訟が提起されている。BNP Paribas El Djazairは、これまで

７つの事案で外国為替規則を違反しているとの告発をアルジェリアの裁判所で受けてきた。BNP Paribas El

Djazairは、下級裁判所からおよそ200百万ユーロの罰金支払を命じられた。これら訴訟の内、罰金額が最大(150百万

ユーロ)の訴訟を含む３件は、その後の上訴によって判決が覆された。その他２件の上訴審では、合計52百万ユーロの

罰金額を支持している。いずれの判決も破毀院へ上訴され、アルジェリア法に基づく上訴審の結果が出るまでは、判

決の執行が猶予されている。BNP Paribas El Djazairは、実際の損害を一切被っていない政府当局に対する誠実な姿

勢を認識してもらうべく、アルジェリアの裁判所で自らの立場を今後とも精力的に弁護していく所存である。
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　2008年６月27日、イラク共和国は、石油・食料交換(以下「OFF」という。)プログラムに参加している約90の国際企

業と、国際連合に代わりOFFプログラム用のアカウントを保有しているBNPパリバを被告とする訴訟をニューヨーク

にて提起した。訴状では、特に、被告が共謀してOFFプログラムを悪用したため、100億米ドル超の食料、医薬品、および

人道支援物資がイラク国民から奪われたという主張がされている。当該訴状はまた、BNPパリバが、同行や国際連合を

拘束する銀行業務契約に基づく忠実義務および約定義務を果たしていない旨も主張している。当該訴状は、損害賠償

を受けられる場合に実損額の３倍相当額を請求することを許している、米国の威力脅迫及び腐敗組織に関する連邦

法(以下「RICO法」という。)に基づき訴えを起こしている。当該訴状が送達されたため、BNPパリバを含む被告は、多

くの異なる法的根拠をもとに当該訴え全般の棄却を求めるための活動を開始した。口頭弁論は2012年10月に実施さ

れたが、2013年２月６日に、米国ニューヨーク州南部地区地方裁判所が原告の訴えを退けた(すなわち、原告は修正訴

状の再提出機会を有さない)。2013年２月15日、イラク共和国は米国第二巡区控訴連邦裁判所に審判請求書を提出し

た。

　当行と特定の子会社は、バーナード・L・マドフ証券投資有限責任会社(以下「BLMIS」という。)の清算のために任

命された破産管財人が提起した、米国ニューヨーク州南部地区破産裁判所にて係争中のいくつかの訴訟の被告と

なっている。「資金回収請求」訴訟として知られているこれらの訴訟は、BLMISの破産管財人が複数の金融機関に対

し提起している訴訟と同様の訴訟で、BNPパリバの関連会社が、BLMISから直接またはBNPパリバの関連会社が受益者

であるBLMIS関連の「フィーダー・ファンド」を通じて間接的に引き出した投資元金を超える資金の回収を目的と

する訴訟である。BLMISの破産管財人は、BNPパリバの関連会社が引き出したこれらの資金は引き出す必要のなかった

資金であり、米国連邦破産法とニューヨーク州法に基づき管財人が回収できる資金であると主張している。管財人が

これらの訴訟を通じて回収したい総額はおよそ12億ドルである。BNPパリバは、これらの訴訟において十分な根拠に

基づく説得力のある抗弁を行えるだけの情報を持っているため、必要な抗弁を積極的に行っていく予定である。

　フォルティス・グループ(現Ageas)の再編については、もはやBNPパリバ・フォルティスが当事者となることはない

ような様々な法的紛争や審理が進行中で、BNPパリバ・フォルティスがBNPパリバ・グループの一員となる前に生じ

た事象についても様々な法的紛争や審理が進行している。これらの法的紛争の中には、ABNアムロ銀行の買収に関連

して2007年10月に完了したフォルティス(現Ageas)の増資を訴因として、株主から成る原告団が、オランダおよびベ

ルギーにて、(特に)AgeasおよびBNPパリバ・フォルティスに対して提起した訴訟があるが、当行は、これらの法的手

続においても積極的に自らの抗弁を主張している。

　上記以外には、当行が把握している、当行および／または当グループの財政状態または収益性に深刻な影響を及ぼ

す可能性があるか、過去12ヶ月の間に深刻な影響を及ぼした、いかなる行政手続、法的手続、または仲裁手続も存在し

ない。
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注８.j　法定監査人に支払われた報酬

 

2012年度

税抜の額(単位：千ユーロ)

デロイト

プライスウォー

ターハウスクー

パース

マザー 合計

合計 ％ 合計 ％ 合計 ％ 合計 ％

監査         

次を含む法定監査および契約監査：

　発行体 3,242 20% 3,359 19% 1,539 16% 8,140 19%

　連結子会社 8,801 55% 9,391 54% 7,393 79%25,585 60%

次を含む法定監査契約に直接関連するその他のレビューおよびサービス：

　発行体 1 0% 564 3% 93 1% 658 2%

　連結子会社 1,472 9% 2,920 17% 227 2% 4,619 11%

小計 13,516 84% 16,23493% 9,252 99%39,002 91%

監査法人のメンバーファームが全部または比例連結子会社に提供するその他のサービス

税務および法務 97 1% 77 0% - 0% 174 0%

その他 2,518 16% 1,183 7% 77 1% 3,778 9%

小計 2,615 16% 1,260 7% 77 1% 3,952 9%

合計 16,131 100%17,494100% 9,329 100%42,954100%

 

2011年度

税抜の額(単位：千ユーロ)

デロイト

プライスウォー

ターハウスクー

パース

マザー 合計

合計 ％ 合計 ％ 合計 ％ 合計 ％

監査         

次を含む法定監査および契約監査：

　発行体 3,639 19% 4,505 25% 1,230 12% 9,374 18%

　連結子会社 10,775 55% 9,625 53% 8,927 84%29,327 61%

次を含む法定監査契約に直接関連するその他のレビューおよびサービス：

　発行体 348 2% 986 5% 121 1% 1,455 4%

　連結子会社 535 3% 1,815 10% 332 3% 2,682 6%

小計 15,297 79% 16,93193% 10,610 100%42,838 89%

監査法人のメンバーファームが全部または比例連結子会社に提供するその他のサービス

税務および法務 20 0% 54 1% 2 0% 76 0%

その他 4,047 21% 1,133 6% 47 0% 5,227 11%

小計 4,067 21% 1,187 7% 49 0% 5,303 11%

合計 19,364 100%18,118100% 10,659 100%48,141100%
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　BNPパリバSAの連結財務書類および個別財務書類を証明する上記の表に記載の監査法人のメンバーファームではな

い監査人に支払われた監査報酬は、2012年度は1,613千ユーロ(2011年度は1,468千ユーロ)であった。

　2012年度において監査人に支払われた監査報酬の減少は、2012年度から2017年度までの法定監査を対象とする監査

契約の更新に伴い監査予算を再評価した結果と、連結範囲の変更(現在では持分法により連結されているKlépierre

と主に関係のある変更)の影響に基づくものである。

　監査業務と直接関連するその他の作業およびサービスには、顧客(特に証券管理事業および資産運用を展開してい

る会社)に対するサービスの一環として行われる、金融取引に関する作業、当グループによる会計処理に関する基準

および統制の実施アプローチに関する意見提示、関連会社による規制の遵守状況のレビュー、ならびに国際基準

(ISAE第3402号など)との比較による内部統制の品質のレビューが含まれる。

 

前へ　　　次へ
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親会社の個別財務書類

 

損益計算書

 

  
2012年12月31日
終了事業年度

2011年12月31日
終了事業年度

 注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

      

受取利息 3.a 18,1732,353,58523,4273,034,031

支払利息 3.a (13,561)(1,756,285)(16,693)(2,161,910)

株式およびその他の変動利付証券に係る利益 3.b 2,779359,9082,626340,093

受取手数料 3.c 4,720611,2875,534716,708

支払手数料 3.c (864)(111,897)(805)(104,256)

トレーディング勘定の有価証券に係る利益(損失)  2,472320,149 152 19,686

売却可能有価証券に係る利益(損失)  1,627210,713 (953)(123,423)

その他の銀行業務収益  251 32,507 246 31,859

その他の銀行業務費用  (137)(17,743)(124)(16,059)

営業収益  15,4602,002,22513,4101,736,729

給与および従業員給付費用 6.a (5,697)(737,818)(5,324)(689,511)

その他の一般管理費  (3,281)(424,922)(3,466)(448,882)

有形・無形固定資産に係る減価償却費、償却費、
および引当金

 (529)(68,511)(499)(64,625)

営業総利益  5,953770,9734,121533,711

リスク費用 3.d (500)(64,755)(1,923)(249,048)

営業利益  5,453706,2182,198284,663

長期投資の処分に係る純利益(損失) 3.e 1,581204,755 969 125,495

規制引当金繰入額(純額)  51 6,605 (1) (130)

税引前当期純利益  7,085917,5783,166410,029

法人税 3.f (1,273)(164,866)300 38,853

当期純利益  5,812752,7123,466448,882
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貸借対照表

 

  2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

 注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

資産      

現金ならびに中央銀行および郵政勘定預け金  81,51510,557,00841,3895,360,289

財務省証券および短期金融商品 4.c 93,28312,081,081116,52815,091,541

金融機関債権 4.a 270,48035,029,865311,86840,390,025

顧客関連項目 4.b 316,40740,977,871334,69243,345,961

債券およびその他の固定利付証券 4.c 67,4338,733,24896,01712,435,162

株式およびその他の変動利付証券 4.c 1,867241,7952,541329,085

子会社への投資および長期投資目的で保有される
持分証券

4.c 4,869630,5844,857629,030

関連会社 4.c 55,1577,143,38353,6986,954,428

リース債権  44 5,698 66 8,548

無形固定資産 4.i 6,282813,5826,225806,200

有形固定資産 4.i 2,142277,4102,204285,440

自己株式 4.d 164 21,240 556 72,008

その他の資産 4.g 200,88126,016,098247,78832,091,024

未収収益 4.h 86,78911,240,04384,77910,979,728

資産合計  1,187,313153,768,9071,303,208168,778,468

      

負債      

中央銀行および郵政勘定預金  594 76,929 944 122,257

金融機関預金 4.a 331,15342,887,625351,48045,520,175

顧客関連項目 4.b 284,80136,884,578283,32836,693,809

負債証券 4.f 145,27818,814,954144,48018,711,605

その他の負債 4.g 260,98433,800,038363,16347,033,240

未払費用 4.h 88,37611,445,57685,21411,036,065

引当金 4.j 3,633470,5103,945510,917

劣後債 4.k 13,2761,719,37516,5422,142,354

負債合計  1,128,095146,099,5831,249,096161,770,423

      

株主資本 7.b     

資本金  2,485321,8322,415312,767

払込剰余金  22,9242,968,88722,2252,878,360

利益剰余金  27,9973,625,89126,0063,368,037

当期純利益  5,812752,7123,466448,882

株主資本合計  59,2187,669,32354,1127,008,045

負債および株主資本合計  1,187,313153,768,9071,303,208168,778,468
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  2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

 注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

オフバランスシート項目      

供与したコミットメント      

融資コミットメント 5.a 159,36320,639,102171,71222,238,421

保証コミットメント 5.b 117,42515,207,712141,88118,375,008

有価証券について供与したコミットメント  326 42,220 304 39,371

供与されたコミットメント      

融資コミットメント 5.a 79,26710,265,86973,7209,547,477

保証コミットメント 5.b 240,08031,092,761250,27232,412,727

有価証券について供与されたコミットメント  370 47,919 4 518
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親会社の財務書類に対する注記

注１.　BNPパリバSAが適用している重要な会計方針の要約

BNPパリバSAの財務書類は、フランスの金融機関へ適用される会計原則に従って作成されている。

 

金融機関債権および顧客債権

金融機関債権は、金融機関との銀行取引に関連する貸出金および劣後貸出金(負債証券を除く)を含む。また当該債

権は、売戻契約に基づき購入した資産(その種類を問わない)や、担保付買戻契約に基づき売却した有価証券に係る債

権も含む。当該債権の内訳は、要求払貸出および預金と、ターム・ローンおよび定期預金である。

顧客債権は、金融機関以外の顧客に対する貸出金を含むが、顧客発行の負債証券による貸出金、売戻契約に基づき

購入した資産(その種類を問わない)、および担保付買戻契約に基づき売却した有価証券に係る債権は除く。当該債権

の内訳は、商業貸出金、顧客勘定の借方残高、およびその他貸出金である。

金融機関債権および顧客債権は、額面価額に、期日未到来の未収利息を加えた額で貸借対照表に計上される。

貸出金残高や確約済クレジット・ファシリティは、貸出金(貸出条件変更済の貸出金を含む)および不良貸出金に

分類される。同様の分析が、その現在価値が当グループの資産を表す先渡金融商品に付帯する信用リスクについても

実施される。

貸出金残高や確約済クレジット・ファシリティに係る信用リスクは、２つの主要なパラメーター(格付で示される

取引先ごとのデフォルト確率と、取引の種類を参考に決定される全体的な回収率)をベースとする内部格付システム

で監視される。取引先の格付は12種類あり、10種類は健全な貸出金に対応するもので、２種類は不良貸出金と回収不

能貸出金に対応するものである。

不良貸出金は、借手がコミットメントの一部またはすべてを遵守しないリスクがあると当行が考えているような

貸出金として定義される。これは、１回またはそれ以上の分割返済の不履行期間が３ヶ月(不動産貸出金または地方

自治体に対する貸出金は６ヶ月)超のあらゆる貸出金や、法的手続が既に開始されている貸出金に該当する。特定の

貸出金が不良貸出金に分類された場合、当該貸出金の債務者に対するその他のあらゆる貸出金およびコミットメン

トは、自動的に同じ分類となる。

当行は、これらの貸出金に係る不良債権について、貸出金の合計額と、実現する見込みの(元本、利息、および得られ

る保証金による)将来キャッシュ・インフローの現在価値(固定利付貸出金の場合は当初実効金利に等しい割引率

で、また変動利付貸出金の場合は直近の約定金利に等しい割引率でそれぞれ算出される)の差額に相当する金額で減

損を認識する。ここで述べた保証は、資産に設定されている抵当権および質権や、貸出金勘定で生じる貸倒リスクを

ヘッジするため当行が契約しているクレジット・デリバティブを含む。

借手が財政難に直面していることを理由に貸出条件を変更する場合、当行は、旧条件に基づく返済額と新条件に基

づく返済額の差額の現在価値を用いて割引額を計算する。当該割引額は、資産の減額として認識され、貸出金の残り

の期間を基に利息法ベースで損益計算書に戻し入れられる。貸出条件変更済貸出金に係る分割返済が履行されない

場合、当該貸出金は、変更後の条件と無関係に、回収不能貸出金に永続的に分類される。
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借手が当初の返済計画に基づく分割返済を再開した不良貸出金は、貸出金に再分類される。貸出条件が変更された

不良貸出金も、変更後の条件が守られる限り、貸出金に再分類される。

回収不能貸出金には、不良貸出金に計上した時期から相当の期間を経過した後においても当該貸出金を貸出金へ

再分類できる見通しが立たないような信用状況にある借手に対する貸出金、デフォルトが生じている貸出金、借手が

再びデフォルトを犯した大半の貸出条件変更済貸出金、１年超の期間不良貸出金に分類されている貸出金でデフォ

ルトが生じており相当の部分を占める債権額が保証されるような担保が付帯していないものが含まれる。

資産の信用リスクに係る減損額は、当該資産の帳簿価額から差し引かれる。負債の部に計上される引当金には、オ

フバランスシート・コミットメント関連の引当金、不動産開発プログラムにおける持分に関連する損失に対する引

当金、請求や訴訟に対する引当金、未特定の偶発債務に対する引当金、および予想不能な業界リスクに対する引当金

が含まれる。

引当金や減損の繰入および戻入額、回収不能貸出金に係る損失、引当金設定済の貸出金に係る回収額および貸出条

件変更済貸出金について計算した割引額は、損益計算書の「リスク費用」に計上される。

償却済の貸出金の帳簿価額の返済に伴い受け取った利息や、貸出条件変更済貸出金に係る割引による影響額およ

び割引額の戻入は、「受取利息」として認識される。

 

規制貯蓄預金と貸出契約

　住宅財形貯蓄口座(Comptes Épargne Logement、以下「CEL」という。)および住宅財形貯蓄制度(Plans d'Épargne

Logement、以下「PEL」という。)は、フランスで販売されている公的リテール商品である。これは預金・貸出金一体型

商品であり、預金が貸出の条件になっている。

　これらの商品に関してBNPパリバSAは２種類の義務を負っている。つまり、契約時に政府が設定した金利で(PEL商品

の場合)、または法が定める物価スライド方式に従い半年ごとに見直す金利で(CEL商品の場合)無期限に預金金利を

支払う義務、および貯蓄期間に取得した権利に応じた金額を契約時に設定した金利で(PEL商品の場合)、または貯蓄

状況に応じた金利で(CEL商品の場合)顧客に対して貸し付ける(顧客の選択による)義務である。

　各ジェネレーション(PEL商品の場合、一つのジェネレーションはすべて同じ当初金利の商品から成り、CEL商品の場

合、全CEL商品が一つのジェネレーションを構成する)に関連するBNPパリバSAの将来債務は、当該ジェネレーション

のリスクにさらされている残高から将来生じる可能性のある利益を割引くことにより測定する。

　リスクにさらされている残高は顧客行動の実績分析を基に推定されるもので、統計的に蓋然性の高い貸出金残高、

および統計的に蓋然性の高い残高と最低予想残高との差に相当する。なお、条件付きでない定期預金残高を最低予想

残高とみなす。

　貯蓄面では、再投資金利と、再投資期間中のリスクにさらされている預金残高に対する固定預金金利との差が将来

生じる利益とみなされ、貸付面では、再調達金利と、再調達期間中のリスクにさらされている貸出金残高に対する固

定貸出金利との差が将来生じる利益とみなされる。
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　貯蓄面での再投資金利および貸付面での再調達金利は、スワップ取引のイールド・カーブ、ならびに種類および満

期日が類似している金融商品の期待スプレッドから算出する。スプレッドは、貸付面の場合は固定金利住宅ローン、

貯蓄面の場合は各リテール顧客へ提供している商品の実勢スプレッドを基に算出する。

　将来の金利動向の不確実性、さらには当該金利動向が顧客行動モデルおよびリスクにさらされている残高へ及ぼす

影響を反映させるため、債務の推定にはモンテカルロ法を用いている。

　契約のジェネレーションごとの貯蓄・貸付に関し、BNPパリバSAの将来の想定債務合計がBNPパリバSAにとって好ま

しくない可能性がある場合、引当金を貸借対照表の「引当金」勘定で(ジェネレーション間で相殺せず)認識する。こ

の引当金の増減は、損益科目の受取利息として認識する。

 

有価証券

　「有価証券」という用語は、銀行間市場で取引される有価証券、財務省証券や譲渡性預金、債券およびその他の固定

利付証券(固定金利であるか変動金利であるかを問わない)、ならびに株式およびその他の変動利付証券を意味する。

　CRC規則第2005-01号に従い、有価証券は、「トレーディング勘定の有価証券」、「売却可能有価証券」、「中期的に

売却可能な持分証券」、「満期保有目的負債証券」、「長期投資目的で保有される持分証券」、または「子会社およ

び関連会社への投資」のいずれかに分類される。

　信用リスクが発生した場合、「売却可能」または「満期保有目的」のポートフォリオ内で保有する固定利付証券

は、不良貸出金およびコミットメントに適用される基準と同じ基準に基づき、不良債権に分類される。

　取引先リスクにさらされている有価証券が不良債権に分類され、関連引当金の額を個別に特定できる場合、対応す

る費用は「リスク費用」に含まれる。

 

・　トレーディング勘定の有価証券

　「トレーディング勘定の有価証券」は、短期間で売却するか買戻すことを目的に売買する有価証券や、マーケット

・メイキング業務の結果として保有している有価証券である。これらの有価証券は、以下の基準に合致する場合、市

場価格で個別に評価される。

－　活発な市場(すなわち、第三者が、証券取引、ブローカー、トレーダー、またはマーケット・メイカーを通じて継続

的に市場価格を入手できる市場)で取引可能。

－　市場価格が、正常な競争環境で定期的に行われる実際の取引の価格を反映している。

　「トレーディング勘定の有価証券」は、トレーディング勘定に特有の資産運用目的(特に感応度に関して)で売買さ

れる有価証券(先渡金融商品、有価証券、または世界各国で取引されるその他の金融商品で構成される)も含む。
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　これら有価証券の市場価格の変動は、損益計算書に認識される。「トレーディング勘定の有価証券」は、別のカテゴ

リーへ再分類できないため、その売却または全額償還時点か、損失を認識し貸借対照表から消却する時点まで、この

カテゴリーの有価証券に適用される評価規則に従わなければならない。

　投資戦略の変更が必要となるなどの例外的な場合においては、「トレーディング勘定の有価証券」を、新戦略に応

じ、「売却可能有価証券」または「満期保有目的負債証券」のいずれかに再分類できる。

　「トレーディング勘定の有価証券」に分類されている固定利付有価証券が、活発な市場で取引できなくなった場合

に、当行が予測可能な将来または満期まで当該有価証券を保有する意思と能力を持っていれば、当該有価証券は、

「売却可能有価証券」または「満期保有目的負債証券」のいずれかに再分類される。

　再分類された有価証券には、再分類日より新カテゴリーに適用される会計規則が適用される。

　「トレーディング勘定の有価証券」に分類されている有価証券を購入した市場が、活発な市場とみなせなくなった

場合、当該有価証券は、新たな市況を考慮するような手法を用いて評価される。

 

・　売却可能有価証券

　「売却可能有価証券」カテゴリーは、その他のカテゴリーのいずれにも分類されない有価証券を含む。

　債券およびその他の固定利付証券は、取得原価(未収利息を除く)または、推定市場価格(通常、株式市場価格に基づ

き決定される)の低価法で評価される。未収利息は、損益計算書の「債券およびその他の固定利付証券に係る受取利

息」に計上される。

　流通市場で購入した固定利付証券の取得原価と償還価格の差額は、利息法を用いて損益計算書に認識される。貸借

対照表では、当該証券の残存期間にわたり、当該証券の帳簿価額がその償還価額まで償却される。

　株式は、取得原価と推定市場価格(上場株式の場合、通常、株式市場価格に基づき決定され、未上場株式の場合、直近

の財務書類の数値を基に計算される、純資産に対するBNPパリバSAの持分に基づき決定される)との低価法で評価さ

れる。受取配当金は、損益計算書の「株式およびその他の変動利付証券に係る利益」に現金主義で認識される。

　売却される売却可能有価証券の原価は、先入先出法(以下「FIFO」という。)で算出される。処分損益や、低価法に係

る引当金の繰入および戻入額は、損益計算書の「売却可能有価証券に係る利益(損失)」に反映される。

　投資戦略の変更が必要となるなどの例外的な場合、または活発な市場で取引できなくなった場合においては、「売

却可能有価証券」を「満期保有目的負債証券」に再分類し、以降はこのポートフォリオ内で管理しなければならな

い。これらの有価証券は、その後、「満期保有目的負債証券」に用いられる手法に従って認識される。
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・　中期的に売却可能な持分証券

　「中期的に売却可能な持分証券」は、長期的な利益獲得を念頭においた発行体の事業開発への投資ではなく、中期

的な利益獲得を念頭に置いたポートフォリオ管理を目的とする投資で構成される。このカテゴリーは、ベンチャー・

キャピタルへの投資を含む。

　「中期的に売却可能な持分証券」は、取得原価と公正価値との低価法で個別に計上される。公正価値は、発行体の今

後の事業全般に関する見通しや、本証券の予定保有期間が考慮された価値である。上場株式の公正価値は、主に、１ヶ

月間における株式市場価格の平均と一致する。

 

・　満期保有目的負債証券

　既定の満期がある固定利付証券(主に債券、銀行間市場で取引される有価証券、財務省証券やその他譲渡性預金)は、

満期まで保有するというBNPパリバSAの意思を反映するため、「満期保有目的負債証券」に計上される。

　このカテゴリーに分類される債券は、マッチングした資金調達が行われるか、満期までの残存期間における金利エ

クスポージャーに対してヘッジされている。

　これらの有価証券の取得原価と償還価格の差額は、利息法を用いて損益計算書に認識される。貸借対照表では、当該

証券の満期までの期間にわたり、当該証券の帳簿価額がその償還価額まで償却される。

　満期保有目的負債証券に係る利息は、損益計算書の「債券およびその他の固定利付証券に係る受取利息」に計上さ

れる。

　減損は、発行体の信用状況の悪化により満期時の全額償還が危ぶまれる場合に認識される。

　「満期保有目的負債証券」の大部分を売却するか、別のカテゴリーへ再分類するかした場合、同じ事業年度中か、そ

の後２事業年度中のいかなる時点においても、売却済または再分類済の有価証券を「満期保有目的負債証券」カテ

ゴリーへ戻すことができない。「満期保有目的負債証券」に分類されるあらゆる有価証券は、その後「中期的に売却

可能な持分証券」へ再分類される。

　例外的な市況により投資戦略の変更が必要となり、「トレーディング勘定の有価証券」および「売却可能有価証

券」が「満期保有目的負債証券」へ再分類される場合、再び活発な市場で取引できるようになったことを理由とす

る「満期保有目的負債証券」の満期日前売却については、再分類に関する上記規定は適用されない。

 

・　長期投資目的で保有される持分証券、子会社および関連会社への投資

　非連結企業に対する投資は、BNPパリバSAが経営に対する重要な影響力を持っている関連会社に対する投資や、BNP

パリバSAの事業開発上戦略的と考えられる投資を含む。当該影響力は、BNPパリバSAが少なくとも10％の所有持分を

保有している場合に存在するものとみなされる。

　長期投資目的で保有される持分証券は、BNPパリバSAが、発行体の経営に積極的に参加することではなく、発行体と

特別な関係を築くことにより長期的な事業関係の構築を促進することを意図しながら、長期的視点で十分な利益を

獲得することを目的に長期保有する意図を持っているような株式および関連商品である。
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　その他の利益配当参加型持分は、BNPパリバSAが独占的支配力を有する会社(すなわち、当グループに全部連結でき

る会社)の株式やその他の変動利付証券に対する投資で構成される。

　この種の有価証券は、取得原価と公正価値との低価法で個別に計上される。公正価値は、多基準評価アプローチ(割

引将来キャッシュ・フロー法、級数法、および純資産法を含む)を用いて入手可能な情報や、各有価証券の将来利回り

および売却機会を評価するために通常用いられる比率の分析に基づき算出される。

　上場有価証券の公正価値は、期末現在の株式市場価格が取得原価を20％超下回っておらず、期末前の連続する12ヶ

月の期間において株式市場価格が取得原価を下回っていない場合、少なくとも取得原価と同額とみなされる。これら

の条件が満たされておらず、多基準評価の結果、帳簿価額について減損を認識すべきであることが明らかとなった場

合、公正価値は、株式市場価格と同額とみなされる。株式市場価格が連続する24ヶ月にわたって取得原価を下回って

いる場合、株式市場終値が取得原価の50％を下回っている場合、または12ヶ月間における平均価格が取得原価を30％

以上下回っている場合も同様である。簡素化のために、10百万ユーロ未満で取得した上場有価証券は、株式市場終値

の平均に基づき評価できる。

　処分損益や引当金の変動は、損益計算書の「固定資産の処分に係る純利益(損失)」に計上される。

　配当金は、発行体の株主が宣言したものである場合には「変動利付証券に係る利益」に計上され、株主による決議

の有無が不明のものである場合には受取時に計上される。

 

・　自己株式

　BNPパリバSAが保有する自己株式は、以下のように分類および評価される。

－　マーケット・メイキング契約に基づき購入した自己株式、または指数裁定取引に関連して取得した自己株式は、

「トレーディング勘定の有価証券」に市場価格で計上される。

－　従業員への割当用に保有している自己株式は「売却可能有価証券」に計上される。

　　2008年12月30日付のCRC規則第2008-17号に基づき、従業員への割当用に保有している自己株式は、CRC規則第

2008-15号に定められているストック・オプションおよび株式報酬に関する手続に従って評価される。CRC規則

第2008-15号に基づく場合、当該自己株式について減損は認識されないが、当該株式を取得する従業員が提供し

た役務に基づく引当金が当該株式について設定される。自己株式の内、BNPパリバSAの子会社の従業員に付与す

る部分は、権利確定期間にわたって、子会社が計上することになる。

－　消却予定の自己株式、または上記理由のいずれかを根拠に保有していない自己株式は、長期投資に含まれる。消却

予定の自己株式は取得原価で表示され、その他はすべて取得原価と公正価値との低価法で表示される。
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固定資産

　建物および装置は、取得原価、または1977年および1978年にフランスで制定された法律に従い算出された調整後評

価額のいずれかで表示される。当該制定法に基づく再評価時に計上される、非償却資産の再評価に係る差異は、資本

金に含まれる。

　有形固定資産は、当初、購入価格に直接付随費用を加えた額で認識されるが、資産が利用可能になるまでの建設また

は改装に長い期間を要する場合には、借入金利息も取得原価に算入される。

　BNPパリバSAが内部で開発したソフトウェアの内、資産計上の基準を満たすものについては、外部費用およびプロ

ジェクトに直接関わった従業員の人件費を含む直接開発費用が資産計上される。

　当初の認識後、固定資産は、取得原価から減価償却または償却累計額および減損額を差し引いた金額で測定される。

　固定資産は、その耐用年数にわたって定額法で減価償却または償却される。減価償却費または償却費は、損益計算書

の「有形・無形固定資産に係る減価償却費、償却費および引当金」に認識される。

　認識済の減価償却費および償却費の内、経済的な価額または定額法で計算された償却費を超える額は、貸借対照表

の「加速減価償却および償却に係る規制引当金」に負債として計上される。BNPパリバSAは、加速減価償却および償

却に伴う繰延税効果を計算していない。

　資産が、一定期間ごとの入れ替えを必要とする場合がある多くの構成要素で構成されている場合、またはその用途

や経済的便益の費消パターンが異なる多くの構成要素で構成されている場合、各構成要素はそれぞれに適切な方法

により単独で認識され、減価償却される。BNPパリバSAは、事業で使用される不動産に対し、構成要素に基づくアプ

ローチを採用してきた。

　オフィス不動産の減価償却期間は次の通りである。(主要な不動産およびその他の不動産それぞれにおける)外郭構

造は80年または60年、建物の壁面は30年、一般的および技術的設置物は20年、備品および付属品は10年。

　ソフトウェアの償却期間は種類によって異なり、構造基盤の開発部分では８年まで、顧客へのサービスの提供を主

な目的として開発されたものでは３年または５年となっている。

　償却可能な固定資産については、決算日時点で潜在的な減損の兆候がないかどうかを確認するため、減損テストを

行う。非償却資産については、毎年減損テストが行われる。

　減損の兆候がある場合には、該当資産の新たな回収可能価額と帳簿価額を比較する。資産の減損が発見された場合、

減損損失が損益計算書で認識される。この損失は、見積回収可能価額に変更があった場合、あるいは減損の兆候がな

くなった場合に戻し入れが行われる。減損損失は、損益計算書の「有形・無形固定資産に係る減価償却費、償却費お

よび引当金」勘定に計上される。

　事業に使用される有形固定資産および無形固定資産の処分損益は損益計算書の「固定資産の処分に係る純利益(損

失)」で認識される。

 

金融機関預金および顧客預金

　金融機関預金は、要求払預金、定期預金、および借入金に分類される。顧客預金は、規制貯蓄預金とその他の顧客預金

に分類される。この分類は、買戻契約に基づき売却した有価証券やその他の資産を含む。未収利息は独立勘定に計上

される。
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負債証券

　負債証券は、リテール定期預金証書、銀行間市場で取引される有価証券、譲渡性預金、債券、およびその他の負債性金

融商品に分類される。この項目には、「劣後債」に計上される劣後ノートは含まれない。

　負債証券に係る未払利息は、貸借対照表の独立勘定に計上され、損益計算書の借方に計上される。

　債券の発行額と償還プレミアムは、債券の期間にわたり最終利回り法を用いて償却される。債券発行費用は、債券の

期間にわたって定額法により償却される。

 

国際コミットメントに対する引当金

　国際コミットメントに対する引当金は、リスクが潜在している各国の将来の支払能力に関連する非移転リスクの評

価や、当該各国の状況や経済全般が一定かつ持続的に悪化した場合に債務者が被る全般的な信用リスクに基づくも

のである。引当金の繰入および戻入額は、損益計算書の「リスク費用」に反映される。

 

銀行取引と無関係な項目に対する引当金

　BNPパリバSAは、時期や金額が確定していないものの明確に識別されている偶発事象および費用にいて、引当金を計

上している。現行の規則に従い、銀行取引と無関係な項目に対する当該引当金は、当行が期末日において第三者に対

する債務を有しており、第三者へリソースを提供しなければならない可能性が高く、見返りとして提供物と同等の経

済的便益を当該第三者から得られる見込みがない場合に限り計上される可能性がある。

 

リスク費用

　「リスク費用」勘定は、第三者との銀行取引に固有の取引先および信用リスク、訴訟、ならびに不正の識別により生

じる費用を含む。当該リスクのカテゴリーに含まれない引当金の純変動は、その種類に応じて損益計算書内で分類さ

れる。

 

先渡金融商品

　先渡金融商品は、資産や負債の特定部分または全体的なヘッジとして用いることを目的に、または取引目的で、各種

市場で購入される。

　これらの商品に関連する当行のコミットメントは、オフバランスシート項目として額面価額で認識される。これら

の商品の会計処理は、対応する投資戦略により異なる。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

543/792



・　ヘッジ目的で保有するデリバティブ

　単一の商品または同種の商品グループに対するヘッジ目的で保有し、ヘッジ手段として指定されている先渡デリバ

ティブに係る収益および費用は、原商品に係る収益および費用と一対の要素として損益計算書に認識される。

　金利リスク全般のヘッジとして用いられている先渡金融商品に係る収益および費用は、比例配分法で損益計算書に

認識される。

 

・　トレーディング目的で保有するデリバティブ

　トレーディング目的で保有するデリバティブは、確立した市場または店頭市場で取引できる。

　トレーディング勘定内に保有するデリバティブは、貸借対照表日の市場価格で評価される。対応する(実現および未

実現)損益は、損益計算書の「トレーディング勘定の有価証券に係る利益(損失)」に認識される。

　市場価格は、以下のいずれかを基に決定される。

－　上場市場における価格(入手可能な場合)。

－　活発な市場で観測できる取引価格を基に計算されるか、その他の統計的または定量的手法により計算されるパラ

メーターを用いた一般的な財務モデルや理論を使用するような評価手法。

　いずれに基づく場合でも、BNPパリバSAは、モデルリスク、取引先リスク、および流動性リスクを反映した保守的な値

とするための調整を加える。

　一部の複雑なデリバティブ(通常はカスタム・メイドの複合商品で流動性が極めて低い)は、一部パラメーターが活

発な市場で観測できないモデルを用いて評価される。

　2004年12月31日まで、当行は、これらの複雑なデリバティブの取引に係る利益を、直ちに損益計算書に計上してい

た。

　しかし2005年１月１日に、当行は、評価パラメーターが観測不能なままであると見込まれる期間にわたって当該利

益を損益計算書に認識するという方法を開始した。この期間中に、当該パラメーターが観測可能になった場合、また

は活発な市場での直近かつ類似の取引との比較によって正当な評価額が入手可能となった場合、残りの未認識の利

益は直接損益計算書に認識される。

 

・　その他のデリバティブ取引

　独立したオープン・ポジションを表す店頭取引契約に係る損益は、商品の性質に応じ、決済時に、または比例配分法

で損益計算書に認識される。未実現損失に対する引当金は、同種の契約グループごとに認識される。

 

法人税

　法人税費用は、税金を実際に支払う期間がいつであるかを問わず、関連課税所得および費用が記帳された期間にお

いて計上される。BNPパリバSAは、資産または負債の帳簿上と税務上の価額の一時差異について、資産・負債法に基づ

き繰延税金を認識している。繰延税金資産の認識は、実現可能性に応じて行っている。
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従業員への利益配分

　フランス法が要求している通り、BNPパリバSAは、対象従業員が受給権を取得した年度において従業員への利益配分

額を認識し、当該配分額を損益計算書の「給与および従業員給付費用」に計上している。

 

従業員給付

　BNPパリバSAの従業員は、該当する以下４種類の給付を受ける。

－　主に雇用契約の早期解除時に給付される解雇給付。

－　給与、年次休暇、インセンティブ制度、利益配分と追加支払金といった短期給付。

－　有給休暇、永年勤続報奨金、その他の形態による現金ベースの繰延報酬を含むその他の長期給付。

－　フランスの追加型銀行業界年金および他国の各種年金制度(これらの一部は年金ファンドが運用している)を含

む退職後給付。

 

・　解雇給付

　解雇給付は、BNPパリバSAが法定退職年齢に達する前に雇用契約を終了させることを決定した場合、あるいは従業員

が退職給付を条件として自主退職を決意した場合に支払われる従業員給付である。決算日から12ヶ月より後に支払

期日が来る解雇給付は割引かれる。

 

・　短期給付

　BNPパリバSAは、従業員給付の見返りとして従業員が役務を提供した時、その給付を費用として認識する。

 

・　長期給付

　長期給付とは、従業員の関連役務の提供期間終了後12ヶ月以内に完全な支払期日を迎えることのない(退職後給付

と解雇給付以外の)給付を意味する。ここで用いられる年金数理計算手法は、確定給付型退職後給付制度で用いられ

るものと類似のものであるが、年金数理計算上の損益は、制度変更の影響と同様に即時に認識される。

　これは特に、12ヶ月を超える期間にわたって繰り延べられ、従業員が対応する役務を提供した期間にわたり財務書

類に未払計上されている現金報酬に関連している。この繰延変動報酬の支払いが、権利確定日現在で対象従業員の雇

用が続いていることを条件としている場合、役務は、権利確定期間中に提供されたものとみなされ、対応する報酬費

用は、当該期間にわたって比例配分で認識される。当該費用は「給与および従業員給付費用」勘定に認識され、対応

する負債が貸借対照表に認識される。この額は、雇用継続条件または業績条件の充足状況や、BNPパリバの株価の変動

を考慮して見直される。

　雇用継続条件がない場合、費用は繰り延べられずに即時に認識され、対応する負債が貸借対照表に認識される。この

額は、業績条件やBNPパリバの株価の変動を考慮して、決済までの各報告日において見直される。
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・　退職後給付

　フランスのBNPパリバSAの従業員に提供される退職後給付制度は、確定拠出型年金制度と確定給付型年金制度の両

方である。

　確定拠出型年金制度(全国老齢保険金庫の制度や、BNPパリバSAの元従業員に年金を支給する国および労働組合の補

完的な制度を含む)はBNPパリバSAの給付債務を生むものではなく、従って、そのための引当金を積み立てる必要はな

い。会計期間ごとに支払われる雇用者拠出金は費用として認識される。

　BNPパリバSAの給付債務を生むのは、BNPパリバSAの退職基金から支払われる各種退職給付のような確定給付制度の

みである。この給付債務は引当金の形で負債として測定され、認識される。

　この２つのカテゴリーへの制度の分類は制度の経済的実態に基づいて行われ、BNPパリバSAが合意した給付金を従

業員に支払う法的または実質的義務を負っているかどうかを判断するための見直しが行われる。

　確定給付型年金制度の下での退職後給付債務は、人口統計学的および財務上の仮定を考慮した年金数理計算手法を

用いて算定される。負債として認識される給付債務の額は、予測単位積増方式を用い、当グループが採用する年金数

理計算上の仮定に基づいて測定される。この方式では、人口統計学的推計、従業員の定年前退職の確率、昇給率、割引

率、全般的な物価上昇率といった様々なパラメーターを勘案している。制度資産価値は給付債務額から控除される。

　制度に基づく給付債務の額および制度資産の価値は、年金数理計算上の仮定が変化することにより期間ごとに大き

く変動する可能性があり、それに伴い、年金数理計算上の損益が発生する。BNPパリバSAは、年金数理計算上の損益の

会計処理に回廊アプローチを用いている。この方法により、BNPパリバSAは次の会計期間から従業員の平均残存勤務

年数にわたり、前期末現在の総確定給付債務の現在価値の10％または制度資産の公正価値の10％のいずれか大きい

方を上回る年金数理計算上の損益部分のみを認識すればよいことになる。

　過去勤務費用に関する制度の修正の影響は、修正された退職後給付の権利確定期間全体にわたり利益または損失と

して認識される。

　損益計算書の「給与および従業員給付費用」に認識されている確定給付制度に関する年間費用には、当期勤務費用

(提供した役務と引き換えに当期中に確定した各従業員の権利)、利息費用(債務の割引による影響額)、制度資産の期

待収益、年金数理計算上の損益の償却、制度変更による過去勤務費用の償却および制度の縮小または清算の影響額が

含まれる。
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収益および費用の認識

　利息および利息として適格な手数料は、発生主義で認識され、一連の貸出の過程で当行が課す手数料(すなわち、貸

出申請手数料、コミットメント・フィー、協調融資手数料など)を含む。当行が貸出を実行するまたは受ける際に支払

うべき追加取引費用も、対応する貸出の有効期間にわたって償却される。

　サービスの提供と関係のある、利息として適格でない手数料は、サービス提供時に(継続的なサービスの場合には、

サービス契約の期間にわたって比例配分法で)認識される。

 

外貨取引

　外国為替ポジションは、通常、期末日現在で公表されている為替レートを用いて評価される。通常業務において実施

される外貨取引に伴う為替差損益は、損益計算書に認識される。

　長期保有する資産(長期投資目的で保有される持分証券を含む)、支店に配分する資本、およびその他外国株式への

投資などの内、外貨建であるがユーロで資金調達されたものの換算により生じる差額は、当該資産を計上する貸借対

照表上の勘定に係る為替換算調整として認識される。

　長期保有する資産(長期投資目的で保有される持分証券を含む)、支店に配分する資本、およびその他外国株式への

投資などの内、外貨建でありかつ外貨で資金調達されたものの換算により生じる差額は、対応する外貨の調達に係る

為替換算調整と一対の要素として認識される。

 

外貨換算

　海外支店の、外貨建ての貨幣性および非貨幣性の資産および負債は、期末日の為替レートでユーロに換算される。フ

ランス国外にあるBNPパリバSAの支店に配分する資本に関連する為替換算調整は、「未収収益」および「未払費用」

に含まれる。

 

注２.　特記事項

　2011年度中には、欧州の３ヶ国(ギリシャ、アイルランド、およびポルトガル)にて、低迷する景気や金融危機を背景

に国家財政が著しく悪化し、これらの国の国債を買い控える投資家も徐々に増えたため、これらの国は、財政赤字を

補うための資金を調達できなくなった。

　この状況に対処するため、ユーロ圏各国の首脳は、欧州の連帯を基本とする支援方針(European solidarity

policy)を定め、各国に対し国際通貨基金と協力して支援制度を設けることを求めている。この結果、最初にギリシャ

向けの支援制度がいくつか設けられ、その後にアイルランドとポルトガル向けの支援制度がいくつか設けられた。

　2011年度下半期には、ギリシャが、７月21日に合意された計画の前提となっている経済的目標(特にその債務を持続

可能な水準に維持するという目標)を達成するのは困難であるという認識が広まった。このため10月26日には新たな

原則的合意がなされた。これに伴い既保有ギリシャ国債の帳簿価額が75％減少したため、リスク費用には、2011年度

(ギリシャ国債が満期保有目的負債証券として再分類された2011年６月30日以降の期間)に関連する損失である

1,281百万ユーロが計上された(注３.dを参照)。また2011年12月31日現在のギリシャ国債の帳簿価額は768百万ユー

ロとなった(注４.eを参照)。
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　2012年２月21日には、ギリシャ政府、民間金融機関ならびに関係EU加盟国間での協議を経て第２次支援計画が策定

および補完された。第２次支援計画には、民間金融機関が既保有ギリシャ国債の額面の53.5％を放棄するという対策

が含まれている。民間金融機関は、この放棄と引き換えに、当該既保有国債の元本の31.5％についてはギリシャ政府

発行の新国債(11年満期から30年満期の20種類の国債)との交換により償還を受け、15％については欧州金融安定基

金発行の短期債との交換により即時償還を受ける。2012年３月12日に取得したこれらの有価証券は、すべて、売却可

能有価証券として計上されている。前述の交換に伴い発行する国債に加えてギリシャが発行する各新国債には、支援

計画以上のギリシャのGDPの増加にリンクする証券が付加される。これらの有価証券はデリバティブとして計上され

ている。

　旧国債と引き換えに取得した新国債の市場価格は、2012年３月12日に、旧国債の額面価額の23.3％相当額で認識し

た。この額と旧国債の計上額の差額(旧国債の未収利息に対する調整額を含む)により、リスク費用に、25百万ユーロ

の損失が計上された。

　関係EU加盟国の各首脳とIMFは、2012年11月27日に、債務水準を2020年までにGDPに対する比率で124％に低下させる

ことを目標に民間金融機関が保有しているギリシャ国債の一部分を買い戻す計画を実施するようギリシャ政府に対

して求めた。

　平均買戻価格が額面の33.5％で、民間金融機関が参加できるこの買戻計画への参加者募集は2012年12月３日から11

日にかけて実施され、この計画に参加したBNPパリバは、ポートフォリオ内に残っていたすべての国債を処分して25

百万ユーロのキャピタル・ゲインを得た。
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注３.　2012年度の損益計算書に対する注記

注３.a　正味受取利息

　BNPパリバSAは、償却原価で測定する金融商品、および公正価値で測定する金融商品の内デリバティブの定義に該当

しない商品に係るすべての収益および費用を「受取利息」および「支払利息」に含めている。純損益を通じて公正

価値で測定する金融商品の公正価値の変動(未収／未払利息を除く)は、「トレーディング勘定の有価証券に係る利

益(損失)」に認識されている。

　公正価値ヘッジとして会計処理されているデリバティブに係る受取利息および支払利息は、ヘッジ対象から生じた

収益に含まれている。

 

(単位：百万ユーロ)
2012年度 2011年度

収益 費用 収益 費用

金融機関関連項目 4,557 (4,771) 6,559 (5,665)

要求払預金、貸出金、および借入金 4,132 (4,242) 5,286 (4,491)

買戻/売戻契約に基づき授受された有価証券 299 (529) 1,149 (1,174)

劣後貸出金 126  124  

顧客関連項目 8,731 (3,237) 9,757 (3,709)

要求払預金、貸出金、および定期預金 8,585 (2,965) 9,359 (3,119)

買戻/売戻契約に基づき授受された有価証券 137 (272) 369 (590)

劣後貸出金 9  29  

ファイナンス・リース 10 (5) 15 (11)

負債証券 571 (4,421) 1,691 (6,039)

債券およびその他の固定利付証券 4,304  5,405  

トレーディング勘定の有価証券 520  1,245  

売却可能有価証券 3,655  3,976  

満期保有目的負債証券 129  184  

マクロ・ヘッジ商品  (1,127)  (1,269)

受取利息および支払利息合計 18,173 (13,561)23,427(16,693)

 

注３.b　株式およびその他の変動利付証券に係る利益

 

(単位：百万ユーロ) 2012年度 2011年度

売却可能有価証券 36 41

子会社への投資および長期投資目的で保有される持分証券 299 248

関連会社 2,444 2,337

株式およびその他の変動利付証券に係る利益合計 2,779 2,626
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注３.c　手数料

 

(単位：百万ユーロ)
2012年度 2011年度

収益 費用 収益 費用

銀行取引および金融取引に伴う手数料 2,176 (606) 2,905 (613)

顧客関連項目 1,531 (100) 1,929 (121)

その他 645 (506) 976 (492)

金融サービスに伴う手数料 2,544 (258) 2,629 (192)

受取手数料および支払手数料合計 4,720 (864) 5,534 (805)

 

注３.d　リスク費用および信用リスクに対する引当金

　「リスク費用」は、BNPパリバSAの銀行仲介業務に特有の信用リスクに関して認識された減損損失に加えて、店頭取

引の金融商品に係る既知の取引先リスクに関する減損損失を表示している。

 

(単位：百万ユーロ) 2012年度 2011年度

引当金繰入額および戻入額(純額) (414) (1,864)

顧客および金融機関関連項目 (459) (391)

オフバランスシート・コミットメント 139 (95)

有価証券 (4) (1,347)

内、ギリシャ国債
(1) (25) (1,281)

不良貸出金 (2) 25

市場活動に係る金融商品 (88) (56)

引当金が計上されていない回収不能貸出金 (156) (107)

償却済貸出金の回収 70 48

リスク費用 (500) (1,923)

 
(1)
 2011年度に計上されたギリシャ国債関連の変動は、当該国債が満期保有目的負債証券として再分類された日に計上され
た、合計で当該国債の額面の75％に相当する額の引当金への追加繰入に起因するものである。

 

(単位：百万ユーロ) 2012年度 2011年度

１月１日現在の残高 10,877 9,217

引当金繰入額および戻入額(純額) 414 1,864

引当金設定期間における償却額 (2,962) (1,324)

為替レートおよびその他の変動の影響額 (65) 1,120

信用リスクに対する引当金合計 8,264 10,877
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(単位：百万ユーロ) 2012年度 2011年度

資産から控除される引当金 7,504 10,016

金融機関債権(注４.a) 299 469

顧客債権(注４.b) 6,751 6,721

リース取引 7 6

有価証券 298 2,322

内、ギリシャ国債 - 1,849

市場活動に係る金融商品 149 498

負債として認識される引当金(注４.j) 760 861

オフバランスシート・コミットメント 669 813

不良貸出金 91 48

信用リスクに対する引当金合計 8,264 10,877

 

注３.e　長期投資の処分に係る純利益(損失)

 

(単位：百万ユーロ)
2012年度 2011年度

収益 費用 収益 費用

子会社への投資および長期投資目的で
保有される持分証券

1,249 (114) 314 (840)

売却 698 (33) 249 (72)

引当金 551 (81) 65 (768)

関連会社への投資 762 (324) 1,993 (450)

売却 644 (36) 1,768 (89)

引当金 118 (288) 225 (361)

営業用資産 11 (3) 13 (61)

合計 2,022 (441) 2,320 (1,351)

長期投資の処分に係る純利益 1,581 969

 

注３.f　法人税

 

(単位：百万ユーロ) 2012年度 2011年度

当期税金費用 (453) 127

繰延税金費用 (820) 173

法人税合計 (1,273) 300
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注４.　2012年12月31日現在の貸借対照表に対する注記

注４.a　金融機関債権および金融機関預金

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在2011年12月31日現在

貸出金および債権 171,447 215,020

要求払預金 6,605 15,595

定期預金およびターム・ローン 159,060 192,945

劣後貸出金 5,782 6,480

売戻契約に基づき供出された有価証券 99,332 97,317

金融機関貸出金および債権合計
(減損引当金控除前)

270,779 312,337

内、未収利息 843 1,223

金融機関債権に対する減損引当金(注３.d) (299) (469)

金融機関貸出金および債権合計
(減損引当金控除後)

270,480 311,868

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在2011年12月31日現在

預金および借入金 213,597 238,386

要求払預金 11,594 15,861

定期預金および中長期借入金 202,003 222,525

買戻契約に基づき引き渡した有価証券 117,556 113,094

金融機関預金 331,153 351,480

内、未払利息 1,264 1,320
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注４.b　顧客関連項目

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在2011年12月31日現在

貸出金および債権 275,381 299,448

商業貸出金および工業貸出金 2,312 1,952

要求払預金 9,869 10,896

短期貸出金 54,745 63,600

住宅ローン 71,268 72,879

設備ローン 49,838 52,452

輸出金融 15,945 17,120

その他の顧客貸出金 68,551 77,847

劣後貸出金 2,853 2,702

売戻契約に基づき供出された有価証券 47,777 41,965

顧客関連項目合計(減損引当金控除前) - 資産 323,158 341,413

内、未収利息 639 748

内、Banque de Franceによるリファイナンスに適格な貸出金 202 169

内、不良貸出金 4,798 4,188

内、回収不能貸出金 5,854 5,546

内、貸出条件変更済貸出金 47 28

顧客債権に対する減損引当金(注３.d) (6,751) (6,771)

顧客関連項目合計(減損引当金控除後の純額) - 資産 316,407 334,692
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　以下の表は、顧客貸出金および債権を取引先別に示している。

 

(単位：百万ユーロ)
2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

優良貸出金
不良貸出金
(引当金控除後)

合計 優良貸出金
不良貸出金
(引当金控除後)

合計

金融機関 31,253 860 32,113 9,328 674 10,002

企業 151,209 3,477154,686189,561 2,245191,806

起業家 9,513 214 9,727 16,087 656 16,743

個人 63,885 685 64,570 66,423 998 67,421

その他非金融業務の顧客 7,452 82 7,534 6,742 13 6,755

貸出金および債権合計
(減損引当金控除後)

263,312 5,318268,630288,141 4,586292,727

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在2011年12月31日現在

預金 236,745 230,966

要求払預金 74,515 71,685

定期預金 105,924 107,882

規制貯蓄預金 56,306 51,399

内、要求払規制貯蓄預金 43,098 38,312

買戻契約に基づき引き渡した有価証券 48,056 52,362

顧客関連項目合計 - 負債 284,801 283,328

内、未払利息 863 947
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注４.c　BNPパリバSAが保有する有価証券

 

(単位：百万ユーロ)
2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

帳簿価額
(純額)

市場価格
帳簿価額
(純額)

市場価格

トレーディング勘定の有価証券 61,538 61,538 79,888 79,888

売却可能有価証券 31,396 31,620 35,525 36,131

内、引当金 (174)  (1,048)  

満期保有目的負債証券 349 349 1,115 1,030

内、引当金   (1,849)  

財務省証券および短期金融商品合計 93,283 93,507 116,528117,049

内、貸出有価証券に対応する債権 22,803  25,968  

内、のれん 1,254  1,205  

トレーディング勘定の有価証券 39,240 39,240 68,210 68,210

売却可能有価証券 25,468 26,111 24,108 24,906

内、引当金 (386)  (825)  

満期保有目的負債証券 2,725 2,735 3,699 3,951

内、引当金 (57)  (113)  

債券およびその他の固定利付証券合計 67,433 68,086 96,017 97,067

内、非上場有価証券 6,554 6,609 7,419 7,155

内、未収利息 969  1,283  

内、貸出有価証券に対応する債権 10,502  10,226  

内、のれん (104)  (130)  

トレーディング勘定の有価証券 228 228 611 611

売却可能有価証券および中期的に売却可能な
持分証券

1,639 1,799 1,930 2,243

内、引当金 (326)  (383)  

株式およびその他の変動利付証券合計 1,867 2,027 2,541 2,854

内、非上場有価証券 1,495 1,641 1,835 2,121

内、貸出有価証券に対応する債権 -  49  

子会社への投資 4,595 5,183 4,488 5,582

内、引当金 (963)  (1,382)  

長期投資目的で保有される持分証券 274 355 369 423

内、引当金 (121)  (135)  

子会社に対する投資、および長期投資目的で
保有される持分証券合計

4,869 5,538 4,857 6,005

内、非上場有価証券 1,970 2,323 1,591 2,665

関連会社 55,157 82,201 53,698 78,407

内、引当金 (2,070)  (1,900)  

関連会社に対する投資合計 55,157 82,201 53,698 78,407
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　BNPパリバSAの金融機関および金融機関である関連会社に対する株式投資の合計は、2012年12月31日現在、それぞれ

1,612百万ユーロおよび29,658百万ユーロ(2011年12月31日現在は、それぞれ1,915百万ユーロおよび27,336百万ユー

ロ)であった。

 

注４.d　自己株式

 

(単位：百万ユーロ)
2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

総額
ネット後
帳簿価額

ネット後帳簿価額

トレーディング勘定の有価証券 6 6 7

売却可能有価証券 96 96 110

子会社に対する投資 62 62 439

自己株式合計 164 164 556

 

　2012年５月23日の株主総会における第５号決議(2011年５月11日の株主総会の第５号決議に代わる決議)に基づき、

BNPパリバSAは、最大購入価格１株当たり60ユーロ(これまでは75ユーロ)で当行の発行済資本金の10％を上限として

株式を買戻す権限を与えられた。自己株式買戻の目的は以下の通りである。2012年５月23日の株主総会にて定められ

た規定に基づく将来の消却、株式および株式同等証券の発行、ストック・オプション制度、株式報奨制度、または従業

員向け利益配分スキーム、従業員持株制度もしくは社内貯蓄制度に関連する従業員への株式の付与もしくは売却に

関する当行の義務の履行。フランス商法第L.233-16条に定義されているBNPパリバおよびBNPパリバが単独で支配し

ている会社の従業員へのあらゆる種類の株式報奨をカバーすること。そして、買収、合併、会社分割もしくは資産譲渡

取引に伴い将来行う対価の引き渡しもしくは支払いに備えること、AMF公認の倫理要綱に準ずるマーケット・メイキ

ング契約の範囲内で保有すること、または資産および財務管理のために保有することを目的に自己株式として保有

すること。

　この権限は18ヶ月間にわたって認められた。

　2012年12月31日現在、BNPパリバSAは、「長期投資目的で保有される持分証券」として分類されている消却予定の自

己株式を994,518株保有していた。

　2012年12月31日現在、BNPパリバSAは、「売却可能有価証券」に分類され、当グループの従業員への株式報奨として

使用されたり、従業員向け利益配分スキーム、従業員持株制度、または社内貯蓄制度の一環として付与もしくは売却

される予定の自己株式を2,324,117株保有していた。

　イタリア市場におけるBNPパリバ株式に関するExane BNP Paribasとのマーケット・メイキング契約に基づき、BNP

パリバSAは、2012年12月31日現在、トレーディング勘定の有価証券に分類されるBNPパリバ株式を149,832株保有して

いた。このマーケット・メイキング契約は、AMFの倫理綱領に準ずるものである。
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注４.e　長期投資

 

(単位：百万ユーロ)
総額

2012年
１月１日現在

購入
売却および
償還

譲渡および
その他変動

2012年
12月31日現在

満期保有目的負債証券(注４.c) 6,776 21 (3,696) 30 3,131

子会社への投資および長期投資目的で
保有される持分証券(注４.c)

6,374 99 (1,179) 659 5,953

関連会社(注４.c) 55,599 3,726 (1,782) (316) 57,227

自己株式(注４.d) 439  (377)  62

長期投資合計 69,188 3,846 (7,034) 373 66,373

 

(単位：百万ユーロ)
引当金

2012年
１月１日現在

繰入 戻入 その他の変動
2012年

12月31日現在

満期保有目的負債証券(注４.c) 1,962 84 (1,986) (3) 57

子会社への投資および長期投資目的で
保有される持分証券(注４.c)

1,517 81 (514)  1,084

関連会社(注４.c) 1,901 288 (117) (2) 2,070

自己株式(注４.d)      

長期投資合計 5,380 453 (2,617) (5) 3,211

 

(単位：百万ユーロ)
帳簿価額

2012年
12月31日現在

2011年
12月31日現在

満期保有目的負債証券(注４.c) 3,074 4,814

子会社への投資および長期投資目的で
保有される持分証券(注４.c)

4,869 4,857

関連会社(注４.c) 55,157 53,698

自己株式(注４.d) 62 439

長期投資合計 63,162 63,808

 

　2008年12月10日付のCRC規則第2008-17号に基づき、金融機関は、当初トレーディング目的または売却可能カテゴ

リーに分類した金融商品を、満期保有目的負債証券に再分類することができる。
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　以下の表は満期保有目的負債証券の再分類の概要である。

 

(単位：百万ユーロ) 再分類日
再分類日現在
の金額

2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

帳簿価額

市場評価額
またはモデル
に基づく
評価額

帳簿価額

市場評価額
またはモデル
に基づく
評価額

「売却可能」ポートフォリ
オから以下へ再分類された
国債

      

満期保有目的負債証券(ギリ
シャ国債)

2011年6月30日2,085 0 0 768 699

トレーディング・ポートフ
ォリオから以下へ再分類さ
れた金融資産

      

満期保有目的負債証券 2008年10月1日4,4041,044 1,0041,322 1,266

満期保有目的負債証券 2009年6月30日2,7601,540 1,5641,821 1,793

 

　以下の表は、再分類された資産に関連する損益項目(当期に計上された金額と、再分類が行われなければ計上された

であろう金額の両方)を示している。

 

(単位：百万ユーロ)

2012年年度 2011年度

実現

当期のプロ
フォーマ額

(再分類後)
(1)

実現 当期のプロ
フォーマ額

(再分類後)
(1)再分類前 再分類後 合計

損益項目(税引前) 75 106 372 (1,008)(636) (749)

営業収益 79 131 372 215 587 532

内、ギリシャ国債 10 10 372 105 477 477

内、その他の固定利付証券 69 121  110 110 55

長期投資の処分に係る利益(損失) (25)   24 24  

内、その他の固定利付証券 (25)   24 24  

リスク費用 21 (25)  (1,247)(1,247)(1,281)

内、ギリシャ国債 (25) (25)  (1,281)(1,281)(1,281)

内、その他の固定利付証券 46   34 34  

 
(1)
 プロフォーマ額は、関係金融商品が再分類されなければ生じたであろう当期利益への貢献額を表している。
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注４.f　負債証券

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在2011年12月31日現在

譲渡性負債証券 139,243 138,592

債券 5,661 5,384

その他の負債証券 374 504

負債証券合計 145,278 144,480

内、未償却のプレミアム 928 1,084

 

・　債券

　以下の表は、2012年12月31日現在でBNPパリバSAが発行済の債券の契約上の満期予定である。

 

(単位:百万ユーロ)
2012年12月31日
現在の発行済残高

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
2018年-
2022年

2022年
より後

債券 5,661 909 353 2,277 808 329 851 134

 

注４.g　その他の資産および負債

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在2011年12月31日現在

買建オプション 156,371 204,751

証券取引に係る決済勘定 3,402 3,402

繰延税金資産 1,124 2,135

その他の資産 39,984 37,500

その他の資産合計 200,881 247,788

売建オプション 150,135 199,495

証券取引に係る決済勘定 2,024 2,282

証券取引に係る負債 76,875 128,344

繰延税金負債 47 269

その他の負債
(1) 31,903 32,773

その他の負債合計 260,984 363,163

 
(1)
 2012年12月31日現在でのBNPパリバSA(国外支店を除く)の未払金合計は12.2百万ユーロ(2011年12月31日現在では5.7百
万ユーロ)である。BNPパリバ(国外支店を除く)の未払金の満期ごとの内訳では、94.7％は年齢が60日未満のものである。
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注４.h　未収収益および未払費用

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在2011年12月31日現在

通貨商品およびデリバティブの再測定 60,786 59,303

未収収益 14,089 11,784

取立勘定 105 473

その他の未収収益 11,809 13,219

未収収益合計 86,789 84,779

通貨商品およびデリバティブの再測定 64,390 63,981

未払費用 14,284 12,372

取立勘定 989 801

その他の未払費用 8,713 8,060

未払費用合計 88,376 85,214

 

注４.i　営業用資産

 

(単位：百万ユーロ)
2012年12月31日現在 2011年12月31日現在

総額
減価償却費、お
よび引当金

帳簿価額 帳簿価額

ソフトウェア 2,311 (1,698) 613 597

その他の無形固定資産 5,705 (36) 5,669 5,628

無形固定資産合計 8,016 (1,734)6,282 6,225

土地および建物 2,423 (776) 1,647 1,625

備品、家具、設備 2,032 (1,629) 403 472

その他の有形固定資産 92  92 107

有形固定資産合計 4,547 (2,405)2,142 2,204

 

注４.j　引当金

 

(単位：百万ユーロ)
2011年

12月31日現在
繰入 戻入 その他の変動

2012年
12月31日現在

従業員給付債務引当金 687 148 (247) (22) 566

不良貸出金に対する引当金(注３.d) 48 11 (11) 43 91

オフバランスシート・コミット
メントに対する引当金(注３.d)

813 168 (312) - 669

その他の引当金      

－ 銀行取引 1,332 307 (559) 33 1,113

－ 非銀行取引 1,065 308 (178) (1) 1,194

引当金合計 3,945 942 (1,307) 53 3,633
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・　規制貯蓄商品に関するリスクに対する引当金

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在2011年12月31日現在

住宅財形貯蓄口座および制度で積立てられた預金 14,946 14,699

内、住宅財形貯蓄制度で積立てられた預金 12,076 11,846

　期間10年超 5,374 5,897

　期間４年以上10年以下 4,491 3,290

　期間４年未満 2,211 2,659

住宅財形貯蓄口座および制度で付与された貸出金残高 379 438

内、住宅財形貯蓄制度で付与された貸出金残高 76 96

住宅財形貯蓄口座および制度に関して認識した引当金 152 243

内、住宅財形貯蓄口座および制度に関する割引 10 10

内、住宅財形貯蓄口座および制度に関する引当金 142 233

　内、期間10年超の制度に関する引当金 65 65

　内、期間４年以上10年以下の制度に関する引当金 28 91

　内、期間４年未満の制度に関する引当金 31 68

　内、住宅財形貯蓄口座に関する引当金 18 9

 

・　規制貯蓄商品に対する引当金の増減

 

(単位：百万ユーロ)

2012年度 2011年度

住宅財形貯蓄
制度に関する
引当金

住宅財形貯蓄
口座に関する
引当金

住宅財形貯蓄
制度に関する
引当金

住宅財形貯蓄
口座に関する
引当金

引当金合計－期首現在 224 19 203 23

当期の引当金繰入額 - 9 21 -

当期の引当金戻入額 (102) - - (4)

引当金合計－期末現在 122 28 224 19

 

注４.k　劣後債

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在2011年12月31日現在

償還可能劣後債 5,166 7,705

永久劣後債 8,078 8,765

永久最劣後ノート 7,063 7,081

変動金利永久劣後ノート 790 1,454

資本参加型永久劣後ノート 225 230

関連債券 32 72

劣後債合計 13,276 16,542
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・　償還可能劣後債

　当グループが発行する償還可能劣後債は、中長期の負債証券で、一般の劣後債に相当する。償還可能劣後債は、発行

体が清算となる場合には契約上の満期日前償還が可能で、順位は他の債権者に劣後し、資本参加型ローンと資本参加

型劣後ノートの保有者に優先する。

　償還可能劣後債では、公開買い付けまたは債券交換による株式市場での買戻しまたは(私募の場合には)店頭での買

戻しにより満期日前に償還する権限を当グループに与える繰上償還規定を設けている場合があり、これには規制当

局の許可が必要である。

　BNPパリバSAが外国市場を通じて発行した債券では、発行目論見書に規定する日以後に発行体の裁量権を行使する

場合(繰上償還オプション)、または発行時の税法が改正され、債券保有者に対して税法改正に伴う損害を補償する義

務をBNPパリバ・グループ内の発行体が負う場合、元本の繰上償還および満期日までの利息の繰上支払いを行う場合

がある。償還の場合、15日間から60日間の予告期間が設けられる場合があり、銀行監督当局の承認が条件となる。

　当行は、2011年の第４四半期に、Tier２資本へ組み入れ可能な償還可能劣後債を新たな優先債と交換するための公

募を実施した。この取引により、償還可能劣後債の残高が1,433百万ユーロ減少した。

　加えて、2011年度第４四半期には、発行目論見書に規定する日以後に繰上償還オプションの行使により２種類の劣

後債が早期繰上償還された。この取引により、償還可能劣後債の残高が1,729百万ユーロ減少した。

　2012年度には、発行目論見書に規定する日以後に繰上償還オプションの行使により５種類の劣後債が繰上償還され

た。償還可能劣後債の残高が2,451百万ユーロ減少した理由は、主にこの取引の実施によることである。

　以下の表は、2012年12月31日現在の償還可能劣後債の満期予定である。

 

(単位:百万ユーロ)
2012年12月31日
現在の発行済残高

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
2018年-
2022年

2022年
より後

償還可能劣後債 5,166 674 363 550 2861,963 844 486

 

・　永久劣後債

－　永久最劣後ノート

　2012年12月31日現在、BNPパリバSAは永久最劣後ノートを総額で7,063百万ユーロ発行した。当該債券につい

ては、固定または変動利息が支払われ、固定期間満了時点以降、各利息支払日に償還可能である。当該債券の一

部については、固定期間経過後にそれらが償還されなかった場合は、EuriborまたはLiborに連動した利息が支

払われる。

　2011年度第４四半期には、これらの有価証券に関連する以下の取引を実施した。

－　2005年６月に発行した13億米ドルの債券を、３ヶ月物米ドルLibor+2.75％の利率で利払いを行うBNPパリ

バの非劣後債と交換するための公募。この取引により、債券残高が280百万米ドル減少した。

－　2006年４月発行の750百万ユーロの債券、2006年７月発行の325百万英ポンドの債券、および2007年４月発

行の750百万ユーロの債券を買い戻すための公募。この取引により、これらの債券の残高が、それぞれ201

百万ユーロ、162百万英ポンド、および112百万ユーロ減少した。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

562/792



　BNPパリバSAが2010年５月12日に吸収合併したフォルティス・バンク・フランスは、2007年12月に永久最劣

後ノート60百万ユーロを発行した。この永久最劣後ノートは、投資家に変動金利で利息を支払うもので、2011

年５月23日に早期償還された。

　以下の表は、発行されたこれらの債券の内容の概要を示している。

 

発行日 通貨
発行金額

(単位：百万)
利払回数

第１回繰上償還日前の利率

および期間
第１回繰上償還日後の利率

2012年

12月31日

現在

2011年

12月31日

現在

2005年６月 米ドル 1,070年２回 5.186％ 10年 ３ヶ月物米ドルLibor+1.680％811 826

2005年10月ユーロ 1,000年１回 4.875％ ６年 4.875％ 1,000 1,000

2005年10月米ドル 400年１回 6.25％ ６年 6.250％ 303 309

2006年４月 ユーロ 549年１回 4.73％ 10年 ３ヶ月物Euribor+1.690％ 549 549

2006年４月 英ポンド 450年１回 5.945％ 10年 ３ヶ月物英ポンドLibor+1.130％ 554 539

2006年７月 ユーロ 150年１回 5.45％ 20年 ３ヶ月物Euribor+1.920％ 150 150

2006年７月 英ポンド 163年１回 5.945％ 10年 ３ヶ月物英ポンドLibor+1.810％ 201 195

2007年４月 ユーロ 638年１回 5.019％ 10年 ３ヶ月物Euribor+1.720％ 638 638

2007年６月 米ドル 600年４回 6.5％ ５年 6.50％ 455 463

2007年６月 米ドル 1,100年２回 7.195％ 30年 ３ヶ月物米ドルLibor+1.290％ 833 849

2007年10月英ポンド 200年１回 7.436％ 10年 ３ヶ月物英ポンドLibor+1.850％ 246 239

2008年６月 ユーロ 500年１回 7.781％ 10年 ３ヶ月物Euribor+3.750％ 500 500

2008年９月 ユーロ 650年１回 8.667％ ５年 ３ヶ月物Euribor+4.050％ 650 650

2008年９月 ユーロ 100年１回 7.57％ 10年 ３ヶ月物Euribor+3.925％ 100 100

2009年12月ユーロ 2 年４回
３ヶ月物

Euribor+3.750％
10年 ３ヶ月物Euribor+4.750％ 2 2

2009年12月ユーロ 17 年１回 7.028％ 10年 ３ヶ月物Euribor+4.750％ 17 17

2009年12月米ドル 70 年４回
３ヶ月物米ドル

Libor+3.750％
10年 ３ヶ月物米ドルLibor+4.750％ 53 54

2009年12月米ドル 0.5年１回 7.384％ 10年 ３ヶ月物米ドルLibor+4.750％ 1 1

永久最劣後ノート 7,063 7,081

 

　前年度においてBNPパリバSAの普通株式または永久最劣後ノート同等証券について配当金が支払われなかっ

た場合、BNPパリバはこれらの永久最劣後ノートについて利息を支払わないことを選択できる。未払利息は繰

越されない。

　これらの永久最劣後ノートに関連する契約には、損失吸収条項が含まれている。当該条項の条件に従って、規

制資本が不十分となった場合(すなわち増資またはそれに相当するあらゆるその他の措置により不足分が完

全に相殺されない場合)は、資本の欠損額が補填され当該債券の額面価額が当初の金額まで回復するまで、関

連する利息の新しい算定基準として当該債券の額面価額が減額される可能性がある。ただし、BNPパリバが清

算される場合には、額面価額が減額されているか否かに関わらず、これらの債券の保有者に対する債務額は当

初の額面価額を表すことになる。
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－　変動金利永久劣後ノート

　BNPパリバ発行の変動金利永久劣後ノート(以下「TSDI」という。)およびその他の永久劣後ノートは、当行が

清算手続に入った場合、他のすべての債務に劣後し、資本参加型永久劣後ノートに優先して償還が可能であ

る。TSDIには残余資産に対する権利は与えられない。

 

　変動金利永久劣後ノートの特徴：

 

発行日 通貨
発行金額
(単位：百万)

第１回繰上償還日前の
利率および期間

第１回繰上償還日後の
利率

2012年
12月31日
現在

2011年
12月31日
現在

1985年10月ユーロ 305 TMO -0.25％- - 254 254

1986年９月米ドル 500
６ヶ月物Libor

+0.075％
- - 207 211

2002年１月ユーロ 660 6.342％10年 ３ヶ月物Euribor+2.33％- 660

2003年１月ユーロ 328 5.868％10年 ３ヶ月物Euribor+2.48％329 329

変動金利永久劣後ノート 790 1,454

 

　1985年10月に発行されたTSDI(想定元本305百万ユーロ)では、利息の支払いが義務となっているが、取締役会

は、利息支払日前の12ヶ月以内に定時株主総会において分配可能な利益がないとされた場合、利息の支払いを

延期できる。利息は累積的なものであり、当行は、配当再開後に累積額を含む全額を支払う必要がある。

　1986年９月に発行されたTSDI(想定元本500百万米ドル)では、利息の支払いが義務となっているが、利息支払

日前の12ヶ月以内に定時株主総会において配当を支払わないという決定が承認された場合、取締役会は利息

の支払いを延期できる。利息は累積的なものであり、当行は、配当再開後に累積額を含む全額を支払う必要が

ある。当行は、配当の支払いを再開しない場合であっても過去の利息の支払いを再開できる。

　その他のTSDIには特有の繰上償還オプションの規定があり、TSDIは、発行目論見書に規定する特定の日後の

随時に、発行体の裁量で満期日前に額面で償還される場合がある。ただし、銀行監督当局の承認が条件となる。

TSDIには金利引き上げ条項はない。利息の支払いは義務となっているが、取締役会は、利息支払日前の12ヶ月

以内に定時株主総会において配当を支払わないという決定が承認された場合、利息の支払いを延期できる。

 

－　資本参加型永久劣後ノート

　1984年から1988年までの間にBNPパリバSAが発行した資本参加型永久劣後ノートは総額337百万ユーロであ

り、BNPパリバSAが清算手続に入る場合のみ償還が可能となる。しかし、1983年１月３日施行のフランス法に規

定されている条項に基づき、償還される場合がある。この条項に基づき、2012年度に32,000口の当該ノートを

償還および消却し、当該ノートの残数は1,434,092口となった。
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注５.　融資コミットメントおよび保証コミットメント

注５.a　融資コミットメント

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在2011年12月31日現在

金融機関 39,213 38,024

顧客 120,150 133,688

信用確認状 63,929 77,412

その他顧客に供与したコミットメント 56,221 56,276

供与した融資コミットメント合計 159,363 171,712

金融機関 67,426 64,726

顧客 11,841 8,994

供与された融資コミットメント合計 79,267 73,720

 

注５.b　保証コミットメント

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在2011年12月31日現在

金融機関 32,073 33,053

顧客 85,352 108,828

供与した保証コミットメント合計 117,425 141,881

金融機関 76,910 69,350

顧客 163,170 180,922

供与された保証コミットメント合計 240,080 250,272

 

注５.c　保証として供与した金融商品および供与された金融商品

・　担保として供出した金融商品

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在2011年12月31日現在

中央銀行へ預けており、ヘアカット後の
リファイナンス取引の担保としていつでも利用
できる金融商品(譲渡性有価証券および非上場の
金融資産)

57,537 58,919

－ 中央銀行との担保として使われているもの 21,128 34,669

－ リファイナンス取引の担保として使用可能なもの 36,409 24,250

銀行および金融業務の顧客との取引の担保として
供出しているその他の金融資産

75,426 67,432
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　当行が、中央銀行へ預託または供出しており、リファイナンス取引の担保としていつでも利用できる金融商品(譲渡

性有価証券および未上場の金融資産)の2012年12月31日現在の残高は、57,537百万ユーロ(2011年12月31日現在は

58,919百万ユーロ)であった。この額は、ユーロシステムの金融政策に基づく取引および日中貸出をカバーする

Banque de Franceの包括的な担保管理システムに基づきBanque de Franceへ預けている43,800百万ユーロ(2011年

12月31日現在は43,379百万ユーロ)を含んでいる。当行は、2012年12月31日現在、中央銀行へ預けている21,128百万

ユーロ(2011年12月31日現在は34,669百万ユーロ)を担保として使用しており、これには、Banque de Franceへ預けて

いる20,688百万ユーロ(2011年12月31日現在は29,726百万ユーロ)が含まれている。

　当行が担保として金融機関および金融業務の顧客へ供出しているその他の資産の合計は、2012年12月31日現在で

51,540百万ユーロ(2011年12月31日現在は46,715百万ユーロ)であり、これには、BNPP HLカバード債、フランス経済融

資機関、および住宅再融資公庫への融資が含まれている。

 

・　担保として供出された金融商品

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在2011年12月31日現在

担保として供出された金融商品 24,338 27,321

 

注６.　給与および従業員給付

注６.a　給与および従業員給付費用

 

(単位：百万ユーロ) 2012年度 2011年度

給与 (3,769) (3,500)

税金および社会保障費 (1,702) (1,635)

従業員向け利益配分スキームおよびインセンティブ制度 (226) (189)

給与および従業員給付費用合計 (5,697) (5,324)

 

　以下の表は、BNPパリバSAの従業員の内訳を示している。

 

従業員数 2012年12月31日現在2011年12月31日現在

メトロポリタン・フランスの従業員 39,736 40,258

内、管理者 22,459 22,335

メトロポリタン・フランス以外の従業員 9,160 9,526

BNPパリバSAの従業員合計 48,896 49,784
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注６.b　従業員給付債務

確定拠出制度での退職後給付

　BNPパリバSAは、フランスにおいて様々な全国基礎年金制度や全国追加型年金制度に拠出している。BNPパリバSAは、

社内協定に基づき積立年金制度を設定した。この制度により、従業員は全国ベースの制度で支給される年金に加え、

この制度からの退職年金も受給することになる。

　フランス国外を見わたすと、当グループが営業展開するほとんどの国(主として、米国、ドイツ、ルクセンブルグ、英

国、アイルランド、ノルウェー、オーストラリアおよび香港)では、新規従業員に対する確定給付制度は打ち切りと

なっている。現在、こうした従業員に対しては確定拠出制度が提供されている。確定拠出制度では、当グループの義務

は実質上、従業員の年収の一定割合を制度に拠出するだけに限定される。

　2012年12月31日終了事業年度におけるフランス内外の確定拠出型退職後給付制度への拠出額は249百万ユーロ

(2011年12月31日終了事業年度は243百万ユーロ)であった。

 

確定給付制度での退職後給付

　BNPパリバSA内の従来の確定給付制度については、従業員の受給権および退職従業員への給付債務から発生する費

用を算定するため、予測単位費用方式を適用し年金数理計算手法を用いて別途評価している。こうした債務および制

度資産の現在価値を予測するため、人口統計学上の仮定および財務上の仮定を用い、こうした仮定では各国に特有の

経済的条件を考慮に入れる。許容範囲の10％回廊部分を超える年金数理計算上の損益については償却している。こう

した損益は、確定給付制度ごとに算出している。

　確定給付型退職後給付制度の債務を賄う引当金総額は、2012年12月31日現在、289百万ユーロ(2011年12月31日現在

は447百万ユーロ)で、国内制度分が208百万ユーロ、海外制度分が81百万ユーロであった。

　剰余金(対応する退職制度に基づく当行の債務額を超えている部分)の評価額合計は、2012年12月31日現在で60百万

ユーロであり、2011年12月31日現在の101百万ユーロから減少した。

 

・　年金制度およびその他の退職後給付

－　年金制度

　フランス国内で、BNPパリバSAは、1993年12月31日時点で既に退職していた元従業員および現役であった従業

員が同日付で受給権を取得した追加型銀行業界年金の支給を行っている。年金の残存債務は、BNPパリバSAの

財務諸表上の引当金で賄っているか、保険会社に移転されている。

　BNPパリバSAの役員(かつてBNPまたはパリバに雇用されていた者)が以前に取得した確定給付年金はすべて

打ち切られ、追加型の制度へ移行している。給付額は従前の制度が打ち切りとなった時点で確定した。ただし、

退職時にBNPパリバSAに留まっていることが条件となっている。これらの年金制度は、保険会社との間で契約

されている。これらの保険会社の貸借対照表における関連の制度資産の公正価値の内訳は、債券83.7％、株式

6.8％、および不動産9.5％である。
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　BNPパリバSAの在外支店には、従業員の最終給与および勤務期間に連動する年金(英国)か、年収の一定割合か

らなる元本額と事前に取り決めた利率で支払う利息部分からなる年間受給権(米国)のいずれかに基づく年金

制度がある。香港では、一定の職員が、雇用主が保証責任を負う最低給付額付きの確定拠出年金制度から給付

を受けている。新規職員に対するこの制度からの給付は打ち切られている。この制度は、前述のような給付保

証により確定給付制度に分類されている。

　さらに外部のファンド・マネジャー(英国)が運用する制度もある。2012年12月31日現在、これら年金制度の

債務総額の82％は英国、米国および香港の７つの制度に関するものであった。関連する制度資産の公正価値の

内訳は、株式36％、債券52％、およびその他の金融商品12％である。

 

－　その他の退職後給付

　BNPパリバSAの従業員は、退職時ボーナスのような様々なその他の契約による退職後給付も受け取る。フラン

ス国内でのこれらのボーナスに対するBNPパリバSAの債務は、BNPパリバSAから独立した保険会社と締結され

た契約を通して積み立てられる。

 

・　退職後医療制度

　フランス国内で、BNPパリバSAは退職従業員向けの医療給付に関する債務をもはや有していない。

　BNPパリバSAの在外支店(主として米国)の中には退職従業員向けの医療給付制度のある支店がある。2012年12月31

日現在、これら制度の債務に対する引当金は９百万ユーロ(2011年12月31日現在は８百万ユーロ)となった。

　退職後医療給付制度の債務は、各国で適用されている生命表を使い測定している。また、実績から予測される医療

サービス費用およびインフレの動向といった、医療給付費用に関する仮定も用いられている。
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解雇給付

　BNPパリバでは、一定の適格基準を満たす従業員向けにいくつかの自主退職制度を実施している。この制度に基づき

受給資格を有する現役従業員に対する債務の引当金は、制度が協定または双務協定草案の対象である場合に計上さ

れる。

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在2011年12月31日現在

自主退職および早期退職制度、ならびに人員調整計画に対
する引当金

59 107

 

注７.　追加情報

注７.a　資本金における変動

2012年度に有効な株主総会での決議

　株式資本を増減させる次の権限は、株主総会での決議に基づき取締役会に与えられたもので、2012年度中有効で

あった。

 

株主総会で採択された決議
2012年度中に
なされた
権限の使用

2010年５月12日の株主総

会(第19号決議)

　BNPパリバ・グループの社内貯蓄制度の参加者のために留保さ

れた取引を、新株発行または留保株式の売却の形で実行する取締

役会に付与された権限。

　既存の株主に対する新株予約権付きを放棄しつつBNPパリバ・

グループの社内貯蓄制度の参加者向けに留保された普通株式を

発行することにより、一回または数回にわたり、最大額面金額46

百万ユーロを上限として、株式資本を増加させる権限が付与され

た。

　この権限は26ヶ月間にわたって認められ、2012年５月23日の株

主総会における第20号決議により無効化された。

2012年６月29日

に、額面２ユーロ

の新株4,289,709

株が発行された。

2011年５月11日の株主総

会(第５号決議)

　株式資本構成株式の10％を上限とする当行の株式買戻制度を制

定する権限が取締役会に付与された。

　75ユーロを超えない価格で買い戻した当該株式は、特に以下の

ような様々な目的に利用できる。

－株式同等証券の発行に起因する義務の履行、ストック・オプ

ション制度、無償株式の付与、従業員向け利益配分スキームに関

連する従業員への株式付与または売却、従業員持株制度または社

内貯蓄制度。

－株主総会の承認(2011年５月11日の株主総会)に伴う株式の消

却。

－BNPパリバの従業員および役員、ならびにフランス商法第L.

233-16条に定義されているBNPパリバが単独で支配している会社

への株式の配分。

－外部拡大、合併、会社分割または資産譲渡取引の対価の送金ま

たは支払いのための金庫株の保有。

－フランス証券規制当局(Autorité des Marchés Financiers)

倫理綱領に準ずるマーケット・メイキング契約に関連する目的。

－資産および財務の管理目的。

　この権限は18ヶ月間にわたって認められ、2012年５月23日の株

主総会における第５号決議により無効化された。

2012年１月１日か

ら５月23日までの

期間中に 、 マー

ケット・メイキン

グ契約に基づき額

面２ユーロの株式

586,934株が取得

され、額面２ユー

ロの株式577,489

株が売却された。
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株主総会で採択された決議
2012年度中に
なされた
権限の使用

2011年５月11日の株主総

会(第15号決議)

　当グループの従業員および役員に対し、業績に応じた株式を付

与する権限。

　報奨株式は、既存株式または発行される新株式のいずれの場合

であっても、BNPパリバの株式資本の1.5％、つまり年当たり0.5％

を超えてはならない。

　この権限は38ヶ月間にわたって認められた。

2012年３月６日の

取締役会で業績に

応 じ た 株 式

1,921,935株の付

与が決定された。

2011年５月11日の株主総

会(第16号決議)

　役員または一部の従業員に対し新株引受または購入オプション

を付与する権限。

　付与されるオプション数はBNPパリバの株式資本の３％、つまり

年当たり１％を超えてはならない。これは、2011年５月11日の株

主総会における第15号および16号決議をカバーする包括的上限

である。

　この権限は38ヶ月間にわたって認められた。

この権限は当年度

中は使用されな

かった。

2012年５月23日の株主総

会(第３号決議)

　現金または新株で配当を支払うことを株主へ提案する決定。

　新株での配当の支払により、株式資本が83,358,352ユーロ増加

し、株式数が41,679,176株増加した。またこの支払いにより、

941,115,794.08ユーロの払込剰余金が生じた。

2012年６月26日

に、額面２ユーロ

の新株41,679,176

株が発行された。

2012年５月23日の株主総

会(第５号決議)

　株式資本構成株式の10％を上限とする当行の株式買戻制度を制

定する権限が取締役会に付与された。

　１株当たり60ユーロ(これまでは75ユーロ)を超えない価格で買

い戻した当該株式は、特に以下のような様々な目的に利用でき

る。

－株式同等証券の発行に起因する義務の履行、ストック・オプ

ション制度、無償株式の付与、従業員向け利益配分スキームに関

連する従業員への株式付与または売却、従業員持株制度または社

内貯蓄制度。

－株主総会の承認(2012年５月23日の株主総会における第21号決

議)に伴う株式の消却。

－BNPパリバの従業員および役員、ならびにフランス商法第L.

233-16条に定義されているBNPパリバが単独で支配している会社

への株式の配分。

－外部拡大、合併、会社分割または資産譲渡取引の対価の送金ま

たは支払いのための金庫株の保有。

－フランス証券規制当局(Autorité des Marchés Financiers)

倫理綱領に準ずるマーケット・メイキング契約に関連する目的。

－資産および財務の管理目的。

　この権限は18ヶ月間にわたって認められ、2011年５月11日の株

主総会における第５号決議に基づき付与された権限と差し替え

られる。

2012年５月24日か

ら12月31日までの

期間中に 、 マー

ケット・メイキン

グ契約に基づき額

面２ユーロの株式

1,156,315株が取

得され 、 額面２

ユ ー ロ の 株 式

1,245,515株が売

却された。

2012年５月23日の株主総

会(第13号決議)

　既存の株主に対し普通株式、株式同等証券および負債証券を新

株引受権付きで発行する権限は維持された。

　この権限により直ちに、および／または将来実行できる増資の

額面金額は、10億ユーロ(500百万株に相当)を上限とする。

　この権限により発行可能な、BNPパリバの株式資本の調達を可能

とする負債証券の額面金額は、100億ユーロを上限とする。

　この権限は26ヶ月間にわたって認められ、2010年５月12日の株

主総会における第12号決議に基づき付与された権限と差し替え

られる。

この権限は当年度

中は使用されな

かった。
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株主総会で採択された決議
2012年度中に
なされた
権限の使用

2012年５月23日の株主総

会(第14号決議)

　既存の株主に対する新株引受権が放棄され、優先引受期間が付

与された普通株式、株式同等証券および負債証券の発行の権限。

　この権限により直ちに、および／または将来実行できる増資の

額面金額は、350百万ユーロ(175百万株に相当)を上限とする。

　この権限により発行可能な、BNPパリバの株式資本の調達を可能

とする負債証券の額面金額は、70億ユーロを上限とする。

　この権限は26ヶ月間にわたって認められ、2010年５月12日の株

主総会における第13号決議に基づき付与された権限と差し替え

られる。

この権限は当年度

中は使用されな

かった。

2012年５月23日の株主総

会(第15号決議)

　取引所における公募証券を考慮して、既存の株主に対し、普通株

式および株式同等証券を新株引受権なしで発行する権限。

　この権限により一回または数回にわたって実行できる増資の額

面金額は、350百万ユーロ(175百万株相当)を上限とする。

　この権限は26ヶ月間にわたって認められ、2010年５月12日の株

主総会における第14号決議に基づき付与された権限と差し替え

られる。

この権限は当年度

中は使用されな

かった。

2012年５月23日の株主総

会(第16号決議)

　株式の拠出に対し提供される有価証券を考慮して、（株式資本

の10%を上限に）既存の株主に対する新株引受権が放棄された普

通株式および株式同等証券の発行の権限。

　この権限により一回または数回にわたって実行できる増資の額

面金額は、取締役会による決定日のBNPパリバの株式資本を構成

する株数の10％を上限とする。

　この権限は26ヶ月間にわたって認められ、2010年５月12日の株

主総会における第15号決議に基づき付与された権限と差し替え

られる。

この権限は当年度

中は使用されな

かった。

2012年５月23日の株主総

会(第17号決議)

　既存の株主に対する新株引受権なしでの株式の発行権限の包括

的上限。

　この株主総会における第14号から16号の決議に基づき付与され

た権限により直ちに、および／または将来実行できる増資に関

し、既存の株主に対する新株引受権なしでのすべての発行の最大

額面金額は、株式については350百万ユーロであり、負債証券につ

いては70億ユーロであった。

該当なし

2012年５月23日の株主総

会(第18号決議)

　利益、利益剰余金、または払込剰余金の資本組入により行われる

株式の発行。

　一回または数回にわたって、最大額面金額10億ユーロを上限と

して資本金を増加させる権限が付与された。当該増資は、無償株

式の発行および付与により、または既存株式の額面金額の増額に

より、あるいはこれら２つの方法の組合せにより、利益剰余金、利

益または払込剰余金のすべてまたは一部を連続的または同時に

資本組み入れすることで実施される。

　この権限は26ヶ月間にわたって認められ、2010年５月12日の株

主総会における第17号決議に基づき付与された権限と差し替え

られる。

この権限は当年度

中は使用されな

かった。
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株主総会で採択された決議
2012年度中に
なされた
権限の使用

2012年５月23日の株主総

会(第19号決議)

　既存の株主に対する新株引受権付きでまたはなしで株式を発行

する権限の包括的上限。

　この株主総会における第13号から16号の決議に基づき付与され

た権限により直ちに、および／または将来実行できる増資に関

し、既存の株主に対する新株引受権付きまたはなしのすべての発

行の最大額面金額は、即時発行される株式については10億ユーロ

であり、負債証券については100億ユーロであった。

該当なし

2012年５月23日の株主総

会(第20号決議)

　BNPパリバ・グループの社内貯蓄制度の参加者のために留保さ

れた取引を、新株発行または留保株式の売却の形で実行する権限

が取締役会に付与された。

　既存の株主に対する新株予約権付きを放棄しつつBNPパリバ・

グループの社内貯蓄制度の参加者向けに留保された普通株式を

発行することにより、一回または数回にわたり、最大額面金額46

百万ユーロを上限として、株式資本を増加させる権限が付与され

た。

　この権限は26ヶ月間にわたって認められ、2010年５月12日の株

主総会における第19号決議に基づき付与された権限と差し替え

られる。

この権限は当年度

中は使用されな

かった。

2012年５月23日の株主総

会(第21号決議)

　株式消却によって株式資本を減少させる権限が取締役会に付与

された。

　BNPパリバが保有しているか、保有する可能性のあるBNPパリバ

株式の一部またはすべてを、減資を通じて一回または数回にわ

たって消却する権限が付与された。ただし、24ヶ月の間に消却さ

れる株式数は、消却日の株式総数の10％を上限とする。

　減資を完了させ、消却株式の購入価額と額面価額との差額を払

込剰余金および分配可能な準備金から控除(これには減資の10％

相当額の法定準備金からの控除を含む)する全権が付与された。

　この権限は18ヶ月間にわたって認められ、2011年５月11日の株

主総会における第17号決議に基づき付与された権限と差し替え

られる。

2012年12月14日

に、額面２ユーロ

の12,034,091株が

消却された。
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資本取引

 

株式資本に影響を与える取引 株式数
額面

(単位：ユーロ)
ユーロ額

株主総会に

よる承認日

取締役会に

よる決定日

株式に配当権

が生じる日

2010年12月31日現在の

発行済株式数
1,198,660,156 2 2,397,320,312   

新株引受オプションの行使による資本

の増加
2,736,124 2 5,472,248 (1) (1)10年1月1日

新株引受オプションの行使による資本

の増加
34,053 2 68,106 (1) (1)11年1月1日

社内貯蓄制度参加者向け留保のための

増資
6,315,653 2 12,631,30610年5月12日11年5月11日11年1月1日

2011年12月31日現在の

発行済株式数
1,207,745,986 2 2,415,491,972   

新株引受オプションの行使による資本

の増加
12,694 2 25,388 (1) (1)11年1月1日

新株引受オプションの行使による資本

の増加
568,487 2 1,136,974 (1) (1)12年1月1日

株式による配当支払いに伴う増資 41,679,176 2 83,358,35212年5月23日12年5月23日12年1月1日

社内貯蓄制度参加者向け留保のための

増資
4,289,709 2 8,579,41810年5月12日 12年5月3日 12年1月1日

(株式消却による)減資 (12,034,091) 2 (24,068,182)12年5月23日12年12月14日 -

2012年12月31日現在の

発行済株式数
1,242,261,961 2 2,484,523,922   

 

(1) 
当期中に行使された新株引受オプションの付与を認めた株主総会による様々な決議および取締役会による決定。

 

注７.b　株主資本変動計算書－2010年12月31日から2012年12月31日まで

 

(単位：百万ユーロ) 資本金 払込剰余金
利益剰余金
および
当期純利益

株主資本合計

2010年12月31日現在の株主資本 2,397 21,850 28,523 52,770

2010年度支払配当金   (2,521)(2,521)

増資 18 375 2 395

その他の変動   2 2

2011年度当期純利益   3,466 3,466

2011年12月31日現在の株主資本 2,415 22,225 29,472 54,112

2011年度支払配当金 83 941 (1,430) (406)

増資 11 112 7 130

(株式消却による)減資 (24) (354)  (378)

その他の変動   (52) (52)

2012年度当期純利益   5,812 5,812

2012年12月31日現在の株主資本 2,485 22,924 33,809 59,218
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注７.c　先渡金融商品の想定元本

　デリバティブ商品の想定元本は、金融商品市場でのBNPパリバSAの活動量を表しているに過ぎず、当該商品に関連す

る市場リスクを示すものではない。

 

トレーディング・ポートフォリオ

 

(単位：百万ユーロ) 2012年12月31日現在2011年12月31日現在

通貨デリバティブ 2,249,553 2,179,487

金利デリバティブ 42,236,26939,870,124

クレジット・デリバティブ 1,253,646 1,749,540

株式デリバティブ 2,142,608 2,331,624

その他のデリバティブ 75,533 87,802

トレーディング・ポートフォリオ内の
先渡金融商品合計

47,957,60946,218,577

 

　確立された市場で売買される金融商品は、2012年12月31日現在、当行のデリバティブ取引の58％(2011年12月31日現

在は47％)を占めている。

 

ヘッジ戦略

　ヘッジ目的デリバティブの想定元本の合計額は、2012年12月31日現在では695,910百万ユーロ(2011年12月31日現在

は695,497百万ユーロ)であった。

　ヘッジ目的デリバティブは店頭市場での契約が主である。

 

市場価格

　確定取引に係る当行のマイナスの純ポジションの市場価格は、2012年12月31日現在、約6,000百万ユーロ(2011年12

月31日現在はマイナスの純ポジションが4,950百万ユーロ)であった。 オプションに係る当行の純買い持ちポジショ

ンの市場価格は、2012年12月31日現在、約6,450百万ユーロ(2011年12月31日現在は5,000百万ユーロ)であった。
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注７.d　セグメント情報

　以下の表は、貸借対照表に認識されているBNPパリバSAの銀行間取引および顧客関連項目の地域別内訳を示してい

る。

 

(単位：百万ユーロ)

銀行間取引
顧客取引および
リース取引

地域別合計

2012年
12月31日
現在

2011年
12月31日
現在

2012年
12月31日
現在

2011年
12月31日
現在

2012年
12月31日
現在

2011年
12月31日
現在

フランス 311,341326,517228,943227,635540,284554,152

その他の欧州経済圏諸国 81,43090,32146,45655,584127,886145,905

南北アメリカおよびアジア諸国 51,25151,54838,80148,16590,05299,713

その他諸国 1,256 1,399 2,251 3,374 3,507 4,773

資金の運用合計 445,278469,785316,451334,758761,729804,543

フランス 265,497290,993179,838189,058445,335480,051

その他の欧州経済圏諸国 37,95933,90262,32361,044100,28294,946

南北アメリカおよびアジア諸国 26,43225,01737,47128,32763,90353,344

その他諸国 1,859 2,512 5,169 4,899 7,028 7,411

資金の調達合計 331,747352,424284,801283,328616,548635,752

 

　2012年度におけるBNPパリバSAの営業収益の90％(2011年度は86％)は欧州経済圏諸国の取引先からのものであっ

た。

 

注７.e　資金の調達および運用の明細

 

(単位：百万ユーロ)
要求払取引
および
翌日物取引

残存期間

３ヶ月以下
３ヶ月超
１年以下

１年超
５年以下

５年超 引当金 合計

資金の運用        

現金ならびに中央銀行および郵政勘定
預け金

80,674 841 - - -  81,515

財務省証券および短期金融商品 179 21,61412,21222,26137,017(174)93,283

金融機関債権 12,409144,31430,48249,05134,224(299)270,480

顧客取引およびリース取引 19,29293,17439,00186,41378,571(6,758)316,451

債券およびその他の固定利付証券 1,2418,20510,79224,47622,719(442)67,433

資金の調達        

金融機関債務、ならびに中央銀行および
郵政勘定預金

42,872172,81227,56669,24519,252  331,747

顧客関連項目 60,465170,95721,89024,4976,992  284,801

債券以外の負債証券およびその他の
負債証券(注４.f)

668 36,62439,97242,72225,292  145,278
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注７.f　非協力的国家および地域

　BNPパリバSAまたはBNPパリバSAに対し報告を行う当グループの子会社は、フランス包括税法典第238条セクション

OAの「非協力的」の定義に該当する国に拠点を設ける前に、特別な手続を経てグループ・コンプライアンス管理部

の許可を得なければならない。これらの拠点には、当グループの内部統制が首尾一貫して適用されるようにするた

め、BNPパリバの「最善の利益」原則に従い、リスク管理、マネーロンダリング、汚職、財務上の制裁、およびテロリス

トへの融資などに関する当グループの規則が適用される。

 

会社名 所有持分(％) 法律上の形態 営業認可の種類 事業内容

ブルネイ     

BNP Paribas Asset Management (B) SDN BHD90.55SDN BHD(非公開有限責任会社) 投資顧問業務許可 資産運用

フィリピン     

BNP Paribas -Manila branch 100.00 支店 国際銀行業務許可 商業銀行

 

前へ　　　次へ

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

576/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

577/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

578/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

579/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

580/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

581/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

582/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

583/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

584/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

585/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

586/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

587/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

588/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

589/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

590/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

591/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

592/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

593/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

594/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

595/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

596/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

597/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

598/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

599/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

600/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

601/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

602/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

603/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

604/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

605/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

606/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

607/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

608/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

609/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

610/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

611/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

612/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

613/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

614/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

615/792



 

前へ　　　次へ

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

616/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

617/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

618/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

619/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

620/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

621/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

622/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

623/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

624/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

625/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

626/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

627/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

628/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

629/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

630/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

631/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

632/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

633/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

634/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

635/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

636/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

637/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

638/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

639/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

640/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

641/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

642/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

643/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

644/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

645/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

646/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

647/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

648/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

649/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

650/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

651/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

652/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

653/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

654/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

655/792



 

前へ　　　次へ

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

656/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

657/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

658/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

659/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

660/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

661/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

662/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

663/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

664/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

665/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

666/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

667/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

668/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

669/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

670/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

671/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

672/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

673/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

674/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

675/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

676/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

677/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

678/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

679/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

680/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

681/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

682/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

683/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

684/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

685/792



 

前へ　　　次へ

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

686/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

687/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

688/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

689/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

690/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

691/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

692/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

693/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

694/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

695/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

696/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

697/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

698/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

699/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

700/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

701/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

702/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

703/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

704/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

705/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

706/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

707/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

708/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

709/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

710/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

711/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

712/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

713/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

714/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

715/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

716/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

717/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

718/792



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

719/792



 

前へ

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

720/792



２ 【主な資産・負債及び収支の内容】

連結財務書類に対する注記参照。

 

３ 【その他】

(1) 決算日後の状況

該当なし。

 

(2) 訴訟

連結財務書類の注8.iを参照。

 

４ 【フランスと日本における会計原則及び会計慣行の相違】

ａ．日本とIFRSとの会計原則の相違

本書記載の当グループの連結財務書類は、欧州連合が採用したIFRSに準拠して作成されている。これらは日本に

おける会計原則と特定の項目において相違している。これらの相違は、主として次の項目に関連している。

 

(1) 会計方針の変更に伴う財務書類の遡及修正

IFRSにおいては、IAS第８号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」に従って、会計方針の変更があった

場合には、過年度の財務書類が遡及的に修正再表示される。

日本においては、従来、確定した過年度財務書類を過去に遡り修正再表示する会計基準または会計慣行はな

かった。その上、会計方針が変更される場合も、遡及的な適用はされなかった。過年度の累積的影響額も、変更が

あった年度の損益に認識されていた。しかし、2009年12月４日に企業会計基準委員会から企業会計基準第24号

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」が公表され、会計方針の変更や誤謬があった場合には原則

として過年度の財務書類が遡及的に修正再表示されることとなった。同基準は2011年４月１日以後開始事業年

度の期首以降に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から適用される。

 

(2) 企業結合

IFRSでは、企業結合はパーチェス法を用いて会計処理される。パーチェス法では、被取得会社の識別可能な資

産および引受けた負債は、買収日の公正価値で測定される。企業結合に直接帰属する費用は個別取引に伴う費用

として取り扱われ、損益計算書を通じて認識される。当グループは、のれんの価値の減損について定期的にテス

トしている。

のれんとは、企業結合の取得原価と、被取得会社の識別可能な資産および負債の取得日現在の公正価値純額に

対する取得会社の持分との差額である。正ののれんは取得企業の貸借対照表で認識され、負ののれんは取得日に

即時に損益計算書で認識される。
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少数株主持分は、被取得会社の識別可能な資産および負債の公正価値に対する取得会社の持分で測定される

が、当グループは、各企業結合に係る少数株主持分を公正価値で測定することを選択でき、その場合にはのれん

の一定割合が少数株主持分へ配賦される。当グループがこれまでに後者の選択を行ったことはない。

日本基準では、企業結合に関する会計処理について、「企業結合に関する会計基準」が適用されている。同基

準では、共同支配企業の形成及び共通支配下の取引以外の企業結合について、パーチェス法のみ認められてい

る。取得に直接要した支出額のうち、取得の対価性が認められるものは取得原価に含め、それ以外の支出額は発

生時の費用として処理される。

のれんは20年を超えない期間で償却され、「固定資産の減損に係る会計基準」により減損テストが実施され

る。

被取得企業の少数株主持分は、支配獲得日における子会社の識別可能純資産の公正価値のうち、少数株主持分

割合の金額で算定する方法（全面時価評価法）が採られている。

 

(3) 連結の範囲

IFRSに従い、当グループは３つの連結方法を用いている。すなわち、全部連結法、比例連結法および持分法であ

る。グループによる独占的支配を受けている企業は、全部連結の対象となる。共同支配を受ける企業は、比例連結

法を用いて連結される。グループが、重要な影響力を行使する企業（関連会社）は、持分法によって会計処理さ

れる。また、取引または同様の性質の取引群を管理するために設立された特別目的会社で、当グループが持分を

有していないものについても、当グループによる実質的支配が存在している場合には、連結の対象になる。

日本では、比例連結法は導入されていない。また、特別目的会社については、企業会計基準適用指針第22号「連

結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」において、一定の要件を満たす場合

に、当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した会社（以下「出資者等」とい

う。）の子会社に該当しないものと推定され、連結の対象となっていない。ただし、企業会計基準適用指針第15号

「一定の特別目的会社に関する開示に関する適用指針」に基づき、前述で連結対象とならない特別目的会社に

ついて、出資者等は、当該特別目的会社の概要、当該特別目的会社を利用した取引の概要、当期に行った当該特別

目的会社との取引金額または当該取引の期末残高等の一定の開示が求められる。

なお、2013年４月１日以後開始する連結会計年度の期首より改正企業会計基準第22号が適用となり、「一定の

要件を満たす場合に当該特別目的会社に対する出資者が子会社に該当しないものとする推定」は適用されない

こととなる。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

722/792



(4) 有価証券

IFRSに従い、当グループは保有する有価証券を「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」、「貸出金お

よび債権」、「満期保有目的金融資産」および「売却可能金融資産」の４つに分類している。

「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」は、決算日の公正価値で測定される。公正価値の変動（固定

利付証券の未収利息を除く）は、損益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益／

損失」に、変動利付証券の配当や実現処分損益と共に計上される。

「貸出金および債権」は償却原価で測定される。利息および取引費用に加えて貸出金の当初の価値に含まれ

る手数料類から構成される貸出金に係る収益は、実効金利法で計算され、貸出金の期間にわたって損益計算書に

計上される。

「満期保有目的金融資産」は実効金利法により償却原価で計上されるが、この場合にはプレミアムとディス

カウント（資産の購入価格と償還価値の差額に該当する）、また（重要な場合には）取得付随費用の償却額が

組み込まれる。「満期保有目的金融資産」により稼得した収益は、損益計算書の「受取利息」に含まれる。

「売却可能金融資産」とは、「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」、「満期保有目的金融資産」、

または「貸出金および債権」のいずれかに分類されるもの以外の固定利付証券および変動利付証券である。売

却可能金融資産は決算日に公正価値で再測定され、（未収利息を除く）公正価値の変動は、株主資本の独立勘定

に表示される。

日本においては、有価証券は「売買目的有価証券」「満期保有目的の債券」「子会社株式及び関連会社株

式」「その他有価証券」に分類される。期末評価は、原則として「売買目的有価証券」は時価で、「満期保有目

的の債券」は償却原価法で、「子会社株式及び関連会社株式」は取得原価で、「その他有価証券」は時価で評価

される。

 

(5) 固定資産

IFRSの下では、有形固定資産および無形固定資産は、当初、購入価格に直接的付随費用を加えた額で認識され

るが、建設または改装に長い期間を要する場合には、資産が利用可能になるまでの間の借入金利息も取得原価に

算入される。

日本では、固定資産の当初測定時に、資産が利用可能になるまでの間の借入金利息は資産計上されない。この

ような費用は通常発生時に費用計上される。

 

(6) 従業員給付

IFRSに従い、当グループは、従業員給付の年金数理計算上の損益の計算に「回廊アプローチ」を用いている。

この方法により、当グループは次の会計期間から従業員の平均残存勤務年数にわたり、前期末現在の(ⅰ)総確定

給付債務の現在価値の10％または(ⅱ)制度資産の公正価値の10％のいずれか大きいほうを上回る年金数理計算

上の損益部分のみを認識すればよいことになる。

日本では、未認識数理計算上の差異は、原則として平均残存勤務期間以内の一定の年数で按分した額を毎期費

用処理しなければならない（「回廊アプローチ」は用いられない）。
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(7) 資産の減損

IFRSに従い、減損の兆候がある場合には、該当資産の新たな回収可能価額と帳簿価額を比較する。資産の減損

が発見された場合、減損損失が損益計算書で認識される。この損失は、見積回収可能価額に変更があった場合、あ

るいは減損の兆候がなくなった場合に戻し入れが行われる。

日本では、固定資産の減損に関する会計基準として、「固定資産の減損に係る会計基準」が適用されている。

当該基準では、長期性資産の割引前見積将来キャッシュ・フローが帳簿価額より低い場合に、当該帳簿価額と回

収可能価額の差額が減損損失として計上される。減損損失の戻入れは禁止されている。

 

(8) ヘッジ会計

IFRSでは、IAS第39号「金融商品の認識と測定」に従って、一般に、以下のヘッジが認められている。

(1) 公正価値ヘッジ

公正価値ヘッジ関係におけるデリバティブは、貸借対照表において公正価値で再測定され、公正価値の変

動は損益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益／損失」に認識され、その対

となる会計処理としてヘッジ対象がヘッジリスクを反映するよう再測定される。

(2) キャッシュ・フロー・ヘッジ

キャッシュ・フロー・ヘッジ関係の場合、デリバティブは貸借対照表にて公正価値で測定され、公正価値

の変動額は株主資本の「未実現または繰延利益／（損失）」に独立して計上される。ヘッジ期間を通じて株

主資本に計上される金額は、ヘッジ対象からのキャッシュ・フローが損益に影響を与える時点で損益計算書

の「正味受取利息」に振替られる。

日本においては、原則として、ヘッジ手段の公正価値の変動は、対応するヘッジ対象項目に係る損益が認識さ

れるまで、純資産の部において繰り延べられる（「繰延ヘッジ」）。これは公正価値ヘッジ、キャッシュ・フ

ロー・ヘッジの両方に適用される。一部の金利スワップに関して特例処理が認められており、ヘッジ関係が完全

に有効であると仮定することができる。

 

(9) 金融資産の消滅の認識

IFRSに従い、当グループは、当該資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場合、また

は当グループが当該金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利および当該金融資産の所有に伴

うリスクと経済価値のほとんどすべてを移転している場合、金融資産の全部または一部の認識を中止する。こう

した条件が満たされない限り、当グループは当該資産を貸借対照表上に残し、当該資産の移転により生じる債務

について負債を認識する。

日本においては、金融資産の消滅は、(a)譲渡された金融資産に対する譲渡人の契約上の権利が譲渡人および

その債権者から法的に保全され、(b)譲受人が譲渡された金融資産の契約上の権利を直接または間接に通常の方

法で享受でき、(c)譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期前に買戻す権利および義務を実質的に有し

ていない場合に認識される。
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(10) 有給休暇

IFRSでは、IAS第19号「従業員給付」に従って、有給休暇引当金を計上することが要求されている。

日本においては特に規定はなく、日本の実務慣行において有給休暇引当金が計上されるケースはほとんど見

受けられない。

 

ｂ．日本とフランスとの会計原則の相違（法定財務書類の作成上適用されたフランスの会計原則に係る）

 

添付の個別財務書類は、フランスの金融機関が適用している会計原則に従って作成されている。これらは日本に

おいて一般に公正妥当と認められる会計原則（以下「日本の会計原則」という。）とは、いくつかの点で異なる。

直近期の財務書類に関する主な相違点は以下のとおりである。

 

(1) 資産の減損

フランスの会計原則では、償却可能な固定資産については、貸借対照表日時点で潜在的な減損の兆候がないか

どうかを確認するため、減損テストを行う。非償却資産については、毎年減損テストが行われる。減損の兆候があ

る場合には、新たな回収可能価額と帳簿価額を比較する。資産の減損が発見された場合、減損損失が損益計算書

で認識される。この損失は、見積回収可能価額に変更があった場合、あるいは減損の兆候がなくなった場合に戻

し入れが行われる。

フランスの会計原則に基づく資産の使用価値は、日本の会計原則における割引後将来キャッシュ・フローと

類似している。また、資産の公正価値の最善の証拠は、ⅰ)拘束力のある販売契約における価格、ⅱ)市場価格、ⅲ)

貸借対照表日現在、取引の知識がある自発的な当事者の間で独立第三者間取引条件による資産の売却から得ら

れる金額について、事業体が入手することのできる最善の情報とされている。一度認識された減損損失は、その

後当該資産（のれんを除く）の減損の理由が存在しなくなったか減少した場合には、戻し入れられる。

日本の会計原則では、固定資産の減損に関する会計基準として、「固定資産の減損に係る会計基準」が適用さ

れている。当該基準では、長期性資産の割引前見積将来キャッシュ・フローが帳簿価額より低い場合に、当該帳

簿価額と回収可能価額の差額が減損損失として計上される。減損損失の戻入れは禁止されている。
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(2) 有価証券

フランスの会計原則では、「有価証券」という用語は、銀行間市場で取引される有価証券、財務省証券や譲渡

性預金、債券およびその他の固定利付証券(固定金利であるか変動金利であるかを問わない)、ならびに株式およ

びその他の変動利付証券を意味する。

CRC規則第2005-01号の適用により、有価証券は以下のとおり分類される。

(ⅰ)「トレーディング勘定の有価証券」

このカテゴリーには、短期間で売却するか買戻すことを目的に売買する有価証券や、マーケット・メイキン

グ業務の結果として保有している有価証券が含まれる。これらの有価証券は、活発な市場で取引可能であり、

かつ市場価格が正常な競争環境で定期的に行われる実際の取引の価格を反映している場合、市場価格で評価

される。これら有価証券の市場価格の変動は、損益計算書に認識される。

(ⅱ)「売却可能有価証券」

このカテゴリーには、その他のカテゴリーのいずれにも分類されない有価証券が含まれる。債券およびその

他の固定利付証券は、取得原価(未収利息を除く)と、推定市場価格(通常、株式市場価格に基づき決定される)

の低価法で評価される。

(ⅲ)「中期的に売却可能な持分証券」は、長期的な利益獲得を念頭においた発行体の事業開発への投資ではな

く、中期的な利益獲得を念頭に置いたポートフォリオ管理を目的とする投資で構成される。これらの有価証券

は、取得原価と公正価値との低価法で個別に計上される。

(ⅳ)「満期保有目的負債証券」は、既定の満期がある固定利付証券(主に債券、銀行間市場で取引される有価証

券、財務省証券やその他譲渡性預金)のうち、満期まで保有するというBNPパリバSAの意思があるものに関連し

ている。これらの有価証券の取得原価と償還価格の差額は、利息法を用いて損益計算書に認識される。貸借対

照表では、当該証券の残存期間にわたり、当該証券の帳簿価額がその償還価額まで償却される。

(ⅴ)「長期投資目的で保有される持分証券」は、BNPパリバSAが、発行体の経営に積極的に参加することではな

く、発行体と特別な関係を築くことにより長期的な事業関係の構築を促進することを意図しながら、長期的視

点で十分な利益を獲得することを目的に長期保有する意図を持っているような株式および関連商品である。

この種の有価証券は、取得原価と公正価値との低価法で個別に計上される。

(ⅵ)「子会社および関連会社への投資」は、BNPパリバSAが経営に対する重要な影響力を持っている関連会社に

対する投資や、BNPパリバSAの事業開発上戦略的と考えられる投資を含む。当該影響力は、BNPパリバSAが少な

くとも10％の所有持分を保有している場合に存在するものとみなされる。この種の有価証券は、取得原価と公

正価値との低価法で個別に計上される。

信用リスクが発生した場合、「売却可能」または「満期保有目的」のポートフォリオ内で保有する固定利付

証券は、不良貸出金およびコミットメントに適用される基準と同じ基準に基づき、不良債権に分類される。取引

先リスクにさらされている有価証券が不良債権に分類され、関連引当金の額を個別に特定できる場合、対応する

費用は「リスク費用」に含まれる。
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日本の会計原則では、有価証券は経営者の保有目的およびその能力により以下のように分類および会計処理

される。

(1) 売買目的有価証券

短期間の価格変動により利益を得ることを目的として保有される。時価で計上され、評価差額は当期の損

益として計上される。

(2) 満期保有目的の債券

満期まで保有する積極的な意思とその能力に基づいて、満期までの保有が見込まれる債券。償却原価法に

基づいて算定された価額で計上される。

(3) 子会社株式及び関連会社株式

取得原価をもって貸借対照表価額とする。

(4) その他有価証券

一時所有であるが、上記のいずれにも分類されない有価証券。時価で計上され、評価差額は、税効果を調整

の上、純資産の部に計上される。その他有価証券で市場価格のないものについては取得原価で計上される。一

時的でない時価の下落が生じた場合には、有価証券の帳簿価額は時価まで減額され、かかる評価差額は当期

の損失として処理される。

 

(3) 自己株式

フランスにおいては、自己株式は資産として計上され、必要に応じて引当金の設定対象となる。従業員割当を

目的として取得された自己株式は、市場価格に基づく減損の対象とはならない。

BNPパリバSAが保有する自己株式は、以下のように分類および評価される。

－　マーケット・メイキング契約に基づき購入した自己株式、または指数裁定取引に関連して取得した自己

株式は、「トレーディング勘定の有価証券」に市場価格で計上される。

－　従業員への割当用に保有している自己株式は「売却可能有価証券」に計上される。2008年12月30日付の

CRC規則第2008-17号に基づき、従業員への割当用に保有している自己株式は、CRC規則第2008-15号に定

められているストック・オプションおよび株式報奨に関する手続に従って評価される。CRC規則第

2008-15号に基づく場合、当該自己株式について減損は認識されないが、当該株式を取得する従業員が

提供した役務に基づく引当金が当該株式について設定される。自己株式の内、BNPパリバSAの子会社の

従業員に付与する部分は、権利確定期間にわたって、子会社が計上することになる。

－　消却予定の自己株式、または上記理由のいずれかを根拠に保有していない自己株式は、長期投資に含ま

れる。消却予定の自己株式は取得原価で表示され、その他はすべて取得原価と公正価値との低価法で表

示される。

日本の会計原則では、自己株式は取得原価により、純資産の部の株主資本の末尾に自己株式として一括して控

除する形式で表示される。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

727/792



(4) 年金その他の雇用後給付

BNPパリバSAは、従業員給付の年金数理計算上の損益の計算に「回廊アプローチ」を用いている。この方法に

より、BNPパリバSAは次の会計期間から従業員の平均残存勤務年数にわたり、前期末現在の(ⅰ)総確定給付債務

の現在価値の10％、または(ⅱ)制度資産の公正価値の10％のいずれか大きいほうを上回る年金数理計算上の損

益部分のみを認識すればよいことになる。

日本では、未認識数理計算上の差異は、原則として平均残存勤務期間以内の一定の年数で按分した額を毎期費

用処理しなければならない（「回廊アプローチ」は用いられない）。

 

(5) リスクおよび費用引当金

フランスの会計原則では、銀行取引と無関係な項目に対する引当金は、当行が期末日において第三者に対する

債務を有しており、第三者へリソースを提供しなければならない可能性が高く、見返りとして提供物と同等の経

済的便益を当該第三者から得られる見込みがない場合に限り計上される可能性がある。

日本の会計原則では、将来の特定の費用または損失について、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可

能性が高く、その金額を合理的に見積もることができる場合に、当期の負担に属する金額を当期の費用または損

失として引当金に繰り入れる。
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第７ 【外国為替相場の推移】

日本円とユーロとの間の為替相場は、最近５年間の事業年度において、２以上の日刊新聞紙に掲載されているた

め、本項の記載を省略する。
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第８ 【本邦における提出会社の株式事務等の概要】

１ 日本における株式事務等の概要

当社は、平成21年３月23日に、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）に当社の普通株式に関す

る上場廃止を申請し、同月27日に取引所により上場廃止が決定された。当社普通株式は、かかる上場廃止申請お

よび決定に基づき、平成21年４月28日に、取引所における上場が廃止された。以下の記載は、かかる上場廃止後の

本邦における株式事務等の概要を記載したものである。

 

(1) 株式の名義書換取扱場所および株主名簿管理人

日本においては、当社の名義書換取扱場所または株主名簿管理人は存在しない。

当社普通株式の実質株主は、その取得窓口となった証券会社（以下「窓口証券会社」という。）との間に外国

証券取引口座約款を締結する必要があり、各実質株主に対する株式事務は、当該実質株主の各窓口証券会社がこ

れを取り扱う。なお、窓口証券会社との間の外国証券取引口座約款により実質株主の名で外国証券取引口座が開

設され、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管および当社普通株式の取引に係る金銭の授受はすべてこの外

国証券取引口座により処理される。ただし、機関投資家で窓口証券会社に証券の保管の委託をしない者は、当該

外国証券取引口座約款に代えて外国証券取引約款を窓口証券会社と締結する必要がある。この場合、売買の執

行、売買代金の決済および外国証券の取引に係る金銭の授受に関する事項はすべて当該契約の条項に従い処理

される。

当社普通株式は、窓口証券会社が指定するフランスにおける保管機関（以下「現地保管機関」という。）に保

管され、現地保管機関またはその名義人の名義で登録される。各窓口証券会社は自社に外国証券取引口座を持つ

全実質株主明細表を作成する。

 

(2) 株主に対する特典

2012年12月31日現在、該当事項なし。

 

(3) 株式の譲渡制限

当社株式の実質的所有権の移転については、「第１ ２ 外国為替管理制度」に記載された制約を除き、何ら制

限はない。
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(4) その他の株式事務に関する事項

(イ)事業年度の終了日

当社の事業年度は、毎年12月31日に終了する。

(ロ)定時株主総会

年に少なくとも１回、金融機関および投資会社の場合は毎年５月31日以前に、決算書類承認のため定時株主

総会が開かれる。

(ハ)基準日

統制市場で承認されているフランスの株式会社（Société Anonyme）の定時株主総会への参加を行うた

めには、定時株主総会の日付より３取引日前の日の０時０分（パリ時間）に、株主の名義で株式会社の株主名

簿または適用ある承認仲介機関により保有される無記名式株主名簿に、株主の口座または承認仲介機関の口

座で株式の所有が登録されている必要がある。

(ニ)株券の種類

当社株式に関して株券は発行されない。

(ホ)株券に関する手数料

日本における当社株式の実質株主は、日本の証券会社に外国証券取引口座を開設し、これを維持するにあた

り、外国証券取引口座約款に従って年間口座管理料を支払う。

(ヘ)公告

当社は、実質株主のために日本国内において一定の事項を日本経済新聞に掲載して公告する。

 

２ 日本における実質株主の権利行使に関する手続

(1) 実質株主の議決権行使に関する手続

議決権の行使は実質株主が窓口証券会社を通じて行う指示に基づき、現地保管機関またはその名義人が行う。

実質株主が特に指示しない場合、現地保管機関またはその名義人は議決権の行使を行わない。

 

(2) 配当請求等に関する手続

配当金は、窓口証券会社が現地保管機関またはその名義人から一括受領し、外国証券取引口座を通じて配当支

払日現在の実質株主明細表に記載された実質株主に交付される。

フランスの法令に従い、フランスの株式会社（Société Anonyme）につき、現金配当の支払は、記名式株式（

titres en nominatif pur）の場合、株主に直接行われ、無記名式株式（titres au porteur）または管理登録株

式（titres en nominatif administré）の場合、第三者に代わり受益者に配当を分配する承認仲介機関に対

し、一括払で行われる。

株式配当および株式分割は、窓口証券会社が現地保管機関またはその名義人から一括受領し、配当支払日また

は株式分割の効力発生日現在の実質株主明細表に記載された実質株主に交付される。ただし、当社普通株式の取

引単位未満の株式は売却され、その収益は外国証券取引口座を通じて実質株主に分配される。
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フランスの法令に従い、株式配当により、株式会社は株主に対し配当を新株で受領する機会を提供することが

できる。しかしながら、株主は株式配当の受領を拒否することができ、現金配当による支払を選択することがで

きる。

BNPパリバの定款においては、普通株式の株主に対して新株を引き受ける義務を定める規定はない。

当社の普通株式に対して新株引受権が付与された場合には、当該新株引受権は、フランスにおいて売却され、

売却代金は配当金支払と同様にそれに対する権利を有する実質株主に対し支払われる。ただし、実質株主が別途

要請する場合を除く。

 

(3) 株式の移転に関する手続

フランスにおいては当社株式の移転は、当社または承認仲介機関の株主名簿への登録によりなされる。

日本においては、実質株主は窓口証券会社の発行した預り証を提示した上でその持株の保管替えまたは売却

注文を行うことができる。実質株主と窓口証券会社との間の決済は原則として円貨による。

 

(4) 本邦における配当等に関する課税上の取扱い

本邦における課税上の取扱いの概要は以下のとおりである。

(ⅰ)配当

(イ)実質株主に対して支払われる配当金は、本邦の税法上、個人については配当所得となり、法人については

益金となる。

(ロ)配当金については、個人の配当控除または法人の益金不算入制度の適用は認められない。

(ハ)日本の居住者たる個人または日本の法人が支払を受ける配当金については、フランスにおける当該配当

金（フランスの関連タックス・クレジットを含む。）の支払の際にフランスまたはフランスの地方公共団

体により徴収された源泉徴収税があるときは、この額を控除した後の金額に対して当該配当金の支払を受

けるべき期間に応じ、下表に記載された源泉徴収税率に相当する金額の日本の所得税等が源泉徴収される。

 

配当課税の源泉徴収税率

 

配当を受けるべき期間 日本の法人 日本の居住者たる個人

2013年１月１日～2013年12月31日所得税7.147％ 所得税7.147％、住民税３％

2014年１月１日～2037年12月31日所得税15.315％ 所得税15.315％、住民税５％

2038年１月１日～ 所得税15％ 所得税15％、住民税５％

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

732/792



日本の居住者たる個人は、当社から株主に支払われる配当については確定申告をする必要はなく、また配

当金額の多寡に関係なく、税務申告の対象となる所得額から当社の支払配当額を除外することができる。な

お、日本の居住者たる個人が2009年１月１日以降に支払を受けるべき配当については、申告分離課税を選択

することが可能である。申告分離課税による確定申告の際の税率は、2013年１月１日から2013年12月31日ま

でに支払を受けるべき配当については、7.147％の所得税と３％の住民税が、2014年１月１日から2037年12

月31日までに支払を受けるべき配当については、15.315％の所得税と５％の住民税が、2038年１月１日以降

に支払を受けるべき配当については、15％の所得税と５％の住民税が課せられるが、かかる配当の額は、

2009年１月１日以降の上場株式等の譲渡損と損益通算が可能である。

フランスにおいて課税された税額は、配当につき確定申告した場合には日本の税法の規定に従い外国税

額控除の対象となり得る。

(ⅱ)当社株式の売買損益等

当社株式に対する権利の売買による損益は、内国会社の株式の売買損益と同様の取扱いを受ける。

(ⅲ)相続税

日本国の居住者が当社株式を相続した場合、当該株式は日本国の相続税の対象となる。

フランスにおける課税上の取扱いについては「第１ ３ 課税上の取扱い」参照。フランスにおいて徴収さ

れた税額については、日本の税法に従い外国税額控除を申請することができる。当社株式に関しフランスにお

いて必要とされる手続（日仏租税条約に基づく申請書の提出等必要な手続を含む。）は、現地保管機関が行

う。

 

(5) 実質株主に対する諸通知

当社が株主に対して行う通知および通信は株式の登録所持人たる現地保管機関またはその名義人に対してな

される。現地保管機関はこれを窓口証券会社に送付する義務があり、窓口証券会社はこれを各実質株主に個別に

送付する義務がある。ただし、実質株主がその送付を希望しない場合または当該通知もしくは通信が性格上重要

性の乏しい場合は、個別に送付することなく窓口証券会社の店頭に備え付け、実質株主の閲覧に供される。
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第９ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

該当事項なし。

 

２ 【その他の参考情報】

当社が最近事業年度の開始日から本書提出日までの間において提出した金融商品取引法第25条第１項各号に掲

げる書類およびその提出年月日は、以下のとおりである。

 

書類名  提出年月日

(イ) 有価証券報告書   

有価証券報告書およびその添付書類

(平成23年１月１日から平成23年12月31日)

 平成24年６月29日関東財務局長に提出

   

(ロ) 四半期報告書または半期報告書   

半期報告書およびその添付書類

(平成24年１月１日から平成24年６月30日)

 平成24年８月30日関東財務局長に提出

   

(ハ) 臨時報告書   

臨時報告書およびその添付書類

(金融商品取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開

示に関する内閣府令第19条第１項および同条第２項第１号

の規定に基づく臨時報告書)

 平成24年５月21日関東財務局長に提出

   

(ニ) 発行登録書   

(1) 発行登録書およびその添付書類(社債の売出し)  平成24年８月16日関東財務局長に提出

(2) 発行登録書およびその添付書類(社債の募集)  平成24年８月16日関東財務局長に提出

   

(ホ) 訂正発行登録書   

(1) 平成22年８月25日関東財務局長に提出した発行登録書(社

債の売出し)の訂正発行登録書

 平成24年５月21日および平成24年６月

29日関東財務局長に提出

(2) 平成22年８月25日関東財務局長に提出した発行登録書(社

債の募集)の訂正発行登録書

 平成24年５月21日および平成24年６月

29日関東財務局長に提出

(3) 平成24年８月16日関東財務局長に提出した発行登録書(社

債の売出し)の訂正発行登録書

 平成24年８月20日、平成24年８月30日、

平成24年８月31日、平成24年９月27日、

平成25年２月４日、平成25年２月５日、

平成25年２月26日、平成25年２月28日、

平成25年３月28日、平成25年３月28日、

平成25年４月２日、平成25年４月３日、

平成25年４月４日、平成25年４月17日、

平成25年４月24日および平成25年５月

10日関東財務局長に提出

(4) 平成24年８月16日関東財務局長に提出した発行登録書(社

債の募集)の訂正発行登録書

 平成24年８月20日および平成24年８月

30日関東財務局長に提出

   

(ヘ) 発行登録追補書類   

(1)  発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年６月７日関東財務局長に提出
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(2)  発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年６月13日関東財務局長に提出

(3)  発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年７月３日関東財務局長に提出

(4)  発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年７月５日関東財務局長に提出

(5)  発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年７月６日関東財務局長に提出

(6)  発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年８月31日関東財務局長に提出

(7)  発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年８月31日関東財務局長に提出

(8)  発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年９月５日関東財務局長に提出

(9)  発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年９月５日関東財務局長に提出

(10) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年９月20日関東財務局長に提出

(11) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年９月20日関東財務局長に提出

(12) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年９月21日関東財務局長に提出

(13) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年９月21日関東財務局長に提出

(14) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年９月25日関東財務局長に提出

(15) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年９月28日関東財務局長に提出

(16) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年９月28日関東財務局長に提出

(17) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年９月28日関東財務局長に提出

(18) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年９月28日関東財務局長に提出

(19) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年10月１日関東財務局長に提出

(20) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年10月３日関東財務局長に提出

(21) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年10月４日関東財務局長に提出

(22) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年10月10日関東財務局長に提出

(23) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年10月12日関東財務局長に提出

(24) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年10月15日関東財務局長に提出

(25) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年10月16日関東財務局長に提出

(26) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年10月19日関東財務局長に提出

(27) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年10月19日関東財務局長に提出

(28) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年11月15日関東財務局長に提出

(29) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年11月16日関東財務局長に提出

(30) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年11月30日関東財務局長に提出

(31) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年12月３日関東財務局長に提出

(32) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年12月３日関東財務局長に提出

(33) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年12月５日関東財務局長に提出

(34) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年12月７日関東財務局長に提出

(35) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年12月７日関東財務局長に提出

(36) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年12月10日関東財務局長に提出

(37) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年12月13日関東財務局長に提出

(38) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年12月20日関東財務局長に提出

(39) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年12月20日関東財務局長に提出

(40) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年12月25日関東財務局長に提出

(41) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年12月28日関東財務局長に提出

(42) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年12月28日関東財務局長に提出

(43) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成24年12月28日関東財務局長に提出

(44) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年１月８日関東財務局長に提出

(45) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年１月８日関東財務局長に提出

(46) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年１月８日関東財務局長に提出

(47) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年１月８日関東財務局長に提出

(48) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年１月11日関東財務局長に提出

(49) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年１月15日関東財務局長に提出

(50) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年１月18日関東財務局長に提出

(51) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年１月22日関東財務局長に提出

(52) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年１月23日関東財務局長に提出

(53) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年１月31日関東財務局長に提出

(54) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年１月31日関東財務局長に提出
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(55) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年１月31日関東財務局長に提出

(56) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年２月21日関東財務局長に提出

(57) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年２月22日関東財務局長に提出

(58) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年２月22日関東財務局長に提出

(59) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年３月29日関東財務局長に提出

(60) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年３月29日関東財務局長に提出

(61) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年３月29日関東財務局長に提出

(62) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年３月29日関東財務局長に提出

(63) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年３月29日関東財務局長に提出

(64) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年４月１日関東財務局長に提出

(65) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年４月４日関東財務局長に提出

(66) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年４月４日関東財務局長に提出

(67) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年４月８日関東財務局長に提出

(68) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年４月10日関東財務局長に提出

(69) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年４月10日関東財務局長に提出

(70) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年４月10日関東財務局長に提出

(71) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年４月12日関東財務局長に提出

(72) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年４月12日関東財務局長に提出

(73) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年４月17日関東財務局長に提出

(74) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年４月17日関東財務局長に提出

(75) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年４月17日関東財務局長に提出

(76) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年４月19日関東財務局長に提出

(77) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年４月19日関東財務局長に提出

(78) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年５月10日関東財務局長に提出

(79) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年５月10日関東財務局長に提出

(80) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年５月10日関東財務局長に提出

(81) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年５月10日関東財務局長に提出

(82) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年５月10日関東財務局長に提出

(83) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年５月10日関東財務局長に提出

(84) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年５月17日関東財務局長に提出

(85) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年５月17日関東財務局長に提出

(86) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年５月17日関東財務局長に提出

(87) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年５月17日関東財務局長に提出

(88) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年５月17日関東財務局長に提出

(89) 発行登録追補書類(社債の売出し)およびその添付書類  平成25年５月21日関東財務局長に提出

   

(ト) 有価証券届出書   

有価証券届出書およびその添付書類  平成25年２月４日関東財務局長に提出

   

(チ) 有価証券届出書の訂正届出書   

上記(ト)の有価証券届出書の訂正届出書  平成25年２月15日、平成25年２月20日お

よび平成25年２月26日関東財務局長に

提出

 

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

736/792



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

第１ 【保証会社情報】

該当事項なし。
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第２ 【保証会社以外の会社の情報】

第２の１　昭和電工株式会社

１　当該会社の情報の開示を必要とする理由

(1) 当該会社の名称および住所

昭和電工株式会社

東京都港区芝大門一丁目13番９号

 

(2) 理由

発行会社は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、

当該会社の普通株式の交付により償還される他社株転換条項付円建社債を下記のとおり発行しており、当該会

社の企業情報は、提出会社が発行している他社株転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼす

と判断される。

 

名称 発行年月日 売出価額の総額 上場の有無

ビー・エヌ・ピー・パリバ　2013年10月15日満期
他社株転換条項付　早期償還条項付　円建社債（昭和電
工株式会社）

2012年10月12日
(ロンドン時間)

400,000,000円無

 

(3) 当該会社の普通株式の内容

 

発
行
済
株
式

種類

発行済株式数
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

(平成25年５月15日現在)

普通株式 1,497,112,926株
東京証券取引所
市場第一部

権利内容に何
ら限定のない
当社における
標準となる株
式であり、単元
株式数は1,000
株である。

(注)　平成25年５月15日現在の発行済株式数には、平成25年５月１日から平成25年５月15日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれていない。
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２　継続開示会社たる当該会社に関する事項

(1) 当該会社が提出した書類

イ　有価証券報告書およびその添付書類

 事業年度
(第104期)

 
自　平成24年１月１日
至　平成24年12月31日 

平成25年３月27日
関東財務局長に提出

ロ　四半期報告書または半期報告書およびその添付書類

四半期報告書

 事業年度
(第105期中)

 
自　平成25年１月１日
至　平成25年３月31日 

平成25年５月15日
関東財務局長に提出

ハ　臨時報告書　　　イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関

する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成25年３月29日

に、関東財務局長に提出

ニ　訂正報告書　　　該当事項なし。

なお、上記は、平成25年５月15日正午現在において、関東財務局に提出され、かつ、電子開示システム

（EDINET）によって現実に閲覧が可能であった書類である。

 

(2) 上記書類を縦覧に供している場所

名称  所在地

株式会社東京証券取引所  東京都中央区日本橋兜町２番１号

 

第２の２　株式会社日立製作所

１　当該会社の情報の開示を必要とする理由

(1) 当該会社の名称および住所

株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内一丁目６番６号

 

(2) 理由

発行会社は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、

当該会社の普通株式の交付により償還される他社株転換条項付円建社債を下記のとおり発行しており、当該会

社の企業情報は、提出会社が発行している他社株転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼす

と判断される。

 

名称 発行年月日 売出価額の総額 上場の有無

ビー・エヌ・ピー・パリバ　2013年４月15日満期
他社株転換条項および早期償還条項付　円建社債（株式
会社日立製作所普通株式）

2012年10月17日
(ロンドン時間)

440,000,000円無

ビー・エヌ・ピー・パリバ　2013年８月８日満期
他社株転換条項および早期償還条項付　円建社債（株式
会社日立製作所普通株式）

2013年２月８日
(ロンドン時間)

1,727,000,000円無

ビー・エヌ・ピー・パリバ　2013年10月10日満期
他社株転換条項および早期償還条項付 円建社債（株式
会社日立製作所普通株式）

2013年４月16日
(ロンドン時間)

820,000,000円無
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(3) 当該会社の普通株式の内容

 

発
行
済
株
式

種類

発行済株式数
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

(平成25年２月12日現在)

普通株式 4,833,463,387株 東京、大阪、名古屋
単元株式数は
1,000株

 

２　継続開示会社たる当該会社に関する事項

(1) 当該会社が提出した書類

イ　有価証券報告書およびその添付書類

 事業年度
(第143期)

 
自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日 

平成24年６月22日
関東財務局長に提出

ロ　四半期報告書または半期報告書およびその添付書類

四半期報告書

 事業年度
(第144期中)

 
自　平成24年10月１日
至　平成24年12月31日 

平成25年２月12日
関東財務局長に提出

ハ　臨時報告書　　　イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関

する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成24年６月25日

に、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条

第２項第３号の規定に基づく臨時報告書を平成24年11月26日に、金融商品取引法第24条

の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号および第19

号の規定に基づく臨時報告書を平成24年11月30日に、金融商品取引法第24条の５第４項

および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の３の規定に基づく臨時

報告書を平成25年２月１日に、ならびに金融商品取引法第24条の５第４項および企業内

容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規定に基づく臨時報告書を平成25年

２月４日に、関東財務局長に提出

ニ　訂正報告書　　　訂正報告書（平成24年11月30日に関東財務局長に提出した臨時報告書の訂正報告書）を平成

25年４月26日に、関東財務局長に提出

なお、上記は、平成25年５月15日正午現在において、関東財務局に提出され、かつ、電子開示システム

（EDINET）によって現実に閲覧が可能であった書類である。

 

(2) 上記書類を縦覧に供している場所

名称  所在地

株式会社東京証券取引所  東京都中央区日本橋兜町２番１号

株式会社大阪証券取引所  大阪市中央区北浜一丁目８番16号

株式会社名古屋証券取引所  名古屋市中区栄三丁目８番20号
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第２の３　いすゞ自動車株式会社

１　当該会社の情報の開示を必要とする理由

(1) 当該会社の名称および住所

いすゞ自動車株式会社

東京都品川区南大井６丁目26番１号

 

(2) 理由

発行会社は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、

当該会社の普通株式の交付により償還される他社株転換条項付円建社債を下記のとおり発行しており、当該会

社の企業情報は、提出会社が発行している他社株転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼす

と判断される。

 

名称 発行年月日 売出価額の総額 上場の有無

ビー・エヌ・ピー・パリバ　2013年４月15日満期
他社株転換条項および早期償還条項付　円建社債（い
すゞ自動車株式会社普通株式）

2012年10月17日
(ロンドン時間)

392,000,000円無

 

(3) 当該会社の普通株式の内容

 

発
行
済
株
式

種類

発行済株式数
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

(平成25年２月13日現在)

普通株式 1,696,845,339株
㈱東京証券取引所
（市場第一部）

権利内容に何
ら限定のない
当社における
標準となる株
式であり、単元
株式数は1,000
株である。
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２　継続開示会社たる当該会社に関する事項

(1) 当該会社が提出した書類

イ　有価証券報告書およびその添付書類

 事業年度
(第110期)

 
自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日 

平成24年６月28日
関東財務局長に提出

ロ　四半期報告書または半期報告書およびその添付書類

四半期報告書

 事業年度
(第111期中)

 
自　平成24年10月１日
至　平成24年12月31日 

平成25年２月13日
関東財務局長に提出

ハ　臨時報告書　　　イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関

する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成24年７月２日

に、ならびに金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府

令第19条第２項第３号の規定に基づく臨時報告書を平成24年９月21日に、関東財務局長

に提出

ニ　訂正報告書　　　該当事項なし。

なお、上記は、平成25年５月15日正午現在において、関東財務局に提出され、かつ、電子開示システム

（EDINET）によって現実に閲覧が可能であった書類である。

 

(2) 上記書類を縦覧に供している場所

名称  所在地

株式会社東京証券取引所  東京都中央区日本橋兜町２番１号

 

第２の４　株式会社ニコン

１　当該会社の情報の開示を必要とする理由

(1) 当該会社の名称および住所

株式会社ニコン

東京都千代田区有楽町１丁目12番１号

 

(2) 理由

発行会社は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、

当該会社の普通株式の交付により償還される他社株転換条項付円建社債を下記のとおり発行しており、当該会

社の企業情報は、提出会社が発行している他社株転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼす

と判断される。

 

名称 発行年月日 売出価額の総額 上場の有無

ビー・エヌ・ピー・パリバ　2013年４月15日満期
他社株転換条項および早期償還条項付　円建社債（株式
会社ニコン普通株式）

2012年10月17日
(ロンドン時間)

1,371,000,000円無
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(3) 当該会社の普通株式の内容

 

発
行
済
株
式

種類

発行済株式数
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

(平成25年２月６日現在)

普通株式 400,878,921株
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は
100株である。

 

２　継続開示会社たる当該会社に関する事項

(1) 当該会社が提出した書類

イ　有価証券報告書およびその添付書類

 事業年度
(第148期)

 
自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日 

平成24年６月28日
関東財務局長に提出

ロ　四半期報告書または半期報告書およびその添付書類

四半期報告書

 事業年度
(第149期中)

 
自　平成24年10月１日
至　平成24年12月31日 

平成25年２月６日
関東財務局長に提出

ハ　臨時報告書　　　イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関

する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成24年７月３日

に、ならびに金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府

令第19条第２項第２号の２の規定に基づく臨時報告書を平成24年８月８日に、関東財務

局長に提出

ニ　訂正報告書　　　訂正報告書（平成24年８月８日に関東財務局長に提出した臨時報告書の訂正報告書）を平成

24年８月23日に、関東財務局長に提出

なお、上記は、平成25年５月15日正午現在において、関東財務局に提出され、かつ、電子開示システム

（EDINET）によって現実に閲覧が可能であった書類である。

 

(2) 上記書類を縦覧に供している場所

名称  所在地

株式会社東京証券取引所  東京都中央区日本橋兜町２番１号

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書
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第２の５　株式会社　東芝

１　当該会社の情報の開示を必要とする理由

(1) 当該会社の名称および住所

株式会社　東芝

東京都港区芝浦一丁目１番１号

 

(2) 理由

発行会社は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、

当該会社の普通株式の交付により償還される他社株転換条項付円建社債を下記のとおり発行しており、当該会

社の企業情報は、提出会社が発行している他社株転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼす

と判断される。

 

名称 発行年月日 売出価額の総額 上場の有無

ビー・エヌ・ピー・パリバ 2014年10月30日満期
早期償還条項付 他社株転換条項付円建社債
（対象株式：株式会社東芝 普通株式）

2012年10月30日
(ロンドン時間)

100,000,000円無

 

(3) 当該会社の普通株式の内容

 

発
行
済
株
式

種類

発行済株式数
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

(平成25年２月８日現在)

普通株式 4,237,602,026株
東京、大阪、名古屋、

ロンドンの各証券取引所
(東京、大阪、名古屋は市場第一部)

単元株式数
1,000株

 

２　継続開示会社たる当該会社に関する事項

(1) 当該会社が提出した書類

イ　有価証券報告書およびその添付書類

 事業年度
(第173期)

 
自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日 

平成24年６月22日
関東財務局長に提出

ロ　四半期報告書または半期報告書およびその添付書類

四半期報告書

 事業年度
(第174期中)

 
自　平成24年10月１日
至　平成24年12月31日 

平成25年２月８日
関東財務局長に提出

ハ　臨時報告書　　　イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関

する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成24年６月27日

に、関東財務局長に提出

ニ　訂正報告書　　　該当事項なし。

なお、上記は、平成25年５月15日正午現在において、関東財務局に提出され、かつ、電子開示システム

（EDINET）によって現実に閲覧が可能であった書類である。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書
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(2) 上記書類を縦覧に供している場所

名称  所在地

株式会社東京証券取引所  東京都中央区日本橋兜町２番１号

株式会社大阪証券取引所  大阪市中央区北浜一丁目８番16号

株式会社名古屋証券取引所  名古屋市中区栄三丁目８番20号

 

第２の６　新日鐵住金株式会社

１　当該会社の情報の開示を必要とする理由

(1) 当該会社の名称および住所

新日鐵住金株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目６番１号

 

(2) 理由

発行会社は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、

当該会社の普通株式の交付により償還される他社株転換条項付円建社債を下記のとおり発行しており、当該会

社の企業情報は、提出会社が発行している他社株転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼす

と判断される。

 

名称 発行年月日 売出価額の総額 上場の有無

ビー・エヌ・ピー・パリバ 2014年11月28日満期
早期償還条項付 他社株転換条項付円建社債
（対象株式：新日鐵住金株式会社 普通株式）

2012年11月29日
(ロンドン時間)

150,000,000円無

 

(3) 当該会社の普通株式の内容

 

発
行
済
株
式

種類

発行済株式数
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

(平成25年２月14日現在)

普通株式 9,503,214,022株
東京、大阪、名古屋（以上第一部上場）福

岡、札幌各証券取引所

完全議決権株
式単元株式数
は1,000株であ
る。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書
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２　継続開示会社たる当該会社に関する事項

(1) 当該会社が提出した書類

イ　有価証券報告書およびその添付書類

 事業年度
(第87期)

 
自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日 

平成24年６月26日
関東財務局長に提出

ロ　四半期報告書または半期報告書およびその添付書類

四半期報告書

 事業年度
(第88期中)

 
自　平成24年10月１日
至　平成24年12月31日 

平成25年２月14日
関東財務局長に提出

ハ　臨時報告書　　　イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関

する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成24年６月27日

に、金融商品取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19

条第２項第12号および第19号の規定に基づく臨時報告書を平成24年７月３日に、金融商

品取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第

12号および第19号の規定に基づく臨時報告書を平成24年８月31日に、金融商品取引法第

24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号および

第19号の規定に基づく臨時報告書を平成24年９月５日に、金融商品取引法第24条の５第

４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規定に基づく臨時

報告書を平成24年10月１日に、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開

示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規定に基づく臨時報告書を平成24年10月１日

に、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条

第２項第３号の規定に基づく臨時報告書を平成24年10月１日に、ならびに金融商品取引

法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規

定に基づく臨時報告書を平成25年３月８日に、関東財務局長に提出

ニ　訂正報告書　　　訂正報告書（平成24年６月27日に関東財務局長に提出した臨時報告書の訂正報告書）を平成

24年６月29日に、関東財務局長に提出

なお、上記は、平成25年５月15日正午現在において、関東財務局に提出され、かつ、電子開示システム

（EDINET）によって現実に閲覧が可能であった書類である。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書
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(2) 上記書類を縦覧に供している場所

名称  所在地

株式会社東京証券取引所  東京都中央区日本橋兜町２番１号

株式会社大阪証券取引所  大阪市中央区北浜一丁目８番16号

株式会社名古屋証券取引所  名古屋市中区栄三丁目８番20号

証券会員制法人福岡証券取引所  福岡市中央区天神二丁目14番２号

証券会員制法人札幌証券取引所  札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１

 

第２の７　日本郵船株式会社

１　当該会社の情報の開示を必要とする理由

(1) 当該会社の名称および住所

日本郵船株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目３番２号

 

(2) 理由

発行会社は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、

当該会社の普通株式の交付により償還される他社株転換条項付円建社債を下記のとおり発行しており、当該会

社の企業情報は、提出会社が発行している他社株転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼす

と判断される。

 

名称 発行年月日 売出価額の総額 上場の有無

ビー・エヌ・ピー・パリバ 2014年12月24日満期
早期償還条項付 他社株転換条項付円建社債
（対象株式：日本郵船株式会社 普通株式）

2012年12月27日
(ロンドン時間)

300,000,000円無

 

(3) 当該会社の普通株式の内容

 

発
行
済
株
式

種類

発行済株式数
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

(平成25年２月12日現在)

普通株式 1,700,550,988株
東京、名古屋、大阪
各証券取引所(注)

単元株式数は
1,000株であ
る。

(注)　東京、名古屋、大阪とも市場第一部に上場している。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書
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２　継続開示会社たる当該会社に関する事項

(1) 当該会社が提出した書類

イ　有価証券報告書およびその添付書類

 事業年度
(第125期)

 
自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日 

平成24年６月20日
関東財務局長に提出

ロ　四半期報告書または半期報告書およびその添付書類

四半期報告書

 事業年度
(第126期中)

 
自　平成24年10月１日
至　平成24年12月31日 

平成25年２月12日
関東財務局長に提出

ハ　臨時報告書　　　イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関

する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成24年６月22日

に、ならびに金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府

令第19条第２項第９号の規定に基づく臨時報告書を平成25年３月５日に、関東財務局長

に提出

ニ　訂正報告書　　　該当事項なし。

なお、上記は、平成25年５月15日正午現在において、関東財務局に提出され、かつ、電子開示システム

（EDINET）によって現実に閲覧が可能であった書類である。

 

(2) 上記書類を縦覧に供している場所

名称  所在地

日本郵船株式会社横浜支店  横浜市中区海岸通三丁目９番地

日本郵船株式会社名古屋支店  名古屋市西区牛島町６番１号

日本郵船株式会社関西支店  神戸市中央区海岸通一丁目２番31号

株式会社東京証券取引所  東京都中央区日本橋兜町２番１号

株式会社名古屋証券取引所  名古屋市中区栄三丁目８番20号

株式会社大阪証券取引所  大阪市中央区北浜一丁目８番16号

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書
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第２の８　株式会社リコー

１　当該会社の情報の開示を必要とする理由

(1) 当該会社の名称および住所

株式会社リコー

東京都大田区中馬込一丁目３番６号

 

(2) 理由

発行会社は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、

当該会社の普通株式の交付により償還される他社株転換条項付円建社債を下記のとおり発行しており、当該会

社の企業情報は、提出会社が発行している他社株転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼす

と判断される。

 

名称 発行年月日 売出価額の総額 上場の有無

ビー・エヌ・ピー・パリバ　2014年１月10日満期
他社株転換条項付　早期償還条項付　円建社債（株式会
社リコー）

2013年１月９日
(ロンドン時間)

700,000,000円無

 

(3) 当該会社の普通株式の内容

 

発
行
済
株
式

種類

発行済株式数
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

(平成25年２月13日現在)

普通株式 744,912,078株
東京、大阪、名古屋
(以上各市場第一部)、

福岡、札幌、ユーロネクスト・パリ

単元株式数
1,000株

 

２　継続開示会社たる当該会社に関する事項

(1) 当該会社が提出した書類

イ　有価証券報告書およびその添付書類

 事業年度
(平成23年度)

 
自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日 

平成24年６月28日
関東財務局長に提出

ロ　四半期報告書または半期報告書およびその添付書類

四半期報告書

 事業年度
(平成24年度中)

 
自　平成24年10月１日
至　平成24年12月31日 

平成25年２月13日
関東財務局長に提出

ハ　臨時報告書　　　イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関

する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成24年６月28日

に、関東財務局長に提出

ニ　訂正報告書　　　該当事項なし。

なお、上記は、平成25年５月15日正午現在において、関東財務局に提出され、かつ、電子開示システム

（EDINET）によって現実に閲覧が可能であった書類である。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書
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(2) 上記書類を縦覧に供している場所

名称  所在地

株式会社東京証券取引所  東京都中央区日本橋兜町２番１号

株式会社大阪証券取引所  大阪市中央区北浜一丁目８番16号

株式会社名古屋証券取引所  名古屋市中区栄三丁目８番20号

証券会員制法人福岡証券取引所  福岡市中央区天神二丁目14番２号

証券会員制法人札幌証券取引所  札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１

 

第２の９　ＪＦＥホールディングス株式会社

１　当該会社の情報の開示を必要とする理由

(1) 当該会社の名称および住所

ＪＦＥホールディングス株式会社

東京都千代田区内幸町二丁目２番３号

 

(2) 理由

発行会社は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、

当該会社の普通株式の交付により償還される他社株転換条項付円建社債を下記のとおり発行しており、当該会

社の企業情報は、提出会社が発行している他社株転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼす

と判断される。

 

名称 発行年月日 売出価額の総額 上場の有無

ビー・エヌ・ピー・パリバ　2014年１月10日満期
円建　早期償還条項付　参照株式株価連動社債（ＪＦＥ
ホールディングス株式会社）

2013年１月10日
(ロンドン時間)

600,000,000円無

 

(3) 当該会社の普通株式の内容

 

発
行
済
株
式

種類

発行済株式数
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

(平成25年２月５日現在)

普通株式 614,438,399株

東京証券取引所
大阪証券取引所
名古屋証券取引所
（以上市場第一部）

単元株式数
100株

(注)　平成25年２月５日現在の発行済株式数には、平成25年２月１日から平成25年２月５日までの新株予約権付社債に係る新

株予約権の行使により発行された株式は含まれていない。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書
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２　継続開示会社たる当該会社に関する事項

(1) 当該会社が提出した書類

イ　有価証券報告書およびその添付書類

 事業年度
(第10期)

 
自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日 

平成24年６月27日
関東財務局長に提出

ロ　四半期報告書または半期報告書およびその添付書類

四半期報告書

 事業年度
(第11期中)

 
自　平成24年10月１日
至　平成24年12月31日 

平成25年２月５日
関東財務局長に提出

ハ　臨時報告書　　　イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関

する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づく臨時報告書を平成25年１月７日に、関

東財務局長に提出

ニ　訂正報告書　　　訂正報告書（上記イ記載の有価証券報告書の訂正報告書）を平成24年７月10日に、関東財務

局長に提出

なお、上記は、平成25年５月15日正午現在において、関東財務局に提出され、かつ、電子開示システム

（EDINET）によって現実に閲覧が可能であった書類である。

 

(2) 上記書類を縦覧に供している場所

名称  所在地

株式会社東京証券取引所  東京都中央区日本橋兜町２番１号

株式会社大阪証券取引所  大阪市中央区北浜一丁目８番16号

株式会社名古屋証券取引所  名古屋市中区栄三丁目８番20号

 

第２の10　川崎重工業株式会社

１　当該会社の情報の開示を必要とする理由

(1) 当該会社の名称および住所

川崎重工業株式会社

神戸市中央区東川崎町３丁目１番１号

 

(2) 理由

発行会社は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、

当該会社の普通株式の交付により償還される他社株転換条項付円建社債を下記のとおり発行しており、当該会

社の企業情報は、提出会社が発行している他社株転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼす

と判断される。

 

名称 発行年月日 売出価額の総額 上場の有無

ビー・エヌ・ピー・パリバ 2015年１月23日満期
早期償還条項付 他社株転換条項付円建社債
（対象株式：川崎重工業株式会社 普通株式）

2013年１月22日
(ロンドン時間)

200,000,000円無

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書
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(3) 当該会社の普通株式の内容

 

発
行
済
株
式

種類

発行済株式数
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

(平成25年２月13日現在)

普通株式 1,671,892,659株
東京、大阪、名古屋、
各証券取引所

権利内容に何
ら限定のない
当社における
標準となる株
式であり、単元
株式数は1,000
株である。

(注)　東京、大阪、名古屋各証券取引所は市場第一部である。

 

２　継続開示会社たる当該会社に関する事項

(1) 当該会社が提出した書類

イ　有価証券報告書およびその添付書類

 事業年度
(第189期)

 
自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日 

平成24年６月27日
関東財務局長に提出

ロ　四半期報告書または半期報告書およびその添付書類

四半期報告書

 事業年度
(第190期中)

 
自　平成24年10月１日
至　平成24年12月31日 

平成25年２月13日
関東財務局長に提出

ハ　臨時報告書　　　イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関

する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成24年６月28日

に、ならびに金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府

令第19条第２項第９号の規定に基づく臨時報告書を平成25年４月１日に、関東財務局長

に提出

ニ　訂正報告書　　　該当事項なし。

なお、上記は、平成25年５月15日正午現在において、関東財務局に提出され、かつ、電子開示システム

（EDINET）によって現実に閲覧が可能であった書類である。

 

(2) 上記書類を縦覧に供している場所

名称  所在地

川崎重工業株式会社　東京本社 (注)  東京都港区海岸１丁目14番５号

川崎重工業株式会社　関西支社  
大阪市北区堂島浜２丁目１番29号（古河大阪
ビル）

株式会社東京証券取引所  東京都中央区日本橋兜町２番１号

株式会社大阪証券取引所  大阪市中央区北浜一丁目８番16号

株式会社名古屋証券取引所  名古屋市中区栄三丁目８番20号

(注)　平成24年12月１日から、東京本社の所在の場所「東京都港区浜松町２丁目４番１号」が上記に移転している。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書
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第２の11　キヤノン株式会社

１　当該会社の情報の開示を必要とする理由

(1) 当該会社の名称および住所

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子三丁目30番２号

 

(2) 理由

発行会社は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、

当該会社の普通株式の交付により償還される他社株転換条項付円建社債を下記のとおり発行しており、当該会

社の企業情報は、提出会社が発行している他社株転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼす

と判断される。

 

名称 発行年月日 売出価額の総額 上場の有無

ビー・エヌ・ピー・パリバ　2014年２月13日満期
他社株転換条項付　早期償還条項付　円建社債（キヤノ
ン株式会社）

2013年２月12日
(ロンドン時間)

700,000,000円無

ビー・エヌ・ピー・パリバ　2014年３月７日満期
他社株転換条項付　早期償還条項付　円建社債（キヤノ
ン株式会社）

2013年３月６日
(ロンドン時間)

900,000,000円無

 

(3) 当該会社の普通株式の内容

 

発
行
済
株
式

種類

発行済株式数
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

(平成25年５月14日現在)

普通株式 1,333,763,464株
東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、

ニューヨーク

権利内容に何
ら限定のない
当社における
標準となる株
式であり、単元
株式数は100株
である。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書
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２　継続開示会社たる当該会社に関する事項

(1) 当該会社が提出した書類

イ　有価証券報告書およびその添付書類

 事業年度
(第112期)

 
自　平成24年１月１日
至　平成24年12月31日 

平成25年３月28日
関東財務局長に提出

ロ　四半期報告書または半期報告書およびその添付書類

四半期報告書

 事業年度
(第113期中)

 
自　平成25年１月１日
至　平成25年３月31日 

平成25年５月14日
関東財務局長に提出

ハ　臨時報告書　　　イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関

する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成25年４月１日

に、関東財務局長に提出

ニ　訂正報告書　　　該当事項なし。

なお、上記は、平成25年５月15日正午現在において、関東財務局に提出され、かつ、電子開示システム

（EDINET）によって現実に閲覧が可能であった書類である。

 

(2) 上記書類を縦覧に供している場所

名称  所在地

株式会社東京証券取引所  東京都中央区日本橋兜町２番１号

株式会社大阪証券取引所  大阪市中央区北浜一丁目８番16号

株式会社名古屋証券取引所  名古屋市中区栄三丁目８番20号

証券会員制法人福岡証券取引所  福岡市中央区天神二丁目14番２号

証券会員制法人札幌証券取引所  札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書
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第２の12　東京建物株式会社

１　当該会社の情報の開示を必要とする理由

(1) 当該会社の名称および住所

東京建物株式会社

東京都中央区八重洲一丁目９番９号

 

(2) 理由

発行会社は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、

当該会社の普通株式の交付により償還される他社株転換条項付円建社債を下記のとおり発行しており、当該会

社の企業情報は、提出会社が発行している他社株転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼす

と判断される。

 

名称 発行年月日 売出価額の総額 上場の有無

ビー・エヌ・ピー・パリバ　2013年８月８日満期
他社株転換条項および早期償還条項付　円建社債（東京
建物株式会社普通株式）

2013年２月８日
(ロンドン時間)

728,000,000円無

 

(3) 当該会社の普通株式の内容

 

発
行
済
株
式

種類

発行済株式数
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

(平成25年５月14日現在)

普通株式 433,059,168株
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数
1,000株

 

２　継続開示会社たる当該会社に関する事項

(1) 当該会社が提出した書類

イ　有価証券報告書およびその添付書類

 事業年度
(第195期)

 
自　平成24年１月１日
至　平成24年12月31日 

平成25年３月28日
関東財務局長に提出

ロ　四半期報告書または半期報告書およびその添付書類

四半期報告書

 事業年度
(第196期中)

 
自　平成25年１月１日
至　平成25年３月31日 

平成25年５月14日
関東財務局長に提出

ハ　臨時報告書　　　イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関

する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成25年４月１日

に、関東財務局長に提出

ニ　訂正報告書　　　該当事項なし。

なお、上記は、平成25年５月15日正午現在において、関東財務局に提出され、かつ、電子開示システム

（EDINET）によって現実に閲覧が可能であった書類である。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書
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(2) 上記書類を縦覧に供している場所

名称  所在地

東京建物株式会社　関西支店  大阪市中央区北浜三丁目７番12号

株式会社東京証券取引所  東京都中央区日本橋兜町２番１号

 

第２の13　ケネディクス株式会社

１　当該会社の情報の開示を必要とする理由

(1) 当該会社の名称および住所

ケネディクス株式会社

東京都港区新橋二丁目２番９号

 

(2) 理由

発行会社は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、

当該会社の普通株式の交付により償還される他社株転換条項付円建社債を下記のとおり発行しており、当該会

社の企業情報は、提出会社が発行している他社株転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼす

と判断される。

 

名称 発行年月日 売出価額の総額 上場の有無

ビー・エヌ・ピー・パリバ　2013年８月８日満期
他社株転換条項および早期償還条項付　円建社債（ケネ
ディクス株式会社普通株式）

2013年２月８日
(ロンドン時間)

365,000,000円無

 

(3) 当該会社の普通株式の内容

 

発
行
済
株
式

種類

発行済株式数
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

(平成25年５月13日現在)

普通株式 2,291,186株
東京証券取引所
(市場第一部)

(注)

(注)　単元株制度を採用していないため、単元株式数はない。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書
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２　継続開示会社たる当該会社に関する事項

(1) 当該会社が提出した書類

イ　有価証券報告書およびその添付書類

 事業年度
(第18期)

 
自　平成24年１月１日
至　平成24年12月31日 

平成25年３月27日
関東財務局長に提出

ロ　四半期報告書または半期報告書およびその添付書類

四半期報告書

 事業年度
(第19期中)

 
自　平成25年１月１日
至　平成25年３月31日 

平成25年５月13日
関東財務局長に提出

ハ　臨時報告書　　　イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関

する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成25年３月29日

に、ならびに金融商品取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣

府令第19条第１項および第２項第２号の２の規定に基づく臨時報告書を平成25年４月23

日に、関東財務局長に提出

ニ　訂正報告書　　　該当事項なし。

なお、上記は、平成25年５月15日正午現在において、関東財務局に提出され、かつ、電子開示システム

（EDINET）によって現実に閲覧が可能であった書類である。

 

(2) 上記書類を縦覧に供している場所

名称  所在地

株式会社東京証券取引所  東京都中央区日本橋兜町２番１号

 

第２の14　住友化学株式会社

１　当該会社の情報の開示を必要とする理由

(1) 当該会社の名称および住所

住友化学株式会社

東京都中央区新川二丁目27番１号

 

(2) 理由

発行会社は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、

当該会社の普通株式の交付により償還される他社株転換条項付円建社債を下記のとおり発行しており、当該会

社の企業情報は、提出会社が発行している他社株転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼす

と判断される。

 

名称 発行年月日 売出価額の総額 上場の有無

ビー・エヌ・ピー・パリバ 2015年２月27日満期
早期償還条項付 他社株転換条項付円建社債
（対象株式：住友化学株式会社 普通株式）

2013年２月28日
(ロンドン時間)

200,000,000円無

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書
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(3) 当該会社の普通株式の内容

 

発
行
済
株
式

種類

発行済株式数
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

(平成25年２月14日現在)

普通株式 1,655,446,177株

東京証券取引所
市場第一部
大阪証券取引所
市場第一部

単元株式数は
1,000株であ
る。

 

２　継続開示会社たる当該会社に関する事項

(1) 当該会社が提出した書類

イ　有価証券報告書およびその添付書類

 事業年度
(第131期)

 
自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日 

平成24年６月22日
関東財務局長に提出

ロ　四半期報告書または半期報告書およびその添付書類

四半期報告書

 事業年度
(第132期中)

 
自　平成24年10月１日
至　平成24年12月31日 

平成25年２月14日
関東財務局長に提出

ハ　臨時報告書　　　イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関

する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成24年６月25日

に、金融商品取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19

条第２項第12号および第19号の規定に基づく臨時報告書を平成25年２月１日に、金融商

品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12

号の規定に基づく臨時報告書を平成25年２月１日に、ならびに金融商品取引法第24条の

５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規定に基づく

臨時報告書を平成25年２月25日に、関東財務局長に提出

ニ　訂正報告書　　　該当事項なし。

なお、上記は、平成25年５月15日正午現在において、関東財務局に提出され、かつ、電子開示システム

（EDINET）によって現実に閲覧が可能であった書類である。

 

(2) 上記書類を縦覧に供している場所

名称  所在地

株式会社東京証券取引所  東京都中央区日本橋兜町２番１号

株式会社大阪証券取引所  大阪市中央区北浜一丁目８番16号

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

758/792



第２の15　マツダ株式会社

１　当該会社の情報の開示を必要とする理由

(1) 当該会社の名称および住所

マツダ株式会社

広島県安芸郡府中町新地３番１号

 

(2) 理由

発行会社は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、

当該会社の普通株式の交付により償還される他社株転換条項付円建社債を下記のとおり発行しており、当該会

社の企業情報は、提出会社が発行している他社株転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼす

と判断される。

 

名称 発行年月日 売出価額の総額 上場の有無

ビー・エヌ・ピー・パリバ 2014年３月６日満期
早期償還条項付 他社株転換条項付円建社債
（対象株式：マツダ株式会社 普通株式）

2013年３月５日
(ロンドン時間)

690,000,000円無

ビー・エヌ・ピー・パリバ 2014年５月28日満期
早期償還条項付 他社株転換条項付円建社債
（対象株式：マツダ株式会社 普通株式）

2013年５月29日
(ロンドン時間)

820,000,000円無

 

(3) 当該会社の普通株式の内容

 

発
行
済
株
式

種類

発行済株式数
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

(平成25年２月14日現在)

普通株式 2,999,377,399株
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は
1,000株であ
る。

 

２　継続開示会社たる当該会社に関する事項

(1) 当該会社が提出した書類

イ　有価証券報告書およびその添付書類

 事業年度
(第146期)

 
自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日 

平成24年６月28日
関東財務局長に提出

ロ　四半期報告書または半期報告書およびその添付書類

四半期報告書

 事業年度
(第147期中)

 
自　平成24年10月１日
至　平成24年12月31日 

平成25年２月14日
関東財務局長に提出

ハ　臨時報告書　　　イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関

する内閣府令第19条第２項第12号の規定に基づく臨時報告書を平成24年７月20日に、な

らびに金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19

条第２項第12号の規定に基づく臨時報告書を平成25年４月26日に、関東財務局長に提出

ニ　訂正報告書　　　該当事項なし。

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

759/792



なお、上記は、平成25年５月15日正午現在において、関東財務局に提出され、かつ、電子開示システム

（EDINET）によって現実に閲覧が可能であった書類である。

 

(2) 上記書類を縦覧に供している場所

名称  所在地

株式会社東京証券取引所  東京都中央区日本橋兜町２番１号

 

第２の16　日本たばこ産業株式会社

１　当該会社の情報の開示を必要とする理由

(1) 当該会社の名称および住所

日本たばこ産業株式会社

東京都港区虎ノ門二丁目２番１号

 

(2) 理由

発行会社は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、

当該会社の普通株式の交付により償還される他社株転換条項付円建社債を下記のとおり発行しており、当該会

社の企業情報は、提出会社が発行している他社株転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼす

と判断される。

 

名称 発行年月日 売出価額の総額 上場の有無

ビー・エヌ・ピー・パリバ 2014年３月６日満期
早期償還条項付 他社株転換条項付円建社債
（対象株式：日本たばこ産業株式会社（ＪＴ） 普通株
式）

2013年３月５日
(ロンドン時間)

380,000,000円無

 

(3) 当該会社の普通株式の内容

 

発
行
済
株
式

種類

発行済株式数
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

(平成25年２月12日現在)

普通株式 2,000,000,000株

東京証券取引所
（市場第一部）
大阪証券取引所
（市場第一部）

(注)２

(注)１　当該会社の株式は、日本たばこ産業株式会社法第２条の規定により、当該会社が発行している株式（株主総会において

決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く）

の総数の３分の１を超える株式を政府が保有することとされている。

２　権利内容に何ら限定のない当該会社における標準となる株式であり、単元株式数は100株である。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

760/792



２　継続開示会社たる当該会社に関する事項

(1) 当該会社が提出した書類

イ　有価証券報告書およびその添付書類

 事業年度
(第27期)

 
自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日 

平成24年６月22日
関東財務局長に提出

ロ　四半期報告書または半期報告書およびその添付書類

四半期報告書

 事業年度
(第28期中)

 
自　平成24年10月１日
至　平成24年12月31日 

平成25年２月12日
関東財務局長に提出

ハ　臨時報告書　　　イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関

する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成24年６月27日

に、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条

第２項第２号の２の規定に基づく臨時報告書を平成24年９月21日に、ならびに金融商品

取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項およ

び第２項第１号の規定に基づく臨時報告書を平成25年２月25日に、関東財務局長に提出

ニ　訂正報告書　　　訂正報告書（平成24年９月21日に関東財務局長に提出した臨時報告書の訂正報告書）を平成

24年10月10日に、ならびに訂正報告書（平成25年２月25日に関東財務局長に提出した臨

時報告書の訂正報告書）を平成25年２月27日、平成25年３月11日および平成25年３月15

日に、それぞれ関東財務局長に提出

なお、上記は、平成25年５月15日正午現在において、関東財務局に提出され、かつ、電子開示システム

（EDINET）によって現実に閲覧が可能であった書類である。

 

(2) 上記書類を縦覧に供している場所

名称  所在地

日本たばこ産業株式会社　埼玉支店  さいたま市大宮区下町一丁目55番１号

日本たばこ産業株式会社　横浜支店  横浜市神奈川区金港町３番地１

日本たばこ産業株式会社　名古屋支店  名古屋市中区伊勢山二丁目12番１号

日本たばこ産業株式会社　大阪支店  大阪市北区大淀南一丁目５番10号

日本たばこ産業株式会社　神戸支店  神戸市中央区浜辺通二丁目１番30号

株式会社東京証券取引所  東京都中央区日本橋兜町２番１号

株式会社大阪証券取引所  大阪市中央区北浜一丁目８番16号

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

761/792



第２の17　日産自動車株式会社

１　当該会社の情報の開示を必要とする理由

(1) 当該会社の名称および住所

日産自動車株式会社

横浜市神奈川区宝町２番地

 

(2) 理由

発行会社は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、

当該会社の普通株式の交付により償還される他社株転換条項付円建社債を下記のとおり発行しており、当該会

社の企業情報は、提出会社が発行している他社株転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼす

と判断される。

 

名称 発行年月日 売出価額の総額 上場の有無

ビー・エヌ・ピー・パリバ　2013年10月10日満期
他社株転換条項および早期償還条項付 円建社債（日産
自動車株式会社普通株式）

2013年４月16日
(ロンドン時間)

1,146,000,000円無

 

(3) 当該会社の普通株式の内容

 

発
行
済
株
式

種類

発行済株式数
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

(平成25年２月13日現在)

普通株式 4,520,715,112株
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は
100株である。

 

２　継続開示会社たる当該会社に関する事項

(1) 当該会社が提出した書類

イ　有価証券報告書およびその添付書類

 事業年度
(第113期)

 
自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日 

平成24年６月28日
関東財務局長に提出

ロ　四半期報告書または半期報告書およびその添付書類

四半期報告書

 事業年度
(第114期中)

 
自　平成24年10月１日
至　平成24年12月31日 

平成25年２月13日
関東財務局長に提出

ハ　臨時報告書　　　イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関

する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成24年６月28日

に、関東財務局長に提出

ニ　訂正報告書　　　該当事項なし。

なお、上記は、平成25年５月15日正午現在において、関東財務局に提出され、かつ、電子開示システム

（EDINET）によって現実に閲覧が可能であった書類である。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

762/792



(2) 上記書類を縦覧に供している場所

名称  所在地

株式会社東京証券取引所  東京都中央区日本橋兜町２番１号

 

第２の18　ソフトバンク株式会社

１　当該会社の情報の開示を必要とする理由

(1) 当該会社の名称および住所

ソフトバンク株式会社

東京都港区東新橋一丁目９番１号

 

(2) 理由

発行会社は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、

当該会社の普通株式の交付により償還される他社株転換条項付円建社債を下記のとおり発行しており、当該会

社の企業情報は、提出会社が発行している他社株転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼす

と判断される。

 

名称 発行年月日 売出価額の総額 上場の有無

ビー・エヌ・ピー・パリバ　2013年10月10日満期
他社株転換条項および早期償還条項付 円建社債（ソフ
トバンク株式会社普通株式）

2013年４月16日
(ロンドン時間)

864,000,000円無

ビー・エヌ・ピー・パリバ 2014年５月28日満期
早期償還条項付 他社株転換条項付円建社債
（対象株式：ソフトバンク株式会社 普通株式）

2013年５月29日
(ロンドン時間)

1,100,000,000円無

 

(3) 当該会社の普通株式の内容

 

発
行
済
株
式

種類

発行済株式数
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

(平成25年２月６日現在)

普通株式 1,186,343,906株
東京証券取引所
(市場第一部)

完全議決権株
式であり権利
内容に何ら限
定のない当社
における標準
となる株式で
ある。
単元株式数は、
100株である。

(注)１　平成25年１月１日を効力発生日とする当該会社とイー・アクセス㈱の株式交換により、第３四半期会計期間末日以降、

発行済株式総数が69,871,312株増加している。

２　平成25年２月６日現在発行済株式数の欄には、平成25年２月１日から平成25年２月６日までの新株予約権の行使によ

り発行された株式数は含まれていない。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

763/792



２　継続開示会社たる当該会社に関する事項

(1) 当該会社が提出した書類

イ　有価証券報告書およびその添付書類

 事業年度
(第32期)

 
自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日 

平成24年６月22日
関東財務局長に提出

ロ　四半期報告書または半期報告書およびその添付書類

四半期報告書

 事業年度
(第33期中)

 
自　平成24年10月１日
至　平成24年12月31日 

平成25年２月６日
関東財務局長に提出

ハ　臨時報告書　　　イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関

する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成24年６月25日

に、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条

第２項第12号の規定に基づく臨時報告書を平成24年９月26日に、金融商品取引法第24条

の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の２の規定に

基づく臨時報告書を平成24年10月２日に、金融商品取引法第24条の５第４項および企業

内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号の２の規定に基づく臨時報告書を平

成24年10月16日に、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する

内閣府令第19条第２項第12号の規定に基づく臨時報告書を平成24年12月19日に、金融商

品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４

号の規定に基づく臨時報告書を平成24年12月20日に、金融商品取引法第24条の５第４項

および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の規定に基づく臨時報告

書を平成25年３月19日に、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に

関する内閣府令第19条第２項第９号の規定に基づく臨時報告書を平成25年４月１日に、

ならびに金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第

19条第２項第19号の規定に基づく臨時報告書を平成25年４月２日に、関東財務局長に提

出

ニ　訂正報告書　　　訂正報告書（平成24年10月２日に関東財務局長に提出した臨時報告書の訂正報告書）を平成

24年10月５日および平成24年11月５日に、それぞれ関東財務局長に提出

なお、上記は、平成25年５月15日正午現在において、関東財務局に提出され、かつ、電子開示システム

（EDINET）によって現実に閲覧が可能であった書類である。

 

(2) 上記書類を縦覧に供している場所

名称  所在地

株式会社東京証券取引所  東京都中央区日本橋兜町２番１号

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

764/792



第２の19　ソニー株式会社

１　当該会社の情報の開示を必要とする理由

(1) 当該会社の名称および住所

ソニー株式会社

東京都港区港南１丁目７番１号

 

(2) 理由

発行会社は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、

当該会社の普通株式の交付により償還される他社株転換条項付円建社債を下記のとおり発行しており、当該会

社の企業情報は、提出会社が発行している他社株転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼす

と判断される。

 

名称 発行年月日 売出価額の総額 上場の有無

ビー・エヌ・ピー・パリバ 2014年５月１日満期
早期償還条項付 他社株転換条項付円建社債
（対象株式：ソニー株式会社 普通株式）

2013年５月１日
(ロンドン時間)

480,000,000円無

 

(3) 当該会社の普通株式の内容

 

発
行
済
株
式

種類

発行済株式数
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

(平成25年２月14日現在)

普通株式 1,011,950,206株
東京・大阪・ニューヨーク・ロンドン

各証券取引所
単元株式数は
100株

(注)１　東京証券取引所および大阪証券取引所については市場第一部に上場されている。

２　平成25年２月14日現在の発行済株式数には、平成25年２月に新株予約権の行使により発行された株式数は含まれてい

ない。
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２　継続開示会社たる当該会社に関する事項

(1) 当該会社が提出した書類

イ　有価証券報告書およびその添付書類

 事業年度
(第95期)

 
自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日 

平成24年６月27日
関東財務局長に提出

ロ　四半期報告書または半期報告書およびその添付書類

四半期報告書

 事業年度
(第96期中)

 
自　平成24年10月１日
至　平成24年12月31日 

平成25年２月14日
関東財務局長に提出

ハ　臨時報告書　　　イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に

関する内閣府令第19条第１項および第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成

24年６月29日に、金融商品取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する

内閣府令第19条第１項および第２項第１号の規定に基づく臨時報告書を平成24年11月14

日に、金融商品取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第

19条第１項、第２項第１号および第２号の２の規定に基づく臨時報告書を平成24年11月

14日に、金融商品取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令

第19条第１項および第２項第12号の規定に基づく臨時報告書を平成25年２月21日に、な

らびに金融商品取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第

19条第１項および第２項第９号の規定に基づく臨時報告書を平成25年３月27日に、関東

財務局長に提出

ニ　訂正報告書　　　訂正報告書（平成24年11月14日に関東財務局長に提出した臨時報告書の訂正報告書）を平成

24年11月15日に、および訂正報告書（平成24年11月14日に関東財務局長に提出した臨時

報告書の訂正報告書）を平成24年12月４日に、関東財務局長に提出

なお、上記は、平成25年５月15日正午現在において、関東財務局に提出され、かつ、電子開示システム

（EDINET）によって現実に閲覧が可能であった書類である。

 

(2) 上記書類を縦覧に供している場所

名称  所在地

株式会社東京証券取引所  東京都中央区日本橋兜町２番１号

株式会社大阪証券取引所  大阪市中央区北浜一丁目８番16号
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第３ 【指数等の情報】

１ 【当該指数等の情報の開示を必要とする理由】

(1) 理由

提出会社は、下記のとおり、利率、満期償還額および早期償還の有無が日経平均株価の水準により決定される

社債を発行しているため、日経平均株価(日経225指数)に関する情報は、提出会社が発行している社債に関する

投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。

 

名称
発行年月日
(ロンドン時間)

売出価額の総額 上場の有無

ビー・エヌ・ピー・パリバ　2014年１月20日満期
円建　早期償還条項付　日経平均株価連動社債

2012年７月18日 500,000,000円無

ビー・エヌ・ピー・パリバ　2015年10月28日満期
早期償還条項付　ノックイン型日経平均株価連動　円建
社債

2012年10月26日4,120,000,000円無

ビー・エヌ・ピー・パリバ　2015年10月30日満期
期限前償還条項付　日経平均株価連動デジタルクーポン
円建社債

2012年10月29日1,000,000,000円無

ビー・エヌ・ピー・パリバ　2016年２月８日満期
早期償還条項付　ノックイン型日経平均株価連動　円建
社債

2013年２月７日 4,800,000,000円無

ビー・エヌ・ピー・パリバ　2018年２月８日満期
早期償還条項付　ノックイン型日経平均株価連動　デジ
タルクーポン円建社債

2013年２月７日 2,855,000,000円無

ビー・エヌ・ピー・パリバ　2016年４月26日満期
早期償還条項付　ノックイン型日経平均株価連動　豪ド
ル建社債

2013年４月24日 5,160,000豪ドル無

ビー・エヌ・ピー・パリバ　2018年４月26日満期
期限前償還条項付　日経平均株価連動デジタルクーポン
円建社債

2013年４月25日 2,600,000,000円無

ビー・エヌ・ピー・パリバ　2018年４月26日満期
期限前償還条項付　日経平均株価連動デジタルクーポン
米ドル建社債

2013年４月25日 2,560,000米ドル無

ビー・エヌ・ピー・パリバ　2018年５月25日満期
期限前償還条項付　日経平均株価連動３段デジタルクー
ポン円建社債

2013年５月27日 2,100,000,000円無

ビー・エヌ・ピー・パリバ　2016年５月27日満期
期限前償還条項　ノックイン条項　ボーナスクーポン条
項付　日経平均株価連動　円建社債

2013年５月29日 534,000,000円無

ビー・エヌ・ピー・パリバ 2016年５月27日満期
早期償還条項付ノックイン型日経平均株価連動デジタ
ルクーポン円建社債

2013年５月29日 3,100,000,000円無

 

(2) 内容

日経平均株価(日経225指数)は、選択された日本株式構成銘柄の価格の推移を示すために、日本経済新聞社が

計算し公表した株価指数である。指数は、現在、株式会社東京証券取引所に上場する225の株式銘柄に基づいてお

り、広範な日本の業種を反映している。225種の全銘柄は、株式会社東京証券取引所の第一部に上場されているも

のである。
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２ 【当該指数等の推移】

日経平均株価の過去の推移

（単位：円）

最近５年間の年度別
最高・最低株価

年度 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

最高 14,691.4110,639.7111,339.3010,857.5310,395.18

最低 7,162.907,054.988,824.068,160.018,295.63

最近６ヶ月間の月別
最高・最低株価

月別 2012年12月2013年１月2013年２月2013年３月2013年４月2013年５月

最高 10,395.1811,138.6611,662.5212,635.6913,926.0815,627.26

最低 9,432.4610,486.9911,046.9211,606.3812,003.4313,589.03

出所：ブルームバーグ・エルピー
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（訳文）

法定監査人の監査報告書

2011年12月31日終了事業年度

 

 

ビー・エヌ・ピー・パリバ株主各位：

 

　会社の株主総会の決議により依頼された業務内容に従い、我々は、2011年12月31日終了事業年度に係る以下の事項

について報告する。

－　添付されているビー・エヌ・ピー・パリバの財務書類の監査

－　評価の正当性

－　法令により義務付けられている特定の検証および情報

　本財務書類は取締役会により承認されている。我々の責任は我々の監査結果に基づき本財務書類に対して意見を表

明することにある。

 

Ⅰ‐ 財務書類に対する意見

 

　我々は、フランスにおいて適用される職業的専門家の基準に準拠して監査を行った。これらの基準は、財務書類に重

要な虚偽記載がないかどうかについて合理的な確証を得るために我々が監査を計画し、実施することを求めている。

監査は、財務書類における金額および開示に関する監査証拠を入手するための、サンプリングまたはその他の抽出手

法を用いた手続の実施を含んでいる。監査はまた、会計方針の適切性や会計上の見積もりの妥当性の評価と共に、財

務書類全体の表示に関する評価も含んでいる。我々は、我々が入手した監査証拠は、我々の監査意見の根拠として十

分かつ適切であると確信している。

　我々の意見では、本財務書類は、フランスの会計原則に準拠して、2011年12月31日現在における会社の資産、負債お

よび財政状態、ならびに同日に終了した事業年度の経営成績を、適正かつ公正に表示している。

 

Ⅱ - 評価の正当性

 

　2011年12月31日終了事業年度に係る財務書類の作成の際に用いられた会計上の見積もりは、経済危機や流動性危機に

よる不確実な環境下で行われており、経済の見通しを評価することは困難になっている。その上で我々は、我々の行った評価

の正当性に関連するフランス商法(Code de Commerce)L.823-9条の規定に従い、以下の事項について注意を喚起す

る。
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信用リスクおよび取引先リスクに係る減損引当金

　ビー・エヌ・ピー・パリバは、その事業に伴う信用リスクおよび取引先リスクをカバーするために減損引当金を計

上している(財務書類に対する注１、３.d、４.a、４.b、４.cおよび４.e)。我々は、エクスポージャーの認識、信用リス

クおよび取引先リスクの監視、減損テストの方法、ならびに、特にギリシアのソブリンリスクに関する個別及びポー

トフォリオ別の減損損失の決定に適用される統制手続を検証した。

 

金融商品の測定

　ビー・エヌ・ピー・パリバは、活発な市場で取引されていない金融商品に関する自社のポジションを測定するだけ

でなく、特定の引当金を決定し、ヘッジの指定が適切かどうかを評価するために、内部のモデルおよび手法を用いて

いる。我々は、不活発な市場の特定、内部モデルの評価、および使用されるインプットの決定に適用される統制手続を

検証した。

 

非連結会社に対する投資および長期投資目的で保有される持分証券の測定

　非連結会社に対する投資および長期投資目的で保有される持分証券は、財務書類に対する注記の注１および３.eに

記載の通り、多基準評価アプローチに基づき使用価値で測定される。当該見積もり価額の評価の一環として、我々は、

主要ポートフォリオの使用価値の決定に用いられた仮定を検証した。

 

従業員給付引当金

　ビー・エヌ・ピー・パリバは、財務書類に対する注１、４.jおよび６.bに記載の通り、従業員給付債務をカバーする

ために引当金を設定している。我々は、これらの債務を測定するのに採用された手法、ならびに使用された仮定およ

びインプットを検証した。

 

　こうした評価は、財務書類全体としての我々の監査の一環として実施されたものであり、従ってこの監査報告書の

最初の部分において表明した我々の監査意見の形成に寄与している。

 

Ⅲ - 特定の検証および情報

 

フランスの職業的専門家の基準に従い、我々は、フランス法が求めている特定の検証も実施した。

取締役会のマネジメントレポートならびに財政状態および財務書類に関する株主向け文書において開示されてい

る情報の表示の公正性および財務書類との整合性について我々が報告する事項はない。

我々は、フランス商法第L.225-102-1条の規定に従い表示されている、役員が受領する報酬および給付ならびに役

員を受益者とするその他のコミットメントに関する情報が、財務書類やその作成に使用されている基礎情報、また該

当する場合、会社を支配しているか会社に支配されている他社から会社が取得した情報と整合するものかどうかを

検証した。この作業を基に、我々は、この情報が正確で公正な表示であることを保証する。
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我々は、フランス法に従い、投資や支配持分の購入、および株主や議決権保有者の身元に関する必要な情報がマネ

ジメントレポートに適切に開示されているかどうかを検証した。

 

2012年３月７日、ノイ・スル・セーヌおよびクールブボワール

 

法定監査人

 

デロイト＆アソシエ

パスカル　コリン

プライスウォーターハウス

クーパース　オーディット

パトリス　モロー

マザー

ギョーム　ポテル

 

次へ
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Deloitte & Associps
185, avenue Charles de Gaulle
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex

PricewaterhouseCoopers Audit
63, rue de Villiers

92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

Mazars
61, rue Henri Regnault

92400 Courbevoie
 

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS
 

Exercice clos le 31 dpcembre 2011
 

 

Aux Actionnaires 
BNP Paribas
16, boulevard des Italiens
75009 Paris
 

 

Mesdames, Messieurs,
 

En expcution de la mission qui nous a ptp confipe par votre Assemblpe Gpnprale, nous vous prpsentons notre
rapport relatif à l¶exercice clos le 31 dpcembre 2011 sur :
 

-　lle contrôle des comptes annuels de BNP Paribas, tels qu¶ils sont joints au prpsent rapport,
-　lla justification de nos apprpciations,
-　les vprifications et informations sppcifiques prpvues par la loi.

 

Les comptes annuels ont ptp arrrtps par votre Conseil d¶administration. Il nous appartient, sur la base de notre
audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.
 

 

I - Opinion sur les comptes annuels
 

Nous avons effectup notre audit selon les normes d¶exercice professionnel applicables en France; ces normes
requiqrent la mise en °uvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes
annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. 
 

Un audit consiste à vprifier par sondages ou au moyen d¶autres mpthodes de splection, les plpments justifiant
des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste pgalement à apprpcier les
principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la prpsentation d¶ensemble des
comptes. Nous estimons que les plpments que nous avons collectps sont suffisants et approprips pour fonder
notre opinion.
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Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des rqgles et principes comptables franoais, rpguliers
et sincqres et donnent une image fidqle du rpsultat des opprations de l'exercice pcoulp ainsi que de la situation
financiqre et du patrimoine de la sociptp à la fin de cet exercice.
 

 

II - Justification des apprpciations
 

Les estimations comptables concourant à la prpparation des ptats financiers au 31 dpcembre 2011 ont ptp rp
alispes dans un environnement incertain, marqup par une crise pconomique et une crise de liquiditp, qui rend
difficile l¶apprphension des perspectives pconomiques. C¶est dans ce contexte que, en application des
dispositions de l¶article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos apprpciations, nous
portons à votre connaissance les plpments suivants :
 

Provisionnement des risques de crpdit et de contrepartie
 

Votre sociptp comptabilise des dpprpciations pour couvrir les risques de crpdit et de contrepartie inhprents à
ses activitps (notes 1, 3.d, 4.a, 4.b, 4.c et 4.e de l¶annexe). Nous avons examinp le dispositif de contrôle relatif
au recensement des expositions, au suivi des risques de crpdit et de contrepartie, aux mpthodologies de dpprp
ciation, et à la couverture des pertes de valeur par des dpprpciations individuelles et de portefeuille,
notamment en ce qui concerne le risque souverain grec.
 

Valorisation des instruments financiers
 

Votre sociptp utilise des modqles internes et des mpthodologies pour la valorisation des instruments
financiers qui ne sont pas traitps sur des marchps actifs, ainsi que pour la constitution de certaines provisions
et l¶apprpciation de la pertinence de la qualification en opprations de couverture. Nous avons examinp le
dispositif de contrôle relatif à la dptermination du caractqre inactif d¶un marchp, à la vprification des modqles
et à la dptermination des paramqtres utilisps.
 

Valorisation des titres de participation et autres titres dptenus à long terme
 

Les titres de participation et autres titres dptenus à long terme sont pvalups à leur valeur d¶utilitp en retenant
une approche multicritqres (notes 1 et 4.e de l¶annexe). Dans le cadre de notre apprpciation de ces
estimations, nous avons examinp les plpments ayant conduit à la dptermination des valeurs d¶utilitp pour les
principales lignes de portefeuille. 
 

Provisionnement des engagements sociaux
 

Votre sociptp constitue des provisions pour couvrir les engagements sociaux (notes 1, 4.j et 6.b de l'annexe).
Nous avons examinp la mpthodologie d'pvaluation de ces engagements, ainsi que les principales hypothqses
et paramqtres utilisps.
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Les apprpciations ainsi portpes s¶inscrivent dans le cadre de notre dpmarche d¶audit des comptes annuels,
pris dans leur ensemble, et ont donc contribup à la formation de notre opinion exprimpe dans la premiqre
partie de ce rapport.
 

 

III ± Vprifications et informations sppcifiques
 

Nous avons pgalement procpdp, conformpment aux normes d¶exercice professionnel applicables en
France, aux vprifications sppcifiques prpvues par la loi.
 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincpritp et la concordance avec les comptes annuels des
informations donnpes dans le rapport de gestion du Conseil d¶administration et dans les documents adress
ps aux actionnaires sur la situation financiqre et les comptes annuels.
 

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L.225-102-1 du Code de
commerce sur les rpmunprations et avantages versps aux mandataires sociaux ainsi que sur les
engagements consentis en leur faveur, nous avons vprifip leur concordance avec les comptes ou avec les
donnpes ayant servi à l'ptablissement de ces comptes et, le cas pchpant, avec les plpments recueillis par
votre sociptp auprqs des sociptps contrôlant votre sociptp ou contrôlpes par elle. Sur la base de ces travaux,
nous attestons l'exactitude et la sincpritp de ces informations.
 

En application de la loi, nous nous sommes assurps que les diverses informations relatives aux prises de
participation et de contrôle et à l'identitp des dptenteurs du capital et des droits de vote vous ont ptp
communiqupes dans le rapport de gestion.
 

 

Fait à Neuilly-sur-Seine et à Courbevoie, le 7 mars 2012
 

 

Les commissaires aux comptes
 

Deloitte & Associps
 
 
 
 

Pascal Colin

PricewaterhouseCoopers Audit
 
 
 
 

Patrice Morot

Mazars
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（訳文）

連結財務書類に関する法定監査人の監査報告書

2011年12月31日終了事業年度

 

 

ビー・エヌ・ピー・パリバ株主各位：

 

　会社の株主総会の決議により依頼された業務内容に従い、我々は2011年12月31日終了事業年度に係る以下の事項に

ついて報告する。

－　添付されているビー・エヌ・ピー・パリバの連結財務書類の監査

－　評価の正当性

－　法令により義務付けられている特定の検証

　本連結財務書類は取締役会により承認されている。我々の責任は我々の監査結果に基づき本連結財務書類に対して

意見を表明することにある。

 

Ⅰ‐ 連結財務書類に対する意見

 

　我々は、フランスにおいて適用される職業的専門家の基準に準拠して監査を行った。これらの基準は、連結財務書類

に重要な虚偽記載がないかどうかについて合理的な確証を得るために我々が監査を計画し、実施することを求めて

いる。監査は、連結財務書類における金額および開示に関する監査証拠を入手するための、サンプリングまたはその

他の抽出手法を用いた手続の実施を含んでいる。監査はまた、会計方針の適切性や会計上の見積もりの妥当性の評価

と共に、連結財務書類全体の表示に関する評価を含んでいる。我々は、我々が入手した監査証拠は、我々の監査意見の

根拠として十分かつ適切であると確信している。

　我々の意見では、本連結財務書類は、欧州連合が採用した国際財務報告基準に準拠して、2011年12月31日現在におけ

る当グループの資産、負債および財政状態、ならびに同日に終了した事業年度の経営成績を、適正かつ公正に表示し

ている。

 

Ⅱ - 評価の正当性

 

　2011年12月31日終了事業年度に係る財務書類の作成の際に用いられた会計上の見積もりは、経済危機や流動性危機

による不確実な環境下で行われており、経済の見通しを評価することは困難になっている。その上で我々は我々の

行った評価の正当性に関連するフランス商法（Code de Commerce）L.823-9条の要件に従い、我々は以下の事項につ

いて注意を喚起する。
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信用リスクおよび取引先リスクに係る減損引当金

　ビー・エヌ・ピー・パリバは、連結財務書類に対する注記1.c.5、2.f、4、5.fおよび5.gに記載の通り、その事業に伴

う信用リスクおよび取引先リスクをカバーするために減損引当金を計上している。我々は、エクスポージャーの認

識、信用リスクおよび取引先リスクの監視、減損テストの方法、ならびに、特にギリシャのソブリンリスクに関する個

別およびポートフォリオ別の減損損失の決定に適用される統制手続を検証した。

 

金融商品の測定

　ビー・エヌ・ピー・パリバは、活発な市場で取引されていない金融商品に関する自社のポジションを測定するだけ

でなく、特定の引当金を決定し、ヘッジの指定が適切かどうかを評価するために、内部のモデルおよび手法を用いて

いる。我々は、不活発な市場の特定、金融商品の再分類の条件、内部モデルの評価、および使用されるインプットの決

定に適用される統制手続を検証した。

 

売却可能資産の減損

　ビー・エヌ・ピー・パリバは、連結財務書類に対する注1.c.5、2.dおよび5.cに記載の通り、長期間または著しい減

価の客観的証拠がある場合には、売却可能資産の減損を認識している。我々はそのような証拠の特定や最も重要な項

目の評価、また該当する場合、減損損失を計上するために用いられている見積もりと関係のある統制手続を検証し

た。

 

のれんに関する減損

　ビー・エヌ・ピー・パリバは、連結財務書類に対する注1.b.4および5.oに記載の通り、のれんに関する減損テスト

を実施し、2011年度において減損損失を計上した。我々は、これらのテストの実施に用いられた手法や、減損損失の計

上に用いられた主な仮定、インプット、および見積もりを適宜検証した。

 

繰延税金資産

　ビー・エヌ・ピー・パリバは、連結財務書類に対する注1.k、2.gおよび5.kに記載の通り、当事業年度中に特に繰越

欠損金と関係のある繰延税金資産を認識した。我々は、これらの繰延税金資産の計上に用いられた主な見積もりおよ

び過程を検証した。

 

従業員給付引当金

　ビー・エヌ・ピー・パリバは、連結財務書類に対する注記1.hおよび7.bに記載の通り、従業員給付債務をカバーす

るために引当金を設定している。我々は、これらの債務を測定するのに採用された手法、並びに使用された主な仮定

およびインプットを検証した。

 

こうした評価は、連結財務書類全体としての我々の監査の一環として実施されているものであり、従ってこの監査報

告書の最初の部分において表明した我々の監査意見の形成を寄与している。
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Ⅲ - 特定の検証

 

　法令義務に基づき、またフランスにおいて適用される職業的専門家の基準に従い、我々は、当グル―プのマネジメン

トレポートに含まれる情報の検証も行った。その公正な表明および連結財務書類との整合性について我々が報告す

べき事項はない。

 

2012年３月７日、ノイ・スル・セーヌおよびクールブボワール

 

法定監査人

 

デロイト＆アソシエ

パスカル コリン

プライスウォーターハウス

クーパース オーディット

パトリス　モロー

マザー

ギョーム ポテル
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Deloitte & Associps
185, avenue Charles de Gaulle
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex

PricewaterhouseCoopers Audit
63, rue de Villiers

92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

Mazars
61, rue Henri Regnault

92400 Courbevoie
 

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES CONSOLIDES
 

Exercice clos le 31 dpcembre 2011
 

 

Aux Actionnaires 
BNP Paribas
16, boulevard des Italiens
75009 Paris
 

 

Mesdames, Messieurs,
 

En expcution de la mission qui nous a ptp confipe par votre Assemblpe Gpnprale, nous vous prpsentons notre
rapport relatif à l’exercice clos le 31 dpcembre 2011 sur :
 

-　le contrôle des comptes consolidps de BNP Paribas, tels qu’ils sont joints au prpsent rapport,
-　la justification de nos apprpciations,
-　la vprification sppcifique prpvue par la loi.

 

Les comptes consolidps ont ptp arrrtps par votre Conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de
notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. 
 

 

I - Opinion sur les comptes consolidps
 

Nous avons effectup notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes
requiqrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes
consolidps ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vprifier, par sondages, ou au
moyen d’autres mpthodes de splection, les plpments justifiant des montants et informations figurant dans les
comptes consolidps. Il consiste pgalement à apprpcier les principes comptables suivis, les estimations
significatives retenues et la prpsentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les plpments que nous
avons collectps sont suffisants et approprips pour fonder notre opinion.
 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

778/792



Nous certifions que les comptes consolidps de l’exercice sont, au regard du rpfprentiel IFRS tel qu’adoptp
dans l’Union europpenne, rpguliers et sincqres et donnent une image fidqle du patrimoine, de la situation
financiqre, ainsi que du rpsultat de l'ensemble constitup par les personnes et entitps comprises dans la
consolidation.
 

 

II - Justification des apprpciations
 

Les estimations comptables concourant à la prpparation des ptats financiers au 31 dpcembre 2011 ont ptp rp
alispes dans un environnement incertain, marqup par une crise pconomique et une crise de liquiditp, qui rend
difficile l’apprphension des perspectives pconomiques. C’est dans ce contexte que, en application des
dispositions de l’article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos apprpciations, nous
portons à votre connaissance les plpments suivants :
 

Provisionnement des risques de crpdit et de contrepartie
 

Votre sociptp comptabilise des dpprpciations pour couvrir les risques de crpdit et de contrepartie inhprents à
ses activitps (notes 1.c.5, 2.f, 4, 5.f et 5.g de l’annexe). Nous avons examinp le dispositif de contrôle relatif au
recensement des expositions, au suivi des risques de crpdit et de contrepartie, aux mpthodologies de dpprp
ciation, et à la couverture des pertes de valeur par des dpprpciations individuelles et de portefeuille,
notamment en ce qui concerne le risque souverain grec. 
 

Valorisation des instruments financiers
 

Votre sociptp utilise des modqles internes et des mpthodologies pour la valorisation des instruments
financiers qui ne sont pas traitps sur des marchps actifs, ainsi que pour la constitution de certaines provisions
et l’apprpciation de la pertinence de la qualification en opprations de couverture. Nous avons examinp le
dispositif de contrôle relatif à la dptermination du caractqre inactif d’un marchp, aux conditions de
reclassement des instruments financiers, à la vprification des modqles et à la dptermination des paramqtres
utilisps.
 

Dpprpciations relatives aux actifs disponibles à la vente
 

Votre sociptp comptabilise des dpprpciations sur des actifs disponibles à la vente lorsqu’il existe une
indication objective de baisse prolongpe ou significative de la valeur de ces actifs  (notes 1.c.5, 2.d et 5.c de l’
annexe). Nous avons examinp le dispositif de contrôle relatif à l’identification d’indices de perte de valeur, la
valorisation des lignes les plus significatives, ainsi que les estimations ayant conduit, le cas pchpant, à la
couverture des pertes de valeur par des dpprpciations.
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Dpprpciations relatives aux pcarts d’acquisition 
 

Votre sociptp a procpdp à des tests de dpprpciation de valeur des pcarts d’acquisition, qui ont  conduit, le cas p
chpant, à la constatation de dpprpciations au titre de cet exercice (notes 1.b.4 et 5.o de l’annexe). Nous avons
examinp les modalitps de mise en œuvre de ces tests, les principales hypothqses et paramqtres utilisps, ainsi
que les estimations ayant conduit, le cas pchpant, à la couverture des pertes de valeur par des dpprpciations.
 

Impôts diffprps actif
 

Votre sociptp a comptabilisp des impôts diffprps actif notamment au titre des dpficits fiscaux reportables
(notes 1.k, 2.g et 5.k de l’annexe). Nous avons examinp les principales estimations et hypothqses ayant
conduit à la reconnaissance de ces impôts diffprps.
 

Provisionnement des engagements sociaux
 

Votre sociptp constitue des provisions pour couvrir les engagements sociaux (notes 1.h et 7.b de l'annexe).
Nous avons examinp la mpthodologie d'pvaluation de ces engagements, ainsi que les principales hypothqses
et paramqtres utilisps.
 

Les apprpciations ainsi portpes s’inscrivent dans le cadre de notre dpmarche d’audit des comptes consolid
ps pris dans leur ensemble et ont donc contribup à la formation de notre opinion exprimpe dans la premiq
re partie de ce rapport.
 

 

III - Vprification sppcifique
 

Nous avons pgalement procpdp, conformpment aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, à la vprification sppcifique prpvue par la loi des informations donnpes dans le rapport sur la
gestion du groupe. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincpritp et leur concordance avec
les comptes consolidps.
 

 

 

Fait à Neuilly-sur-Seine et à Courbevoie, le 7 mars 2012
 

 

Les Commissaires aux comptes
 

Deloitte & Associps
 
 
 
 

Pascal Colin

PricewaterhouseCoopers Audit
 
 
 
 

Patrice Morot

Mazars
 
 
 
 

Guillaume Potel
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（訳文）

法定監査人の監査報告書

2012年12月31日終了事業年度

 

 

ビー・エヌ・ピー・パリバ株主各位：

 

　会社の株主総会の決議により依頼された業務内容に従い、我々は2012年12月31日終了事業年度に係る以下の事項に

ついて報告する。

－　添付されているビー・エヌ・ピー・パリバの財務書類の監査

－　評価の正当性

－　法令により義務付けられている特定の検証および情報

　本財務書類は取締役会により承認されている。我々の責任は我々の監査結果に基づき本財務書類に対して意見を表

明することにある。

 

Ⅰ‐ 財務書類に対する意見

 

　我々は、フランスにおいて適用される職業的専門家の基準に準拠して監査を行った。これらの基準は、財務書類に重

要な虚偽記載がないかどうかについて合理的な確証を得るために我々が監査を計画し、実施することを求めている。

　監査は、財務書類における金額および開示に関する監査証拠を入手するための、サンプリングまたはその他の抽出

手法を用いた手続の実施を含んでいる。監査はまた、会計方針の適切性や会計上の見積もりの妥当性の評価と共に、

財務書類全体の表示に関する評価を含んでいる。我々は、我々が入手した監査証拠は、我々の監査意見の根拠として

十分かつ適切であると確信している。

　我々の意見では、本財務書類は、フランスの会計原則に準拠して、2012年12月31日現在における会社の資産、負債お

よび財政状態、ならびに同日に終了した事業年度の経営成績を、適正かつ公正に表示している。

 

Ⅱ - 評価の正当性

 

　我々は我々の行った評価の正当性に関連するフランス商法（Code de Commerce）L.823-9条の要件に従い、我々は

以下の事項について注意を喚起する。
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信用リスクおよび取引先リスクに係る減損引当金

　ビー・エヌ・ピー・パリバは、財務書類に対する注記1、3.d、4.a、4.b、4.cおよび4.eに記載の通り、その事業に伴う

信用リスクおよび取引先リスクをカバーするために減損引当金を計上している。我々は、リスクエクスポージャーの

認識、信用リスクおよび取引先リスクの監視、減損テストの方法の定義付け、ならびにポートフォリオ別の減損損失

の決定に適用される統制手続を検証した。 

 

金融商品の測定

　ビー・エヌ・ピー・パリバは、活発な市場で取引されていない金融商品に関する自社のポジションを測定するだけ

でなく、特定の引当金を決定し、ヘッジの指定が適切かどうかを評価するために、内部のモデルおよび手法を用いて

いる。我々は、不活発な市場の特定、内部モデルの評価、および使用されるインプットの決定に適用される統制手続を

検証した。

 

非連結会社に対する投資および長期投資目的で保有される持分証券の測定

　非連結会社に対する投資および長期投資目的で保有される持分証券は、財務書類に対する注記の注１および4.eに

記載の通り、多基準評価アプローチに基づき使用価値で測定される。当該見積もり価額の評価の一環として、我々は、

主要ポートフォリオの使用価値の決定に用いられた仮定を検証した。

 

従業員給付引当金

　ビー・エヌ・ピー・パリバは、財務書類に対する注記1、4.jおよび6.bに記載の通り、従業員給付債務をカバーする

ために引当金を設定している。我々は、これらの債務を測定するのに採用された手法、並びに使用された主な仮定お

よびインプットを検証した。

 

こうした評価は、財務書類全体としての我々の監査の一環として実施されているものであり、従ってこの監査報告書

の最初の部分において表明した我々の監査意見の形成を寄与している。

 

Ⅲ - 特定の検証および情報

 

　フランスの職業的専門家の基準に従い、我々は、フランス法が求めている特定の検証も実施した。

取締役会のマネジメントレポートならびに財政状態および財務書類に関する株主向け文書において開示されている

情報の表示の公正性および財務書類との整合性について我々が報告する事項はない。

　我々は、フランス商法第L.225-102-1条の規定に従い表示されている、役員が受領する報酬および給付ならびに役員

を受益者とするその他のコミットメントに関する情報が、財務書類やその作成に使用されている基礎情報、また該当

する場合、会社を支配しているか会社に支配されている他社から会社が取得した情報と整合するものかどうかを検

証した。この作業を基に、我々は、この情報が正確で公正な表示であることを保証する。
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　我々は、フランス法に従い、投資や支配持分の購入、および株主や議決権保有者の身元に関する必要な情報がマネジ

メントレポートに適切に開示されているかどうかを検証した。

 

2013年３月８日、ノイ・スル・セーヌおよびクールブボワール

 

法定監査人

 

デロイト＆アソシエ

ダミエン ローレン

プライスウォーターハウスクー

パース オーディット

エティエンヌ ボリス

マザー

ハーヴエ ヘリアス
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Deloitte & Associps
185, avenue Charles de Gaulle
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex

PricewaterhouseCoopers Audit
63, rue de Villiers

92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

Mazars
61, rue Henri Regnault

92400 Courbevoie
 

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS
 

Exercice clos le 31 dpcembre 2012
 

 

Aux Actionnaires 
BNP Paribas
16, boulevard des Italiens
75009 Paris
 

 

Mesdames, Messieurs,
 

En expcution de la mission qui nous a ptp confipe par votre Assemblpe Gpnprale, nous vous prpsentons notre
rapport relatif à l¶exercice clos le 31 dpcembre 2012 sur :
 

-　le contrôle des comptes annuels de BNP Paribas, tels qu¶ils sont joints au prpsent rapport,
-　la justification de nos apprpciations,
-　les vprifications et informations sppcifiques prpvues par la loi.

 

Les comptes annuels ont ptp arrrtps par votre Conseil d¶administration. Il nous appartient, sur la base de notre
audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.
 

 

I - Opinion sur les comptes annuels
 

Nous avons effectup notre audit selon les normes d¶exercice professionnel applicables en France ; ces normes
requiqrent la mise en °uvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes
annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vprifier par sondages ou au moyen
d¶autres mpthodes de splection, les plpments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes
annuels. Il consiste pgalement à apprpcier les principes comptables suivis, les estimations significatives
retenues et la prpsentation d¶ensemble des comptes. Nous estimons que les plpments que nous avons collectps
sont suffisants et approprips pour fonder notre opinion.
 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des rqgles et principes comptables franoais, rpguliers
et sincqres et donnent une image fidqle du rpsultat des opprations de l'exercice pcoulp ainsi que de la situation
financiqre et du patrimoine de la sociptp à la fin de cet exercice.
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II - Justification des apprpciations
 

En application des dispositions de l¶article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos
apprpciations, nous portons à votre connaissance les plpments suivants :
 

Provisionnement des risques de crpdit et de contrepartie
 

Votre sociptp comptabilise des dpprpciations pour couvrir les risques de crpdit et de contrepartie inhprents à
ses activitps (notes 1, 3.d, 4.a, 4.b, 4.c et 4.e de l¶annexe). Nous avons examinp le dispositif de contrôle relatif
au recensement des expositions, au suivi des risques de crpdit et de contrepartie, aux mpthodologies de dpprp
ciation, et à la couverture des pertes de valeur par des dpprpciations individuelles et de portefeuille.
 

Valorisation des instruments financiers
 

Votre sociptp utilise des modqles internes et des mpthodologies pour la valorisation des instruments
financiers qui ne sont pas traitps sur des marchps actifs, ainsi que pour la constitution de certaines provisions
et l¶apprpciation de la pertinence de la qualification en opprations de couverture. Nous avons examinp le
dispositif de contrôle relatif à la dptermination du caractqre inactif d¶un marchp, à la vprification des modqles
et à la dptermination des paramqtres utilisps.
 

Valorisation des titres de participation et autres titres dptenus à long terme
 

Les titres de participation et autres titres dptenus à long terme sont pvalups à leur valeur d¶utilitp en retenant
une approche multicritqres (notes 1 et 4.e de l¶annexe). Dans le cadre de notre apprpciation de ces
estimations, nous avons examinp les plpments ayant conduit à la dptermination des valeurs d¶utilitp pour les
principales lignes de portefeuille. 
 

Provisionnement des engagements sociaux
 

Votre sociptp constitue des provisions pour couvrir les engagements sociaux (notes 1, 4.j et 6.b de l'annexe).
Nous avons examinp la mpthodologie d'pvaluation de ces engagements, ainsi que les principales hypothqses
et paramqtres utilisps.
 

Les apprpciations ainsi portpes s¶inscrivent dans le cadre de notre dpmarche d¶audit des comptes annuels,
pris dans leur ensemble, et ont donc contribup à la formation de notre opinion exprimpe dans la premiqre
partie de ce rapport.
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III ± Vprifications et informations sppcifiques
 

Nous avons pgalement procpdp, conformpment aux normes d¶exercice professionnel applicables en
France, aux vprifications sppcifiques prpvues par la loi.
 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincpritp et la concordance avec les comptes annuels des
informations donnpes dans le rapport de gestion du Conseil d¶administration et dans les documents adress
ps aux actionnaires sur la situation financiqre et les comptes annuels.
 

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-102-1 du Code de
commerce sur les rpmunprations et avantages versps aux mandataires sociaux ainsi que sur les
engagements consentis en leur faveur, nous avons vprifip leur concordance avec les comptes ou avec les
donnpes ayant servi à l'ptablissement de ces comptes et, le cas pchpant, avec les plpments recueillis par
votre sociptp auprqs des sociptps contrôlant votre sociptp ou contrôlpes par elle. Sur la base de ces travaux,
nous attestons l'exactitude et la sincpritp de ces informations.
 

En application de la loi, nous nous sommes assurps que les diverses informations relatives aux prises de
participation et de contrôle et à l'identitp des dptenteurs du capital et des droits de vote vous ont ptp
communiqupes dans le rapport de gestion.
 

 

Fait à Neuilly-sur-Seine et à Courbevoie, le 8 mars 2013
 

 

Les Commissaires aux comptes
 

 

Deloitte & Associps
 
 
 
 

Damien Leurent

PricewaterhouseCoopers Audit
 
 
 
 

Etienne Boris

Mazars
 
 
 
 

Hervp Hplias
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（訳文）

連結財務書類に関する法定監査人の監査報告書

2012年12月31日終了事業年度

 

 

ビー・エヌ・ピー・パリバ株主各位：

 

　会社の株主総会の決議により依頼された業務内容に従い、我々は2012年12月31日終了事業年度に係る以下の事項に

ついて報告する。

－　添付されているビー・エヌ・ピー・パリバの連結財務書類の監査

－　評価の正当性

－　法令により義務付けられている特定の検証

　本連結財務書類は取締役会により承認されている。我々の責任は我々の監査結果に基づき本連結財務書類に対して

意見を表明することにある。

 

Ⅰ‐ 連結財務書類に対する意見

 

　我々は、フランスにおいて適用される職業的専門家の基準に準拠して監査を行った。これらの基準は、連結財務書類

に重要な虚偽記載がないかどうかについて合理的な確証を得るために我々が監査を計画し、実施することを求めて

いる。監査は、連結財務書類における金額および開示に関する監査証拠を入手するための、サンプリングまたはその

他の抽出手法を用いた手続の実施を含んでいる。監査はまた、会計方針の適切性や会計上の見積もりの妥当性の評価

と共に、連結財務書類全体の表示に関する評価を含んでいる。我々は、我々が入手した監査証拠は、我々の監査意見の

根拠として十分かつ適切であると確信している。

　我々の意見では、本連結財務書類は、欧州連合が採用した国際財務報告基準に準拠して、2012年12月31日現在におけ

る当グループの資産、負債および財政状態、ならびに同日に終了した事業年度の経営成績を、適正かつ公正に表示し

ている。

 

Ⅱ - 評価の正当性

 

　我々は我々の行った評価の正当性に関連するフランス商法（Code de Commerce）L.823-9条の要件に従い、我々は

以下の事項について注意を喚起する。
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信用リスクおよび取引先リスクに係る減損引当金

　ビー・エヌ・ピー・パリバは、連結財務書類に対する注記1.c.5、2.f、4、5.fおよび5.gに記載の通り、その事業に伴

う信用リスクおよび取引先リスクをカバーするために減損引当金を計上している。我々は、リスクエクスポージャー

の認識、信用リスクおよび取引先リスクの監視、減損テストの方法の定義付け、ならびにポートフォリオ別の減損損

失の決定に適用される統制手続を検証した。

 

金融商品の測定

　ビー・エヌ・ピー・パリバは、活発な市場で取引されていない金融商品に関する自社のポジションを測定するだけ

でなく、特定の引当金を決定し、ヘッジの指定が適切かどうかを評価するために、内部のモデルおよび手法を用いて

いる。我々は、不活発な市場の特定、内部モデルの評価、および使用されるインプットの決定に適用される統制手続を

検証した。

 

売却可能資産の減損

　ビー・エヌ・ピー・パリバは、連結財務書類に対する注1.c.5、2.dおよび5.cに記載の通り、長期間または著しい減

価の客観的証拠がある場合には、売却可能資産の減損を認識している。我々はそのような証拠の特定や最も重要な項

目の評価、また該当する場合、減損損失を計上するために用いられている見積もりと関係のある統制手続を検証し

た。

 

のれんに関する減損

　ビー・エヌ・ピー・パリバは、連結財務書類に対する注1.b.4および5.oに記載の通り、のれんに関する減損テスト

を実施し、2012年度において減損損失を計上した。我々は、これらのテストの実施に用いられた手法や、減損損失の計

上に用いられた主な仮定、インプット、および見積もりを適宜検証した。

 

繰延税金資産

　ビー・エヌ・ピー・パリバは、連結財務書類に対する注1.k、2.gおよび5.kに記載の通り、当事業年度中に特に繰越

欠損金と関係のある繰延税金資産を認識した。我々は、これらの繰延税金資産の計上に用いられた主な見積もりおよ

び過程を検証した。

 

従業員給付引当金

　ビー・エヌ・ピー・パリバは、連結財務書類に対する注記1.hおよび7.bに記載の通り、従業員給付債務をカバーす

るために引当金を設定している。我々は、これらの債務を測定するのに採用された手法、並びに使用された主な仮定

およびインプットを検証した。

 

　こうした評価は、連結財務書類全体としての我々の監査の一環として実施されているものであり、従ってこの監査

報告書の最初の部分において表明した我々の監査意見の形成を寄与している。
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Ⅲ - 特定の検証

 

　法令義務に基づき、またフランスにおいて適用される職業的専門家の基準に従い、我々は、当グル―プのマネジメン

トレポートに含まれる情報の検証も行った。その公正な表明および連結財務書類との整合性について我々が報告す

べき事項はない。

 

2013年３月８日、ノイ・スル・セーヌおよびクールブボワール

 

法定監査人

 

デロイト＆アソシエ

ダミエン ローレン

プライスウォーターハウス

クーパース オーディット

エティエンヌ ボリス

マザー

ハーヴエ ヘリアス
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Deloitte & Associps
185, avenue Charles de Gaulle
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex

PricewaterhouseCoopers Audit
63, rue de Villiers

92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

Mazars
61, rue Henri Regnault
92400 Courbevoie

 

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES CONSOLIDES
 

Exercice clos le 31 dpcembre 2012
 

 

Aux Actionnaires 
BNP Paribas
16, boulevard des Italiens
75009 Paris
 

 

Mesdames, Messieurs,
 

En expcution de la mission qui nous a ptp confipe par votre Assemblpe Gpnprale, nous vous prpsentons notre
rapport relatif à l’exercice clos le 31 dpcembre 2012 sur :
 

-　le contrôle des comptes consolidps de BNP Paribas, tels qu’ils sont joints au prpsent rapport,
-　la justification de nos apprpciations,
-　la vprification sppcifique prpvue par la loi.

 

Les comptes consolidps ont ptp arrrtps par votre Conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de
notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. 
 

 

I - Opinion sur les comptes consolidps
 

Nous avons effectup notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes
requiqrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes
consolidps ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vprifier, par sondages, ou au
moyen d’autres mpthodes de splection, les plpments justifiant des montants et informations figurant dans les
comptes consolidps. Il consiste pgalement à apprpcier les principes comptables suivis, les estimations
significatives retenues et la prpsentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les plpments que nous
avons collectps sont suffisants et approprips pour fonder notre opinion.
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Nous certifions que les comptes consolidps de l’exercice sont, au regard du rpfprentiel IFRS tel qu’adoptp
dans l’Union europpenne, rpguliers et sincqres et donnent une image fidqle du patrimoine, de la situation
financiqre, ainsi que du rpsultat de l'ensemble constitup par les personnes et entitps comprises dans la
consolidation.
 

 

II - Justification des apprpciations
 

En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos
apprpciations, nous portons à votre connaissance les plpments suivants :
 

Provisionnement des risques de crpdit et de contrepartie
 

Votre sociptp comptabilise des dpprpciations pour couvrir les risques de crpdit et de contrepartie inhprents à
ses activitps (notes 1.c.5, 2.f, 4, 5.f et 5.g de l’annexe). Nous avons examinp le dispositif de contrôle relatif au
recensement des expositions, au suivi des risques de crpdit et de contrepartie, aux mpthodologies de dpprp
ciation, et à la couverture des pertes de valeur par des dpprpciations individuelles et de portefeuille. 
 

Valorisation des instruments financiers
 

Votre sociptp utilise des modqles internes et des mpthodologies pour la valorisation des instruments
financiers qui ne sont pas traitps sur des marchps actifs, ainsi que pour la constitution de certaines provisions
et l’apprpciation de la pertinence de la qualification en opprations de couverture. Nous avons examinp le
dispositif de contrôle relatif à la dptermination du caractqre inactif d’un marchp, à la vprification des modqles
et à la dptermination des paramqtres utilisps.
 

Dpprpciations relatives aux actifs disponibles à la vente
 

Votre sociptp comptabilise des dpprpciations sur des actifs disponibles à la vente lorsqu’il existe une
indication objective de baisse prolongpe ou significative de la valeur de ces actifs (notes 1.c.5, 2.d et 5.c de l’
annexe). Nous avons examinp le dispositif de contrôle relatif à l’identification d’indices de perte de valeur, la
valorisation des lignes les plus significatives, ainsi que les estimations ayant conduit, le cas pchpant, à la
couverture des pertes de valeur par des dpprpciations.
 

Dpprpciations relatives aux pcarts d’acquisition 
 

Votre sociptp a procpdp à des tests de dpprpciation de valeur des pcarts d’acquisition, qui ont conduit, le cas p
chpant, à la constatation de dpprpciations au titre de cet exercice (notes 1.b.4 et 5.o de l’annexe). Nous avons
examinp les modalitps de mise en œuvre de ces tests, les principales hypothqses et paramqtres utilisps, ainsi
que les estimations ayant conduit, le cas pchpant, à la couverture des pertes de valeur par des dpprpciations.
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Impôts diffprps actif
 

Votre sociptp comptabilise des impôts diffprps actif notamment au titre des dpficits fiscaux reportables (notes
1.k, 2.g et 5.k de l’annexe). Nous avons examinp les principales estimations et hypothqses ayant conduit à la
reconnaissance de ces impôts diffprps.
 

Provisionnement des engagements sociaux
 

Votre sociptp constitue des provisions pour couvrir les engagements sociaux (notes 1.h et 7.b de l'annexe).
Nous avons examinp la mpthodologie d'pvaluation de ces engagements, ainsi que les principales hypothqses
et paramqtres utilisps.
 

Les apprpciations ainsi portpes s’inscrivent dans le cadre de notre dpmarche d’audit des comptes consolid
ps pris dans leur ensemble et ont donc contribup à la formation de notre opinion exprimpe dans la premiq
re partie de ce rapport.
 

 

III - Vprification sppcifique
 

Nous avons pgalement procpdp, conformpment aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, à la vprification sppcifique prpvue par la loi des informations donnpes dans le rapport sur la
gestion du groupe. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincpritp et leur concordance avec
les comptes consolidps.
 

 

Fait à Neuilly-sur-Seine et à Courbevoie, le 8 mars 2013
 

 

Les Commissaires aux comptes
 

 

 

Deloitte & Associps
 
 
 
 

Damien Leurent

PricewaterhouseCoopers Audit
 
 
 
 

Etienne Boris

Mazars
 
 
 
 

Hervp Hplias
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